
令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

1
相模原市米軍基地返還
促進等市民協議会補助
金

相模原市米軍基地返還
促進等市民協議会

市内に所在する米軍基地の早期返還と市民優先の跡地利
用の促進、航空機騒音等基地に起因する諸問題の解決を
目的とする。
（１）米軍基地の早期返還と跡地利用に必要な調査研究情
報収集
（２）米軍基地の早期返還実現と跡地利用に必要な各種市
民運動
（３）航空機騒音等基地に起因する諸問題の解決に向けた
取り組み
（４）その他目的達成に必要なこと

令和5年4月1日～令和6年3月31日 1,000

実行委員会（令和5年7月4日）
【内容】令和４年度事業報告、令和５年度事業計画等

理事会（令和5年8月3日）
【内容】基地の返還等、米軍基地問題に関する要請等について

要請（令和5年12月8日及び12月12日）
【内容】
　①基地の返還等、米軍基地問題に関する要請
　②米軍機による騒音の解消に関する要請
【要請先】
　①在日米陸軍司令官、防衛大臣、外務大臣、駐日米国大使
　②米海軍厚木航空施設司令官、第３７４空輸航空団司令官

視察・調査（令和６年1月30日）
【内容】市内基地視察（キャンプ座間）及び市外基地視察（米海軍厚木
航空施設）

　本協議会において早期開始を要請してきた相
模総合補給廠の共同使用が平成27年12月2
日に開始するに至り、令和2年11月14日に共同
使用区域の一部を「相模原スポーツ・レクリ
エーションパーク」として開園した。その後、完
成した区域から順次供用開始し、令和6年1月
には人工芝軟式野球場、令和6年3月には駐車
場の供用を開始した。
　また、12月８日及び12日に実施した要請活動
においては、関係省庁の副大臣や在日米陸軍
基地管理本部司令官らに対し、市や市民が抱
えているまちづくりへの支障や航空機騒音被害
などの問題などについて、その実情を訴えると
ともに、解決・改善を求めた。

市長公室
基地対策課

市内基地の整理・縮小・早期返還及び航空機騒音その他の基地に起因する
諸問題の解決に向けて、活動している市米軍基地返還促進等市民協議会
に対し、その運営及び活動のために交付するもの
　総事業費：1,232千円
　補助対象事業費：1,160千円（予備費を除く。）
　補助額：1,000千円

有

相模原市米軍
基地返還促進
等市民協議会
補助金交付要
綱

無 有
相模原市総
合計画

基地の早期
返還の実現

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　市内米軍基地の返還や基地に係
る諸問題の解決に向け市民が一丸
となった取組を強力に推進する上
で、市米軍基地返還促進等市民協
議会の果たす役割は非常に大きい
ものと認識している。

2
相模原市ＳＤＧｓ連携推
進事業補助金

さがみはらＳＤＧｓパート
ナー

さがみはらＳＤＧｓパートナー（以下「パートナー」という。）が
中心となり、他のパートナー又は事業者・団体等との連携に
より、ＳＤＧｓの達成や地域課題の解決に向けて先進的に取
り組む事業に必要な経費を補助することにより、新たな連携
の創出や本市におけるＳＤＧｓの取組を推進することを目的
とする。

【申請期間】
令和５年８月２９日（火）～令和５年９
月２９日（金）
【対象時期】
令和５年４月１日～令和６年３月３１日
の間に事業の実施及び完了報告がで
きる事業

3,060 13事業に補助金を交付した。

ＳＤＧｓの達成や地域課題の解決に向けて先進
的に取り組む事業に対してＳＤＧｓパートナーが
中心となり、様々な分野で社会貢献が図られ
た。

市長公室
みんなのSDGｓ推進課

【１補助金等の趣旨・目的】
ＳＤＧｓの達成や地域課題の解決に向けて先進的に取り組む事業に必要な
経費を補助することで、新たな連携の創出や本市におけるＳＤＧｓの取組を
推進する。
【２補助対象事業】
令和5年4月1日～令和6年3月31日までの間に事業の実施及び完了報告
ができる事業で、全ての要件を満たすもの。
【３補助対象事業費、補助率等】
補助対象経費の１０／１０（１事業あたり上限５０万円）

有

相模原市ＳＤＧ
ｓ 連携推進事
業 補助金交付
要綱

無 有
総合計画推
進プログラ
ム

誰一人取り
残さない社
会の実現に
向けて

令和６年３月３１日
まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金を交付することにより、ＳＤＧ
ｓの達成や地域課題の解決に向け
て先進的に取り組む事業の推進に
寄与したと考える。

3
相模原市ＳＤＧｓツーリ
ズム推進事業補助金

旅行業法に規定する旅
行業者又は相模原市で
ＳＤＧｓに関する学びを
提供できる事業者（法
人、個人事業主）又は団
体等

相模原市をフィールドに、体験等を通じてＳＤＧｓについて
理解を深めるための事業を推進することにより、ＳＤＧｓの
普及啓発を図るとともに、相模原市の魅力の向上、観光の
振興、シビックプライドの醸成を図ることを目的する。

【申請期間】
令和５年７月２８日（金）～令和６年１
月３１日（水）
【対象時期】
令和６年１月３１日までに補助金交付
申請書を提出し、令和６年３月３１日ま
でに事業の実施及び完了報告ができ
る事業

2,049 9事業に補助金を交付した。

相模原市をフィールドに、体験等を通じてＳＤＧ
ｓについて理解を深めることができた。また、ＳＤ
Ｇｓの普及啓発を図り、相模原市の魅力の向
上、観光の振興、シビックプライドの醸成に寄与
した。

市長公室
みんなのSDGｓ推進課

【１補助金等の趣旨・目的】
相模原市をフィールドに、体験等を通じてＳＤＧｓについて理解を深めるた
めの事業を推進することにより、ＳＤＧｓの普及啓発を図るとともに、相模原
市の魅力の向上、観光の振興、シビックプライドの醸成を図る。
【２補助対象事業】
令和６年１月３１日までに補助金交付申請書を提出し、令和６年３月３１日ま
でに事業の実施及び完了報告ができる事業
【３補助対象事業費、補助率等】
補助対象経費の３分の２以内（１事業あたり上限３０万円）

有

相模原市ＳＤＧ
ｓツーリズム推
進事業補助金
交付要綱

無 有
総合計画推
進プログラ
ム

誰一人取り
残さない社
会の実現に
向けて

令和６年３月３１日
まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模原市をフィールドに、体験等を
通じてＳＤＧｓについて理解を深め
ることができた。また、ＳＤＧｓの普
及啓発を図り、相模原市の魅力の
向上、観光の振興、シビックプライド
の醸成に寄与した。

4
観光親善大使事業補助
金

観光親善大使事業運営
委員会

観光親善大使事業運営委員会は、相模原市の観光振興及
びシティプロモーションに寄与することを目的に設置された
もので、平成１８年度より相模原市観光親善大使を任命し、
市内外に向けてPR活動を行っている。多くのイベント等に
観光親善大使を派遣し、相模原市の観光PRを行う。

令和５年６月 257

１　名誉観光親善大使の選出及び委嘱
令和5年度も継続して6名の名誉観光親善大使に活動していただくこと
とした。
２　観光親善大使の選出及び委嘱
　相模原市の魅力を市内外に積極的にＰＲするためのメッセンジャーと
して「第１８代観光親善大使」の一般公募を行い、審査会により選出し委
嘱した。
３　令和５年度 第１７代観光親善大使の活動実績
　２６事業　延べ３８人

相模原市観光親善大使を派遣することで、相
模原市の観光PRを行った。また、Twitter、
Facebook、instagramを活用し、積極的に
情報発信をすることで、本市のシティプロモー
ションに寄与することができた。

市長公室
観光・シティプロモーション
課

本市の観光振興及びシティプロモーションに寄与することを目的として、観
光親善大使事業を行う団体である同運営委員会に対し補助金を交付する
もの。
補助対象経費：大使の選出及び派遣に要する経費
事業の推進に要する経費
補助率：１／２以内（予算の範囲内）

有

相模原市観光
親善大使事業
運営委員会補
助金交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

施策４－１
ターゲットに
合わせた情
報発信

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

様々なイベントが再開され、親善大
使を派遣することができ、ＰＲの機
会が増えた。また、シティプロモー
ションを推進すべく積極的にＳＮＳ
を活用し、フォロワー数が大きく増
加したことは評価できる。積極的な
活動により本市の魅力を発信し観
光振興に大いに寄与している。

5 鮎放流事業補助金
相模川第一漁業協同組
合

稚アユ等の放流事業及び漁場の整備・清掃、環境保全啓蒙
活動による遊魚環境の維持
補助金の使途
　（１）稚アユ等の放流作業に要する経費
　（２）放流用の稚アユ等の購入に要する経費
　（３）相模川等の環境保全啓蒙活動に要する経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,000
〇当組合管理河川区域への稚鮎等の放流
〇快適な遊漁環境の維持のため釣り場整備や改良、河川清掃の実施
〇ホームページやパンフレットによる釣り場情報の発信

近年、地球温暖化等の環境変化により、天然鮎
の遡上が減少し、相模川に生息する鮎の数が
減少している状況の中、稚鮎の放流活動や釣り
人の誘客、一般市民が魚と親しむ環境の整備
など、相模川を代表する観光資源である鮎を活
用した観光振興に取り組んだ。

市長公室
観光・シティプロモーション
課

趣旨
　相模川第一漁業協同組合が実施する稚アユの放流事業に係る経費の一
部を補助することにより、相模川を代表する観光資源である「アユ」の増殖
を促進する。
対象事業
　稚アユ等の放流事業
　相模川等の環境保全啓蒙活動事業
補助率
　補助対象経費の２分の１以内

有
相模原市魚族
放流事業補助
金交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

第７章　各エ
リアにおける
基本方針
（相模川エリ
ア）

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模川の鮎など、魚族を取り巻く環
境が変化する中、相模川第一漁業
協同組合は、市内漁業協同組合に
おいて中心的かつ継続的に稚鮎の
放流等の諸活動を行っており、本
市の中心的な観光資源である相模
川の活性化に寄与するものである。

6 城山観光協会補助金 城山観光協会

概要：城山地域内の観光行事や観光施設等をＰＲするとと
もに、地域資源の発掘・磨き上げによる観光誘客の増進、イ
ベント開催などにより、本市の観光振興の発展を図る。

使途：上記目的を達するために行う事業等

令和５年６月 600

〇観光事業への支援・協力　みんなの津久井湖夏祭りなど８事業
○関係機関・団体との連携　城山湖里地里山観光振興協議会・城フェ
ス
○観光情報の発信

城山地区の観光振興のための総合的な調査研
究、小倉橋灯ろう流しをはじめとする各イベント
の開催のほか、地域活性化を図るため、積極的
に活動を行い、本市の観光振興に寄与すること
ができた。

市長公室
観光・シティプロモーション
課

○補助金等の趣旨・目的
　観光事業の振興と健全な発展を図るため、城山観光協会が行う事業に対
し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。
○補助対象事業内訳
　　事業の推進に関する経費
○補助率等：１／２

有
相模原市城山
観光協会補助
金交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

施策2－1
地域の観光
振興をけん
引する人材
育成

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

日頃よりSNSを活用した観光情報
の発信など、城山地域の観光振興
や地域活性化を実現しようとする
姿勢が大いに評価できる。

7 津久井観光協会補助金
一般社団法人津久井観
光協会

津久井地区における観光事業の振興と健全な発展を図る
ため、津久井観光協会が行う事業に対し、予算の範囲内に
おいて補助金を交付する。
・補助対象経費
（１）観光事業の企画・立案・開催及び関係諸団体との連携
に関すること。
（２）観光の情報収集、提供および宣伝に関すること。
（３）観光資源の調査研究に関すること。
（４）観光事業の管理運営に関すること。
（５）津久井湖観光センターの管理運営に関すること。
（６）前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

令和５年７月 1,800

　■関係機関との連携事業
　・津久井商工会等との共催による「津久井湖城山イルミネーション事
業」の実施
　■津久井湖観光センターの運営事業
　・旬の野菜や地元特産品の販売
　■情報発信事業
　・ホームページ運営
　　・他地域のイベントでの津久井地域観光ＰＲ
　・津久井百景フォトコンテストの開催
　■イベント事業
　・津久井湖さくらまつり（花の苑地）、津久井湖観光センター感謝デー
などの企画実施
  ■津久井湖観光センタートイレの清掃維持管理

津久井の豊かな水と緑、歴史ある地域の特性
を踏まえた観光事業にとり組み、関係諸団体と
連携し地域の活性化に寄与した。

市長公室
観光・シティプロモーション
課

○補助金等の趣旨・目的
　観光事業の振興と健全な発展を図るため、津久井観光協会が行う事業に
対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。
○補助対象事業内訳
　　事業の推進に関する経費
○補助率等：１／２

有
相模原市津久
井観光協会補
助金交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

施策2－1
地域の観光
振興をけん
引する人材
育成

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

津久井地域の観光資源を活かした
観光ＰＲに積極的に取り組み、関係
団体とともに地域の活性化に大い
に貢献したことが認められる。

8
一般社団法人相模湖観
光協会補助金

一般社団法人相模湖観
光協会

相模湖地区における観光事業の振興と健全な発展を図る
ため、相模湖観光協会が行う事業に対し、予算の範囲内に
おいて補助金を交付する。
・補助対象経費
（１）観光に関する調査及び研究に要する経費
（２）観光地の紹介宣伝及び観光客の誘致に要する経費
（３）観光に関する刊行物の発行に要する経費
（４）観光物産の改善と紹介及び宣伝に要する経費
（５）観光資源の調査及び研究に要する経費
（６）観光地の美化の推進に要する経費

令和５年７月 270

□地区イベント支援
　・今年度も昨年と同様にコロナウイルス蔓延のため、多くの地区イベ
　　ントが中止を余儀なくされ、やまなみイルミネーションのみ支援。
□観光イベントの実施
　・さがみ湖湖上祭花火大会、相模湖やまなみ祭（今年度はコロナウ
　　イルス蔓延防止のため中止）
□観光情報発信事業
　・ホームページ運営・観光案内所運営、横浜国立大学との連携
　・ハイキングコースへの案内看板設置・ハイキングマップの新規作成

今年度も昨年に引き続き石老山の整備を実
施、大明神展望台の
景観伐採、新ハイキングコースの整備を行いハ
イカーの増加を図る。
観光客誘致のため、小仏城山の頂上へ相模湖
への観光案内看板の
設置を実施しアピールを行う。

市長公室
観光・シティプロモーション
課

○補助金等の趣旨・目的
　観光事業の振興と健全な発展を図るため、相模湖観光協会が行う事業に
対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。
○補助対象事業内訳
　　事業の推進に関する経費
○補助率等：１／２

有

一般社団法人
相模湖観光協
会補助金交付
要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

施策2－1
地域の観光
振興をけん
引する人材
育成

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域資源を活用し、地区イベントの
支援を行うほか、新たなパンフレッ
トの作成、御宿場印の販売など、観
光客の誘致に向けた取組を行って
いることは地域振興、観光振興に
貢献するものである。

9
公益社団法人相模原市
観光協会補助金

公益社団法人相模原市
観光協会

概要：市内の観光行事や観光施設等を広く紹介・宣伝する
とともに、地域資源の発掘・磨き上げによる観光誘客の増
進、アンテナショップ運営による地場産品の販売・ＰＲなど、
本市の観光振興の発展を図る

使途：上記目的を達するために行う事業等

令和５年４月～令和６年３月 78,041

■観光誘客事業
　　・「インバウンドの地方誘客や消費拡大に向けた観光コンテンツ造成
支援事業」
　　　によるモニターツアー等の実施
■観光PR事業
　・観光情報発信事業（ホームページ、ＳＮＳを中心とした情報発信）
　・「第４３回さがみはら観光写真コンテスト」の実施
　・フィルムコミッションの実施
■アンテナショップ等運営事業
■その他事業
　・候補DMO（観光地域づくり候補法人）への登録
　・お城EXPO2023の出展
　・ホームタウンチーム主催イベントでの出店協力

「相模原市観光協会経営方針２０２２～２０２４」
に基づき、計画の着実な推進による上記事業実
績に示したとおり、市の観光施策推進に寄与す
ることができた。

市長公室
観光・シティプロモーション
課

○補助金等の趣旨・目的
　観光事業の振興と健全な発展を図るため、公益社団法人相模原市観光
協会が行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。
○補助対象事業内訳
　　別紙、算定資料とおり
○補助率等：１０/１０（ただし、アンテナショップの賃料等のみ４／５）

有

公益社団法人
相模原市観光
協会補助金交
付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

施策2－1
地域の観光
振興をけん
引する人材
育成

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市が推進する観光施策「第３次相
模原市観光振興計画」の着実な振
興に寄与したと考えている。
　また、アンテナショップやＳＮＳな
ど、様々な手段で観光振興に取り
組んだことは大いに評価できる。

10
相模原市サイクルツーリ
ズム推進事業補助金

補助金申請事業者
サイクリストの受入れ環境の充実に向け、整備費用を支援
するもの。

令和５年１０月～令和６年３月 448 交付件数：５件　交付金額：448,467円
本市を走行するサイクリストの走行環境の向上
に寄与することができた。

市長公室
観光・シティプロモーション
課

１　サイクリストの受入れ環境の充実
２　サイクルツーリズム環境の向上に資する事業
３　サイクルツーリズム環境の向上に資する経費　補助率は10/10または
3/4

有
相模原市サイク
ルツーリズム推
進事業補助金

無 有
さがプロ２０
２０基本方
針

基本方針10
サイクル
ツーリズム
の推進

令和５年１０月～令
和６年３月

運営費補助なの
で非該当

事業費補助なの
で非該当

11
潤水都市さがみはらフェ
スタ補助金

潤水都市さがみはらフェ
スタ実行委員会

相模原市の魅力を市内外へ広くPRするためのシティプロ
モーションイベントとして開催するもの。

令和５年１１月２５日・２６日 3,000

　日時　　令和５年１１月２５日・２６日（土日）
　場所　　相模総合補給廠一部返還地（相模原市中央区小山）
　人出　　５４，６００人
　内容　　キャンプ体験、さがみはらぁ麺グランプリ、ワークショップ、
　　　　　　3×3バスケットボール大会、ステージイベントなど

市内外からの多くの観客にキャンプを中心とし
たコンテンツ提供するとともに、地域の活性化を
図り、当市の観光振興やシティプロモーションに
大きく寄与することができた。

市長公室
観光・シティプロモーション
課

１　本市の観光を振興し、地域の活性化とシティプロモーションの推進を図
るもの。
２　団体が実施する観光行事、地域活性化イベント、市民まつりの開催等
３　交通対策費補助　10分の10
　　イベント事業費補助　2分の1

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 無
令和５年１１月２５
日・２６日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本市の特性を活かしたイベント内
容により、市内外から多くの来場者
を集めるとともに、本市のプロモー
ション効果は非常に大きいものと
なっていた。また、他団体との協働
や来場者アンケートの実施、感染対
策など開催にあたっての工夫もみ
られたため。

12
地域別観光振興計画推
進事業補助金

大島・向原・小倉・葉山
島地域観光振興推進協
議会

第３次相模原市観光振興計画の推進を目的に、幅広い層
の市民・団体の参加及び協働による地域の観光振興の推進
を目指し、市民等が自主的かつ組織的に策定した地域別観
光振興計画等の推進に向けた事業に対して補助金を交付
する。

令和５年10月 450

■ふれあい花めぐり部会
　　令和５年度秋の相模川ガイドツアー
　　実施日　令和５年１１月７日（火）９時３０分～１４時００分
　　参加者　３９名
　　江戸期の武家屋敷旧門の千人頭門、川尻石器時代遺跡、神社・寺
院等を目玉として実施。
■体験部会
　 令和６年度の田植え実施に向けた準備
■相模川左岸散策路の景観と環境維持活動
　 ６月１６日（金）及び１１月１６日（木）に、散策路沿いの雑木伐採・草刈・
ごみの清掃活動を実施
■小倉地区の有志が、葉山島の田園で収穫した縁起物の稲穂を製作
し、ガイドツアー参加者全員に配布

大島・向原・小倉・葉山島地域観光振興計画の
推進に向け、自治会、観光協会、商工会、用水
組合、漁業協同組合など広く関係者が集い、地
域資源を紹介するガイドツアーや講演会の実施
などにより、地域の観光振興を図った。

市長公室
観光・シティプロモーション
課

１補助金等の趣旨・目的
　趣旨：幅広い層の市民・団体の参加及び協働による地域の観光振興の推
進を目指し、市民等が自主的かつ組織的に策定した地域別観光振興計画
等の推進に向けた事業に対して補助金を交付するもの。
　目的：第３次相模原市観光振興計画の推進
2補助対象事業
　事業の推進に関する経費
3補助対象事業費：450,000円以内
　補助率：10/10

有

相模原市地域
別観光振興計
画推進事業補
助金交付要綱）

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

エリア別基
本方針（相
模川エリア）

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本市観光振興計画に基づく、相模
川エリア別計画を踏まえて策定し
た地域別計画を実現すべく、観光
に係る体験事業や課題解決に向け
た協議等を実施し、観光振興の所
管課として評価できる。

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

13
銀河連邦サガミハラ共
和国事業補助金

銀河連邦サガミハラ共
和国

【補助事業等の概要】
　・「銀河連邦子ども留学交流」の参加
　・「銀河連邦フォーラム」への参加
　・「第50回市民若葉まつり」への各国首脳招待及び銀河
連邦物産展の開催
　・スポーツ交流（サッカー、スピードスケート、マラソン）
　・都内PR物産展、各共和国での銀河連邦物産展への参
加
【補助金等の使途】
事業にかかる、委託料・需用費・使用料及び賃借料等

令和５年４月～令和６年３月 5,637

【主な事業】
　・「第50回市民若葉まつり」への各国首脳招待及び銀河連邦物産展
の開催
　・はやぶさの日イベントの実施
　・銀河連邦フォーラムへの参加
　・「JAXA相模原キャンパス特別公開」での銀河連邦物産展の開催、
各共和国での銀河連邦物産展、への参加
　・子ども留学交流事業への参加
　・スポーツ交流（サッカー、スピードスケート、マラソン）

　令和５年度は、コロナ禍前とほぼ同水準で計
画していた事業を実施することが出来た。経済
交流の面では、銀河連邦を構成する他の共和
国と連携して、物産展を実施し、各共和国の特
産品の販売促進等が図られた。その他、スポー
ツ交流や子ども留学交流事業も再開すること
ができ、各方面での交流が行われた。

市長公室
観光・シティプロモーション
課

　銀河連邦サガミハラ共和国が銀河連邦を構成する他の共和国と連帯し
て、子どもたちを中心とした幅広い、様々な交流事業等を通じて、共和国相
互の理解と親善を深め、銀河連邦のさらなる発展を目的とする。
・総事業費          6,358,000円
・補助対象経費　  6,358,000円
・補助金額          5,958,000円

有
銀河連邦サガミ
ハラ共和国補助
金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

文化の振興
と文化を通
じた活力の
創出

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

連携に関する協定を締結している
JAXAとの連携事業は、教育、文
化、科学、産業等の発展や市のシ
ティプロモーションやシビックプライ
ド向上に寄与しており、また、自治
体間での交流は経済の面でも、本
市の経済振興に対しメリットのある
交流となっており、補助事業として
成果があるものと評価する。

14
神奈川県弁護士会法律
援助事業補助金

神奈川県弁護士会

法律援助事業には、国選弁護制度等でカバーされていない
要援助者への弁護士費用等の援助を行う刑事被疑者弁護
援助事業や少年保護事件付添援助事業、虐待されている
子どもや犯罪被害者への支援を目的とした法律援助事業
があり、県内自治体から補助金の支給を受け、実施する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200

刑事被疑者弁護援助　 　     ５７件
少年保護事件付添援助     　５９件
子どもに対する法律援助      ４５件
犯罪被害者法律援助　　　　　２２件

市民が適正な司法救済を受けられるよう権利
の擁護を図った。

市民局
区政推進課

弁護士費用等の援助を行うことにより、経済力にかかわらず逮捕段階から
弁護人の援助を受けられる等、市民の法的権利の実現を保障するため、刑
事被疑者弁護援助事業等の各援助事業費に補助金を交付する。
①補助対象事業費９，６４０千円
②補助金２００千円
補助率②/①×100≒２．１％

有

相模原市神奈
川県弁護士会
法律援助事業
補助金交付要
綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

概ね事業計画書のとおりに各援助
事業を実施しており、国の制度が
不十分、もしくは制度がない分野を
援助するものとして社会的に重要
な事業として判断した。

15
相模原市行政相談委員
連絡会補助金

相模原市行政相談委員
連絡会

　社会情勢に対応した行政相談の啓発活動を行うととも
に、自主研修会の実施及び神奈川行政相談委員協議会の
研修会への出席により、委員の資質向上を図る。
　補助金は、新型コロナウィルス感染症対策を含めた啓発
活動に要する物品の購入及び神奈川行政相談委員協議会
の負担金として支出する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 44

・各区役所市民相談室、城山・津久井・相模湖・藤野各まちづくりセン
　ターにおける定例行政相談の実施
・市民若葉まつり等における市民への啓発活動
・神奈川県行政相談委員協議会の全体会議・研修会等への参加

・市民の行政に関する苦情の解決に向けた相談
業務を実施し、その実現を促進した
・神奈川県行政相談委員協議会の研修会等に
参加することにより、委員の資質向上が図られ
た
・本会で行う啓発活動に用いる物品を購入し、
有効な啓発活動ができた

市民局
区政推進課

行政相談委員活動を円滑にするため、啓発活動に要する経費や神奈川県
行政相談委員協議会の負担金を補助する。
①補助対象事業費７７千円
②補助金４４千円
補助率②/①×100≒５７.１％

有

相模原市行政
相談委員連絡
会補助金交付
要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　当該連絡会に補助金を交付する
ことにより、行政相談委員の相談に
係る対応能力の更なる向上や、市
民に対する行政相談委員制度の周
知（普及啓発）等が図られた。

16
相模原市自治会連合会
補助金

相模原市自治会連合会

　相模原市自治会連合会の健全な発展と、連携する地区自
治会連合会及び単位自治会の運営の円滑化、同会相互の
連絡・調整、意見の集約等、地域活動の推進を支援し、「個
性豊かなコミュニティづくりの推進」を図ることを目的として
いる。
　【使途】
　１．市自治会連合会が自治会等の活動を支援するために
実施する事業
　２．市自治会連合会が実施する広く市民の福祉の向上に
資する公共公益性が特に高いと認められる事業
　３．市自治会連合会が１、２に掲げる事業を実施するため
の企画立案、調整等

令和5年4月1日～令和6年3月31日 26,083

　市自治会連合会事務所の継続設置、事務員の配置、例月の役員会、
理事会の開催、定期総会をはじめ、広報紙「自治会報さがみはら」の発
行・加入世帯全戸配布などを行った。また、各地域の事業案内や地域に
限定した市からの情報を掲載した地域情報紙を、毎月22地区ごとに発
行し、各自治会へ配送後、班ごとに回覧しており、自治会員への情報提
供に寄与した。

１．市自治会連合会が自治会等の活動を支援するために実施する事業
に要する経費(２に掲げる経費を除く。)　交付対象経費の２分の１を上
限として交付
　　　　６，１１９，７７０円×０．５＝３，０５９，８８５円
２．市自治会連合会が実施する広く市民の福祉の向上に資する公共、
公益性が特に高いと認められる事業に要する経費　交付対象経費の全
額を上限として交付
　　　　１７，３６６，１６０円
３．市自治会連合会が１，２に掲げる事業を実施するための企画立案、
調整等に要する管理運営経費　交付対象経費の全額を上限として交付
       　  ８，６１７，３８８円

１＋２＋３＝２９，０４３，４３３円
補助金等交付決定通知書交付金額：２６，０８３，０００円

　相模原市自治会連合会補助金の交付により、
市自治会連合会の健全な発展と、連携する地
区自治会連合会及び単位自治会の運営の円滑
化、同会相互の連絡・調整、意見の集約等、地
域活動の推進を支援し、「個性豊かなコミュニ
ティづくりの推進」に大きく寄与した。また、地域
情報の充実を図るため、地域における様々な催
し物などの情報や地域に限定した市からの情
報を掲載した地域情報紙を22地区自治会連
合会ごとに発行し、市民の生活に直結した情報
の提供がされており、市民のための情報紙とし
て効果を上げている。

市民局
市民協働推進課

１．市自治会連合会が自治会等の活動を支援するために実施する事業に要
する経費(２に掲げる経費を除く。)　交付対象経費の２分の１を上限として
交付　６，３５０，０００円×０．５＝３，１７５，０００円

２．市自治会連合会が実施する広く市民の福祉の向上に資する公共、公益
性が特に高いと認められる事業に要する経費　交付対象経費の全額を上
限として交付　１５，９４８，０００円

３．市自治会連合会が１，２に掲げる事業を実施するための企画立案、調整
等に要する管理運営経費　交付対象経費の全額を上限として交付　６，９６
０，０００円

有
相模原市自治
会連合会補助
金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

政策16　い
きいきとした
地域コミュ
ニティをつく
ります
施策42　多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　当該補助金は、相模原市自治会
連合会の管理費のうち、事務員の
人件費、事務室の借料及び通信費
等の必要経費並びに事業費の情報
発信強化事業等については所要額
の全額を補助している。また、事業
費の自治会報の発行、加入促進事
業等の事業に対しては、所要額の2
分の1を補助しており、自治会連合
会の運営に必要不可欠な経費と
なっている。
　当該補助金の交付により、相模原
市自治会連合会の円滑な運営や健
全な発展等を支援し、コミュニティ
の推進に大きく寄与することができ
た。また、行政からのお知らせ等を
集約したリーフレット形式の地域情
報を発行・配布することで、自治会
の負担軽減に寄与するとともに、豊
かな市民生活に役立つ様々な地域
情報の充実に大きな役割を果たし
ているものと考えている。

17
相模原市文化協会補助
金

相模原市文化協会

相模原市文化協会は市内の各文化団体の組織で構成さ
れ、会員を含めた市民の文化向上を目標に活動している。
 主な事業としては文化協会祭、指導者研修会や会員の研
修旅行、構成団体主催の各種事業への参画と補助、および
市主催の各種文化事業（市民文化祭、市民まつりの芸能大
会及びパレード誘導やゴミ回収、市からの特別要請事業
等）への参加、協力等を行っている。
　補助金等の使途は、上記各種事業費の補助および文化協
会の運営費用等である。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,200
市民文化の向上のため、文化協会祭、市民文化祭等の事業を実施し
た。

コロナウィルス感染症も2類から5類への移行
に伴い、コロナ以前に実施していた市民文化祭
や、文化協会祭を始め各団体の活動成果を発
表すべく各種事業が開催されました。また、市
民文化財団や市の文化振興の運営に参加する
と同時に近隣都市との情報交換会を再開した
いと思います。今後も引き続き市の社会教育委
員会、国際化推進委員会等の交流を図り、相模
原市の文化の向上並びに豊かな市民文化の発
展に貢献して行きたいと思います。

市民局
文化振興課

市民文化の向上に寄与する補助事業の推進を図ることを目的とする。

補助対象の事業に要する経費：1,972,204円
（１）市民の文化教養の向上に資する事業：625,204円（発表会費）
（２）加盟団体の育成と連絡協調に関する事業：270,000円（研修費、市長
懇談会費、広報発行費、後援事業費）
（３）協会の運営に要する経費1,077,000円（会議費、備品費、通信費、総
会費、交通費、消耗品費、事務局人件費、事務局費、諸経費）

補助金：1,200,000円
補助率：約 60.8％

有
相模原市文化
協会補助金交
付要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

文化協会独自の事業である文化協
会祭に加え、各種関連団体・委員
会等へ委員を派遣していただき、
本市の文化振興を担う中心的役割
を果たしていただいた。また、リ
モート会議なども積極的に取り入れ
ており、コロナ禍における今後の文
化の発展にも重要な役割を果た
す。

18
相模原市総合写真祭
フォトシティさがみはら
補助金

相模原市総合写真祭
フォトシティさがみはら
実行委員会

「相模原市総合写真祭フォトシティさがみはら2023」を実
施することにより、相模原の地から写真文化を全国に発信
する。
補助金はプロ写真家の顕彰とアマチュア写真愛好家の作品
発表の場としての写真展及び市民参加型の写真イベントの
実施に使用する。

通年 12,500

相模原市総合写真祭「フォトシティさがみはら2023」を開催した。
プロの部の顕彰及びアマチュアの部の作品募集をはじめ、６月に子ども
写真教室、１０月に写真展・表彰式、１月に私のこの１枚写真展、３月に親
子写真教室等を実施した。

第２３回目の実施となった今回のフォトシティさ
がみはらは、写真展やフォト・シンポジウム、親
子写真教室など様々な事業を実施し、多くの方
に参加していただくことによって、子どもから大
人まで幅広い世代に写真文化に触れる機会を
提供することができた。

市民局
文化振興課

写真展や市民参加型の写真イベントを通し、市民が文化活動を行う機会の
拡大を図る。
補助対象経費：14,370,000円
（写真展関連費、市民参加イベント費、事業運営費、予備費）
補助金：12,500,000円
補助率：約86.98％

有

相模原市総合
写真祭フォトシ
ティさがみはら
補助金交付要
綱

無 有

①第3次さ
がみはら文
化芸術振興
プラン、②相
模原市総合
計画推進プ
ログラム

①特色ある
文化芸術事
業の創造、
②施策３２
文化の振興
と文化を通
じた活力の
創出

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

写真展や市民参加イベントを開催
し、子どもから大人まで幅広い世代
に優れた作品の鑑賞、写真の持つ
力強さや魅力を知る機会を提供し
写真文化の発信が図られたと評価
する。

19 第46回定期演奏会
さがみはらフィルハーモ
ニー管弦楽団

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和５年７月８日（土） 100
実施会場：相模女子大学グリーンホール・大ホール
参加者数：78名
来場者数：948名

今回はコロナ禍始まって以来初めて、大ホール
の２階席も開けての開催となりました。948名
の来場者に生の演奏を届けることができ、今回
の演奏会を通じて地域の文化振興に大いに貢
献できたものと考えています。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

感染症対策や熱中症対策を行った
中で開催された演奏会となる。広報
活動やプログラム編成を工夫せて
実施され、結果948名の来場者が
あった。このことは市民が気軽にク
ラシック音楽に触れる機会を創り出
したといえる。したがって補助対象
事業としてふさわしいと判断した。

20
相模原市民交響楽団
第41回定期演奏会

相模原市民交響楽団
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年6月25日（日） 100
実施会場：相模女子大学グリーンホール・大ホール
参加者数：61名
来場者数：580名

広く知られた親しみのある曲目を取り入れるこ
とで、日頃からクラシックに親しんでいる方々に
対しても、そうではない方々に対しても、音楽の
素晴らしさを分かりやすく伝えることができ、相
模原市の市民音楽文化の向上に寄与すること
ができた。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市民を中心として活動を行う相模
原市民交響楽団による定期演奏
会、認知度の高い曲目を取り入れ
るなどの工夫を行う中で開催とな
り、580名の来場者があった。この
ことは、市民が気軽にクラシック音
楽をはじめとする文化芸術に触れ
る機会を創り出したといえる。した
がって補助対象事業にふさわしい
と判断した。

21
相模原市民吹奏楽団
第58回定期演奏会

相模原市民吹奏楽団
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和５年12月16日（土） 100
実施会場：相模女子大学グリーンホール・大ホール
参加者数：80名
来場者数：1.119名

「市吹‟の”響き」というテーマに基づき、‟の”が

つく曲目を演奏した。クラシックで有名な曲やテ
レビでよく耳にする曲など、幅広い年齢層の皆
さまが楽しんでいただける演奏会となった。本
演奏会を通じて、迫力があって感動したといっ
た感想をいただき、来場者を音楽へ引き込むス
テージを披露することができた。これにより、地
域音楽文化の向上、文化芸術発表の活性化に
貢献することができたと考えている。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市民を中心として活動を行う相模
原市民吹奏楽団による第58回目
の定期公演会となった。広く知られ
る有名な曲目を演奏するなどの構
成上の工夫や、チラシ、ポスターの
配布などの広報活動を積極的に行
う中で開催され、1119名の来場者
を獲得した。このことは、幅広い市
民に気軽に文化芸術に触れる機会
を創り出したといえる。したがって、
補助金対象事業にふさわしいと判
断した。

22
県立相模原高等学校吹
奏楽部　第41回定期演
奏会

神奈川県立相模原高等
学校　吹奏楽部

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

2023/4/30（日） 100
実施会場：相模女子大学グリーンホール　大ホール≪ライブ配信併用≫
参加者数：112名（吹奏楽部員、OBバンド参加者、指揮者）
来場者数：約1.200名（関係者および近隣の小中高生）

当日は約1.200名の来場者と150名の視聴者
があった。保護者だけではなく、近隣中学校・高
等学校の生徒や地域の方々に来場いただくこ
とができた。本演奏会の演奏や演出を通じて、
吹奏楽に馴染みのない来場者・視聴者に対して
も吹奏楽の良さを伝えることができた。また、ア
ンケート結果から音楽に親しみをもって頂くこと
ができたと考えられ、地域の文化振興に貢献で
きたと考えている。本校生徒にとっても、これま
で積み重ねてきた努力の成果を発表することで
大きな達成感を得ることができ、一定の教育効
果があったと推察される。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

吹奏楽部の生徒やOBたちによる
定期演奏会を開催した、ライブ配信
などでコロナ対策の工夫を行った
中での実施である。近隣の小中学
生や地域の人々など約1200人も
の来場者を実現し、幅広い年代の
市民が文化芸術に触れる機会を創
り出したといえる。以上のことから
補助対象事業としてふさわしいと
判断した。

23
MATHRAX・茶の湯と
現代アートの企画展の
動画制作

合同会社マスラックス
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和6年3月24日 100 実施会場：さかい利晶の杜

大阪府堺市に所縁のある千利休や茶の湯の世
界を紹介する文化観光施設「さかい利晶の杜」
を会場に、企画展示室、茶室（国宝「待庵」の再
現）等で作品展示を行った貴重な様子を映像に
残すことができた。また、この展覧会のために制
作した新作は、堺市在住の陶芸家とのコラボ
レーションにもなり、今回制作した映像によっ
て、地域への貢献にもつながったと考えられる。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

大阪府「さかい利晶の杜」で開催さ
れた企画展を主な舞台とした動画
制作を行った。日本の伝統文化で
ある茶の湯と現代アートの融合した
世界観を感じられる映像となってお
り、市民に伝統文化と芸術における
新たな視点を提供できるものであ
る。したがって補助金対象事業にふ
さわしいと判断した。
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24

室内楽の愉しみvol.1
ヴァイオリン、コントラバ
ス、ピアノと管楽器によ
る珠玉のアンサンブル

Ensemble Erde
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

2024年2月12日 100
実施会場：サン・エールさがみはら　ホール
参加者数：6人
来場者数：75人

小編成の特性を活かし、日頃間近で聴くことが
少ない弦楽器や管楽器の生の音楽に触れる機
会を提供できた。それぞれの楽器の魅力が十
分に伝わり、市民の音楽への関心を高める成果
を上げることができた。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内のプロ音楽家を中心に構成さ
れるEnsemble Erdeによる公演
となった。今回は、管楽器による室
内楽となり、上質な音楽を届けるこ
とを目的としてプロの演奏者（ピア
ノ、クラリネット）をゲスト出演者とし
て演奏を行った。このことは、市民
が気軽に上質な音楽に触れる機会
を創り出したといえ、したがって補
助金対象事業としてふさわしいと
判断した。

25
相模原市民によるオペ
レッタ「こうもり」

相模原シティオペラ
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年8月5日（土）・6日（日） 100
実施会場：相模原市民会館
参加者数：70/1日
来場者数：2日間で約500人

20代～80代の市民の皆様からなる合唱団と
プロの演奏家と舞台作りの専門家が一緒に生
の本格的な舞台に、10代から90代の幅広い観
客の皆様にご来場頂け、無事好評に終了する
事ができ、相模原市の文化支援事業に支えて
いただき感謝申し上げます。バレエが入ること
で、より一層の幅広い客層が広がった感じで、
会館側より、レベルの高さを買って頂けたよう
です。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内を中心として活動を行うオペラ
合唱団に加え、プロの演奏家による
オーケストラや演出の専門家などに
よって作り上げられた舞台公演とな
る。バレエを追加するなどの構成の
工夫を行う中で開催され、10代～
90代までの約500人の観客が
あった。このことは、幅広い年代の
市民が気軽に文化芸術に触れる機
会を創り出したといえる。したがっ
て、補助対象事業としてふさわしい
と判断した。

26 ARTLiVE23　春公演
神奈川県立相模原弥栄
高等学校アートライブ

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和6年3月29日 60
実施会場：相模原南市民ホール
参加者数：19名（ゲスト　ダンス部21名）
来場者数：300名

小学生から中高大学生、保護者、教員や一般
の多数の方々に来場いただき、2時間を超える
公演を無事終了。多様性や共存をテーマにした
舞台は、映像を駆使した新感覚の舞台表現に
より深い感動を届けることができた。回収したア
ンケートからは多くの高評価を読み取ることが
できた。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

県立相模原弥栄高等学校の生徒に
よって構成されるアートライブによ
る舞台公演となった。映像やダン
ス、音響、ステージデザインなどの
様々な表現方法を組み合わせ、視
覚だけでなく聴覚や触覚等によっ
ても楽しめる工夫をおこなってい
る。300名の来場者があり、市民が
気軽にマルチメディア、アートに触
れる機会を創り出したといえる。し
たがって、補助金対象事業にふさ
わしいと判断した。

27
シチュバリエーションの
動画作成タイトル『シ
チュバリエーション』

numacaro
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年12月18日 100
実施会場：汐留ホール
参加者数：５人
来場者数：80人

当日は80名の来場者があり、小学生から80歳
台の幅広い年齢層が来場した。本演奏を通じ
て、前回・前々回で制作した動画の企画を今回
の市補助金により、直接来場者に届け、更に動
画で配信することにより、地域の文化振興に貢
献できたと考えている。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

声楽とピアノの演奏会を撮影した
動画の制作を行った。イタリア古典
歌曲を３人の歌手が歌うという構成
になるが、オリジナルの字幕が付け
られているため、初心者でも理解し
やすい内容となっている。閲覧者が
気軽に声楽をはじめとした音楽文
化に触れることができるといえ、し
たがって補助対象事業にふさわし
いと判断した。

28 第46回定期演奏会
オーケストラ・リュミエー
ル

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年7月30日 100
実施会場：相模女子大学グリーンホール　大ホール
参加者数：６６名
来場者数：４７８名

本演奏会により、相模原市民を始めとする多く
の来場者の方々に演奏を楽しんでいただくとと
もに、地域の文化向上に貢献できたと考えられ
る。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内を中心に活動を行う、アマチュ
ア演奏家たちによるオーケストラ団
体が開催する定期演奏会となる。チ
ラシ等の配布やWeb上での周知な
どを行った中での開催となり、478
名の来場者があった。このことは、
市民が気軽に音楽文化に触れる機
会を創り出したといえ、したがって
補助対象事業にふさわしいと判断
した。

29 第６回わくわくコンサート
ママさんブラス相模原
こっこ隊

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

２０２３年１１月１９日（日） 100
実施会場：市民会館
参加者数：４０名
来場者数：約600名

予定を大幅に上回る600名以上の０才１か月か
ら９０代の幅広い年齢層方にご来場いただき、
ご家族で、３世代で、と様々なお客様に楽しん
でいただいた。車いす、視覚障害の方、お犬様
（散歩の途中外で聴いていらっしゃって動かな
かった）にも足を運んでいただき、アンケート結
果をみても大変喜んでいただけたのではと思
う。子供を連れての気楽なコンサートなのに本
格的な演奏を楽しめたという感想が多数あり、
地域の文化振興に大いに貢献できたのではと
考えている。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内を中心に活動する吹奏楽団体
による第6回の公演会となった。公
共施設や小学校・幼稚園等へのチ
ラシ・ポスター掲示やFacebook、
Twitter(X)等のSNSによる周知
といった広報活動を積極的に行う
中で開催され、０歳から９０歳代の
約600名の来場者を獲得した。こ
のことは、幅広い世代の市民が気
軽に文化芸術に触れる機会を創り
出したといえる。したがって補助対
象事業としてふさわしいと判断し
た。

30
第19回ピュアマンドリン
定期演奏会

ピュアサウンズ
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年11月23日 100
実施会場：相模女子大学グリーンホール　大ホール
参加者数：38人
来場者数：600名

幼児から90歳代のご来場がありました。南区
長から市長のお祝いメッセージの披露があり、
市からも教育長や文化振興課課長、まちづくり
センター所長や前市議会議長はじめ議員さん
たちにお越しいただき、マンドリンを通して音楽
に関心を持っていただきました。さらに、市民が
音楽によって心豊かに過ごす大切さを知ってい
ただき地域の文化振興に貢献し、文化芸術の
活性化に貢献出来ました。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内を中心として活動を行うマンド
リンアンサンブルによる第19回目の
定期公演会となった。積極的な広
報活動に加え、マンドリンの演奏に
ハンマーダルシマーや朗読の要素
を加えるなど、構成上の工夫を行う
中で実施され、幼児から高齢者ま
での600名の来場者があった。こ
のことは、幅広い世代の市民が気
軽に文化芸術に触れる機会を創り
出したといえる。したがって、補助
対象事業にふさわしいと判断した。

31
城山「ベヒシュタインピア
ノ」によるプロ・アマ交流
動画の作成（第二弾）

SUMAKARU（サイエ
ンス＆スマートカル
チャー・ラボ）

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和6年1月25日 100
実施会場：もみじホール城山
参加者数：4人
来場者数：該当せず

SUMAKURAはYoutube for Socialをコン
セプトに巷のYoutubeチャンネルとは違い、公
共性・社会貢献を揚げて活動しており、今回の
制作動画はその一つの集大成である。川尻八
幡宮での冒頭の市民向けご挨拶等
Google/Youtubeからも高い評価を受けて
いる。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

動画制作及びYoutube等での動
画公開によって文化芸術をはじめ
としたカルチャーの推進を行う
NPO団体SUMAKARUによる動
画制作となった。プロのギタリスト
を出演者とし、ピアノとの聴き比べ
演奏を行うという構成上の工夫が
見られ、市民が気軽に上質な音楽
に触れる機会を創出したといえる。
したがって、補助対象事業としてふ
さわしいと判断した。

32
楓の子マザーズバンド
ファミリーコンサート

ママさんブラス　楓の子
マザーズバンド

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和6年1月28日（日） 100
実施会場：相模原市民会館
参加者数：66名
来場者数：693

当日は693名の来場者があり、小さなお子様
から60代以上の大人まで幅広い世代の参加が
あった。本演奏会を通じて初めてこのような演
奏家に来られた方も多く、小さな子供連れで
も、大人だけでも楽しめた、などの感想をいた
だき、幅広い世代の来場者に音楽を通して楽し
いひと時を提供する事が出来た。これにより、地
域の文化振興に貢献できたと考えている。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内を中心に活動する吹奏楽サー
クル、楓の子マザーズバンドによる
演奏会となった。子どもから大人ま
でファミリーで楽しめる演奏会をコ
ンセプトに企画・開催され、小さな
子どもから60代以上までの世代
693名の来場者があった。このこと
は、幅広い世代の市民が気軽に文
化芸術に触れる機会を創出したと
いえ、したがって、補助対象事業に
ふさわしいと判断した。

33
特定非営利活動法人メ
リーオーケストラ　第43
回定期演奏会

特定非営利活動法人メ
リーオーケストラ

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和6年1月21日 100
実施会場：杜のホールはしもと　ホール
参加者数：社員36名　講師8名　賛助出演者27名　スタッフ12名
来場者数：220名

設立以来20年以上に渡り年に2回の定期演奏
会を入場無料で行って来たが、様々な経費の
値上がり等により会員（演奏者）の負担が大きく
なってきたことを鑑み、今回より賛助会員（年会
費￥2.000）を除く大学生以上の入場者に入
場料（￥1.000）をいただくことにした。大幅な
来場者数の減少も覚悟したが、私たちの活動に
対する応援、励ましの声を想像をはるかに越え
る程多数いただき、演奏者、来場者双方にとり
「生」の音楽演奏が必要である事を痛感した演
奏会であった。ホールは、来場者の方々の「この
オーケストラの活動を支えたい」という暖かな気
持ちでいっぱいになっていた。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

音楽をとおした青少年の健全な育
成等を目的に設立され、市内を中
心に活動を行うNPO法人メリー
オーケストラによる第44回の定期
演奏会の開催となった。小・中学生
から高齢のメンバーまで、幅広い世
代により構成されるオーケストラの
演奏となり、220名の来場者があっ
た。このことは、市民が気軽に音楽
文化に触れる機会を創出したとい
える。したがって、補助対象事業に
ふさわしいと判断した。
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34

女声合唱団コール・プル
メリア＆コーロ・オルテン
シアジョイントコンサート
Ⅱ

コール・プルメリア
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和５年５月２７日（土） 84
実施会場：杜のホールはしもと
参加者数：45人
来場者数：330人（招待客含む）

当日は、330人程の来場者があり、3歳代～
90歳代の幅広い年代の参加があった、本演奏
会を通じて音楽の楽しさを伝える事だできた。
特に2部で演奏した「道行」では多くの方に感動
したという感想を頂き充実した時間を提供でき
た。これにより地域の文化振興に貢献できたと
考えている。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

女声合唱団「コール・プルメリア」と
「コーロ・オルテンシア」の２組による
合同コンサートとして開催された。
市のHPへの掲載やチラシの配布な
どの広報・周知活動を行い結果、3
歳から90歳代の幅広い年代の
330人の来場者があり、このことは
幅広い年代の市民が文化芸術に触
れる機会を創り出したといえる。し
たがって、補助対象事業としてふさ
わしいと判断した。

35
相模原弥栄高等学校
第15回定期演奏会

神奈川県立相模原弥栄
高等学校吹奏学部

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年4月9日 100
実施会場：相模女子大学グリーンホール
参加者数：90人
来場者数：1.000人

当日は、約1.000名の来場者があり、多くの方
に本校の演奏を楽しんでいただけた。本演奏会
を通して、吹奏楽の魅力を感じてもらえた。ま
た、地域の中学生も多く来場し、地域の文化振
興に貢献できたと考えている。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

新型コロナウイルス感染症対策の
ため、客席数を増やしてゆとりを持
たせる工夫の中での開催となった。
約1000名もの来場者があり、地域
の中学生も多く来場するなど、幅広
い世代の文化芸術に触れる機会を
創り出したといえる。したがって、補
助対象事業にふさわしいと判断し
た。

36
Rena Kato Violin
Recital～INORI　V～

Office RENA
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

2023年9月18日 100
実施会場：杜のホールはしもと
参加者数：18名（出演者7名　スタッフ11名）
来場者数：193名（有料112名　無料招待81名）

幼児から高齢者まで幅広い年代の来場があ
り、相模原市民を対象とした協賛企業による
「小中学生対象」「75歳以上の高齢者対象」の
無料招待席も用意し、市民バンドもプレコン
サートに出演。本編では第一線で活躍するプロ
の演奏家による20世紀の本格クラシック音楽
を演奏。普段はクラシックを聞かない方も「凄
かった」「短編小説を見ているようで楽しかっ
た」「また来年も来たい」などたくさんの感想を
もらい、地域への文化振興に役立てるように思
う。また、当日は募金を設置し「東日本大震災
支援金」を釜石市へ、チケットの売り上げの一部
を相模原市へ寄贈予定。地域への社会貢献と
して役立ててもらいたい。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内出身のヴァイオリニスト加藤玲
名氏を中心とするプロ演奏会らに
よるリサイタル公演となる。市内の
小中学生、高齢者への協賛席を用
意したり地元市民バンドがプレコン
サートに出演するなど、地域の文化
振興や幅広い市民に鑑賞されるた
めの工夫を行う中で開催された。こ
のことから補助対象事業としてふさ
わしいと判断した。

37
ピアノで歌う百人一首コ
ンサート

リコハン音楽事務所
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年12月3日 68
実施会場：杜のホールはしもと　多目的室
参加者数：7人
来場者数：43人

百人一首の歌をつなげ、現代に通じるストー
リーとして創作し語りとパントマイム、そして歌
が入るこの構成。自然も豊かな里山があちこち
に見られる相模原を会場にし地名も美しい月
夜野をそのまま使う馴染み深さが地元のお客さ
んには大変好評でした。前年度も来て下さった
特別介護老人ホームからの車椅子のお客さん
は楽しみにしていたと満面な笑みで娘さんと来
てくださいましたし若い車椅子の障がい者の娘
さんもお父様と一緒に。また海外からのお客さ
んもいて英語訳のプログラムが好評でした。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

主に百人一首を題材とした舞台公
演の企画・制作を行うリコハン事務
所による演奏会の開催となった。プ
ロの俳優や歌手、太神楽師等をゲ
スト出演者として招き、語りやパン
トマイム、歌により百人一首を表現
するという構成の工夫が見られる
公演となる。このことは、市民が気
軽に文芸や文化芸術に触れる機会
を創出したといえ、したがって補助
対象事業にふさわしいと判断した。

38
第６回コール・ブーケ演
奏会

コール・ブーケ
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年10月22日 100
実施会場：杜のホールはしもと
参加者数：22人
来場者数：230人

当日は230名の来場者があり、10歳代から90
歳代の年代の方に演奏会を通じて合唱の楽し
さ、合唱音楽の素晴らしさを伝えられたと考え
ています。「心に響いた」「感動した」等の感想を
いただき来場者の皆さんと楽しく充実した時間
を共有できたと思い地域文化振興に貢献でき
たと考えています。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内を中心に活動を行う女声合唱
団、コール・ブーケによる第6回演
奏会となった。チラシ配布やポス
ター掲示などの周知活動を積極的
に行う中で開催され、22名の参加
者と10歳代から90歳代までの
230名の来場者があった。このこと
は幅広い世代の市民が気軽に文化
芸術に触れる機会を創り出したと
いえ、したがって補助対象事業にふ
さわしいと判断した。

39
2023　ユーテヌ＆アン
ドゥミ　ジョイントコン
サート

ユーテヌ＆アンドゥミジョ
イントコンサート

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

2023年10月14日（土） 99
実施会場：杜のホールはしもと
参加者数：42名
来場者数：300名

混声合唱団コール・ユーテヌ、女声合唱団コー
ル・アンドゥミの２団体だけではなく、相模は中
等教育学校コーラス部を招待演奏として招き、
出演者は合計42名となった。最後には合同演
奏も２曲行い、中学生から70代まで幅広い世
代が合唱を通じて交流する機会とな理、来場者
からも高評をいただいた。日頃繋がりのある市
民外の合唱団からもスタッフを協力してもら
い、客席で聴いてきいていただいた仲間も多
い。市民の文化振興に大いに貢献したと考えて
いる。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

主に市内で活動を行う合唱団、
コール・ユーテヌとコールアンドゥミ
の２団体による合同公演となる。市
民中学校コーラス部を構成に加え
るなどの工夫を行う中で開催され、
中学生から70代までの300名の
来場があった。このことは、幅広い
世代の市民が気軽に文化芸術に触
れる機会を創り出したいえ、した
がって、補助対象事業にふさわしい
と判断した。

40
第21回相模原邦楽アン
サンブル定期演奏会

相模原邦楽アンサンブル
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年9月30日 100
実施会場：杜のホールはしもと
参加者数：２２名
来場者数：２３６名

1.旧来の邦楽とは異なる、和楽器によるオーケ
ストラ形式の演奏を通じて、日頃聴く機会の少
ない和楽器を知ってもらうことができた。2.市
民が気軽に邦楽を鑑賞できる機会とするととも
に、和楽器演奏に関心のある市民に、活動の場
を紹介することができた。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内を中心として活動を行う相模
原邦楽アンサンブルによる定期演
奏会となった。オーケストラ形式で
和楽器の演奏を行ったり、現代的
な親しみやすい曲を構成に加える
などの工夫を行う中で開催され、
236名の来場者があった。このこと
は、市民が気軽に伝統音楽に触れ
る機会を創り出したといえ、した
がって補助対象事業にふさわしい
判断した。

41
青陵ウインドオーケスト
ラ　第29回定期演奏会

青陵ウインドオーケスト
ラ

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年5月28日 100
実施会場：相模女子大学グリーンホール
参加者数：69名（うち青陵ウインドオーケストラ団員56名）
来場者数：490名

新型コロナウイルスが5類に移行してから初め
ての定期演奏会開催となり、実際に会場に足を
運んでくださる方々の数がどのくらいになるの
か予想がつかなかったが、団員による広報活
動、また地域の皆様のご協力により多くの場所
で定期演奏会の宣伝をした結果、小学生から
80歳代の方々まで幅広い世代の来場者、計
490名に恵まれたことから、今回の演奏会が地
域貢献、文化振興の一助となり得たと考える。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

コロナ禍の制限緩和後、初の定期
演奏会となり、HPやSNSでの宣伝
やチラシ配布などの広報活動を積
極的に行う中での開催となった。そ
の結果、小学生からお年寄りまでの
490名の来場者があった。このこと
は、幅広い年代の市民が文化芸術
に触れる機会を創り出したといえ
る。したがって、補助対象事業とし
てふさわしいと判断した。

42
北里大学北里会文化会
吹奏楽団　第38回定期
演奏会

北里大学北里会文化会
交響楽団

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年12月10日 100
実施会場：相模女子大学グリーンホール
参加者数：65人
来場者数：350人

350人の来場者数があり、当楽団の演奏を通
して、音楽の楽しさや魅力を伝えることが出来
たと思う。また、子どもから60代以上の方まで
の幅広い年代の方にお越しいただいたことで、
市民同士での交流の場にもなり、市の文化振興
に貢献することが出来たと考える。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

北里大学の学生によって構成され
る北里大学吹奏楽団による第39回
の定期演奏会となった。チラシ配布
に加え、X（Twitter)や
Instagram等のSNSを活用した
周知と積極的に行う中で開催され、
子どもから60代以上の350名の
来場者を得た。このことは、幅広い
世代の市民が気軽に文化芸術に触
れる機会を創出したといえ、した
がって補助対象事業としてふさわし
いと判断した。

43
神奈川県立相模田名高
等学校吹奏楽部　第32
回定期演奏会

神奈川県立相模田名高
等学校

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年5月7日（日） 100
実施会場：杜のホールはしもと
参加者数：80
来場者数：500

本校関係者のみならず、多くの市民の方をお客
様としてお迎えすることができた。新型コロナウ
イルス感染症対策を行い、市民の方を迎えて演
奏できたことは、市の文化振興に大きな寄与で
きた。また、本校吹奏楽部の生徒の9割は相模
原市に在住である。このような大きな演奏会を
無事成功させることができた経験は、市民であ
る生徒の芸術的な成長に繋がったと言える。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

吹奏楽部の生徒たちによる定期演
奏会を開催した。新型コロナウイル
ス感染症の影響を受けた中での実
施となったが多くの市民が言われ
約500人の来場者を実現した。本
事業により生徒たちの文化的成長
が促進されまた市民が文化芸術に
触れる機会を提供したといえる。以
上のことから補助対象事業として
ふさわしいと判断した。

44
第9回さがみ水墨・日本
画協会展（公募）

さがみ水墨・日本画協会
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和５年５月１１日～５月１５日 43
実施会場：相模原市民ギャラリー
参加者数：90人
来場者数：611人

出品者90人（顧問等8人含む）出品数108点
と、コロナ禍の中、多くの出品数があった。作品
も技術的向上してきている。次年度の制作活動
に向けて励みになった。来場者は市民祭りと重
なりまた天候に恵まれず前年より下回った。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

水墨画及び日本画の展示会であ
り、公募によって作品の募集を行い
開催した。90人の参加者と611人
の来場者があり、市民を中心とした
愛好家たちの発表の場や交流の機
会など、市民が気軽に文化芸術に
触れる機会を創り出したといえる。
したがって、補助対象事業としてふ
さわしいと判断した。
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45
アンサンブル歌織　第５
回演奏会～謳歌する～

アンサンブル歌織
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和５年１０月２９日（日） 100
実施会場:杜のホールはしもと
参加者数：50人
来場者数：441人

・当日の来場者は441名、会場前に数十名の入
場待ちもあり、また、視覚障害の方、幅広い年
齢層の方々の来場がありました。・お客様より
は、大合唱の素晴らしさに感動した、初演曲に
挑む等の意欲的な合唱活動は素晴らしい等の
感想を頂きました。・「合唱組曲　蔵王」、東北の
地に想いを寄せて歌い挙げたいとの我が合唱
団の挨拶、歌は、お客様の心に届いたように思
います。・これにより、地域の文化振興に貢献で
きたと考えます。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内を中心として活動を行う合唱
団、アンサンブル歌織による第5回
目の公演会となった。ポスターやチ
ラシの配布、ホームページ等での周
知など、積極的な広報活動を行う
中で開催され、目標来場者数を越
える441名の来場者を獲得した。こ
のことは、幅広い市民が気軽に文
化芸術に触れる機会を創り出した
といえる、したがって、補助対象事
業にふさわしいと判断した。

46
相模原ウインド・アンサン
ブル　第33回定期演奏
会

相模原ウインド・アンサン
ブル

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年6月25日 100
実施会場:杜のホールはしもと（ホール）
参加者数：団員40名、賛助出演6名
来場者数：約350名

相模原市・教育委員会様に後援を継続して頂
いたことや、ここ数年取り組んでいた「地域への
貢献」が功を奏し、若干玄人受けする曲を演奏
曲に選んだものの、想定以上の多くのお客様に
ご来場頂けた。来場者から「引き続き頑張って
活動を続けて欲しい」「今後の活動が楽しみ」と
の感想を頂き、本演奏会を通じて地域の文化
振興に貢献出来たと考えている。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内を中心の活動を行う、相模原
ウインドアンサンブルの定期演奏会
となる。ＳＮＳでの集客や、地域に
絞った集客活動などの工夫を行う
中での開催となり、その結果、350
名の来場者があった。このことは市
民が気軽に文芸術を触れる機会を
創り出したといえ、したがって補助
対象事業としてふさわしいと判断し
た。

47
第２９回　ＢＡＧウィンド
アンサンブル定期演奏会

ＢＡＧウィンドアンサンブ
ル

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

2023年5月28日（日） 100
実施会場:杜のホールはしもと　大ホール
参加者数：奏者47名＋お手伝い10名
来場者数：228名（パンフレット配布数）

市内在住、在勤の18歳～65歳の吹奏楽を共
通とした趣味を持つ仲間が一つになり、4年ぶ
りの有観客での演奏会。生の音楽を聴衆に届
けることができ、会場での一体感を得られる演
奏会だった。終演と共に、スタンディングオベー
ションする方も居られ、演奏会が大成功に収
め、地域の文化振興に貢献できたと考える。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内在住、在勤の18歳～65歳の
メンバーによって結成された吹奏楽
団による定期演奏会。新型コロナウ
イルス感染症の影響により4年ぶり
の定期演奏会の開催となったが、
228名の来場者があった。このこと
は、市民が気軽に文化芸術に触れ
る機会を創り出したといえ、した
がって、補助対象事業としてふさわ
しいと判断した。

48
北里大学交響楽団第52
回定期演奏会

北里大学北里会文化会
交響楽団

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年10月8日 100
実施会場:相模女子大学グリーンホール
参加者数：63人
来場者数：357人

幼児から65歳以上のご年配の方、障害者の方
まで幅広い方々にご来場いただき、気軽にクラ
シック音楽を楽しんでいただく場を提供するこ
とができた。本演奏会を通じて相模原市の文化
復興に寄与することができたと感じている。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

北里大学の学生を中心として構成
される北里大学交響楽団による第
52回の定期演奏会となる。X（旧
Twitter）やInstagram、団体HP
などのSNSを活用した周知活動を
積極的に行う中で開催され、幼児
～高齢者の357名の来場者があっ
た。このことは、幅広い世代の市民
が気軽に文化芸術に触れる機会を
創り出したといえ、したがって補助
対象事業としてふさわしいと判断し
た。

49
第45回神奈川県立麻溝
台高等学校吹奏楽部定
期演奏会

神奈川県立麻溝台高等
学校吹奏楽部

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和6年3月30日 100
実施会場：相模原市民会館
参加者数：60名
来場者数：500名

当日は500名の来場者があり、10代から80代
の幅広い方々に鑑賞していただくことができ
た。本演奏会を通じて、「高校の吹奏楽部の演
奏とは思えない」といった好評もいただき、来場
者に充実した芸術鑑賞の時間を提供すること
ができた。これにより、地域の文化振興に貢献
出来たと考えている。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

県立麻溝台高校の生徒によって構
成される吹奏楽部の第45回目の
定期演奏会となった。チラシ・ポス
ター等の枚数を増加させるなどの
広報上の工夫を行う中で開催さ
れ、10代から80代までの約500名
の来場者を獲得した。このことは、
幅広い世代の市民が気軽に音楽に
触れる事業としてふさわしいと判断
した。

50 グループ展　悠20 悠の会
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年8月17日～8月22日 36
実施会場:相模大野ギャラリー
参加者数：6人
来場者数：97人

本グループ展には特別支援学校関係者が多く
来場され、親睦・交流が図れた。ギャラリートー
クでは、作品の制作意図や創作過程・手法等に
ついてさまざまな意見をいただき、会員自身の
作品作りのみならず特別支援学校における教
材開発という点でも有意義であった。グループ
展を継続して開催することができて、文化振興
や学校教育にも一定の貢献ができたと考える。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

特別支援学校教職員経験者の団
体による第20回目の展示会となっ
た。創作やギャラリートークの様子
を記録した映像を作成し公開する
などの周知の工夫を行った中での
開催となり97人の来場者があっ
た。このことは、市民が気軽に文化
芸術に触れる機会を創り出したと
いえる。したがって、補助対象事業
としてふさわしいと判断した。

51
第55回　日本舞踊・箏・
尺八公演会

相模原市邦舞三曲連盟
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年10月21日・22日 100
実施会場：相模原市民会館ホール
参加者数：日本舞踊の部　12名　箏・尺八の部　28名
来場者数：日本舞踊の部　168名　箏・尺八の部　165名

日本舞踊の部では長唄・清元・大和楽などの情
緒あふれる曲調に合わせて艶やかに、可憐に、
或いはすっきりとした伊達踊りにと舞いました。
箏・尺八の部では箏・三絃・尺八がそれぞれの
音色を活かした合奏で一層楽しい編成となる
古典曲・現代曲を披露できました。来客の皆様
方は、目で楽しみ、耳で楽しみ日本の伝統文化
の素晴らしさの一端を感じることが出来たので
はないでしょうか。日頃の生活ではなかなか味
わうことのないひと時を楽しんでいただきまし
た。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内を中心に邦楽や日本舞踊の継
承・普及に取り組む邦舞三曲連盟
による第55回の公演会となった。
広報紙への掲載やチラシ配布など
の周知活動に積極的に取り組む中
で開催され、各部門合わせて約
330名の来場者があった。このこと
は、市民が気軽に伝統文化に触れ
る機会を創り出したといえる。した
がって、補助対象事業にふさわしい
と判断した。

52
津軽三味線と民謡と仲
間の集い

音舞多弦謡会
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年10月1日 100
実施会場：もみじホール城山
参加者数：38名（スタッフ含）
来場者数：約270名

多くの来場者があり、日本の伝統芸能に浸って
頂き、癒しの場と活力の提供ができた事を、嬉
しく思う。補助金のお陰でポスター・チラシを制
作し、市内の各場所に貼らせて頂き、又専門家
を招き、津軽三味線、民謡、舞踊（銭太鼓、ど
じょうすくい、琉球舞踊）を堪能して頂く事がで
き、地域の人々に感動と文化振興の役目を担う
事ができたと思う。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

津軽三味線や民謡、舞踊などの伝
統文化の継承や保存のため活動を
行う音舞多弦謡会の発表会となっ
た。チラシやポスターの制作・配布
などの周知活動を積極的に行う中
での開催となり、約270名の来場
者があった。このことは、市民が気
軽に日本の伝統文化に触れる機会
を創り出したといえる。したがって、
補助対象事業にふさわしいと判断
した。

53 「ひみつ・・・」展 まどかの会
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年5月４日～5月7日 100
実施会場：相模原市民ギャラリー
参加者数：28人
来場者数：378人

・コロナ禍の情勢も昨年度より落ち着き、ワーク
ショップ等を活用した鑑賞者と製作者同士の交
流を増やすことができた。・昨年度に比べて、今
年度はより作品に興味を持ってもらえるような
レイアウトを考慮し、実行した。「ひみつ・・・」とい
うテーマからも分かるように、会場の入り口を
秘密基地のような空間に見立てることで、来場
者の興味を引くことができた。・展覧会を鑑賞し
たことにより、芸術活動に興味を持った来場者
が何名かいた。・以上のことにより、昨年度に比
べてさらに相模原における文化振興に貢献でき
たと考えている。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

新型コロナウイルス感染症の影響
の緩和を受け、ワークショップ等の
交流の場を設けるなどの工夫の中
で実施された。年齢差のある参加
者の作品を交互に並べるなど、会
場のレイアウトも工夫を加え、378
人の来場者を達成した。幅広い年
代市民が文化芸術触れる機会を創
り出したといえ、このことから、補助
対象事業としてふさわしいと判断し
た。

54
ancoraもっと・・・！コン
サート第２回

ancoraもっと
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年10月15日 100

実施会場：杜のホールはしもとホール
参加者数：出演者6人（内部4人・外部2人）スタッフ3人（内部1人外部2
人）
来場者数：123人

入場人数は招待客を含め約0123人。目標集
客に及ばなかったが、未就学児～90歳代のお
客様が来場くださった。外国歌曲、オペラは原
語歌唱であったが「字幕、映画があっげあった
ため何を歌っているか分かって良かった」「解説
があったので内容がわかり、本当にオペラを観
に行きたいと思う」等のアンケート結果が得られ
た。また、『月』をテーマとしたことで、興味を
持ってくれたお客様も多かった。日本で演奏さ
れることが少ない（無い？）歌曲を紹介し、気に
入っていただけた。クラシック音楽を身近に感じ
ていただけた。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

オペラ等の歌を中心とするクラシッ
クコンサートの開催となった。外国
歌曲においては映像と字幕で分か
りやすく表現したり、歌によるアンサ
ンブルに加えてフルートやピアノの
演奏を行ったりなどの構成上の工
夫を行った。このことは、幅広い世
代の市民が気軽にクラシック音楽に
はじめとする文化芸術に触れる機
会を創り出したといえ、したがって
補助対象事業にふさわしいと判断
した。

55
シルバーダンスフォー
メーション動画制作

ダンスサークル　はまゆ
う

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年11月3日（動画提出日）令和
6年1月9日

60
実施会場：ギオンアリーナ大体育室
参加者数：38名

当日は、相模原市ダンススポーツ連盟の第47
回チャリティーダンスフェスティバルのイベント
で、その中の活動の一環としてフォーメーション
ダンスを踊った。当日は、連盟会員及び一般参
加者を合わせて約350名の参加があり、フォー
メーションダンス、トライアル、デモストレーショ
ン等もあり、参加者もダンスを踊り楽しい時間
を過ごすことができた。これにより地域の文化
振興に貢献できたと思っている。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

イベントとして実施された第47回
チャリティダンスフェスティバルにお
ける、ダンスサークルはまゆうによ
るダンスの様子を撮影した動画制
作となった。平均年齢75歳のメン
バーによるフォーメーションダンス
（タンゴ・ルンバ・ワルツ）を見ること
ができ、市民が気軽にダンス文化に
触れる機会を創出したといえる。し
たがって補助対象事業としてふさ
わしいと判断した。
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56
第54回相模原市民踊の
つどい

相模原市レクリエーショ
ン協会

市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年10月25日 98
実施会場：相模原市民会館
参加者数：120人
来場者数：280人

39組120人出演。本村市長、佐藤市スポーツ
協会常務理事にご臨席を賜り祝辞をいただき、
90歳以上の方も出演するなど、健康の維持向
上に貢献。盛会裏に終了した。伝統ある民踊の
継承や新舞踊、鳴子踊り等の普及振興に大きく
貢献した。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

主に民踊の普及・継承を目的として
市内を中心に活動を続ける市レク
リエーション協会による第54回目
の民踊大会となる。情報紙やチラ
シ・ポスター等による広報活動にも
取り組む中で開催され、90歳以上
の高齢者を含む120名の参加者と
280名の来場者があった。このこと
は、市民が気軽に伝統芸能に触れ
る機会を創り出したといえる。した
がって、補助対象事業としてふさわ
しい判断した。

57
第５１回民謡舞踊演奏大
会

相模原市民謡協会
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年6月11日 97
実施会場：相模原市　市民会館
参加者数：190人
来場者数：600人

民謡コンクール第１部～第６部迄、約190人の
参加あり各部優勝者が６名決まる。盛大の内無
事終了し、地域の文化振興に貢献できたと考え
ている。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

新型コロナウイルス感染症対策に
配慮した中での開催となった民謡
コンクール、１部から6部まで約190
人の参加者があり、600人の来場
者があった。このことは、市民が気
軽に民謡など、文化芸術に触れる
機会を創り出したといえ、したがっ
て、補助対象事業としてふさわしい
と判断した。

58 第51回　春の茶会 相模原市茶道連盟
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和6年3月10日（日） 97
実施会場：りほう（待光庵、直心庵、芳月）
参加者数：主催側人数（役員・スタッフ）50名
来場者数：170名（一部スタッフ及び1席のみで帰られた方含む）

参加された方は席の設えや掛軸、花入、花等、
また茶道具の取合せを見学しながら茶を戴き、
ゆとりと安らぎ感じられたことと思います。日本
の伝統文化の素晴らしさを話や周囲の雰囲気
から見出し楽しいひと時を過ごせたと思いま
す。交流の場である茶会は心を豊かにし、ゆと
りを与えますますので情操教育・人間形成に役
立ったと思います。若い方も多く参加して戴き
成功裏に終了いたします。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内を中心に活動を行う市茶道連
盟による第51回目の茶会が開催さ
れた。日本の伝統文化ｊである茶道
を体験でき、また、茶の湯に関する
美術品（掛軸、陶器など）に親しむ
場として開催され、170名の来場者
があった。このことは、市民が茶道
をはじめとする伝統文化に触れる
機会を創出したといえ、したがって
補助対象事業としてふさわしいと
判断した。

59
相模原柴胡短歌会創立
10周年記念作品展

相模原柴胡短歌会
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和6年2月1日～2月3日 57
実施会場：相模原市民ギャラリー　展示室
参加者数：63名
来場者数：142名

当日は142名の来場者があり、アンケートから
は”懐かしさを感じた、郷愁を覚えた”と作品に
共感した声が寄せられた。また、芳名帳には84
名もの署名が記載され、じっくり鑑賞いただい
た様子が窺え、地域の文化振興課に貢献でき
たと考えている。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内を中心に活動する相模原柴胡
短歌会による第10回目の成果発表
展示会となり、短歌の展示を行っ
た。市内文化施設や公民館でのポ
スター掲示やチラシ・案内ハガキの
配布などの周知活動に取り組む中
で開催され、142名の来場者が
あった。このことは、市内が気軽に
文芸に触れる機会を創出したとい
える。したがって補助対象事業にふ
さわしいと判断した。

60
花子のやりたいコンサー
ト

朋のかい
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

2024年2月25日 97
実施会場：杜のホール橋本
参加者数：
来場者数：160名

赤ちゃん年配の方までたくさんのご来場いただ
き、目的としていた『幼少期から本物への触れ
合い』を達成できた。心配していた子供の集中
力も、視覚的な工夫でクリアでき、また来場者
へのプログラムに自宅で製作できる工作きっと
をおまけとしてつけてまたそれも盛況だった。終
演後、舞台上で使った舞台美術を間近で見る
ように舞台へ誘うと子供たちが駆け上がってき
て、熱心に眺める姿が見受けられアートへの興
味、関心が広がったと感じる。アンケートでのコ
メントには、またやってほしいという意見が多く
見受けられ、子供が小さいときにこのようなコン
サートに触れさせてあげたかったといううれしい
ご意見をたくさんいただいた。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

クラシック音楽にダンスやアートを
組み合わせた新たな試みを行い、
視覚的にも楽しめる「劇場型」コン
サートの開催となった。主に親子連
れやファミリーなど、幅広い年代の
160名の来場者があった。このこと
は、市民が気軽にクラシック音楽や
舞台美術に触れる機会を創出した
といえ、したがって補助対象事業に
ふさわしいと判断した。

61 第37回青鳥会刻字展 青鳥会
市民が実施する事業に対し施設使用料等の一部を補助す
るもの

令和5年12月14日～12月18日 42
実施会場：相模原市民ギャラリー
参加者数：15人（出品者）
来場者数：193人

来場者数は193人を数え、ほぼ目標に達した。
ワークショップの参加者も15人で、小学生から
高齢者まで幅広い年齢層の方々に作品を作る
楽しみを体験していただくことができた。作品に
添えられた解説文にうなづきながら鑑賞する
人。あるいは無心に彫刻刀を動かす人。静かに
芸術に親しむ時間は、慌ただしく過ぎる日々の
中で、絶好のリフレッシュの機会を提供すること
ができた。日ごろあまり見ることがない「刻時作
品」を50点以上まとめて鑑賞できる展覧会は
全国的にも数少ない。

市民局
文化振興課

市民に自主的で創造的な文化活動の発表及び交流の機会を提供すること
を目的として、市民が実施する事業に対し補助するもの。

＜補助対象経費＞会場・附帯設備使用料、外部講師・出演者への謝礼、チ
ラシ・ポスターの印刷製本費及びデザイン委託料、動画制作委託料
＜補助率＞　１／２以内（但し上限１０万円）

有

相模原市文化
芸術発表・交流
活動支援事業
実施要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

芸術的な書の分野の一つである
「刻字」の普及や発展のため活動を
行う青鳥会による第37回目の展覧
会となった。作品解説カードを掲示
したわかりやすい展示法を工夫し
たり、小学生から参加できる無料の
ワークショップを開催するなどの取
り組みを行い、193名の来場者が
あった。このことは、幅広い世代の
市民が芸術的な書の文化に触れる
機会を創り出したといえ、したがっ
て補助対象事業にふさわしいと判
断した。

62
第41回相模原市民合同
演奏会

相模原市民合同演奏会
実行委員会

一般公募を中心とした合唱団と市民オーケストラによる音
楽の演奏会。今年はプッチーニ作曲｢グローリアミサ｣を演
奏する。補助金は指揮者謝礼、印刷費、会場使用料、独唱
者謝礼に使用する。

令和５年７月～令和６年１月 365

　第４1回の相模原市民合同演奏会は、プッチー二作曲「グローリア・ミ
サ」を取り上げ、演奏会を計画、実施した。インフルエンザやコロナウイル
スの状況の中、昨年より多くの市民の方々にご来場を得て、盛大に演奏
会を遂行することが出来ました。
実施会場：相模女子大学グリーンホール　大ホール
参加者：相模原市民交響楽団６０名、相模原市民合同演奏会合唱団１０
０名
入場者：８７5名

相模原市民会館の開館15周年記念事業を原
点にスタートし、40年以上にわたり開催して参
りました。今年もコロナウイルス等の影響はあり
ましたが開催致しました。多くの市民の方に演
奏を聞いて頂くことが出来ました。参加者も文
化都市を目指す相模原市の多くの市民の方々
を集められた事に意義を感じ、政令都市になっ
た相模原市の音楽文化発展の一翼を担えてい
る事が今年も証明されたと思う。

市民局
文化振興課

幅広く市民に芸術活動への参加及び鑑賞の機会を提供し、市民音楽文化
の向上に寄与するために管弦楽及び合唱を用いた優れた芸術作品を演奏
する市民合同演奏会事業の推進を図ることを目的とする。対象事業は第41
回相模原市民合同演奏会『プッチーニ作曲のグローリア・ミサ｣。（予算で定
める定額補助）

有
相模原市民合
同演奏会補助
金交付要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
活性化

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

長年にわたり相模原市で開催され
てきた相模原市民合同演奏会、第
41回目の開催となった。今年度は、
公募により集まった市民100名の
合唱団と相模原市民交響楽団60
名による、プッチーニ作曲「グローリ
ア・ミサ」の演奏が行われた。875
名の来場者を獲得し、多くの市民
が音楽文化に触れる機会を創出
し、本市の文化振興に寄与したとい
える。したがって、補助対象事業に
相応しいと判断した。

63
相模原市民文化財団補
助金（管理運営事業）

公益財団法人相模原市
民文化財団

　公益財団法人として、定款に定める「文化を身近に感じる
ことのできる環境づくりを進めることにより、潤いに満ちた市
民生活の創造と豊かで彩りのある地域社会の形成に寄与
する」ことを目的に、優れた芸術文化の鑑賞機会の提供や
市民文化活動の支援など、様々な事業展開を支えるための
法人運営費として、申請する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 7,000
公益財団法人の管理運営に要する経費として7,000,000円の交付を
受け、理事等役員報酬、人件費及び事務費等に充当した。

①公益財団法人として定款に定める「文化を身
近に感じることのできる環境づくりを進めること
により、潤いに満ちた市民生活の創造と豊かで
彩りのある地域社会の形成に寄与する」ことを
目的に、様々な事業展開を支える法人運営を
行った。
②理事会及び評議員会の開催にあたっては、
各分野から意見を集め、公益性を念頭におい
た事業方針をもとに、多様な市民ニーズにこた
える事業計画を策定した。
③他市の文化財団や市内の公益法人とのネッ
トワーク作りに取り組んだ。
④勤怠管理に係るＤＸに取り組むとともに、税
法改正に伴うソフトウェアの改修及び更新を
行った。
⑤業務に必要な知識の習熟に向けて職員に研
修を受講させ、人材育成に取り組んだ。

市民局
文化振興課

相模原市民文化財団の事業費補助
①法人管理費　　　　　　　　　　　　　　15,177,000円
②補助金　　　　　　　　　　　 　　　　　　7,000,000円
③補助率（②/①×100）　　　　　  　　　　　　46.1％

有

公益財団法人
相模原市民文
化財団補助金
等交付要綱

無 無
令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

他団体との連携や職員育成など組
織力向上を図りながら、地域に根
差した文化振興に取り組んだため。

64
相模原市民文化財団補
助金（文化事業）

公益財団法人相模原市
民文化財団

　市民文化の向上及び振興を図るため、優れた芸術文化の
鑑賞機会の提供や市民文化活動の支援、文化情報の収
集・提供等の幅広い事業を実施する。
　事業実施に当たっては、適切な感染対策を行いながら文
化事業に取り組むとともに、相模原に縁のあるアーティスト
と連携による事業調整、文化の裾野を広げるための事業立
案等、総合的な文化事業戦略に取り組む。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 64,016

新型コロナウイルス感染症の対策を適切に講じた上で、公益財団法人
として、優れた芸術文化の鑑賞機会の提供や市民文化活動の支援、文
化情報の収集・提供等の幅広い事業を実施した。
　1市民の生活文化及び芸術文化の振興に関する事業
　2文化情報の収集及び提供に関する事業
　3文化振興にかかる調査及び研究に関する事業
交付を受けた補助金は、上記事業に係る事業費、人件費及び事務費等
に充当した。

①多くの子どもたちにとって新しい文化芸術と
出会うきっかけとなる事業として、クラシックの
鑑賞及び体験ができる学校訪問授業を実施し
た。
②子ども対象のワークショップ事業「かんじる学
校」はダンスを題材とし、市内外郭団体の協力
を得て実施した。
③多様な価値観をもたらす芸術文化そのもの
の価値を活用し、中学生を対象としたキャリア
教育関連事業を実施した。
④情報紙やダイレクトメール、チラシ等の紙媒体
による情報発信を継続しつつ、ホームページ及
びＳＮＳ等インターネットによる情報発信に積極
的に取り組んだ。
⑤相模原市に縁があり、財団事業での実績が
あるアーティストを市民団体に紹介する事業を
実施した。
⑥教育現場における文化芸術事業の実態と
ニーズ、課題調査のため、「文化芸術事業に関
するアンケート」調査を行った。また、アーティス
ト紹介事業の運営に生かすための調査を行っ
た。

市民局
文化振興課

相模原市民文化財団の事業費補助
①生活文化・芸術文化事業費　　　　　 38,118,000円
②文化情報収集提供事業費　　　　　  33,894,000円
③調査研究事業費　　　　　　　　　　　　 4,320,000円
④事業戦略費　　　　　　　　　　　　　　　 9,564,000円
⑤総事業費（①+②+③+④）　　　　　　　85,896,000円
⑥補助金　　　　　　　　　　　　　　　　　 　64,016,000円
⑦補助率（⑥/⑤×100）　　　　　　　　　　　　 74.5％

有

公益財団法人
相模原市民文
化財団補助金
等交付要綱

無 無
令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

継続して取り組んでいる低年齢層
を対象とした体験型事業やマッチン
グ事業充実させるなど、文化振興
及び裾野拡大に寄与しているた
め。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

65
横浜国際人権センター
人権啓発事業補助金

国連NGO横浜国際人
権センター

市民の人権意識の高揚を図るため、次の人権啓発事業を
行う。
（補助事業）
○啓発冊子製作費　　18,000,000円
○講演会開催費　　　　4,274,000円
○人権教育移動教室　5,000,000円
　　　　　　　　　 合計　27,274,000円
（補助金収入額）
14,507,500円（うち、相模原市分900,000円）

令和５年４月～令和６年３月 900
人権啓発講演会（県内7か所）
人権啓発冊子「語る・かたる・トーク」発行第338号～第349号
人権教育移動教室の実施　小中学校91校（93回）

人権啓発講演会や人権移動教室の開催、人権
啓発冊子の発行を通して、人権のあり方を多く
の人に伝えることが出来た。

市民局
人権・男女共同参画課

１　趣旨・目的
　市民等の人権意識の高揚を図り、人権尊重のまちづくりを推進するため、
人権関係団体が人権啓発事業を行うために必要な経費に対して補助金を
交付するもの
２　対象事業
（１）人権啓発を目的とした講演会、研修会等
（２）人権啓発を目的とした冊子、書籍、ビデオ等の作成及び配布
（３）人権課題に関する調査研究
（４）前３号に掲げるもののほか、特に市長が認める事業

有
相模原市人権
啓発事業補助
金交付要綱

有 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策13　人
権の尊重と
男女共同参
画の推進

　令和５年４月～令
和６年３月

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本市を含む県内７箇所で講演会を
開催したほか、市内施設への啓発
冊子の配架や、移動教室の実施に
より、市民の人権意識の高揚や人
権教育の一助となっているため。

66
相模原人権擁護委員協
議会補助金

相模原人権擁護委員協
議会

　人権擁護委員法(昭和24年法律第139号)に基づき、地
域住民からの相談を受け、人権侵害の救済、啓発活動を実
施している人権擁護委員協議会の運営費とするもの。

令和５年４月～令和６年３月 461
　人権啓発活動経費（中学生人権作文コンテスト、啓発物品の購入等に
関する経費）、人権擁護委員の研修の経費、神奈川県人権擁護委員連
合会への負担金等として支出した。

　相模原人権擁護委員協議会の円滑な運営が
図られた。また、人権擁護委員の研修により委
員の資質の向上が図られたとともに、啓発活動
により地域住民等の人権意識の向上に寄与し
た。

市民局
人権・男女共同参画課

・人権擁護委員協議会の人権啓発及び人権相談に関する活動や、委員研
修を支援するもの。
・全体事業費のうち市補助金は４６１，０００円。

有

相模原人権擁
護委員協議会
補助金交付要
綱

無 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策13　人
権の尊重と
男女共同参
画の推進

令和５年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

人権擁護委員は、法務大臣から委
嘱され無報酬で活動しており、その
活動は、人権相談や人権意識の高
揚のための啓発活動など多岐にわ
たり、重要な役割を担っている。中
学生人権作文コンテスト、人権の花
運動等の啓発活動や、人権相談、
新任委員に対する研修を行ってお
り、住民の福祉の向上に充分な実
績・成果が確認される。

67
相模原市犯罪被害者等
日常生活支援に要する
費用の助成及び支援金

個人
犯罪被害者等に対し、犯罪等で受けた被害の軽減を図るた
め日常生活支援に要する費用の助成及び支援金の支給を
行うもの。

令和5年4月～令和6年3月 1,216 支援金交付件数　１２件
支援金の支給により、犯罪被害者等の経済的
負担の軽減が図られた。

市民局
交通・地域安全課

（趣旨・目的）
　犯罪被害者等が被害からの回復を図り、もって市民の誰もが安心して暮
らすことのできる地域社会の実現に寄与するため補助を実施するもの。
（補助対象・補助上限等）相模原市犯罪被害者等日常生活支援に要する費
用の助成及び支援金等に関する実施要綱のとおり

有

相模原市犯罪
被害者等日常
生活支援に要す
る費用の助成及
び支援金等に関
する実施要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

令和5年4月1日～
令和6年3月15日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

犯罪被害に遭い、生計維持者が亡
くなる、就業が困難になる、けがや
病気の治療費がかかる等、経済的
負担が生じた犯罪被害者等に対
し、支援金の支給をすることが、犯
罪被害からの回復の一助となった
と考えられるため。

68
特殊詐欺対策機器購入
費補助金

個人
特殊詐欺の被害を防止するため、迷惑電話防止機能付き
電話機などの購入費の一部を補助するもの。

令和5年4月～令和6年3月 1,072 補助金交付者数　222人
迷惑電話防止機能付き電話機などの設置が促
進されることで、詐欺被害の未然防止が図られ
た。

市民局
交通・地域安全課

（趣旨・目的）
特殊詐欺の被害の防止
（対象）
迷惑電話防止機能付き電話機などの購入費
（補助率）
2/3（上限額6千円）

有

相模原市特殊
詐欺対策機器
購入費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内でも特殊詐欺の被害が依然と
して多く発生しており、迷惑電話防
止機能付き電話機などの設置が促
進されることで、詐欺被害の未然防
止が図られたと考えられるため。

69
防犯カメラ設置費補助
金

水郷田名団地自治会
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 34 防犯カメラを2台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

70
防犯カメラ設置費補助
金

文京東自治会
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 227 防犯カメラを5台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

71
防犯カメラ設置費補助
金

並木一丁目自治会
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 245 防犯カメラを5台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

72
防犯カメラ設置費補助
金

並木２丁目自治会
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 249 防犯カメラを5台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

73
防犯カメラ設置費補助
金

虹ヶ丘自治会
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 148 防犯カメラを3台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

74
防犯カメラ設置費補助
金

自治会法人並木四丁目
自治会

自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 242 防犯カメラを5台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

75
防犯カメラ設置費補助
金

荒句自治会
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 106 防犯カメラを2台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

76
防犯カメラ設置費補助
金

清新小学校PTA
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 116 防犯カメラを1台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

77
防犯カメラ設置費補助
金

県立麻溝台高等学校
PTA

自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 348 防犯カメラを3台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

78
防犯カメラ設置費補助
金

土沢自治会
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 120 防犯カメラを1台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

79
防犯カメラ設置費補助
金

自治会法人　ひのき台
自治会

自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 120 防犯カメラを1台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

80
防犯カメラ設置費補助
金

自治会法人　嶽之内自
治会

自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 120 防犯カメラを1台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

81
防犯カメラ設置費補助
金

大野台中学校PTA
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 240 防犯カメラを2台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

82
防犯カメラ設置費補助
金

自治会法人　青葉２丁目
自治会

自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 219 防犯カメラを5台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

83
防犯カメラ設置費補助
金

朝日が丘自治会
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 131 防犯カメラを3台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

84
防犯カメラ設置費補助
金

青葉３丁目自治会
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 161 防犯カメラを5台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

85
防犯カメラ設置費補助
金

自治会法人青葉１丁目
自治会

自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 229 防犯カメラを1台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

86
防犯カメラ設置費補助
金

自治会法人緑が丘二丁
目自治会

自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 230 防犯カメラを5台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

87
防犯カメラ設置費補助
金

陽光台連合自治会
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 195 防犯カメラを4台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。
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88
防犯カメラ設置費補助
金

相模大野銀座通り商店
街振興組合

自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 508 防犯カメラを5台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

89
防犯カメラ設置費補助
金

東林間商店街振興組合
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 600 防犯カメラを5台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

90
防犯カメラ設置費補助
金

自治会法人星が丘一丁
目自治会

自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 120 防犯カメラを1台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

91
防犯カメラ設置費補助
金

自治会法人横山２丁目
自治会

自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 480 防犯カメラを4台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

92
防犯カメラ設置費補助
金

豊原自治会
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 120 防犯カメラを1台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

93
防犯カメラ設置費補助
金

自治会法人相武台前町
内会自治会連合会

自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 240 防犯カメラを2台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

94
防犯カメラ設置費補助
金

塚場自治会
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 600 防犯カメラを5台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

95
防犯カメラ設置費補助
金

原当麻下自治会
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 120 防犯カメラを1台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

96
防犯カメラ設置費補助
金

文京中央自治会
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 120 防犯カメラを1台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

97
防犯カメラ設置費補助
金

自治会法人　橋本本町
自治会

自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 120 防犯カメラを1台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

98
防犯カメラ設置費補助
金

自治会法人鵜野森自治
会

自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 120 防犯カメラを1台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

99
防犯カメラ設置費補助
金

自治会法人下九沢中の
原自治会

自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 240 防犯カメラを2台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

100
防犯カメラ設置費補助
金

自治会法人　谷口自治
会

自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 120 防犯カメラを1台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

101
防犯カメラ設置費補助
金

上松並自治会
自治会区域内の道路等の公共空間における人等の動きを
撮影し記録する防犯カメラ設置することにより、地域におけ
る犯罪を防止する。

令和5年11月～令和6年3月 120 防犯カメラを1台設置した。
自治会区域内の道路等の公共空間における人
等の動きを撮影し記録する防犯カメラ設置する
ことにより、地域における犯罪防止に役立った。

市民局
交通・地域安全課

（対象事業）
防犯カメラの設置に要する経費
（補助率）
補助対象経費の9/10と12万円のいずれか低い額

有
相模原市防犯
カメラ設置費補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯カメラの設置により、犯罪の抑
止効果とともに地域の防犯意識の
向上にも繋がり、安全で安心なまち
づくりに充分な成果があったものと
考えられるため。

102
防犯活動物品購入支援
事業補助金

自治会法人原宿自治会

地区内の小・中学校の登下校の安全（防犯・交通）を図るた
め、安全ボランティア活動時に蛍光色のベストやCAPを着
用することにより、子どもたちや自動車の運転手さんへの交
通安全や防犯活動のアピールとなり効果的な見守り活動を
行えるようにするために購入するもの。

令和5年12月 29
反射ベスト10着
アメリカンCAP10個

地域内の小・中学校の登下校の安全（防犯・交
通）を図るため、安全ボランティア活動を実施
し、活動時に蛍光色のベストやCAPを着用す
ることにより、安全ボランティアに参加されてい
る方々の安全とともに、子どもたちや自動車の
運転手への交通安全や防犯活動のアピールと
なり効果的な見守り活動を行うことができた。

市民局
交通・地域安全課

（趣旨・目的）
防犯活動団体が防犯活動に必要な物品の購入に要する経費に対し、予算
の範囲内において補助し、安全で安心なまちづくりを推進する。
（対象）
帽子、ブルゾン、腕章、合図灯、防犯ブザー、懐中電灯、その他市長が認め
るもの
（補助率）
1/2

有

相模原市防犯
活動物品購入
支援事業補助
金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯パトロールの実施により地域
の防犯活動に対する意識の高揚と
犯罪抑止効果を高めることに努め
たため。

103
防犯活動物品購入支援
事業補助金

自治会法人南自治会
自治会エリア内に設置しているのぼり端を常に適切に維持
すると共に、さらなる住民の意識付けの強化を図ることで、
犯罪や交通事故の抑止効果を向上させる。

令和6年2月 30

のぼり端20本
ポール10本
のぼり竿20本
反射セーフティマーク11本

地域の防犯活動を明示することで住民及び通
行者にはっきりと地域の防犯意識の高さを訴え
ることができた。

市民局
交通・地域安全課

（趣旨・目的）
防犯活動団体が防犯活動に必要な物品の購入に要する経費に対し、予算
の範囲内において補助し、安全で安心なまちづくりを推進する。
（対象）
帽子、ブルゾン、腕章、合図灯、防犯ブザー、懐中電灯、その他市長が認め
るもの
（補助率）
1/2

有

相模原市防犯
活動物品購入
支援事業補助
金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防犯パトロールの実施により地域
の防犯活動に対する意識の高揚と
犯罪抑止効果を高めることに努め
たため。

104
防犯灯施設賠償責任保
険料補助金

相模原市自治会連合会
自治会が管理する防犯灯が原因となる事故等に適切に対
応できるよう、相模原市自治会連合会が加入する防犯灯施
設賠償責任保険の保険料に対して補助金を充当するもの。

令和6年6月1日～令和7年6月1日 14
自治会が管理する382灯の防犯灯が原因となる事故等に適切に対応
が出来るよう、相模原市自治会連合会が防犯灯施設賠償責任保険に
加入した。

防犯灯施設賠償責任保険への加入により、単
位自治会による安全な地域活動の推進を支援
し、「個性豊かなコミュニティづくりの推進」に大
きく寄与している。

市民局
交通・地域安全課

（趣旨及び目的）
自治会が管理する防犯灯が原因となる事故等に適切に対応できるよう、相
模原市自治会連合会が加入する防犯灯施設賠償責任保険の保険料に対し
て補助するもの
（対象）
自治会が管理する防犯灯の施設賠償責任保険料
（補助率）
予算の範囲内において、補助対象経費相当額

有

相模原市防犯
灯施設賠償責
任保険料補助
金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策17　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

令和5年6月1日～
令和6年6月1日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

自治会が管理する防犯灯の施設賠
償責任保険に加入することにより、
防犯灯に起因する事故等への備え
ができ、自治会や自治会活動に対
する信頼感の醸成とともに、自治会
による安全な地域活動の推進を図
ることができたため。

105
相模原市国際化推進事
業支援金

特定非営利活動法人Ｆ
Ｃコラソン

FCコラソン創設30+1周年を記念してメモリアルマッチを開
催する。
国際化推進事業として、長年交流しているブラジル・サンパ
ウロＦＣのトヨタカップ連覇から３０周年を記念してサンパウ
ロＦＣソシアルとＦＣコラソンの１２歳の子どもたちが試合を
行う。
本市民である弊法人在籍の小学６年生の各家庭にブラジル
の子どもたちがホームステイをする。
本市在住の子どもたちを中心に参加及び運営する国際サッ
カー大会として、ブラジルのサッカー文化との相互理解を深
める機会と考えている。支援金は、市内で行う試合の経費
や、子どもたちとの交流経費とする。

令和５年１２月 121

緑区寸沢嵐「東京町田学園相模キャンパス」で歓迎セレモニー、練習・
試合を実施
相模原市役所表敬訪問
東京、駐日ブラジル大使館表敬訪問
「ｺﾊﾟ・ｺﾗｿﾝ　ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ2023」開催（緑区寸沢嵐「東京町田学園相模
キャンパス」）
「ＦＣコラソン創設30＋1周年大感謝祭in国立競技場powered by品
川CC」にてＦＣコラソンvsサンパウロFCのメモリアルマッチに出場。
緑区寸沢嵐「東京町田学園相模キャンパス」で送別会

本市にサンパウロFCをお迎えすることにより総
合型地域スポーツクラブとして国際化推進をし
ていることを明確に打ち出す機会であり、弊ク
ラブおよび本市、他市の少年団等における技術
向上および本市民および他市民へのブラジル
サッカー、ブラジル文化の伝達の機会、また、ホ
ストファミリーという限定的な部分もあるが本市
民の各家庭がブラジル人家庭とSNS等を通じ
て「一つの家族」として交流することはサッカー、
スポーツの価値をより広く、また深く提示するも
のであり、これにより本市民がより多様性のあ
る社会を受け入れる素地を作ることになる。
また、コロナ禍を経てこの事業を再開すること
により世界に開かれた市民スポーツ文化を明
確にアピールする。

市民局
国際課

 相模原市内に活動拠点を有する市民団体が国際化を進めるため、主体的
に企画し、実施する事業に対し、相模原市が支援金を交付することによっ
て、相模原市民の国際理解を深め、国際協力を促進し、もって本市の国際
化の推進を図ることを目的とする。
〈補助率〉
〇国内交流事業
１つの事業につき、対象経費の実支出額の３分の１以内で１５万円以下

有
相模原市国際
化推進事業支
援金交付要綱

無 有
第３次さが
みはら国際
プラン

施策５－１
諸外国との
交流の推進

令和５年１２月
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

対象事業は、本市を中心とした多く
の児童、保護者、家族がスポーツを
通じて国際交流や相互理解を図る
良い機会となっている。また、事業
実施後も交流が続いており、継続
的に相互理解が深まることが期待
されることから、国際交流の機会の
拡充に資するものであり、さがみは
ら国際プランの趣旨にも合致してい
るため

106
相模原市国際化推進事
業支援金

相模原市日中交流協会

　2月27日（火）から相模原市で研修する無錫市研修生及
び随行の無錫市外事弁公室職員を迎え、現在の中国や無
錫市の現状を学び、また懇談会をとおして国際親善を図る
ことを目的とする。

令和６年３月 26
３月５日（火）１８時～２０時まで、無錫市からの研修生との懇談会を開催
した。

相模原市で研修する無錫市研修生及び随行の
無錫市外事弁公室職員を迎え、現在の中国や
無錫市の現状を学び、また懇談会をとおして国
際親善を図った。

市民局
国際課

 相模原市内に活動拠点を有する市民団体が国際化を進めるため、主体的
に企画し、実施する事業に対し、相模原市が支援金を交付することによっ
て、相模原市民の国際理解を深め、国際協力を促進し、もって本市の国際
化の推進を図ることを目的とする。
〈補助率〉
〇国内交流事業
１つの事業につき、対象経費の実支出額の３分の１以内で１５万円以下

有
相模原市国際
化推進事業支
援金交付要綱

無 有
第３次さが
みはら国際
プラン

施策５－１
諸外国との
交流の推進

令和６年３月
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

対象事業は、無錫市から本市への
研修生との交流を通じて相互理解
を図る良い機会となっている。
　相模原市日中交流協会は民間分
野における中国との交流において
長い歴史があり、定期的に訪中団
を派遣する等着実な事業実績があ
ることから、今後も中国との交流に
おいて主要な市民団体としての活
躍が期待できる。

8 / 175 ページ



令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

107
相模原市国際化推進事
業支援金

相模原ＫＩＣ国際交流ク
ラブ

相模原KIC国際交流クラブ主催のオーストラリア短期留学
において、現地高校等を訪問し、現地高校生との交流会・プ
レゼンテーション等を行い、英語でのコミュニケーション能
力を養うとともに国際理解を深める。補助金等の使途につ
いては、オーストリア短期留学の交流事業等に関する経費
である。

令和６年３月 150

実際にオーストラリアを訪れて「目で見て・肌で感じて得られた経験」
は、大変貴重であり、視野を広げることができた。英語４技能であるリス
ニング力・スピーチ力はもちろんのこと、現地の方々と英語でコミュニ
ケーションをとるときの実践的な能力も向上させることができた。また、
オーストラリアは多民族国家であり、政治・文化など多様性を学習する
ことができた。今後の相模原市における外国人との関わり、対応、協働
事業などにも良い影響を与えるとともに、市民生活の国際理解に非常
に役立つと考える。現地シドニーのPENOLA Catholic Collegeに
おいては、相模原KICメンバーは積極的に授業に取り組み、英語でのコ
ミュニケーションに務めた。期待した以上に英語でのコミュニケーション
能力の向上が見られ、今後の活動に期待ができる。現地交流校では、
プログラムとして、自己紹介、各トピック（オーストラリアの文化、日本の
文化、現地での生活）についてディスカッションを行った。また、交流会
ではの現地の生徒・先生・ホストファミリーと一緒にダンス、パスワードク
イズ、日本の文化紹介、意見交換などを実施した。国際理解、英語コ
ミュニケーション能力を養うことができ、今後の活動に期待したい。

現代のグローバル社会の中で、日本は世界の
国々との平和的な交流を進めていかなければ
ならない。海外の学校との交流を通じて、現地
の人とコミュニケーションをとり相互理解を深め
ることができた。相模原市の若い人たちに、多
様性の理解を進めることは地方自治体の課題
である。世界の中で、いろいろな国の人々と共
に生きていくことができるようにするための取り
組みとして、相模原市の若者の国際理解と英語
コミュニケーション能力の向上に貢献できたと
考える。

市民局
国際課

 相模原市内に活動拠点を有する市民団体が国際化を進めるため、主体的
に企画し、実施する事業に対し、相模原市が支援金を交付することによっ
て、相模原市民の国際理解を深め、国際協力を促進し、もって本市の国際
化の推進を図ることを目的とする。
〈補助率〉
〇国外交流事業
１つの事業につき、対象経費の実支出額の３分の１以内で１５万円以下

有
相模原市国際
化推進事業支
援金交付要綱

無 有
第３次さが
みはら国際
プラン

施策５－１
諸外国との
交流の推進

令和６年３月
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

対象事業は、海外における生徒の
活動を通じて、国際交流や相互理
解を図る良い機会となっている。国
際交流の機会の拡充に資するもの
であり、さがみはら国際プランの趣
旨にも合致している。

108
各種スポーツ大会等補
助金

ふじのやまなみクロスカ
ントリー駅伝競走大会実
行委員会

・藤野地区の豊かな自然に触れながら、タスキをつなぎ、や
まなみを縫って走りぬくことで、チームワークによる連帯感
を醸成し、市民がスポーツに親しむ気運を高めるとともに市
内外の参加者相互の交流を図ることを目的とする。
・大会開催経費

令和５年８月～令和６年２月 3
関係機関との協議の中で、コース上の安全面に課題があることから中
止とした。

関係機関との協議の中で、コース上の安全面に
課題があることから中止とした。

市民局
スポーツ推進課

・スポーツの振興と市民の体力向上を目指すことを目的に開催する各種体
育大会等に対し補助金を交付する。
・大会事業（第４５回ふじのやまなみクロスカントリー駅伝競走大会）
補助対象事業費：1,194,000
市補助金：840,000
補助率等：70.4％

有
各種スポーツ大
会等補助金交
付要綱

有 有
相模原市ス
ポーツ推進
計画

地域特性や
資源を生か
したスポー
ツイベントや
大会の開
催・支援・誘
致

1年間 その他
中止のため
未評価

その他
中止のため
未評価

中止のため未評価

109
各種スポーツ大会等補
助金

特定非営利活動法人
神奈川県ボート協会

・ボート競技の普及と地域振興に貢献する。
・第66回相模湖レガッタ開催に係る賞品代、消耗品代、郵
送料、保険料、役員賃金旅費、借艇料

令和５年８月 1,135

種目数　12種目
参加クルー　56クルー
・一般大学男子　　　14クルー
・高校男子　　　　　　28クルー
・高校女子　　　　　　　9クルー
・パラローイング男子　4クルー
・パラローイング女子　1クルー

12種目に56クルー、参加者・スタッフ約23０人
が参加した大会となったので、ボート競技の普
及および地域振興が図れた。

市民局
スポーツ推進課

・相模湖レガッタの安定的な開催
・神奈川県ボート協会のボート競技に対するノウハウを生かした運営
・特定非営利活動法人神奈川県ボート協会
・収支予算合計2,155,000円より補助対象外の食糧費87,000円を引い
た
　補助対象費が2,068,000円
・補助率は54.88％（1,135,000円/2,068,000円×100≒ 54.88）

有
各種スポーツ大
会等補助金交
付要綱

有 有
相模原市ス
ポーツ推進
計画

地域特性や
資源を生か
したスポー
ツイベントや
大会の開
催・支援・誘
致

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

県内外から多くのボート競技者や
関係者が集うことにより、相模原市
のシティセールスが推進でき、ボー
ト競技の普及にあわせ、地域振興
に貢献できた。

110
各種スポーツ大会等補
助金

宮ヶ瀬湖マラソン大会実
行委員会

・実行委員会が開催するマラソン大会を通じ、市民の日常
生活におけるスポーツ・レクリエーション活動を推進し、体
力の維持や向上及び健康の増進を図ることを目的とする。
・第48回宮ヶ瀬湖マラソン大会実施に係る報償費、需要
費、役務費等

令和6年3月3日 150

実施種目　５種目
・参加者数　４８人
①一般5ｋｍの部　  　１２人
②一般8.6ｋｍの部　　１２人
③中学生の部　　　　　１６人
④小学3.4年生の部　 　５人
⑤小学5.6年生の部　　 ３人
※大会当日、④と⑤のスタート時間を同じにした。

参加者48人に加え、運営スタッフ、来賓、保護
者など約１５０人が参加した大会となったため、
市民の健康増進、地域振興等が図ることができ
た。

市民局
スポーツ推進課

・対象事業：第48回宮ヶ瀬湖マラソン大会
・趣旨・目的：宮ヶ瀬湖マラソン大会の開催に向けた補助
・収支予算合計241,000円より補助対象外の賄費60,000円を引いた補
助対象費が181,000円
・補助率は82.87％（150,000円/181,000円×100＝ 82.87293…≒
82.87％）

有
各種スポーツ大
会等補助金交
付要綱

無 有
相模原市ス
ポーツ推進
計画

地域特性や
資源を生か
したスポー
ツイベントや
大会の開
催・支援・誘
致

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

５年ぶりの開催ということもあり、参
加人数は多くなかったものの地域
住民だけでなく、市内全域から参加
者や運営スタッフが大会に集うこと
により、マラソン大会を通じた健康
増進や地域振興に貢献していた。

111
神奈川県知的障害者ス
ポーツ大会補助金

一般社団法人神奈川県
障がい者スポーツ協会

神奈川県内の知的障害者がスポーツ活動の場に集い、家
庭・学校・施設・職場等で日頃鍛えた心と技を互いに発表し
あうことにより、自立をめざし力強い社会参加の意欲を培う
ものとするため神奈川県知的障害者スポーツ大会を開催
する。
補助金の使途：神奈川県知的障害者スポーツ大会（神奈川
県ゆうあいピック）の運営に係る費用

令和５年５月～９月 100

・サッカー競技：県立スポーツセンター（球技場）
・バスケットボール競技：県立スポーツセンター
・バレーボール競技・ソフトバレーボール競技：横浜港南スポーツセン
ター
・ソフトボール競技・ティーボール競技：ＮＩＴＴＡＮパークおおねスポーツ
広場
・参加者：1152名（選手・監督・協力者）
・その他の実施結果は送付済の記録集をご参照ください

神奈川県ゆうあいピック大会の開催により、知
的障がい者がスポーツを通じ、自己の自立や
社会参加の促進を図るとともに、知的障がい者
への理解を深め、ノーマライゼーションの促進を
図ることができた。

市民局
スポーツ推進課

目的：県知的障害者スポーツ大会への補助により、知的障害者の健康増進
と社会参加の促進及び知的障害者への理解を深める一助とする。
対象：神奈川県障がい者スポーツ協会が行う神奈川県ゆうあいピック大会
大会事業費：4,562,100円
対象事業費：4,562,100円
補助金：2,064,100円
うち、相模原市補助金：100,000円（他補助金：1,964,100円）
補助率：3.84％
　（補助率％＝相模原市補助金／（対象事業費－他補助金）×100）

有

神奈川県知的
障害者スポーツ
大会補助金交
付要綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

スポーツ・レ
クリエーショ
ンの支援

令和５年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

スポーツ大会を通じて、知的障が
い者の自己の自立や社会参加を促
進するとともに、大会運営にあたっ
ては、中学生や高校生等の協力を
得ることで障がい者への理解促進
やノーマライゼーションの促進にも
貢献できた。

112
公益財団法人相模原市
スポーツ協会補助金

公益財団法人相模原市
スポーツ協会

　相模原市民のスポーツ活動の振興を目的とする「公益財
団法人相模原市スポーツ協会」が行う各種事業、管理運営
費に対し、相模原市に補助金を交付申請するもの。

分割払：1期（4月支払）、2期（8月支
払）、3期（12月支払）

49,950

　スポーツの普及啓発事業、競技力の向上事業、健康体力づくり事業、
スポーツ団体・選手及び指導者の育成指導事業、表彰に関する事業、
スポーツを通じた交流の促進に関する事業、スポーツに関する情報の
収集及び提供に関する事業を実施した。

　スポーツ教室等を通して市民のスポーツ活動
を振興、スポーツ指導者の養成、市を代表する
競技スポーツ団体への助成、市民へのスポーツ
情報の提供などスポーツ振興に寄与した。
　また、スポーツ少年団の活動支援、団員に対
して様々なスポーツプログラムを提供し健全育
成に努めた。

市民局
スポーツ推進課

　補助金対象事業：スポーツの普及啓発及び競技力の向上並びに健康・体
力づくりの推進に関する事業等（事業計画書より抜粋）
　補助率：83.6％（補助金額67,081,000円）
補助金の額は、毎年度、予算の範囲内において市長が定める額とする。

有

公益財団法人
相模原市スポー
ツ協会補助金
交付要綱

無 有
相模原市ス
ポーツ推進
計画

スポーツイ
ベントや大
会の充実、
多様なス
ポーツ教室
の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　市民のスポーツ活動の振興を促
進し、市民の心身の健全な発展、明
るく豊かな市民生活の形成、活力
ある社会の実現に貢献したため。
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社会体育団体等補助金
（城山体育振興協議会）

城山体育振興協議会

・城山体育振興協議会会議等の運営
・城山地区のコミュニティ形成のためスポーツ大会の開催
・城山地区自治会を通じたスポーツ・レクリエーション活動
の推進
運営費：消耗品費、通信費、役務費　43,000円
事業費：大会費　280,000円
補助金：団体体育活動費補助金　695,000円

令和5年4月1日～令和6年3月31日 968

・城山体育振興協議会会議（全4回）
・第6回コミュニティファミリーバドミントン大会
・第22回コミュニティグラウンド・ゴルフ大会
・第6回コミュニティ卓球大会
・ファミリーバドミントン教室（全4回）
・団体活動費補助事業（12地区）

　コロナが５類に移行後、ファミリーバドミントン
大会、グラウンド・ゴルフ大会、卓球大会と今ま
で中止としていた大会をすべて開催することが
できた。引き続き感染予防対策を講じた上での
開催であったが、久しぶりの大会に参加者の満
足度は非常に高く、城山地域住民の健康保持
と住民相互の親睦づくりに貢献することができ
た。

市民局
スポーツ推進課

　気軽にスポーツ・レクリエーション活動に親しむ機会づくりや余暇活動及
び健康・体力づくりを通して、地域連帯意識の醸成を図る。
補助対象事業費：1,018,000円
市補助金：968,000円
補助率：95.1％（小数点以下第2位四捨五入）

有
社会体育団体
等補助金交付
要綱

無 有
相模原市ス
ポーツ推進
計画

気軽にス
ポーツをす
る機会の充
実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、地域住民の交
流や健康増進が図られたとともに、
地域におけるスポーツ活動の振興
に寄与したため。

114
社会体育団体等補助金
(津久井地区体育振興
会連絡協議会）

津久井地区体育振興会
連絡協議会

　津久井地区における健康で明るい豊かな市民生活の形成
に寄与することを目的として住民が行っているスポーツ・レ
クリエーション活動への補助事業
・ファミリーバドミントン講習会
・7地区体育振興会への助成金（787,000円）
・子どもスキー教室実行委員会への助成金（145,800円）
・役務費、消耗品費（8,202円）

令和5年4月1日～令和6年3月31日 874

・協議会総会（書面）
・津久井地区ファミリーバドミントン講習会
・子どもスキー教室（中止）
・7地区体育振興会が実施するスポーツ・レクリエーション活動に係る事
業への支援

・コロナ禍で中止となっていたファミリーバドミ
ントン講習会を実施できた。
・子どもスキー教室は、能登半島地震の影響に
より中止となった。
・7地区へ助成金を交付し、活動の支援を行っ
た。

市民局
スポーツ推進課

　団体がその活動地域において健康で明るい豊かな市民生活の形成に寄
与するスポーツ・レクリエーション活動を行うために補助金を交付する。
補助対象事業費：941,002円
市補助金：937,000円
補助率：99.6％（小数点以下第2位四捨五入）

有
社会体育団体
等補助金交付
要綱

無 有
相模原市ス
ポーツ推進
計画

気軽にス
ポーツをす
る機会の充
実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

一部事業が中止となったものの、事
業の実施により、地域住民の交流
や健康増進が図られたとともに、地
域におけるスポーツ活動の振興に
寄与したため。

115

社会体育団体等補助金
（相模原市相模湖社会
体育振興会連絡協議
会）

相模原市相模湖社会体
育振興会連絡協議会

市民のスポーツ活動の振興を目的として、社会体育団体等
に対し補助金を交付する。
・連絡協議会主催の3地区（与瀬・小原、千木良、内郷）社会
体育振興会合同ソフトバレーボール大会の経費　13,000
円
・3地区社会体育振興会への助成金　150,000円
・事務費　4,000円

令和5年4月1日～令和6年3月31日 161

・役員会（全3回）
・ソフトバレーボール大会
・総会
・3地区体育振興会が実施するスポーツ・レクリエーション活動に係る事
業への支援

相模湖地域のスポーツ振興をソフトボール大会
実施により、健康で明るく豊かな生活の形成と
定着が図られた。

市民局
スポーツ推進課

　相模湖地域のスポーツ、レクリエーションの振興を図り、健康で明るく豊か
な生活の形成に寄与し定着させることを目的とする。
・連絡協議会主催の3地区（与瀬・小原、千木良、内郷）社会体育振興会合
同ソフトバレーボール大会の実施
・3地区（与瀬・小原、千木良、内郷）社会体育振興会への助成金交付
（補助率96.4％）

有
社会体育団体
等補助金交付
要綱

無 有
相模原市ス
ポーツ推進
計画

気軽にス
ポーツをす
る機会の充
実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、地域住民の交
流や健康増進が図られたとともに、
地域におけるスポーツ活動の振興
に寄与したため。
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社会体育団体等補助金
（藤野地区スポーツ振興
会連絡協議会）

藤野地区スポーツ振興
会連絡協議会

　藤野地区のスポーツ振興会相互の連絡調整及びスポー
ツ・レクリエーション事業を共同で実施し、もって市民の健
康で明るい豊かな生活の形成に寄与することを目的に事業
を実施していく。
　・主催事業費（マレットゴルフ大会開催経費）34,000円
　・3地区スポーツ振興会への助成　134,000円
　・事務費　3,000円

令和5年4月1日～令和6年3月31日 150

・役員会議（全3回）
・助成金交付
・マレットゴルフ大会
・3地区スポーツ振興会に対する活動支援

藤野地区のスポーツ振興会相互の連絡調整及
びスポーツ・レクリエーション事業を共同で実施
し、地域住民のスポーツ振興を図ることができ
た。

市民局
スポーツ推進課

　市民のスポーツ活動の振興と健康増進を目的として活動している社会体
育団体等に対し補助金を交付する。
　・主催事業（マレットゴルフ大会）
　・3地区スポーツ振興会への助成金交付
　（補助率：87.7％）

有
社会体育団体
等補助金交付
要綱

無 有
相模原市ス
ポーツ推進
計画

気軽にス
ポーツをす
る機会の充
実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、地域住民の交
流や健康増進が図られたとともに、
地域におけるスポーツ活動の振興
に寄与したため。
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相模原市スポーツ推進
委員連絡協議会補助金

相模原市スポーツ推進
委員連絡協議会

【補助対象事業】
全国スポーツ推進委員連合会費…１０９，１６０円（負担金）
スポーツ推進委員講習会施設使用料・参加者保険料…１
４，０００円
会報「さがみ弁」印刷代…６０，０００円（広報費）
全国スポーツ推進委員研究協議会　負担金…３６，５５０円
（負担金）
市民ファミリーバドミントン大会施設使用料・消耗品費…３
８，０００円
神奈川県スポーツ推進委員大会　参加費…１５，２２０円（負
担金）
Ｒ6年度桜まつり参加負担金…２８，６２０円(負担金）
計：３０１，５５０円
補助率1/2：１５０，０００円（千円未満切捨て）

全国スポーツ推進委員連合加入（６
月）、スポーツ推進委員講習会（６月・
９月・１１月）、会報「さがみ弁」発行（８
月）、全国スポーツ推進委員研究協議
会（１１月）、市民ファミリーバドミントン
大会（１２月）、神奈川県スポーツ推進
委員大会（２月）

135

（１）スポーツの機会の提供：市民ファミリーバドミントン大会、広報誌発
行ほか
（２）スポーツ推進委員の資質向上：講習会、ファミリーバドミントン審判
講習会・認定会、全国スポーツ推進委員研究協議会ほか

　例年の事業と共に、６回目となる市民ファミ
リーバドミントン大会を実施し、２００名を上回る
参加者があるなど、多くの市民の方に、スポー
ツに触れてもらう機会を提供することができ
た。
　また、ファミリーバドミントン審判講習会、公認
審判員資格取得認定会及びフォローアップ講
習会を行い、審判技術の向上や公認審判員資
格の更新に努めるなどの自己研鑽を行った。

市民局
スポーツ推進課

　　協議会の資質の向上を図ることや、市民にスポーツを行う機会を提供し
てもらうなど、スポーツの振興を目的とする。
【補助対象事業】
相模原市スポーツ推進委員に関する規則(令和３年相模原市規則第５６号)
の規定により実施される事業に要する経費とする。ただし、次に掲げる経費
は除くものとする。
（１）組織の運営に関わる人件費
（２）飲食に関わる経費
（３）慶弔に関わる経費
（４）その他、補助することが適当でないと認められる経費
補助対象事業費：３０１，５５０円
市補助金：１３５，０００円（補助率：44.7％）

有

相模原市スポー
ツ推進委員連
絡協議会補助
金交付要綱

無 有
相模原市ス
ポーツ推進
計画

気軽にス
ポーツをす
る機会の充
実、ニュース
ポーツの普
及

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

・令和２年度に策定した相模原市ス
ポーツ推進計画の中で、生涯を通
じたスポーツ活動の支援が位置づ
けられており、年間を通し幅広い層
の市民にスポーツに触れる機会を
提供している本団体の活動は、本
市の政策と合致するため。
・スポーツ指導のスキルアップにも
熱心に取り組んでおり、ファミリー
バドミントン審判講習会及び公認
審判員資格取得認定会・フォロー
アップ講習会の開催など、自己研鑽
に余念がなく、また、地域の各公民
館等での体育事業でも中心となっ
て活動するなど、講習会等で得た
スキルを発揮し、地域レベルでのス
ポーツ振興にも貢献しているため。
・市民ファミリーバドミントン大会で
は、市内の各公民館管区から参加
チームを募集し、一般・シニア・小学
生の各部に計５１チーム・２２０名の
市民の参加を得るなど、幅広い年
代へのニュースポーツの普及にも
十分に貢献していると評価できるた
め。

118
指定管理者制度導入施
設支援金

静岡ビル保善・コナミス
ポーツグループ
（代表団体　静岡ビル保
善株式会社）

今般の物価高騰の影響を受け、特に光熱費（電気・ガス）に
ついては前年より価格の高騰が収まらず、施設の管理運営
に大きな影響を与えている。そのような状況において、当該
施設の適正な管理運営に努めるため、光熱費等に充当する
もの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 15,000

今般の物価高騰の影響を受け、特に光熱費（電気・ガス）については前
年より価格の高騰が収まらず、施設の管理運営に大きな影響を与えて
いる。そのような状況において、当該施設の適正な管理運営に努めるた
め、光熱費等に充当することで適正な管理運営を行った。

本支援金を電気、ガス及び燃料の料金支払い
に充当することで適正な管理運営を行うことが
できた。

市民局
スポーツ施設課

【趣旨・目的】物価高騰の影響を受けている指定管理者制度導入施設の適
正な管理運営を支援するもの
【対象事業】施設の維持管理及び運営に関する事業
【補助額】指定管理者制度導入施設支援金交付要綱別表に定める額

有
指定管理者制
度導入施設支
援金交付要綱

無 無
令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

原油価格・物価高騰により大きな影
響を受けたが、支援金を充当する
ことによって適正な管理運営をする
ことができたため。

119
指定管理者制度導入施
設支援金

総合体育館グループ運
営共同企業体
代表団体　公益財団法
人相模原市まち・みどり
公社

当該施設の維持管理及び運営に関する事業の実施におい
て、光熱水費等に充当するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 6,200
原油価格・物価高騰の影響を受けていたが、本支援金を光熱水費等に
充当することで適正な管理運営を行った。

本支援金を光熱水費等に充当することで、施設
の管理運営を適正に行うことができた。

市民局
スポーツ施設課

【趣旨・目的】物価高騰の影響を受けている本市の指定管理者制度導入施
設の適正な管理運営を支援するもの
【対象事業】施設の維持管理及び運営に関する事業
【補助額】指定管理者制度導入施設支援金交付要綱別表に定める額

有
指定管理者制
度導入施設支
援金交付要綱

無 無
令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

原油価格・物価高騰により大きな影
響を受けたが、支援金を充当する
ことによって適正な管理運営をする
ことができたため。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

120
相模原市職員厚生会交
付金

相模原市職員厚生会
・職員の健康保持・増進に係る人間ドッグ・脳ドッグ受診へ
の助成、職員の福祉の増進に係る育休者セミナー等の実施
に係る経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 14,695

1　人間ドック・脳ドック助成
　　人間ドック：1,616名・配偶者189名
　　脳ドック：447名・配偶者44名
2　がん検診受検助成
　　助成件数119件
3　インフルエンザ予防接種助成
　　会員：988名・同居の被扶養親族730名
4　育休者セミナー
　　参加者155名
5　ライフプランセミナー
 Ⅰ 50歳を迎える会員：対象者142名
 Ⅱ 定年退職を迎える会員：対象者106名
6　将来設計マネー＆ライフプラン相談会
　　相談件数17件

会員の健康増進、心身のリフレッシュ、厚生の
充実などに資する事業を実施することができ
た。

総務局
職員厚生課

１補助金等の趣旨・目的
　地方公務員法第４２条に基づき、職員のための厚生事業の実施にあたり、
職員の自主的団体が自ら企画、実施することが効果的であることから、職
員厚生会に対し、活動に必要な交付金を交付するもの。
２補助対象事業
①健康事業
　・人間ドッグ・脳ドッグ助成
　・がん検診助成
　・インフルエンザ予防接種助成
②セミナー事業
　・育休者セミナー等
３補助対象事業費、補助率等
　　26,530,280円、55.38％

有
相模原市職員
厚生会交付金
交付要綱

無 無
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　相模原市職員厚生会は、事業主
である市に代わり福利厚生事業を
行っている。厚生会事業を実施す
る意義は、会員（本市職員）が、より
質の高い行政サービスを市民に提
供できるよう、会員自身の健康保
持・増進に資する環境を整えること
にある。
　平成28年度からは、市交付金を
充てる事業を職員の健康保持・増
進及び職員としての資質向上に貢
献する事業等（厚生事業)に限定
し、事業を展開しており、令和５年
度においても福利厚生の本旨に
沿った事業が実施されたと考える。

121
児童養護関係団体補助
金（さがみの里親会）

さがみの里親会
里親の資質向上のための研修会や、里親制度の普及啓発
活動を実施する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 100

○総会の開催：年1回（4月）開催
○理事会の開催：年7回（4月、6月、7月、9月、11月、1月、3月）
○研修会の開催：年5回（5月、7月、9月、11月1月）
○機関紙「さがみの愛児」の発行：年2回
○外部ＰＲ広報誌「広報さがみの里親会」の発行：年1回
〇啓発物品の配布

機関紙の発行等により、広く市民等に対し、里
親制度について効果的に周知することができ
た。

こども・若者未来局
こども家庭課

別紙予算書に記載の事業費のうち、機関誌発行費、研修費、啓発費に対し
て市長が認める額（１００千円）

有

相模原市児童
養護関係団体
補助金交付要
綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、さがみの里親会
の円滑な運営を確保し、里親家庭
に対する支援の充実が図られ、児
童福祉の向上に十分寄与したた
め。

122
相模原市児童養護関係
団体補助金（わくわく親
子フェスタ）

社会福祉法人神奈川県
社会福祉協議会

母子生活支援施設を利用する母親と子どもたちのふれあ
いや交流を図るとともに、体を動かす事で入所児童の心身
を解放し、健全な心身の発達と交歓により、計画性と協調
性を学び、各世帯の自立を促すことを目的に開催します。

令和5年11月 10 令和5年度わくわく親子フェスタの開催（１１月）
母子生活支援施設に入所する母子世帯を対象
として開催し、参加者間のふれあいや交流を
図った。

こども・若者未来局
こども家庭課

開催要綱に基づき運営費として使用
補助金額については、該当事業の予算総額や施設を所管する各自治体の
人口等を加味して、協議で定めた。（内訳：横浜市75,000円、川崎市
30,000円、相模原市10,000円）

有

相模原市児童
養護関係団体
補助金交付要
綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、入所世帯の自
立が促され、母子福祉の向上に十
分寄与したため。

123

相模原市児童養護関係
団体補助金（神奈川県
児童福祉文化体育協
会）

神奈川県児童福祉文化
体育協会

神奈川県下の児童福祉施設に入所している児童の福祉向
上のために、発達状況に合わせた心身の鍛錬と施設間での
交流を通して、文化・体育活動の振興を図ることを目的と
し、主として文化活動では作品展・文集の発行、体育活動で
は卓球・野球・ソフトボール・駅伝大会を実施する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 70

○体育行事の開催
卓球大会（６月）、野球・ソフトボール大会（８月）、水泳大会（８月）、駅伝
大会（１１月）の開催
○文化行事の開催等
作品展（２月）、観劇会（３月）

体育行事及び文化行事を開催することにより、
県内児童福祉施設の入所児童の発達状況に合
わせた心身の鍛錬と施設間交流を図った。

こども・若者未来局
こども家庭課

事業計画における、文化活動及び体育活動にかかる経費（予算書上、支出
の部の文化行事費及び体育行事費）
補助金額については、該当事業の予算総額や各自治体の人口等を加味し
て、神奈川県・横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市の協議で定めた。（内
訳：神奈川県250,000円、横浜市220,000円、川崎市100,000円、相模
原市70,000円、横須賀市50,000円）

有

相模原市児童
養護関係団体
補助金交付要
綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、児童福祉施設
入所児童の発達状況に合わせた心
身の鍛錬と施設間交流が図られ、
児童福祉の向上に十分寄与したた
め。

124

相模原市児童養護関係
団体補助金（神奈川県
児童福祉施設職員研究
会）

（神奈川県児童福祉施
設職員研究会

児童福祉施設従事者の専門性の向上と従事者間の連携を
図るための研究会の運営会及び研修会経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 40

運営委員会等（年13回）
研修会（年10回）
4月「発達に課題のある子どもたちとの付き合い方」、5月「救急法・
AEDの使い方」、6月「新任職員研修」、7月「虐待を受けた子のトラウマ
支援」、9月「施設実践報告」、10月「卒園生の話を聞こう」、11月「施設
実践報告」、12月「卒園生のその後の状況から考える」、1月「乳児院と
児童福祉施設の相互理解の為の交流研修」、3月「施設文化を考える」

補助金を受け、研修会等を実施することによ
り、社会的養護のもとで生活をするこどもへの
支援にかかる専門性の向上を図ることができ
た。

こども・若者未来局
こども家庭課

児童福祉施設従事者の専門性の向上と従事者間の連携を図り、施設入所
児童の処遇向上につなげるため、研修会の運営費補助を行う。
補助金額については、該当事業の予算総額や施設を所管する各自治体の
人口等を加味して、協議で定めた。（内訳：神奈川県115,200円、横浜市
94,000円、川崎市57,600円、相模原市40,000円、横須賀市28,800
円）

有

相模原市児童
養護関係団体
補助金交付要
綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、児童福祉施設
従事者の専門性の向上が図られ、
児童福祉の向上に十分寄与したた
め。

125
相模原市民間母子生活
支援施設運営費補助金

社会福祉法人恩賜財団
神奈川県同胞援護会

民間母子生活支援施設の入所者の処遇向上、施設職員の
待遇改善及び施設経営の健全化並びに安定化を図る。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 12,634 本市利用世帯数　延べ１６１世帯
自立促進のため生活支援が必要な入所母子世
帯に対し、適切な支援を提供することができた。

こども・若者未来局
こども家庭課

民間母子生活支援施設の入所者の処遇向上、施設職員の待遇改善及び施
設経営の健全化並びに安定化を図る。
　補助対象経費
　　・人件費（施設職員の雇用及び処遇改善に要する経費）
　　・事業費（入所者の処遇向上に要する経費）
　　・管理費（施設管理の充実に要する経費）

有

相模原市民間
母子生活支援
施設運営費補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、施設の処遇水
準を確保し、入所母子世帯に対す
る処遇の向上が図られ、母子福祉
の向上に十分寄与したため。

126

相模原市児童養護施設
等運営費補助金（新型コ
ロナウイルス感染症対策
分）

里親（計3組）

〈補助事業等の概要〉
　施設における新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、業
務を継続的に実施するため、必要な感染症対策を実施す
る。
〈補助金等の使途〉
　新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な衛生用品、
備品等の購入

令和5年4月1日～令和6年3月31日 37
・施設用の衛生用品、備品等の購入
・職員が日常的に使用するための衛生用品等の購入及び購入支援

補助金を活用し、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止対策を図ることで、業務を継続的
に実施することができた。

こども・若者未来局
こども家庭課

〈趣旨・目的〉
　民間児童養護施設等が新型コロナウイルスの感染拡大防止を図りながら
業務を継続的に実施するために必要な経費を支援することを目的として、
補助金を交付する。
〈補助対象経費〉
・里親の新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な衛生用品、備品等の
購入費
〈補助率等〉
市予算の範囲内とし、次のとおりとする。
・１か所当り　　100,000円

有

相模原市児童
養護施設等運
営費補助金交
付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、里親宅において
感染症対策を図ることができ、委託
児童の養育環境を維持することが
できたため。

127

相模原市母子生活支援
施設運営費補助金（新
型コロナウイルス感染症
対策分）

社会福祉法人恩賜財団
神奈川県同胞援護会

〈補助事業等の概要〉
　施設における新型コロナウイルスの感染拡大を防止し、業
務を継続的に実施するため、必要な感染症対策を実施す
る。
〈補助金等の使途〉
　新型コロナウイルスの感染拡大防止に必要な衛生用品、
備品等の購入、簡易な改修等

令和5年4月1日～令和6年3月31日 416
・施設用の衛生用品、備品等の購入
・職員が日常的に使用するための衛生用品等の購入及び購入支援

補助金を活用し、新型コロナウイルス感染症の
感染拡大防止対策を図ることで、業務を継続的
に実施することができた。

こども・若者未来局
こども家庭課

〈趣旨・目的〉
　民間児童養護施設等が新型コロナウイルスの感染拡大防止を図りながら
業務を継続的に実施するために必要な経費を支援することを目的として、
補助金を交付する。
〈補助対象経費〉
・職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施していくため
に必要な経費
〈補助率等〉
市予算の範囲内とし、次のとおりとする。
１か所当り　1,000,000円

有

相模原市民間
母子生活支援
施設運営費補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、施設において感
染症対策を図りながら業務を継続
的に実施することができ、入所児童
の養育環境を維持することができ
たため。

128
児童養護施設等建設費
借入償還金補助金

社会福祉法人　中心会

児童養護施設等（相模原南児童ホーム）の建設の際に借り
入れた費用の償還金について、その一部に補助金を充て
る。
（補助対象経費）
・独立行政法人福祉医療機構及び神奈川県社会福祉協議
会からの借入金の約定返済元金
・独立行政法人福祉医療機構からの借入金の約定返済利
子(延滞利子は除く。)

令和5年4月1日～令和6年3月31日 19,112

独立行政法人福祉医療機構
　・約定返済元金　19,500,000円　⇒　3/4　14,625,000円（千円
未満切捨て）
　・約定返済利子   1,783,026円　⇒　3/4  1,337,000円（千円未
満切捨て）
神奈川県社会福祉協議会
　・約定返済元金　4,200,000円　⇒　3/4　3,150,000円

補助金を受けることで、遅滞なく返済日に返済
でき、安定的な施設運営を図ることができた。

こども・若者未来局
こども家庭課

〈趣旨・目的〉
法人が行う児童養護施設等の建設事業のための借入償還金に対し、補助
金を交付する。
〈補助対象経費〉
児童養護施設等の整備のために要した独立行政法人福祉医療機構又は神
奈川県社会福祉協議会からの借入金の約定返済元金及び独立行政法人
福祉医療機構からの借入金の約定返済利子(延滞利子は除く。)
〈補助率等〉
　　約定返済元金：３/４（千円未満の端数は切捨て）
　　約定返済利子：３/４（千円未満の端数は切捨て）

有

相模原市児童
養護施設等建
設費借入償還
金補助金交付
要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、遅滞なく返済で
きたことから、施設経営を安定化さ
せることができたため。

129
民間児童養護施設等体
制強化事業費補助金

社会福祉法人　中心会

〈補助事業等の概要〉
　児童養護施設等において、直接処遇職員の業務負担を軽
減し、離職防止を図るとともに、児童養護施設等の人材の
確保を図ることを目的に、児童指導員や養育者等直接処遇
職員の補助を行う者の雇い上げに必要な費用の補助を行
う。
〈補助金等の使途〉
　補助者等の雇用に係る経費(報酬、給料、職員手当等、賃
金、報償費、共済費)

令和5年4月1日～令和6年3月31日 2,725

・相模原南児童ホーム　1人
　業務内容：正規児童養護職員の業務補助（児童の養育、調理、学習支
援、児童自立支援計画作成、宿直）
　
・乳児院　相模原南児童ホーム　1人
　業務内容：正規児童養護職員の業務補助（乳児・児童の養育、調理、
児童自立支援計画作成、夜勤）

児童養護施設等において、児童指導員や養育
者等直接処遇職員の補助を行う者を雇い上げ
ることにより、直接処遇職員の業務負担を軽減
し、離職防止を図るとともに、児童養護施設等
の人材の確保を図った。

こども・若者未来局
こども家庭課

〈趣旨・目的〉児童指導員や養育者等直接処遇職員の補助を行う者の雇い
上げにかかる経費を補助することにより、直接処遇職員の業務負担を軽減
し、離職防止を図るとともに、児童養護施設等の人材の確保を図る。
（補助対象経費）補助者等の雇用に係る経費(報酬、給料、職員手当等、賃
金、報償費、共済費)
（補助率等）
児童虐待防止対策等総合支援事業費国庫補助金交付要綱に定める補助
基準額の範囲内の額

有

相模原市民間
児童養護施設
等体制強化事
業費補助金交
付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業の実施により、児童養護施設
等の人材の確保が図られ、児童福
祉の向上に十分寄与したため。

130
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人高根二丁目
自治会

相模原市子どもの広場設置要綱に基づき、自治会が子ども
の広場の整備を行うもの。
緑の森子どもの広場のナラ枯れの樹木の伐採。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 299 緑の森子どもの広場のナラ枯れの樹木の伐採を行った。
緑の森子どもの広場のナラ枯れの樹木を伐採
することによって、子どもたちが安全に遊べる環
境を整えられた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

子どもの広場の樹木を伐採するこ
とにより、子どもの広場の安全性の
向上が認められるため。

131
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人松並自治会
相模原市子ども広場設置要綱に基づき、自治会が安心・安
全な遊び場を管理するため、防球ネットのかさ増しと広場内
の桜の木の剪定を行う。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 172
松並子ども広場の防球ネットの住宅側と線路側のかさ増しと広場内の
桜の木の剪定を行った。

松並子ども広場の防球ネットのかさ増しで子ど
もたちが思い切り遊べるとともに、広場周辺の
住宅と線路により安全な対策を行えたととも
に、桜の木の剪定により子どもたちが低い枝に
ぶつかることなく自由に遊べ、公道にかかって
いた枝を取り除くことで通行の安全をはかるこ
とができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防球ネットの修繕及び桜の木の剪
定により、子どもの広場の安全性の
向上が認められるため。

132
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人葉山島自治
会

管理する青少年広場における使用制限等については、既に
掲示しているところありますが、利用する無許可使用者が
犬を離し周辺での散歩者に同行する犬に噛みついた事案
が発生したため、新たに看板設置し周知を図る。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 22 子どもの広場に看板の設置を行った。
看板の設置により、事故等の防止に繋がってい
る。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

看板の設置により、子どもの広場の
安全性の向上が認められるため。

133
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人千代田５丁
目自治会

千代田５丁目子どもの広場の防球ネット修繕 令和5年4月1日～令和6年3月31日 70 千代田５丁目子どもの広場の防球ネットの修繕を行った。
防球ネットの修繕を行ったことで、ボール等が
道路に出てしまう危険がなくなった。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防球ネットの修繕により、子どもの
広場の安全性の向上が認められる
ため。

134
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人常盤自治会
相模原市子どもの広場設置要綱に基づき自治会等が子ど
もの広場の整備を行うもの。ドッチボール子ども広場の仮
設トイレの交換。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 161 日々神社前子どもの広場の仮設トイレの交換を行った。
日々神社前子どもの広場の衛生環境が良く
なった。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

仮設トイレの交換を行ったことで、
こどもの広場の環境が向上したと
認められるため。

135
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人常盤自治会
相模原市子ども広場設置要綱に基づき自治会等が子ども
広場の整備を行うもの。野球グラウンド子ども広場の仮設ト
イレの交換。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 188 常盤スポーツ子どもの広場の仮設トイレの交換を行った。
常盤スポーツ子どもの広場の衛生環境が良く
なった。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

仮設トイレの交換を行ったことで、
こどもの広場の環境が向上したと
認められるため。

136
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人中和田自治
会

相模原市子どもの広場設置要綱に基づき、自治会等が子ど
もの広場の整備を行うもの。上河内遊園地子どもの広場の
樹木整枝及び点検。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 99 上河内遊園地子どもの広場の樹木の整枝を行った。

上河内遊園地子どもの広場の樹木の整枝をす
ることにより、見えない部分がなくなり、犯罪の
抑止となった。また、幹が空洞になていた木もあ
り伐採したことにより倒木の危険がなくなった。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

樹木の剪定により、子どもの広場の
安全性の向上が認められるため。

137
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人塚場自治会 木伐採 令和5年4月1日～令和6年3月31日 300 支障木伐採処分
支障木伐採により近隣住民へのご迷惑を回避
する事が出来隣接市道路の交通を潤沢にでき
た。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支障木の伐採により、子どもの広場
の安全性の向上が認められるた
め。

138
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人溝上自治会 溝上こどもの広場の遊具解体工事 令和5年4月1日～令和6年3月31日 119 子どもの広場の遊具解体工事 子どもの広場の廃止に向けた整備ができた。
こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

子どもの広場の廃止に必要な整備
が行われたと認めるため。
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139
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人市場自治会
相模原市子どもの広場設置要綱に基づき、自治会等が子ど
もの広場の整備を行うもの。市場子どもの広場の砂止めの
修繕。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 60 市場子どもの広場の砂止め工事を行った。
市場子どもの広場の砂が隣地への流出を防止
できた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

砂止めを行うことで子どもの広場
の適正な管理につながることが認
められるため。

140
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人西大沼二丁
目自治会

根株撤去及び防犯カメラ修繕 令和5年4月1日～令和6年3月31日 124 子どもの広場内の根株撤去及び防犯カメラの修繕を行った。 子どもの広場の安全性が高まった。
こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

根株撤去及び防犯カメラ修繕によ
り、こどもの広場の安全性の向上が
認められるため。

141
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人麻溝台自治
会

相模原市子どもの広場管理の手引きに基づき、自治会法人
麻溝台自治会が子どもの広場の整備を行うもの。麻溝台子
どもの広場植栽危険木の伐採と剪定作業。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 70
（子ども広場）植栽危険木（桜３本）の伐採と危険枝（桜２本）の剪定を実
施した。

子ども広場植栽危険木（桜３本）の伐採と危険
枝（桜２本）の剪定を実施する事により、子ども
達が安心・安全に遊べる環境を整えられた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

樹木の伐採により、子どもの広場の
安全性の向上が認められるため。

142
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人城山自治会
子どもの広場掲示板更新にかかわる物品の購入。掲示板、
掲示板を掲示するための単管パイプ等

令和5年4月1日～令和6年3月31日 16 子どもの広場設置要綱に定められた表示を記した掲示板の設置。
通称「都スポーツ広場」の位置付けが表示によ
り明確になった。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

掲示板の設置により、こどもの広場
の適正な管理につながることが認
められるため。

143
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人葛輪自治会 滑り台修繕 令和5年4月1日～令和6年3月31日 65 滑り台の修繕を行った。 安全性が高まった。
こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

滑り台の修繕により、子どもの広場
の安全性の向上が認められるた
め。

144
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人金丸自治会 子どもの広場の遊具設置 令和5年4月1日～令和6年3月31日 280 遊具及びバーゴラを設置した。
従来あまり使われてなかった場所が、遊具の設
置によって蘇り、子供達が自由に遊べる場所と
なった。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

遊具等の設置により、子どもの広場
の機能の向上が認められるため。

145
子どもの広場整備等補
助金

自治会法人中渕自治会 コンテナー移設に必要なもの。 令和5年4月1日～令和6年3月31日 74 コンテナー（小）移設工事 コンテナー（小）を撤去した。
こども・若者未来局
こども・若者支援課

住民の組織する自治会及びこれに類するものが行う子どもの広場の整備事
業に対して、その費用の一部を予算の範囲内で補助するもの。
補助率1/2（上限30万円）

有

相模原市子ども
の広場整備等
補助金交付要
綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
計画

子どもの遊
び場、居場
所の確保と
充実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

コンテナーの移設により、子どもの
広場の整備が認められるため。

146
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

城山わかば学童クラブ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 5,237

保護者の方々が安心して学童クラブを利用できるよう、生活環境を整
え、家庭的な雰囲気の中で心も休まる場として児童を受け入れると共
に、人間関係に配慮しながら関わることで保護者との信頼関係を得るこ
とができた。

就労等で日中家庭にいない保護者に代わり、
児童が安心して過ごせる環境を提供し、児童の
健全育成に努めた。学区の違う児童達の交流
の場として、児童のコミュニケーションも図るこ
とができた。指導員の定期的な会議を開き、児
童の様子などを共有し、職員間の連携を図っ
た。保護者へ児童の様子などを伝えるなど協力
体制をとることが出来た。支援の必要な児童を
受け入れ、当該児童の心の安定を図り、援助出
来た。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

147
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童保育ハートフル南
橋本

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 6,240
児童クラブ運営費等補助金を活用し、児童の施設での過ごし方が充実
し、安全に過ごせる設備の導入、運営を行った。

補助金を活用し、より多くの児童受け入れと児
童支援員の安定、質の高い保育の実現また保
護者の安心につなげることができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

148
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童クラブ　ジャンピン
グアップ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 3,940

①児童クラブ運営に関する事業
昨年度に引き続き児童クラブの運営を行いました。学習指導や習い事
など教育サービスを実施し、保護者からも高い信頼を得ることができま
した。

児童数も倍増し地域の保護者からの必要性を
感じています。
安心して子供を預けられる施設として今年度も
運営できました。
退所者も少なく年度替わりで継続者が多いこと
から社会的貢献も果たせたと考えられます

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

149
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

SKY　After  School

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 8,620

１、保育園卒園児はそのまま学童にあがり、英語教育環境を備えた。
２、共働きの親の家庭を支えることができた。
３、地域の小学生に安全な生活環境確保と英語教育の推進が図れた。
４、3階フロアーを活用し、パソコンルームや救護室利用で、子供たちの
生活環境を整えた。

１、放課後児童クラブ運営費の助成により、放課
後の児童を安全な環境の整備の下、健全に育
成することができました。
２、小学生の英語力、プログラミングによる思考
力の向上・育成することができました。
３，利用者の増加により公益性が高まった。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

150
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

ゆめりあキッズ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 6,260

・放課後の児童が安心かつ安全に過ごせる場所を提供し、児童の心身
共に心豊かな生活を確保した。
・各種イベントは感染対策に十分考慮しながら行い、児童の生活を充実
する事が出来た。

・放課後の児童が安心かつ安全に過ごせる場
所を提供し、児童の心身共に心豊かな生活を
確保した。
・夏祭りやハロウィンなど地域の人々を交えな
がら行うことが出来た。また、大型バスを使って
の遠足では学校以外での団体行動も体験する
事が出来た。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

151
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童クラブキンダーハウ
ス

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 3,862
児童クラブ運営費等補助金を活用し、児童の施設での過ごし方が充実
し、安全に過ごせる運営が行えた。

放課後または長期休暇時に、家庭での適切な
監護が受けられない児童を預かり、遊びや生活
の場を提供し、児童の健全な育成を図ることが
できた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

152
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

ふぇありーKIDS学童ク
ラブ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 3,760

在籍する児童の保護者が、仕事と子育ての両立を安心して行えるよう
全面的にサポート。また、子どもたちにとって安心出来、尚且つ居心地よ
く過ごせる場所の提供。充実した環境整備の中、好奇心や探求心を追
及出来るよう努めた。感染症対策を徹底し、安全な環境の提供を心掛
けながら運営した。

児童が、楽しく快適に伸び伸びと過ごせるよう
環境に十分留意しながら、個々の成長を見守
り、手助けすることが出来た。保護者が仕事と
子育てを両立する中で、放課後の子どもたちの
居場所となり、保護者に代わって様々な場面で
の援助を行い、経験や体験を積み重ねていくこ
とへのサポートを行う。感染症対策を徹底する
中、放課後の居場所に選択肢があることを示し
た。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

153
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

ぐらんでぃーる学童クラ
ブⅠ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,690
子供達の人員の確保もなんとかでき、必要なものも購入でき、子供達も
元気に過ごすことができた。

コロナが第５類になったが、子供達の精神面は
不安定になることも多く、室内ばかりで過ごさ
ず、車などで大きな公園に連れて行くなどして
発散させたりした。子供たちと向き合い、保護
者と話をしながら、学童での生活の場を提供で
きたかと思う。
学童内の各種習い事も継続できた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

154
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

ぐらんでぃーる学童クラ
ブⅡ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,480
子供達の人員の確保もなんとかでき、必要なものも購入でき、子供達も
元気に過ごすことができた。

コロナが第５類になったが、子供達の精神面は
不安定になることも多く、室内ばかりで過ごさ
ず、車などで大きな公園に連れて行くなどして
発散させたりした。子供たちと向き合い、保護
者と話をしながら、学童での生活の場を提供で
きたかと思う。
学童内の各種習い事も継続できた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

155
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童保育センターひまわ
り

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 7,980
地域内の小学校に在籍し、放課後や早朝の時間帯、長期休業中、学級
閉鎖(定めた受け入れ条件を満たした場合)などの期間に就労などによ
り、保護者が家庭にいない児童の健全育成を行う。

早朝保育、延長保育など、地域における放課後
健全育成業を行うことができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

156
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

ひばりっ子クラブ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 7,980
学校法人の施設設備を利用した民間児童クラブとして、渕小・大野北小
児童を対象に、保護者が家庭にいない児童の健全育成を行った。

当施設設備を利用のにより　児童の安全な保
育環境で夜間19時まで実施し、休み期間は早
朝預かり並びに夏期にはプールり利用等季節
に応じたカリキュラムをたて利用保護者のニー
ズに応え、子育て支援を図った。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

157
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

白ゆり学童クラブ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,230
児童クラブ運営費等補助金を活用し、児童の施設での過ごし方が充実
し、安全に過ごせる運営が行えた。

・児童を持つ親達が安心して就労が出来、子ど
も達が学童クラブで過ごしている中、社会性、
自立心等が養われる。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。
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158
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

スマイルキッズ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 8,290

放課後児童育成を目的として運営を行った。中央幼稚園の特性を生か
した様々な学びや体験ができる「教育ができる児童クラブ」の実現を目
指し、プログラムを設定した。異年齢集団の中、様々な体験を通して社
会性や協調性、自立心を育み、充実した放課後を過ごせるようサポート
することが出来た。

市内の公立小学校8校から児童を預かることが
できた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

159
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童センターみらい

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,320
一年をとおして、季節行事や地域活動、日々の体験活動などをおこな
い、　　　児童にとって楽しい施設であるように運営する。

放課後、保育が困難な保護者にかわり、児童が
安心して通えるよう安全に配慮しながら児童ク
ラブの運営をすることができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

160
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

えぽかる学童くらぶ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,660
相模原市内の公立（清新・中央・向陽・小山）４校の放課後児童健全育
成事業を行った。

安心・安全・楽しい場所であることを常に求め、
運営に努める。子どもにとっては児童の安全面
を考慮した車両でのお迎えを実施。希望者には
そろばんやお習字などの習い事を提供。コロナ
の感染状況が落ち着いたので夏休みは「遊び
マーレ」「市立図書館」「プラネタリウム」など積
極的に公共交通機関を利用して社会科見学を
行った。春には一年のまとめとしてのお別れ遠
足として横浜の「カップヌードルミュージアム」へ
行き思う存分楽しんできた。次年度は更に活動
を増やし子どもたちに様々な経験を積んで欲し
い。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

161
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

豆の木児童クラブ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,470
市からの補助制度により放課後児童の健全育成を図る事を目的として
事業が実施できた。

市からの補助制度により安定して当事業が実
施されており、放課後児童の健全育成の観点
から大きな成果をあげている。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

162
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童クラブぐるんぱ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 9,030

早朝、延長（7：30～20：00）を保育時間とし、長期休業中及び学校行
事中の振替時も開室することで児童の安全な育成と保護者の就労を助
けることができた。また、行事を行うことで、児童の心身の成長をみるこ
とができた。（1年生～6年生と幅広い年齢の活動ができた。

上記の活動をすることで、近隣公共施設を利用
し、子どもたちの社会参加ができるようプログラ
ムを工夫した。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

163
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童クラブぐるんぱⅡ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 5,784

早朝、延長（7：30～20：00）を保育時間とし、長期休業中及び学校行
事中の振替時も開室することで児童の安全な育成と保護者の就労を助
けることができた。また、行事を行うことで、児童の心身の成長をみるこ
とができた。（1年生～6年生と幅広い年齢の活動ができた。

上記の活動をすることで、近隣公共施設を利用
し、子どもたちの社会参加ができるようプログラ
ムを工夫した。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

164
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童クラブぐるんぱⅢ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 7,420

早朝、延長（7：30～20：00）を保育時間とし、長期休業中及び学校行
事中の振替時も開室することで児童の安全な育成と保護者の就労を助
けることができた。また、行事を行うことで、児童の心身の成長をみるこ
とができた。（1年生～6年生と幅広い年齢の活動ができた。

上記の活動をすることで、近隣公共施設を利用
し、子どもたちの社会参加ができるようプログラ
ムを工夫した。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

165
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

児童クラブいちばん星

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,692
相模原市放課後児童クラブ運営費等補助金を活用し、安定的な児童ク
ラブの運営を実施し、児童にも保護者にもより良い環境を提供すること
ができた。

相模原市放課後児童クラブ運営費補助金を活
用し、安定的な児童クラブ運営を実施したこと
により、小学校や保護者との関係性もより安心
感を持って継続することができている。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

166
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

ほしのキッズ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,400

　利用状況の記録・管理等に関する業務効率化による負担軽減や利用
児童の安全確保を図るため、ＩＣＴ機器を継続利用した。又、児童の学
習支援の為に、ワークドリルを提供したり、タブレットの利用により、学習
効果を上げられた。

児童の健康や学習支援に、貢献すると共に、安
定した日常を送る環境つくりが進んでいる。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

167
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

ふたば児童クラブ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,298

開所5年目であり運用や育成に問題もなく遂行できました。
対象児：日常契約18名、一時契約及び休日利用5名（１名障害児含）で
年間利用者数は延べ2788人であった。
開所実績：土曜日は保護者の協力もあり通所児童はいなかったが目標
開所日を満たすことができた。

今年度は学校休業日には地域の幼児・乳児の
子と交流することができた。連絡や話し合いを
多く持ち保護者とのコミュニケーションもよく取
れたと考える。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

168
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童クラブすこやか

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 7,720 児童が安心して遊びや勉強ができる環境を提供する事が出来た
児童が安心して遊びや勉強ができる環境を提
供する事が出来た

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

169
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童ひまわりクラブ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 3,880
利用児童が安全で安心して過ごせる居場所づくりを目指し、日々の活
動を行ってきました。児童たちも学年の枠を超えて遊びなどを通し仲良
く交流できた。

児童が放課後の時間を安全に安心して過ごす
ことで、保護者の方々も安心を得られたようで
ある。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

170
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

南大野幼稚園学童クラ
ブ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,190
放課後、保護者が家庭にいない児童に対し、適切な生活や遊びの場を
与えることにより、児童の健全な育成の向上を図り、育児と就労の両立
支援を図れた。

隣接する南大野小学校の児童に対し運営を
行ってきたことで、小学校との連携も深まった。
また、幼稚園児との交流の時間も持つことで、
児童の成長を促した。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

171
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

民間児童クラブ　ウキウ
キファイブ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 5,634
保護者の子育て応援と就労支援の為、放課後の安心安全の場を提供し
貢献できた。また、行事や活動を通して児童の健全育成に務めた。

ウキウキファイブが入っているロビーファイブサ
マーフェアに参加。ミニワークショップを行い地
域の方々にウキウキファイブを知ってもらう機会
となった。（チラシ配布）運営母体のワーカーズ
コープ直営農場より夏野菜を仕入れ販売した。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

172
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

ひよこ児童クラブ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 5,780
地域の施設として自治会・商店街と交流して児童クラブの活動を行いひ
よこの保育理念や内容を継続しながら養護を中心に園外活動を行いま
した。

日常生活に関する相談業務を始め、地域や保
護者からの要望やコミュニケーションが取れて
良い関係が築けた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

12 / 175 ページ



令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
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173
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

まあむジュニア相模大野
南口

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,380
安全安心な育成に努めるとともに保育の質向上のため研修を設けるな
どの取り組みをおこなった。「楽しい学童」を合言葉にゲーム大会・遠足
などのイベントを数多く企画した。

南大野小学校を中心に周辺地域家庭の児童を
安全にお預かりすることで保護者が安心して働
ける環境を作ることができた。また日々の遊び
や活動のなかから社会性やリーダーシップなど
を身に付けることができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

174
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

キッズスクール相模大野

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,208

5月にコロナ5類になったことにより、だいぶ行動制限が緩和されたが、
まだまだ感染症が猛威を奮う時期もあり、掃除・消毒をこまめに行って
いた。5類になったこともあり、過去数年実施できていなかった電車での
遠足を実施することができ、江ノ島水族館へ行くことができた。市営
プールは入場制限があったため計画しなかったが、来年度はもっと活動
的にしていきたい。

放課後保育が困難な保護者に代わり、「おかえ
り」と迎え入れ、安心して過ごせる場所を提供
できた。また保育を行うだけでなく、英語スクー
ルのオプションをつけることにより、希望に応じ
て放課後90分英語で過ごす時間を設け、楽し
く学べる場も提供できた。駅近という立地も生
かし、私立小学校へ通う児童も安全に通える場
所として受け入れを行ってきた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

175
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童クラブわかば

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 3,963
保護者が子育てと仕事が両立できるよう支援。
児童が放課後を健全に過ごす場の提供。

保護者・児童ともに衛生管理の意識を持ち、健
全な放課後を過ごす事ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

176
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童保育みらいく

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 6,576

保育面では、大きなトラブルやケガもなく、一年を過ごすことができた。
また、長期休み期間中の遠足や、年末のクリスマス会なども大盛況で
あった。独自の習い事でも、書道や珠算において、大会や検定での、受
賞や合格など、着実な成果が出ている。令和6年度の児童募集におい
ても、順調に進めることができた。

昨年度に続き、地域の社会福祉団体主催の地
域ウォークラリーに協力し、児童とは違う世代の
方との交流も微力ながらできた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

177
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童保育みらいく２

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 3,350

保育面では、大きなトラブルやケガもなく、一年を過ごすことができた。
また、長期休み期間中の遠足や、年末のクリスマス会なども大盛況で
あった。独自の習い事でも、書道や珠算において、大会や検定での、受
賞や合格など、着実な成果が出ている。令和6年度の児童募集におい
ても、順調に進めることができた。

昨年度に続き、地域の社会福祉団体主催の地
域ウォークラリーに協力し、児童とは違う世代の
方との交流も微力ながらできた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

178
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童保育みらいく３

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 3,450

保育面では、大きなトラブルやケガもなく、一年を過ごすことができた。
また、長期休み期間中の遠足や、年末のクリスマス会なども大盛況で
あった。独自の習い事でも、書道や珠算において、大会や検定での、受
賞や合格など、着実な成果が出ている。令和6年度の児童募集におい
ても、順調に進めることができた。

昨年度に続き、地域の社会福祉団体主催の地
域ウォークラリーに協力し、児童とは違う世代の
方との交流も微力ながらできた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

179
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童保育ハートフル相
模台

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 3,700
児童クラブ運営費等補助金を活用し、児童の施設での過ごし方が充実
し、安全に過ごせる設備の導入、運営を行った。

補助金を活用し、より多くの児童受け入れと児
童支援員の安定、質の高い保育の実現また保
護者の安心につなげることができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

180
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

SRC児童クラブそらま
め

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 9,008

2017年4月より開設、7年目。在籍児童数49名となる。コロナの影響
がほぼ解消され、活動内容をコロナ前にもどすことができた。子どもた
ちが毎日安心して過ごすことができる場所になるように努めた。特に精
神的な安心・安全の場であることに重点を置き、関わってきた。保護者
から子育てに関する相談にも対応した。

学校、地域、保護者と連携し育成支援を行うと
ともに、各家庭の子育て支援の役割をになって
いる。保護者の就労支援に尽力した。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

181
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童保育ハートフル

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 7,740
児童クラブ運営費等補助金を活用し、児童の施設での過ごし方が充実
し、安全に過ごせる設備の導入、運営を行った。

補助金を活用し、より多くの児童受け入れと児
童支援員の安定、質の高い保育の実現また保
護者の安心につなげることができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

182
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

民間学童保育　わんぱく
クラブ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 3,840

4月　歓迎会（1～6年）
７月　夏祭り（１～６年）
１２月　クリスマス会（１～６年）
2月　出前落語（１～６年）
3月　お別れ会（１～６年）
一斉下校訓練　指導員対応
お誕生日のおやつリクエスト（個人対応）
防災訓練実施、防犯訓練実施（随時）

コロナ禍ではあったが、感染対策を行い、子供
も保護者も安心して過ごせる環境を作ることが
できた。低学年が多いため、屋外への活動など
に、支援員を増やし、安全に遊べる環境を作っ
た。毎月行う保護者会には、支援員も参加し、
子供たちの様子を伝え、保護者との関係性を深
め、学童運営にあたった。学童内で感染を広め
ることなく、子供たちの安全、安心な居場所づく
りに一役買うことができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

183
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

ひまわりアフタースクー
ル

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,640
児童クラブ運営費等補助金を活用し、児童の施設での過ごし方が充実
し、安全に過ごせる設備の導入、運営を行った。

様々な事業を展開することができた
こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

184
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

なないろキッズルーム

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 5,340
麻溝小学校・夢の丘小学校の児童を対象に、保護者が就労等で家に居
ない児童の、健全な育成を行った。

公立の児童クラブでは対応していない、６年生
までの預かりや、早朝・夜間の時間外の預かり、
急な休校日の預り等、民間児童クラブならでは
の支援を行うことができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

185
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

コスモス保育園小学部

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 3,332
放課後児童支援員等の処遇改善と施設の運営に要する経費の充実に
より放課後を健全に過ごすための場を供給できた。

放課後児童支援員等の処遇改善を行うことに
より、児童健全育成事業の質の向上が図れ、ま
た保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

186
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

すがもきっず

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 3,903

双葉小、桜台小の児童を中心に放課後を預かる。
生活指導、学校の宿題の学習指導を行う。
また、長期休みは近くの公園などに出かけるなどし、子どもがより楽しく
過ごせるよう工夫をした。

発達障がいの児童やグレーゾーンの児童もお
預かりして、より多くの児童の受け入れ態勢を
整えている。教室にカウンセラーを配置するな
ど、より児童に合わせた対応ができるよう体制
を整えている

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

187
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童クラブ　エンゼル
キッズ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,657
放課後や学校長期休暇中の児童の健全育成を目的に、運営を行う。感
染症による臨時閉所もなく、継続して児童を預かり就労世帯のニーズに
応えることができた。

遠足、お泊り会、マックランチ会、助産師による
命の話など複数回の体験型イベントを開催し、
地域の子育て世帯にむけて広報活動を行うこ
とができた。また、保育・看護学生のアルバイト
を雇用し、学生自身も将来の職業像をイメージ
でき、実習の場へ活かすことができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

188
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

ｆｏｒ学童保育室

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 5,760
児童クラブ運営費等補助金を活用し、児童の施設での過ごし方を充実
させ、安全に過ごせる設備、運営を行った。

放課後、保育が困難な保護者にかわり、児童が
安心して通えるよう安全に配慮しながら児童ク
ラブの運営をすることができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

189
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童クラブ　ジャンピン
グアップ橋本

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 5,104

①児童クラブ運営に関する事業
昨年度に引き続き児童クラブの運営を行いました。学習指導や習い事
など教育サービスを実施し、保護者からも高い信頼を得ることができま
した。

児童数も倍増し地域の保護者からの必要性を
感じています。
安心して子供を預けられる施設として今年度も
運営できました。
退所者も少なく年度替わりで継続者が多いこと
から社会的貢献も果たせたと考えられます

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

190
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

ぐらんでぃーる学童クラ
ブⅢ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,058
子供達の人員の確保もなんとかでき、必要なものも購入でき、子供達も
元気に過ごすことができた。

コロナが第５類になったが、子供達の精神面は
不安定になることも多く、室内ばかりで過ごさ
ず、車などで大きな公園に連れて行くなどして
発散させたりした。子供たちと向き合い、保護
者と話をしながら、学童での生活の場を提供で
きたかと思う。
学童内の各種習い事も継続できた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

191
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童クラブすこやか　ラ
ラミー

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 7,220 児童が安心して遊びや勉強ができる環境を提供する事が出来た
児童が安心して遊びや勉強ができる環境を提
供する事が出来た

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

192
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童保育ハートフルネオ

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 5,198
児童クラブ運営費等補助金を活用し、児童の施設での過ごし方が充実
し、安全に過ごせる設備の導入、運営を行った。

補助金を活用し、より多くの児童受け入れと児
童支援員の安定、質の高い保育の実現また保
護者の安心につなげることができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

193
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

放課後児童クラブ　プレ
イスワン

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 5,256
児童クラブ運営費等補助金を活用し、児童の施設での過ごし方が充実
し、安全に過ごせる設備の導入、運営を行った。

補助金を活用し、より多くの児童受け入れと児
童支援員の安定、質の高い保育の実現また保
護者の安心につなげることができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

194
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童クラブ　ジャンピン
グアップ大沢

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 3,832

①児童クラブ運営に関する事業
昨年度に引き続き児童クラブの運営を行いました。学習指導や習い事
など教育サービスを実施し、保護者からも高い信頼を得ることができま
した。

児童数も倍増し地域の保護者からの必要性を
感じています。
安心して子供を預けられる施設として今年度も
運営できました。
退所者も少なく年度替わりで継続者が多いこと
から社会的貢献も果たせたと考えられます

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

195
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

すがもきっず若松校

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,070

双葉小、桜台小の児童を中心に放課後を預かる。
生活指導、学校の宿題の学習指導を行う。
また、長期休みは近くの公園などに出かけるなどし、子どもがより楽しく
過ごせるよう工夫をした。

発達障がいの児童やグレーゾーンの児童もお
預かりして、より多くの児童の受け入れ態勢を
整えている。教室にカウンセラーを配置するな
ど、より児童に合わせた対応ができるよう体制
を整えている

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

196
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

まなびばジュニア

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 3,900
児童クラブ運営費等補助金を活用し、児童の施設での過ごし方が充実
し、安全に過ごせる設備の導入、運営を行った。

補助金を活用し、より多くの児童受け入れと児
童支援員の安定、質の高い保育の実現また保
護者の安心につなげることができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

197
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

ひよこ児童クラブ２

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 4,740
地域の施設として自治会・商店街と交流して児童クラブの活動を行いひ
よこの保育理念や内容を継続しながら養護を中心に園外活動を行いま
した。

日常生活に関する相談業務を始め、地域や保
護者からの要望やコミュニケーションが取れて
良い関係が築けた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

198
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

ひよこ児童クラブ・上溝

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 5,118
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、放課後を健全に楽しく過ごす
ための場を提供するために努めてきた。

長期の休日（夏休み）のみの利用もでき、保護
者も安心して仕事ができたと思う。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

199
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童保育センターこでま
り

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 6,558
地域内の小学校に在籍し、放課後や早朝の時間帯、長期休業中、学級
閉鎖(定めた受け入れ条件を満たした場合)などの期間に就労などによ
り、保護者が家庭にいない児童の健全育成を行う。

早朝保育、延長保育など、地域における放課後
健全育成業を行うことができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

200
相模原市放課後児童ク
ラブ運営費等補助金

学童クラブ
KidsStation

〈補助事業等の概要〉
保護者の子育てと仕事が両立できるよう、
放課後を健全に過ごすための場を提供する。

〈補助金等の使途〉
施設の維持管理及び運営に要する経費、児童の指導に直
接従事する放課後児童支援員等の処遇に要する経費等

令和５年４月 3,464

日中保護者がお勤めのお時間に健全児童育成の為、学力アップを目標
とし学びごと遊びけん玉大会、オセロ大会といったものでも集中力を子
供たちにつけることができました。保護者様に安全に児童の育成のを提
供できた。

私達学童クラブの目標は1ヵ所で完結できれば
と思う所にあります。その達成は少し難しく習い
事を他で習っている児童も沢山います。保護者
が働いている間安心して児童を見守り学習さ
せられたところは社会貢献できたと思います。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
民間で児童クラブを設置し、運営している事業者等に対し、放課後児童の
健全育成を図ることを目的として、その経費の一部を予算の範囲内で補助
する。
〈対象事業〉
放課後児童健全育成事業
〈補助率等〉
定額

有

相模原市放課
後児童クラブ運
営費等補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営費の補助を活用し、民間児童
クラブの安定的な運営と質の向上
を図ることができたため。

201
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

学童保育ハートフル南
橋本

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 898 処遇改善等事業費補助金を活用し、支援員の処遇改善を行った。
支援員の処遇を改善することにより、保育の充
実につながり、早朝・延長保育に対応できる支
援員を置くことができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

202
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

学童クラブ　ジャンピン
グアップ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 1,137
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,001円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

14 / 175 ページ



令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

203
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

SKY　After  School

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 569
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,002円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

204
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

学童クラブキンダーハウ
ス

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 515
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,003円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

205
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

ぐらんでぃーる学童クラ
ブⅠ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 1,007
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,004円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

206
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

ぐらんでぃーる学童クラ
ブⅡ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 391
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,005円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

207
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

えぽかる学童くらぶ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 932
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,006円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

208
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

豆の木児童クラブ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 597
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,007円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

209
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

学童クラブぐるんぱ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 1,459
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,008円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

210
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

学童クラブぐるんぱⅡ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 1,020
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,009円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

211
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

学童クラブぐるんぱⅢ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 1,489
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,010円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

212
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

児童クラブいちばん星

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 613
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,011円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

213
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

学童クラブすこやか

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 624
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,012円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

214
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

民間児童クラブ　ウキウ
キファイブ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 1,197
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,013円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

215
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

学童クラブわかば

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 503
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,014円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

216
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

学童保育ハートフル相
模台

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 249 処遇改善等事業費補助金を活用し、支援員の処遇改善を行った。
支援員の処遇を改善することにより、保育の充
実につながり、早朝・延長保育に対応できる支
援員を置くことができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,015円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

217
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

学童保育ハートフル

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 1,172 処遇改善等事業費補助金を活用し、支援員の処遇改善を行った。
支援員の処遇を改善することにより、保育の充
実につながり、早朝・延長保育に対応できる支
援員を置くことができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,016円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

218
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

ひまわりアフタースクー
ル

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 422
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,017円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

219
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

なないろキッズルーム

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 1,129
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,018円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

220
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

学童クラブ　ジャンピン
グアップ橋本

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 297
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,019円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

221
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

ぐらんでぃーる学童クラ
ブⅢ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 385
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,020円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

222
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

学童クラブすこやか　ラ
ラミー

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 696
放課後児童支援員等処遇改善等事業費補助金を活用して、放課後児
童支援員の処遇改善を実施した

放課後児童支援員の賃金改善等を行うことに
より、放課後児童健全育成事業の質の向上及
び保育所との開所時間の乖離を縮小すること
ができた

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,021円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

223
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

学童保育ハートフルネオ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 758 処遇改善等事業費補助金を活用し、支援員の処遇改善を行った。
支援員の処遇を改善することにより、保育の充
実につながり、早朝・延長保育に対応できる支
援員を置くことができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,022円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

224
相模原市放課後児童支
援員等処遇改善等事業
費補助金

放課後児童クラブ　プレ
イスワン

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善等を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向
上及び保育所との開所時間の乖離を縮小する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 509 処遇改善等事業費補助金を活用し、支援員の処遇改善を行った。
支援員の処遇を改善することにより、保育の充
実につながり、早朝・延長保育に対応できる支
援員を置くことができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善等に必要な経
費の補助を行うことにより、放課後児童健全育成事業の質の向上及び保育
所との開所時間の乖離を縮小することを目的として、１８時半を超えて民間
で児童クラブを運営している事業者等に対し、追加的な費用を予算の範囲
内で補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２５年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり1,581,023円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善等
事業費補助金
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

225
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

城山わかば学童クラブ

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 100
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を
確保するため、送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、児童の安全・安心を
確保することができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

226
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

学童保育ハートフル南
橋本

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 454
学校から児童クラブ、児童クラブより自宅。児童クラブから各習い事へ
の送迎の際に、児童の安全確保のため送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、保護者の安心と児
童の安全を確保することができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

227
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

学童クラブ　ジャンピン
グアップ

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 285
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を
確保するため、送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、児童の安全・安心を
確保することができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

228
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

スマイルキッズ

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 150
小学校から児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を　確保する
ため、車での送迎支援を行った。

車で送迎支援を行うことにより、児童の安全と
安心を確保することができた。　また、保護者に
児童の移動時に関する心配をなくし、安心を与
えることができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

229
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

えぽかる学童くらぶ

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 97
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を
確保するため、送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、児童の安全・安心を
確保することができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

230
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

学童クラブぐるんぱ

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 137
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を
確保するため、送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、児童の安全・安心を
確保することができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

231
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

児童クラブいちばん星

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 34
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を
確保するため、送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、児童の安全・安心を
確保することができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

232
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

学童クラブすこやか

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 60
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を
確保するため、送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、児童の安全・安心を
確保することができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

233
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

ひよこ児童クラブ

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 86
授業終了後に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を
確保するため、送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、児童の安全・安心を
確保することが出来た。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

234
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

SRC児童クラブそらま
め

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 87
放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全、安心を確保するため、
送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、児童の安全・安心を
確保することが出来た。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

235
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

学童保育ハートフル

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 908
学校から児童クラブ、児童クラブより自宅。児童クラブから各習い事へ
の送迎の際に、児童の安全確保のため送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、保護者の安心と児
童の安全を確保することができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

17 / 175 ページ



令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

236
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

学童クラブ　エンゼル
キッズ

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 110
授業終了後に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を
確保するため、送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、児童の安全・安心を
確保することが出来た。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

237
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

学童クラブ　ジャンピン
グアップ橋本

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 166
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を
確保するため、送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、児童の安全・安心を
確保することが出来た。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

238
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

学童クラブすこやか　ラ
ラミー

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 145
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を
確保するため、送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、児童の安全・安心を
確保することが出来た。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

239
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

学童保育ハートフルネオ

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 454
学校から児童クラブ、児童クラブより自宅。児童クラブから各習い事へ
の送迎の際に、児童の安全確保のため送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、保護者の安心と児
童の安全を確保することができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

240
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

放課後児童クラブ　プレ
イスワン

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 454
学校から児童クラブ、児童クラブより自宅。児童クラブから各習い事へ
の送迎の際に、児童の安全確保のため送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、保護者の安心と児
童の安全を確保することができた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

241
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎支援事業費補
助金

ひよこ児童クラブ・上溝

〈補助事業等の概要〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安
全・安心を確保するため、送迎支援を行う。
〈補助金等の使途〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課
後児童クラブからの帰宅時、又は放課後児童クラブから自
宅以外への移動時に、バス等による送迎を行うことにより発
生する燃料費。

令和５年４月 36
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を
確保するため、送迎支援を行った。

送迎支援を行うことにより、児童の安全・安心を
確保することが出来た。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
授業終了時に放課後児童クラブに移動する際に、児童の安全・安心を確保
するため送迎支援を行うことで、市域内の需給バランスの改善を図り、もっ
て待機児童の解消を図ることを目的として、その運営に係る経費の一部を
予算の範囲内で補助する。
〈対象事業〉
授業終了後の学校から放課後児童クラブへの移動時、放課後児童クラブか
らの帰宅時、又は放課後児童クラブから自宅以外への移動時に、バス等に
よる送迎を行う事業。
〈補助率等〉
定額（ただし、1支援の単位あたり454,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎支援事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

燃料の補助により、児童の安全・安
心を確保することができたため。

242
相模原市放課後児童支
援員キャリアアップ処遇
改善事業費補助金

学童クラブキンダーハウ
ス

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善に必要な経費の補助を行うことにより、経験等に応じた
職員の処遇の改善を促進する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２８年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 272
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費補助金を活用して、
経験等に応じた職員の処遇改善を実施した。

経験等に応じた職員の処遇の改善を行うこと
で、児童の安全・安心な居場所を確保するとと
もに、保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善に必要な経費
の補助を行うことにより、経験等に応じた職員の処遇の改善を促進すること
を目的として、予算の範囲内において補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２８年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり878,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
キャリアアップ処
遇改善事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

放課後児童支援員の労働意欲向
上により、事業の質が向上したと認
められるため。

243
相模原市放課後児童支
援員キャリアアップ処遇
改善事業費補助金

豆の木児童クラブ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善に必要な経費の補助を行うことにより、経験等に応じた
職員の処遇の改善を促進する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２９年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 251
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費補助金を活用して、
経験等に応じた職員の処遇改善を実施した。

経験等に応じた職員の処遇の改善を行うこと
で、児童の安全・安心な居場所を確保するとと
もに、保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善に必要な経費
の補助を行うことにより、経験等に応じた職員の処遇の改善を促進すること
を目的として、予算の範囲内において補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２８年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり878,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
キャリアアップ処
遇改善事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

放課後児童支援員の労働意欲向
上により、事業の質が向上したと認
められるため。

244
相模原市放課後児童支
援員キャリアアップ処遇
改善事業費補助金

学童クラブぐるんぱ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善に必要な経費の補助を行うことにより、経験等に応じた
職員の処遇の改善を促進する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成３０年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 960
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費補助金を活用して、
経験等に応じた職員の処遇改善を実施した。

経験等に応じた職員の処遇の改善を行うこと
で、児童の安全・安心な居場所を確保するとと
もに、保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善に必要な経費
の補助を行うことにより、経験等に応じた職員の処遇の改善を促進すること
を目的として、予算の範囲内において補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２８年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり878,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
キャリアアップ処
遇改善事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

放課後児童支援員の労働意欲向
上により、事業の質が向上したと認
められるため。

245
相模原市放課後児童支
援員キャリアアップ処遇
改善事業費補助金

学童クラブぐるんぱⅡ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善に必要な経費の補助を行うことにより、経験等に応じた
職員の処遇の改善を促進する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成３１年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 878
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費補助金を活用して、
経験等に応じた職員の処遇改善を実施した。

経験等に応じた職員の処遇の改善を行うこと
で、児童の安全・安心な居場所を確保するとと
もに、保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善に必要な経費
の補助を行うことにより、経験等に応じた職員の処遇の改善を促進すること
を目的として、予算の範囲内において補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２８年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり878,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
キャリアアップ処
遇改善事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

放課後児童支援員の労働意欲向
上により、事業の質が向上したと認
められるため。

246
相模原市放課後児童支
援員キャリアアップ処遇
改善事業費補助金

学童クラブぐるんぱⅢ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善に必要な経費の補助を行うことにより、経験等に応じた
職員の処遇の改善を促進する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成３２年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 720
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費補助金を活用して、
経験等に応じた職員の処遇改善を実施した。

経験等に応じた職員の処遇の改善を行うこと
で、児童の安全・安心な居場所を確保するとと
もに、保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善に必要な経費
の補助を行うことにより、経験等に応じた職員の処遇の改善を促進すること
を目的として、予算の範囲内において補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２８年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり878,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
キャリアアップ処
遇改善事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

放課後児童支援員の労働意欲向
上により、事業の質が向上したと認
められるため。

247
相模原市放課後児童支
援員キャリアアップ処遇
改善事業費補助金

学童クラブすこやか

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善に必要な経費の補助を行うことにより、経験等に応じた
職員の処遇の改善を促進する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成３３年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 753
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費補助金を活用して、
経験等に応じた職員の処遇改善を実施した。

経験等に応じた職員の処遇の改善を行うこと
で、児童の安全・安心な居場所を確保するとと
もに、保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善に必要な経費
の補助を行うことにより、経験等に応じた職員の処遇の改善を促進すること
を目的として、予算の範囲内において補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２８年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり878,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
キャリアアップ処
遇改善事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

放課後児童支援員の労働意欲向
上により、事業の質が向上したと認
められるため。

248
相模原市放課後児童支
援員キャリアアップ処遇
改善事業費補助金

学童ひまわりクラブ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善に必要な経費の補助を行うことにより、経験等に応じた
職員の処遇の改善を促進する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成３４年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 820
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費補助金を活用して、
経験等に応じた職員の処遇改善を実施した。

経験等に応じた職員の処遇の改善を行うこと
で、児童の安全・安心な居場所を確保するとと
もに、保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善に必要な経費
の補助を行うことにより、経験等に応じた職員の処遇の改善を促進すること
を目的として、予算の範囲内において補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２８年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり878,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
キャリアアップ処
遇改善事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

放課後児童支援員の労働意欲向
上により、事業の質が向上したと認
められるため。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

249
相模原市放課後児童支
援員キャリアアップ処遇
改善事業費補助金

学童クラブわかば

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善に必要な経費の補助を行うことにより、経験等に応じた
職員の処遇の改善を促進する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成３５年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 856
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費補助金を活用して、
経験等に応じた職員の処遇改善を実施した。

経験等に応じた職員の処遇の改善を行うこと
で、児童の安全・安心な居場所を確保するとと
もに、保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善に必要な経費
の補助を行うことにより、経験等に応じた職員の処遇の改善を促進すること
を目的として、予算の範囲内において補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２８年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり878,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
キャリアアップ処
遇改善事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

放課後児童支援員の労働意欲向
上により、事業の質が向上したと認
められるため。

250
相模原市放課後児童支
援員キャリアアップ処遇
改善事業費補助金

民間学童保育　わんぱく
クラブ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善に必要な経費の補助を行うことにより、経験等に応じた
職員の処遇の改善を促進する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成３６年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 370
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費補助金を活用して、
経験等に応じた職員の処遇改善を実施した。

経験等に応じた職員の処遇の改善を行うこと
で、児童の安全・安心な居場所を確保するとと
もに、保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善に必要な経費
の補助を行うことにより、経験等に応じた職員の処遇の改善を促進すること
を目的として、予算の範囲内において補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２８年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり878,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
キャリアアップ処
遇改善事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

放課後児童支援員の労働意欲向
上により、事業の質が向上したと認
められるため。

251
相模原市放課後児童支
援員キャリアアップ処遇
改善事業費補助金

学童クラブ　エンゼル
キッズ

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善に必要な経費の補助を行うことにより、経験等に応じた
職員の処遇の改善を促進する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成３７年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 360
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費補助金を活用して、
経験等に応じた職員の処遇改善を実施した。

経験等に応じた職員の処遇の改善を行うこと
で、児童の安全・安心な居場所を確保するとと
もに、保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善に必要な経費
の補助を行うことにより、経験等に応じた職員の処遇の改善を促進すること
を目的として、予算の範囲内において補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２８年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり878,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
キャリアアップ処
遇改善事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

放課後児童支援員の労働意欲向
上により、事業の質が向上したと認
められるため。

252
相模原市放課後児童支
援員キャリアアップ処遇
改善事業費補助金

学童クラブすこやか　ラ
ラミー

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善に必要な経費の補助を行うことにより、経験等に応じた
職員の処遇の改善を促進する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成３８年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 501
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費補助金を活用して、
経験等に応じた職員の処遇改善を実施した。

経験等に応じた職員の処遇の改善を行うこと
で、児童の安全・安心な居場所を確保するとと
もに、保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善に必要な経費
の補助を行うことにより、経験等に応じた職員の処遇の改善を促進すること
を目的として、予算の範囲内において補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２８年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり878,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
キャリアアップ処
遇改善事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

放課後児童支援員の労働意欲向
上により、事業の質が向上したと認
められるため。

253
相模原市放課後児童支
援員キャリアアップ処遇
改善事業費補助金

学童クラブ　ジャンピン
グアップ大沢

〈補助事業等の概要〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改
善に必要な経費の補助を行うことにより、経験等に応じた
職員の処遇の改善を促進する。
〈補助金等の使途〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成３９年度の
賃金に対する賃金改善等に係る経費

令和５年４月 251
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業費補助金を活用して、
経験等に応じた職員の処遇改善を実施した。

経験等に応じた職員の処遇の改善を行うこと
で、児童の安全・安心な居場所を確保するとと
もに、保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して職員の賃金改善に必要な経費
の補助を行うことにより、経験等に応じた職員の処遇の改善を促進すること
を目的として、予算の範囲内において補助する。
〈対象事業〉
本事業の対象となる放課後児童支援員等の平成２８年度の賃金に対する賃
金改善等事業
〈補助率等〉
定額（ただし、１支援の単位あたり878,000円を上限額とする。）

有

相模原市放課
後児童支援員
キャリアアップ処
遇改善事業費
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

放課後児童支援員の労働意欲向
上により、事業の質が向上したと認
められるため。

254

相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

城山わかば学童クラブ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 462
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

255

相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童保育ハートフル南
橋本

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 449
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

256

相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童クラブ　ジャンピン
グアップ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 380
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

SKY　After  School

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 751
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

ゆめりあキッズ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 246
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童クラブキンダーハウ
ス

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 244
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

ぐらんでぃーる学童クラ
ブⅠ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 398
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

ぐらんでぃーる学童クラ
ブⅡ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 194
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

262

相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

スマイルキッズ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 264
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

263

相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

えぽかる学童くらぶ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 310
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

豆の木児童クラブ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 158
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童クラブぐるんぱ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 634
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童クラブぐるんぱⅡ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 422
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童クラブぐるんぱⅢ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 624
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

児童クラブいちばん星

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 383
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

ほしのキッズ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 132
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

270

相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

ふたば児童クラブ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 185
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

271

相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童クラブすこやか

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 858
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

272

相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童ひまわりクラブ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 306
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

273

相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

南大野幼稚園学童クラ
ブ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 132
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

274

相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

民間児童クラブ　ウキウ
キファイブ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 372
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

275

相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

まあむジュニア相模大野
南口

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 233
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

276

相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童クラブわかば

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 185
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童保育ハートフル相
模台

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 211
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童保育ハートフル

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 905
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

民間学童保育　わんぱく
クラブ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 289
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

ひまわりアフタースクー
ル

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 144
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

なないろキッズルーム

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 356
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

すがもきっず

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 132
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童クラブ　エンゼル
キッズ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 279
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童クラブ　ジャンピン
グアップ橋本

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 117
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

ぐらんでぃーる学童クラ
ブⅢ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 157
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

286

相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童クラブすこやか　ラ
ラミー

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 884
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童保育ハートフルネオ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 455
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

放課後児童クラブ　プレ
イスワン

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 261
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。
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相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

学童クラブ　ジャンピン
グアップ大沢

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 185
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

290

相模原市放課後児童支
援員等処遇改善事業
(月額９，０００円相当賃
金改善)補助金

すがもきっず若松校

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応
が重なる最前線で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の
改善を目的として補助金を交付するもの。

〈補助金等の使途〉
職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当
該賃金改善に伴い増加する法定福利費等の事業主負担
分。

令和５年４月 264
相模原市放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円）相当賃
金改善）補助金を活用して、放課後児童支援員や補助員、放課後児童
クラブで働く職員の処遇改善を実施した。

放課後児童クラブ職員の支援員の賃金改善を
行うことにより、児童の安全・安心な居場所の確
保及び保育の質の向上が図れた。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線
で働く、放課後児童クラブの職員の処遇の改善を目的として、予算の範囲
内において補助する。

職員に対して３％程度（月額９，０００ 円）の賃金改善及び当該賃金改善に
伴い増加する法定福利費等の事業主負担分

〈補助率等〉
１１，０００ 円×賃金改善対象者数（※）×事業実施月数
※「賃金改善対象者数」とは、賃金改善を行う常勤職員数に、１ヶ月当たり
の勤務時間数を就業規則等で定めた常勤の１ヶ月当たりの勤務時間数で
除した非常勤職員数（常勤換算）を加えたもの。

有

相模原市放課
後児童支援員
等処遇改善事
業(月額９，０００
円相当賃金改
善）補助金交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職員の処遇の改善を行うことで、放
課後児童支援員の労働意欲が高
揚し、民間児童クラブの安定的な運
営と質の向上を図ることができたた
め。

291
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎用バス安全装
置設置支援事業補助金

白ゆり学童クラブ

＜補助事業等の概要＞
放課後児童クラブの送迎用バス等への安全装置（車内置き
去り防止）の設置に必要な費用の支援を行う
＜補助金の使途＞
送迎事業を行う放課後児童クラブの送迎用バス等への安
全装置の設置等にかかる費用

令和５年４月 349
授業終了後に放課後児童クラブへ利用児童を移送する際に使用する送
迎用車両に、利用児童の安全・安心を確保する目的で置き去り防止の
安全装置を設置した。

送迎用車両に安全装置を設置したことにより、
ヒューマンエラーに起因する車内置き去りを防
止する有効な手段として機能しているものと捉
えている。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

＜趣旨・目的＞
送迎用バス等を利用する児童の安全確保を図ることを目的に、放課後児童
クラブを運営している事業者等が、送迎用バスへの安全装置の設置を行う
事業に対し、その経費の一部を補助するもの
＜対象事業＞
放課後児童クラブが実施する送迎用バス等への安全装置の設置事業
＜補助率等＞
定額（ただし、送迎用バス等１台あたり補助基準額（175,000円）と対象経
費の実支出額のいずれか低い額）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎用バス安全
装置設置支援
事業補助金交
付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

児童の安全・安心を確保するため、
事業者として、安全管理の徹底を
図ることができたため。

292
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎用バス安全装
置設置支援事業補助金

スマイルキッズ

＜補助事業等の概要＞
放課後児童クラブの送迎用バス等への安全装置（車内置き
去り防止）の設置に必要な費用の支援を行う
＜補助金の使途＞
送迎事業を行う放課後児童クラブの送迎用バス等への安
全装置の設置等にかかる費用

令和５年４月 246
授業終了後に放課後児童クラブへ利用児童を移送する際に使用する送
迎用車両に、利用児童の安全・安心を確保する目的で置き去り防止の
安全装置を設置した。

送迎用車両に安全装置を設置したことにより、
ヒューマンエラーに起因する車内置き去りを防
止する有効な手段として機能しているものと捉
えている。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

＜趣旨・目的＞
送迎用バス等を利用する児童の安全確保を図ることを目的に、放課後児童
クラブを運営している事業者等が、送迎用バスへの安全装置の設置を行う
事業に対し、その経費の一部を補助するもの
＜対象事業＞
放課後児童クラブが実施する送迎用バス等への安全装置の設置事業
＜補助率等＞
定額（ただし、送迎用バス等１台あたり補助基準額（175,000円）と対象経
費の実支出額のいずれか低い額）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎用バス安全
装置設置支援
事業補助金交
付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

児童の安全・安心を確保するため、
事業者として、安全管理の徹底を
図ることができたため。

293
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎用バス安全装
置設置支援事業補助金

学童クラブすこやか

＜補助事業等の概要＞
放課後児童クラブの送迎用バス等への安全装置（車内置き
去り防止）の設置に必要な費用の支援を行う
＜補助金の使途＞
送迎事業を行う放課後児童クラブの送迎用バス等への安
全装置の設置等にかかる費用

令和５年４月 168
授業終了後に放課後児童クラブへ利用児童を移送する際に使用する送
迎用車両に、利用児童の安全・安心を確保する目的で置き去り防止の
安全装置を設置した。

送迎用車両に安全装置を設置したことにより、
ヒューマンエラーに起因する車内置き去りを防
止する有効な手段として機能しているものと捉
えている。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

＜趣旨・目的＞
送迎用バス等を利用する児童の安全確保を図ることを目的に、放課後児童
クラブを運営している事業者等が、送迎用バスへの安全装置の設置を行う
事業に対し、その経費の一部を補助するもの
＜対象事業＞
放課後児童クラブが実施する送迎用バス等への安全装置の設置事業
＜補助率等＞
定額（ただし、送迎用バス等１台あたり補助基準額（175,000円）と対象経
費の実支出額のいずれか低い額）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎用バス安全
装置設置支援
事業補助金交
付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

児童の安全・安心を確保するため、
事業者として、安全管理の徹底を
図ることができたため。

294
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎用バス安全装
置設置支援事業補助金

ひよこ児童クラブ

＜補助事業等の概要＞
放課後児童クラブの送迎用バス等への安全装置（車内置き
去り防止）の設置に必要な費用の支援を行う
＜補助金の使途＞
送迎事業を行う放課後児童クラブの送迎用バス等への安
全装置の設置等にかかる費用

令和５年４月 275
授業終了後に放課後児童クラブへ利用児童を移送する際に使用する送
迎用車両に、利用児童の安全・安心を確保する目的で置き去り防止の
安全装置を設置した。

送迎用車両に安全装置を設置したことにより、
ヒューマンエラーに起因する車内置き去りを防
止する有効な手段として機能しているものと捉
えている。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

＜趣旨・目的＞
送迎用バス等を利用する児童の安全確保を図ることを目的に、放課後児童
クラブを運営している事業者等が、送迎用バスへの安全装置の設置を行う
事業に対し、その経費の一部を補助するもの
＜対象事業＞
放課後児童クラブが実施する送迎用バス等への安全装置の設置事業
＜補助率等＞
定額（ただし、送迎用バス等１台あたり補助基準額（175,000円）と対象経
費の実支出額のいずれか低い額）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎用バス安全
装置設置支援
事業補助金交
付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

児童の安全・安心を確保するため、
事業者として、安全管理の徹底を
図ることができたため。

295
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎用バス安全装
置設置支援事業補助金

学童クラブ　エンゼル
キッズ

＜補助事業等の概要＞
放課後児童クラブの送迎用バス等への安全装置（車内置き
去り防止）の設置に必要な費用の支援を行う
＜補助金の使途＞
送迎事業を行う放課後児童クラブの送迎用バス等への安
全装置の設置等にかかる費用

令和５年４月 151
授業終了後に放課後児童クラブへ利用児童を移送する際に使用する送
迎用車両に、利用児童の安全・安心を確保する目的で置き去り防止の
安全装置を設置した。

送迎用車両に安全装置を設置したことにより、
ヒューマンエラーに起因する車内置き去りを防
止する有効な手段として機能しているものと捉
えている。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

＜趣旨・目的＞
送迎用バス等を利用する児童の安全確保を図ることを目的に、放課後児童
クラブを運営している事業者等が、送迎用バスへの安全装置の設置を行う
事業に対し、その経費の一部を補助するもの
＜対象事業＞
放課後児童クラブが実施する送迎用バス等への安全装置の設置事業
＜補助率等＞
定額（ただし、送迎用バス等１台あたり補助基準額（175,000円）と対象経
費の実支出額のいずれか低い額）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎用バス安全
装置設置支援
事業補助金交
付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

児童の安全・安心を確保するため、
事業者として、安全管理の徹底を
図ることができたため。

296
相模原市放課後児童ク
ラブ送迎用バス安全装
置設置支援事業補助金

学童クラブすこやか　ラ
ラミー

＜補助事業等の概要＞
放課後児童クラブの送迎用バス等への安全装置（車内置き
去り防止）の設置に必要な費用の支援を行う
＜補助金の使途＞
送迎事業を行う放課後児童クラブの送迎用バス等への安
全装置の設置等にかかる費用

令和５年４月 301
授業終了後に放課後児童クラブへ利用児童を移送する際に使用する送
迎用車両に、利用児童の安全・安心を確保する目的で置き去り防止の
安全装置を設置した。

送迎用車両に安全装置を設置したことにより、
ヒューマンエラーに起因する車内置き去りを防
止する有効な手段として機能しているものと捉
えている。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

＜趣旨・目的＞
送迎用バス等を利用する児童の安全確保を図ることを目的に、放課後児童
クラブを運営している事業者等が、送迎用バスへの安全装置の設置を行う
事業に対し、その経費の一部を補助するもの
＜対象事業＞
放課後児童クラブが実施する送迎用バス等への安全装置の設置事業
＜補助率等＞
定額（ただし、送迎用バス等１台あたり補助基準額（175,000円）と対象経
費の実支出額のいずれか低い額）

有

相模原市放課
後児童クラブ送
迎用バス安全
装置設置支援
事業補助金交
付要綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

児童の安全・安心を確保するため、
事業者として、安全管理の徹底を
図ることができたため。

297
相模原市新型コロナウイ
ルス感染症対策事業費
補助金

学童保育ハートフル南
橋本

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症の感染者や感染者と接触があっ
た者が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りながら事
業継続に努める民間児童クラブの負担軽減を図ることを目
的として補助金を交付するもの

〈補助金等の使途〉
緊急時の職員確保に係る経費（緊急雇用に係る費用、割増
賃金、手当等）、職場環境の復旧・環境整備等に必要な職
員の割増賃金等に係る経費、職場環境の復旧・環境整備等
に必要な衛生用品の購入費等。

令和５年４月 99
感染症の感染者、または接触のあった者が感染症対策を図り、施設運
営の継続に必要な次亜塩素酸購入経費の補助を受け、児童や職員の
安全な施設にすることができた。

職場環境の復旧、環境整備に必要な次亜塩素
酸水購入費の補助を受けたことにより、施設運
営の負担軽減となった。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して、新型コロナウイルス感染症の
感染者や感染者と接触があった者が発生した場合に、感染症対策の徹底を
図りながら事業継続に努める放課後児童クラブの負担軽減を図ることを目
的として、予算の範囲内において補助する。

〈補助対象経費〉
①緊急時の職員確保に係る経費（緊急雇用に係る費用、割増賃金、手当
等）
②職場環境の復旧・環境整備等に必要な職員の割増賃金等に係る経費
③職場環境の復旧・環境整備等に必要な衛生用品の購入費等

〈補助率等〉
１支援の単位当たりの補助基準額の合計金額と、事業者等が支出する上記
①～③の補助対象経費の合計支出（予定）額を比較して、いずれか少ない
額
（千円未満端数切り捨て）

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症対策事業
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

児童の安全・安心な居場所を確保
するとともに、児童が児童クラブで
過ごす時間を充実させることができ
たものと認められるため。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

298
相模原市新型コロナウイ
ルス感染症対策事業費
補助金

学童保育ハートフル相
模台

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症の感染者や感染者と接触があっ
た者が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りながら事
業継続に努める民間児童クラブの負担軽減を図ることを目
的として補助金を交付するもの

〈補助金等の使途〉
緊急時の職員確保に係る経費（緊急雇用に係る費用、割増
賃金、手当等）、職場環境の復旧・環境整備等に必要な職
員の割増賃金等に係る経費、職場環境の復旧・環境整備等
に必要な衛生用品の購入費等。

令和５年４月 66
感染症の感染者、または接触のあった者が感染症対策を図り、施設運
営の継続に必要な次亜塩素酸購入経費の補助を受け、児童や職員の
安全な施設にすることができた。

職場環境の復旧、環境整備に必要な次亜塩素
酸水購入費の補助を受けたことにより、施設運
営の負担軽減となった。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して、新型コロナウイルス感染症の
感染者や感染者と接触があった者が発生した場合に、感染症対策の徹底を
図りながら事業継続に努める放課後児童クラブの負担軽減を図ることを目
的として、予算の範囲内において補助する。

〈補助対象経費〉
①緊急時の職員確保に係る経費（緊急雇用に係る費用、割増賃金、手当
等）
②職場環境の復旧・環境整備等に必要な職員の割増賃金等に係る経費
③職場環境の復旧・環境整備等に必要な衛生用品の購入費等

〈補助率等〉
１支援の単位当たりの補助基準額の合計金額と、事業者等が支出する上記
①～③の補助対象経費の合計支出（予定）額を比較して、いずれか少ない
額
（千円未満端数切り捨て）

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症対策事業
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

児童の安全・安心な居場所を確保
するとともに、児童が児童クラブで
過ごす時間を充実させることができ
たものと認められるため。

299
相模原市新型コロナウイ
ルス感染症対策事業費
補助金

学童保育ハートフル

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症の感染者や感染者と接触があっ
た者が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りながら事
業継続に努める民間児童クラブの負担軽減を図ることを目
的として補助金を交付するもの

〈補助金等の使途〉
緊急時の職員確保に係る経費（緊急雇用に係る費用、割増
賃金、手当等）、職場環境の復旧・環境整備等に必要な職
員の割増賃金等に係る経費、職場環境の復旧・環境整備等
に必要な衛生用品の購入費等。

令和５年４月 132
感染症の感染者、または接触のあった者が感染症対策を図り、施設運
営の継続に必要な次亜塩素酸購入経費の補助を受け、児童や職員の
安全な施設にすることができた。

職場環境の復旧、環境整備に必要な次亜塩素
酸水購入費の補助を受けたことにより、施設運
営の負担軽減となった。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して、新型コロナウイルス感染症の
感染者や感染者と接触があった者が発生した場合に、感染症対策の徹底を
図りながら事業継続に努める放課後児童クラブの負担軽減を図ることを目
的として、予算の範囲内において補助する。

〈補助対象経費〉
①緊急時の職員確保に係る経費（緊急雇用に係る費用、割増賃金、手当
等）
②職場環境の復旧・環境整備等に必要な職員の割増賃金等に係る経費
③職場環境の復旧・環境整備等に必要な衛生用品の購入費等

〈補助率等〉
１支援の単位当たりの補助基準額の合計金額と、事業者等が支出する上記
①～③の補助対象経費の合計支出（予定）額を比較して、いずれか少ない
額
（千円未満端数切り捨て）

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症対策事業
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

児童の安全・安心な居場所を確保
するとともに、児童が児童クラブで
過ごす時間を充実させることができ
たものと認められるため。

300
相模原市新型コロナウイ
ルス感染症対策事業費
補助金

学童クラブ　エンゼル
キッズ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症の感染者や感染者と接触があっ
た者が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りながら事
業継続に努める民間児童クラブの負担軽減を図ることを目
的として補助金を交付するもの

〈補助金等の使途〉
緊急時の職員確保に係る経費（緊急雇用に係る費用、割増
賃金、手当等）、職場環境の復旧・環境整備等に必要な職
員の割増賃金等に係る経費、職場環境の復旧・環境整備等
に必要な衛生用品の購入費等。

令和５年４月 15
新型コロナウイルス感染症の感染者等が発生した場合において、感染
症対策を図り、補助を受けたことにより安定した事業を継続することが
できた。

新型コロナウイルス感染症に罹患した職員の代
替え職員を確保する為に必要な経費を、補助を
受けたことにより法人の負担軽減となった。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して、新型コロナウイルス感染症の
感染者や感染者と接触があった者が発生した場合に、感染症対策の徹底を
図りながら事業継続に努める放課後児童クラブの負担軽減を図ることを目
的として、予算の範囲内において補助する。

〈補助対象経費〉
①緊急時の職員確保に係る経費（緊急雇用に係る費用、割増賃金、手当
等）
②職場環境の復旧・環境整備等に必要な職員の割増賃金等に係る経費
③職場環境の復旧・環境整備等に必要な衛生用品の購入費等

〈補助率等〉
１支援の単位当たりの補助基準額の合計金額と、事業者等が支出する上記
①～③の補助対象経費の合計支出（予定）額を比較して、いずれか少ない
額
（千円未満端数切り捨て）

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症対策事業
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

児童の安全・安心な居場所を確保
するとともに、児童が児童クラブで
過ごす時間を充実させることができ
たものと認められるため。

301
相模原市新型コロナウイ
ルス感染症対策事業費
補助金

学童保育ハートフルネオ

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症の感染者や感染者と接触があっ
た者が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りながら事
業継続に努める民間児童クラブの負担軽減を図ることを目
的として補助金を交付するもの

〈補助金等の使途〉
緊急時の職員確保に係る経費（緊急雇用に係る費用、割増
賃金、手当等）、職場環境の復旧・環境整備等に必要な職
員の割増賃金等に係る経費、職場環境の復旧・環境整備等
に必要な衛生用品の購入費等。

令和５年４月 99
感染症の感染者、または接触のあった者が感染症対策を図り、施設運
営の継続に必要な次亜塩素酸購入経費の補助を受け、児童や職員の
安全な施設にすることができた。

職場環境の復旧、環境整備に必要な次亜塩素
酸水購入費の補助を受けたことにより、施設運
営の負担軽減となった。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して、新型コロナウイルス感染症の
感染者や感染者と接触があった者が発生した場合に、感染症対策の徹底を
図りながら事業継続に努める放課後児童クラブの負担軽減を図ることを目
的として、予算の範囲内において補助する。

〈補助対象経費〉
①緊急時の職員確保に係る経費（緊急雇用に係る費用、割増賃金、手当
等）
②職場環境の復旧・環境整備等に必要な職員の割増賃金等に係る経費
③職場環境の復旧・環境整備等に必要な衛生用品の購入費等

〈補助率等〉
１支援の単位当たりの補助基準額の合計金額と、事業者等が支出する上記
①～③の補助対象経費の合計支出（予定）額を比較して、いずれか少ない
額
（千円未満端数切り捨て）

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症対策事業
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

児童の安全・安心な居場所を確保
するとともに、児童が児童クラブで
過ごす時間を充実させることができ
たものと認められるため。

302
相模原市新型コロナウイ
ルス感染症対策事業費
補助金

放課後児童クラブ　プレ
イスワン

〈補助事業等の概要〉
新型コロナウイルス感染症の感染者や感染者と接触があっ
た者が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りながら事
業継続に努める民間児童クラブの負担軽減を図ることを目
的として補助金を交付するもの

〈補助金等の使途〉
緊急時の職員確保に係る経費（緊急雇用に係る費用、割増
賃金、手当等）、職場環境の復旧・環境整備等に必要な職
員の割増賃金等に係る経費、職場環境の復旧・環境整備等
に必要な衛生用品の購入費等。

令和５年４月 66
感染症の感染者、または接触のあった者が感染症対策を図り、施設運
営の継続に必要な次亜塩素酸購入経費の補助を受け、児童や職員の
安全な施設にすることができた。

職場環境の復旧、環境整備に必要な次亜塩素
酸水購入費の補助を受けたことにより、施設運
営の負担軽減となった。

こども・若者未来局
こども・若者支援課

〈趣旨・目的〉
放課後児童健全育成事業を行う者に対して、新型コロナウイルス感染症の
感染者や感染者と接触があった者が発生した場合に、感染症対策の徹底を
図りながら事業継続に努める放課後児童クラブの負担軽減を図ることを目
的として、予算の範囲内において補助する。

〈補助対象経費〉
①緊急時の職員確保に係る経費（緊急雇用に係る費用、割増賃金、手当
等）
②職場環境の復旧・環境整備等に必要な職員の割増賃金等に係る経費
③職場環境の復旧・環境整備等に必要な衛生用品の購入費等

〈補助率等〉
１支援の単位当たりの補助基準額の合計金額と、事業者等が支出する上記
①～③の補助対象経費の合計支出（予定）額を比較して、いずれか少ない
額
（千円未満端数切り捨て）

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症対策事業
補助金交付要
綱

有 有
相模原市総
合計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日
～　令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

児童の安全・安心な居場所を確保
するとともに、児童が児童クラブで
過ごす時間を充実させることができ
たものと認められるため。

303
相模原市子ども会育成
連絡協議会補助金

相模原市子ども会育成
連絡協議会

【概要】
市子連の活動の推進、単位子ども会の育成並びに地区子
連との連絡を図り、市内子ども会と地区子連、市子連により
青少年の健全育成を図る
【使途】　市子連事務費、地区子連・単位子ども会・安全会
補助金　等

令和５年４月～令和６年３月 3,161 子ども会交歓ｽﾎﾟｰﾂﾚｸﾘｴｰｼｮﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ、ｼﾞｭﾆｱﾘｰﾀﾞｰ養成研修会など

定期的な子ども会育成会・地区子ども会育成
連絡協議会等相互の情報交換や指導者の養成
及び研修により、子どもの育成に必要な知識や
技術を共有化することができた。　また、相模原
市主催の事業等へ参画することにより、市内の
子ども達が同じ学習の機会や体験を得ることが
できた。

こども・若者未来局
青少年学習センター

子ども会の活動を通して青少年が健やかに成長することを目的とする
○市子連活動費、会議費、事務費　・スポレク、ＪＬ養成研修会修了式　・育
成者研修会、指定都市子連ＪＬ大会等　※補助率：補助対象経費の１/２以
下
○地区子連補助金
○単位子ども会補助金
○安全会補助金　※補助限度額以下

有

相模原市子ども
会育成連絡協
議会補助金交
付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

青少年関係
団体等の育
成・支援

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　相模原市子ども会育成連絡協議
会は、各子ども会育成会・各地区子
ども会育成連絡協議会との連携を
図り、定期的な会議や研修を実施
して、子どもの健全な育成を図るよ
う進められている。また、市主催の
事業等にも積極的に参画しており
評価できる。さらに、全国子ども会
連合会及び政令指定都市子ども会
育成連絡協議会の会議や事業にも
積極的に参加して活動の幅を広げ
ており、今後もより一層の活躍が期
待できる。

304
相模原スカウト連絡協議
会運営補助金

相模原スカウト連絡協議
会

青少年の育成を目的としたアウトドアやボランティア活動な
どを中心としたスカウト活動の推進を図ると共に、市内の9
団のボーイスカウト・ガールスカウトの連携を深めるため、
会議費や活動費にあてるもの。

令和５年４月～令和６年３月 165

事業費　　　　　　　　　　　　　　　４５６，８３０円
補助対象経費　　　　　　　　　　 ４０８，０９８円
　本年度はコロナ禍前に戻り、若葉まつりと防災訓練と親子ふれあい広
場への参加や次年度桜まつりのための準備等、市内ボーイスカウト７個
団及びガールスカウト２個団の高校生・大学生世代が中心となり活動が
活発化してきた。
　また、ボーイスカウトが中心ではあるがカラーチームを復活させ各種行
事に花を添えることができるようになった。

　３年目となる文部科学省委託事業の取組とし
て、市内の小学生にボーイスカウト・ガールスカ
ウト活動に参加してもらことで自然体験の場を
設けているが、保護者からの評価も高く入団問
い合わせも増加している。
　市内で開催される清掃活動（クリーン作戦）や
若葉まつりと親子ふれあい広場への参加による
地域活動を通じ、より良き社会環境づくりにか
かわることができた。

こども・若者未来局
青少年学習センター

【目的】
　青少年の育成を目的としたアウトドアやボランティア活動などを中心とした
スカウト活動の推進を図ると共に、市内の９団のボーイスカウト・ガールスカ
ウトの連携を深める。
【対象事業】
　・親子ふれあいの広場・防災訓練・その他ボランティア活動等
【補助率】
　補助対象経費の1／2以下

有
相模原スカウト
連絡協議会補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

青少年関係
団体等の育
成・支援

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模原スカウト連絡協議会の活動
は、各団相互の連携を図りつつ、団
ごとの活動を大切にし、スカウト本
来の「体験教育」を実行しており評
価できる。

305
相模原市少年鼓笛バン
ド連盟運営補助金

相模原市少年鼓笛バン
ド連盟

　鼓笛隊活動を通し、自己の役割を認識し、責任感を養い、
協調性・連帯感を高めることなど、青少年の健全育成を目
指すため、講習会・研修会などの講習事業、指導者の育成
事業、発表事業の広報活動・活動の周知、教育団体として
の活動充実のための環境整備、鼓笛活動の魅力づくり等の
事業を実施する。
　補助金等の使途については活動を活発にするための事
業、運営指導の研究会及び講習会等、活動を紹介するため
の事業とする。

令和５年４月～令和６年３月 257
・相模原市の青少年健全育成事業である「親子ふれあいの広場」に参
加したほか、市主催事業である「ドリル大会」、「鼓笛まつり」、「ジュニア
リーダー養成講習会」を委託され事業を遂行した。

・鼓笛活動を通して、隊員（青少年）の健全育成
の観点を持って運営することができた。
・地域を基盤として、諸行事への参加や出演を
通じて鼓笛活動への理解を深めてきた。
・出場要請に対しては、地区の鼓笛隊としての
認識を深め、地域と一体となった活動が大切と
考え、積極的に参加した。

こども・若者未来局
青少年学習センター

■趣旨・目的音楽活動を基に、望ましい人間と社会を創造していくことをめ
ざし、鼓笛活動を通して地域との連携を図り、青少年の健全育成を目的と
する。
■対象事業（１）活動を活発にするための事業（２）運営指導の研究会及び
講習会等（３）活動を紹介するための事業※人件費、食料費、交際費、慶弔
費、予備費等、補助することが適当でないと市長が認める経費は除く。
■補助率補助対象経費の１／２以内

有

相模原市少年
鼓笛バンド連盟
補助金交付要
綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

青少年関係
団体等の育
成・支援

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

・相模原市少年鼓笛バンド連盟は、
音楽（鼓笛）活動を通して、青少年
の健全育成を目的とした団体であ
るとともに、演奏活動を通して地域
貢献を行っている。・相模原市の青
少年健全育成に係わる委託事業の
遂行の他、親子ふれあいの広場を
始めとする市主催のイベントや、地
域のイベントに積極的に参加し、多
くの市民に鼓笛演奏を披露して盛
り上げており、地域への貢献は大き
いと言える。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

306
相模原市少年少女合唱
団育成会　運営補助金

相模原市少年少女合唱
団育成会

合唱団活動を通して青少年が健やかに成長することを目的
として、定期演奏会や親子ふれあいの広場、神奈川県合唱
祭などの事業費にあてるもの。またコロナ禍で団員が減少
し、安定的な運営のために必要としています。

令和５年４月～令和６年３月 110

事業費　 903,969円
補助対象経費　 299,514円
　
第57回定期演奏会、神奈川県合唱祭、神奈川県ジュニア合唱祭、親子
ふれあいの広場、市民さくらまつりチビッ子広場、など

　合唱活動を通し、健康な身体と豊かな心の育
成を果たし、指導育成の資質向上につながっ
た。さらに県内や市内のイベントに参加すること
で、団員OB相互の親睦や交流を深めるだけで
なく、青少年の交流を促進することにより、広い
人間関係を築いている。また、市主催等の事業
に参画することにより、青少年はもとより市域へ
広く事業実施することができた。

こども・若者未来局
青少年学習センター

趣旨・目的：合唱団活動を通じて、青少年の健やかな成長を図る
対象事業：・定期演奏会
　　　　　　　・神奈川県ジュニア合唱祭参加
　　　　　　　・親子ふれあいの広場
補助率：補助対象経費の１／２以下(予算の範囲内）

有

相模原市少年
少女合唱団育
成会補助金交
付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

青少年関係
団体等の育
成・支援

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　合唱団の活動は、音楽性や表現
力はもとより、仲間との協調性など
情操面においても育まれ、青少年
の指導育成を図るよう進められて
おり、５０年の長きにわたり活動・活
躍されている間に多くの人材を輩
出し、現在でもＯＢ会を通し、現団
員とも良い人間関係が築かれてお
り、青少年健全育成につながるもの
と高く評価できる。
　また、市主催の事業を中心に積極
的に活動の場を広げており、今後も
より一層の活躍が期待できる。

307
地域・子どもふれあい事
業補助金

相模原市青少年指導委
員連絡協議会相模湖地
区

　平成2９年より開始した『相模湖デイキャンプ』では、自然
にふれあいながら地域や年齢を超えた仲間づくりを目指し
てきた。子どもたちの育成活動に理解のある『みの石滝キャ
ンプ場』を会場に、オーナーの有資格者、山口英治氏にカ
ヌー講習を依頼。カヌー講師謝礼、キャンプ場施設使用料、
救急箱の中身の交換、広報費等に充てさせていただきた
い。
　『おもしろサイエンス実験室』では、昨年度に引き続き『理
科で遊ぼう会』に講師を依頼し、『ポンポン船を作って動か
そう』というテーマで講習を計画。講師謝礼、実験材料の購
入、広報費等に充てさせていただきたい。

令和５年７月～１２月 45

　新型コロナウイルス感染症が落ち着き、７月に、４年ぶりに『相模湖デ
イキャンプ』を実施した。ただし、今回は、引率する青少年指導委員の人
数が少なく、また台風で甚大な被害を受けたキャンプ場での久しぶりの
開催のため、カヌー体験のみ実施した。
　１２月には、昨年に引き続き理科で遊ぼう会を講師に招き、『おもしろ
サイエンス実験室』を実施した。申請時には『ポンポン船を作って動かそ
う』というテーマを予定していたが、安全性が保証できないと判断し、
『光の不思議』にテーマを変えての開催となった。

　『相模湖デイキャンプ』に関しては相模湖地区
の小・中学校５校に、『おもしろサイエンス実験
室』に関しては相模湖地区の小学校３校にポス
ターとチラシを配布、公民館にもポスター掲示
とチラシ配置をお願いした。また、公民館報、地
域情報紙に案内を掲載し周知を図った。青少
年指導委員も地域住民に声掛けを行った。

こども・若者未来局
青少年学習センター

　　学校、家庭、地域社会が一体となってそれぞれの教育機能を発揮する中
で、子どもたちに自然体験や社会体験などを行う場や機会を増やし、自ら
学び自ら考える力、豊かな心やたくましさなどの生きる力を育てるため、地
域社会が実施する青少年健全育成活動の支援を行い、地域教育力の活性
化を図るもの。
　交付限度額は、１事業あたり３０，０００円とし、一地区当たり年額６０，０００
円とする。

有
地域・子どもふ
れあい事業補
助金交付要綱

無 有
第二次子ど
も・子育て支
援事業計画

子どもの参
画・多様な
活動の機会
の充実

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

コロナ禍を経て再開を待っていた
家庭もいるほど、地域と子どもが繋
がりあえていることを象徴している
事業を実施されました。
その反面、コロナ禍で離れてしまっ
た家庭を呼び込めるよう引き続き
取り組みを推進していただきたい
です。

308
地域・子どもふれあい事
業補助金

大野南子どもクラブ運営
委員会

　大野南公民館区内４小学校の青少年に対ワクワク、ドキド
キづるような日常生活の中では経験できないような体験を
してもらえるような事業を展開する。

令和5年6月～令和6年3月 60
七夕飾り教室やクリスマス工作など季節に合わせたイベントや、子ども
達が主体となって企画運営を行うこどもまつりなどを実施した。

　地域における青少年健全育成について啓発
を図り、青少年関係機関、団体、青少年指導委
員及び青少年活動育成者が、相互に連携を取
り地域ぐるみでこどもの健全育成に貢献でき
た。

こども・若者未来局
青少年学習センター

　　学校、家庭、地域社会が一体となってそれぞれの教育機能を発揮する中
で、子どもたちに自然体験や社会体験などを行う場や機会を増やし、自ら
学び自ら考える力、豊かな心やたくましさなどの生きる力を育てるため、地
域社会が実施する青少年健全育成活動の支援を行い、地域教育力の活性
化を図るもの。
　交付限度額は、一地区当たり年額６０，０００円とする。

有
地域・子どもふ
れあい事業補
助金交付要綱

無 有
第二次子ど
も・子育て支
援事業計画

子どもの参
画・多様な
活動の機会
の充実

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

自然体験や祭り、料理教室など多
岐に渡る事業を行っている。中でも
じゃがいも堀りは参加者も多く、自
然体験と共に教育面においても評
価できる。文化活動として、七夕や
クリスマス会など季節の行事を取り
入れることで、地域での情操教育に
貢献しているといえる。

309
相模原市青少年健全育
成組織補助金

相模原市青少年健全育
成組織連絡協議会

連絡調整活動に関すること。
（1）当該地域内の関係団体、機関との行事、事業等の連絡
調。 （2）地域住民を対象とする広報啓発活動。
団体育成援助活動に関すること。
（1）青少年団体の育成援助に関すること。
（2）未組織の青少年グループの組織化の促進及び援助。
（3）青少年指導者の発掘及び養成の援助。
自主事業活動に関すること。
（1）社会環境健全化のための諸活動。
（2）青少年の非行防止のための諸活動。
（3）青少年の地域ふれあい事業のための諸活動
（4）自主事業活動に係る傷害保険料

令和5年6月～令和6年3月 2,430

　相模原市内における青少年健全育成組織相互の連携を強化し、市民
ぐるみの活動体制を樹立して、青少年の健全育成活動を効果的かつ多
角的に推進した。
啓発物を作成し、子どもやその保護者が参加する市主催事業や地区主
催事業にて配布して青少年の健全育成活動を推進した。

　各地区青少年健全育成協議会の代表者によ
る会議等により、組織相互の情報交換や社会
環境実態調査協力、社会環境健全化運動への
参加等、組織全体として青少年の健全育成の
啓発に努めた。

こども・若者未来局
青少年学習センター

相模原市内における青少年健全育成組織相互の連携を強化し、市民ぐる
みの活動体制を樹立して、実態に即した青少年の健全育成活動を効果的
かつ多角的に推進することを目的とする。
世帯人口による定額補助
世帯人口による定額補助
 区分
市健全活動費　　　50,000円（補助限度額）
地区健全活動費
（1地区健全当たり）10,000世帯未満 ：100,000円（補助限度額）
　　　　　　　　　　　　　10,000世帯以上：120,000円（補助限度額）

有

相模原市青少
年健全育成組
織補助金交付
要綱

無 有
第二次子ど
も・子育て支
援事業計画

子どもを取
り巻く有害
環境対策の
推進

令和5年4月～令和
6年3月

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各地区協議会が、地域ぐるみで青
少年健全育成のための啓発活動や
諸事業を展開し、健全育成活動を
効果的に行うことが、家庭、地域、
学校等の連携強化につながる。本
事業は、地域における青少年健全
育成環境づくり推進のためにも必
要な事業である。

310
青少年指導委員連絡協
議会補助金

青少年指導委員連絡協
議会

○補助対象事業
　・ブロック研修会(研修部)
　・スポーツレクリエーションフェスティバル、親子ふれあい
の広場、チビッ子広場等への 参画(事業企画部)
　・連協だより、活動誌「はげいとう」の編集・発行(広報部)
○補助率
補助対象経費(822,000円)の1/2以下

令和５年４月～令和６年３月 371

　青少年指導委員の指導力の充実、連携を図るため、定期的な連絡会
議の実施及び専門機関（研修部・事業企画部・広報部）を設置し、研修
の実施、情報の提供等を行った。また、日ごろ培った指導力を生かし、
市主催の事業等へ参画し、青少年向けの事業を実施した。

　定期的な連携、研修の実施、広報紙の発行等
により、青少年指導委員に必要な知識や技術を
共有化することができ、各指導委員の資質向上
につながった。
　また、日ごろからの連絡調整により、各青少年
指導委員が地域での活動に忙しい中でも、市
主催の事業へ参画することができ、青少年に対
して広く事業を実施することができた。

こども・若者未来局
青少年学習センター

青少年の健全育成を目的に相模原市青少年指導委員連絡協議会が行う
事業の経費に対し支援を行い、その活動を促進することにより、地域社会に
おける青少年活動を推進することを目的とする。

有

相模原市青少
年指導委員連
絡協議会補助
金交付要綱

無 有
第二次子ど
も・子育て支
援事業計画

身近な地域
で進める子
育て支援

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　相模原市青少年指導委員連絡協
議会の活動は、各青少年指導委員
の能力を高めるとともに、その能力
を効果的に活用できるよう、組織的
かつ専門的に進められており評価
できる。
　また、全地区に対する活動計画の
共有を行い、各地区での事業や活
動へのさらなる展開が見込まれ、本
市の青少年健全育成活動への期待
はより一層重要とされている中、広
域的事業にも期待が持てる。

311
さがみはら青少年チャレ
ンジ応援事業補助金

ザッツリズム
　ザッツリズム発表公演開催に向けて、相模原市民会館
ホール利用及び設備備品費、衣装代等に補助金を使途さ
せて頂く。

令和５年９月～令和６年３月 237

日時：令和5年12月23日（土）16:00～
場所：相模原市民会館ホール
来場者：約550人（キッズリズム参加者・ご家族・お友達・幼稚園小学
校、中学校他先生、相模原市民、関係者・知人友人等含む）
タイトル：SPACE TRAVEL～はやぶさ2に乗って～
演目構成：①オープニング和の踊り②はやぶさ2出発99 9出発音と
MC③ブラックホール④金星 ⑤木星 Jupiter ⑥新星⑦アラビアンな世
界～ジーニー→アラビアン→ジャファー→スピーチレス→ホールニュー
ワールド～⑧パレード挨拶

　今年は、はやぶさ2に乗って宇宙や世界を旅
する設定で公演を実施。
和の踊り・HIPHOP・JAZZ・シアター等様々な
ダンスを披露し、更に歌や演歌も盛り込んだ構
成。
　見て頂いた方から飽きずに楽しめ、あっという
間だったと高評価。
小さなお子様からシルバー世代までが観覧
SNS での呼びかけにより全国各地から知人友
人も足を運んで頂けた。

こども・若者未来局
青少年学習センター

趣旨・目的：「相模原の地域資源」を活用した青少年ならではの独創的な取
組を支援することで、青少年に活動と交流の場を提供するとともに、地域の
元気創出及びシビックプライドの向上を図ることも目的とする。
対象事業：さがみはら青少年チャレンジ応援事業選考委員会にて採択され
た事業
補助率：事業費９０パーセント以内で３０万円を上限とする。
ただし、団体の構成員の３分の２以上が学校教育法（昭和２２年法律第２６
号）に規定する生徒・学生の場合は、補助率を１００パーセントとする。

有

さがみはら青少
年チャレンジ応
援事業実施要
綱

無 無
令和５年９月～令和
６年３月

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当団体は、ダンスの発表を通して、
相模原市の特色や文化を表現し、
市の魅力を広く発信することで、地
域貢献を行うと同時に、市の地域
資源を活用することで本事業の目
的を果たした。

312
さがみはら青少年チャレ
ンジ応援事業補助金

Saltista 橋本 FC

地域の学園祭
大学生が大学の垣根を越えて、地域と学生の接点を生み
出す。
補助金は、当日の設備や使用料に使用するほか、準備段階
での備品に使用する。

令和５年９月～令和６年３月 300

今回の実績としては、世代間の交流の促進が図れたことであると考えて
いる。
相模原市の大学の団体と連携しながらも、地域の事業者や団体も巻き
込み、相互に興味を持つことにより、出店者間での交流や、来場者との
交流が生まれた。
市長に来訪していただけたことをはじめ、近隣小学校が興味を示してく
れ、延べ3000枚ほどのチラシを全校生徒に配布していただけた。（田
名、田名北、久沢、新宿）
会場はGLPアルファリンクにて行い、500名の来場者と約100名の出
店者、出演者に来場いただけた。

相模原市で「学生発の取り組み」ができたこと
は大きな成果と言える。
近隣の八王子市では過去20年に渡り、地域の
合同の学生祭が行われていたが、相模原市に
はその文化がなかったため、初めての試みでは
あったが、まずは学生を巻き込み開催できたこ
とが、長期的にみても大きな成果だと言える。
参加団体への事後ヒアリングでは、マルシェ
ブースでは認知拡大の機会や、横のつながりを
もたらし、ステージブースでは、発表機会のない
地域団体への機会提供や、学生のチームに対し
て、青春を取り戻す機会を提供できたと考えら
れる。
大人と子どもの中間にいる大学生だからこその
親しみやすさがあり、通常の催し物との差別化
ができた。
さらに、大学生という若者に地域との接点を増
やす機会ともなり、地域の担い手輩出の可能性
が高まったほか、シビックプライドの向上にも寄
与したことを考えると、社会的な貢献度は高い
のではないかと言える。

こども・若者未来局
青少年学習センター

趣旨・目的：「相模原の地域資源」を活用した青少年ならではの独創的な取
組を支援することで、青少年に活動と交流の場を提供するとともに、地域の
元気創出及びシビックプライドの向上を図ることも目的とする。
対象事業：さがみはら青少年チャレンジ応援事業選考委員会にて採択され
た事業
補助率：事業費９０パーセント以内で３０万円を上限とする。
ただし、団体の構成員の３分の２以上が学校教育法（昭和２２年法律第２６
号）に規定する生徒・学生の場合は、補助率を１００パーセントとする。

有

さがみはら青少
年チャレンジ応
援事業実施要
綱

無 無
令和５年９月～令和
６年３月

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当団体は、GLPアルファリンクで実
施したイベントを通じ、大学の垣根
を越えて地域と市内の学生との接
点を生み出し、青少年に活動と交
流の場を提供することによって本事
業の目的である、地域の元気創出
及びシビックプライドの向上を達成
することが確認できたため。

313
さがみはら青少年チャレ
ンジ応援事業補助金

HIYAKUKICHI

・補助事業の概要
地域活性化・学生の実践環境提供を目的とした、大学生が
ゼロからリノベーションした空き家で行うイベント事業。

・補助金等の使途
イベント運営にかかる宣伝費、備品購入費、機器借上料。

令和５年９月～令和６年３月 300

大学生がゼロから空き家をリノベーションをした「ヒヤクキチ」で以下の
イベントを実施。

ハロウィンイベント
「ハロウィン仮装コーナー」、「秋の料理コーナー」、「ゲームコーナー」の3
つのコンテンツを2時間ずつ実施。SNS広告・ポスティングなどの施策
により、2日間で約40名の地域の子どもをイベントに集客。西一自治会
や、地域のパン屋さんである「あいみパン」、相模原でさつまいも農家を
している2団体に協力をいただくことができた。

クリスマスイベント
「ブッシュドノエルづくり」、「オーナメント作り」、「クリスマスツリーの点
灯式」の3つのコンテンツを実施。2日間で約40名の地域の子どもをイ
ベントに集客。自作のオーナメントを自分でツリーに飾り付け点灯するこ
とで子どもたちの達成感高めることができた。

イースターイベント
「うさぎの被り物作り」、「エッグペイント」、「うさぎの蒸しパンケーキ作
り」の3つのコンテンツを実施。SNSでの伝により約20名の子どもたち
をイベントに集客。子どもたちにイースターを体験を通して知ってもらい
楽しんでもらうことができた。個人参加の子どもにも、グループで協力し
て作業を行ってもらうことで子ども同士の新たな交流を生むことができ
た。

・近年社会問題となっている空き家問題の解決
の1つの手段として、大学生による空き家の活
用という手段を新たに提示することができた。
•大学牛のみでイベントの企要・実施を行うこと
で、普段大学生が学んでいることを実践する実
践環境の提供や、若者の積極的な地域参画を
実現することができた。
・「ヒヤクキチ」という地域の新たな交流拠点を
作り出すことができた。

こども・若者未来局
青少年学習センター

趣旨・目的：「相模原の地域資源」を活用した青少年ならではの独創的な取
組を支援することで、青少年に活動と交流の場を提供するとともに、地域の
元気創出及びシビックプライドの向上を図ることも目的とする。
対象事業：さがみはら青少年チャレンジ応援事業選考委員会にて採択され
た事業
補助率：事業費９０パーセント以内で３０万円を上限とする。
ただし、団体の構成員の３分の２以上が学校教育法（昭和２２年法律第２６
号）に規定する生徒・学生の場合は、補助率を１００パーセントとする。

有

さがみはら青少
年チャレンジ応
援事業実施要
綱

無 無
令和５年９月～令和
６年３月

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当団体は、市内で課題となっている
空き家をリノベーションし、地域の
子どもたちの居場所づくりを行うこ
とで、大きく地域に貢献し、本事業
の目的を果たした。

314 子育て広場事業補助金 （福）すすきの保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：61回
参加人数：交流事業：205回・講座・研修会等：59回・園庭開放：219回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

315 子育て広場事業補助金 相模保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：26回・講座・研修会等：3回・園庭開放：241回
参加人数：交流事業：112回・講座・研修会等：28回・園庭開放：26回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

316 子育て広場事業補助金 （福）たちばな福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：91回
参加人数：交流事業：50回・講座・研修会等：12回・園庭開放：23回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

317 子育て広場事業補助金 （福）たかみ友愛会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：61回・講座・研修会等：2回・園庭開放：130回
参加人数：交流事業：288回・講座・研修会等：10回・園庭開放：60回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

318 子育て広場事業補助金 （福）せんだん保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：24回・講座・研修会等：3回・園庭開放：51回
参加人数：交流事業：83回・講座・研修会等：15回・園庭開放：19回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

319 子育て広場事業補助金 （福）ふじ福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：32回・講座・研修会等：2回・園庭開放：62回
参加人数：交流事業：63回・講座・研修会等：7回・園庭開放：138回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

320 子育て広場事業補助金 （福）晴翔会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：16回・講座・研修会等：3回・園庭開放：50回
参加人数：交流事業：88回・講座・研修会等：18回・園庭開放：68回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

321 子育て広場事業補助金 （福）たかみ友愛会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：30回・講座・研修会等：3回・園庭開放：144回
参加人数：交流事業：61回・講座・研修会等：14回・園庭開放：11回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

322 子育て広場事業補助金
（福）清水地域福祉奉仕
会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：36回・講座・研修会等：11回・園庭開放：54回
参加人数：交流事業：252回・講座・研修会等：165回・園庭開放：148
回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

323 子育て広場事業補助金 （福）ふじ福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：16回・講座・研修会等：4回・園庭開放：106回
参加人数：交流事業：0回・講座・研修会等：7回・園庭開放：71回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

324 子育て広場事業補助金 （福）相模和泉福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：25回・講座・研修会等：2回・園庭開放：142回
参加人数：交流事業：179回・講座・研修会等：31回・園庭開放：23回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

325 子育て広場事業補助金 （福）小山地域福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300  実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：4回・園庭開放：51回参加人数：交流事業：25回・講座・研修会等：40回・園庭開放：29回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

326 子育て広場事業補助金 （福）晴翔会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300  実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：3回・園庭開放：49回参加人数：交流事業：4回・講座・研修会等：74回・園庭開放：44回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

327 子育て広場事業補助金 （福）ふじ福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800  実施回数：交流事業：29回・講座・研修会等：2回・園庭開放：50回参加人数：交流事業：105回・講座・研修会等：13回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

328 子育て広場事業補助金 （福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300  実施回数：交流事業：14回・講座・研修会等：5回・園庭開放：238回参加人数：交流事業：48回・講座・研修会等：217回・園庭開放：50回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

329 子育て広場事業補助金 （福）愛翁会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800  実施回数：交流事業：21回・講座・研修会等：4回・園庭開放：228回参加人数：交流事業：8回・講座・研修会等：4回・園庭開放：8回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

330 子育て広場事業補助金 （福）小山地域福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：13回・講座・研修会等：4回・園庭開放：57回
参加人数：交流事業：28回・講座・研修会等：40回・園庭開放：38回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

331 子育て広場事業補助金 （福）篤星会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：3回・園庭開放：51回
参加人数：交流事業：18回・講座・研修会等：23回・園庭開放：20回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

332 子育て広場事業補助金
（福）清水地域福祉奉仕
会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：39回・講座・研修会等：10回・園庭開放：53回
参加人数：交流事業：145回・講座・研修会等：169回・園庭開放：195
回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

333 子育て広場事業補助金 （福）相模福祉村

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：232回
参加人数：交流事業：30回・講座・研修会等：8回・園庭開放：249回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

334 子育て広場事業補助金
（福）東香会　ののはな
文京保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：13回・講座・研修会等：5回・園庭開放：227回
参加人数：交流事業：2回・講座・研修会等：0回・園庭開放：58回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

335 子育て広場事業補助金 （福）篤星会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：0回・園庭開放：51回
参加人数：交流事業：2回・講座・研修会等：0回・園庭開放：19回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

336 子育て広場事業補助金
（福）清水地域福祉奉仕
会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：59回・講座・研修会等：4回・園庭開放：52回
参加人数：交流事業：421回・講座・研修会等：26回・園庭開放：390回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。
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※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

337 子育て広場事業補助金 （福）すぎのこ福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：12回・園庭開放：280回
参加人数：交流事業：16回・講座・研修会等：58回・園庭開放：34回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

338 子育て広場事業補助金 （福）さとり

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,100
実施回数：交流事業：19回・講座・研修会等：2回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：132回・講座・研修会等：21回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

339 子育て広場事業補助金
（福）檸檬会　レイモンド
橋本保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,100
実施回数：交流事業：32回・講座・研修会等：2回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：333回・講座・研修会等：48回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

340 子育て広場事業補助金
（福）山久会　保育園東
林間ジュニアクラブ

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：34回・講座・研修会等：2回・園庭開放：241回
参加人数：交流事業：458回・講座・研修会等：19回・園庭開放：73回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

341 子育て広場事業補助金
（福）勇能福祉会　大野
村いつきの保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：48回
参加人数：交流事業：4回・講座・研修会等：0回・園庭開放：6回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

342 子育て広場事業補助金 （福）アリス

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：14回・講座・研修会等：2回・園庭開放：136回
参加人数：交流事業：36回・講座・研修会等：6回・園庭開放：3回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

343 子育て広場事業補助金 （福）たちばな福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600
実施回数：交流事業：41回・講座・研修会等：242回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：77回・講座・研修会等：338回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

344 子育て広場事業補助金
（福）みらい　げんきっず
保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：49回
参加人数：交流事業：41回・講座・研修会等：4回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

345 子育て広場事業補助金 （福）ふじ福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：19回・講座・研修会等：2回・園庭開放：160回
参加人数：交流事業：30回・講座・研修会等：9回・園庭開放：62回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

346 子育て広場事業補助金
（福）さがみ　小さき花保
育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,159
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：243回
参加人数：交流事業：137回・講座・研修会等：26回・園庭開放：66回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

347 子育て広場事業補助金
（福）県央福祉会　あさ
みどり保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：9回・園庭開放：242回
参加人数：交流事業：85回・講座・研修会等：68回・園庭開放：2回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

348 子育て広場事業補助金 （福）篤星会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：4回・園庭開放：51回
参加人数：交流事業：39回・講座・研修会等：23回・園庭開放：16回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

349 子育て広場事業補助金 （福）さとり

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：50回・講座・研修会等：7回・園庭開放：48回
参加人数：交流事業：137回・講座・研修会等：49回・園庭開放：13回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

350 子育て広場事業補助金
（福）輝雲会　あおいそら
保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：49回
参加人数：交流事業：75回・講座・研修会等：175回・園庭開放：61回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

351 子育て広場事業補助金
（福）みらい　げんきっず
第２保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：4回・園庭開放：49回
参加人数：交流事業：38回・講座・研修会等：27回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

352 子育て広場事業補助金 （株）日本保育サービス

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：48回・講座・研修会等：4回・園庭開放：48回
参加人数：交流事業：19回・講座・研修会等：13回・園庭開放：2回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

353 子育て広場事業補助金 （株）ハグ

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：14回・講座・研修会等：2回・園庭開放：98回
参加人数：交流事業：29回・講座・研修会等：36回・園庭開放：22回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

354 子育て広場事業補助金 コンビウィズ（株）

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：0回・講座・研修会等：7回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

355 子育て広場事業補助金
（株）マミー・インターナ
ショナル

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600
実施回数：交流事業：14回・講座・研修会等：3回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：102回・講座・研修会等：34回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

356 子育て広場事業補助金 （株）グラシム

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：20回・講座・研修会等：52回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

357 子育て広場事業補助金
（福）檸檬会　レイモンド
西橋本保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：13回・講座・研修会等：2回・園庭開放：137回
参加人数：交流事業：86回・講座・研修会等：12回・園庭開放：25回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

358 子育て広場事業補助金
（株）学研ココファン・
ナーサリー

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：16回・講座・研修会等：3回・園庭開放：100回
参加人数：交流事業：88回・講座・研修会等：8回・園庭開放：8回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

359 子育て広場事業補助金
（福）みらい　げんきっず
城山保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：18回・講座・研修会等：3回・園庭開放：49回
参加人数：交流事業：97回・講座・研修会等：4回・園庭開放：7回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

360 子育て広場事業補助金 （株）サポート・スタッフ

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：29回・講座・研修会等：4回・園庭開放：97回
参加人数：交流事業：30回・講座・研修会等：71回・園庭開放：10回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

361 子育て広場事業補助金 ライクキッズ（株）

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：39回・講座・研修会等：8回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

362 子育て広場事業補助金 （株）ミューキッズ

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：7回・園庭開放：76回
参加人数：交流事業：24回・講座・研修会等：40回・園庭開放：16回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

363 子育て広場事業補助金 （株）グラシム

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：3回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：36回・講座・研修会等：70回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

364 子育て広場事業補助金 （福）追分あけぼの会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：14回・講座・研修会等：11回・園庭開放：48回
参加人数：交流事業：46回・講座・研修会等：72回・園庭開放：187回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

365 子育て広場事業補助金 （福）すぎのこ福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：242回
参加人数：交流事業：2回・講座・研修会等：4回・園庭開放：27回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

366 子育て広場事業補助金
（福）香楓会　もみじ保
育園　上矢部

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：19回・講座・研修会等：4回・園庭開放：290回
参加人数：交流事業：10回・講座・研修会等：18回・園庭開放：67回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

367 子育て広場事業補助金 ＮＰＯ法人　よもぎ会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：4回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：22回・講座・研修会等：52回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

368 子育て広場事業補助金 一般（社）シャローム

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：67回・講座・研修会等：5回・園庭開放：56回
参加人数：交流事業：9回・講座・研修会等：20回・園庭開放：4回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

369 子育て広場事業補助金
（特非）神奈川県児童福
祉協議会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：18回・講座・研修会等：10回・園庭開放：130回
参加人数：交流事業：11回・講座・研修会等：32回・園庭開放：98回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。
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370 子育て広場事業補助金
一般（社）ハックベリー
エポック保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600
実施回数：交流事業：14回・講座・研修会等：2回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：67回・講座・研修会等：4回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

371 子育て広場事業補助金
（有）スタイル・カンパ
ニー

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,100
実施回数：交流事業：13回・講座・研修会等：4回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：17回・講座・研修会等：22回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

372 子育て広場事業補助金 ライクキッズ（株）

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 400
実施回数：交流事業：14回・講座・研修会等：0回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：27回・講座・研修会等：0回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

373 子育て広場事業補助金
（株）ぽっかぽっかナー
サリー　ぽっかぽっか
ナーサリー相模原園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：3回・園庭開放：50回
参加人数：交流事業：14回・講座・研修会等：6回・園庭開放：35回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

374 子育て広場事業補助金
（福）明徳福祉会　明徳
かみつるま保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：14回・園庭開放：225回
参加人数：交流事業：0回・講座・研修会等：46回・園庭開放：26回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

375 子育て広場事業補助金 ライクキッズ（株）

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600
実施回数：交流事業：18回・講座・研修会等：2回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：44回・講座・研修会等：0回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

376 子育て広場事業補助金 （株）こどもの森

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 121
実施回数：交流事業：38回・講座・研修会等：5回・園庭開放：133回
参加人数：交流事業：38回・講座・研修会等：9回・園庭開放：166回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

377 子育て広場事業補助金 （株）アルコバレーノ

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：22回・講座・研修会等：4回・園庭開放：48回
参加人数：交流事業：0回・講座・研修会等：0回・園庭開放：5回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

378 子育て広場事業補助金 （株）グラシム

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：34回・講座・研修会等：52回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

379 子育て広場事業補助金 （株）ＭＩＲＡＴＺ

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600
実施回数：交流事業：13回・講座・研修会等：9回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：46回・講座・研修会等：21回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

380 子育て広場事業補助金 （同）Ｎｓちゅうりっぷ

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600
実施回数：交流事業：22回・講座・研修会等：2回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：86回・講座・研修会等：16回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

381 子育て広場事業補助金
（学）かみや学園　幼保
連携型認定こども園大
島幼稚園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：33回・講座・研修会等：12回・園庭開放：128回
参加人数：交流事業：800回・講座・研修会等：354回・園庭開放：758
回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

382 子育て広場事業補助金 （福）蒼生会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：81回
参加人数：交流事業：45回・講座・研修会等：33回・園庭開放：63回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

383 子育て広場事業補助金 （福）栄会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：25回・講座・研修会等：3回・園庭開放：291回
参加人数：交流事業：249回・講座・研修会等：39回・園庭開放：76回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

384 子育て広場事業補助金 （福）蒼生会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：13回・講座・研修会等：6回・園庭開放：88回
参加人数：交流事業：121回・講座・研修会等：54回・園庭開放：20回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

385 子育て広場事業補助金
（学）相模女子大学　認
定こども園相模女子大
学幼稚部

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,100
実施回数：交流事業：15回・講座・研修会等：6回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：749回・講座・研修会等：76回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

386 子育て広場事業補助金
（学）古木学園　認定こど
も園　　相模林間幼稚園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：75回・講座・研修会等：41回・園庭開放：221回
参加人数：交流事業：1836回・講座・研修会等：1022回・園庭開放：
5646回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

387 子育て広場事業補助金
（学）義澄学園　認定こど
も園相模野幼稚園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：17回・講座・研修会等：3回・園庭開放：75回
参加人数：交流事業：379回・講座・研修会等：24回・園庭開放：645
回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

388 子育て広場事業補助金 （福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：158回
参加人数：交流事業：1804回・講座・研修会等：284回・園庭開放：2回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

389 子育て広場事業補助金 （福）ふたば愛育会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：92回・講座・研修会等：14回・園庭開放：135回
参加人数：交流事業：528回・講座・研修会等：118回・園庭開放：800
回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

390 子育て広場事業補助金 （福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：24回・講座・研修会等：3回・園庭開放：207回
参加人数：交流事業：350回・講座・研修会等：19回・園庭開放：75回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

391 子育て広場事業補助金 （福）ムクドリ福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：7回・園庭開放：243回
参加人数：交流事業：13回・講座・研修会等：99回・園庭開放：24回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

392 子育て広場事業補助金 （福）大野台保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：19回・講座・研修会等：2回・園庭開放：243回
参加人数：交流事業：107回・講座・研修会等：6回・園庭開放：14回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

393 子育て広場事業補助金 （福）清水保育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：23回・講座・研修会等：3回・園庭開放：142回
参加人数：交流事業：188回・講座・研修会等：34回・園庭開放：33回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

394 子育て広場事業補助金 （福）さがみの福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：16回・講座・研修会等：4回・園庭開放：241回
参加人数：交流事業：275回・講座・研修会等：334回・園庭開放：4回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

395 子育て広場事業補助金 （福）ムクドリ福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：244回
参加人数：交流事業：91回・講座・研修会等：36回・園庭開放：250回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

396 子育て広場事業補助金 （福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：13回・講座・研修会等：3回・園庭開放：220回
参加人数：交流事業：46回・講座・研修会等：13回・園庭開放：39回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

397 子育て広場事業補助金 （福）ふたば愛育会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：75回・講座・研修会等：17回・園庭開放：128回
参加人数：交流事業：235回・講座・研修会等：141回・園庭開放：262
回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

398 子育て広場事業補助金 （福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：2回・園庭開放：241回
参加人数：交流事業：175回・講座・研修会等：21回・園庭開放：4回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

399 子育て広場事業補助金 相武台新日本こども園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：27回・講座・研修会等：131回・園庭開放：242回
参加人数：交流事業：251回・講座・研修会等：798回・園庭開放：20回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

400 子育て広場事業補助金 （福）相模厚生会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：31回・講座・研修会等：2回・園庭開放：242回
参加人数：交流事業：135回・講座・研修会等：14回・園庭開放：46回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

401 子育て広場事業補助金 （福）ムクドリ福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：21回・園庭開放：243回
参加人数：交流事業：10回・講座・研修会等：30回・園庭開放：91回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

402 子育て広場事業補助金 （福）蓬莱の会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：17回・講座・研修会等：5回・園庭開放：56回
参加人数：交流事業：132回・講座・研修会等：51回・園庭開放：62回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

403 子育て広場事業補助金 （福）たけのうち福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：43回・講座・研修会等：9回・園庭開放：64回
参加人数：交流事業：168回・講座・研修会等：57回・園庭開放：34回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

404 子育て広場事業補助金 （福）光武会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：5回・園庭開放：52回
参加人数：交流事業：182回・講座・研修会等：91回・園庭開放：383回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

405 子育て広場事業補助金
（福）菊清会　橋本りんご
こども園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：38回・講座・研修会等：6回・園庭開放：213回
参加人数：交流事業：566回・講座・研修会等：70回・園庭開放：382
回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

406 子育て広場事業補助金 たいようこども園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：13回・講座・研修会等：6回・園庭開放：187回
参加人数：交流事業：124回・講座・研修会等：99回・園庭開放：63回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

407 子育て広場事業補助金
（福）蓬莱の会　ひまわり
第２こども園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：14回・園庭開放：77回
参加人数：交流事業：165回・講座・研修会等：138回・園庭開放：111回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

408 子育て広場事業補助金
（福）菊清会　みんなの
とっぽこども園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：24回・講座・研修会等：7回・園庭開放：202回
参加人数：交流事業：62回・講座・研修会等：44回・園庭開放：37回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

409 子育て広場事業補助金 （福）たけのうち福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：34回・講座・研修会等：6回・園庭開放：243回
参加人数：交流事業：212回・講座・研修会等：34回・園庭開放：146回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

410 子育て広場事業補助金 （福）たけのうち福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：3回・園庭開放：80回
参加人数：交流事業：52回・講座・研修会等：55回・園庭開放：76回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

411 子育て広場事業補助金 （福）竹沢積慈会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：15回・講座・研修会等：2回・園庭開放：50回
参加人数：交流事業：519回・講座・研修会等：33回・園庭開放：27回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

412 子育て広場事業補助金
（福）東の会　南橋本み
たけこども園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：25回・講座・研修会等：18回・園庭開放：133回
参加人数：交流事業：99回・講座・研修会等：701回・園庭開放：157回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

413 子育て広場事業補助金
（福）東の会　西橋本み
たけこども園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：34回・講座・研修会等：2回・園庭開放：51回
参加人数：交流事業：12回・講座・研修会等：11回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

414 子育て広場事業補助金
（福）東の会　小町通み
たけこども園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：16回・講座・研修会等：4回・園庭開放：51回
参加人数：交流事業：37回・講座・研修会等：14回・園庭開放：43回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

415 子育て広場事業補助金
（福）幸会　さいわいこど
も園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：30回・講座・研修会等：8回・園庭開放：134回
参加人数：交流事業：183回・講座・研修会等：96回・園庭開放：330回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

416 子育て広場事業補助金
（学）長友学園　幼保連
携型認定こども園大沢
幼稚園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：33回・講座・研修会等：2回・園庭開放：220回
参加人数：交流事業：946回・講座・研修会等：33回・園庭開放：1222
回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

417 子育て広場事業補助金
（福）県央福祉会　幼保
連携型認定こども園若
松こども園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：13回・講座・研修会等：3回・園庭開放：142回
参加人数：交流事業：2回・講座・研修会等：43回・園庭開放：61回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

418 子育て広場事業補助金 （福）相武台福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：12回・講座・研修会等：3回・園庭開放：49回
参加人数：交流事業：62回・講座・研修会等：50回・園庭開放：2回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

419 子育て広場事業補助金

（福）横浜ＹＭＣＡ福祉会
幼保連携型認定こども
園　ＹＭＣＡオベリン保
育園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：18回・講座・研修会等：6回・園庭開放：293回
参加人数：交流事業：157回・講座・研修会等：81回・園庭開放：6回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

420 子育て広場事業補助金
（学）長友学園　幼保連
携型認定こども園　太陽
の子幼稚園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：16回・講座・研修会等：3回・園庭開放：147回
参加人数：交流事業：496回・講座・研修会等：16回・園庭開放：290回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

421 子育て広場事業補助金
（学）長友学園　幼保連
携型認定こども園　橋本
幼稚園

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：18回・講座・研修会等：2回・園庭開放：56回
参加人数：交流事業：355回・講座・研修会等：13回・園庭開放：777回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

422 子育て広場事業補助金 （福）どんぐり福祉会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 800
実施回数：交流事業：18回・講座・研修会等：4回・園庭開放：60回
参加人数：交流事業：20回・講座・研修会等：40回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

423 子育て広場事業補助金 一般（社）りとせ保育会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,100
実施回数：交流事業：13回・講座・研修会等：2回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：24回・講座・研修会等：0回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

424 子育て広場事業補助金 一般（社）りとせ保育会

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：21回・講座・研修会等：2回・園庭開放：58回
参加人数：交流事業：7回・講座・研修会等：0回・園庭開放：13回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

425 子育て広場事業補助金 （株）夢のいろ

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600
実施回数：交流事業：14回・講座・研修会等：4回・園庭開放：0回
参加人数：交流事業：223回・講座・研修会等：21回・園庭開放：0回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

426 子育て広場事業補助金
（株）ぽっかぽっかナー
サリー

（補助事業の概要）
　地域の子育て家庭に対する育児相談、園児との交流事
業、育児に関する講座・研修会等を実施する。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,300
実施回数：交流事業：24回・講座・研修会等：2回・園庭開放：48回
参加人数：交流事業：34回・講座・研修会等：10回・園庭開放：21回

子育て広場事業では、保育施設がもつ専門性
を活かした事業が行われており、多くの地域の
子育て家庭の参加がある。市からの補助金制
度によって安定して子育て広場事業が実施で
きるため、地域の子育て支援に大きな効果をあ
げている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　施設の人的・物的資源を有効に活用し、家庭で育児を行う保護者の拠り
どころとなるよう多様な子育て支援策を展開する。
（対象事業）
　地域の子育て家庭を対象とした育児に関する情報提供、育児相談、園庭
解放、交流事業、講座・研修会等
（補助率等）
交流事業（年１２回実施）：４０万
講座、研修会等（年２回実施）：２０万
園庭開放（年４０回）：２０万
専任職員加算：人件費支給実績額（上限５０万）

有
相模原市子育
て広場事業補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育所等に
おける子育
て広場事業
の実施

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育施設の有する専門的知識・技
術等を地域住民のために活用し実
施する事業は、地域子育て支援に
大きく貢献している。

427 認定保育室補助金
保育園MKちゃいるど本
園

【概要】
相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に
対し、適切
な保育を提供するため、助成金を申請する。
【使途】
認定保育室の人件費等の運営費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 7,321

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等の保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経
済的負担の軽減等が図られた。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の
軽減等を行うことにより、経営の安定化や児童
の入所促進を図り、保育を必要とする児童に対
し、適切な保育を提供することができた。

こども・若者未来局
保育課

【趣旨・目的】　相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に対
し、適切な保育が図られるとともに、職員の資質向上を図るため助成する。
【対象事業・補助率等】　相模原市認定保育室助成金のとおり

有
相模原市認定
保育室助成金
交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育室は認可保育所等に入所
できない受け皿として重要な役割
を担っており、認定保育室に対して
助成金を交付することにより、保育
環境の改善や施設の経営の安定
化、児童の入所促進等が図られ、
待機児童の解消の一助となったた
め。

428 認定保育室補助金
NPO法人篠原の里　の
びるっ子

【概要】
相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に
対し、適切
な保育を提供するため、助成金を申請する。
【使途】
認定保育室の人件費等の運営費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 8,689

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等の保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経
済的負担の軽減等が図られた。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の
軽減等を行うことにより、経営の安定化や児童
の入所促進を図り、保育を必要とする児童に対
し、適切な保育を提供することができた。

こども・若者未来局
保育課

【趣旨・目的】　相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に対
し、適切な保育が図られるとともに、職員の資質向上を図るため助成する。
【対象事業・補助率等】　相模原市認定保育室助成金のとおり

有
相模原市認定
保育室助成金
交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育室は認可保育所等に入所
できない受け皿として重要な役割
を担っており、認定保育室に対して
助成金を交付することにより、保育
環境の改善や施設の経営の安定
化、児童の入所促進等が図られ、
待機児童の解消の一助となったた
め。

429 認定保育室補助金
保育園マミーキッズ橋本
園

【概要】
相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に
対し、適切
な保育を提供するため、助成金を申請する。
【使途】
認定保育室の人件費等の運営費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 5,954

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等の保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経
済的負担の軽減等が図られた。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の
軽減等を行うことにより、経営の安定化や児童
の入所促進を図り、保育を必要とする児童に対
し、適切な保育を提供することができた。

こども・若者未来局
保育課

【趣旨・目的】　相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に対
し、適切な保育が図られるとともに、職員の資質向上を図るため助成する。
【対象事業・補助率等】　相模原市認定保育室助成金のとおり

有
相模原市認定
保育室助成金
交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育室は認可保育所等に入所
できない受け皿として重要な役割
を担っており、認定保育室に対して
助成金を交付することにより、保育
環境の改善や施設の経営の安定
化、児童の入所促進等が図られ、
待機児童の解消の一助となったた
め。

430 認定保育室補助金 SKY保育園

【概要】
相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に
対し、適切
な保育を提供するため、助成金を申請する。
【使途】
認定保育室の人件費等の運営費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 8,123

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等の保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経
済的負担の軽減等が図られた。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の
軽減等を行うことにより、経営の安定化や児童
の入所促進を図り、保育を必要とする児童に対
し、適切な保育を提供することができた。

こども・若者未来局
保育課

【趣旨・目的】　相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に対
し、適切な保育が図られるとともに、職員の資質向上を図るため助成する。
【対象事業・補助率等】　相模原市認定保育室助成金のとおり

有
相模原市認定
保育室助成金
交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育室は認可保育所等に入所
できない受け皿として重要な役割
を担っており、認定保育室に対して
助成金を交付することにより、保育
環境の改善や施設の経営の安定
化、児童の入所促進等が図られ、
待機児童の解消の一助となったた
め。

431 認定保育室補助金 高根保育園

【概要】
相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に
対し、適切
な保育を提供するため、助成金を申請する。
【使途】
認定保育室の人件費等の運営費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 10,197

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等の保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経
済的負担の軽減等が図られた。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の
軽減等を行うことにより、経営の安定化や児童
の入所促進を図り、保育を必要とする児童に対
し、適切な保育を提供することができた。

こども・若者未来局
保育課

【趣旨・目的】　相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に対
し、適切な保育が図られるとともに、職員の資質向上を図るため助成する。
【対象事業・補助率等】　相模原市認定保育室助成金のとおり

有
相模原市認定
保育室助成金
交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育室は認可保育所等に入所
できない受け皿として重要な役割
を担っており、認定保育室に対して
助成金を交付することにより、保育
環境の改善や施設の経営の安定
化、児童の入所促進等が図られ、
待機児童の解消の一助となったた
め。

432 認定保育室補助金
保育園マミーキッズ淵野
辺駅前園

【概要】
相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に
対し、適切
な保育を提供するため、助成金を申請する。
【使途】
認定保育室の人件費等の運営費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 12,047

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等の保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経
済的負担の軽減等が図られた。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の
軽減等を行うことにより、経営の安定化や児童
の入所促進を図り、保育を必要とする児童に対
し、適切な保育を提供することができた。

こども・若者未来局
保育課

【趣旨・目的】　相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に対
し、適切な保育が図られるとともに、職員の資質向上を図るため助成する。
【対象事業・補助率等】　相模原市認定保育室助成金のとおり

有
相模原市認定
保育室助成金
交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育室は認可保育所等に入所
できない受け皿として重要な役割
を担っており、認定保育室に対して
助成金を交付することにより、保育
環境の改善や施設の経営の安定
化、児童の入所促進等が図られ、
待機児童の解消の一助となったた
め。

433 認定保育室補助金 ちびっこはうす２

【概要】
相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に
対し、適切
な保育を提供するため、助成金を申請する。
【使途】
認定保育室の人件費等の運営費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 8,940

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等の保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経
済的負担の軽減等が図られた。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の
軽減等を行うことにより、経営の安定化や児童
の入所促進を図り、保育を必要とする児童に対
し、適切な保育を提供することができた。

こども・若者未来局
保育課

【趣旨・目的】　相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に対
し、適切な保育が図られるとともに、職員の資質向上を図るため助成する。
【対象事業・補助率等】　相模原市認定保育室助成金のとおり

有
相模原市認定
保育室助成金
交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育室は認可保育所等に入所
できない受け皿として重要な役割
を担っており、認定保育室に対して
助成金を交付することにより、保育
環境の改善や施設の経営の安定
化、児童の入所促進等が図られ、
待機児童の解消の一助となったた
め。

434 認定保育室補助金
清新館総合学園めばえ
保育室

【概要】
相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に
対し、適切
な保育を提供するため、助成金を申請する。
【使途】
認定保育室の人件費等の運営費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 4,719

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等の保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経
済的負担の軽減等が図られた。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の
軽減等を行うことにより、経営の安定化や児童
の入所促進を図り、保育を必要とする児童に対
し、適切な保育を提供することができた。

こども・若者未来局
保育課

【趣旨・目的】　相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に対
し、適切な保育が図られるとともに、職員の資質向上を図るため助成する。
【対象事業・補助率等】　相模原市認定保育室助成金のとおり

有
相模原市認定
保育室助成金
交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育室は認可保育所等に入所
できない受け皿として重要な役割
を担っており、認定保育室に対して
助成金を交付することにより、保育
環境の改善や施設の経営の安定
化、児童の入所促進等が図られ、
待機児童の解消の一助となったた
め。

435 認定保育室補助金 きっずるーむふぇありー

【概要】
相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に
対し、適切
な保育を提供するため、助成金を申請する。
【使途】
認定保育室の人件費等の運営費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 8,047

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等の保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経
済的負担の軽減等が図られた。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の
軽減等を行うことにより、経営の安定化や児童
の入所促進を図り、保育を必要とする児童に対
し、適切な保育を提供することができた。

こども・若者未来局
保育課

【趣旨・目的】　相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に対
し、適切な保育が図られるとともに、職員の資質向上を図るため助成する。
【対象事業・補助率等】　相模原市認定保育室助成金のとおり

有
相模原市認定
保育室助成金
交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育室は認可保育所等に入所
できない受け皿として重要な役割
を担っており、認定保育室に対して
助成金を交付することにより、保育
環境の改善や施設の経営の安定
化、児童の入所促進等が図られ、
待機児童の解消の一助となったた
め。

436 認定保育室補助金 あじさい保育園

【概要】
相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に
対し、適切
な保育を提供するため、助成金を申請する。
【使途】
認定保育室の人件費等の運営費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 9,398

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等の保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経
済的負担の軽減等が図られた。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の
軽減等を行うことにより、経営の安定化や児童
の入所促進を図り、保育を必要とする児童に対
し、適切な保育を提供することができた。

こども・若者未来局
保育課

【趣旨・目的】　相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に対
し、適切な保育が図られるとともに、職員の資質向上を図るため助成する。
【対象事業・補助率等】　相模原市認定保育室助成金のとおり

有
相模原市認定
保育室助成金
交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育室は認可保育所等に入所
できない受け皿として重要な役割
を担っており、認定保育室に対して
助成金を交付することにより、保育
環境の改善や施設の経営の安定
化、児童の入所促進等が図られ、
待機児童の解消の一助となったた
め。

437 認定保育室補助金 コスモス保育園

【概要】
相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に
対し、適切
な保育を提供するため、助成金を申請する。
【使途】
認定保育室の人件費等の運営費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 3,891

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等の保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経
済的負担の軽減等が図られた。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の
軽減等を行うことにより、経営の安定化や児童
の入所促進を図り、保育を必要とする児童に対
し、適切な保育を提供することができた。

こども・若者未来局
保育課

【趣旨・目的】　相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に対
し、適切な保育が図られるとともに、職員の資質向上を図るため助成する。
【対象事業・補助率等】　相模原市認定保育室助成金のとおり

有
相模原市認定
保育室助成金
交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育室は認可保育所等に入所
できない受け皿として重要な役割
を担っており、認定保育室に対して
助成金を交付することにより、保育
環境の改善や施設の経営の安定
化、児童の入所促進等が図られ、
待機児童の解消の一助となったた
め。

438 認定保育室補助金 わくわく保育室

【概要】
相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に
対し、適切
な保育を提供するため、助成金を申請する。
【使途】
認定保育室の人件費等の運営費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 23,033

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等の保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経
済的負担の軽減等が図られた。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の
軽減等を行うことにより、経営の安定化や児童
の入所促進を図り、保育を必要とする児童に対
し、適切な保育を提供することができた。

こども・若者未来局
保育課

【趣旨・目的】　相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に対
し、適切な保育が図られるとともに、職員の資質向上を図るため助成する。
【対象事業・補助率等】　相模原市認定保育室助成金のとおり

有
相模原市認定
保育室助成金
交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育室は認可保育所等に入所
できない受け皿として重要な役割
を担っており、認定保育室に対して
助成金を交付することにより、保育
環境の改善や施設の経営の安定
化、児童の入所促進等が図られ、
待機児童の解消の一助となったた
め。

439 認定保育室補助金 なないろキッズルーム

【概要】
相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に
対し、適切
な保育を提供するため、助成金を申請する。
【使途】
認定保育室の人件費等の運営費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 8,522

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等の保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経
済的負担の軽減等が図られた。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の
軽減等を行うことにより、経営の安定化や児童
の入所促進を図り、保育を必要とする児童に対
し、適切な保育を提供することができた。

こども・若者未来局
保育課

【趣旨・目的】　相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に対
し、適切な保育が図られるとともに、職員の資質向上を図るため助成する。
【対象事業・補助率等】　相模原市認定保育室助成金のとおり

有
相模原市認定
保育室助成金
交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育室は認可保育所等に入所
できない受け皿として重要な役割
を担っており、認定保育室に対して
助成金を交付することにより、保育
環境の改善や施設の経営の安定
化、児童の入所促進等が図られ、
待機児童の解消の一助となったた
め。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

440 認定保育室補助金 キッズスクール相模大野

【概要】
相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に
対し、適切
な保育を提供するため、助成金を申請する。
【使途】
認定保育室の人件費等の運営費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 19,874

基本保育助成費による入所児童の状況に応じた職員配置や適切な保
育の実施、保育環境改善費による保育士等の資質向上及び健康管理
等の保育環境の維持改善、保育料負担軽減助成費による保護者の経
済的負担の軽減等が図られた。

助成金により保育環境の充実や保護者負担の
軽減等を行うことにより、経営の安定化や児童
の入所促進を図り、保育を必要とする児童に対
し、適切な保育を提供することができた。

こども・若者未来局
保育課

【趣旨・目的】　相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に対
し、適切な保育が図られるとともに、職員の資質向上を図るため助成する。
【対象事業・補助率等】　相模原市認定保育室助成金のとおり

有
相模原市認定
保育室助成金
交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育室は認可保育所等に入所
できない受け皿として重要な役割
を担っており、認定保育室に対して
助成金を交付することにより、保育
環境の改善や施設の経営の安定
化、児童の入所促進等が図られ、
待機児童の解消の一助となったた
め。

441

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

ＮＰＯ法人　篠原の里
のびるっ子 のびるっ子
運営委員会

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 248
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【病児保育事業】
　　事業実施：３００，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

442

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（コスモス保育園）

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 126
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【病児保育事業】
　　事業実施：３００，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

443

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

一般（社）マリア・モン
テッソーリ子どもの家

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 84
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【病児保育事業】
　　事業実施：３００，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

444

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

一般（社）マリア・モン
テッソーリ子どもの家

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 35
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【病児保育事業】
　　事業実施：３００，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

445

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

株式会社エデューレエル
シーエー

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 425
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【病児保育事業】
　　事業実施：３００，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

446

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（医）社団若葉堂　リーフ
キッズ保育園　相模原

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 151
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【病児保育事業】
　　事業実施：３００，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。
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447

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（有）オフィスルースト

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 37
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【病児保育事業】
　　事業実施：３００，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

448
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

一般（社）マリア・モン
テッソーリ子どもの家

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 317 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

449
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（医）社団若葉堂　リーフ
キッズ保育園　相模原
(リーフキッズ保育園　相
模原)

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 150 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

450
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（学）相模中央学園
（スマイルナーサリー橘）

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 150 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

451
相模原市保育所等送迎
用バス安全装置導入支
援事業補助金

（株）エデューレエルシー
エー
ＬＣＡ国際プリスクール

（補助事業の概要）
　児童の安全確保を目的として、送迎用バスの安全装置の
設置を実施するもの
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和４年９月５日～令和６年３月３１日 350 〇装置設置台数　２台
　運行する送迎用バスに対し、安全装置の設置
ができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　送迎用バスを利用する児童の安全確保に向けた取組を強化するため、送
迎用バスの安全装置の設置を支援するもの
（対象事業）
　送迎用バスを運行している施設で、令和４年９月５日から令和６年３月３１
日までの間に、安全装置の設置に要した経費（運搬費、設置・据え付け費、
工事費を含む）とする。
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　送迎用バス１台あたり、175,000円

有

有（相模原市保
育所等送迎用
バス安全装置
導入支援事業
補助金交付要
綱）

無 無
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

送迎用バスを利用する児童の安全
確保に向けた取組が強化できてい
るため。

452
相模原市保育所等送迎
用バス安全装置導入支
援事業補助金

（株）ふぁみりあ
よつば体育幼児園

（補助事業の概要）
　児童の安全確保を目的として、送迎用バスの安全装置の
設置を実施するもの
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和４年９月５日～令和６年３月３１日 144 〇装置設置台数　１台
　運行する送迎用バスに対し、安全装置の設置
ができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　送迎用バスを利用する児童の安全確保に向けた取組を強化するため、送
迎用バスの安全装置の設置を支援するもの
（対象事業）
　送迎用バスを運行している施設で、令和４年９月５日から令和６年３月３１
日までの間に、安全装置の設置に要した経費（運搬費、設置・据え付け費、
工事費を含む）とする。
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　送迎用バス１台あたり、175,000円

有

有（相模原市保
育所等送迎用
バス安全装置
導入支援事業
補助金交付要
綱）

無 無
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

送迎用バスを利用する児童の安全
確保に向けた取組が強化できてい
るため。

453
認定保育室改修等工事
補助金

清新館総合学園めばえ
保育室

【概要】
認定保育室運営にあたり、安全な環境及び適切な保育を提
供
するため、助成金を申請する。
【使途】
認定保育室の設備修繕費「清新館総合学園めばえ保育室」

令和５年９月１５日～９月３０日 750 園舎外壁補修工事

認定保育助成事業により、入所児童に対する安
全かつ適切な環境を提供す
るために必要な修繕を行い、入所児童の安全
確保及び保育環境の改善を
図ることができた。

こども・若者未来局
保育課

【趣旨・目的】
　相模原市認定保育室に入所している保育が必要な児童に対し、適
切な保育が図られるとともに、職員の資質向上を図るため助成する。
【対象事業・補助率等】
　別紙認定保育室修繕計画書のとおり

有
相模原市認定
保育室助成金
交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

令和５年９月１５日
～９月３０日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育助成事業により、入所児
童に対する安全かつ適切な環境を
提供するために必要な修繕を行
い、入所児童の安全確保及び保育
環境の改善を図ることができたた
め。

454
コミュニティ保育促進事
業補助金

どろんこの会

（補助事業の概要）
家庭で子育てを行う保護者でグループを作り、子育てに関
する不安の解消や育児に関する知識を高める活動などを実
施する。
（補助金等の使途）
コミュニティ保育の活動に要する経費に充当する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 86 対象児童数：19人　　活動日数：61日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親
子が参加しており、交流しながら保育を行うこ
とを通して、育児知識や技術を高めている。ま
た、家庭で乳幼児の養育をしている保護者の育
児不安や孤立感などの解消手段の一つとして、
大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
地域における子育て家庭の活動を促進することを目的として、市がコミュニ
ティ保育を実施する保育グループに対し補助金を交付するもの。
（補助額）
基本額40,000円+児童加算2,400円（活動費1,600円+保険料800円）
と保育グループが実際に支出した額（100円未満切捨て）を比較していず
れか少ない額。
ただし、上限は200,000円とする。

有

相模原市コミュ
ニティ保育促進
事業補助金交
付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

地域の子育
て活動の支
援の推進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模原市内には令和５年度では９
のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子が
グループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消
に大きく貢献している。

455
コミュニティ保育促進事
業補助金

橋本パンダの会

（補助事業の概要）
家庭で子育てを行う保護者でグループを作り、子育てに関
する不安の解消や育児に関する知識を高める活動などを実
施する。
（補助金等の使途）
コミュニティ保育の活動に要する経費に充当する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 78 対象児童数：16人　　活動日数：44日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親
子が参加しており、交流しながら保育を行うこ
とを通して、育児知識や技術を高めている。ま
た、家庭で乳幼児の養育をしている保護者の育
児不安や孤立感などの解消手段の一つとして、
大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
地域における子育て家庭の活動を促進することを目的として、市がコミュニ
ティ保育を実施する保育グループに対し補助金を交付するもの。
（補助額）
基本額40,000円+児童加算2,400円（活動費1,600円+保険料800円）
と保育グループが実際に支出した額（100円未満切捨て）を比較していず
れか少ない額。
ただし、上限は200,000円とする。

有

相模原市コミュ
ニティ保育促進
事業補助金交
付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

地域の子育
て活動の支
援の推進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模原市内には令和５年度では９
のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子が
グループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消
に大きく貢献している。

456
コミュニティ保育促進事
業補助金

コミュニティ保育　わん
ぱくクラブ

（補助事業の概要）
家庭で子育てを行う保護者でグループを作り、子育てに関
する不安の解消や育児に関する知識を高める活動などを実
施する。
（補助金等の使途）
コミュニティ保育の活動に要する経費に充当する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 64 対象児童数：10人　　活動日数：41日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親
子が参加しており、交流しながら保育を行うこ
とを通して、育児知識や技術を高めている。ま
た、家庭で乳幼児の養育をしている保護者の育
児不安や孤立感などの解消手段の一つとして、
大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
地域における子育て家庭の活動を促進することを目的として、市がコミュニ
ティ保育を実施する保育グループに対し補助金を交付するもの。
（補助額）
基本額40,000円+児童加算2,400円（活動費1,600円+保険料800円）
と保育グループが実際に支出した額（100円未満切捨て）を比較していず
れか少ない額。
ただし、上限は200,000円とする。

有

相模原市コミュ
ニティ保育促進
事業補助金交
付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

地域の子育
て活動の支
援の推進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模原市内には令和５年度では９
のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子が
グループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消
に大きく貢献している。

457
コミュニティ保育促進事
業補助金

青空外あそびの会　もり
のこ

（補助事業の概要）
家庭で子育てを行う保護者でグループを作り、子育てに関
する不安の解消や育児に関する知識を高める活動などを実
施する。
（補助金等の使途）
コミュニティ保育の活動に要する経費に充当する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 90 対象児童数：21人　　活動日数：40日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親
子が参加しており、交流しながら保育を行うこ
とを通して、育児知識や技術を高めている。ま
た、家庭で乳幼児の養育をしている保護者の育
児不安や孤立感などの解消手段の一つとして、
大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
地域における子育て家庭の活動を促進することを目的として、市がコミュニ
ティ保育を実施する保育グループに対し補助金を交付するもの。
（補助額）
基本額40,000円+児童加算2,400円（活動費1,600円+保険料800円）
と保育グループが実際に支出した額（100円未満切捨て）を比較していず
れか少ない額。
ただし、上限は200,000円とする。

有

相模原市コミュ
ニティ保育促進
事業補助金交
付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

地域の子育
て活動の支
援の推進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模原市内には令和５年度では９
のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子が
グループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消
に大きく貢献している。

458
コミュニティ保育促進事
業補助金

りとる・ぱわぁー

（補助事業の概要）
家庭で子育てを行う保護者でグループを作り、子育てに関
する不安の解消や育児に関する知識を高める活動などを実
施する。
（補助金等の使途）
コミュニティ保育の活動に要する経費に充当する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 66 対象児童数：11人　　活動日数：44日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親
子が参加しており、交流しながら保育を行うこ
とを通して、育児知識や技術を高めている。ま
た、家庭で乳幼児の養育をしている保護者の育
児不安や孤立感などの解消手段の一つとして、
大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
地域における子育て家庭の活動を促進することを目的として、市がコミュニ
ティ保育を実施する保育グループに対し補助金を交付するもの。
（補助額）
基本額40,000円+児童加算2,400円（活動費1,600円+保険料800円）
と保育グループが実際に支出した額（100円未満切捨て）を比較していず
れか少ない額。
ただし、上限は200,000円とする。

有

相模原市コミュ
ニティ保育促進
事業補助金交
付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

地域の子育
て活動の支
援の推進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模原市内には令和５年度では９
のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子が
グループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消
に大きく貢献している。

459
コミュニティ保育促進事
業補助金

スマイルくらぶ

（補助事業の概要）
家庭で子育てを行う保護者でグループを作り、子育てに関
する不安の解消や育児に関する知識を高める活動などを実
施する。
（補助金等の使途）
コミュニティ保育の活動に要する経費に充当する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 74 対象児童数：14人　　活動日数：41日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親
子が参加しており、交流しながら保育を行うこ
とを通して、育児知識や技術を高めている。ま
た、家庭で乳幼児の養育をしている保護者の育
児不安や孤立感などの解消手段の一つとして、
大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
地域における子育て家庭の活動を促進することを目的として、市がコミュニ
ティ保育を実施する保育グループに対し補助金を交付するもの。
（補助額）
基本額40,000円+児童加算2,400円（活動費1,600円+保険料800円）
と保育グループが実際に支出した額（100円未満切捨て）を比較していず
れか少ない額。
ただし、上限は200,000円とする。

有

相模原市コミュ
ニティ保育促進
事業補助金交
付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

地域の子育
て活動の支
援の推進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模原市内には令和５年度では９
のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子が
グループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消
に大きく貢献している。
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No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

460
コミュニティ保育促進事
業補助金

ポップコーン

（補助事業の概要）
家庭で子育てを行う保護者でグループを作り、子育てに関
する不安の解消や育児に関する知識を高める活動などを実
施する。
（補助金等の使途）
コミュニティ保育の活動に要する経費に充当する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 102 対象児童数：26人　　活動日数：40日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親
子が参加しており、交流しながら保育を行うこ
とを通して、育児知識や技術を高めている。ま
た、家庭で乳幼児の養育をしている保護者の育
児不安や孤立感などの解消手段の一つとして、
大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
地域における子育て家庭の活動を促進することを目的として、市がコミュニ
ティ保育を実施する保育グループに対し補助金を交付するもの。
（補助額）
基本額40,000円+児童加算2,400円（活動費1,600円+保険料800円）
と保育グループが実際に支出した額（100円未満切捨て）を比較していず
れか少ない額。
ただし、上限は200,000円とする。

有

相模原市コミュ
ニティ保育促進
事業補助金交
付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

地域の子育
て活動の支
援の推進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模原市内には令和５年度では９
のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子が
グループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消
に大きく貢献している。

461
コミュニティ保育促進事
業補助金

トトロの会

（補助事業の概要）
家庭で子育てを行う保護者でグループを作り、子育てに関
する不安の解消や育児に関する知識を高める活動などを実
施する。
（補助金等の使途）
コミュニティ保育の活動に要する経費に充当する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 93 対象児童数：22人　　活動日数：46日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親
子が参加しており、交流しながら保育を行うこ
とを通して、育児知識や技術を高めている。ま
た、家庭で乳幼児の養育をしている保護者の育
児不安や孤立感などの解消手段の一つとして、
大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
地域における子育て家庭の活動を促進することを目的として、市がコミュニ
ティ保育を実施する保育グループに対し補助金を交付するもの。
（補助額）
基本額40,000円+児童加算2,400円（活動費1,600円+保険料800円）
と保育グループが実際に支出した額（100円未満切捨て）を比較していず
れか少ない額。
ただし、上限は200,000円とする。

有

相模原市コミュ
ニティ保育促進
事業補助金交
付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

地域の子育
て活動の支
援の推進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模原市内には令和５年度では９
のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子が
グループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消
に大きく貢献している。

462
コミュニティ保育促進事
業補助金

ピーターパンキッズ

（補助事業の概要）
家庭で子育てを行う保護者でグループを作り、子育てに関
する不安の解消や育児に関する知識を高める活動などを実
施する。
（補助金等の使途）
コミュニティ保育の活動に要する経費に充当する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 107 対象児童数：28人　　活動日数：42日

コミュニティ保育グループには多くの地域の親
子が参加しており、交流しながら保育を行うこ
とを通して、育児知識や技術を高めている。ま
た、家庭で乳幼児の養育をしている保護者の育
児不安や孤立感などの解消手段の一つとして、
大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
地域における子育て家庭の活動を促進することを目的として、市がコミュニ
ティ保育を実施する保育グループに対し補助金を交付するもの。
（補助額）
基本額40,000円+児童加算2,400円（活動費1,600円+保険料800円）
と保育グループが実際に支出した額（100円未満切捨て）を比較していず
れか少ない額。
ただし、上限は200,000円とする。

有

相模原市コミュ
ニティ保育促進
事業補助金交
付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

地域の子育
て活動の支
援の推進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模原市内には令和５年度では９
のコミュニティ保育グループがあ
る。自宅で子育てをしている親子が
グループをつくって活動を行ってお
り、育児不安や孤立感などの解消
に大きく貢献している。

463
相模原市保育連絡協議
会補助金

相模原市保育連絡協議
会

（補助事業の概要）
　教育・保育の質の向上、職員の資質向上、保育士確保等、
本市における保育の向上に資する事業を実施する。
（補助金等の使途）
教育・保育の質の向上に関する経費
　　　　　　　　　　　　相模原市事業大会　     850,000円
　　　　　　　　　　　　研修費　　　　　　　   　1,000,000 円
教育・保育に係る調査研究に関する経費
　　　　　　　　　　　　関ブロ保育研究大会  　 150,000円
　　　　　　　　　　　　　　同　　　負担金　　　   100,000円
　　　　　　　　　　　　全国保育研究大会　　   　40,000円
広報活動に関する経費
　　　　　　　　　　　　写真展　　　　　　　　　　  250,000円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　         計     2,390,000円
　上記経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,000

○研修体系に基づく講座…全5項目・21講座実施
○保育に関わる調査及び研究発表
　　・事業大会（保育者永年勤続表彰及び保育研究発表）
　　・関東ブロック保育研究大会への参加
○「保育の魅力発信」…写真展を区ごとに開催し、市民に保育の魅力を
発信
した。

上記活動により、相模原市における保育の質の
向上、保育に従事する
職員の資質向上及び保育士確保を図ることが
出来た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　本市における保育の質の向上、職員の資質の向上並びに喫緊の課題であ
る保育士不足の解消に向けた取組を推進することを目的とする。
（対象事業）
　職員の保育技術の向上に関する事業
　保育に係る調査研究に関する事業
　保育士確保に関する事業
（補助率等）
　予算で定める額（1,000千円）と補助対象経費のいずれか低い額

有
相模原市保育
連絡協議会補
助金交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

保育士不足の解消や保育の質の向
上など、保育現場が抱える様々な
課題の解決に向けた活動が実施さ
れ、本市保育行政の推進に大きく
寄与していることが認められるため

464 届出保育施設助成金
Manitos
International
School

(補助金事業等の概要）
児童の健康、衛生安全の観点から適切な保育の提供を行
うために、助成金を申請する
(補助金等の使途）
入所児童の健康診断料
調理・調乳担当職員保菌検査料
施設賠償責任保険料

令和5年４月1日～令和6年3月31日 10 ・施設賠償責任保険料
相模原市届出保育施設助成金事業により、入
所児童に対する適切な保育を提供をすることが
できた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　入所している保育が必要な児童に対し、適切な保育が図られるため助成
する。
（対象事業・補助率等）
　別紙補助事業等計画書のとおり

有
相模原市届出
保育施設助成
金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

令和5年４月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育助成事業の活用により、
入所児童及び職員に対する安全か
つ適切な保育環境の提供につなげ
られたため。

465 届出保育施設助成金
キッズスクール相模大野
Kinder

(補助金事業等の概要）
児童の健康、衛生安全の観点から適切な保育の提供を行
うために、助成金を申請する
(補助金等の使途）
入所児童の健康診断料
調理・調乳担当職員保菌検査料
施設賠償責任保険料

令和5年４月1日～令和6年3月31日 35 ・施設賠償責任保険料・入所児童の健康診断料
相模原市届出保育施設助成金事業により、入
所児童に対する適切な保育を提供をすることが
できた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　入所している保育が必要な児童に対し、適切な保育が図られるため助成
する。
（対象事業・補助率等）
　別紙補助事業等計画書のとおり

有
相模原市届出
保育施設助成
金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

令和5年４月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育助成事業の活用により、
入所児童及び職員に対する安全か
つ適切な保育環境の提供につなげ
られたため。

466 届出保育施設助成金 LCA国際プリスクール

(補助金事業等の概要）
児童の健康、衛生安全の観点から適切な保育の提供を行
うために、助成金を申請する
(補助金等の使途）
入所児童の健康診断料
調理・調乳担当職員保菌検査料
施設賠償責任保険料

令和5年４月1日～令和6年3月31日 10 ・施設賠償責任保険料
相模原市届出保育施設助成金事業により、入
所児童に対する適切な保育を提供をすることが
できた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　入所している保育が必要な児童に対し、適切な保育が図られるため助成
する。
（対象事業・補助率等）
　別紙補助事業等計画書のとおり

有
相模原市届出
保育施設助成
金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

令和5年４月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育助成事業の活用により、
入所児童及び職員に対する安全か
つ適切な保育環境の提供につなげ
られたため。

467 届出保育施設助成金
幼児保育研究所めだか
子供の家

(補助金事業等の概要）
児童の健康、衛生安全の観点から適切な保育の提供を行
うために、助成金を申請する
(補助金等の使途）
入所児童の健康診断料
調理・調乳担当職員保菌検査料
施設賠償責任保険料

令和5年４月1日～令和6年3月31日 14 ・調乳担当職員保菌検査料・施設賠償責任保険料
相模原市届出保育施設助成金事業により、入
所児童に対する適切な保育を提供をすることが
できた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　入所している保育が必要な児童に対し、適切な保育が図られるため助成
する。
（対象事業・補助率等）
　別紙補助事業等計画書のとおり

有
相模原市届出
保育施設助成
金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

令和5年４月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育助成事業の活用により、
入所児童及び職員に対する安全か
つ適切な保育環境の提供につなげ
られたため。

468 届出保育施設助成金
一般社団法人マリア・モ
ンテッソーリ子どもの家

(補助金事業等の概要）
児童の健康、衛生安全の観点から適切な保育の提供を行
うために、助成金を申請する
(補助金等の使途）
入所児童の健康診断料
調理・調乳担当職員保菌検査料
施設賠償責任保険料

令和5年４月1日～令和6年3月31日 24
・入所児童の健康診断料・調乳担当職員保菌検査料・施設賠償責任保
険料

相模原市届出保育施設助成金事業により、入
所児童に対する適切な保育を提供をすることが
できた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　入所している保育が必要な児童に対し、適切な保育が図られるため助成
する。
（対象事業・補助率等）
　別紙補助事業等計画書のとおり

有
相模原市届出
保育施設助成
金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

令和5年４月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育助成事業の活用により、
入所児童及び職員に対する安全か
つ適切な保育環境の提供につなげ
られたため。

469 届出保育施設助成金
一般社団法人マリア・モ
ンテッソーリ子どもの家
分園

(補助金事業等の概要）
児童の健康、衛生安全の観点から適切な保育の提供を行
うために、助成金を申請する
(補助金等の使途）
入所児童の健康診断料
調理・調乳担当職員保菌検査料
施設賠償責任保険料

令和5年４月1日～令和6年3月31日 19
・入所児童の健康診断料・調乳担当職員保菌検査料・施設賠償責任保
険料

相模原市届出保育施設助成金事業により、入
所児童に対する適切な保育を提供をすることが
できた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　入所している保育が必要な児童に対し、適切な保育が図られるため助成
する。
（対象事業・補助率等）
　別紙補助事業等計画書のとおり

有
相模原市届出
保育施設助成
金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

令和5年４月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

認定保育助成事業の活用により、
入所児童及び職員に対する安全か
つ適切な保育環境の提供につなげ
られたため。

470
保育センター運営費補
助金

学校法人　白峰学園

【事業概要】
　　学校法人白峰学園が運営する保育センターにおいて保
育関係者を対象とした研修・研究事業、情報提供等を行う
ことにより児童福祉の向上を図ることを目的に保育センター
の事業の実施に要する費用を補助するもの。

【補助金等の使途】
　保育関係者の為、総合的機能を持つ保育センターが研
修・研究事業を円滑に維持管理し、もって児童福祉の発展
の為に寄与し、次の事業を行う。
（１）研修事業
（２）調査研究事業等
（３）情報提供事業
（４）連絡調整・運営等

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,032 保育士等キャリアアップ研修、その他研修・・・全１２講座実施

1983年より40年以上にわたり、神奈川県内の
現役の保育士等を対象として、年間を通して（6
月から2月の9ヵ月間にわたり）保育全般の研
修事業を実施している。
令和５年度からは、「保育士等キャリアアップ研
修」の研修体系（ガイドライン）に沿う形で、「3時
間×5回」の15時間を1セット（1分野）の研修と
し、それを７分野開設する形で実施した。年間
の実施研修回数は合計51回で、研修の延べ参
加者数は、県内全域からは11,622名で、相模
原市からは149名であった。

こども・若者未来局
保育課

１　学校法人白峰学園が運営する保育センターにおいて保育関係者を対象
とした研修・研究事業、情報提供等を行うことにより児童福祉の向上を図る
ことを目的に保育センターの事業の実施に要する費用を補助するもの。
２　（１）研修事業（２）調査研究事業等（３）情報提供事業（４）連絡調整・運営
等
３保育センターの事業の実施に要する費用

有

相模原市学校
法人白峰学園
保育センター運
営費補助金交
付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

子どもに寄
り添う人の
確保と研修
の充実

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

１２講座、11,622名の受講者があ
り、そのうち本市で勤務する職員は
公立50名、私立99名、計149名が
受講した。
また、初任者から中堅、経営層を対
象とする幅広い講座が展開されて
おり、受講者が各園において保育
を実践する中で保育の質の向上に
寄与しているものと評価できる。

471
相模原市保育所等送迎
用バス安全装置導入支
援事業補助金

（学）かみや学園　幼保
連携型認定こども園大
島幼稚園

（補助事業の概要）
　児童の安全確保を目的として、送迎用バスの安全装置の
設置を実施するもの
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和４年９月５日～令和６年３月３１日 514 〇装置設置台数　３台
　運行する送迎用バスに対し、安全装置の設置
ができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　送迎用バスを利用する児童の安全確保に向けた取組を強化するため、送
迎用バスの安全装置の設置を支援するもの
（対象事業）
　送迎用バスを運行している施設で、令和４年９月５日から令和６年３月３１
日までの間に、安全装置の設置に要した経費（運搬費、設置・据え付け費、
工事費を含む）とする。
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　送迎用バス１台あたり、175,000円

有

有（相模原市保
育所等送迎用
バス安全装置
導入支援事業
補助金交付要
綱）

無 無
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

送迎用バスを利用する児童の安全
確保に向けた取組が強化できてい
るため。

472
相模原市保育所等送迎
用バス安全装置導入支
援事業補助金

（福）栄会　誠心こども園

（補助事業の概要）
　児童の安全確保を目的として、送迎用バスの安全装置の
設置を実施するもの
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和４年９月５日～令和６年３月３１日 350 〇装置設置台数　２台
　運行する送迎用バスに対し、安全装置の設置
ができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　送迎用バスを利用する児童の安全確保に向けた取組を強化するため、送
迎用バスの安全装置の設置を支援するもの
（対象事業）
　送迎用バスを運行している施設で、令和４年９月５日から令和６年３月３１
日までの間に、安全装置の設置に要した経費（運搬費、設置・据え付け費、
工事費を含む）とする。
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　送迎用バス１台あたり、175,000円

有

有（相模原市保
育所等送迎用
バス安全装置
導入支援事業
補助金交付要
綱）

無 無
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

送迎用バスを利用する児童の安全
確保に向けた取組が強化できてい
るため。
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473
相模原市保育所等送迎
用バス安全装置導入支
援事業補助金

（学）相模女子大学　認
定こども園相模女子大
学幼稚部

（補助事業の概要）
　児童の安全確保を目的として、送迎用バスの安全装置の
設置を実施するもの
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和４年９月５日～令和６年３月３１日 525 〇装置設置台数　３台
　運行する送迎用バスに対し、安全装置の設置
ができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　送迎用バスを利用する児童の安全確保に向けた取組を強化するため、送
迎用バスの安全装置の設置を支援するもの
（対象事業）
　送迎用バスを運行している施設で、令和４年９月５日から令和６年３月３１
日までの間に、安全装置の設置に要した経費（運搬費、設置・据え付け費、
工事費を含む）とする。
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　送迎用バス１台あたり、175,000円

有

有（相模原市保
育所等送迎用
バス安全装置
導入支援事業
補助金交付要
綱）

無 無
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

送迎用バスを利用する児童の安全
確保に向けた取組が強化できてい
るため。

474
相模原市保育所等送迎
用バス安全装置導入支
援事業補助金

（学）古木学園　認定こど
も園　　相模林間幼稚園

（補助事業の概要）
　児童の安全確保を目的として、送迎用バスの安全装置の
設置を実施するもの
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和４年９月５日～令和６年３月３１日 347 〇装置設置台数　２台
　運行する送迎用バスに対し、安全装置の設置
ができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　送迎用バスを利用する児童の安全確保に向けた取組を強化するため、送
迎用バスの安全装置の設置を支援するもの
（対象事業）
　送迎用バスを運行している施設で、令和４年９月５日から令和６年３月３１
日までの間に、安全装置の設置に要した経費（運搬費、設置・据え付け費、
工事費を含む）とする。
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　送迎用バス１台あたり、175,000円

有

有（相模原市保
育所等送迎用
バス安全装置
導入支援事業
補助金交付要
綱）

無 無
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

送迎用バスを利用する児童の安全
確保に向けた取組が強化できてい
るため。

475
相模原市保育所等送迎
用バス安全装置導入支
援事業補助金

（学）義澄学園　認定こど
も園相模野幼稚園

（補助事業の概要）
　児童の安全確保を目的として、送迎用バスの安全装置の
設置を実施するもの
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和４年９月５日～令和６年３月３１日 524 〇装置設置台数　３台
　運行する送迎用バスに対し、安全装置の設置
ができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　送迎用バスを利用する児童の安全確保に向けた取組を強化するため、送
迎用バスの安全装置の設置を支援するもの
（対象事業）
　送迎用バスを運行している施設で、令和４年９月５日から令和６年３月３１
日までの間に、安全装置の設置に要した経費（運搬費、設置・据え付け費、
工事費を含む）とする。
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　送迎用バス１台あたり、175,000円

有

有（相模原市保
育所等送迎用
バス安全装置
導入支援事業
補助金交付要
綱）

無 無
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

送迎用バスを利用する児童の安全
確保に向けた取組が強化できてい
るため。

476
相模原市保育所等送迎
用バス安全装置導入支
援事業補助金

（学）長友学園　幼保連
携型認定こども園大沢
幼稚園

（補助事業の概要）
　児童の安全確保を目的として、送迎用バスの安全装置の
設置を実施するもの
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和４年９月５日～令和６年３月３１日 525 〇装置設置台数　３台
　運行する送迎用バスに対し、安全装置の設置
ができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　送迎用バスを利用する児童の安全確保に向けた取組を強化するため、送
迎用バスの安全装置の設置を支援するもの
（対象事業）
　送迎用バスを運行している施設で、令和４年９月５日から令和６年３月３１
日までの間に、安全装置の設置に要した経費（運搬費、設置・据え付け費、
工事費を含む）とする。
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　送迎用バス１台あたり、175,000円

有

有（相模原市保
育所等送迎用
バス安全装置
導入支援事業
補助金交付要
綱）

無 無
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

送迎用バスを利用する児童の安全
確保に向けた取組が強化できてい
るため。

477
相模原市保育所等送迎
用バス安全装置導入支
援事業補助金

（学）長友学園　幼保連
携型認定こども園　太陽
の子幼稚園

（補助事業の概要）
　児童の安全確保を目的として、送迎用バスの安全装置の
設置を実施するもの
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和４年９月５日～令和６年３月３１日 525 〇装置設置台数　３台
　運行する送迎用バスに対し、安全装置の設置
ができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　送迎用バスを利用する児童の安全確保に向けた取組を強化するため、送
迎用バスの安全装置の設置を支援するもの
（対象事業）
　送迎用バスを運行している施設で、令和４年９月５日から令和６年３月３１
日までの間に、安全装置の設置に要した経費（運搬費、設置・据え付け費、
工事費を含む）とする。
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　送迎用バス１台あたり、175,000円

有

有（相模原市保
育所等送迎用
バス安全装置
導入支援事業
補助金交付要
綱）

無 無
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

送迎用バスを利用する児童の安全
確保に向けた取組が強化できてい
るため。

478
相模原市保育所等送迎
用バス安全装置導入支
援事業補助金

（学）長友学園　幼保連
携型認定こども園　橋本
幼稚園

（補助事業の概要）
　児童の安全確保を目的として、送迎用バスの安全装置の
設置を実施するもの
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和４年９月５日～令和６年３月３１日 525 〇装置設置台数　３台
　運行する送迎用バスに対し、安全装置の設置
ができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　送迎用バスを利用する児童の安全確保に向けた取組を強化するため、送
迎用バスの安全装置の設置を支援するもの
（対象事業）
　送迎用バスを運行している施設で、令和４年９月５日から令和６年３月３１
日までの間に、安全装置の設置に要した経費（運搬費、設置・据え付け費、
工事費を含む）とする。
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　送迎用バス１台あたり、175,000円

有

有（相模原市保
育所等送迎用
バス安全装置
導入支援事業
補助金交付要
綱）

無 無
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

送迎用バスを利用する児童の安全
確保に向けた取組が強化できてい
るため。

479
保育士資格取得支援事
業補助金

社会福祉法人　たけのう
ち福祉会

【事業概要】
幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれか一方のみ有
するものが、特例措置により幼保連携型認定こども園にお
いて保育教諭として勤務している場合にはもう一方の資格
取得に係る経費の一部を補助する。
【補助金の使途】
受講料・代替人件費

R5年度中 43
補助金の交付を受けて、幼稚園教諭免許状しか保有していない者に対
し、保育士資格の取得促進を行った。

補助金を利用して資格取得支援を行い、保育
の質の向上及び地域の待機児童・保留児童解
消の推進につながった。

こども・若者未来局
保育課

1　幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれか一方のみ有するものが、
特例措置により幼保連携型認定こども園において保育教諭として勤務して
いる場合にはもう一方の資格取得に係る経費の一部を補助する。
２　資格取得に係る受講料・代替人件費
３　受講料等の額に２分の１を乗じて得た額で、１００，０００円を上限。代替
人件費の代替した日数（１０日間を上限）に６，３９０円を乗じて得た額

有

相模原市保育
教諭確保のため
の資格取得支
援事業補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業を行ったことにより、保育教
育の質の向上につながり、地域の
待機児童、保留児童の解消の一助
となったため。

480
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（福）東の会　南橋本み
たけこども園

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 461 賃貸料等支払実績：621,677円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

481
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（福）たちばな福祉会
（RISSHO KID'Sきら
り）

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,870 賃貸料等支払実績）：2,502,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

482
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（福）たちばな福祉会（立
正保育園）

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 528 賃貸料等支払実績）：708,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

483
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（福）檸檬会　レイモンド
西橋本保育園

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,848 賃貸料等支払実績：2,472,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

484
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（福）すぎのこ福祉会（は
らから保育園）

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 540 賃貸料等支払実績：732,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

485
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（福）すぎのこ福祉会（古
淵保育園）

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 648 賃貸料等支払実績：864,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

486
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,240 賃貸料等支払実績：4,320,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

487
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（福）たけのうち福祉会
（たけのうちこども園）

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,116 賃貸料等支払実績：1,506,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

488
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（福）たけのうち福祉会
（相生こども園）

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 540 賃貸料等支払実績：732,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

489
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（株）マミー・インターナ
ショナル

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 75 賃貸料等支払実績：101,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

490
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

ライクキッズ（株）（にじい
ろ保育園上鶴間本町）

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 552 賃貸料等支払実績：774,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

491
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

ライクキッズ（株）（にじい
ろ保育園古淵）

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 576 賃貸料等支払実績：780,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

492
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（株）エクシオジャパン
サンライズキッズ保育園
相模原園

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 516 賃貸料等支払実績：702,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

493
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（福）蒼生会

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 648 賃貸料等支払実績：864,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

494
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（福）県央福祉会　あさ
みどり保育園

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 511 賃貸料等支払実績：690,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

495
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（福）県央福祉会　幼保
連携型認定こども園若
松こども園

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600 賃貸料等支払実績：804,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

496
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（株）みらい

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 648 賃貸料等支払実績：864,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

497
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（株）ふぁみりあ

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 564 賃貸料等支払実績：756,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

498
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（福）東香会　ののはな
文京保育園

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 624 賃貸料等支払実績：840,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

499
相模原市保育士宿舎借
上げ支援事業補助金

（福）相模厚生会

（補助事業の概要）
　　保育士用宿舎の借上げ
（補助金等の使途）
　　保育士用宿舎に係る賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 594 賃貸料等支払実績：847,000円
　本事業により、保育従事職員の確保、定着及
び離職防止を図り、安定した保育所の運営を行
うことができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　保育士用の宿舎の借上げに要する経費の一部を補助することにより、保
育士の確保及び離職防止を図る。
（対象経費）
　保育士宿舎の借上げに要する賃借料及び共益費（管理費）
（補助率）
　対象経費(賃料・共益費から保育士負担額を除いた額)の３/４（月額補助
上限：５４，０００円/人）

有

相模原市保育
士宿舎借上げ
支援事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本補助金の活用により、保育士の
確保や離職防止など、喫緊の課題
である保育士不足の解消に向けて
一定の成果が得られたものの判断
したため。

500

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）たかみ友愛会

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 143
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

501

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）たかみ友愛会

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 344
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

502

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）小山地域福祉会

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 209
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

503

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）小山地域福祉会

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 234
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

504

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）相模福祉村

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 153
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

505

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）檸檬会　レイモンド
橋本保育園

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 18
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。
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506

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）山久会　保育園東
林間ジュニアクラブ

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 39
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

507

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）勇能福祉会　大野
村いつきの保育園

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 25
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

508

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）さとり

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 112
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

509

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（株）日本保育サービス

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 91
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

510

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（株）ハグ

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 19
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。
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511

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）檸檬会　レイモンド
西橋本保育園

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 66
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

512

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（株）サポート・スタッフ

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 37
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

513

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）香楓会　もみじ保
育園　上矢部

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 22
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

514

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

ＮＰＯ法人　よもぎ会

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 55
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

515

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

一般（社）シャローム

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 559
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

516

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（有）スタイル・カンパ
ニー

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 306
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

517

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（株）ぽっかぽっかナー
サリー　ぽっかぽっか
ナーサリー相模原園

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 106
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

518

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）明徳福祉会　明徳
かみつるま保育園

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 83
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

519

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（株）こどもの森

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 43
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

520

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（学）かみや学園　幼保
連携型認定こども園大
島幼稚園

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 75
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

521

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）栄会

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 165
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

522

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 107
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

523

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 154
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

524

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 50
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

525

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）幸会　さいわいこど
も園

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 203
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。
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「その他」
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左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

526

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（学）長友学園　幼保連
携型認定こども園大沢
幼稚園

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 118
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

527

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（学）長友学園　幼保連
携型認定こども園　太陽
の子幼稚園

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 100
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

528

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（学）長友学園　幼保連
携型認定こども園　橋本
幼稚園

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 64
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

529

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

一般（社）りとせ保育会

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 766
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

530

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

一般（社）りとせ保育会

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 618
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。
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531

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（株）夢のいろ

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 78
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

532

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（株）ぽっかぽっかナー
サリー

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 104
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

533

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（株）木下の保育

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 22
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

534

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

一般（社）りとせ保育会

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 93
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

535

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

一般（社）りとせ保育会

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 140
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。
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536

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（学）八木学園

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 76
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

537

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

一般（社）りとせ保育会

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 159
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

538

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（株）エクシオジャパン
サンライズキッズ保育園
相模原園

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 86
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

539

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（株）みらい

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 10
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

540

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（株）きぼう　ｙｙ

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 31
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。
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541

相模原市民間保育所等
新型コロナウイルス感染
症事業継続支援事業補
助金

（福）相模福祉村

（補助事業の概要）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した
場合に、感染症対策の徹底を図りながら事業を継続してい
くために必要な事業。
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 67
　感染症対策の徹底を図りながら事業を継続していくため、事業を実施
した。

新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等
が発生した場合に、感染症対策の徹底を図りな
がら事業を継続して実施することで、保育を必
要とする家庭への支援に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者等が発生した場合に、感染症
対策の徹底を図りながら事業を継続していくために必要な経費を補助す
る。
（対象事業）
　１　緊急時の職員確保に係る経費
　２　職場環境の復旧・環境整備等に係る費用
（補助率等）
　対象経費の実支出額と各基準額の低い方の金額
　〈各基準額〉
　Ⅰ保育対策総合支援事業補助金
　　【通常保育分】
　　(１)　定員１９人以下：３００，０００円
　　(２)　定員２０人以上５９人以下：４００，０００円
　　(３)　定員６０人以上：５００，０００円
　Ⅱ子ども・子育て支援交付金分
　　【延長保育事業】
　　(１)定員１９人以下：１５０，０００円
　　(2)定員２０人以上５９人以下：２００，０００円
　　(3)定員６０人以上：２５０，０００円
　　【一時預かり事業】
　　事業実施：３００，０００円

有

相模原市民間
保育所等新型コ
ロナウイルス感
染症事業継続
支援事業補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　感染症対策の徹底を図りながら
事業を継続していくことで、保育を
必要とする家庭の支援に貢献して
いる。

542
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）たちばな福祉会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 560 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

543
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）清水地域福祉奉仕
会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 785 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

544
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）小山地域福祉会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 525 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

545
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）小山地域福祉会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 525 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

546
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）清水地域福祉奉仕
会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 538 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

547
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（株）サポート・スタッフ

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 785 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

548
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）蒼生会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 525 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

549
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）大野台保育園

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 187 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

550
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）晴翔会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 371 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

551
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）アリス

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 675 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

552
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（学）相模中央学園　ス
マイルナーサリー八雲

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 525 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。
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553
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（株）ふぁみりあ

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 518 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

554
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（株）ふぁみりあ

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 512 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

555
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（株）アリス

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 785 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

556
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

一般（社）りとせ保育会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 437 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

557
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

一般（社）りとせ保育会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 443 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

558
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）相模福祉村

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 785 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

559
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）相模和泉福祉会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 304 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

560
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（株）ぽっかぽっかナー
サリー　ぽっかぽっか
ナーサリー相模原園

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 675 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

561
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）明徳福祉会　明徳
かみつるま保育園

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 785 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

562
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）相模厚生会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 675 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

563
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（株）ファースト

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 146 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

564
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 785 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

565
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）幸会　さいわいこど
も園

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 710 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

566
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）清水地域福祉奉仕
会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 785 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。
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及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期
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（千円）
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国・県
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※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

567
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（株）グラシム

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 525 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

568
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（株）グラシム

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 525 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

569
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（株）ＭＩＲＡＴＺ

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 525 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

570
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）晴翔会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 369 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

571
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

一般（社）シャローム

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 785 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

572
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）光武会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 696 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

573
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（株）モード・プランニン
グ・ジャパン

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 675 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

574
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（株）モード・プランニン
グ・ジャパン

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 675 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

575
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（株）モード・プランニン
グ・ジャパン

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 675 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

576
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）篤星会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 335 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

577
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（株）こどもの森

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 355 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

578
相模原市民間保育所等Ｉ
ＣＴ化推進等事業補助
金

（福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減を図る取
組等
（補助金等の使途）
　事業の実施に要する経費に補助金を充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 525 　保育士等の業務負担を軽減するためにシステムを導入した。

　業務のＩＣＴ化を推進することにより、保育士
等の業務負担の軽減を図り、人的ミスによる事
故発生の防止等、より安心・安全な保育に繋げ
るとともに、業務を効率化することにより、よりき
め細やかな保育を提供する等、保育の質の向
上に繋げることができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　　ＩＣＴの導入を推進し、保育従事者等の負担軽減等により、認可外保育
施設における安心・安全の更なる徹底を図る
（対象事業）
　　保育従事者の業務負担の軽減に資する機能を有するシステムを導入す
るために要した初期費用
（補助率）
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入する場合　４／５
　園児の登園及び降園の管理に関する機能を導入しない場合　３／４

有

相模原市民間
保育所等ＩＣＴ
化推進等事業
補助金交付要
綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ＩＣＴの導入を支援することで、よ
り安全で質の高い保育の実施に貢
献している。

579
民間保育所借入償還金
補助金

（福）せんだん保育園
（事業の概要）民間保育所の施設整備及び設備整備に伴う
借入金の約定返済元金及び約定返済利子に対し、当該法
人に対し補助を行う。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,345 増改築
市からの補助制度によって安定的な施設運営
など大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

　社会福祉法人が保育所の建設に伴う借入金の償還（元金、利子）に要す
る費用に対しその一部を助成することにより、民間保育所の施設整備及び
設備整備を促進し、増加する保育需要、施設の老朽化に対応するもの

有
民間保育所借
入償還金補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当該補助を行うことで、安定的な保
育施設の運営がなされている。

580
民間保育所借入償還金
補助金

（福）小山地域福祉会
（たけの子第２保育園）

（事業の概要）民間保育所の施設整備及び設備整備に伴う
借入金の約定返済元金及び約定返済利子に対し、当該法
人に対し補助を行う。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 672 新設
市からの補助制度によって安定的な施設運営
など大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

　社会福祉法人が保育所の建設に伴う借入金の償還（元金、利子）に要す
る費用に対しその一部を助成することにより、民間保育所の施設整備及び
設備整備を促進し、増加する保育需要、施設の老朽化に対応するもの

有
民間保育所借
入償還金補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当該補助を行うことで、安定的な保
育施設の運営がなされている。

581
民間保育所借入償還金
補助金

（福）小山地域福祉会
（たけの子保育園）

（事業の概要）民間保育所の施設整備及び設備整備に伴う
借入金の約定返済元金及び約定返済利子に対し、当該法
人に対し補助を行う。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4,923 増改築
市からの補助制度によって安定的な施設運営
など大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

　社会福祉法人が保育所の建設に伴う借入金の償還（元金、利子）に要す
る費用に対しその一部を助成することにより、民間保育所の施設整備及び
設備整備を促進し、増加する保育需要、施設の老朽化に対応するもの

有
民間保育所借
入償還金補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当該補助を行うことで、安定的な保
育施設の運営がなされている。

582
民間保育所借入償還金
補助金

（福）菊清会　橋本りんご
こども園

（事業の概要）民間保育所の施設整備及び設備整備に伴う
借入金の約定返済元金及び約定返済利子に対し、当該法
人に対し補助を行う。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4,965 新設
市からの補助制度によって安定的な施設運営
など大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

　社会福祉法人が保育所の建設に伴う借入金の償還（元金、利子）に要す
る費用に対しその一部を助成することにより、民間保育所の施設整備及び
設備整備を促進し、増加する保育需要、施設の老朽化に対応するもの

有
民間保育所借
入償還金補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当該補助を行うことで、安定的な保
育施設の運営がなされている。

583
民間保育所借入償還金
補助金

（福）さがみの福祉会
（事業の概要）民間保育所の施設整備及び設備整備に伴う
借入金の約定返済元金及び約定返済利子に対し、当該法
人に対し補助を行う。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,268 増改築
市からの補助制度によって安定的な施設運営
など大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

　社会福祉法人が保育所の建設に伴う借入金の償還（元金、利子）に要す
る費用に対しその一部を助成することにより、民間保育所の施設整備及び
設備整備を促進し、増加する保育需要、施設の老朽化に対応するもの

有
民間保育所借
入償還金補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当該補助を行うことで、安定的な保
育施設の運営がなされている。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

584
民間保育所借入償還金
補助金

（福）ムクドリ福祉会
（事業の概要）民間保育所の施設整備及び設備整備に伴う
借入金の約定返済元金及び約定返済利子に対し、当該法
人に対し補助を行う。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,103 新設
市からの補助制度によって安定的な施設運営
など大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

　社会福祉法人が保育所の建設に伴う借入金の償還（元金、利子）に要す
る費用に対しその一部を助成することにより、民間保育所の施設整備及び
設備整備を促進し、増加する保育需要、施設の老朽化に対応するもの

有
民間保育所借
入償還金補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当該補助を行うことで、安定的な保
育施設の運営がなされている。

585
民間保育所借入償還金
補助金

（福）新日本学園
（事業の概要）民間保育所の施設整備及び設備整備に伴う
借入金の約定返済元金及び約定返済利子に対し、当該法
人に対し補助を行う。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 8,408 新設
市からの補助制度によって安定的な施設運営
など大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

　社会福祉法人が保育所の建設に伴う借入金の償還（元金、利子）に要す
る費用に対しその一部を助成することにより、民間保育所の施設整備及び
設備整備を促進し、増加する保育需要、施設の老朽化に対応するもの

有
民間保育所借
入償還金補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当該補助を行うことで、安定的な保
育施設の運営がなされている。

586
民間保育所借入償還金
補助金

（福）東の会  南橋本み
たけこども園

（事業の概要）民間保育所の施設整備及び設備整備に伴う
借入金の約定返済元金及び約定返済利子に対し、当該法
人に対し補助を行う。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,019 新設
市からの補助制度によって安定的な施設運営
など大きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

　社会福祉法人が保育所の建設に伴う借入金の償還（元金、利子）に要す
る費用に対しその一部を助成することにより、民間保育所の施設整備及び
設備整備を促進し、増加する保育需要、施設の老朽化に対応するもの

有
民間保育所借
入償還金補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当該補助を行うことで、安定的な保
育施設の運営がなされている。

587
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）たちばな福祉会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,841 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

588
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）篤星会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 458 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

589
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）さとり

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,574 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

590
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）檸檬会　レイモンド
橋本保育園

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,282 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

591
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）たちばな福祉会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,225 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

592
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）ふじ福祉会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 7,475 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

593
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）県央福祉会　あさ
みどり保育園

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,193 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

594
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）追分あけぼの会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4,497 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

595
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）みらい　げんきっず
第２保育園

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,947 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

596
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（株）日本保育サービス

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 996 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

597
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（株）マミー・インターナ
ショナル

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4,209 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

598
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（株）夢のいろ

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,011 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

599
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（株）グラシム

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 204 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

600
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）檸檬会　レイモンド
西橋本保育園

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,695 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

601
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（株）ぽっかぽっかナー
サリー

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,047 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

602
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）みらい　げんきっず
城山保育園

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 185 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

603
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

ライクキッズ（株）

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,375 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

604
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（株）グラシム

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,339 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

605
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）追分あけぼの会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,086 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

606
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4,937 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

607
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）すぎのこ福祉会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,088 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

608
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）香楓会　もみじ保
育園　上矢部

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,254 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

609
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

一般（社）シャローム

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 892 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

610
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（特非）神奈川県児童福
祉協議会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,751 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

611
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（株）モード・プランニン
グ・ジャパン

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,360 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

612
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（株）モード・プランニン
グ・ジャパン

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,675 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

613
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

ライクキッズ（株）

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 430 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

614
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（株）ぽっかぽっかナー
サリー　ぽっかぽっか
ナーサリー相模原園

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,952 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

615
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（株）モード・プランニン
グ・ジャパン

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,556 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

616
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

ライクキッズ（株）

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,754 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

617
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（株）アルコバレーノ

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 788 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

618
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）横浜ＹＭＣＡ福祉会
幼保連携型認定こども
園　ＹＭＣＡオベリン保
育園

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,388 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

619
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（株）みらい

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 440 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

620
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

一般（社）りとせ保育会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,043 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

621
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

一般（社）りとせ保育会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,750 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

622
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）蒼生会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,668 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

623
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,084 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

624
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）ふたば愛育会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,385 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

625
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 12,503 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

626
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）蓬莱の会　ひまわり
第２こども園

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,762 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

627
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）菊清会　みんなの
とっぽこども園

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,498 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

628
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）たけのうち福祉会

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,438 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

629
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）東の会　西橋本み
たけこども園

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,949 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

630
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）幸会　さいわいこど
も園

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 9,139 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

631
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（同）Ｎｓちゅうりっぷ

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,525 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

632
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（株）グラシム

（補助事業の概要）
　　賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
　　賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,236 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）の1/2と1㎡あたり1,500円
と面積を乗じた額を比較していずれか少ない額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

有 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

633
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）たちばな福祉会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 8,328 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

634
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）ふじ福祉会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 6,000 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

635
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）清水地域福祉奉仕
会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4,725 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

636
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）晴翔会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 7,437 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

637
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）ふじ福祉会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 6,000 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

638
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）檸檬会　レイモンド
橋本保育園

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 6,310 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

639
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）たちばな福祉会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 5,336 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

640
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）ふじ福祉会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4,849 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

641
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（株）ハグ

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 5,353 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

642
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 5,715 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

643
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 10,800 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

644
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）ふたば愛育会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 6,059 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

645
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,805 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

646
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 7,733 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

647
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）ムクドリ福祉会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,315 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

648
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）光武会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 7,920 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

649
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）たけのうち福祉会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 5,419 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

650
相模原市保育所等分園
施設賃借料補助金

（福）どんぐり福祉会

（補助事業の概要）
賃貸物件による分園の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,800 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
分園の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、分園の設置促進及
び施設運営の安定化を図る。
（補助額）
賃借料補助額は、建物賃借料（管理費等含む）と1 ㎡あたり3,000 円と面
積を乗じた額（面積は300 ㎡を限度）を比較していずれか少ない額（月
額）。

有

相模原市保育
所等分園施設
賃借料補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

651
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）たちばな福祉会

（補助事業の概要）
賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 264 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る。
（補助率及び補助額）
固定資産税及び都市計画税相当額と賃借料年額を比較していずれか低い
額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

652
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）ふじ福祉会

（補助事業の概要）
賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,178 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る。
（補助率及び補助額）
固定資産税及び都市計画税相当額と賃借料年額を比較していずれか低い
額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

653
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）相模和泉福祉会

（補助事業の概要）
賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,787 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る。
（補助率及び補助額）
固定資産税及び都市計画税相当額と賃借料年額を比較していずれか低い
額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

654
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）ふじ福祉会

（補助事業の概要）
賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 717 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る。
（補助率及び補助額）
固定資産税及び都市計画税相当額と賃借料年額を比較していずれか低い
額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

655
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）清水地域福祉奉仕
会

（補助事業の概要）
賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 191 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る。
（補助率及び補助額）
固定資産税及び都市計画税相当額と賃借料年額を比較していずれか低い
額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

656
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）アリス

（補助事業の概要）
賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 787 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る。
（補助率及び補助額）
固定資産税及び都市計画税相当額と賃借料年額を比較していずれか低い
額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

657
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）みらい　げんきっず
保育園

（補助事業の概要）
賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 805 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る。
（補助率及び補助額）
固定資産税及び都市計画税相当額と賃借料年額を比較していずれか低い
額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

658
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）さがみ　小さき花保
育園

（補助事業の概要）
賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 290 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る。
（補助率及び補助額）
固定資産税及び都市計画税相当額と賃借料年額を比較していずれか低い
額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

659
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）篤星会

（補助事業の概要）
賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 977 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る。
（補助率及び補助額）
固定資産税及び都市計画税相当額と賃借料年額を比較していずれか低い
額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

660
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）さとり

（補助事業の概要）
賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 406 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る。
（補助率及び補助額）
固定資産税及び都市計画税相当額と賃借料年額を比較していずれか低い
額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

661
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）輝雲会　あおいそら
保育園

（補助事業の概要）
賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 481 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る。
（補助率及び補助額）
固定資産税及び都市計画税相当額と賃借料年額を比較していずれか低い
額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

662
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）明徳福祉会　明徳
かみつるま保育園

（補助事業の概要）
賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,442 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る。
（補助率及び補助額）
固定資産税及び都市計画税相当額と賃借料年額を比較していずれか低い
額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

663
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 110 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る。
（補助率及び補助額）
固定資産税及び都市計画税相当額と賃借料年額を比較していずれか低い
額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

664
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）ムクドリ福祉会

（補助事業の概要）
賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,783 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る。
（補助率及び補助額）
固定資産税及び都市計画税相当額と賃借料年額を比較していずれか低い
額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため

665
相模原市民間保育所等
賃借料補助金

（福）どんぐり福祉会

（補助事業の概要）
賃貸物件による施設の設置・運営
（補助金等の使途）
賃借料の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 416 本補助金を活用することにより、園の運営が円滑に進んだ

待機児童の解消は、特に都市部において重要
な社会的課題であり、保育所を運営することは
最も直接的な課題の解決策である。補助対象
施設においても、受入児童数分待機児童の解
消に貢献している。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所等の設置に係る賃借料の一部を補助することにより、保育所等の設
置促進及び施設運営の安定化を図る。
（補助率及び補助額）
固定資産税及び都市計画税相当額と賃借料年額を比較していずれか低い
額

有

相模原市民間
保育所等賃借
料補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

保育所の新
設による受
入れの拡大

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助対象施設において、待機児童
の解消に貢献しているため
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

666
一時保育促進事業補助
金

（福）すすきの保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 37

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】33件
【一時預かり４時間超】2件
合計35件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

667
一時保育促進事業補助
金

（福）たちばな福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,229

【特定保育４時間以下】217件
【特定保育４時間超】753件
【一時預かり４時間以下】180件
【一時預かり４時間超】163件
合計1313件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

668
一時保育促進事業補助
金

（福）たかみ友愛会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 35

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】9件
【一時預かり４時間超】13件
合計22件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

669
一時保育促進事業補助
金

（福）せんだん保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 405

【特定保育４時間以下】81件
【特定保育４時間超】160件
【一時預かり４時間以下】2件
【一時預かり４時間超】1件
合計244件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

670
一時保育促進事業補助
金

（福）たかみ友愛会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 17

【特定保育４時間以下】2件
【特定保育４時間超】6件
【一時預かり４時間以下】1件
【一時預かり４時間超】1件
合計10件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

671
一時保育促進事業補助
金

（福）清水地域福祉奉仕
会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 257

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】27件
【一時預かり４時間以下】19件
【一時預かり４時間超】92件
合計138件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

672
一時保育促進事業補助
金

（福）ふじ福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 12

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】6件
合計6件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

673
一時保育促進事業補助
金

（福）相模和泉福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 68

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】26件
【一時預かり４時間超】21件
合計47件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

674
一時保育促進事業補助
金

（福）愛翁会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 88

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】10件
【一時預かり４時間超】39件
合計49件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

675
一時保育促進事業補助
金

（福）清水地域福祉奉仕
会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 321

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】15件
【一時預かり４時間超】153件
合計168件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

676
一時保育促進事業補助
金

（福）相模福祉村

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 275

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】101件
【一時預かり４時間超】87件
合計188件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

677
一時保育促進事業補助
金

（福）東香会　ののはな
文京保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 478

【特定保育４時間以下】8件
【特定保育４時間超】98件
【一時預かり４時間以下】62件
【一時預かり４時間超】106件
合計274件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

678
一時保育促進事業補助
金

（福）清水地域福祉奉仕
会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 57

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】11件
【一時預かり４時間超】23件
合計34件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

679
一時保育促進事業補助
金

（福）すぎのこ福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 37

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】11件
【一時預かり４時間超】13件
合計24件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。
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〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

680
一時保育促進事業補助
金

（福）さとり

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 790

【特定保育４時間以下】297件
【特定保育４時間超】220件
【一時預かり４時間以下】33件
【一時預かり４時間超】10件
合計560件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

681
一時保育促進事業補助
金

（福）勇能福祉会　大野
村いつきの保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 10

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】2件
【一時預かり４時間超】4件
合計6件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

682
一時保育促進事業補助
金

（福）たちばな福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 265

【特定保育４時間以下】4件
【特定保育４時間超】103件
【一時預かり４時間以下】13件
【一時預かり４時間超】21件
合計141件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

683
一時保育促進事業補助
金

（福）みらい　げんきっず
保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 7

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】3件
【一時預かり４時間超】2件
合計5件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

684
一時保育促進事業補助
金

（福）ふじ福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 45

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】11件
【一時預かり４時間超】17件
合計28件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

685
一時保育促進事業補助
金

（福）さがみ　小さき花保
育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 80

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】28件
【一時預かり４時間超】26件
合計54件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

686
一時保育促進事業補助
金

（福）県央福祉会　あさ
みどり保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 22

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】10件
【一時預かり４時間超】6件
合計16件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

687
一時保育促進事業補助
金

（福）さとり

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 601

【特定保育４時間以下】99件
【特定保育４時間超】251件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】0件
合計350件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

688
一時保育促進事業補助
金

（福）みらい　げんきっず
第２保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 18

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】4件
【一時預かり４時間超】7件
合計11件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

689
一時保育促進事業補助
金

（株）ハグ

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 670

【特定保育４時間以下】53件
【特定保育４時間超】174件
【一時預かり４時間以下】103件
【一時預かり４時間超】83件
合計413件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

690
一時保育促進事業補助
金

（福）檸檬会　レイモンド
西橋本保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 138

【特定保育４時間以下】3件
【特定保育４時間超】53件
【一時預かり４時間以下】27件
【一時預かり４時間超】1件
合計84件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

691
一時保育促進事業補助
金

（福）みらい　げんきっず
城山保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 14

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】10件
【一時預かり４時間超】2件
合計12件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

692
一時保育促進事業補助
金

（株）サポート・スタッフ

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 16

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】2件
【一時預かり４時間超】7件
合計9件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

693
一時保育促進事業補助
金

（株）グラシム

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】1件
【一時預かり４時間超】0件
合計1件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。
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694
一時保育促進事業補助
金

（福）追分あけぼの会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 8

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】4件
合計4件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

695
一時保育促進事業補助
金

（福）さがみ愛育会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】10件
【一時預かり４時間超】10件
合計20件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

696
一時保育促進事業補助
金

（福）すぎのこ福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】2件
合計2件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

697
一時保育促進事業補助
金

（福）香楓会　もみじ保
育園　上矢部

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 393

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】27件
【一時預かり４時間超】183件
合計210件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

698
一時保育促進事業補助
金

（特非）神奈川県児童福
祉協議会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 73

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】47件
【一時預かり４時間超】13件
合計60件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

699
一時保育促進事業補助
金

（有）スタイル・カンパ
ニー

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 64

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】10件
【一時預かり４時間超】27件
合計37件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

700
一時保育促進事業補助
金

（福）明徳福祉会　明徳
かみつるま保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 150

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】2件
【一時預かり４時間超】74件
合計76件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

701
一時保育促進事業補助
金

（株）グラシム

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 47

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】1件
【一時預かり４時間超】23件
合計24件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

702
一時保育促進事業補助
金

（株）ＭＩＲＡＴＺ

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】1件
【一時預かり４時間超】0件
合計1件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

703
一時保育促進事業補助
金

（福）どんぐり福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 76

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】48件
【一時預かり４時間超】14件
合計62件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

704
一時保育促進事業補助
金

一般（社）りとせ保育会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 11

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】9件
【一時預かり４時間超】1件
合計10件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

705
一時保育促進事業補助
金

一般（社）りとせ保育会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 5

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】1件
【一時預かり４時間超】2件
合計3件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

706
一時保育促進事業補助
金

（学）かみや学園　幼保
連携型認定こども園大
島幼稚園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 71

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】13件
【一時預かり４時間超】29件
合計42件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

707
一時保育促進事業補助
金

（福）蒼生会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 21

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】17件
【一時預かり４時間超】2件
合計19件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。
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※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

708
一時保育促進事業補助
金

（福）栄会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 36

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】4件
【一時預かり４時間超】16件
合計20件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

709
一時保育促進事業補助
金

（学）相模女子大学　認
定こども園相模女子大
学幼稚部

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】3件
【一時預かり４時間超】0件
合計3件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

710
一時保育促進事業補助
金

（福）さがみ愛育会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 9

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】9件
【一時預かり４時間超】0件
合計9件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

711
一時保育促進事業補助
金

（福）ふたば愛育会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 400

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】166件
【一時預かり４時間以下】62件
【一時預かり４時間超】3件
合計231件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

712
一時保育促進事業補助
金

（福）さがみ愛育会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 322

【特定保育４時間以下】3件
【特定保育４時間超】122件
【一時預かり４時間以下】61件
【一時預かり４時間超】7件
合計193件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

713
一時保育促進事業補助
金

（福）ムクドリ福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 84

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】42件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】0件
合計42件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

714
一時保育促進事業補助
金

（福）大野台保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 36

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】14件
【一時預かり４時間超】11件
合計25件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

715
一時保育促進事業補助
金

（福）清水保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,557

【特定保育４時間以下】11件
【特定保育４時間超】500件
【一時預かり４時間以下】126件
【一時預かり４時間超】210件
合計847件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

716
一時保育促進事業補助
金

（福）さがみの福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,056

【特定保育４時間以下】15件
【特定保育４時間超】188件
【一時預かり４時間以下】167件
【一時預かり４時間超】249件
合計619件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

717
一時保育促進事業補助
金

（福）ムクドリ福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 286

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】134件
【一時預かり４時間以下】2件
【一時預かり４時間超】8件
合計144件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

718
一時保育促進事業補助
金

（福）さがみ愛育会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 217

【特定保育４時間以下】2件
【特定保育４時間超】103件
【一時預かり４時間以下】3件
【一時預かり４時間超】3件
合計111件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

719
一時保育促進事業補助
金

（福）ふたば愛育会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 243

【特定保育４時間以下】89件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】122件
【一時預かり４時間超】16件
合計227件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

720
一時保育促進事業補助
金

（福）さがみ愛育会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 76

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】44件
【一時預かり４時間超】16件
合計60件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

721
一時保育促進事業補助
金

相武台新日本こども園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 18

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】10件
【一時預かり４時間超】4件
合計14件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧
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国・県
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※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

722
一時保育促進事業補助
金

（福）相模厚生会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 409

【特定保育４時間以下】12件
【特定保育４時間超】64件
【一時預かり４時間以下】43件
【一時預かり４時間超】113件
合計232件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

723
一時保育促進事業補助
金

（福）ムクドリ福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 227

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】81件
【一時預かり４時間以下】5件
【一時預かり４時間超】30件
合計116件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

724
一時保育促進事業補助
金

（福）蓬莱の会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 40

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】8件
【一時預かり４時間超】16件
合計24件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

725
一時保育促進事業補助
金

（福）たけのうち福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 404

【特定保育４時間以下】8件
【特定保育４時間超】148件
【一時預かり４時間以下】18件
【一時預かり４時間超】41件
合計215件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

726
一時保育促進事業補助
金

（福）光武会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 450

【特定保育４時間以下】22件
【特定保育４時間超】97件
【一時預かり４時間以下】50件
【一時預かり４時間超】92件
合計261件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

727
一時保育促進事業補助
金

（福）菊清会　橋本りんご
こども園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,712

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】168件
【一時預かり４時間超】772件
合計940件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

728
一時保育促進事業補助
金

たいようこども園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 31

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】9件
【一時預かり４時間超】11件
合計20件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

729
一時保育促進事業補助
金

（福）蓬莱の会　ひまわり
第２こども園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 175

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】76件
【一時預かり４時間以下】9件
【一時預かり４時間超】7件
合計92件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

730
一時保育促進事業補助
金

（福）菊清会　みんなの
とっぽこども園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 41

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】29件
【一時預かり４時間超】6件
合計35件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

731
一時保育促進事業補助
金

（福）たけのうち福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 520

【特定保育４時間以下】3件
【特定保育４時間超】237件
【一時預かり４時間以下】15件
【一時預かり４時間超】14件
合計269件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

732
一時保育促進事業補助
金

（福）たけのうち福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 98

【特定保育４時間以下】8件
【特定保育４時間超】39件
【一時預かり４時間以下】8件
【一時預かり４時間超】2件
合計57件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

733
一時保育促進事業補助
金

（福）竹沢積慈会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 43

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】27件
【一時預かり４時間超】8件
合計35件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

734
一時保育促進事業補助
金

（福）東の会　南橋本み
たけこども園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 55

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】9件
【一時預かり４時間超】23件
合計32件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

735
一時保育促進事業補助
金

（福）東の会　小町通み
たけこども園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 104

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】41件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】11件
合計52件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

736
一時保育促進事業補助
金

（福）幸会　さいわいこど
も園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 640

【特定保育４時間以下】2件
【特定保育４時間超】126件
【一時預かり４時間以下】8件
【一時預かり４時間超】189件
合計325件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

737
一時保育促進事業補助
金

（福）県央福祉会　幼保
連携型認定こども園若
松こども園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 140

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】20件
【一時預かり４時間超】60件
合計80件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

738
一時保育促進事業補助
金

（福）相武台福祉会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 21

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】5件
【一時預かり４時間超】8件
合計13件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

739
一時保育促進事業補助
金

（福）横浜ＹＭＣＡ福祉会
幼保連携型認定こども
園　ＹＭＣＡオベリン保
育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 41

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】13件
【一時預かり４時間超】14件
合計27件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

740
一時保育促進事業補助
金

オアシスみくり保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 25

【特定保育４時間以下】1件
【特定保育４時間超】12件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】0件
合計13件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

741
一時保育促進事業補助
金

（学）相模中央学園　ス
マイルナーサリー八雲

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 23

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】5件
【一時預かり４時間超】9件
合計14件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

742
一時保育促進事業補助
金

(有)キッズ企画

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 73

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】17件
【一時預かり４時間超】28件
合計45件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

743
一時保育促進事業補助
金

一般（社）りとせ保育会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 28

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】14件
【一時預かり４時間超】7件
合計21件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

744
一時保育促進事業補助
金

一般（社）りとせ保育会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】1件
【一時預かり４時間超】0件
合計1件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

745
一時保育促進事業補助
金

（学）八木学園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 56

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】2件
【一時預かり４時間超】27件
合計29件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

746
一時保育促進事業補助
金

一般（社）りとせ保育会

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 52

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】34件
【一時預かり４時間超】9件
合計43件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

747
一時保育促進事業補助
金

（株）グラシム

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】3件
【一時預かり４時間超】0件
合計3件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

748
一時保育促進事業補助
金

（有）スタイル・カンパ
ニー

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】2件
【一時預かり４時間超】0件
合計2件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

749
一時保育促進事業補助
金

（株）みらい

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 7

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】7件
【一時預かり４時間超】0件
合計7件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。
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750
一時保育促進事業補助
金

（株）ふぁみりあ

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 5

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】1件
【一時預かり４時間超】2件
合計3件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

751
一時保育促進事業補助
金

（株）オフィスハンダ　保
育ルーム　あっぷるきっ
ず

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 14

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】7件
合計7件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

752
一時保育促進事業補助
金

（株）健成プライム

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 55

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】29件
【一時預かり４時間超】13件
合計42件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

753
一時保育促進事業補助
金

（株）ふぁみりあ

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 10

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】10件
【一時預かり４時間超】0件
合計10件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

754
一時保育促進事業補助
金

（株）すまいるランド

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 27

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】5件
【一時預かり４時間超】11件
合計16件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

755
一時保育促進事業補助
金

（株）アリス

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 19

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】1件
【一時預かり４時間超】9件
合計10件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

756
一時保育促進事業補助
金

（株）ファースト

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 42

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】26件
【一時預かり４時間超】8件
合計34件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

757
一時保育促進事業補助
金

（株）グリンウッド保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 83

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】36件
【一時預かり４時間以下】5件
【一時預かり４時間超】3件
合計44件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

758
一時保育促進事業補助
金

（株）Ｌ’ａｌｂａ　バンビー
ニ東大沼保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】3件
【一時預かり４時間超】0件
合計3件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

759
一時保育促進事業補助
金

（株）Ｌ’ａｌｂａ　バンビー
ニ保育園

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 8

【特定保育４時間以下】0件
【特定保育４時間超】0件
【一時預かり４時間以下】8件
【一時預かり４時間超】0件
合計8件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

760
一時保育促進事業補助
金

（福）相模福祉村

 （補助事業の概要）
保護者の疾病・出産・冠婚葬祭等の事由により家庭で保育
を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して一時
的に保育を提供する。
（補助金等の使途）
職員人件費その他保育の提供に要する費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 246

【特定保育４時間以下】26件
【特定保育４時間超】110件
【一時預かり４時間以下】0件
【一時預かり４時間超】0件
合計136件

一時保育事業には多くの利用者がいるが、市か
らの補助制度により、安定して当事業が実施さ
れており、子育て支援の観点から大きな成果を
あげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
安心して子育てができるための環境を整備する。
（対象事業）
家庭で保育を受けることが一時的に困難となった乳幼児に対して、保育所、
認定こども園及び小規模保育事業所等において一時的に保育を提供する。
（補助率等）
４時間超の利用１件あたり日額2,000円
４時間以内の利用１件あたり日額1,000円

有

相模原市一時
保育促進事業
補助金交付要
綱

有 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

一時保育の
拡充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多様な保育ニーズへの対応のため
には民間園での一時保育事業実施
が不可欠である。また、補助対象事
業者からは当該補助金が安定的な
事業運営に寄与しているとの評価
を得ていることから、事業実績、公
益性ともに十分であると評価したも
の。

761
相模原市延長保育事業
補助金

（福）すすきの保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,710
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～18：30に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

762
相模原市延長保育事業
補助金

相模保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

763
相模原市延長保育事業
補助金

（福）たちばな福祉会

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,812 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

764
相模原市延長保育事業
補助金

（福）たかみ友愛会（高見
保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 551 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

765
相模原市延長保育事業
補助金

（福）せんだん保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 530 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

766
相模原市延長保育事業
補助金

（福）ふじ福祉会（ふじ乳
児保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,273
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～18：30に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

767
相模原市延長保育事業
補助金

（福）晴翔会（上溝保育
園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

768
相模原市延長保育事業
補助金

（福）たかみ友愛会（友愛
保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 572 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

769
相模原市延長保育事業
補助金

（福）清水地域福祉奉仕
会（ひよこ保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 787 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

770
相模原市延長保育事業
補助金

（福）ふじ福祉会（ふじ第
二保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,826
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

771
相模原市延長保育事業
補助金

（福）相模和泉福祉会
（和泉保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,956 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

772
相模原市延長保育事業
補助金

（福）小山地域福祉会
（たけの子保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 537 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

773
相模原市延長保育事業
補助金

（福）晴翔会（くぬぎ台保
育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

774
相模原市延長保育事業
補助金

（福）ふじ福祉会（千代田
保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 626 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

775
相模原市延長保育事業
補助金

（福）さがみ愛育会（夜間
保育所ドリーム）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 7,993
平日：8:00～11:00,22:00～24:00土曜日：8:00～11:00,22:00
～24:00に延長保育を実施した

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

776
相模原市延長保育事業
補助金

（福）愛翁会（エンゼル保
育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,848 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

777
相模原市延長保育事業
補助金

（福）小山地域福祉会
（たけの子第２保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 530 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

778
相模原市延長保育事業
補助金

（福）篤星会（星の子保
育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,922
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～20：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

779
相模原市延長保育事業
補助金

（福）清水地域福祉奉仕
会（ひよこ第２保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 700 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

780
相模原市延長保育事業
補助金

（福）相模福祉村（マシュ
マロ保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 700 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

781
相模原市延長保育事業
補助金

（福）東香会　ののはな
文京保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,016 平日：18：00～20：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

782
相模原市延長保育事業
補助金

（福）篤星会（星の子第２
保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 774 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

783
相模原市延長保育事業
補助金

（福）清水地域福祉奉仕
会（ひよこ第３保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,040 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

784
相模原市延長保育事業
補助金

（福）すぎのこ福祉会（古
淵保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,987
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

785
相模原市延長保育事業
補助金

（福）さとり（ナーサリース
クールT&Y南台）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 530 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

786
相模原市延長保育事業
補助金

（福）檸檬会　レイモンド
橋本保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 700 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。
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787
相模原市延長保育事業
補助金

（福）山久会　保育園東
林間ジュニアクラブ

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,839 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

788
相模原市延長保育事業
補助金

（福）勇能福祉会　大野
村いつきの保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

789
相模原市延長保育事業
補助金

（福）アリス（保育園アリ
ス）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,275 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

790
相模原市延長保育事業
補助金

（福）たちばな福祉会
（RISSHO KID'S きら
り）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 530 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

791
相模原市延長保育事業
補助金

（福）みらい　げんきっず
保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 700 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

792
相模原市延長保育事業
補助金

（福）ふじ福祉会（ふじ
SunSun保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,812 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

793
相模原市延長保育事業
補助金

（福）さがみ　小さき花保
育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 596 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

794
相模原市延長保育事業
補助金

（福）県央福祉会　あさ
みどり保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,278 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

795
相模原市延長保育事業
補助金

（福）篤星会（星の子第３
保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 730 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

796
相模原市延長保育事業
補助金

（福）さとり（ナーサリース
クールＴ＆Ｙこもれびの
森）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 584 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

797
相模原市延長保育事業
補助金

（福）輝雲会　あおいそら
保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

798
相模原市延長保育事業
補助金

（福）追分あけぼの会
（きゃんばす東林間保育
園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

799
相模原市延長保育事業
補助金

（福）みらい　げんきっず
第２保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 730 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

800
相模原市延長保育事業
補助金

（株）日本保育サービス
（アスク橋本保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,722
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～20：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

801
相模原市延長保育事業
補助金

（株）ハグ（エンゼルハウ
ス保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,174 平日：18：00～20：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

802
相模原市延長保育事業
補助金

コンビウィズ（株）（コンビ
プラザ橋本保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,173 平日：18：00～20：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

803
相模原市延長保育事業
補助金

（株）マミー・インターナ
ショナル（マミー保育園
相模大野）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,556 平日：18：00～20：30に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

804
相模原市延長保育事業
補助金

（株）グラシム（まあむ
キッズ相模大野北口）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 550 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

805
相模原市延長保育事業
補助金

（福）檸檬会　レイモンド
西橋本保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 700 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

806
相模原市延長保育事業
補助金

（株）学研ココファン・
ナーサリー（Gakkenほ
いくえん東林間）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,986 平日：18：00～20：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

807
相模原市延長保育事業
補助金

（福）みらい　げんきっず
城山保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 740 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。
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808
相模原市延長保育事業
補助金

（株）サポート・スタッフ
（すずらん保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 523 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

809
相模原市延長保育事業
補助金

ライクキッズ（株）（にじい
ろ保育園上鶴間本町）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,090
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～20：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

810
相模原市延長保育事業
補助金

（株）ミューキッズ（保育
園ぐらんでぃーる）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 513 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

811
相模原市延長保育事業
補助金

（株）グラシム（まあむ
キッズ相模大野南口）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

812
相模原市延長保育事業
補助金

（福）追分あけぼの会
（きゃんばす東林間第二
保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

813
相模原市延長保育事業
補助金

（福）さがみ愛育会（こう
のとり橋本保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4,953
平日：18：00～22：00土曜日：18：00～22：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

814
相模原市延長保育事業
補助金

（福）すぎのこ福祉会（は
らから保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 530 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

815
相模原市延長保育事業
補助金

（福）香楓会　もみじ保
育園　上矢部

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 565 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

816
相模原市延長保育事業
補助金

ＮＰＯ法人　よもぎ会（桑
の実保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 551 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

817
相模原市延長保育事業
補助金

一般（社）シャローム（こ
ひつじ保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 643 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

818
相模原市延長保育事業
補助金

（特非）神奈川県児童福
祉協議会（橋本中央保
育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 730 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

819
相模原市延長保育事業
補助金

一般（社）ハックベリー
エポック保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 591 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

820
相模原市延長保育事業
補助金

（有）スタイル・カンパ
ニー（ハッピーちゃいる
ど保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

821
相模原市延長保育事業
補助金

（株）モード・プランニン
グ・ジャパン（相模大野
雲母保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,286
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～20：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

822
相模原市延長保育事業
補助金

（株）モード・プランニン
グ・ジャパン（相模原古
淵雲母保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,494
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～20：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

823
相模原市延長保育事業
補助金

ライクキッズ（株）（にじい
ろ保育園淵野辺）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,193 平日：18：00～20：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

824
相模原市延長保育事業
補助金

（株）ぽっかぽっかナー
サリー　ぽっかぽっか
ナーサリー相模原園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 518 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

825
相模原市延長保育事業
補助金

（福）明徳福祉会　明徳
かみつるま保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 520 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

826
相模原市延長保育事業
補助金

（株）モード・プランニン
グ・ジャパン（相模原東
林間雲母保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,286
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～20：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

827
相模原市延長保育事業
補助金

ライクキッズ（株）（にじい
ろ保育園古淵）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,203 平日：18：00～20：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

828
相模原市延長保育事業
補助金

（株）こどもの森（淵野辺
わんぱく園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,498
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～20：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。
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及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）
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※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

829
相模原市延長保育事業
補助金

（株）アルコバレーノ（保
育ルームFelice相模原
園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,474
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～20：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

830
相模原市延長保育事業
補助金

（株）グラシム（まあむ
キッズ大野北口新園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,812 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

831
相模原市延長保育事業
補助金

（株）ＭＩＲＡＴＺ（ミラッツ
相模原保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 700 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

832
相模原市延長保育事業
補助金

（株）みらい（みらい保育
園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 530 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

833
相模原市延長保育事業
補助金

（同）保育園ちびっこはう
す

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

834
相模原市延長保育事業
補助金

（同）Ｎｓちゅうりっぷ
（ちゅうりっぷ保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

835
相模原市延長保育事業
補助金

（福）蒼生会（認定こども
園モモ）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,813 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

836
相模原市延長保育事業
補助金

（福）栄会（誠心こども
園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

837
相模原市延長保育事業
補助金

（福）蒼生会（認定こども
園ピノ）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 530 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

838
相模原市延長保育事業
補助金

（学）相模女子大学　認
定こども園相模女子大
学幼稚部

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,012 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

839
相模原市延長保育事業
補助金

（学）古木学園　認定こど
も園　　相模林間幼稚園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

840
相模原市延長保育事業
補助金

（学）義澄学園　認定こど
も園相模野幼稚園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 710 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

841
相模原市延長保育事業
補助金

（福）さがみ愛育会（愛の
園ふちのべこども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4,464
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～20：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

842
相模原市延長保育事業
補助金

（福）ふたば愛育会（幼保
連携型認定こども園
星ヶ丘二葉園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,868 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

843
相模原市延長保育事業
補助金

（福）さがみ愛育会（認定
こども園すこやか）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,074 平日：18：00～20：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

844
相模原市延長保育事業
補助金

（福）ムクドリ福祉会（幼
保連携型認定こども園
むくどりこども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 556 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

845
相模原市延長保育事業
補助金

（福）大野台保育園（幼
保連携型認定こども園
おおのだい）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 541 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

846
相模原市延長保育事業
補助金

（福）清水保育園（幼保
連携型認定こども園　清
水こども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 795 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

847
相模原市延長保育事業
補助金

（福）さがみの福祉会（幼
保連携型認定こども園
まつがえこども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 543 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

848
相模原市延長保育事業
補助金

（福）ムクドリ福祉会（幼
保連携型認定こども園
むくどり風の丘こども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,986 平日：18：00～20：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

849
相模原市延長保育事業
補助金

（福）さがみ愛育会（認定
こども園きらきら）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 530 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

850
相模原市延長保育事業
補助金

（福）ふたば愛育会（幼保
連携型認定こども園　第
二ふたば園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

851
相模原市延長保育事業
補助金

（福）さがみ愛育会（ふち
のべ美邦こども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,676
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～20：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

852
相模原市延長保育事業
補助金

相武台新日本こども園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 530 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

853
相模原市延長保育事業
補助金

（福）相模厚生会（横山
台こども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 748 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

854
相模原市延長保育事業
補助金

（福）ムクドリ福祉会（幼
保連携型認定こども園
むくどり風の森こども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

855
相模原市延長保育事業
補助金

（福）蓬莱の会（幼保連
携型認定こども園　東橋
本ひまわりこども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,986 平日：18：00～20：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

856
相模原市延長保育事業
補助金

（福）たけのうち福祉会
（たけのうちこども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 530 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

857
相模原市延長保育事業
補助金

（福）光武会（幼保連携
型認定こども園　ひかり
キッズ）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,986 平日：18：00～20：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

858
相模原市延長保育事業
補助金

（福）菊清会　橋本りんご
こども園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,714
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

859
相模原市延長保育事業
補助金

たいようこども園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,824 平日：18：00～20：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

860
相模原市延長保育事業
補助金

（福）蓬莱の会　ひまわり
第２こども園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,872 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

861
相模原市延長保育事業
補助金

（福）菊清会　みんなの
とっぽこども園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,374
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

862
相模原市延長保育事業
補助金

（福）たけのうち福祉会
（相生こども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 530 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

863
相模原市延長保育事業
補助金

（福）たけのうち福祉会
（古淵あおばこども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,812 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

864
相模原市延長保育事業
補助金

（福）竹沢積慈会（二本
松こども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,812 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

865
相模原市延長保育事業
補助金

（福）東の会　南橋本み
たけこども園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 530 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

866
相模原市延長保育事業
補助金

（福）東の会　西橋本み
たけこども園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 550 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

867
相模原市延長保育事業
補助金

（福）東の会　小町通み
たけこども園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 504 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

868
相模原市延長保育事業
補助金

（福）幸会　さいわいこど
も園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,812 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

869
相模原市延長保育事業
補助金

（福）県央福祉会　幼保
連携型認定こども園若
松こども園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 530 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

870
相模原市延長保育事業
補助金

（福）相武台福祉会（あら
いそのこども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,050 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

871
相模原市延長保育事業
補助金

（福）横浜ＹＭＣＡ福祉会
幼保連携型認定こども
園　ＹＭＣＡオベリン保
育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 537 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

872
相模原市延長保育事業
補助金

（福）どんぐり福祉会（ど
んぐりこども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,092 平日：18：00～20：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

873
相模原市延長保育事業
補助金

一般（社）りとせ保育会
（りとせ橋本こども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,373
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

874
相模原市延長保育事業
補助金

一般（社）りとせ保育会
（りとせ相模大野こども
園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,970
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

875
相模原市延長保育事業
補助金

（株）夢のいろ（ゆめいろ
こども園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,812 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

876
相模原市延長保育事業
補助金

（株）ぽっかぽっかナー
サリー（認定こども園
POKKAPOKKA
INTERNATIONAL）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：30～19：30に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

877
相模原市延長保育事業
補助金

（学）桐生学園　認定こど
も園　　星が丘幼稚園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 500 平日：18：30～19：30に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有
相模原市延長
保育事業補助
金交付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

878
相模原市地域型延長保
育事業補助金

大野おひさま保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

879
相模原市地域型延長保
育事業補助金

オアシスみくり保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 400 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

880
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）木下の保育（木下
の保育園相模大野）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

881
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（学）相模中央学園　ス
マイルナーサリー八雲

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

882
相模原市地域型延長保
育事業補助金

(有)キッズ企画（相模原
さくら保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 400 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

883
相模原市地域型延長保
育事業補助金

一般（社）りとせ保育会
（リージョン淵野辺保育
園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 700
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

884
相模原市地域型延長保
育事業補助金

一般（社）りとせ保育会
（ぶどう大野南保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 700
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

885
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（福）蒼生会（保育園ナ
ナ）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

886
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（学）杉並学園　ナーサ
リースクールＮＩＪＩ

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：15～19：15に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

887
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（学）八木学園（ひばりっ
子保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

888
相模原市地域型延長保
育事業補助金

一般（社）りとせ保育会
（クローバー淵野辺保育
園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 700
平日：18：00～20：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施し
た

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

889
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）エクシオジャパン
サンライズキッズ保育園
相模原園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 425
平日：18：00～20：00（R5.9.1より　18：00～19：00）に延長保育を
実施した

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

890
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）Ｌａｎｉ　Ｍａｋａｎａ
（すみれKIDS園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 600 平日：18：00～20：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

891
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）グラシム（まあむベ
イビィズ相模大野）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。
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892
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（有）スタイル・カンパ
ニー（ルンルンちゃいるど
保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 400 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

893
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）みらい（保育所みら
い相模大野）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

894
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）ファースト（キッズ
ルームすこやか　相模大
野駅前園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 312 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

895
相模原市地域型延長保
育事業補助金

ぬくもりのおうち保育
（株）（ぬくもりのおうち保
育　橋本園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 400 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

896
相模原市地域型延長保
育事業補助金

ぬくもりのおうち保育
（株）（ぬくもりのおうち保
育　第２橋本園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 400 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

897
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）ふぁみりあ（よつば
ベビーおはな）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 400 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

898
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（同）ＳＯＬＬＡ（たんぽぽ
保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 301 平日：18：30～19：30に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

899
相模原市地域型延長保
育事業補助金

(株)オフィスハンダ
（あっぷるきっず本園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 430 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

900
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）オフィスハンダ　保
育ルーム　あっぷるきっ
ず

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 400 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

901
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）健成プライム（けん
せい保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

902
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）ふぁみりあ（よつば
ベビーひだまり）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

903
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）すまいるランド

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 400 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

904
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）アリス（保育園キッ
ズランドアリス）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

905
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）きぼう　ｙｙ（のぞみ
保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

906
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）ファースト（ベビー
ルームすこやか相模大
野）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

907
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）グリンウッド保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 348 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

908
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）Ｌ’ａｌｂａ　バンビー
ニ東大沼保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

909
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（有）ネオビジョン　こころ
保育園橋本駅南口

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

910
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）チャムの木（このは
保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 400 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

911
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）真誠（保育園マミー
キッズ橋本西口園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 400 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

912
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（医）社団　愛友会（ゆう
ゆう保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 400 平日：18：30～19：30土曜日：18：30～19：30に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

913
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（特非）クオレ子ども育成
会（ゆめりあ保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

914
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（株）Ｌ’ａｌｂａ　バンビー
ニ保育園

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 300 平日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

915
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（福）相模福祉村（相模
福祉村KIDS＋保育園）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,200
平日：6：30～7：30,18：30～20：30土曜日：6：30～7：30,18：30
～20：30に延長保育を実施した

市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

916
相模原市地域型延長保
育事業補助金

（福）ワゲン福祉会（わげ
ん保育園相模原駅前）

（補助事業の概要）
　民間施設における延長保育
（補助金等の使途）
　延長保育事業に係る経費の一部に補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 400 平日：18：00～19：00土曜日：18：00～19：00に延長保育を実施した
市からの補助制度によって安定して延長保育
事業が実施でき、就労世帯の負担軽減など大
きな効果をあげている。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
　保護者の就労形態の多様化、就労時間の長時間化等に対応するため、１１
時間の開所時間を超えて保育を行う施設へ交付する。
　令和５年度補助金等交付申請書に添付している「令和５年度補助事業計
画書」のとおり。

有

相模原市地域
型延長保育事
業補助金交付
要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

基本目標２
子どもの育
ちを支える
機能の充実
と人材の確
保

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設では、当該補助をすることで積
極的に延長保育を実施してもらっ
ており、子育て支援の重要な背策と
なっている。

917
相模原市病児・病後児
保育施設賃借料補助金

（福）さがみ愛育会

（補助事業の概要）
　　施設の設置に係る賃借料に対する補助
（補助金等の使途）
　　賃借料の支払経費に本補助金を充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,960
　市から病児・病後児保育施設賃借料相当額の補助金を受けることで、
円滑に施設を運営することができた。

　市から病児・病後児保育施設賃借料相当額
の補助金を受けることで、安定した経営を持続
することができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　 病児・病後児保育施設の設置に係る賃借料の一部を補助することによ
り、施設運営の安定化を図る。
（補助率等）
　 実賃借料(共益費及び管理費を含む。)と【㎡単価3,300円×100㎡×
12月】により算定した額のいずれか低い額
（補助額）
 　実賃借料：3,960,000円（Ａ）
　 補助上限：3,300円×100㎡×12ヶ月＝3,960,000円（B）
　  （Ｂ）=（Ａ）により補助額は3,960,000円

有

相模原市病児・
病後児保育施
設賃借料補助
金交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

病児・病後
児保育の拡
充

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　病児・病後児保育施設賃借料相
当額を市が助成することにより、事
業の安定した経営につながり、この
結果、保育所等を利用する市民
ニーズの多様化に対応できただけ
でなく、児童及び職員の処遇の向
上が図られたものと考える。

918
産休等代替職員雇用費
補助金

(福）清水保育園

（補助事業等の概要）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補
助するもの。
（補助金等の使途）
　産休等代替職員の雇用に要する経費に充当する。

産休等代替職員の任用時（補助事業
等計画書記載のとおり）

234 　産休等職員に係る代替職員の確保
本補助金の活用により産休等代替職員を確保
することで、園児に対して適切な保育の提供を
継続することができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補助することによ
り、代替職員の臨時的任用を促進する。
（対象事業）
　産休等職員に係る代替職員の任用
（補助率等）
　出産予定日を含む前８週目に当たる日から、出産の日の翌日から８週目
に当たる日までの期間の産休代替職員の賃金8，57０円（６時間未満の場
合は時給1,071円）と施設における実支給額を比較していずれか少ない方
の額に補助対象期間期間の範囲内において産休等代替職員が実際に勤務
した日数を乗じて得た額）

有

相模原市民間
保育所等産休
等代替職員補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育人材の
確保

産休等代替職員の
任用時

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

産休等職員に係る代替職員を確保
したことにより、職員の雇用の継
続、離職防止など勤務環境の向上
を図ることができた。また、安定的・
継続的に教育・保育を実施すること
ができたため。

919
産休等代替職員雇用費
補助金

(福）菊清会

（補助事業等の概要）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補
助するもの。
（補助金等の使途）
　産休等代替職員の雇用に要する経費に充当する。

産休等代替職員の任用時（補助事業
等計画書記載のとおり）

419 　産休等職員に係る代替職員の確保
本補助金の活用により産休等代替職員を確保
することで、園児に対して適切な保育の提供を
継続することができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補助することによ
り、代替職員の臨時的任用を促進する。
（対象事業）
　産休等職員に係る代替職員の任用
（補助率等）
　出産予定日を含む前８週目に当たる日から、出産の日の翌日から８週目
に当たる日までの期間の産休代替職員の賃金8，57０円（６時間未満の場
合は時給1,071円）と施設における実支給額を比較していずれか少ない方
の額に補助対象期間期間の範囲内において産休等代替職員が実際に勤務
した日数を乗じて得た額）

有

相模原市民間
保育所等産休
等代替職員補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育人材の
確保

産休等代替職員の
任用時

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

産休等職員に係る代替職員を確保
したことにより、職員の雇用の継
続、離職防止など勤務環境の向上
を図ることができた。また、安定的・
継続的に教育・保育を実施すること
ができたため。

920
産休等代替職員雇用費
補助金

(福）晴翔会

（補助事業等の概要）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補
助するもの。
（補助金等の使途）
　産休等代替職員の雇用に要する経費に充当する。

産休等代替職員の任用時（補助事業
等計画書記載のとおり）

127 　産休等職員に係る代替職員の確保
本補助金の活用により産休等代替職員を確保
することで、園児に対して適切な保育の提供を
継続することができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補助することによ
り、代替職員の臨時的任用を促進する。
（対象事業）
　産休等職員に係る代替職員の任用
（補助率等）
　出産予定日を含む前８週目に当たる日から、出産の日の翌日から８週目
に当たる日までの期間の産休代替職員の賃金8，57０円（６時間未満の場
合は時給1,071円）と施設における実支給額を比較していずれか少ない方
の額に補助対象期間期間の範囲内において産休等代替職員が実際に勤務
した日数を乗じて得た額）

有

相模原市民間
保育所等産休
等代替職員補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育人材の
確保

産休等代替職員の
任用時

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

産休等職員に係る代替職員を確保
したことにより、職員の雇用の継
続、離職防止など勤務環境の向上
を図ることができた。また、安定的・
継続的に教育・保育を実施すること
ができたため。

921
産休等代替職員雇用費
補助金

(福）清水保育園

（補助事業等の概要）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補
助するもの。
（補助金等の使途）
　産休等代替職員の雇用に要する経費に充当する。

産休等代替職員の任用時（補助事業
等計画書記載のとおり）

223 　産休等職員に係る代替職員の確保
本補助金の活用により産休等代替職員を確保
することで、園児に対して適切な保育の提供を
継続することができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補助することによ
り、代替職員の臨時的任用を促進する。
（対象事業）
　産休等職員に係る代替職員の任用
（補助率等）
　出産予定日を含む前８週目に当たる日から、出産の日の翌日から８週目
に当たる日までの期間の産休代替職員の賃金8，57０円（６時間未満の場
合は時給1,071円）と施設における実支給額を比較していずれか少ない方
の額に補助対象期間期間の範囲内において産休等代替職員が実際に勤務
した日数を乗じて得た額）

有

相模原市民間
保育所等産休
等代替職員補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育人材の
確保

産休等代替職員の
任用時

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

産休等職員に係る代替職員を確保
したことにより、職員の雇用の継
続、離職防止など勤務環境の向上
を図ることができた。また、安定的・
継続的に教育・保育を実施すること
ができたため。

922
産休等代替職員雇用費
補助金

(福）晴翔会

（補助事業等の概要）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補
助するもの。
（補助金等の使途）
　産休等代替職員の雇用に要する経費に充当する。

産休等代替職員の任用時（補助事業
等計画書記載のとおり）

240 　産休等職員に係る代替職員の確保
本補助金の活用により産休等代替職員を確保
することで、園児に対して適切な保育の提供を
継続することができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補助することによ
り、代替職員の臨時的任用を促進する。
（対象事業）
　産休等職員に係る代替職員の任用
（補助率等）
　出産予定日を含む前８週目に当たる日から、出産の日の翌日から８週目
に当たる日までの期間の産休代替職員の賃金8，57０円（６時間未満の場
合は時給1,071円）と施設における実支給額を比較していずれか少ない方
の額に補助対象期間期間の範囲内において産休等代替職員が実際に勤務
した日数を乗じて得た額）

有

相模原市民間
保育所等産休
等代替職員補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育人材の
確保

産休等代替職員の
任用時

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

産休等職員に係る代替職員を確保
したことにより、職員の雇用の継
続、離職防止など勤務環境の向上
を図ることができた。また、安定的・
継続的に教育・保育を実施すること
ができたため。

923
産休等代替職員雇用費
補助金

(福）菊清会

（補助事業等の概要）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補
助するもの。
（補助金等の使途）
　産休等代替職員の雇用に要する経費に充当する。

産休等代替職員の任用時（補助事業
等計画書記載のとおり）

585 　産休等職員に係る代替職員の確保
本補助金の活用により産休等代替職員を確保
することで、園児に対して適切な保育の提供を
継続することができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補助することによ
り、代替職員の臨時的任用を促進する。
（対象事業）
　産休等職員に係る代替職員の任用
（補助率等）
　出産予定日を含む前８週目に当たる日から、出産の日の翌日から８週目
に当たる日までの期間の産休代替職員の賃金8，57０円（６時間未満の場
合は時給1,071円）と施設における実支給額を比較していずれか少ない方
の額に補助対象期間期間の範囲内において産休等代替職員が実際に勤務
した日数を乗じて得た額）

有

相模原市民間
保育所等産休
等代替職員補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育人材の
確保

産休等代替職員の
任用時

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

産休等職員に係る代替職員を確保
したことにより、職員の雇用の継
続、離職防止など勤務環境の向上
を図ることができた。また、安定的・
継続的に教育・保育を実施すること
ができたため。

924
産休等代替職員雇用費
補助金

(福）せんだん保育園

（補助事業等の概要）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補
助するもの。
（補助金等の使途）
　産休等代替職員の雇用に要する経費に充当する。

産休等代替職員の任用時（補助事業
等計画書記載のとおり）

382 　産休等職員に係る代替職員の確保
本補助金の活用により産休等代替職員を確保
することで、園児に対して適切な保育の提供を
継続することができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補助することによ
り、代替職員の臨時的任用を促進する。
（対象事業）
　産休等職員に係る代替職員の任用
（補助率等）
　出産予定日を含む前８週目に当たる日から、出産の日の翌日から８週目
に当たる日までの期間の産休代替職員の賃金8，57０円（６時間未満の場
合は時給1,071円）と施設における実支給額を比較していずれか少ない方
の額に補助対象期間期間の範囲内において産休等代替職員が実際に勤務
した日数を乗じて得た額）

有

相模原市民間
保育所等産休
等代替職員補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育人材の
確保

産休等代替職員の
任用時

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

産休等職員に係る代替職員を確保
したことにより、職員の雇用の継
続、離職防止など勤務環境の向上
を図ることができた。また、安定的・
継続的に教育・保育を実施すること
ができたため。

925
産休等代替職員雇用費
補助金

(福）ふたば愛育会

（補助事業等の概要）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補
助するもの。
（補助金等の使途）
　産休等代替職員の雇用に要する経費に充当する。

産休等代替職員の任用時（補助事業
等計画書記載のとおり）

445 　産休等職員に係る代替職員の確保
本補助金の活用により産休等代替職員を確保
することで、園児に対して適切な保育の提供を
継続することができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補助することによ
り、代替職員の臨時的任用を促進する。
（対象事業）
　産休等職員に係る代替職員の任用
（補助率等）
　出産予定日を含む前８週目に当たる日から、出産の日の翌日から８週目
に当たる日までの期間の産休代替職員の賃金8，57０円（６時間未満の場
合は時給1,071円）と施設における実支給額を比較していずれか少ない方
の額に補助対象期間期間の範囲内において産休等代替職員が実際に勤務
した日数を乗じて得た額）

有

相模原市民間
保育所等産休
等代替職員補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育人材の
確保

産休等代替職員の
任用時

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

産休等職員に係る代替職員を確保
したことにより、職員の雇用の継
続、離職防止など勤務環境の向上
を図ることができた。また、安定的・
継続的に教育・保育を実施すること
ができたため。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

926
産休等代替職員雇用費
補助金

(福）ムクドリ福祉会

（補助事業等の概要）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補
助するもの。
（補助金等の使途）
　産休等代替職員の雇用に要する経費に充当する。

産休等代替職員の任用時（補助事業
等計画書記載のとおり）

351 　産休等職員に係る代替職員の確保
本補助金の活用により産休等代替職員を確保
することで、園児に対して適切な保育の提供を
継続することができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補助することによ
り、代替職員の臨時的任用を促進する。
（対象事業）
　産休等職員に係る代替職員の任用
（補助率等）
　出産予定日を含む前８週目に当たる日から、出産の日の翌日から８週目
に当たる日までの期間の産休代替職員の賃金8，57０円（６時間未満の場
合は時給1,071円）と施設における実支給額を比較していずれか少ない方
の額に補助対象期間期間の範囲内において産休等代替職員が実際に勤務
した日数を乗じて得た額）

有

相模原市民間
保育所等産休
等代替職員補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育人材の
確保

産休等代替職員の
任用時

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

産休等職員に係る代替職員を確保
したことにより、職員の雇用の継
続、離職防止など勤務環境の向上
を図ることができた。また、安定的・
継続的に教育・保育を実施すること
ができたため。

927
産休等代替職員雇用費
補助金

(福）菊清会

（補助事業等の概要）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補
助するもの。
（補助金等の使途）
　産休等代替職員の雇用に要する経費に充当する。

産休等代替職員の任用時（補助事業
等計画書記載のとおり）

309 　産休等職員に係る代替職員の確保
本補助金の活用により産休等代替職員を確保
することで、園児に対して適切な保育の提供を
継続することができた。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）
　産休等職員の代替職員の確保に要する経費の一部を補助することによ
り、代替職員の臨時的任用を促進する。
（対象事業）
　産休等職員に係る代替職員の任用
（補助率等）
　出産予定日を含む前８週目に当たる日から、出産の日の翌日から８週目
に当たる日までの期間の産休代替職員の賃金8，57０円（６時間未満の場
合は時給1,071円）と施設における実支給額を比較していずれか少ない方
の額に補助対象期間期間の範囲内において産休等代替職員が実際に勤務
した日数を乗じて得た額）

有

相模原市民間
保育所等産休
等代替職員補
助金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

保育人材の
確保

産休等代替職員の
任用時

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

産休等職員に係る代替職員を確保
したことにより、職員の雇用の継
続、離職防止など勤務環境の向上
を図ることができた。また、安定的・
継続的に教育・保育を実施すること
ができたため。

928
相模原市私立幼稚園教
育振興補助金

学校法人立城学園　上
田名幼稚園

(補助事業の概要)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために
次のものを購入するもの。
(補助金等の使途)
教具教材費、図書費、備品購入費、教職員研修費、報酬
費、修繕補修費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 506
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために補助金を次
の費用に充当した。・備品購入費　・報酬費　・修繕補修費

教育環境を改善することができた。
こども・若者未来局
保育課

(要旨・目的・対象事業)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るためのもの。学級割及
び幼児数割の単価にそれぞれ当該私立幼稚園の学級数及び幼児数を乗じ
て得た額又は補助対象経費の総額のいずれか少ない額を限度とし、予算
の範囲内において設置者に交付する。

有

相模原市私立
幼稚園教育振
興補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

教育条件を維持改善し、より充実し
た教育活動を実施している。

929
相模原市私立幼稚園教
育振興補助金

学校法人佐藤学園　け
やきの子幼稚園

(補助事業の概要)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために
次のものを購入するもの。
(補助金等の使途)
教具教材費、図書費、備品購入費、教職員研修費、報酬
費、修繕補修費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 372
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために補助金を次
の費用に充実した。・教具教材費　・備品購入費　・報酬費　・修繕補修
費

教材等の充実を図り、幼児教育の振興及び教
育条件を改善することができた。

こども・若者未来局
保育課

(要旨・目的・対象事業)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るためのもの。学級割及
び幼児数割の単価にそれぞれ当該私立幼稚園の学級数及び幼児数を乗じ
て得た額又は補助対象経費の総額のいずれか少ない額を限度とし、予算
の範囲内において設置者に交付する。

有

相模原市私立
幼稚園教育振
興補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

教育条件を維持改善し、より充実し
た教育活動を実施している。

930
相模原市私立幼稚園教
育振興補助金

学校法人黛学園　清心
幼稚園

(補助事業の概要)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために
次のものを購入するもの。
(補助金等の使途)
教具教材費、図書費、備品購入費、教職員研修費、報酬
費、修繕補修費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,052
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために補助金を次
の費用に充実した。・教具教材費　・図書費　・備品購入費　・教職員研
修費　・報酬費　・修繕補修費

安全な良い環境で、充実した教材教具備品に
より、安心して充実した保育を行うことが出来、
園児の成長の更なる助けとなり、保護者や他の
園利用者の信頼と協力を得られた。

こども・若者未来局
保育課

(要旨・目的・対象事業)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るためのもの。学級割及
び幼児数割の単価にそれぞれ当該私立幼稚園の学級数及び幼児数を乗じ
て得た額又は補助対象経費の総額のいずれか少ない額を限度とし、予算
の範囲内において設置者に交付する。

有

相模原市私立
幼稚園教育振
興補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

教育条件を維持改善し、より充実し
た教育活動を実施している。

931
相模原市私立幼稚園教
育振興補助金

学校法人溝渕学園　誠
心第一幼稚園

(補助事業の概要)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために
次のものを購入するもの。
(補助金等の使途)
教具教材費、図書費、備品購入費、教職員研修費、報酬
費、修繕補修費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,271
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために補助金を次
の費用に充実した。・教具教材費　・図書費　・備品購入費　・教職員研
修費　・報酬費　・修繕補修費

教材等の充実を図り、幼稚園教育の振興及び
教育条件を改善することができた。

こども・若者未来局
保育課

(要旨・目的・対象事業)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るためのもの。学級割及
び幼児数割の単価にそれぞれ当該私立幼稚園の学級数及び幼児数を乗じ
て得た額又は補助対象経費の総額のいずれか少ない額を限度とし、予算
の範囲内において設置者に交付する。

有

相模原市私立
幼稚園教育振
興補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

教育条件を維持改善し、より充実し
た教育活動を実施している。

932
相模原市私立幼稚園教
育振興補助金

学校法人杉並学園
虹ヶ丘幼稚園

(補助事業の概要)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために
次のものを購入するもの。
(補助金等の使途)
教具教材費、図書費、備品購入費、教職員研修費、報酬
費、修繕補修費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,063
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために補助金を次
の費用に充当した。・教具教材費　・図書費　・備品購入費　・教職員研
修費　・報酬費　・修繕補修費

教職員の研修を大事にし、講師２名を毎月お招
きし教育指導の技術的向上や教育理論を学び
知りえた情報やノウハウを園児や保護者に伝え
子育て支援に繋げている。また、未就園児教室
や体験保育、園庭園舎を開放し地域の子育て
している保護者に来園いただき幼児指導なら
びに悩み相談なども実施し、地域の幼稚園とし
て役立っていると思われる。

こども・若者未来局
保育課

(要旨・目的・対象事業)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るためのもの。学級割及
び幼児数割の単価にそれぞれ当該私立幼稚園の学級数及び幼児数を乗じ
て得た額又は補助対象経費の総額のいずれか少ない額を限度とし、予算
の範囲内において設置者に交付する。

有

相模原市私立
幼稚園教育振
興補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

教育条件を維持改善し、より充実し
た教育活動を実施している。

933
相模原市私立幼稚園教
育振興補助金

学校法人佐藤学院　豊
泉幼稚園

(補助事業の概要)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために
次のものを購入するもの。
(補助金等の使途)
教具教材費、図書費、備品購入費、教職員研修費、報酬
費、修繕補修費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 968
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために補助金を次
の費用に充当した。・教具教材費　・備品購入費　・教職員研修費　・報
酬費　・修繕補修費

教育振興補助により、幼児教育の振興に役立
てることができた。

こども・若者未来局
保育課

(要旨・目的・対象事業)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るためのもの。学級割及
び幼児数割の単価にそれぞれ当該私立幼稚園の学級数及び幼児数を乗じ
て得た額又は補助対象経費の総額のいずれか少ない額を限度とし、予算
の範囲内において設置者に交付する。

有

相模原市私立
幼稚園教育振
興補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

教育条件を維持改善し、より充実し
た教育活動を実施している。

934
相模原市私立幼稚園教
育振興補助金

学校法人心宝学園　谷
口幼稚園

(補助事業の概要)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために
次のものを購入するもの。
(補助金等の使途)
教具教材費、図書費、備品購入費、教職員研修費、報酬
費、修繕補修費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 497
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために補助金を次
の費用に充当した。・教具教材費　・教職員研修費　・報酬費　・修繕補
修費

教材教具の購入及び教職員の研修や教育環境
の整備等々に役立った。

こども・若者未来局
保育課

(要旨・目的・対象事業)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るためのもの。学級割及
び幼児数割の単価にそれぞれ当該私立幼稚園の学級数及び幼児数を乗じ
て得た額又は補助対象経費の総額のいずれか少ない額を限度とし、予算
の範囲内において設置者に交付する。

有

相模原市私立
幼稚園教育振
興補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

教育条件を維持改善し、より充実し
た教育活動を実施している。

935
相模原市私立幼稚園教
育振興補助金

学校法人弥生学園　弥
生幼稚園

(補助事業の概要)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために
次のものを購入するもの。
(補助金等の使途)
教具教材費、図書費、備品購入費、教職員研修費、報酬
費、修繕補修費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 815
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために補助金を次
の費用に充当した。・教具教材費　・図書費　・備品購入費　・教職員研
修費　・報酬費　・修繕補修費

教育振興補助により、幼児教育の振興に役立
てることができた。

こども・若者未来局
保育課

(要旨・目的・対象事業)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るためのもの。学級割及
び幼児数割の単価にそれぞれ当該私立幼稚園の学級数及び幼児数を乗じ
て得た額又は補助対象経費の総額のいずれか少ない額を限度とし、予算
の範囲内において設置者に交付する。

有

相模原市私立
幼稚園教育振
興補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

教育条件を維持改善し、より充実し
た教育活動を実施している。

936
相模原市私立幼稚園教
育振興補助金

学校法人　林間のぞみ
幼稚園

(補助事業の概要)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために
次のものを購入するもの。
(補助金等の使途)
教具教材費、図書費、備品購入費、教職員研修費、報酬
費、修繕補修費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,069
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るために補助金を次
の費用に充当した。・教具教材費　・備品購入費　・教職員研修費　・報
酬費　・修繕補修費

教材教具等の整備充実を図り、幼稚園教育の
振興及び教育条件を改善することができた。

こども・若者未来局
保育課

(要旨・目的・対象事業)
幼稚園教育の振興及び教育条件の維持改善を図るためのもの。学級割及
び幼児数割の単価にそれぞれ当該私立幼稚園の学級数及び幼児数を乗じ
て得た額又は補助対象経費の総額のいずれか少ない額を限度とし、予算
の範囲内において設置者に交付する。

有

相模原市私立
幼稚園教育振
興補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

教育条件を維持改善し、より充実し
た教育活動を実施している。

937
相模原市私立幼稚園幼
児教育調査研究事業補
助金

一般社団法人　相模原
市幼稚園・認定こども園
協会

幼児教育の振興及び地域における子育て支援の充実を図
るためのもの。
(補助区分１)

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,470
幼児教育に対する調査研究
幼児教育に関する研修

・ＺＯＯＭを併用しながら、教職員を対象とした
研修を実施し、幼児教育の資質向上に努めるこ
とができた。
・教職員と保護者を対象にした子育てに関する
研修会をYouTube講習の方法をとりいれ、子
育て支援の充実を図ることができた。
・教職員対象の処遇改善（キャリアアップ）講習
をYouTube配信とZOOMを使用し実施。受
講者の受講時間（移動時間）に制限なく受講機
会を設けることができた。

こども・若者未来局
保育課

(要旨・目的・対象事業)
幼児教育の振興及び地域における子育て支援の充実を図るためのもの。

有

相模原市私立
幼稚園幼児教
育調査研究事
業補助金交付
要綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
教育に関す
る研究の充
実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

オンラインによる研修・講習の開催
方法を確立させ、講師を招いた研
修会等を数多く実施することで、各
園教職員の資質向上に努めた。

938
相模原市私立幼稚園幼
児教育調査研究事業補
助金

一般社団法人　相模原
市幼稚園・認定こども園
協会

幼児教育の振興及び地域における子育て支援の充実を図
るためのもの。
(補助区分３)

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 490

合同就職説明会
養成校派遣就職説明会（和泉短期大学）
就活・実習フェス用チラシの作成
設置者・園長会議の実施及び名簿の作成

・各養成校の新卒者及び既卒者（潜在教諭・保
育教諭）を対象に就職説明会を開催し、加盟園
の教職員の確保促進を図った。
・養成校に園関係者からアポ取をし就職に関す
る説明を行うとともに、養成校関係者との意見
交換（アンケート）を実施。（19校）
説明会は和泉短期大学のみ実施。

こども・若者未来局
保育課

(要旨・目的・対象事業)
幼児教育の振興及び地域における子育て支援の充実を図るためのもの。

有

相模原市私立
幼稚園幼児教
育調査研究事
業補助金交付
要綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
教育に関す
る研究の充
実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

会場及びオンライン上での就職説
明会の他、様々な手法を用いて、各
園の人材確保につながる事業を実
施することができた。

939

新型コロナウイルス感染
症の感染対策を講じる
ために要した費用に対す
る補助の特例

一般社団法人　相模原
市幼稚園・認定こども園
協会

幼児教育の振興及び地域における子育て支援の充実を図
るため新型コロナウイルス感染症の感染対策を講じるため
に要した費用

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 200
新型コロナウイルス感染症の感染対策（包括的な人材育成・確保に係
る説明会等の開催時に実施）

・コロナ感染対策を図ったため、令和6年度にお
いても「ユニコムプラザさがみはら」にて就活・
実習フェスを実施し多くの学生に教職員確保
促進ができた。
学生参加48名＋既卒者1名

こども・若者未来局
保育課

(要旨・目的・対象事業)
幼児教育の振興及び地域における子育て支援の充実を図るためのもの。

有

相模原市私立
幼稚園幼児教
育調査研究事
業補助金交付
要綱

無 有

第2次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
教育に関す
る研究の充
実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

十分な感染対策を講じることで来
場者に配慮したイベント開催を実現
し、対面式による、より効果的な人
材確保事業を実施することができ
た。

940
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 白鳳学園
認定こども園 あかね幼
稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 72

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×６２人 ＝３１，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×６３人 ＝３１，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

941
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 立城学園
上田名幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 71

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×６２人 ＝３１，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×６２人 ＝３１，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

942
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 相模原学園
認定こども園 うのもり幼
稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 143

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１３７人 ＝６８，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１３１人 ＝６５，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

943
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 長友学園
幼保連携型認定こども
園 大沢幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 462

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科医嘱託料 ２６４，７２０円（月２２，０６０円×１２ヵ月）
○歯科健診 ＠５００円 ×３７６人 ＝１８８，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）
内科医嘱託料：月額16,650円～23,350円
歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

944
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 長友学園
認定こども園 げんきっこ

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 241

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×２４８人 ＝１２４，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×２１５人 ＝１０７，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。
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945
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 かみや学園
幼保連携型認定こども
園 大島幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 429

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科医嘱託料 ２６４，７２０円（月２２，０６０円×１２ヵ月）
○歯科健診 ＠５００円 ×３１１人 ＝１５５，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）
内科医嘱託料：月額16,650円～23,350円
歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

946
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 大野学園
認定こども園大野文化
幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 238

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×２２３人 ＝１１１，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×２３５人 ＝１１７，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

947
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 山崎学園
認定こども園 小山白ゆ
り幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 240

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×２３３人 ＝１１６，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×２２８人 ＝１１４，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

948
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 わかば学園
認定こども園 城山わか
ば幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 129

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１２０人 ＝６０，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１２０人 ＝６０，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

949
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 佐藤学園
けやきの子幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 54

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×４６人 ＝２３，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×４３人 ＝２１，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

950
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 光明学園
認定こども園 相模原高
等学校付属光明幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 149

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１４０人 ＝７０，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１４０人 ＝７０，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

951
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 永井学院
相模栄光幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 147

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１３８人 ＝６９，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１３８人 ＝６９，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

952
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

宗教法人 日本基督教団
相模原教会
附属相模白ゆり幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 140

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１３５人 ＝６７，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１２７人 ＝６３，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

953
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 相模女子大学
認定こども園 相模女子
大学幼稚部

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 574

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科医嘱託料 ２８０，２００円（月２３，３５０円×１２ヵ月）
○歯科健診 ＠５００円 ×５７０人 ＝２８５，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）
内科医嘱託料：月額16,650円～23,350円
歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

954
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 日高学園
認定こども園 相模すぎ
のこ幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 112

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１１２人 ＝５６，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×９４人 ＝４７，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

955
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 つばさ学園
認定こども園 相模つば
さ幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 76

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×６６人 ＝３３，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×６７人 ＝３３，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

956
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 深沢学園
認定こども園 さがみひ
かり幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 199

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１７９人 ＝８９，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×２００人 ＝１００，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

957
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 至誠学園
認定こども園 相模ひま
わり幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 188

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１７６人 ＝８８，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１８１人 ＝９０，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

958
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

宗教法人 日本基督教団
翠ヶ丘教会
相模翠ヶ丘幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 49

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×３９人 ＝１９，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×４１人 ＝２０，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

959
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 古木学園
認定こども園 相模林間
幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 585

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科医嘱託料 ２６４，７２０円（月２２，０６０円×１２ヵ月）
○歯科健診 ＠５００円 ×６２２人 ＝３１１，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）
内科医嘱託料：月額16,650円～23,350円
歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

960
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 かみや学園
認定こども園 津久井ヶ
丘幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 89

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×８０人 ＝４０，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×８０人 ＝４０，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

961
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 義澄学園
認定こども園 相模野幼
稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 505

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科医嘱託料 ２６４，７２０円（月２２，０６０円×１２ヵ月）
○歯科健診 ＠５００円 ×４６３人 ＝２３１，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）
内科医嘱託料：月額16,650円～23,350円
歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

962
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 楢の木学園
認定こども園 新町幼稚
園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 70

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×６１人 ＝３０，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×６１人 ＝３０，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

963
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

相模原みどり幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 486

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×４８７人 ＝２４３，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×４６６人 ＝２３３，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

964
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 藤栄学園
認定こども園 よこやま
幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 118

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１１１人 ＝５５，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１０７人 ＝５３，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

965
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 聖トマ学園
ばらの花幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 92

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×８３人 ＝４１，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×８３人 ＝４１，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

966
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 黛学園
清心幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 177

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１６８人 ＝８４，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１６８人 ＝８４，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

967
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 溝渕学園
誠心第一幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 153

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１５１人 ＝７５，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１３６人 ＝６８，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

968
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 誠心学園
誠心第二幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 140

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１３３人 ＝６６，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１２８人 ＝６４，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。
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〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

969
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 誠心学園
誠心相陽幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 165

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１５５人 ＝７７，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１５６人 ＝７８，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

970
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 神奈川県住宅
福祉学園
相武台中央幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 133

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１２２人 ＝６１，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１２５人 ＝６２，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

971
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 小磯学園
認定こども園 たけのうち
幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 204

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１９５人 ＝９７，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１９５人 ＝９７，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

972
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 宗祐寺学園
認定こども園 田名幼稚
園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 129

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１１９人 ＝５９，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１２０人 ＝６０，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

973
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 相模中央学園
認定こども園 中央幼稚
園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 309

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×３００人 ＝１５０，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×３００人 ＝１５０，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

974
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 川崎学園
認定こども園 つくしの幼
稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 196

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１８７人 ＝９３，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１８７人 ＝９３，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

975
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 山口学園
認定こども園 てるて幼
稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 98

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×８８人 ＝４４，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×８９人 ＝４４，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

976
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

宗教法人 泉龍寺
中和田幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 37

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×２８人 ＝１４，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×２８人 ＝１４，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

977
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 杉並学園
虹ヶ丘幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 353

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×３４４人 ＝１７２，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×３４４人 ＝１７２，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

978
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 長友学園
幼保連携型認定こども
園 橋本幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 482

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科医嘱託料 ２６４，７２０円（２２，０６０月円×１２ヵ月）
○歯科健診 ＠５００円 ×４１７人 ＝２０８，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）
内科医嘱託料：月額16,650円～23,350円
歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

979
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 八木学園
認定こども園 ひばりっ
子クラブ

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 284

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×２８６人 ＝１４３，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×２６４人 ＝１３２，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

980
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 佐藤学院
豊泉幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 146

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１３６人 ＝６８，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１３７人 ＝６８，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

981
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 桐生学園
認定こども園 星が丘幼
稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 158

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１４９人 ＝７４，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１４９人 ＝７４，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

982
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 協同学園
認定こども園 みずほ幼
稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 149

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１３３人 ＝６６，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１４６人 ＝７３，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

983
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 岩本学園
認定こども園 南大野幼
稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 157

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１４８人 ＝７４，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１４８人 ＝７４，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

984
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 心宝学園
谷口幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 68

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×５９人 ＝２９，５００円
○歯科健診 ＠５００円 ×５９人 ＝２９，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

985
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 弥生学園
弥生幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 79

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×６６人 ＝３３，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×７３人 ＝３６，５００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

986
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 林間のぞみ幼
稚園
林間のぞみ幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 151

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科健診 ＠５００円 ×１４２人 ＝７１，０００円
○歯科健診 ＠５００円 ×１４２人 ＝７１，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）内科医嘱託料、歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

987
相模原市私立幼稚園園
児健康診断事業補助金

学校法人 長友学園
幼保連携型認定こども
園 太陽の子幼稚園

（概要）学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診
断を実施する。
（使途）内科医嘱託料、歯科健診料、園医傷害保険加算

令和５年度中 448

学校保健安全法第１３条に基づき、在園児の健康診断を実施した。
○内科医嘱託料 ２６４，７２０円（月円×１２ヵ月）
○歯科健診 ＠５００円 ×３４８人 ＝１７４，０００円
〇園医傷害保険加算：内科医・歯科医（９，０００円）

園における健康診断を実施することにより、園
児の健康管理と環境衛生の向上に寄与してい
る。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的）学校保健安全法第１３条に基づき健康診断を行い、園児の健
康管理と環境衛生の向上に努めるためのもの
（対象事業）設置者が園児に対して行う健康診断事業
（対象事業費）
内科医嘱託料：月額16,650円～23,350円
歯科健診料：園児１名につき500円
園医傷害保険加算：内科医、歯科医：各4,500円

有

相模原市私立
幼稚園園児健
康診断補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

園児の健康
管理の促進

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

健康診断が実施されることにより、
在園児の健康管理の促進が図られ
ていることが確認できる。

988
地域子育て支援事業補
助金

宗教法人　日本基督教
団相模原教会

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

989
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　山崎学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

990
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　八木学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

991
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　長友学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

992
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　宗祐寺学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

993
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　わかば学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。
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No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
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有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
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「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

994
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　相模中央学
園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

995
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　藤栄学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

996
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　楢の木学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

997
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　山口学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

998
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　つばさ学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

999
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　協同学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1000
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　岩本学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1001
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　光明学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1002
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　至誠学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1003
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　川崎学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1004
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　相模原学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1005
地域子育て支援事業補
助金

原　章

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1006
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　かみや学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1007
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　聖トマ学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1008
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　誠心学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 93 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1009
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　誠心学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 93 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1010
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　永井学院

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1011
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　佐藤学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1012
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　黛学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1013
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　杉並学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1014
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　弥生学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1015
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　大野学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1016
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　溝渕学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。

1017
地域子育て支援事業補
助金

学校法人　心宝学園

（補助事業の概要）
　地域における子育て支援の充実を図る
（補助金等の使途）
　子育て親子の交流事業等を実施する私立幼稚園に対し、
当該事業に係る経費を補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 地域開放推進事業、情報提供事業

本補助金を活用することにより、在園児の子育
て支援の充実のみならず、幼児教育施設として
の専門機能を活用した、地域における子育て支
援を実施することができた。

こども・若者未来局
保育課

１　地域における子育て支援の充実
２　地域開放推進事業・情報提供事業
３　人件費及び管理経費

有

相模原市私立
幼稚園等地域
子育て支援推
進事業補助金
交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

地域に開か
れた幼稚
園・認定こど
も園づくり

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園等の専門機能を活用し、地
域子育て支援に大きく貢献してい
る。
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1018
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

学校法人　立城学園
上田名幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,100
課業日：183 日 平均7 人
夏季休業日：21 日 平均8 人
冬期休業日等：0 日 平均0 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一翼を担っていると考
えられる。

1019
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

学校法人佐藤学園
けやきの子幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,200
課業日：184 日 平均9 人
夏季休業日：24 日 平均7 人
冬期休業日等：17 日 平均7 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者
の子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機
児童の減少に一翼を担っていると
考えられる。

1020
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

学校法人　永井学院
相模栄光幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,340
課業日：190 日 平均18 人
夏季休業日：21 日 平均16 人
冬期休業日等：6 日 平均25 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者
の子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機
児童の減少に一翼を担っていると
考えられる。

1021
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

宗教法人日本基督教団
翠ヶ丘教会
相模翠ヶ丘幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,280
課業日：180 日 平均14 人
夏季休業日：17 日 平均8 人
冬期休業日等：9 日 平均12 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者
の子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機
児童の減少に一翼を担っていると
考えられる。

1022
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

相模原みどり幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,920
課業日：194 日 平均114 人
夏季休業日：21 日 平均86 人
冬期休業日等：18 日 平均87 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者
の子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機
児童の減少に一翼を担っていると
考えられる。

1023
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

学校法人聖トマ学園
ばらの花幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,460
課業日：175日 平均11 人
夏季休業日：20 日 平均12 人
冬期休業日等：19 日 平均11 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者
の子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機
児童の減少に一翼を担っていると
考えられる。

1024
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

学校法人　黛学園
清心幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,920
課業日：187 日 平均25 人
夏季休業日：24 日 平均27 人
冬期休業日等：20 日 平均27 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者
の子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機
児童の減少に一翼を担っていると
考えられる。

1025
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

学校法人溝渕学園
誠心第一幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,720
課業日：195日 平均38 人
夏季休業日：22 日 平均37 人
冬期休業日等：18 日 平均34 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者
の子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機
児童の減少に一翼を担っていると
考えられる。

1026
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

学校法人　誠心学園
誠心第二幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,670
課業日：221 日 平均33 人
夏季休業日：25 日 平均26 人
冬期休業日等：12 日 平均28 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者
の子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機
児童の減少に一翼を担っていると
考えられる。
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1027
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

学校法人　誠心学園
誠心相陽幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,420
課業日：221 日 平均20 人
夏季休業日：25 日 平均20 人
冬期休業日等：12 日 平均16 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者
の子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機
児童の減少に一翼を担っていると
考えられる。

1028
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

学校法人神奈川県住宅
福祉学園
相武台中央幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,720
課業日：179 日 平均36 人
夏季休業日：23 日 平均24 人
冬期休業日等：21 日 平均23 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者
の子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機
児童の減少に一翼を担っていると
考えられる。

1029
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

宗教法人泉龍寺
中和田幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,170
課業日：172 日 平均6 人
夏季休業日：21 日 平均3 人
冬期休業日等：10 日 平均3 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者
の子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機
児童の減少に一翼を担っていると
考えられる。

1030
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

学校法人杉並学園
虹ヶ丘幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,920
課業日：195 日 平均52 人
夏季休業日：23 日 平均54 人
冬期休業日等：20 日 平均40 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者
の子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機
児童の減少に一翼を担っていると
考えられる。

1031
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

学校法人　佐藤学院
豊泉幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 900
課業日：166 日 平均8 人
夏季休業日：9 日 平均10 人
冬期休業日等：0 日 平均0 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者
の子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機
児童の減少に一翼を担っていると
考えられる。

1032
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

学校法人　心宝学園
谷口幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,180
課業日：189 日 平均6 人
夏季休業日：22 日 平均10 人
冬期休業日等：8 日 平均20 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者
の子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機
児童の減少に一翼を担っていると
考えられる。

1033
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

学校法人弥生学園
弥生幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,380
課業日：189 日 平均15 人
夏季休業日：20 日 平均10 人
冬期休業日等：13 日 平均12 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者
の子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機
児童の減少に一翼を担っていると
考えられる。

1034
相模原市私立幼稚園預
かり保育事業補助金

学校法人　林間のぞみ
幼稚園
林間のぞみ幼稚園

（補助事業の概要）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業
（使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,460
課業日：189 日 平均13 人
夏季休業日：24日 平均11 人
冬期休業日等：17 日 平均12 人

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
私立幼稚園で実施する預かり保育事業を促進し、地域における子育て支援
の充実及び幼児教育の振興を図る

有

相模原市私立
幼稚園預かり保
育事業補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で預かり保育を実施するこ
とで、園児保護者の保育ニーズに
応える活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、預かり保育事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一翼を担っていると考
えられる。

1035
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 相模原学園
認定こども園うのもり幼
稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,278

平日利用件数：1,386 件
長期休業件数（８時間未満）：83 件
長期休業件数（８時間以上）：110 件
休日利用件数：0件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。
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国・県
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事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
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※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1036
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 長友学園
幼保連携型認定こども
園大沢幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,087

平日利用件数：1,521 件
長期休業件数（８時間未満）：112 件
長期休業件数（８時間以上）：6 件
休日利用件数：27件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1037
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 長友学園
認定こども園げんきっこ

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,821

平日利用件数：3,518 件
長期休業件数（８時間未満）：470 件
長期休業件数（８時間以上）：50 件
休日利用件数：20件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1038
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 かみや学園
幼保連携型認定こども
園大島幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,410

平日利用件数：723 件
長期休業件数（８時間未満）：117 件
長期休業件数（８時間以上）：17 件
休日利用件数：54件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1039
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 山崎学園
認定こども園小山白ゆり
幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,873

平日利用件数：1,929 件
長期休業件数（８時間未満）：292 件
長期休業件数（８時間以上）：105 件
休日利用件数：174 件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：有

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1040
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 わかば学園
認定こども園城山わか
ば幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,276

平日利用件数：838 件
長期休業件数（８時間未満）：67 件
長期休業件数（８時間以上）：90 件
休日利用件数：6件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1041
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 光明学園
認定こども園相模原高
等学校付属光明幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,439

平日利用件数：512 件
長期休業件数（８時間未満）：37 件
長期休業件数（８時間以上）：10 件
休日利用件数：0件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1042
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 永井学院
相模栄光幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,527

平日利用件数：3,439 件
長期休業件数（８時間未満）：359 件
長期休業件数（８時間以上）：346 件
休日利用件数：0件
就労支援型施設加算：有
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1043
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

宗教法人 日本基督教団
相模原教会
附属相模白ゆり幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 5,183

平日利用件数：1,998 件
長期休業件数（８時間未満）：254 件
長期休業件数（８時間以上）：18 件
休日利用件数：0件
就労支援型施設加算：有
保育体制充実加算：有

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1044
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 相模女子大学
認定こども園相模女子
大学幼稚部

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 7,219

平日利用件数：5,158 件
長期休業件数（８時間未満）：756 件
長期休業件数（８時間以上）：366 件
休日利用件数：43件
就労支援型施設加算：有
保育体制充実加算：有

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1045
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 日高学園
認定こども園相模すぎ
のこ幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,464

平日利用件数：470 件
長期休業件数（８時間未満）：54 件
長期休業件数（８時間以上）：8 件
休日利用件数：0件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。
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1046
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 つばさ学園
認定こども園相模つばさ
幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4,587

平日利用件数：3640 件
長期休業件数（８時間未満）：40 件
長期休業件数（８時間以上）：364 件
休日利用件数：0件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：有

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1047
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

宗教法人 日本基督教団
翠ヶ丘教会
相模翠ヶ丘幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,029

平日利用件数：2,613 件
長期休業件数（８時間未満）：228 件
長期休業件数（８時間以上）：22 件
休日利用件数：0件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1048
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 古木学園
認定こども園相模林間
幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4,016

平日利用件数：7,187 件
長期休業件数（８時間未満）：810 件
長期休業件数（８時間以上）：433 件
休日利用件数：160 件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1049
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 かみや学園
認定こども園津久井ヶ丘
幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 894

平日利用件数：1,183 件
長期休業件数（８時間未満）：436 件
長期休業件数（８時間以上）：8 件
休日利用件数：12件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1050
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 義澄学園
認定こども園相模野幼
稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,450

平日利用件数：605 件
長期休業件数（８時間未満）：78 件
長期休業件数（８時間以上）：44 件
休日利用件数：0件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1051
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 楢の木学園
認定こども園新町幼稚
園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,506

平日利用件数：518件
長期休業件数（８時間未満）：251 件
長期休業件数（８時間以上）：3 件
休日利用件数：0件
就労支援型施設加算：有
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1052
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

相模原みどり幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 12,013

平日利用件数：22,097 件
長期休業件数（８時間未満）：1,649 件
長期休業件数（８時間以上）：1,752 件
休日利用件数：334 件
就労支援型施設加算：有
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1053
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 聖トマ学園
ばらの花幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,329

平日利用件数：2,085 件
長期休業件数（８時間未満）：283 件
長期休業件数（８時間以上）：178 件
休日利用件数：46件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1054
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 神奈川県住宅
福祉学園
相武台中央幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,390

平日利用件数：6,590 件
長期休業件数（８時間未満）：329 件
長期休業件数（８時間以上）：730 件
休日利用件数：0件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1055
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 小磯学園
認定こども園たけのうち
幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,436

平日利用件数：979 件
長期休業件数（８時間未満）：149 件
長期休業件数（８時間以上）：52 件
休日利用件数：27件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。
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1056
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 宗祐寺学園
認定こども園田名幼稚
園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,158

平日利用件数：1,247 件
長期休業件数（８時間未満）：66 件
長期休業件数（８時間以上）：0 件
休日利用件数：37件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1057
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 相模中央学園
認定こども園中央幼稚
園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 6,331

平日利用件数：2,874 件
長期休業件数（８時間未満）：57 件
長期休業件数（８時間以上）：419 件
休日利用件数：0件
就労支援型施設加算：有
保育体制充実加算：有

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1058
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 川崎学園
認定こども園つくしの幼
稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,467

平日利用件数：11,909 件
長期休業件数（８時間未満）：407 件
長期休業件数（８時間以上）：1,665 件
休日利用件数：241 件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1059
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 山口学園
認定こども園てるて幼稚
園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,844

平日利用件数：3,179 件
長期休業件数（８時間未満）：88 件
長期休業件数（８時間以上）：259 件
休日利用件数：0件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1060
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 協同学園
認定こども園みずほ幼
稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,268

平日利用件数：1,199 件
長期休業件数（８時間未満）：42 件
長期休業件数（８時間以上）：162 件
休日利用件数：0件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1061
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 岩本学園
認定こども園南大野幼
稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,248

平日利用件数：3,195 件
長期休業件数（８時間未満）：276 件
長期休業件数（８時間以上）：178 件
休日利用件数：24件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：有

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1062
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 長友学園
幼保連携型認定こども
園 太陽の子幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,068

平日利用件数：1,794 件
長期休業件数（８時間未満）：158 件
長期休業件数（８時間以上）：46 件
休日利用件数：9件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1063
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 大野学園
認定こども園大野文化
幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4,739

平日利用件数：3,131 件
長期休業件数（８時間未満）：224 件
長期休業件数（８時間以上）：273 件
休日利用件数：68件
就労支援型施設加算：有
保育体制充実加算：有

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1064
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 深沢学園
認定こども園さがみひか
り幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,006

平日利用件数：2,003 件
長期休業件数（８時間未満）：307 件
長期休業件数（８時間以上）：24 件
休日利用件数：0件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1065
相模原市幼稚園型一時
預かり事業補助金

学校法人 相泉学園
相武台幼稚園

（補助事業の概要）
幼稚園又は認定こども園で実施する幼稚園型一時預かり
（使途）
幼稚園型一時預かりの実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 255

平日利用件数：12,156 件
長期休業件数（８時間未満）：1,233 件
長期休業件数（８時間以上）：967 件
休日利用件数：0件
就労支援型施設加算：無
保育体制充実加算：無

預かり保育事業を実施することにより、園児保
護者の保育ニーズに応えるとともに、幼稚園と
いう教育機関の立場から地域における子育て
支援の充実を図ることを目標に事業を行った。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
子ども・子育て支援法に規定する一時預かり事業に対し助成を受けること
により、地域における子育て支援の充実を図る。

有

相模原市幼稚
園型一時預かり
事業補助金交
付要綱

有 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

幼稚園の正規の保育時間を越えた
部分で一時預かりを実施すること
で、園児保護者のニーズに応える
活動ができている。
また、教育機関という立場を活かし
た保育を行うことで、園児保護者の
子育てを側面的に支援している。
さらに、一時預かり事業を推進する
ことで、牽いては保育所の待機児
童の減少に一躍を担っていると考
えられる。

1066
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人白鳳学園
認定こども園あかね幼
稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２３３日
２ 平均預かり保育園児数 ３人
３ 事業に要する経費 ５，２４３，４００円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。
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1067
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人相模原学園
認定こども園　うのもり
幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２４３日
２ 平均預かり保育園児数 ５人
３ 事業に要する経費 ６，８８０，６５４円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1068
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 長友学園
幼保連携型認定こども
園大沢幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２９３日
２ 平均預かり保育園児数 ４人
３ 事業に要する経費 ５，７９５，７６６円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1069
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 長友学園
認定こども園げんきっこ

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,000
１ 預かり保育日数 ２９３日
２ 平均預かり保育園児数 １３人
３ 事業に要する経費 ８，５３５，８５０円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1070
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 かみや学園
幼保連携型認定こども
園大島幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２６４日
２ 平均預かり保育園児数 ２人
３ 事業に要する経費 ７，７００，７１２円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1071
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人大野学園
認定こども園大野文化
幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,000
１ 預かり保育日数 ２４３日
２ 平均預かり保育園児数 １４人
３ 事業に要する経費 ２１，１５８，９００円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1072
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 山崎学園
認定こども園小山白ゆり
幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２７５日
２ 平均預かり保育園児数 ８人
３ 事業に要する経費 １０，２７８，０００円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1073
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 わかば学園
認定こども園城山わか
ば幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２４２日
２ 平均預かり保育園児数 ３人
３ 事業に要する経費 ９，１００，０００円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1074
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人　光明学園
認定こども園相模原高
等学校付属光明幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２３２日
２ 平均預かり保育園児数 １人
３ 事業に要する経費 ９，２２８，７４０円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1075
相模原市認定こども園
運営費等補助金

宗教法人 日本基督教団
相模原教会
附属相模白ゆり幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２３６日
２ 平均預かり保育園児数 ９人
３ 事業に要する経費 ９，４００，０００円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1076
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 相模女子大学
認定こども園相模女子
大学幼稚部

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,300
１ 預かり保育日数 ２９１日
２ 平均預かり保育園児数 ２１人
３ 事業に要する経費 ２６，５７０，５８３円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1077
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人日高学園
認定こども園相模すぎ
のこ幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２３６日
２ 平均預かり保育園児数 １人
３ 事業に要する経費 ４，４８７，４５０円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1078
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 つばさ学園
認定こども園相模つばさ
幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,000
１ 預かり保育日数 ２４４日
２ 平均預かり保育園児数 １５人
３ 事業に要する経費 ７，９９６，８８０円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1079
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 至誠学園
認定こども園相模ひまわ
り幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,000
１ 預かり保育日数 ２３３日
２ 平均預かり保育園児数 １７人
３ 事業に要する経費 １０，９００，０００円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1080
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 古木学園
認定こども園相模林間
幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,300
１ 預かり保育日数 ２４０日
２ 平均預かり保育園児数 ３４人
３ 事業に要する経費 １４，７５７，４９１円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1081
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 かみや学園
認定こども園津久井ヶ丘
幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２４３日
２ 平均預かり保育園児数 ５人
３ 事業に要する経費 ６，８０１，２１３円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1082
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 義澄学園
認定こども園相模野幼
稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２３６日
２ 平均預かり保育園児数 ２人
３ 事業に要する経費 ５，５５１，７１２円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1083
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 楢の木学園
認定こども園新町幼稚
園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２４０日
２ 平均預かり保育園児数 １人
３ 事業に要する経費 ６，０３７，５５５円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1084
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人藤栄学園
認定こども園よこやま幼
稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,000
１ 預かり保育日数 ２３０日
２ 平均預かり保育園児数 １６人
３ 事業に要する経費 ８，３００，０００円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1085
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 小磯学園
認定こども園たけのうち
幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２３９日
２ 平均預かり保育園児数 ２人
３ 事業に要する経費 １１，１９８，２７０円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1086
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 宗祐寺学園
認定こども園田名幼稚
園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２４５日
２ 平均預かり保育園児数 ４人
３ 事業に要する経費 ２０，３１７，５４２円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1087
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 相模中央学園
認定こども園中央幼稚
園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,000
１ 預かり保育日数 ２４３日
２ 平均預かり保育園児数 １２人
３ 事業に要する経費 １１，９１０，４００円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1088
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 川崎学園
認定こども園つくしの幼
稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,300
１ 預かり保育日数 ２３８日
２ 平均預かり保育園児数 ５５人
３ 事業に要する経費 １５，３４８，９００円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1089
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 山口学園
認定こども園てるて幼稚
園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,000
１ 預かり保育日数 ２３１日
２ 平均預かり保育園児数 １４人
３ 事業に要する経費 ６，０２３，６５０円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1090
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人長友学園
認定こども園橋本幼稚
園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,000
１ 預かり保育日数 ２４３日
２ 平均預かり保育園児数 １１人
３ 事業に要する経費 ５，４９２，６５４円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1091
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 八木学園
認定こども園ひばりっ子
クラブ

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２４６日
２ 平均預かり保育園児数 １０人
３ 事業に要する経費 ６，２４６，７１０円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1092
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人桐生学園
認定こども園星が丘幼
稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２５２日
２ 平均預かり保育園児数 ２人
３ 事業に要する経費 ４，４５４，９６４円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1093
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 協同学園
認定こども園みずほ幼
稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２３８日
２ 平均預かり保育園児数 ４人
３ 事業に要する経費 ４，６７６，２３９円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1094
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人 岩本学園
認定こども園南大野幼
稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,000
１ 預かり保育日数 ２３９日
２ 平均預かり保育園児数 １４人
３ 事業に要する経費 ６，２４８，１００円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1095
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人長友学園
幼保連携型認定こども
園 太陽の子幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,700
１ 預かり保育日数 ２９３日
２ 平均預かり保育園児数 ６人
３ 事業に要する経費 ５，９８８，７９８円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1096
相模原市認定こども園
運営費等補助金

学校法人深沢学園
認定こども園さがみひか
り幼稚園

（補助事業の概要）
認定こども園で実施する預かり保育事業
（補助金等の使途）
預かり保育の実施に要する人件費及び保育経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,000
１ 預かり保育日数 ２３４日
２ 平均預かり保育園児数 １１人
３ 事業に要する経費 ６，６００，０００円

保育所待機児童の解消を図り就学前の子ども
に関する教育、保育等の総合的な提供を行っ
た。

こども・若者未来局
保育課

（趣旨・目的・対象事業）
保育所待機児童の解消を図り就学前の子どもに関する教育、保育等の総
合的な提供を促進することを目的とする。

有

相模原市認定こ
ども園運営費等
補助金交付要
綱

無 有

第２次相模
原市子ども・
子育て支援
事業計画

幼稚園等の
預かり保育・
一時預かり
事業の促進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

預かり保育事業を推進することで、
牽いては保育所の待機児童の減少
に一躍を担っていると考えられる。

1097
幼稚園等新任教員研修
事業補助金

相模原市幼稚園等新任
教員研修協議会

相模原市の幼稚園及び認定こども園の新任教員を対象と
した合同園外研修を実施するもの。
　補助金の主な使途としては、研修事業に係る会議等にお
ける講師謝礼、会場使用料など。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 288

○令和５年度　相模原市幼稚園等新任教員研修会の開催
第1回　令和５年６月２１日（参加人数　８６名）
　･髙橋　かほる氏による「新任保育者の心得」の研修
第2回　令和５年８月４日（参加人数　８４名）
  　・日戸由刈氏による「特別支援教育・保育」の研修
　　・カツリキコンビによる「保育実践～歌遊び・手遊び～」
    ・南子育て支援センター職員による「人権・虐待防止」の研修
第3回　令和５年１１月８日（参加人数　７６名）
　･大澗　弘幸氏による「表現ワークショップ」の研修
第4回　令和６年２月１４日（参加人数　６９名）
  ･髙橋　かほる氏による「新任保育者の心得②～一年を振り返って～」
の研修

・第1回目の研修はWEB研修とし、幼稚園教
諭・保育教諭としての役割を確認するとともに、
ブレイクアウトルームを使用して、他園の新任教
諭と話をすることで、仕事を始めて不安に思っ
ていることを共有し、さらに成長していきたいと
いう気持ちを高めることができた。
・第2回目の研修は対面で行った。支援保育、
人権・児童虐待防止、あそび歌等、実践的で教
育・保育に必要不可欠な内容を広く学ぶことが
できた。
・第3回目の研修は、対面で行った。子どもの表
現について考え、心をひらく楽しさを感じながら
教育保育で実践できる知識・技能を身に付け
た。
・第4回目は対面での研修を行い、横のつなが
りもうまれ、一年を通じて成長したことを振り返
り、次年度に向けての意欲を高めることができ
た。

こども・若者未来局
保育課

幼稚園等に従事する新任教員の幼児理解、保育に必要な基本知識の習得
及び実践的な指導力を高めることを目的に、協議会が実施する相模原市幼
稚園等新任教員研修事業に要する費用を補助するもの。

有

相模原市幼稚
園等新任教員
研修事業補助
金交付要綱

無 有

相模原市子
ども・子育て
支援事業計
画

教職員の研
修の充実

3年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助の目的に沿った研修が実施さ
れており、事業の実施に伴い参加
者の意識向上が見受けられる。

1098
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　白鳳学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 604

入園前から相談のあった年長児は、親との話し合いもスムーズに行き、
療育と保育のバランスもとれ卒園までの3年間で良い成長に繋がった。
一方、入園後の生活から支援が必要と感じた園児については、親への
アプローチに時間がかかり、適切な療育につながるまで困難をきたし
た。

昨年度までの創設以来最大数の支援が必要な
園児たちの卒園により、ある程度の落ち着きを
取り戻した。それにより現状の支援が必要な園
児へ、より多くの関わり合いや、周りの子ども達
との成長を感じることが出来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1099
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　立城学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 100 コーディネーターを配置することにより、支援体制が堅固になった。
生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を助長するため、支援体制を構築するこ
とができた。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1100
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　相模原学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600

支援コーディネーター及び関係職員による積極的な研修参加、及び園
内・関係機関とも支援児に関する情報共有を行い、十分な支援ができ
るよう体制を整えた。また、日々の様子や保育に関することを保護者と
の面談で共有し、支援の方法や接し方について相談をした。
コーディネーターを中心に、職員間での情報共有や保育の仕方を考え、
必要に応じで関係期間に相談を行った。

支援が必要な子どもたちに対して、それぞれに
合った支援を実施することができ、また各職員
が場面に応じて臨機応変に対応できた。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1101
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　長友学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600

・支援コーディネーター研修では、近隣の保育園や小学校、中学校の先
生方と情報交換ができた。
巡回訪問で、専門の立場からの助言が参考になった。
・アセスメントをすることで一人ひとりの発達状況を見る目安になり、改
善点・課題点に気付き、支援に活かしている。
・保護者への説明には、信頼関係を築く重要性があり、理解が得られる
ことでより協力して支援をしていけるようになる。保護者全員から理解
を得るには時間がかかる場合もあるので、常に対応の仕方を考えてい
かなくてはならないと思う。

・個々の特性や発達状況に合わせ、担任及び他
の職員が支援の手立てを考えるきっかけとな
り、より一人ひとりを理解し支援することができ
た。
・コーディネーター研修では、園内でのケース会
議、巡廻での助言により、一人ひとりの子ども理
解を深められたのではないか。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1102
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　長友学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 940

支援を要する園児及び保護者と関わる中で、決まった面談日以外でも
来園する機会を有効に使い日常の話をしたり、アプリや電話等を利用し
て丁寧に関わる事ができた。更に連携機関との巡回訪問等では情報共
有していく事で保護者の安心感がましていたように感じた。支援研修の
参加や支援関連の教材の購入から、関わり方のヒントや保護者との面
談での話し方等大いに参考にできた。園全体で見守っていける成果を
得ることができた。

一人ひとりの園児の個性を職員間で具体的に
共有して、楽しんで保育に参加できるような環
境を提供することができた

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1103
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　かみや学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,108
・支援保育を実施するための職員の配置
・支援保育を実施する上で必要な本、テキストの購入

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を助長するため、支援体制を構築するこ
とが出来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1104
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　山崎学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600 毎日の終礼で支援の必要な子について情報を共有している
子どもの様子を参観してもらい家庭との連携が
スムーズであった

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1105
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　わかば学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,276
支援を要する園児が、集団生活の中で自分を発揮しながら、心身共に
発達し、他児と関わることで成長につながるよう、支援体制を確立した。

集団生活の中で、他児の姿から影響を受けた
り、基本的な生活習慣を身につけられるよう個
別に関わる支援体制を構築できた。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1106
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　光明学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,108

・「障碍児保育・特別支援教育に関する研修」「支援コーディネーター研
修」への参加。
・学期末ごとの個別支援会議開催。
・巡回相談（年２回）
・児童発達支援センターハビーによる巡回と面談。
・児童発達支援事業所コペルプラスによる巡回と面談。
保護者との個別指導計画の説明及び発達検査の報告等その他面談。

園生活を送る中で、適切な配慮が必要な幼児
の心身の健全な発達を助長するため、子どもの
ニーズから支援を考え関わることができた。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1107
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　永井学院
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600
教職員の支援保育への知識や理解を深め、研修や外部機関の相談を
行った。また、保育の補助体制を充実し、より個別的な援助や支援を行
えるようにした。

子どもの困り感を汲み取りながら、一斉活動の
教育でも状況に合わせて子ども一人一人が無
理なく過ごせるように配慮することが可能に
なった。また、教職員は研修で学んだことを実
践的に試みてみる姿もあり、より支援について
理解しようとするようになった。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1108
私立幼稚園支援保育事
業補助金

宗教法人　日本基督教
団相模原教会

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 772

支援計画を立てることにより、それぞれの子どもたちについて必要な課
題と目標を明確にして、日々の保育をサポートすることができた。特に、
各ご家庭と連絡を密にとり、園の色々な行事への参加、対応方法を相
談して進めることができた。
また、園以外の支援保育施設を利用している場合は、施設に出向いて
園以外の場所での集団生活の様子についても情報を得て、外部の施設
より適切な助言を得られるように努めた。その上で、支援内容について
も適宜修正を加えた。

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を手助けするために、情報を共有して教
室以外でも園全体で支援体制を構築すること
ができた。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1109
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　相模女子大
学

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600

・支援コーディネータを1名配置し、研修受講と共に園内で職員に研修
内容を伝達することで、園全体で支援保育の理解を深められるような
機会を設けた。
・公認心理師と連携し、担任と共に園児の支援方法を検討し、保育に活
かせるようにした。
・保護者が随時心理師や担任と面談し相談できるような体制を整えるこ
とで子どもへの支援について共有し個別支援計画に活かしながら、支
援がより適したものとなるように努めた。
・関係機関と定期的に子どもの姿について共有し、両者で統一した支援
を出来るよう工夫した。

・園全体、関係機関、保護者と連携し子どもの
支援について検討し実施出来たことで、子ども
が園で過ごしやすい環境を作ることに繋がっ
た。
・個別支援計画の内容を保護者と共有すること
で、子どもへの支援に対する共通理解が出来
た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1110
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　日高学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,276

気になるお子様の保護者との面談を実施し、保護者の意向と幼稚園で
の支援の方法の確認を行う。また、巡回相談後に職員間でのフィード
バックを行い情報の共有を行い、園全体で支援の必要な園児の支援を
実施してきた。園児の通所先である療育機関の訪問指導を受け入れ、
園児にとって適切な支援が実施できているかどうか確認しながら保育
を行っている。

保護者の理解が得られ、療育につながり園児の
成長につながった園児が何名かいる

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。
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1111
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　深沢学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600

関係機関との連携（巡回訪問や訪問後のフィードバック）が前年より多
く取れ、支援方法の検討会から実践に繋げることができた。また、その
他支援体制の整備のため、相模原市幼稚園・認定こども園協会主催の
研修会にも積極的に参加した。その他、県連合会のオンデマンド研修の
受講も加え、具体的な支援についての学びを深めた。

生活上の適切な配慮が、対象幼児の心身の健
全な発達を助長するが、個別対応のみならず、
集団活動での支援体制も構築することが出来
た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1112
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　至誠学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600

日々情報の共有をすることで園全体で対象児を把握することを取り組
めている。また園内研修や研究、ケース会議を行うこと知識の向上する
体制はできている。個別対応をするために、保護者や関係機関との連
携も密に行っている。ただ年々、関係機関に通所するお子様が増えてき
ており、連携体制をとる場面が増えてきた、その分情報を整理する時間
が増えて職員の負担が増えている状況である。また関係機関との打合
せや準備、来た時の対応（園の状況を伝える事やその後のフィードバッ
クなど）に時間をとられている現状がある。また、保護者への対応も
年々難しくなっていっている。その場面で支援コーディネーターの役割
が重要になってくる。上記に記載されている人数以上に点数に満たない
子どもも多くいる現状もある。その中でも園内研修や支援会議等を学
年ごとや全体で共有することで周知している。補助金では賄いきれない
が、非常勤職員を拡充することで、支援体制の充実に務めてるが、経理
的な現状は厳しい状況に変わりはない。

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を助長するため、支援体制を構築するこ
とが出来た。日々状況を共有し対応についてな
ど共有する機会をもうけることで、全体で支援
体制をとることが定着化した。また支援の必要
なお子様に対しての様々な手法に挑戦し、保護
者や関係機関と連携をとり実に活かすことがで
きている

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1113
私立幼稚園支援保育事
業補助金

宗教法人　日本基督教
団翠ヶ丘教会

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,444
個別支援計画書を作成し、保護者と丁寧に話し合いを重ねることで、家
庭と園の双方の共通の子ども理解が深まり、より適切な働きかけ、支援
を行うことができた。

様々な場面で適切な配慮が必要な子どもたち
の心身の健全な発達を助長するため、より良い
支援体制を構築することができた。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1114
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　古木学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600

園生活における遊びや活動で、支援が必要な子には一人ひとり個別の
対応が必要なときがある。そのような際に、個別の支援を行うことがで
き、子どもの気持ちに寄り添いうことができた。その子に対してその子に
合わせた適切な支援環境になるように、人的配置を手厚くするための一
助となっている。

幼稚園の生活において、適切な配慮が必要な
幼児の心身の健全な発達を助長するため、支
援体制を構築することが出来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1115
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人かみや学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600
・支援保育を実施するための職員の配置
・支援保育を実施する上で必要な本、テキストの購入

・生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健
全な発達を助長するため、支援体制を構築する
ことが出来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1116
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　義澄学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,108

適宜にサポートの職員が付くことにより、突発的な行動に備えると共に
集団活動への自然な参加を促すよう努めた。個々の特性に応じた絵
カードを用いるなど、対象園児自身の理解が進みやすい環境づくりに努
めた。状況に応じた言葉がけを頻繁に行うことにより、対象園児の語彙
が増え、コミュニケーションを促進することができた。保護者との協力関
係を築くため、適切なタイミングで面談を行い、個別指導計画の内容を
具体的に説明、情報の共有を密にしてきた。

日常的に特に支援を要する対象園児および周
囲の他児が、安全かつ健全に心身ともに成長す
るために必要と考えられる支援体制を整えるこ
とができた。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1117
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　楢の木学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 772
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援を実施するの
に必要な人件費及び管理費に補助金を活用した。

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を助長するため、支援体制を構築するこ
とが出来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1118
私立幼稚園支援保育事
業補助金

相模原みどり幼稚園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600

・プロフィールシート、個別の指導計画
・家庭と連携しながらの支援計画
・月1回の支援会議
・アプリを利用し園での様子を保護者に伝える
・生活支援プランMAPの作成
・研修内容を職員会議で共有
・1年間のまとめを保護者用に用意

・支援会議や職員会議を通して、支援児への共
通理解や支援方法の質を高めることができた
・アプリなども利用し、保護者との連携も深めら
れた

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1119
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　聖トマ学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600
補助金を頂くことにより、加配を付けることができ、幼児に必要な支援を
行うことができた

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を助長するため、支援体制を構築するこ
とができた

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1120
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　黛学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600

全ての支援を必要とする園児又は不安のある保護者と相談・面談をす
る事により、その子に合った指導計画を考える事が出来たと共に、他の
関係機関と連携し園と家庭とで同じ意識をもって子育てして貰える事
が出来た。特に必要と思われる園児(クラス)に支援補助者を配置したこ
とにより、対象の支援児だけではなく、全ての園児(クラス)の保育が円
滑に進み、良い保育・教育を丁寧に進める事が出来た。

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身共に健
全な発達を助長するための人員配置等が出
来、支援体制を構築することが出来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1121
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　誠心学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 268

昨年度に続き程度の重い支援の必要な園児はいなかったが、アセスメ
ント表の基準には達しないまでもそれなりに援助の必要な園児は複数
名おり、１対１対応の専従の加配教員１名、必要に応じて支援を提供する
フリーの教員２名を配置し、適正な支援を実施するとともに、個人面談
等を通して保護者とも密に情報交換を行い、成果を上げることができ
た。

園生活および本園で実施している幼児教育カ
リキュラムを修得するための配慮が必要な幼児
の心身の健全な発達を助長するため、支援体
制を構築することが出来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1122
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　誠心学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600
個別の配慮が必要な園児に対して、加配の補助職員の配置。職員の研
修実施。

補助職員がいることで、担任がスムーズなクラ
ス運営をすることができた。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1123
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人神奈川県住宅
福祉学園

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 604
園内での情報の共有と、保護者との連携を小まめに行う。療育機関との
つながりがある場合は、療育機関との連携をとり情報を共有している。

園児が安定して登園し、保育活動に参加し成長
している姿が見られる。保護者からも園の活動
に協力して頂けている。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1124
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　小磯学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,276
・支援の必要な子の増加に伴い、補助の人数も増加。
・各支援機関との連携（面接や電話での情報共有）

・補助を増やすことで、多くの目で多くの角度か
ら、一人ひとりに援助できた。しかし、情報の共
有の点から話し合いの時間も多く必要となっ
た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1125
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　宗祐寺学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 772
◎複数のスタッフでの保育
◎保護者との月１度の面談
◎外部機関、療育等との連携

◎チーム一貫した支援に近づける事で子どもた
ちの過ごしやすさに変化が見られた。
◎療育機関から支援方法を学べる事で同じ支
援に近づき子どもたちの戸惑いも減る。
◎就学先との連携が増えたことで、小学校につ
ながる支援になる。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1126
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人相模中央学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,276

専門のコディネーターを設置し、研修会等に積極的に参加し、内容を園
内研修等で伝達し、情報等を共有することができた。また、市立機関や
民間の支援機関と連携することにより、適切な相談や助言を受けること
ができた。前述の内容を個別指導計画に反映し、保護者と児童の成長
や課題を共有することができた。

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を助長するため、支援体制を構築するこ
とが出来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1127
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　川崎学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,108

コーディネーターを選出して配慮が必要な子どもを選出した。
研修に参加し、近隣の小学校の先生と情報交換をした。
園内研修を通して、特別支援児に対する知識・理解を深めた。
学期に2回ほど支援児の親と面接を行い、現状把握と今後に向けての
展望を確認し、密にコミュニケーションをとった。また、その際に個別指
導計画を使いながら行った。
支援保育を必要としている子どものみに個別指導は行っていないが、ク
ラスの中で遅れがある場合はフリー職員を加配して個別指導を行った。

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を助長するため、支援体制を構築するこ
とが出来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1128
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　山口学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600
コーディネーターを中心に個別支援が必要な幼児に個別指導計画を作
成し、学期に１回づつ保護者との話し合いや職員間の共通理解をし、必
要な支援や環境整備を行った。

園生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健
全な発達を助長するため、支援体制を構築する
ことができた

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1129
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　杉並学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600
各学年に支援児フォローの職員を配置し、配慮の必要な幼児に適切な
支援体制を構築した

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を助長するため、支援体制を構築するこ
とができた

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1130
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　長友学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600

・アセスメントをする上で、療育に通っている園児だけでなく、クラス全
体の一人ひとりの発達状況を見る目安になる。その後アセスメントから
見えてくる園児の特性、保育室等の環境や時間の使い方など改善点・
課題点に気づき支援に生かしている。
・個別の指導計画の作成により担任以外の職員の共通理解に繋がって
いる。
・保護者への説明には信頼関係を築く重要性があり、理解が得られるこ
とでより協力して支援をしていけるようになる。保護者全員から理解を
得るには時間がかかる場合もあるので、常に対応の仕方を考えていか
なくてはならないと思う。

・個々の特性や発達状況に合わせ、担任及び他
の職員が支援の手立てを考えるきっかけとな
り、より一人ひとりを理解し支援することができ
た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1131
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　八木学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 772

支援を必要とする子どもが一年間で大きく成長できるよう、コーディ
ネーター職員を中心に担任・保護者と連携を取りながら指導を行った。
＊保護者面談の際は担任だけでなくコーディネーター等の参加し、保護
者に安心感与えるようきめ細やかな説明を行った。

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を助長するため、支援体制を構築するこ
とが出来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1132
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　佐藤学院
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600 職員を配置することができ助かりました。 支援が必要な園児に対応することが出来た。
こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。
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No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期
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（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
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国・県
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の有無

施策的
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計画名
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施策名

補助期間
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対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
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「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1133
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　桐生学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600

１．事業実績　　ア、支援保育コーディネーター研修に参加　５／１０産業
会館、６／１６上溝中学校、１０／３オンライン、１１／１５オンライン、１／１９
上溝中学校　　イ、研修参加後「振り返りシート記入・送信」　　ウ、支援
保育のためのアセスメント表の見直しに向けたアンケート調査　　１０／１
２送信　　エ、巡回訪問（支援・配慮が必要な園児関して関わり方、保護
者との連携等を指導受ける。）　オ、保護者との面談・相談　個人面談、
教育相談、保護者からの申出面談、日々の電話連絡等にて、時間をか
けて話を進める。　　カ、関わり　知り得た情報は、クラス担任以外にも
主任、副担任、教育補員、事務、運転手等とも共有し、対応。

巡回訪問で、専門の先生に見ていただくこと
で、私たちだけでは気付かない事の多くを知
り、参考にしながら、対応して行くことができた。
教職員間で情報共有していくことで、同じ対応
が出来ている。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1134
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　協同学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 268
支援保育事業補助金を通じて、人件費及び図書費・雑費等の支出の緩
和ができた。

コーディネーターを配置することで、支援保育
が円滑にでき、支援保育の向上に繋がった。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1135
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　岩本学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 436
・子どもへの配慮（人員を含む）を手厚くすると共に、支援が必要な子に
ついて職員間で共通理解をもつ

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を助長するため、支援体制を構築するこ
とが出来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1136
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　弥生学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,444
支援保育が必要な子どもたちの指導計画を立てるにあたって、担当職
員が連携し、話し合いを重ね、保護者と面談を行ったり、一年を通して
段階を追って計画を実施することができました。

支援保育を必要とする子どもたちの指導を計
画的に、手厚く行うことができました。支援保育
を行った子どもたち全員に一定の成果を上げる
ことができました。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1137
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　林間のぞみ
幼稚園

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600

・該当児が19人と多いため、代替職員の人件費がかさむ。補助金の増
額、または割り増し追加補助金を検討してほしい。
・巡回相談の機会が、人数の割に少ない。
人数が多いので、充分に見てもらえない。相談員増を望む。

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を助長するため、支援体制を構築するこ
とができた。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1138
私立幼稚園支援保育事
業補助金

学校法人　長友学園
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,600

・支援コーディネータを配置し、関係機関や保護者との連携を図りなが
ら、支援保育に取り組んだ。
・研修会や園内会議を通して生活上適切な配慮が必要な幼児への理解
を深め、支援保育を行った。
・保護者との面談を行い、個別指導計画の作成と発達状況等の評価を
行った。

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を助長するため、支援体制を構築するこ
とが出来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1139
私立幼稚園支援保育事
業補助金

社会福祉法人　蒼生会
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 336
生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全な発達を助長するため、
支援体制を構築することが出来た.

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を助長するため、支援体制を構築するこ
とが出来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1140
私立幼稚園支援保育事
業補助金

社会福祉法人　さがみ
愛育会

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 336
・歩行器の作成を行い、身体発達を促したり、本児の行きたい場所、触
れたい場所に移動できるようにしていった。
・小部屋を設けて落ち着ける環境を整備した。

・歩行器を使用することで表情も豊かになり、他
児との関りも増えた。
・小部屋を整備することで、ゆったりと過ごした
り、職員や友達との関りも増えた。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1141
私立幼稚園支援保育事
業補助金

社会福祉法人　ムクドリ
福祉会

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 672

支援コーディネーターを配置し、支援計画の作成や保護者との面談、定
期的に研修会に参加したり、関係機関との連携を図るなど、支援体制を
整備している。また、月1回程度のペースで、臨床心理士による児童の
観察やカンファレンス会議・園内研修等を行うなど、園全体の支援体制
の向上に努めている。支援については、保育者のかかわり（援助）だけ
でなく、集団の中での幅広い異年齢のかかわりが重要であるという視
点からインクルーシブ保育を推進している。園の室内・室外ともに感覚
統合の視点を取り入れた環境や教材・遊具等を整備している。

園生活を送る上で適切な配慮が必要な幼児の
心身の健全な発達を助長するため、支援体制
を構築することができている。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1142
私立幼稚園支援保育事
業補助金

社会福祉法人　さがみ
愛育会

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 1,344

支援保育を必要とする児に対し、個別支援計画（パレットノートもしくは
応援シート）を作成し、特性にあわせた配慮を行った。個々の事例に対
応出来るよう、ケースカンファ（療育連絡会）を実施し、支援方法を検討
した。保護者には面接を実施し、園と家庭の情報共有を行った。また、
親の会パレットでは、保護者同士の語りの場を設けた。また、会の中に
特性の理解を深めるミニ講座を設け、学びの機会とした。

子どもの特性を理解し、その子らしく生活でき
るような生活（保育）を保証し、個別的な配慮を
行えるような支援体制を構築出来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1143
私立幼稚園支援保育事
業補助金

社会福祉法人　さがみ
愛育会

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 840
個別的配慮が必要なお子さん、部分的な配慮が必要なお子さんなどそ
の子に合わせた対応が出来るように環境を整えた

一人一人に合わせた対応を行っていくことでそ
の子なりに集団参加をし様々な経験をすること
が出来た

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1144
私立幼稚園支援保育事
業補助金

社会福祉法人　さがみ
愛育会

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 672
支援保育ノートを毎月記入し、保護者との情報共有を図った。保護者と
の面談を通して、支援内容の評価と充実に努めた。

年長児は就学支援につなげ、支援継続ができ
るようになった。全体的に対象の子どものでき
ることが増え、コミュニケーションスキルが上
がった。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1145
私立幼稚園支援保育事
業補助金

社会福祉法人　清水保
育園

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 168

・アセスメントを実施し、個別支援計画の策定、評価、改善を行った。
・職員の加配を行い、きめ細かな教育・保育体制の確保に努めた。
・関係機関（中央子育て支援センター療育相談班、ﾜﾝﾀﾞｰﾄﾝﾈﾙ等）からア
ドバイスをいただき、支援保育の質の向上に努めた。

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を助長するため、支援体制を構築するこ
とが出来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1146
私立幼稚園支援保育事
業補助金

社会福祉法人　ふたば
愛育会

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 168
交付された補助金を活用し、職員の配置や園内研修を充実させること
ができ、保護者の方と一緒に子供の発達の状況に応じた支援を考える
ことができた。

生活上適切な配慮が必要な幼児の心身の健全
な発達を助長するため、支援体制を構築するこ
とができた。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1147
私立幼稚園支援保育事
業補助金

社会福祉法人　大野台
保育園

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 168

支援面談に合わせて、必ず支援コーディネーターか園長を含めて、支援
の方向性や、保護者への伝え方について会議を行ってきた。
市の巡回の他に、施設からの要請や保護者の要請に合わせて施設側が
園に訪問観察に来る機会を受け入れ、施設側との共通理解を図ってき
た。
個別支援計画を立て、個に応じた援助も行ってきた。

施設と情報を共有し、連携して支援してきたこ
とで、成長が見られている。
さらに、本児に合った活動が保証できるように、
幼児に補助職員を設けたことで、個の活動が持
てたり、集団の中でも、個別に付くことで、集団
活動の参加にも繋がり、集団からの刺激を受け
成長に繋がった。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1148
私立幼稚園支援保育事
業補助金

社会福祉法人　相模厚
生会

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 840 補助金により支援対象児に対する加配職員の配置を行うことができた
支援計画の作成と加配職員の配置により必要
な配慮とそのための手立てを行うことができた

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1149
私立幼稚園支援保育事
業補助金

社会福祉法人　たけのう
ち福祉会

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 168

本児は、こだわりや過敏性が強いため、登園の際２０分から３０分担任
が付き合うことも多い。　また、母親の理解があり本児に寄り添い要求
に答えているので、母親の支援も行っている。巡回訪問時に欠席、母親
の困り感も今のところないため、関係機関へは繋がっていないが、連携
を促していく予定である。

適切な配慮が必要である幼児の心身共に健全
な発達を促すためにも、支援体制を構築するこ
とができ、母親の困り感に寄り添いながら過ご
すことができている。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1150
私立幼稚園支援保育事
業補助金

社会福祉法人　どんぐり
福祉会

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 336

コーディネーターを2名配置し、市主催研修会には新任コーディネー
ターが参加。園内支援会議については月1回程度を目安に実施、園内
研修は講師に発達支援コンサルタントを招き、インクルーシブ保育や発
達障害と対応の基本といった内容を受講。巡回相談は前期・後期の2
回、利用している療育先での様子を見学し、園での支援の参考とした。
保護者相談は希望に応じて行い、面談は前期・後期の2回実施。対象の
クラスに職員を加配。指導計画の作成及び保護者への説明、達成状況
等の評価について年2回実施。

園内支援会議や園内研修により、配慮を必要と
する子どもの理解や対応に関する学びを深め
られたことにより、実践でも職員に変化が見ら
れる。職員配置について時に十分でないことも
あったが、巡回相談で助言を得たことで、限ら
れた人数の中で動線や環境を工夫し対応する
意識が高まってきた。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1151
私立幼稚園支援保育事
業補助金

社会福祉法人　東の会
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 168

関係機関と連携をとり、各施設での姿や取り組みについてお聞きした
り、園での姿からアドバイスをいただける機会になった。この機会を通し
て保育教諭は学びの機会となり、保育で実践をした。保護者とは　面談
日の他　送迎時にお話をして、お子さんの様子について　情報交換をし
た。

園児の姿に合わせて環境整備を整えたり、保育
を実施した。そばにいなければ安全な保育がで
きなかったが、今では同年齢児との関わりがも
てるようになってきた。少しではあるが思いを言
葉で伝えられるようになり、激しいかんしゃくが
減ってきている。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1152
私立幼稚園支援保育事
業補助金

社会福祉法人　東の会
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 168

・担任、コーディネーターが定期的に保護者相談を受け、必要に応じて
面談を設ける。また、自園独自で招致している発達センター”ワンダート
ンネル”の心理士と、園内でケース会議を開き,具体的な支援方法を話
合う。その内容を保護者に伝え、家庭と縁が同じ方向を向き、同じ支援
が出来るようにしている。

・配慮が必要な園児の心身の健全な発達を助
長するため、また園生活がよりよく送れるため
に、人員の配備や支援体制を整えたが、保育者
のスキル向上に努めた。また、保育者への心や
体力への支援も適宜行った。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1153
私立幼稚園支援保育事
業補助金

一般社団法人　りとせ保
育会

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 168
園のカリキュラムに沿って一緒に活動が出来る様に職員による支援を
行った。食事の介助、園内外での移動についての介助、見守り、身支度
等。

他のクラスの児童達と同じカリキュラムを支援
を通じて受けて楽しく園での生活を送る事が出
来た。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1154
私立幼稚園支援保育事
業補助金

株式会社夢のいろ
生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 168

・支援保育コーディネーターとして昨年度と同じ職員を1名配置した。
・年に3回の市主催の研修と高見保育園実施の研修に参加し、専門性
を高めた。
・園内では支援保育コーディネーターを中心とした会議を6回実施する
ことで、指導計画の達成状況も含め、他の職員とも支援児への関わりに
ついて共通認識を行った。
・療育相談班の人に巡回してもらい、その際に配慮事項などを教えても
らった。
・4月、9月に当該園児の個別指導計画を作成し、保護者と面談を実施
した。

支援児に関して、中堅以上の職員が同じ対応
ができるようになってきたと思われる。また、発
達障害そのものに関する知識等も共有されて
おり、中堅職員以上であれば、新たに担当する
職員であっても一定レベルの知識を有する状
態からスタートできるようになってきている。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1155
私立幼稚園支援保育事
業補助金

社会福祉法人　県央福
祉会

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 336

●当該児2名は、今年度初めての集団生活ということもあり、個別にて
丁寧に対応する。生活の見通しが持てる様、スケジュールボートや手順
表の作成・実践の他に、外部講師を招いての研修・勉強会・ケース会議
等を定期的に実施する。
●当該児2名が利用してる課外の療育施設と定期的に連絡を取り、情
報交換・見学等を実施する。
●保護者・担任・支援コーディネーターが連携して、個別支援計画を作
成。定期的に面談日を設け、計画や支援方法の立案・振り返り・見直し
等を行なう。

●当該児への明確で具体的な支援方法につい
て、定期的に外部講師の直接指導を受けた事
で、支援の方向性が明確になる。又、職員会議
にてそれらを全職員に周知することで、園全体
で統一した支援が出来る様になる。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1156
私立幼稚園支援保育事
業補助金

株式会社　ぽっかぽっか
ナーサリー

生活上の配慮が必要な幼児に、健全な発達のための支援
保育を実施するのに要する人件費及び管理費に対して、補
助金を活用するもの

令和5年度中 168 当該児の為に、人員確保が出来た
人員確保が出来ることによって、当該児の行動
や言動に寄り添うことが実現し、クラス全体にも
良い影響があった。

こども・若者未来局
保育課

私立幼稚園および認定こども園に就園している、生活上適切な配慮が必要
な幼児の心身の健全な発達を助長するため、園設置者に補助金を交付す
るもの。

有

相模原市私立
幼稚園等支援
保育事業補助
金交付要綱

無 有
さがみはら
子ども応援
プラン

就学前の子
どもに対す
る教育・保
育の充実

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

支援保育体制を整備し、生活上適
切な配慮が必要な幼児の発達支援
に大きく貢献している。

1157
母子福祉資金等利子補
給金

母子父子寡婦福祉資金
を償還中の者

福祉資金の貸付けを受け、その年分の償還を完了している
人に対し、利子を補給し、経済的負担の軽減を図る。

令和6年1月～3月 67 母子福祉資金　18件・父子福祉資金　0件・寡婦福祉資金　4件
事業の実施により、対象者の経済的負担を軽
減することが出来た。

こども・若者未来局
子育て給付課

１　福祉資金の貸付けを受け、その年分の償還を完了している人に対し、利
子を補給し、経済的負担の軽減を図る。
２　母子父子寡婦福祉資金の償還
３　償還金の利子分　補助率10/10

有
相模原市母子
福祉資金等利
子補給規則

無 無
令和6年1月～令和
6年3月

充分な実績が確
認される

事業費補助なの
で非該当

　事業の実施により、対象者の経済
的負担の軽減を図り、ひとり親福祉
の向上に寄与しているため。

1158
相模原市ひとり親家庭
高等職業訓練促進資金
貸付事業補助金

社会福祉法人相模原市
社会福祉協議会

　高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、
就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し
高等職業訓練促進資金及び住宅支援資金を貸付け、もっ
てこれらの者の修学を容易にすることにより、資格取得を促
進し、ひとり親家庭の親の自立の促進を図ることを目的とす
る。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 10,644
入学準備金9件（4,217,800円）、就職準備金10件（2,000,000
円）、住宅支援資金12件（2,909,500円）の貸付金を交付した。

自立に向けて意欲的に取り組むひとり親家庭の
親に対し、入学準備金９件（４，２１７，８００円）、
就職準備金１０件（２，０００，０００円）、住宅支援
資金１２件（２，９０９，５００円）の貸付を行うこと
で、ひとり親家庭の将来の自立に向けた支援を
行った。

こども・若者未来局
子育て給付課

１　ひとり親家庭の親の自立を図るため、就職に有利な資格の取得を目指す
ひとり親家庭の親に対し高等職業訓練促進資金を貸し付ける事業を行う社
会福祉法人相模原市社会福祉協議会に対し、補助金を交付する。
２　ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
３　事業に要する貸付金及び事務費
　補助率10/10（国9/10、市1/10）
※国9/10については、R1からR4までの4年間の事業費分を一括交付済
み。

有

相模原市ひとり
親家庭高等職
業訓練促進資
金貸付事業補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

ひとり親家庭の就職に有利となる
資格取得及び自立促進に寄与して
いるため。

1159
自立支援教育訓練給付
金

ひとり親家庭の親
ひとり親家庭の母又は父が自主的に行う職業能力の開発
を支援するため、指定の職業訓練終了後、給付金を支給す
る。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 503 10件（介護職員初任者研修・実務者研修等の職業訓練修了者に支給）

ひとり親家庭の母又は父が自主的に行う職業
能力の開発を支援するため、指定の職業訓練
修了後、給付金を支給することで、対象者の経
済的負担を軽減することが出来た。

こども・若者未来局
子育て給付課

１　ひとり親家庭の母又は父が自主的に行う職業能力の開発を支援するた
め、指定の職業訓練終了後、給付金を支給する。
２　指定の職業訓練
３　職業訓練に係る入学金、受講料
　対象経費の60％を支給

有

相模原市自立
支援教育訓練
給付金支給要
綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

事業費補助なの
で非該当

　事業の実施により、ひとり親家庭
の自立を促し、ひとり親福祉の向上
に十分に寄与しているため。

1160
高等職業訓練促進給付
金

ひとり親家庭の親

ひとり親家庭の母又は父がの就職に有利となり、かつ生活
の安定に資する資格の取得を促進するため、養成機関での
修業期間について、高等職業訓練促進給付金を支給する
ことにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にす
る。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 52,496
48件（看護師・Webクリエイター能力認定試験等の資格取得を目指す
者に支給）

ひとり親家庭の母又は父の就職に有利となり、
かつ生活の安定に資する資格の取得を促進す
るため、養成機関での修業期間に高等職業訓
練促進給付金を支給することで、対象者の経済
的負担を軽減することができた。

こども・若者未来局
子育て給付課

１　ひとり親家庭の母又は父がの就職に有利となり、かつ生活の安定に資す
る資格の取得を促進するため、養成機関での修業期間について、高等職業
訓練促進給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取
得を容易にする。
２　養成機関における修学
３　非課税世帯　月額100,000円
　課税世帯月額70,500円
　修業期間の最後の12か月は40,000円増額

有

相模原市高等
職業訓練促進
給付金等支給
事業実施要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

事業費補助なの
で非該当

　事業の実施により、ひとり親家庭
の自立を促し、ひとり親福祉の向上
に十分に寄与しているため。

1161
高等職業訓練修了支援
給付金

ひとり親家庭の親

ひとり親家庭の母又は父の就職に有利となり、かつ生活の
安定に資する資格の取得を促進するため、養成機関の修了
後に、高等職業訓練修了支援給付金を支給することによ
り、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にする。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 700
19件（看護師・Webクリエイター能力認定試験等の養成機関の課程を
修了した者に支給）

ひとり親家庭の母又は父の就職に有利となり、
かつ生活の安定に資する資格の取得を促進す
るため、養成機関の修了後に高等職業訓練修
了支援給付金を支給することで、対象者の経済
的負担を軽減することができた。

こども・若者未来局
子育て給付課

１　ひとり親家庭の母又は父の就職に有利となり、かつ生活の安定に資する
資格の取得を促進するため、養成機関の修了後に、高等職業訓練修了支
援給付金を支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容
易にする。
２　養成機関における修学
３　非課税世帯50,000円
　課税世帯25,000円

有

相模原市高等
職業訓練促進
給付金等支給
事業実施要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

事業費補助なの
で非該当

　事業の実施により、ひとり親家庭
の自立を促し、ひとり親福祉の向上
に十分に寄与しているため。

1162
高等学校卒業程度認定
試験合格支援事業給付
金

ひとり親家庭の親
ひとり親家庭の親及び児童の高卒認定資格の取得を支援
することで、より良い条件での就職や転職につなげる。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 82 2件（受講修了時給付金1件、合格時給付金1件）
ひとり親家庭の親及びj軌道の高卒認定資格取
得を支援することができた。

こども・若者未来局
子育て給付課

１　ひとり親家庭の親及び児童の高卒認定資格の取得を支援することで、よ
り良い条件での就職や転職につなげる。
２　高卒認定試験の合格を目指す講座の受講
３　修了時給付金　受講料の40％
　合格時給付金　受講料の20％

有

相模原市高等
学校卒業程度
認定試験合格
支援事業実施
要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

事業費補助なの
で非該当

　事業の実施により、ひとり親家庭
の自立を促し、ひとり親福祉の向上
に十分に寄与しているため。

1163
公正証書等作成支援補
助金

ひとり親家庭の親
離婚前後の親の、養育費取り決めに係る公正証書等の債
務名義作成を支援し、養育費の継続した履行確保を図る。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 625 30件
公正証書等の債務名義取得を支援し、継続し
た養育費の履行を確保することができた。

こども・若者未来局
子育て給付課

１　離婚前後の親の、養育費取り決めに係る公正証書等の債務名義作成を
支援し、養育費の継続した履行確保を図る。
２　公正証書等の債務名義の作成費用
３　養育費の取決めに係る手数料等（上限50,000円）

有

相模原市公正
証書等作成支
援補助金交付
要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

事業費補助なの
で非該当

　事業の実施により、継続した養育
費の履行確保に十分に寄与してい
るため。

1164 養育費保証促進補助金 ひとり親家庭の親
保証会社と養育費保証契約を締結した際の本人負担費用
を補助することで、養育費の継続した履行確保を図る。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 50 1件
養育費保証を促進し、継続した養育費の履行
を確保することができた。

こども・若者未来局
子育て給付課

１　保証会社と養育費保証契約を締結した差の本人負担費用を補助するこ
とで、養育費の継続した履行確保を図る。
２　養育費保証契約の締結
３　契約締結時に本人が負担する保証料（上限50,000円）

有
相模原市養育
費保証促進補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

事業費補助なの
で非該当

　事業の実施により、継続した養育
費の履行確保に十分に寄与してい
るため。

1165
相模原市骨髄ドナー等
支援事業助成金

市民

骨髄・末梢血幹細胞の移植の推進を図ることを目的として、
有給休暇制度のない企業や団体に勤務している骨髄ド
ナー及び当該骨髄ドナーが勤務する事業者に対し、骨髄等
提供のため通院・入院する場合の経済的負担等を軽減する
助成金を交付するもの

令和5年4月1日～令和6年3月31日 245
骨髄ドナー　3件
骨髄ドナーが勤務する事業者　1件

骨髄等の提供者やその者が勤務する事業所等
を支援（助成）し骨髄ドナーの経済的負担を軽
減することで、ドナー登録者の増加及び提供者
の増加が図れ、ひいては骨髄等移植を希望す
る患者が一人でも多く移植を受けられることに
つながると考える。

健康福祉局
保健衛生部
地域保健課

1骨髄・末梢血幹細胞の移植の推進を図ることを目的として、骨髄等の提供
を完了した者(以下「骨髄ドナー」という。)及び当該骨髄ドナーが勤務する
事業者に対し助成金を交付するもの
2公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業
3骨髄ドナー：1日につき2万円（上限7日間）
 骨髄ドナーが勤務する事業所：1日につき1万円（上限7日間）

有

相模原市骨髄ド
ナー等支援事業
助成金交付要
綱

有 有
相模原市保
健医療計画

基本方針Ⅱ
「身近な地
域における
医療体制の
充実」

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

骨髄等を提供しやすい環境を整備
し、より多くの善意による移植の実
現及びドナー登録者の増加を図っ
たことで、地域医療の充実に寄与し
たと考えるため。

1166
相模原看護専門学校運
営費補助金

公益財団法人相模原市
健康福祉財団

（補助事業等の概要）
　看護師等を育成、確保し、市民の保健医療の向上を図る
ため、看護師等養成施設を運営する事業
（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 115,400

事業名　相模原看護専門学校運営事業
学科及び課程　看護学科　医療専門課程
学生数　２４０名
国家試験受験状況　合格者７９名（合格率９７．５％）

　相模原看護専門学校の運営事業を行い、看
護師を養成することで相模原市の医療供給体
制の充実を図り、市民の健康の保持増進に寄
与するもの。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　看護師等を育成、確保し、市民の保健医療の向上を図るため、看護師等
養成施設を運営する事業
（補助基本額）
　総事業費のうち、教員及び事務職員の人件費
（補助率）
　補助基本額の１０割以内

有
看護師等養成
施設運営費補
助金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

看護師国家試験合格率９７．５％と
高い水準に加え、市内の医療機関
へ６９名もの就職者を輩出している
ことは、市の医療供給体制の充実
を図り、市民の健康の保持増進に
寄与したと高く評価できるため。

1167
令和5年度　看護職確保
対策事業補助金

公益社団法人　相模原
市病院協会

（補助事業等の概要）
　市民の健康及び福祉の向上を図るため、公益社団法人相
模原市病院協会が行う看護職確保対策事業。
（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 700
看護職確保対策委員会　8回
就職相談会　2回開催（6月11日、2月4日）
技術研修会　10月22日

　本年度、就職相談会２回及び技術研修会１回
の開催で44名の参加があり、現在、希望に応
じて復職に向け市内病院の見学や面接を行っ
ているところである。
　看護職の確保については、病院協会内に看護
職確保対策委員会を設置し、平成２６年度以降
９か年で就職相談会を２０回、技術研修会を９
回開催し、延べ446名の参加を得て、これまで
９６名の復職の成果が得られている。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　市民の健康及び福祉の向上を図るため、公益社団法人相模原市病院協
会が行う看護職確保対策事業。
（補助金等の補助率等）
　補助基本額に３分の１を乗じて得た額以内

有
看護職確保対
策事業補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

　市内医療機関が慢性的な看護職
不足となっている状況から、当事業
による成果は市内医療機関にとっ
て人材確保の一助とともに本市の
地域医療のサービス向上に貢献で
きた。

1168
ナースセンター運営費補
助金

公益社団法人神奈川県
看護協会

（概要）
　看護師等の確保・定着及び看護師業務に関する市民の理
解促進を図るための地域拠点として設置される神奈川県
ナースセンター相模原支所の運営
（補助金の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 990

求人数　　  539人
求職者数　　 80人
就職者数　　 75人
紹介数　　     19人

令和５年度は、新規求職者数の増加は見られな
かったものの、年間を通しての求職者数は令和
４年度より増加し、就職者数も増加した。求人
は、令和４年度比べ増加しており、特に常勤の
求人数が多くなっていた。
令和５年度は、求職者の就業希望分野に合った
求人開拓を行い、新規登録の増加に努めた。求
職者支援として、電話やメールによる継続した
キャリアカウンセリングフォローを本所と共に協
力して実施し、相模原地域の看護人材確保を
行った。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　看護師等の確保・定着及び看護師業務に関する市民の理解促進を図るた
めの地域拠点として設置される神奈川県ナースセンター相模原支所の運営
（補助基本額）
　ナースセンターに係る事業費のうち、事務室の使用料及び光熱費等
（補助率）
　補助基本額の１０割以内

有
ナースセンター
運営費補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

令和4年4月1日～
令和5年3月31日

充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

看護職員を求人している医療機関
と看護職への就職を希望している
潜在看護師双方を仲介する役割を
担っており、本市の看護職確保対
策事業で大きな役割を担っている。

1169
相模原市産科医師等分
娩手当補助金

総合相模更生病院

　（補助事業等の概要）
　神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付
要綱に基づき、産科医師及び助産師に支給する分娩手当に
要する経費に対し、補助金を交付することにより、産科医療
を確保する。
（補助金等の使途）
　産科医師及び助産師に支給する分娩手当に要する経費。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 896 分娩取扱件数　269　件
産科医療の確保を図るため、産科医師及び助
産師が取り扱う分娩件数に応じて支給する手
当に要する経費に充てた。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

　（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付要綱に基づき、
産科医師及び助産師に支給する分娩手当に要する経費に対し、補助金を
交付することにより、産科医療を確保する。
（補助金等の補助率等）
　１分娩当たり１０，０００円に補助対象となる年間分娩取扱件数を乗じて得
た額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に３分の１を乗
じて得た額（千円未満切り捨て）。

有

相模原市産科
医師等分娩手
当補助金交付
要綱

有 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-
分娩を扱う産婦人科医等の処遇改
善を通じ医師等の確保に努められ
たため。

1170
相模原市産科医師等分
娩手当補助金

渕野辺総合病院

　（補助事業等の概要）
　神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付
要綱に基づき、産科医師及び助産師に支給する分娩手当に
要する経費に対し、補助金を交付することにより、産科医療
を確保する。
（補助金等の使途）
　産科医師及び助産師に支給する分娩手当に要する経費。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 186 分娩取扱件数　56件
産科医療の確保を図るため、産科医師及び助
産師が取り扱う分娩件数に応じて支給する手
当に要する経費に充てた。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

　（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付要綱に基づき、
産科医師及び助産師に支給する分娩手当に要する経費に対し、補助金を
交付することにより、産科医療を確保する。
（補助金等の補助率等）
　１分娩当たり１０，０００円に補助対象となる年間分娩取扱件数を乗じて得
た額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に３分の１を乗
じて得た額（千円未満切り捨て）。

有

相模原市産科
医師等分娩手
当補助金交付
要綱

有 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-
分娩を扱う産婦人科医等の処遇改
善を通じ医師等の確保に努められ
たため。

1171
相模原市産科医師等分
娩手当補助金

にしさこレディースクリ
ニック

　（補助事業等の概要）
　神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付
要綱に基づき、産科医師及び助産師に支給する分娩手当に
要する経費に対し、補助金を交付することにより、産科医療
を確保する。
（補助金等の使途）
　産科医師及び助産師に支給する分娩手当に要する経費。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 650 分娩取扱件数　195件
産科医療の確保を図るため、産科医師及び助
産師が取り扱う分娩件数に応じて支給する手
当に要する経費に充てた。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

　（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付要綱に基づき、
産科医師及び助産師に支給する分娩手当に要する経費に対し、補助金を
交付することにより、産科医療を確保する。
（補助金等の補助率等）
　１分娩当たり１０，０００円に補助対象となる年間分娩取扱件数を乗じて得
た額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に３分の１を乗
じて得た額（千円未満切り捨て）。

有

相模原市産科
医師等分娩手
当補助金交付
要綱

有 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-
分娩を扱う産婦人科医等の処遇改
善を通じ医師等の確保に努められ
たため。

1172
相模原市産科医師等分
娩手当補助金

慈誠会病院

　（補助事業等の概要）
　神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付
要綱に基づき、産科医師及び助産師に支給する分娩手当に
要する経費に対し、補助金を交付することにより、産科医療
を確保する。
（補助金等の使途）
　産科医師及び助産師に支給する分娩手当に要する経費。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 2,000 分娩取扱件数　600件
産科医療の確保を図るため、産科医師及び助
産師が取り扱う分娩件数に応じて支給する手
当に要する経費に充てた。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

　（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　神奈川県地域医療介護総合確保基金事業費補助金交付要綱に基づき、
産科医師及び助産師に支給する分娩手当に要する経費に対し、補助金を
交付することにより、産科医療を確保する。
（補助金等の補助率等）
　１分娩当たり１０，０００円に補助対象となる年間分娩取扱件数を乗じて得
た額と補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に３分の１を乗
じて得た額（千円未満切り捨て）。

有

相模原市産科
医師等分娩手
当補助金交付
要綱

有 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-
分娩を扱う産婦人科医等の処遇改
善を通じ医師等の確保に努められ
たため。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1173
院内保育施設運営費補
助金

医療法人社団哺育会

（補助事業等の概要）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止
及び潜在看護職員等の再就職を促進することを目的に保
育施設を運営する。

（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 758
種別：Ａ型

２４時間保育実施日数：９日

院内保育施設を運営することにより、看護職員
等の離職防止、潜在看護師等の再就職の促進
に寄与した。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止及び潜在看護職
員等の再就職を促進することを目的に保育施設を運営する。

（補助金等の補助率等）
　　Ａ型に該当
(2人×180,800円×12月×1/3＋23,410円×９日×1/3）×1/2

有
院内保育施設
運営費補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

子育てをしながら病院に勤務する
看護職員等の離職防止及び潜在
看護職等の再就職の推進に寄与し
ている。

1174
院内保育施設運営費補
助金

医療法人財団 明理会

（補助事業等の概要）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止
及び潜在看護職員等の再就職を促進することを目的に保
育施設を運営する。

（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 723
種別：Ａ型

２４時間保育実施日数：０日

院内保育施設を運営することにより、看護職員
等の離職防止、潜在看護師等の再就職の促進
に寄与した。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止及び潜在看護職
員等の再就職を促進することを目的に保育施設を運営する。

（補助金等の補助率等）
　　Ａ型に該当
(2人×180,800円×12月×1/3＋23,410円×0日×1/3）×1/2

有
院内保育施設
運営費補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

子育てをしながら病院に勤務する
看護職員等の離職防止及び潜在
看護職等の再就職の推進に寄与し
ている。

1175
院内保育施設運営費補
助金

神奈川県厚生農業協同
組合連合会

（補助事業等の概要）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止
及び潜在看護職員等の再就職を促進することを目的に保
育施設を運営する。

（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 1,696
種別：Ｂ型

２４時間保育実施日数：６４日

院内保育施設を運営することにより、看護職員
等の離職防止、潜在看護師等の再就職の促進
に寄与した。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止及び潜在看護職
員等の再就職を促進することを目的に保育施設を運営する。

（補助金等の補助率等）
　　B型に該当
(4人×180,800円×12月×1/3＋23,410円×64日×1/3）×1/2

有
院内保育施設
運営費補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

子育てをしながら病院に勤務する
看護職員等の離職防止及び潜在
看護職等の再就職の推進に寄与し
ていると評価した。

1176
院内保育施設運営費補
助金

医療法人社団　蒼紫会

（補助事業等の概要）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止
及び潜在看護職員等の再就職を促進することを目的に保
育施設を運営する。

（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 875
種別：Ａ型

２４時間保育実施日数：３９日

院内保育施設を運営することにより、看護職員
等の離職防止、潜在看護師等の再就職の促進
に寄与した。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止及び潜在看護職
員等の再就職を促進することを目的に保育施設を運営する。

（補助金等の補助率等）
　　A型に該当
(2人×180,800円×12月×1/3＋23,410円×39日×1/3）×1/2

有
院内保育施設
運営費補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

子育てをしながら病院に勤務する
看護職員等の離職防止及び潜在
看護職等の再就職の推進に寄与し
ていると評価できる

1177
院内保育施設運営費補
助金

医療法人　直源会

（補助事業等の概要）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止
及び潜在看護職員等の再就職を促進することを目的に保
育施設を運営する。

（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 918
種別：Ａ型

２４時間保育実施日数：５０日

院内保育施設を運営することにより、看護職員
等の離職防止、潜在看護師等の再就職の促進
に寄与した。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止及び潜在看護職
員等の再就職を促進することを目的に保育施設を運営する。

（補助金等の補助率等）
　　A型に該当
(2人×180,800円×12月×1/3＋23,410円×50日×1/3）×1/2

有
院内保育施設
運営費補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

子育てをしながら病院に勤務する
看護職員等の離職防止及び潜在
看護職等の再就職の推進に寄与し
ていると評価できる

1178
院内保育施設運営費補
助金

独立行政法人地域医療
機能推進機構

（補助事業等の概要）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止
及び潜在看護職員等の再就職を促進することを目的に保
育施設を運営する。

（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 2,169
種別：B型特例

２４時間保育実施日数：０日

院内保育施設を運営することにより、看護職員
等の離職防止、潜在看護師等の再就職の促進
に寄与した。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止及び潜在看護職
員等の再就職を促進することを目的に保育施設を運営する。

（補助金等の補助率等）
　　B型特例に該当
(6人×180,800円×12月×1/3＋23,410円×0日×1/3）×1/2

有
院内保育施設
運営費補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

子育てをしながら病院に勤務する
看護職員等の離職防止及び潜在
看護職等の再就職の推進に寄与し
ていると評価できる。

1179
院内保育施設運営費補
助金

医療法人社団　昌栄会

（補助事業等の概要）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止
及び潜在看護職員等の再就職を促進することを目的に保
育施設を運営する。

（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 723
種別：A型

２４時間保育実施日数：０日

院内保育施設を運営することにより、看護職員
等の離職防止、潜在看護師等の再就職の促進
に寄与した。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止及び潜在看護職
員等の再就職を促進することを目的に保育施設を運営する。

（補助金等の補助率等）
　　A型に該当
(2人×180,800円×12月×1/3＋23,410円×0日×1/3）×1/2

有
院内保育施設
運営費補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

子育てをしながら病院に勤務する
看護職員等の離職防止及び潜在
看護職等の再就職の推進に寄与し
ていると評価できる

1180
院内保育施設運営費補
助金

学校法人　北里研究所

（補助事業等の概要）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止
及び潜在看護職員等の再就職を促進することを目的に保
育施設を運営する。

（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 1,446
種別：Ｂ型

２４時間保育実施日数：０日

院内保育施設を運営することにより、看護職員
等の離職防止、潜在看護師等の再就職の促進
に寄与した。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　医師、保健師、助産師、看護師及び准看護師の離職防止及び潜在看護職
員等の再就職を促進することを目的に保育施設を運営する。

（補助金等の補助率等）
　　B型に該当
(4人×180,800円×12月×1/3＋23,410円×0日×1/3）×1/2

有
院内保育施設
運営費補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

子育てをしながら病院に勤務する
看護職員等の離職防止及び潜在
看護職等の再就職の推進に寄与し
ていると評価した。

1181
外科系救急医療体制支
援事業補助金

公益社団法人　相模原
市病院協会

（補助事業等の概要）
　毎夜間並びに土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律
に規定する休日及び１２月２９日から翌年の１月３日までの
昼間における外科系二次救急患者等に対する医療を確保
する。
（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 239,794

　実施日、診療時間、実施日数
　　平日　　　午後５時～翌朝午前９時　２４２日
　　土曜日　　午後１時～翌朝午前９時　　５０日
　　休日　　　午前９時～翌朝午前９時　　５０日
　　連休　　　午前９時～翌朝午前９時　　１７日
　　年末年始　午前９時～翌朝午前９時　　　６日

　患者数　：　５,８３０人

救急車搬送の手術等を必要とする外科系二次
患者の受け入れ体制を円滑に行い、救急告示
体制を補完することにより、二次患者の三次医
療機関への集中を排除し、現状の救急医療体
制の機能分担を推進させ、市民へ迅速で安全
な救急医療体制を充実させた。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　毎夜間並びに土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日
及び１２月２９日から翌年の１月３日までの昼間における外科系二次救急患
者等に対する医療を確保する。
（補助金等の補助率等）
　１日当たりの単価に診療日数を乗じたものの合計金額と補助対象事業に
要する事務経費に１０分の９を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額。

有

外科系救急医
療体制支援事
業補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

夜間、土曜日及び休日における外
科系二次救急患者に対する医療の
確保を図るために実施している事
業である。市民にとって不可欠な事
業であるため、今後も継続する必
要がある。

1182
脳神経系地域医療協力
事業補助金

学校法人北里研究所
北里大学病院

（補助事業等の概要）
　　脳神経系救急患者に対する医療及び搬送業務の円滑
化を推進するため、脳神経系地域医療協力事業を実施す
る市内の協力医療機関に対し、補助金を交付する。
（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 16,177

　脳神経系、特にｔ－ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）を必要とする脳卒中
患者に対する、患者受け入れ日時や搬送基準等診療に関する情報をあ
らかじめ医療機関と救急隊が共有した。
　実績として、休日73回、夜間366回の診療情報を救急隊に提供し、
対象患者を14人受け入れ、14人治療した。

ｔ－ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）は、画像診断
が24時間可能・集中治療のための十分な人員
と設備がある・脳科学的処置が迅速に行える・
十分な治療実績がある等の基準を満たす施設
で治療することが望ましく、対応可能な医療機
関の診療情報が共有化されたことにより、脳神
経系救急患者に対する医療及び搬送業務の円
滑化が図られた。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　脳神経系救急患者に対する医療及び搬送業務の円滑化を推進するため、
脳神経系地域医療協力事業を実施する市内の協力医療機関に対し、補助
金を交付する。
（補助金等の補助率等）
　基準額（運営費22,989千円、病床確保経費1,277千円）×補助率
（2/3）　※千円未満は切り捨て。

有

脳神経系地域
医療協力事業
補助金交付要
綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

t-PA療法を必要とする脳卒中患
者に対する医療及び救急搬送業務
の円滑化を推進するため実施して
いる事業である。
市民にとって不可欠な事業である
ため、今後も継続する必要がある。

1183
脳神経系地域医療協力
事業補助金

神奈川県厚生農業協同
組合連合会　相模原協
同病院

（補助事業等の概要）
　　脳神経系救急患者に対する医療及び搬送業務の円滑
化を推進するため、脳神経系地域医療協力事業を実施す
る市内の協力医療機関に対し、補助金を交付する。
（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 16,177

脳神経系、特にｔ－ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）を必要とする脳卒中
患者に対する、患者受け入れ日時や搬送基準等診療に関する情報をあ
らかじめ医療機関と救急隊が共有した。
　実績として、休日69回、夜間366回の診療情報を救急隊に提供し、
対象患者を19人受け入れ、19人治療した。

　ｔ－ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）は、画像診
断が24時間可能・集中治療のための十分な人
員と設備がある・脳科学的処置が迅速に行え
る・十分な治療実績がある等の基準を満たす施
設で治療することが望ましく、対応可能な医療
機関の診療情報が共有化されたことにより、脳
神経系救急患者に対する医療及び搬送業務の
円滑化が図られた。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　脳神経系救急患者に対する医療及び搬送業務の円滑化を推進するため、
脳神経系地域医療協力事業を実施する市内の協力医療機関に対し、補助
金を交付する。
（補助金等の補助率等）
　基準額（運営費22,989千円、病床確保経費1,277千円）×補助率
（2/3）　※千円未満は切り捨て。

有

脳神経系地域
医療協力事業
補助金交付要
綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

t-PA療法を必要とする脳卒中患
者に対する医療及び救急搬送業務
の円滑化を推進するため実施して
いる事業である。
市民にとって不可欠な事業である
ため、今後も継続する必要がある。

1184
脳神経系地域医療協力
事業補助金

医療法人社団　徳寿会
相模原中央病院

（補助事業等の概要）
　　脳神経系救急患者に対する医療及び搬送業務の円滑
化を推進するため、脳神経系地域医療協力事業を実施す
る市内の協力医療機関に対し、補助金を交付する。
（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 12,132

脳神経系、特にｔ－ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）を必要とする脳卒中
患者に対する、患者受け入れ日時や搬送基準等診療に関する情報をあ
らかじめ医療機関と救急隊が共有した。
　実績として、休日27回、夜間46回の診療情報を救急隊に提供し、対
象患者を7人を受け入れ、適応と判定された2人を治療した。

　ｔ－ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）は、画像診
断が24時間可能・集中治療のための十分な人
員と設備がある・脳科学的処置が迅速に行え
る・十分な治療実績がある等の基準を満たす施
設で治療することが望ましく、対応可能な医療
機関の診療情報が共有化されたことにより、脳
神経系救急患者に対する医療及び搬送業務の
円滑化が図られた。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　脳神経系救急患者に対する医療及び搬送業務の円滑化を推進するため、
脳神経系地域医療協力事業を実施する市内の協力医療機関に対し、補助
金を交付する。
（補助金等の補助率等）
　基準額（運営費22,989千円、病床確保経費1,277千円）×補助率（1/2）
※千円未満は切り捨て。

有

脳神経系地域
医療協力事業
補助金交付要
綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

t-PA療法を必要とする脳卒中患
者に対する医療及び救急搬送業務
の円滑化を推進するため実施して
いる事業である。
市民にとって不可欠な事業である
ため、今後も継続する必要がある。

1185
脳神経系地域医療協力
事業補助金

医療法人社団　晃友会
晃友脳神経外科眼科病
院

（補助事業等の概要）
　　脳神経系救急患者に対する医療及び搬送業務の円滑
化を推進するため、脳神経系地域医療協力事業を実施す
る市内の協力医療機関に対し、補助金を交付する。
（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 16,177

脳神経系、特にｔ－ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）を必要とする脳卒中
患者に対する、患者受け入れ日時や搬送基準等診療に関する情報をあ
らかじめ医療機関と救急隊が共有した。
　実績として、休日73回、夜間366回の診療情報を救急隊に提供し、
対象患者を2人受け入れ、2人治療した。
受入実績は2,225件（内1,809件救急車）である。

　ｔ－ＰＡ療法（脳血栓溶解治療法）は、画像診
断が24時間可能・集中治療のための十分な人
員と設備がある・脳科学的処置が迅速に行え
る・十分な治療実績がある等の基準を満たす施
設で治療することが望ましく、対応可能な医療
機関の診療情報が共有化されたことにより、脳
神経系救急患者に対する医療及び搬送業務の
円滑化が図られた。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　脳神経系救急患者に対する医療及び搬送業務の円滑化を推進するため、
脳神経系地域医療協力事業を実施する市内の協力医療機関に対し、補助
金を交付する。
（補助金等の補助率等）
　基準額（運営費22,989千円、病床確保経費1,277千円）×補助率
（2/3）　※千円未満は切り捨て。

有

脳神経系地域
医療協力事業
補助金交付要
綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

t-PA療法を必要とする脳卒中患
者に対する医療及び救急搬送業務
の円滑化を推進するため実施して
いる事業である。
市民にとって不可欠な事業である
ため、今後も継続する必要がある。

1186
地域医療協力事業補助
金

学校法人　北里研究所
北里大学病院

（補助事業等の概要）
　救命救急医療等を確保することにより、地域医療の一層
の拡充を図る。
（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 77,326

確保病床数38床（救命救急センター一般病床18床、ＩＣＵ20床（熱傷
センター3床を含む））

令和５年度受診患者数
救命救急　　　1,728人
熱傷　　　　　　1人
三次救急　　　624人
一・二次救急　6,221人

救命救急センターは、一次・二次医療機関及び
搬送機関との連携のもとに重症患者の医療の
確保を図り、地域医療に貢献することができ
た。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　救命救急医療等を確保することにより、地域医療の一層の拡充を図る。
（補助金等の補助率等）
①～③ごとに算出された額を比較してもっとも少ない額
①補助基準額に補助率を乗じて得た額の合計額
②補助対象経費の実支出額に３分の１を乗じて得た額
③救命救急センター事業等の実施に必要な経費から診療収入額及び寄付
金その他の収入額(国庫補助金及び県補助金を含む。)を控除して得た額

有
地域医療協力
事業補助金交
付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

北里大学病院　救命救急・災害医
療センターは、本市の救急医療体
制において、三次救急医療機関と
しての役割を担っている。重篤患者
の受け入れ体制を維持するため
に、補助金交付は適切である。

1187
保健衛生思想啓発普及
事業補助金

一般社団法人相模原市
医師会

（概要）
　市民の健康及び医療に関する知識を深め、救急時の対応
法や自らの健康づくりに資するための情報提供を行うため
「健康さがみはら」を年６回発行する。
（補助金の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月１日～令和6年3月31日 6,243

相模原市民に対し、保健衛生思想を啓発普及し、市民の医療知識の向
上を図っている。
　年６回発行　発行部数972,750部
　折込にて新聞とともに配布のほか、新聞未購読者世帯にも直接郵送。
（視覚障がい者世帯に対しては、CD版を郵送）
　また、市内医療機関ならびに公民館や市内各駅等公共機関にも配布
している。

昭和４９年３月に第１号を発行以来、４０年以上
継続して発行している。
市民の医療に対する関心が高まっているなか、
正しい医療知識を普及し、疾病の予防に対する
意識の向上を図っている。
　市民にとっては、手軽に専門知識を得ること
ができる媒体として好評を得ている。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
市民の健康及び医療に関する知識を深め、救急時の対応法や自らの健康
づくりに資するための情報提供を行うため、「健康さがみはら」を年６回発行
する。
（補助基本額）
　総事業費（補助対象事業に要する経費の総支出額）と同じ
（補助率）
　補助基本額の２分の１以内

有

保健衛生思想
啓発普及事業
補助金交付要
綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

身近な話題で市民が見て分かりや
すい内容になっていること、また、
新聞折込等による個別配布のほ
か、医療機関や市施設での配架な
ど、広く市民が見ることができるよ
うになっており、コロナ禍において
も市民の健康及び医療に関する知
識向上のための情報提供ができて
いる。

1188
休日柔道整復施療所運
営費補助金

一般社団法人　相模接
骨師会

（概要）
　休日における応急施術を確保するため、一般社団法人相
模接骨師会が行う休日柔道整復施療所運営事業に対し補
助金を交付する。
（補助金の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月１日～令和6年3月31日 1,244

　実施箇所…市内１～３か所
　実施日数…７３日
　電話案内件数…３０件
　受療者数…９１人

　柔道整復師による休日施療の実施により、市
民の健康維持に協力できた。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　休日における応急施術を確保するため、一般社団法人相模接骨師会が行
う休日柔道整復施療所運営事業に対し補助金を交付する。
（補助基本額）
　総事業費から会員負担金、雑入及びその他の収入額を控除した額
（補助率）
　補助基本額の１０割以内

有

休日柔道整復
施療所運営費
補助金交付要
綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-
休日における捻挫、打撲、脱臼等の
患者からの需要が一定数あり、今
後も継続する必要がある。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1189
｢看護の心｣啓発普及事
業補助金

さがみはら看護フェス
ティバル実行委員会

（概要）
  看護する心の重要性の認識及び看護についての市民理
解の促進を図るため、さがみはら看護フェスティバル実行
委員会が「看護の日」及び「看護週間」に実施する、「看護の
心」啓発普及事業。
（補助金の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月3日～令和5年１0月31日 500

さがみはら看護フェスティバル2023
（１）一日看護体験
 実施期間：2023年7月7日～8月25日（実施日数：延べ２３日間）
 受入施設 ：11施設（相原病院、北里大学病院、相模原看護専門学校、
相模原協同病院、相模原赤十字病院、相模原中央病院、総合相模更生
病院、さがみ林間病院、広瀬病院、渕野辺総合病院、森下記念病院）
参加者数：計282名（中学生4名、高校生277名　一般1名）
（２）広報・宣伝活動
市民に「看護の心」を啓発するため、看護職の楽しさ、看護する醍醐味
などの「看護の魅力」を発信することを目的に2021年に制作した動画
を放映した。
放映場所：神奈川中央交通　相模原営業所「かなチャンネル」搭載バス
（50台）

看護職の需要が高まっている中、一日看護体
験は潜在看護師の発掘や、将来看護師を目指
す学生に対し、看護業務の理解を深める場と
なっている。
また、街頭や一日看護体験で「看護の心」啓発
動画を放映することで、広く市民に看護の魅力
を伝えている。
今年度は「一日まちの保健室」等を市民まつり
と健康フェスタで２回開催した。市民の関心は
高く、多くの方が足を止めてくれ、看護職員とふ
れ合いながら白衣での記念写真を撮ることは、
看護職を身近に感じてもらうことに役立ったと
思われる。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　看護する心の重要性の認識及び看護についての市民理解の促進を図る
ため、さがみはら看護フェスティバル実行委員会が「看護の日」及び「看護
週間」に実施する「看護の心」啓発普及事業。
（補助基本額）
　総事業費から神奈川県看護協会啓発事業負担金、相模原市医師会賛助
金、相模原市病院協会賛助金を控除した額
（補助率）
　補助基本額の１０割以内（補助金等の趣旨・目的・対象事業）

有
「看護の心」啓
発普及事業補
助金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

昨年度と比較して関連するイベント
が再開していることもあり「１日看護
体験」の参加者増え、看護職に興味
を持つ中高生への魅力発信が出来
ていた。
また、PR動画を用いて神奈中バス
の車内広告を行うなど広く看護職
の魅力を発信し看護職確保に寄与
している。

1190
相模原口腔保健セン
ター歯科診療事業補助
金

公益社団法人　相模原
市歯科医師会

（補助事業等の概要）
　相模原口腔保健センターにおいて歯科診療や口腔ケアを
確保するために実施する次の事業
　・年末年始等歯科診療事業
　・障害者歯科診療事業
　・ＨＩＶ歯科診療事業
　・要介護高齢者等歯科診療事業
（補助金等の使途）
　事業実施に要する経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 85,714

（１）障害者歯科診療事業
　診 療 日　火・木曜日（お盆期間・年末年始除く）
診療時間　午後１時～午後５時
開設日数　９８日
延患者数　２，１９１人
（２）ＨＩＶ歯科診療事業
開設日数　２４日
延患者数　３６人
（３）要介護高齢者等歯科診療事業
　診 療 日　日曜日（ＧＷ・年末年始除く）
診療時間　午前９時～正午
開設日数　５２日
患 者 数　１９８人（要介護：９５人、急患：１０３人）
（４）年末年始急患歯科診療事業
診 療 日　ＧＷ、年末年始
診療時間　午前９時～午後５時
開設日数　１０日
患 者 数　２２７人

（１）障害者歯科診療事業
一般の歯科医療機関での治療が困難な障害者
の方に対する歯科診療（予防管理指導）を確保
するため、障害者歯科診療所を開設し、年間
２，１９１人の患者が受診した。また、静脈内鎮静
法及び全身麻酔下での治療の実施により、かつ
ては治療が困難だった患者に対してもより高度
な歯科治療を施した。
（２）ＨＩＶ歯科診療事業
ＨＩＶ感染症の方に対する地域での歯科診療を
確保し、年間３６人が受診した。
（３）要介護高齢者等歯科診療事業
自力で歯科医療機関に通院不可能な方に、よ
り充実した歯科医療を提供するため要介護高
齢者等歯科診療所を開設し、年間９５人の患者
が受診した。また、一般の急患患者も受け入れ
を行い、１０３人の患者が受診した。
（４）年末年始急患歯科診療事業
一般の歯科医療機関が開設していない、ＧＷ
及び年末年始期間中の昼間に発生した初期治
療を要する急患患者に対し必要な医療を確保
するため、急患歯科診療所を開設し、２２７人の
急患患者が受診した。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

（補助金等の趣旨・目的・対象事業）
　相模原口腔保健センターにおいて歯科診療や口腔ケアを確保するために
実施する次の事業
　・年末年始等歯科診療事業
　・障害者歯科診療事業
　・ＨＩＶ歯科診療事業
　・要介護高齢者等歯科診療事業
（補助金等の補助率等）
　補助対象事業に係る総事業費から診療収入、県補助金、雑入その他の収
入額を控除した額

有

相模原口腔保
健センター運営
費補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-

年末年始等における急患歯科診療
や一般の歯科診療所では困難な歯
科診療を実施しており、本事業は
市民の歯科診療にとって重要な役
割を果たしている。市民の安全安
心を確保するために必要な事業で
ある。

1191
相模原赤十字病院建設
費借入償還金補助金

日本赤十字社神奈川県
支部

地域医療の確保と充実を図るため、日本赤十字社神奈川
県支部に対し補助金を交付する。

平成22年4月1日～令和9年3月31日 232,217

・許可病床：一般病床　132床
・入院患者延数：　３２,３５６人
・外来患者延数：　８５,３４６人
・訪問看護ステーション（利用者数　８８６人、訪問回数　３，４３９回）

旧津久井地域における唯一の公的病院として、
当該地域における地域医療の充実を図ること
ができた。

健康福祉局
保健衛生部
医療政策課

補助対象経費
　相模原赤十字病院（旧名称：津久井赤十字病院）の建設に要する経費に
充てるために平成１２年から平成１４年に借り入れた資金のうち、平成２２年
４月１日現在における借入金残高３,６５５,７４２，０００円及びこの利子につい
て、令和９年３月末日までに補助事業者が返済する償還金とする。
　令和５年度補助額
　元金２２６,６００,０００円＋利子５,６１６,７０７円＝２３２,２１６,７０７円

有

相模原赤十字
病院建設費借
入償還金補助
金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

１１．医療体
制の充実

-
充分な実績が確
認される

-

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

-
中山間地における地域医療を確保
し、地域に住む市民に対し、必要な
医療を提供している。

1192
相模原市指定難病に係
る臨床調査個人票電子
化等推進事業補助金

やぐちメディカルクリニッ
ク
アイ・スマイル・クリニック
橋本つつじ糖尿病内科
内科クリニックこばやし
ちはるハートクリニック
パークスクエアクリニッ
ク
相模大野内視鏡・内科ク
リニック

〈補助事業等の概要〉
特定医療費(指定難病)の支給認定事務において指定医が
作成する臨床調査個人票のオンライン化を目的として、市
が指定医の勤務する医療機関に対し、臨床調査個人票の
オンライン化に必要な業務システムの改修等の環境整備費
用に対し補助金を交付するもの
〈補助金等の使途〉
インターネット接続用ＰＣ等の購入、院内システムの改修

令和5年8月～令和5年11月 330
特定医療費(指定難病)の支給事務における難病指定医が作成する臨
床調査個人票のオンライン化を目的として、必要な環境整備を実施し
た。

臨床調査個人票のオンライン化に必要な環境を
整備し、難病指定医の同書式作成作業を効率
化した。

健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

1補助金等の趣旨・目的及び２補助対象事業
　特定医療費(指定難病)の支給認定に係る臨床調査個人票を、指定医の
勤務する医療機関に設置されているパソコンからインターネット接続により
難病・小慢指定医データベースに接続し、オンライン登録をするために必要
な費用に対し、市が医療機関に対し予算の範囲内において補助する。
2補助対象事業費、補助率等
①インターネット接続用ＰＣ等の購入費
②院内システムの改修費
１医療機関の当たりの上限５万円とし、医療機関が支出する上記①②の補
助対象経費の合計実支出額に２分の１を乗じた額と比較して、いずれか少
ない額（千円未満端数切り捨て）

有

相模原市指定
難病に係る臨床
調査個人票電
子化等推進事
業補助金交付
要綱

有 無
令和5年8月1日～
令和5年11月24日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

臨床調査個人票のオンライン化に
必要な環境整備が図られたことに
より、臨床調査個人票のオンライン
化の実施が見込まれるため。

1193
結核健康診断事業補助
金

学校(専修学校及び各
種学校を含み、修業年
限が一年未満のものを
除く。）の長又は矯正施
設その他の施設で政令
で定めるものの長（国、
都道府県又は市町村の
設置する学校又は施設
を除く。）

（補助事業等の概要）
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律(以下「法」という。)第６０条第１項の規定に基づき、法第
５８条の３の規定により学校又は施設の長が支弁する定期
の健康診断に要する費用に対し、政令で定めるところによ
り、その３分の２を補助するもの
【使途】事業の実施に必要な職員手当、報酬、賃金報償費、
旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事
請負費、備品購入費並びに公課費

令和5年4月1日～令和6年3月31日
交付申請は当該年度の10月末まで

3,288

①補助件数：41施設
　　　　　　　　・高校及び大学等の学校：14校
　　　　　　　　・特別養護老人ホーム等の施設：27施設
②補助金額：3,287,638円

法の規定により学校又は施設の長が行うべき
結核健康診断にかかる経費を助成することで、
結核健康診断の実施を促し、結核患者の早期
発見、結核のまん延の予防を図ることに有効で
ある。

健康福祉局
保健衛生部
疾病対策課

１　結核の発生、まん延の予防を図ることを目的とする。
２　法第５３条の２第１項の規定により学校又は施設の長が行う定期の健康
診断
３　学校又は施設の長が行う定期の結核健康診断事業の経費のうち、定め
られた対象経費の支出済額と別に定める交付基準額とを比較し、いずれか
少ない額を補助基本額とし、この補助基本額から補助事業に係るその他の
収入額を控除した額に補助率３分の２を乗じて得た額とする。１円未満の端
数は切り捨て。

有
結核健康診断
事業補助金交
付要綱

無 有
総合計画
相模原市保
健医療計画

保健衛生体
制の充実
感染症の発
生予防、ま
ん延の防止

年度ごと
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

法に基づき、学校又は施設の長が
行うべき結核健康診断にかかる経
費を助成することで、結核健康診
断の実施を促し、結核の発生、まん
延の予防を図ることができたため。

1194
拠点診療外来運営医療
機関支援事業補助金

神奈川県厚生農業協同
組合連合会　相模原協
同病院

（補助事業等の概要）
新型コロナウイルス感染症にり患した者又は感染症のり患
が疑われる者について、市からの紹介、予約に基づき、適切
な医療を受けられるようにするため、市内の医療機関に対
し補助金を交付する。
（補助金等の使途）
事業実施に要する経費

令和5年4月1日～令和5年5月8日 24
　新型コロナウイルス感染症にり患した者又は感染症のり患が疑われる
者について、市からの紹介、予約に基づき、1名の患者のメディカル
チェックを行った。

　新型コロナウイルス感染症は、無症状者が多
い一方、急激に病状が悪化する事例もあること
から、各種検査、診察により、適切な治療へつ
なげることができた。

健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

（補助事業等の概要）
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、相模原市新型イン
フルエンザ等対策行動計画に基づく要請に応じて診療、検査を行っている
医療機関が、拠点診療外来として運営するに当たり、当該外来を運営する
医療機関に対し必要な経費の一部を補助することを目的とする。
（補助金の額）
市の依頼により新型コロナウイルス感染症の陽性患者にメディカルチェック
を実施した場合、患者対応1人当たり23,740円

有

拠点診療外来
運営医療機関
支援事業補助
金交付要綱

有 無
補助事業の実施期
間に同じ

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　新型コロナウイルス感染症に係る
診療、検査等を積極的に行ったこと
で、市内の医療体制の充実及び患
者等への適切な医療体制の確保に
寄与したため。

1195
新型コロナウイルス感染
症回復患者転院受入医
療機関支援事業補助金

（医）社団　哺育会　さが
みリハビリテーション病
院

（補助事業等の概要）
新型コロナウイルス感染症の重症患者、中等症患者等の回
復後、合併症等により引き続き入院加療が必要な患者や、
高齢者等でリハビリ等を目的に入院継続が必要な患者に
病態に応じた入院医療を提供できるよう、回復期にある患
者の転院を受入れる医療機関に対し補助金を交付する。
（補助金等の使途）
事業実施に要する経費

令和5年4月1日～令和5年5月8日 50
新型コロナウイルス感染症に係る療養終了後も入院加療が必要な患者
や一定程度回復した新型コロナウイルス感染症患者について、1名受入
れを行った。

搬送元の病院から転院患者を受け入れること
で、市内の重症者用又は中等症病床の確保に
貢献した。

健康福祉局
保健衛生部
コロナウイルス対策課

（補助事業等の概要）
新型コロナウイルス感染症の重症患者、中等症患者等の回復後、合併症等
により引き続き入院加療が必要な患者や、高齢者等でリハビリ等を目的に
入院継続が必要な患者に病態に応じた入院医療を提供できるよう、回復期
にある患者の転院を受入れる医療機関に対し補助金を交付する。
（補助金の額）
転院を受け入れた患者一人当たり50,000円

有

新型コロナウイ
ルス感染症回復
患者転院受入
医療機関支援
補助金交付要
綱

有 無
補助事業の実施期
間に同じ

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

回復期等にある新型コロナウイルス
感染症患者等の転院を受け入れる
ことで、市内の医療体制の充実及
び患者等への適切な医療体制の確
保に寄与したため。

1196
食品衛生指導員活動補
助金

相模原食品衛生協会

＜概要＞食品による事故を未然に防止し、食品衛生思想の
普及・啓発を図ることを目的に食品関係営業者の自主管理
の促進、食品衛生思想の普及・啓発などを行う。
＜使途＞食品衛生指導員の委嘱、食品衛生指導員の養
成、情報紙等の発行、食品衛生指導員による巡回指導に係
る経費。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 31

 新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策を図りながら各組合ごとに
指導員活動を展開し、市内から食中毒をはじめとする食品による事故
を防止することを目的に、情報誌の発行、指導員による巡回活動等を実
施しました。

指導員の巡回指導により店舗内の衛生管理が
行われ、また、その際、お互いの情報交換が行
われ、食品による事故防止に効果を上げまし
た。

健康福祉局
保健衛生部
生活衛生課

　対象は、食品衛生指導員活動に要する経費。ただし、飲食に係る経費は
補助対象外。
　補助率は、公益社団法人神奈川県食品衛生協会補助金を除いた額の３
分の１以内。

有
食品衛生普及・
啓発事業補助
金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

食品衛生指導員による巡回指導、
最新の情報の提供により、食品営
業施設の衛生管理の向上に寄与し
ている。

1197
食中毒予防キャンペーン
事業補助金

相模原食品衛生協会

食中毒の発生が増加する夏期及び冬期に、広く市民に食品
衛生思想の普及啓発を図るため、市内各地域において食
中毒予防キャンペーン及びノロウイルス食中毒予防キャン
ペーンを実施する。
補助金については配布物品、賞品購入の事業費、郵送料及
び消耗品費等の運営費に使途する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 293

　8月と11月に食中毒予防キャンペーンを行い、会員の飲食店、スー
パー等に来店された市民に対する啓発活動を実施しました。
①食中毒予防キャンペーン（令和5年8月1日～31日）
   スーパーや会員店舗でのパンフレット等の配布（55か所2,020枚）

②ノロウイルス食中毒予防キャンペーン
　・スーパーにおける街頭キャンペーン（令和5年11月9日）
　　パンフレット等の配布（2か所580枚）
　　「食中毒予防クイズ」、アンケートの実施（160名）
　・会員店舗でのパンフレット等の配布（36か所1,360枚）（令和5年11
月1日～30日）

　消費者に対し、チラシやポスターによる啓発活
動を行うことで家庭において発生する食中毒の
予防に寄与することができた。
　また、相模原市保健所と共催しポスターを作
成することで会員の食品衛生意識の向上を図
ることができた。

健康福祉局
保健衛生部
生活衛生課

全国食品衛生月間及びノロウイルス食中毒予防強化期間にあわせ、広く市
民（消費者）に食品衛生思想の普及・啓発を図り、食中毒予防の意識向上
を目的に実施する事業に対し補助する。
　補助率は食中毒予防キャンペーン事業に要する経費の２分の１以内。ただ
し、会議等で提供する茶及び菓子以外の飲食に係る経費は、補助対象外と
する。

有
食品衛生普及・
啓発事業補助
金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内の各地域において事業を実施
することにより、広く市民の食中毒
予防に関する意識向上に寄与でき
たため。

1198
地域猫不妊去勢手術協
力病院補助金

協力病院（相模原市地
域猫活動支援事業実施
要綱第２条（１１）に規定
する動物病院）

相模原市内における地域猫活動の協力病院が実施する不
妊去勢手術費用への助成

令和5年4月1日～令和6年3月31日 156

相模原市地域猫活動支援事業実施要綱及び相模原市と締結した相模
原市地域猫活動支援事業における不妊去勢手術に関する協定に基づ
き、協力病院が、市から要請を受け、おす猫９頭の去勢手術及びめす猫
７頭の不妊手術を実施した。

　対象の猫に繁殖抑制のための不妊去勢手術
を行い、地域猫活動組織に返還した。対象猫は
地域猫として生涯を全うすることとなり、当該地
域の野良猫に起因する地域の環境問題の解決
に繋がった。

健康福祉局
保健衛生部
生活衛生課

【趣旨・目的・対象事業】
　野良猫に起因する地域の環境問題の解決を目的として行う地域猫活動の
一環である猫の不妊去勢手術に必要な費用の一部を協力病院に助成し、
もって人と猫との共生社会の実現を目指す。
【助成金額】
（１）不妊手術の場合 １匹につき １２，０００円
（２）去勢手術の場合 １匹につき ８，０００円
　　ただし、手術に係る費用が助成金の額未満の場合には、手術費用を限
度とする。

有
相模原市地域
猫活動支援事
業実施要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　対象猫は繁殖抑制のための手術
を施され、今後は地域猫としての生
涯を全うすることで、野良猫に起因
する地域の環境問題の解決に繋が
り、ひいては当該地域において人と
猫との共生社会の実現に繋がると
判断されるため。

1199
野良猫等の不妊去勢手
術補助金

サポーター（相模原市人
と猫との共生社会支援
サポーター事業実施要
綱第６条に規定する登
録を受けた者）

相模原市内に生息する野良猫等に対し行った不妊去勢手
術及びその手術費用

令和5年4月1日～令和6年3月31日 4,748

相模原市人と猫との共生社会支援サポーター事業実施要綱第6条に規
定するサポーターの登録を受けた者が市内に生息する野良猫等（おす
猫329頭及びめす猫398頭の計727頭）に対し不妊去勢手術を実施
した。

　対象の猫に手術を実施することで、野良猫等
がみだりに繁殖することを防止し、当該地域の
野良猫に起因する地域の環境問題の解決に繋
がった。

健康福祉局
保健衛生部
生活衛生課

【補助金の趣旨・目的・対象事業】
　人と猫との共生社会を目指し、野良猫等がみだりに繁殖することを防止す
るため、相模原市人と猫との共生社会支援サポーター事業実施要綱第6条
に規定するサポーターの登録を受けた者が実施する市内に生息する野良
猫等に対して行った不妊去勢手術の経費の一部を助成する。
【補助率等】
不妊手術の場合1頭につき8,000円、
去勢手術の場合1頭につき5,000円を上限とする。

有

相模原市野良
猫等の不妊去
勢手術助成金
交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助事業者等は相模原市人と猫と
の共生社会支援サポータ－事業実
施要綱に規定するサポーターとして
当市が示す「猫の適正飼養ガイドラ
イン」の趣旨を理解し、上記事業を
実施した。今後、当該野良猫を起因
とする過剰繁殖の問題はなく、当市
が目指す人と猫との共生社会の実
現に十分貢献していると考えられる
ため。
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No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1200
相模原市譲渡対象団体
の犬猫等飼養費用助成
金

譲渡対象団体（相模原
市動物の譲渡事務取扱
要綱第３条第３項に規定
する登録を受けた団体）

譲渡対象団体が譲り受けた犬猫の飼養費用 令和5年4月1日～令和6年3月31日
860

（他9件）

相模原市から８６頭の猫を譲り受けて譲渡した。譲り受けた猫は譲渡に
適するよう馴化や獣医療面でのケアを行った。飼い主希望者には面接
で譲渡条件を確認のうえ譲渡し、譲渡後の家庭での様子を確認した。
（他9件）

猫と新しい飼い主を繋いだことで行政での殺処
分数の減少に寄与できたと考える。また、新し
い飼い主に猫の適切な飼養方法を伝えたこと
で動物愛護精神や飼い主責務の啓発になった
と考える。
（他9件）

健康福祉局
保健衛生部
生活衛生課

【趣旨・目的】
相模原市動物の譲渡事務取扱要綱（平成２６年４月１日施行。以下「譲渡事
務要綱」という。）第３条の規定により登録された譲渡対象団体に対し犬猫
等の飼養費用等の一部を助成する。
【対象事業】
次のいずれかに該当する犬猫等を飼養する活動
（１）団体が譲渡事務要綱第５条の規定による申出を行い譲り受けた犬猫等
（２）多頭飼育崩壊として本市が認めたもののうち、その問題解決のために
団体が飼い主から譲り受けた犬猫
【補助率】
予算の範囲内において、助成対象活動に係る支出から、助成対象活動に係
る収入（当該助成金に係るものを除く。）を差し引いた額とする。ただし、そ
の額が１０,０００円に譲り受けた犬猫等の数を乗じて得た額を超えるとき
は、１０,０００円に譲り受けた犬猫等の数を乗じて得た額を限度とする。

有

 相模原市譲渡
対象団体の犬
猫等飼養費用
助成金交付要
綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

団体が本市から譲り受けた猫を飼
養し新しい飼い主に譲渡することで
殺処分の減少に寄与し、動物愛護
事業に貢献していると考えられるた
め。

1201
相模原市がん患者ウィッ
グ購入費助成金

個人
がん治療等に伴う副作用による脱毛症状により、ウィッグ等
を購入したがん患者に対し、その購入費の一部を助成する
もの。

ウィッグ購入から1年以内 30（最大）
令和３年度…２２５件　交付総額　５，８２２千円
令和４年度…２５６件　交付総額　６，７６９千円
令和５年度…２５６件　交付総額　６，６８０千円

がん患者の社会参加に寄与するとともに、精神
的、経済的負担の軽減に繋がった。

健康福祉局保健衛生部
健康増進課

1.【趣旨・目的】
がん患者の社会参加の支援及び療養生活の質向上目的に、治療等に伴う
脱毛により、ウィッグを購入したがん患者に助成金を交付するもの。
2.【対象者】
がん治療に伴う脱毛によりウィッグを購入した個人
3.【補助率】
ウィッグ本体及び皮膚を保護するネット・帽子（材料を購入して作成した場
合の材料費）の合計金額の２分の１。
※千円未満切り捨て。上限30千円。

有

相模原市がん
患者ウィッグ購
入費助成金交
付要綱

無 無
運営費補助なの
で非該当

事業費補助なの
で非該当

1202 特定健診等助成金
市内協力医療機関以外
の医療機関

特定健康診査事業は市医師会と委託契約を締結して実施
しており、医師会に加入している市内医療機関において受
診が可能（市から送付された受診券で窓口負担が1000円
となる）だが、かかりつけ医が医師会未加入機関である場
合や住所地特例制度により市外に居住する被保険者もい
る。前者のケースにおいて、医療機関窓口で一旦全額を負
担いただき、領収書等を元に後日お戻しする「現金給付（償
還払い）」を行うことで、受診可能範囲を広げ、受診率を向
上させることを目的とする。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 25 特定健康診査助成金支払：２件
医師会未加入機関からの要望を受け入れ、受
診可能範囲を広げたことで公平性を保つことが
できた。

健康福祉局
保健衛生部
健康増進課

特定健康診査の受診可能範囲を広げ、受診率を向上させるを目的とする。
医師会未加入機関や市外医療機関で受診する際にかかる特定健康診査費
用を対象とする。
補助額は補助対象経費の10/10以内の額（検査項目に応じて限度額あり）
とする。

有

特定健康診査
及び後期高齢
者健康診査に
係る費用の助成
に関する要綱

有 無 1年間 その他
運用開始２
年目として
実績２件

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

該当者からの申請に基づいて実施
するもの。
令和４年度から開始した取組みで、
今後も引き続き案内・周知をしてい
く。

1203
歯科保健推進事業補助
金

（公社）相模市歯科医師
会

高齢者の増加に伴い課題となっている「オーラルフレイル」
の予防のほか、若年層（大学生）に対する歯科保健指導、
「高齢者良い歯のコンクール」など、歯と口腔の健康づくりの
推進に寄与する事業の実施。

令和5年4月～令和6年3月 923

①オーラルフレイル予防事業
　  開催回数１回　参加者数　９人
②大学生向け歯科保健指導
  　開催回数２回　参加者数１８８人
③第３２回高齢者よい歯のコンクール
  　応募者数１００人

オーラルフレイル予防教室を開催し、口腔機能
の衰えが全身の衰えにつながる＝オーラルフレ
イルに関する市民の認知度を高めることに結び
付ける。また、８０２０運動の一環として、高齢者
だけに留まらず、就職活動を控えた大学生（３
年生）を対象に歯科保健セミナーを行い、「歯の
健康の大切さ」の普及啓発の対象を若年層に
も拡げる。さらに、自分の歯と口で摂食し、健康
な生活を営んでいる高齢者市民を対象に「高齢
者よい歯のコンクール」を実施し、生涯における
口腔衛生の重要性の啓発、歯科保健の向上に
繋がる。

健康福祉局
保健衛生部
健康増進課

１．「歯と口腔の健康づくり推進計画」に基づき、市民が生涯を通じて歯と口
腔の健康を保てるようオーラルフレイル予防や歯科保健の普及啓発を図る
事を目的とした事業に対する補助。
２．オーラルフレイル予防事業、大学生向け歯科保健指導、高齢者よい歯の
コンクール
３．補助対象事業費　1,172,713円
補助率100％

有
歯科保健推進
事業補助金交
付要綱

有 有

歯と口腔の
健康づくり
推進計画
相模原市保
健医療計画

基本方針Ⅰ
「市民が主
体の健康づ
くりの推進」

令和５年４月～令和
６年３月

その他

オーラルフ
レイル予防
教室につい
ては、改善
が必要

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

オーラルフレイル予防教室について
は、予定回数の実施が行えなかっ
たため、周知及び内容等の改善が
必要である。

1204 特定健診等助成金
市内協力医療機関以外
の医療機関

後期高齢者健康診査事業は市医師会と委託契約を締結し
て実施しており、医師会に加入している市内医療機関にお
いて受診が可能（市から送付された受診券で窓口負担が0
円となる）だが、かかりつけ医が医師会未加入機関である
場合や住所地特例制度により市外に居住する被保険者も
いる。前者のケースにおいて、医療機関窓口で一旦全額を
負担いただき、領収書等を元に後日お戻しする「現金給付
（償還払い）」を行うことで、受診可能範囲を広げ、受診率を
向上させることを目的とする。

令和5年4月～令和6年3月 21 特定健診等助成金支払：２件
医師会未加入機関からの要望を受け入れ、受
診可能範囲を広げたことで公平性を保つことが
できた。

健康福祉局
保健衛生部
健康増進課

後期高齢者健康診査の受診可能範囲を広げ、受診率を向上させるを目的
とする。
医師会未加入機関や市外医療機関で受診する際にかかる後期高齢者健康
診査費用を対象とする。
補助額は補助対象経費の10/10以内の額（検査項目に応じて限度額あり）
とする。

有

特定健康診査
及び後期高齢
者健康診査に
係る費用の助成
に関する要綱

無 無 1年間 その他
運用開始２
年目として
実績２件

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

該当者からの申請に基づいて実施
するもの。
令和４年度から開始した取組みで、
今後も引き続き案内・周知をしてい
く。

1205
社会福祉協議会運営助
成費（運営費）

社会福祉法人相模原市
社会福祉協議会

市からの補助により社会福祉協議会の運営を円滑に進め
ながら、 「みんなで支えあい　地域の力が育む　人にやさし
いまち　さがみはら」の実現に向け、地域福祉活動の推進と
社会福祉事業の充実を図る。
　令和５年度は、相模原市から重層的支援体制整備モデル
事業の一部を継続して受託し、地域における多様な主体の
参加と協力による連携・協働の場づくりを進め、地区社会福
祉協議会、自治会、民生委員・児童委員、社会福祉施設等
の連携・協働による支えあい活動の更なる促進を図るととも
に、子ども・若者への支援に取り組む市民福祉活動団体相
互の相談支援、連携促進、また親族等からの支援が困難な
高齢者の抱える将来の不安感解消を目的に実施する「みま
もりエンディングサポート事業」の推進を図る。
　補助金は、主に法人の適正な運営に向けた税理士・弁護
士等との業務委託、各事務所・ボランティアセンターの運営
費及びボランティア団体等が自主・主体的に活動するため
に必要な資器材の維持管理費等の経費に充当する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 17,416

　市からの補助により社会福祉協議会の運営を円滑に進めながら、
「みんなで支えあい　地域の力が育む　人にやさしいまち　さがみはら」
の実現に向け、各種事業に取り組んだ。
　令和５年度においては、孤立する住民の社会参加の一環として、各区
ボランティアセンターが特色を生かしたボランティアセミナーを開催した
り、障がいのある方が参加できる活動を創出、支援した。また22地区社
会福祉協議会をつうじて、多世代にわたって交流できる地域活動や、身
近なささえあい活動の支援を行った。補助金は、あじさい事務局、緑区
事務所、城山・津久井・相模湖・藤野地域事務所、南区事務所及びボラ
ンティアセンターの運営経費に充当した。

　相模原市社会福祉協議会は、平成12年の社
会福祉法の改正により「地域福祉の推進を図る
ことを目的とした団体」として位置づけられてい
る。市からの補助金を活用し、第９次地域福祉
活動計画の基本理念である「みんなで支えあい
地域の力が育む　人にやさしいまち　さがみは
ら」の実現に向け取組を進めた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

【趣旨・目的】市社会福祉協議会の円滑な運営を促進するとともに、地域福
祉活動の推進と社会福祉事業の充実を図り、もって地域福祉の向上に資す
ること。
【対象事業】別紙収支予算書のとおり
【補助率】37.71％≒17,416,000円÷46,178,000円

有

社会福祉法人
相模原市社会
福祉協議会に
対する補助金等
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

第４期相模
原市地域福
祉計画

【未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～】
施策６：地域
福祉の推進

【第４期相模
原市地域福
祉計画】
施策の方向
性９：地域の
支えあいを
促進して、
支援を必要
とする人を
見守ります）

令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市社会福祉協議会は、令和２年度
を始期とする地域福祉活動計画を
策定し、市内全２２地区にコミュニ
ティソーシャルワーカーを配置する
など、計画に基づく施策の実施に着
実に取り組んだため。

1206
社会福祉協議会運営助
成費（職員給与費）

社会福祉法人相模原市
社会福祉協議会

市からの補助により社会福祉協議会の運営を円滑に進め
ながら、 「みんなで支えあい　地域の力が育む　人にやさし
いまち　さがみはら」の実現に向け、地域福祉活動の推進と
社会福祉事業の充実を図る。
　令和５年度は、令和４年度に相模原市から受託した重層
的支援体制整備モデル事業の一部を継続的に実施し、地
域における多様な主体の参加と協力による連携・協働の場
づくりを進めると共に、地区社会福祉協議会、自治会、民生
委員・児童委員、社会福祉施設等の連携・協働による支え
あい活動の更なる促進を図る。また、子ども・若者への支援
に取り組む市民福祉活動団体相互の相談支援、連携促進
を図る。
　補助金は、主に高齢者、障がい者の権利擁護や生活困窮
者支援、福祉の土壌づくりを進める職員の配置に係る経
費、２２地区社会福祉協議会・地区民生委員児童委員協議
会の事務局支援を行う非常勤職員の配置等の経費に充当
する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 349,738

　市からの補助により「みんなで支えあい　地域の力が育む　人にやさし
いまち　さがみはら」の実現に向け、各種事業に取り組んだ。
　令和５年度においては、非正規雇用の単身女性や、不登校、ひきこも
りなど、社会的に孤立しがちな対象者からの相談をとおし、居場所づく
り等の支援を行った。また、相模原市から一部受託した重層的支援体
制整備モデル事業では、これまでのつながりを活かし地域における多様
な団体との連携・協働を行い、ホームページ等での事例報告や、研修、
社会資源のデータベース化を図った。
　補助金は主に高齢者、障がい者の権利擁護や生活困窮者支援、福祉
の土壌づくりを進める職員の配置に係る経費、２２地区社会福祉協議
会・地区民生委員児童委員協議会の事務局支援を行う非常勤職員の
配置等の経費に充当した。

　相模原市社会福祉協議会は、平成12年の社
会福祉法の改正により「地域福祉の推進を図る
ことを目的とした団体」として位置づけられてい
る。市からの補助金を活用し、第９次地域福祉
活動計画の基本理念である「みんなで支えあい
地域の力が育む　人にやさしいまち　さがみは
ら」の実現に向け取組を進めた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

【趣旨・目的】市社会福祉協議会の円滑な運営を促進するとともに、地域福
祉活動の推進と社会福祉事業の充実を図り、もって地域福祉の向上に資す
ること。
【対象事業】別紙収支予算書のとおり
【補助率】90.77％≒361,841,000円÷398,616,000円

有

社会福祉法人
相模原市社会
福祉協議会に
対する補助金等
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

第４期相模
原市地域福
祉計画

【未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～】
施策６：地域
福祉の推進

【第４期相模
原市地域福
祉計画】
施策の方向
性９：地域の
支えあいを
促進して、
支援を必要
とする人を
見守ります）

令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市社会福祉協議会は、令和２年度
を始期とする第９次地域福祉活動
計画を策定し、市内全２２地区にコ
ミュニティソーシャルワーカーを配
置するなど、計画に基づく施策の実
施に着実に取り組んだため。

1207
社会福祉協議会運営助
成費（南区地域福祉交
流ラウンジ運営経費）

社会福祉法人相模原市
社会福祉協議会

南区において様々な福祉分野で活動する団体や区民が、
自主的・主体的に活動し相互に交流するための活動室等の
提供や必要な活動物品の貸出を行う。

実施主体：社会福祉法人　相模原市社会福祉協議会
運営：南区地域福祉交流ラウンジ運営協議会、南区地域福
祉交流ラウンジ運営委員会

補助金は、主に福祉活動等の相談に応じるスタッフの諸経
費、活動室の提供に必要な資器材の維持管理費及び防犯
監視システム委託料等の経費に充当する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 12,860

　南区内にて活動する福祉団体やボランティア等が、活動・交流する場
を提供するとともに、福祉に関する情報を広く発信した。毎週木曜日に
は福祉なんでも相談を実施し、相談者の相談内容に応じて、情報提供
や支援を図った。また、ラウンジの壁面に福祉サービス利用者等の作品
を公募し展示することで、社会参加のきっかけづくりを行った。広報事
業としては、年４回発行「ふくしラウンジ」、地域の商業店舗や企業、薬局
などに設置している「福祉の掲示板」、地域情報誌、市社協のSNS等を
通じて、ラウンジのPRに努めた。さらに、３月には、「ラウンジふくしまつ
り」を開催し、登録団体の周知や福祉への理解促進を図った。

　「福祉なんでも相談」では、障がいや高齢に関
する相談が多く寄せられ、情報提供や傾聴を
行った。中には、ボランティア活動の参加を希望
する相談者もおり、地区のボランティアグループ
に繋がり、地域の活動者の発掘の入り口になっ
た。「ラウンジふくしまつり」では、利用団体等で
構成される「ラウンジふくしまつり実行委員会」
を設け、イベントを通じて利用団体間の連携を
図った。その結果、利用団体間でイベントに向
けて協力していく姿勢が見られ、一体感が生ま
れた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

【趣旨・目的】市社会福祉協議会の円滑な運営を促進するとともに、地域福
祉活動の推進と社会福祉事業の充実を図り、もって地域福祉の向上に資す
ること。
【対象事業】別紙収支予算書のとおり
【補助率】99.47％≒12,860,000円÷12,928,000円

有

社会福祉法人
相模原市社会
福祉協議会に
対する補助金等
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

第４期相模
原市地域福
祉計画

【未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～】
施策６：地域
福祉の推進

【第４期相模
原市地域福
祉計画】
施策の方向
性１１：地域
での様々な
取組をつな
げて、支援
の輪を広げ
ます。

令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

南区地域福祉交流ラウンジは様々
な方々に利用されており、地域福祉
に関する活動の場としての役割を
果たしつつあると言える。
平成２９年度から開始した「福祉な
んでも相談」は、課題や悩みを抱え
る方からの相談を受ける体制づくり
に取り組むなど、積極的に事業展
開を行っている。
今後も、地域住民に施設の存在や
活用方法の周知を図るとともに、市
社協の持つ福祉のネットワークを生
かしながら、地域住民の福祉活動
を支援していく必要がある。

1208
福祉コミュニティ形成事
業補助金

社会福祉法人相模原市
社会福祉協議会

地区社会福祉協議会を中核に地域の福祉課題の発見→共
有→解決までの過程を地域住民の主体的活動として醸成、
展開することを目的とした事業。
　補助金は、主に、本事業を実施する地区社会福祉協議会
を財源面で支援することを使途としている。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 10,150

　福祉コミュニティ形成事業とは、その地域に住んでいる人が自分らしく
いきいきと安心して生活できるように支えあう地域社会を目指した取組
であり、地域福祉の巣伸に向けて非常に重要なものです。
○補助対象
地域福祉推進会議を設置して話合いを行い、その後事業運営を行って
いる地区社協に助成金を交付し、福祉コミュニティ形成事業を推進して
まいりました。

第３期相模原市地域福祉計画及び第８次相模
原市社会福祉協議会地域福祉活動計画におい
て、「地域における福祉課題の発見・共有・解決
の仕組みづくりが必要」とされ、このような仕組
みづくりを推進する中核として地区社会福祉協
議会を位置づけ、本事業による地域課題解決
のための活動拠点の運営や、交流の場づくり、
見守り活動やボランティア等による個別ニーズ
対応等地域に即した多様な取組が進められた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

【趣旨・目的】市社会福祉協議会の円滑な運営を促進するとともに、地域福
祉活動の推進と社会福祉事業の充実を図り、もって地域福祉の向上に資す
ること
【対象事業】別紙収支予算書のとおり
【補助率】100.0％

有

社会福祉法人
相模原市社会
福祉協議会に
対する補助金等
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

第４期相模
原市地域福
祉計画

【未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～】
施策６：地域
福祉の推進

【第４期相模
原市地域福
祉計画】
施策の方向
性１：身近な
地域で相談
を受けること
ができる体
制を充実し
ます。

令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内２２地区で事業を実施できて
おり、地域の課題を地域住民が自
ら解決する仕組みが進んでいる。
福祉コミュニティ形成事業は、第４
期地域福祉計画の重点的な取組で
ある「包括的な支援体制の整備」の
取組として位置付けており、地域福
祉の推進に寄与したため。
今後も、各地区の意見を踏まえ、必
要に応じて制度の見直しを行うな
ど、事業の継続性の確保に取り組
むことを期待する。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1209 地域福祉推進補助金
社会福祉法人相模原市
社会福祉協議会

市からの補助により「福祉への理解と意識の向上」、「ネット
ワークで福祉の力を伸ばす」ことを目的に次のとおり地域福
祉活動を推進する。

○小・中学校や高等学校の福祉教育活動等の促進を目的
に、教諭を対象とした研修会の開催や高等学校の助成活
動、みんないいひと体験講座を行う。
○災害時のボランティア活動が円滑に行えるよう、防災ボラ
ンティア推進事業を進める。
　補助金は、主に、体験講座等に係る講師謝礼及び福祉活
動に取り組む高等学校や防災ボランティア活動に取り組む
団体への助成等の経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 244

　「福祉への理解と意識向上」と「ネットワークで福祉の力を伸ばす」こと
を目的に、次のとおり地域福祉活動を推進した。（別添資料参照）
○小・中学校や高等学校の福祉教育活動等の促進を目的に、各種福祉
体験等を行う「みんないいひと体験講座」を実施。学校への情報提供や
助言、講師調整等を行うほか、高等学校への助成を行った。
○令和５年度は、「みんないいひと体験講座」に参加する協力講師を集
め、情報共有や、福祉教育の目的について確認しあう情報交換会を
行った。
○災害時におけるボランティア活動が円滑に行えるよう、九都県市合同
防災訓練において「災害ボランティアセンター運営訓練」を実施した。
○災害時、災害ボランティアセンターの運営に携わる相模原災害ボラン
ティアネットワークや相模原青年会議所と連携するとともに、団体への
助成を行った。
○「災害に備える地域力講座」を各区で開催し、「災害ボランティアセン
ター」の機能や運営等の考え方、日頃から地域でできる取組みについて
意識啓発を図った。

　市社会福祉協議会は、平成12年の社会福祉
法の改正により「地域福祉の推進を図ることを
目的とした団体」として位置づけられている。市
からの補助金を活用し、第９次地域福祉活動計
画の基本理念である「みんなで支えあい　地域
の力が育む　人にやさしいまち　さがみはら」の
実現に向け取組を進めた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

【趣旨・目的】市社会福祉協議会の円滑な運営を促進するとともに、地域福
祉活動の推進と社会福祉事業の充実を図り、もって地域福祉の向上に資す
ること
【対象事業】別紙収支予算書のとおり
【補助率】17.38％≒300,000円÷1,726,000円

有

社会福祉法人
相模原市社会
福祉協議会に
対する補助金等
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

第４期相模
原市地域福
祉計画

【未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～】
施策６：地域
福祉の推進

【第４期相模
原市地域福
祉計画】
施策の方向
性９：地域の
支えあいを
促進して、
支援を必要
とする人を
見守ります）

令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

小学生から高校生までを対象に福
祉教育を通じた地域福祉の新たな
担い手の育成を推進するとともに、
災害時の地域での支援体制整備な
どに取り組んでおり、「地域で顔の
見える関係、支えあう関係づくり」
の推進に寄与したため。

1210
地域福祉支援体制推進
事業補助金

社会福祉法人相模原市
社会福祉協議会

市からの補助により、身近な地域において、誰もが安心して
いきいきと生活できるよう、地域住民相互の支えあいによる
共助の取組を推進し、支援が必要な人と地域のつながりを
適切に確保するとともに、これらを地域全体で支える基盤
を構築することを通じて、地域福祉の推進を図る。
　補助金は、主に本事業を推進するために、専門職であるコ
ミュニティソーシャルワーカーの配置に係る経費に充当し、
制度の狭間にある課題を抱える世帯への個別支援や住民
相互の支えあいの取組の支援を行う。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 127,780

　市からの補助により、身近な地域において、誰もが安心していきいき
と生活できるよう、地域住民相互の支えあいによる共助の取組を推進
し、支援が必要な人と地域のつながりを適切に確保するとともに、これ
らを地域全体で支える基盤を構築することを通じて、地域福祉の推進
を図った。
　本事業を推進するために、市からの補助により、コミュニティソーシャ
ルワーカーを配置し、制度の狭間にある課題を抱える世帯への個別支
援や地域課題の解決に向けた住民相互の支えあい活動の取組に対す
る支援を図った。
　また、職員の技能向上を目的とした、事例報告会や講師を招いた研修
会を実施した。
　補助金は、主に22地区に配置するコミュニティソーシャルワーカーに
係る経費に充当した。

　相模原市社会福祉協議会は、平成12年の社
会福祉法の改正により「地域福祉の推進を図る
ことを目的とした団体」として位置づけられてい
る。市からの補助金を活用し、第９次地域福祉
活動計画の基本理念である「みんなで支えあい
地域の力が育む　人にやさしいまち　さがみは
ら」の実現に向け取組を進めた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

【趣旨・目的】市社会福祉協議会の円滑な運営を促進するとともに、地域福
祉活動の推進と社会福祉事業の充実を図り、もって地域福祉の向上に資す
ること
【対象事業】別紙収支予算書のとおり
【補助率】72.97％≒130,390,000円÷178,683,000円

有

社会福祉法人
相模原市社会
福祉協議会に
対する補助金等
交付要綱

有 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

第４期相模
原市地域福
祉計画

【未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～】
施策６：地域
福祉の推進

【第４期相模
原市地域福
祉計画】
施策の方向
性８：専門的
な福祉人材
の育成・確
保・支援に
取り組みま
す。

令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

コミュニティソーシャルワーカーは、
平成２９年度から市内２２地区に配
置されており、制度の狭間で悩みを
抱える方や複合化・複雑化した課
題を抱える世帯などへの支援を進
めることができたため。

1211
生活資金一時貸付事業
交付金

社会福祉法人相模原市
社会福祉協議会

一時的に生活に困窮し、かつ、他から借入が困難と認めら
れる世帯に対し、担当民生委員・児童委員の助言及び援助
のもとに生活資金の一時貸付けを行い、これによって対象
者世帯の経済的自立と生活意欲の助長を図る。
　補助金の主な使途は、事業実施に係る事務費及び貸付金
支出に充当する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 192
　滞納者に対し、督促状の発送（２回　延べ２６５件）、電話・訪問調査を
実施した。

　抱えている生活課題に対する相談に応じ、他
制度相談窓口の紹介等の支援へとつながった。
　借受中の世帯や償還中の世帯に対して、経済
的自立へ向け、電話による生活状況の把握等、
継続した相談支援を行った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

【趣旨・目的】一時的に生活に困窮し、かつ、他から借入が困難と認められ
る世帯に対し、担当民生委員・児童委員の助言及び援助のもとに生活資金
の一時貸付を行い、それによって対象者の経済的自立と生活意欲の助長を
図る。
【対象事業】別紙収支予算書のとおり
【補助率】15.6％≒192,000円÷1,233,000円

有

社会福祉法人
相模原市社会
福祉協議会に
対する補助金等
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

第４期相模
原市地域福
祉計画

【未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～】
施策７：生活
に困窮する
人の自立支
援

【第４期相模
原市地域福
祉計画】
施策の方向
性３：生活に
困窮する人
への支援体
制を充実し
ます。

令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

令和５年度における新規の貸付実
績はなかったものの、これまでに貸
付を行った世帯が抱える生活課題
に対する相談に応じ、他制度相談
窓口の紹介等を行ったことにより、
経済的な自立や、生活意欲の助長
を図ったため。

1212
相模原市地域おでかけ
サポート推進事業費補
助金

さっそくいこう会
高齢者等の移動を支援する事業を行う地域のボランティア
団体、ＮＰＯ法人、自治会等の活動経費に対して補助する
もの

令和5年7月3日～令和6年3月31日 139

〇地域の外出困難な高齢者等に対し「行くべーカー」を利用した地域支
援を地域住民と協力して安心して暮らせる環境を維持できた。活動実
績、買い物支援、病院受診等毎週実施し、利用者延べ人数728人で
あった。

住民が主体となり、移動支援を行ったことで、
外出が困難な高齢者が自分らしく暮らすことに
寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

（対象事業）
高齢者等の移動を支援する事業
（補助率）
10/10（ただし、補助対象経費と補助上限額を比較して少ない額）

有

相模原市地域
おでかけサポー
ト推進事業費補
助金交付要綱

無 有
相模原市総
合都市交通
計画

小さな交通
の検討実施

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助事業者等が実施した移動支援
活動は、地域の方の生活支援に資
するものと評価できる。

1213
相模原市地域おでかけ
サポート推進事業費補
助金

藤野台ももちゃんサロン
高齢者等の移動を支援する事業を行う地域のボランティア
団体、ＮＰＯ法人、自治会等の活動経費に対して補助する
もの

令和5年5月2日～令和6年3月31日 400

●活動の目的：住民の団体が主体となり地域の移動の困難な高齢者等
に対し必要な移動支援活動をとおして住民相互の交流を目的とする。
●活動内容：買い物支援・病院受診支援及びコミュニティーサロン活動
●活動実績；１２４回（買い物支援　８８回、病院受診支援　３６回）利用
者実人数１３人、利用者延人数：２７５人

・住民が主体となり移動支援を行ったことで、外
出が困難な高齢者等が自分らしく暮らすことに
寄与した。
・吉野地区又は上野原市社会福祉協議会及び
八王子共生社会推進会議等から「藤野台もも
ちゃんサロン」の視察があった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

（対象事業）
高齢者等の移動を支援する事業
（補助率）
10/10（ただし、補助対象経費と補助上限額を比較して少ない額）

有

相模原市地域
おでかけサポー
ト推進事業費補
助金交付要綱

無 有
相模原市総
合都市交通
計画

小さな交通
の検討実施

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助事業者等が実施した移動支援
活動は、地域の方の生活支援に資
するものと評価できる。

1214
相模原市地域おでかけ
サポート推進事業費補
助金

篠原の里　交通部
高齢者等の移動を支援する事業を行う地域のボランティア
団体、ＮＰＯ法人、自治会等の活動経費に対して補助する
もの

令和5年10月1日～令和6年3月31
日

139

●活動の目的：高齢者等の移動支援を行うことにより、外出が困難な高
齢者及び障害者等が住み慣れた地域で、自分らしく暮らすことを目的と
する。
●活動の内容：買い物、通院支援
●活動実績：30回（買い物支援：21回、病院受診支援：4回、その他5
回）　 利用者実人数11人、利用者延人数：44人

住民が主体となり移動支援を行ったことで、外
出が困難な高齢者等が自分らしく暮らすことに
寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

（対象事業）
高齢者等の移動を支援する事業
（補助率）
10/10（ただし、補助対象経費と補助上限額を比較して少ない額）

有

相模原市地域
おでかけサポー
ト推進事業費補
助金交付要綱

無 有
相模原市総
合都市交通
計画

小さな交通
の検討実施

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助事業者等が実施した移動支援
活動は、地域の方の生活支援に資
するものと評価できる。

1215
相模原市地域おでかけ
サポート推進事業費補
助金

津久井地区社会福祉協
議会串川支部

高齢者等の移動を支援する事業を行う地域のボランティア
団体、ＮＰＯ法人、自治会等の活動経費に対して補助する
もの

令和6年1月1日～3月31日 8

◎やすらぎステーションへの参加が困難な高齢者及び障害者等が、串
川地域でやすらぎステーションに参加出来る事を目的に実施
◎活動内容：やすらぎステーションの送迎
◎活動実績：1回　利用実人数：4人　利用延人数：8人

住民が主体となり移動支援を行ったことで、外
出が困難な高齢者等が自分らしく暮らすことに
寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

（対象事業）
高齢者等の移動を支援する事業
（補助率）
10/10（ただし、補助対象経費と補助上限額を比較して少ない額）

有

相模原市地域
おでかけサポー
ト推進事業費補
助金交付要綱

無 有
相模原市総
合都市交通
計画

小さな交通
の検討実施

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助事業者等が実施した移動支援
活動は、地域の方の生活支援に資
するものと評価できる。

1216
相模原市地域おでかけ
サポート推進事業費補
助金

津久井地区社会福祉協
議会鳥屋支部やすらぎ
部会

高齢者等の移動を支援する事業を行う地域のボランティア
団体、ＮＰＯ法人、自治会等の活動経費に対して補助する
もの

令和6年1月1日～3月31日 13

○やすらぎステーション開催に伴う遠隔地の利用者の送迎を行い、高
齢者及び障害者の参加促進に寄与した。
○活動内容：やすらぎステーションの送迎
○活動実績：３回　利用実人数：８人　利用延人数：54人

住民が主体となり移動支援を行ったことで、外
出が困難な高齢者等が自分らしく暮らすことに
寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

（対象事業）
高齢者等の移動を支援する事業
（補助率）
10/10（ただし、補助対象経費と補助上限額を比較して少ない額）

有

相模原市地域
おでかけサポー
ト推進事業費補
助金交付要綱

無 有
相模原市総
合都市交通
計画

小さな交通
の検討実施

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助事業者等が実施した移動支援
活動は、地域の方の生活支援に資
するものと評価できる。

1217
相模原市地域おでかけ
サポート推進事業費補
助金

グリスロ若葉台の会
高齢者等の移動を支援する事業を行う地域のボランティア
団体、ＮＰＯ法人、自治会等の活動経費に対して補助する
もの

令和5年6月1日～令和5年11月30
日

490

・活動の目的:会員相互の協力により、交通弱者の外出を手軽な乗り物
で手助けすることにより、地域を活気のある街にしてゆくことを目的とす
る。
・活動内容：買い物送迎、通院送迎、地域イベント出席支援・活動実績:
運行回数延べ195回、利用者延べ599人、利用者登録83人、ボラン
ティア登録者40人（運転者20人）

住民が主体となり、種々の外出を支援したこと
で、家に引きこもりがちな人たちの仲間つくりや
助け合い活動を展開し、支援される方も、支援
する方もお互いコミュニケーションが活発となり
活気ある地域となる基本ができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

（対象事業）
高齢者等の移動を支援する事業
（補助率）
10/10（ただし、補助対象経費と補助上限額を比較して少ない額）

有

相模原市地域
おでかけサポー
ト推進事業費補
助金交付要綱

無 有
相模原市総
合都市交通
計画

小さな交通
の検討実施

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助事業者等が実施した移動支援
活動は、地域の方の生活支援に資
するものと評価できる。

1218
相模原市地域おでかけ
サポート推進事業費補
助金

地域交流の場　原宿な
ごまーる

高齢者等の移動を支援する事業を行う地域のボランティア
団体、ＮＰＯ法人、自治会等の活動経費に対して補助する
もの

令和5年9月1日～令和6年3月31日 8

●活動の目的本会は、会員相互の協力より、地域住民の交流の場とし
て、交流活動や社会参加に関する活動を実施し、地域の支え合いの推
進に資することを目的とする。
●活動内容 サロン・地域の交流の場への参加者の送迎
●活動実績 運行回数:延べ12回、利用者：延べ48人 　 利用者登録:６
人、ボランティア登録者:８人（運転者および車両は社会福祉法人城山楽
寿会の協力により実施）

地域の社会福祉法人の協力を得て、高齢者サ
ロンや地域住民の交流の場への参加者の外出
を支援したことで、家に引きこもりがちな人たち
の仲間づくりと生きがいづくりにつながり、参加
者、担い手双方のコミュニケーションがより活発
となり、活気ある地域づくりのきっかけをつくる
ことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

（対象事業）
高齢者等の移動を支援する事業
（補助率）
10/10（ただし、補助対象経費と補助上限額を比較して少ない額）

有

相模原市地域
おでかけサポー
ト推進事業費補
助金交付要綱

無 有
相模原市総
合都市交通
計画

小さな交通
の検討実施

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助事業者等が実施した移動支援
活動は、地域の方の生活支援に資
するものと評価できる。

1219
相模原市地域おでかけ
サポート推進事業費補
助金

光が丘買い物お助け隊
高齢者等の移動を支援する事業を行う地域のボランティア
団体、ＮＰＯ法人、自治会等の活動経費に対して補助する
もの

令和5年4月1日～令和6年3月31日 500

●活動の目的：地域内の高齢者等が、住み慣れた地域で、日常の買い
物を楽しみ、自分らしい暮らしを続けるために地域の相互の支えあい活
動を資することを目的とする。
●活動の内容：買い物の移動支援。
●活動の実績：運行回数419回、利用延べ人数1,598人
※運行回数については青葉ルート火曜AM、PM、陽光台ルートAM、
PM運行で４回の計上。

コロナ禍が収束を迎え、お太助カーの利用希望
が増え、青葉ルートではキャンセル待ちが出るこ
ととなった。一方で、ドライバーや利用車両につ
いても地域内での活動が普及したことからさら
なる協力を得ることもできた。また、今までの活
動の実績から、市の移動支援に関する報告会
への登壇を行い、光が丘地区だけでなく、区・
市域の移動支援活動の啓発を行うことができ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

（対象事業）
高齢者等の移動を支援する事業
（補助率）
10/10（ただし、補助対象経費と補助上限額を比較して少ない額）

有

相模原市地域
おでかけサポー
ト推進事業費補
助金交付要綱

無 有
相模原市総
合都市交通
計画

小さな交通
の検討実施

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助事業者等が実施した移動支援
活動は、地域の方の生活支援に資
するものと評価できる。

1220
相模原市地域おでかけ
サポート推進事業費補
助金

相模原センテナリア
高齢者等の移動を支援する事業を行う地域のボランティア
団体、ＮＰＯ法人、自治会等の活動経費に対して補助する
もの

令和5年9月1日～令和6年3月31日 183

●活動の目的：高齢者等の移動支援を行うことにより、外出が困難な高
齢者及び障害者等が住み慣れた地域で、自分らしく暮らすことを目的と
する。
●活動の内容：通院、買い物、その他社会参加に資する送迎支援
●活動実績：利用者実人数17人、利用者延人数：244人（買い物支援：
28人、病院受診支援：171人、その他支援45人）

住民が主体となり移動支援を行ったことで、外
出が困難な高齢者等が自分らしく暮らすことに
寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

（対象事業）
高齢者等の移動を支援する事業
（補助率）
10/10（ただし、補助対象経費と補助上限額を比較して少ない額）

有

相模原市地域
おでかけサポー
ト推進事業費補
助金交付要綱

無 有
相模原市総
合都市交通
計画

小さな交通
の検討実施

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助事業者等が実施した移動支援
活動は、地域の方の生活支援に資
するものと評価できる。

1221
相模原市地域おでかけ
サポート推進事業費補
助金

いこいこ中和田頼られ
隊

高齢者等の移動を支援する事業を行う地域のボランティア
団体、ＮＰＯ法人、自治会等の活動経費に対して補助する
もの

令和6年2月1日～令和6年3月31日 277

・活動の目的：有志の地域住民が協力し、外出等の支援を行うことで、
地域住民の社会参加を支援する。
●活動の内容：買い物に関する移送の支援
●活動実績：4回　 利用者実人数:7人、利用者延人数：24人

・試行的ではあるが、地域住民が主体となり高
齢者の買い物の支援を実施したことで、今後の
地域における助け合い活動を推進できることが
確認できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

（対象事業）
高齢者等の移動を支援する事業
（補助率）
10/10（ただし、補助対象経費と補助上限額を比較して少ない額）

有

相模原市地域
おでかけサポー
ト推進事業費補
助金交付要綱

無 有
相模原市総
合都市交通
計画

小さな交通
の検討実施

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助事業者等が実施した移動支援
活動は、地域の方の生活支援に資
するものと評価できる。

1222
相模原市地域おでかけ
サポート推進事業費補
助金

麻溝地区移動支援古山
台クラブ

高齢者等の移動を支援する事業を行う地域のボランティア
団体、ＮＰＯ法人、自治会等の活動経費に対して補助する
もの

令和５年10月１日～令和６年３月３１
日

174

●活動の目的：高齢者等の移動支援を行うことにより、免許を返納し外
出が困難な高齢者及び障害者等が住み慣れた地域で、自分らしく暮ら
すことを目的とする。
●活動の内容：買い物支援
●活動実績：買い物支援12回　 利用者実人数7人、利用者延人数128
人

住民が主体となり移動支援を行ったことで、外
出が困難な高齢者等が自分らしく暮らすことに
寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

（対象事業）
高齢者等の移動を支援する事業
（補助率）
10/10（ただし、補助対象経費と補助上限額を比較して少ない額）

有

相模原市地域
おでかけサポー
ト推進事業費補
助金交付要綱

無 有
相模原市総
合都市交通
計画

小さな交通
の検討実施

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助事業者等が実施した移動支援
活動は、地域の方の生活支援に資
するものと評価できる。

1223
相模原市地域おでかけ
サポート推進事業費補
助金

新磯おでかけサポート
わ・わ・わ

高齢者等の移動を支援する事業を行う地域のボランティア
団体、ＮＰＯ法人、自治会等の活動経費に対して補助する
もの

令和5年7月1日～令和6年3月31日 242

●活動の目的：高齢者の生活支援・社会参加に関する活動を実施する
事で、地域住民の生活の資の向上に資することを目的とする。
●活動の内容：買い物支援、病院受診支援
●活動実績：108回（買い物支援、病院受診支援）　 利用者延人数：
141人（買い物支援、病院受診支援）

会員相互の協力により、新磯地区内において高
齢や身体機能の低下で自家用車や公共交通機
関の利用が困難な住民に対し、移送支援及び
買い物支援や乗降介助等の生活支援を行い、
仲間づくりや助け合い活動を展開し地域づくり
の推進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

（対象事業）
高齢者等の移動を支援する事業
（補助率）
10/10（ただし、補助対象経費と補助上限額を比較して少ない額）

有

相模原市地域
おでかけサポー
ト推進事業費補
助金交付要綱

無 有
相模原市総
合都市交通
計画

小さな交通
の検討実施

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助事業者等が実施した移動支援
活動は、地域の方の生活支援に資
するものと評価できる。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1224
相模原市地域おでかけ
サポート推進事業費補
助金

新磯地区グリ-ンスロ-モ
ビリティ運営委員会

高齢者等の移動を支援する事業を行う地域のボランティア
団体、ＮＰＯ法人、自治会等の活動経費に対して補助する
もの

令和5年10月～令和6年2月 400

●活動の目的：高齢者等の買物の支援をすることで、地域の支え合い
の推進に資することを目的とする。
●活動の内容：買い物支援
●活動実績：５４回　利用者実人数：７５人、利用者延人数：１５０人

住民が主体となり買い物支援をしたことで、仲
間づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの
推進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
地域包括ケア推進課

（対象事業）
高齢者等の移動を支援する事業
（補助率）
10/10（ただし、補助対象経費と補助上限額を比較して少ない額）

有

相模原市地域
おでかけサポー
ト推進事業費補
助金交付要綱

無 有
相模原市総
合都市交通
計画

小さな交通
の検討実施

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助事業者等が実施した移動支援
活動は、地域の方の生活支援に資
するものと評価できる。

1225
障害福祉施設運営費補
助金

（福）愛の森　愛の森学
園

（補助事業等の概要）
　障害福祉施設運営事業（行動障害者支援事業）

（補助金等の使途）
　施設人件費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,205

施設名：愛の森学園
○行動障害者支援事業
・対象者　1人
・支援日数　365日

　行動障害等のため、日常的に多くの支援を要
する者で、障害支援区分が３以上、かつ、認定
調査項目のうち別表の行動関連項目(９項目)
の合計点数が５点以上の利用者に対し、個々の
障害に適した支援を行った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

民間障害福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、民間障害福祉施
設のサービス水準の維持・向上を目的とする。

・行動障害者支援事業　対象者１人当たり１日につき　３，３００円

有

相模原市障害
福祉施設運営
費補助金交付
要綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実　２－２
（５）

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　当該補助金により、民間障害福祉
施設の自主的で柔軟な施設運営が
促進され、サービス水準の維持・向
上が図られており、福祉の増進に
寄与したと認められるため。

1226
障害福祉施設運営費補
助金

（福）県央福祉会　ふき
のとう向生舎

（補助事業等の概要）
　障害福祉施設運営事業（行動障害者支援事業）

（補助金等の使途）
　施設人件費、事務費、事業費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 789

施設名：ふきのとう向生舎
○行動障害者支援事業
・対象者　１人
・支援日数　２３９日

　行動障害等のため、日常的に多くの支援を要
する者で、障害支援区分が３以上、かつ、認定
調査項目のうち別表の行動関連項目(９項目)
の合計点数が５点以上の利用者に対し、個々の
障害に適した支援を行った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

民間障害福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、民間障害福祉施
設のサービス水準の維持・向上を目的とする。

・行動障害者支援事業　対象者１人当たり１日につき　３，３００円

有

相模原市障害
福祉施設運営
費補助金交付
要綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実　２－２
（５）

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　当該補助金により、民間障害福祉
施設の自主的で柔軟な施設運営が
促進され、サービス水準の維持・向
上が図られており、福祉の増進に
寄与したと認められるため。

1227
障害福祉施設運営費補
助金

（福）相模福祉村

（補助事業等の概要）
　障害福祉施設運営事業（行動障害支援事業、小規模グ
ループケア支援事業）

（補助金等の使途）
　施設人件費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 16,196

補助対象施設：相模はやぶさ学園
　○処遇困難者支援事業
　　・対象者　1人、延べ利用日数366日
　○行動障害者支援事業
　　・対象者　10人、延べ利用日数 3,499日
　○小規模グループケア支援事業
　　・対象単位　6ユニット、延べ実施月数　72月

　補助対象施設において、指定基準で定められ
た人員基準を超えて
職員を配置し、次のいずれかの事業の該当者
に対してそれぞれの
障害に適した支援を行った。
　○処遇困難者支援事業
　　・身体障害者手帳1級又は2級
　　・最重度又は重度の知的障害があると判定
された障害児
　○行動障害者支援事業
　　・児童相談所の判定により、行動障害の内容
ごとにその頻度等を
点数化したものの合計が１０点以上の者
　○小規模グループケア支援事業
　　・少人数グループにより家庭的な環境できめ
細かなケアを実施

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

民間障害福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、民間障害福祉施
設のサービス水準の維持・向上を目的とする。

・処遇困難者支援事業　対象者１人当たり１日につき　６２０円
・行動障害支援事業　対象者１人当たり１日につき　８６０円
・小規模グループケア支援事業
　　１ユニット単位当たり１月につき１８０，０００円

有

相模原市障害
福祉施設運営
費補助金交付
要綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実　２－２
（５）

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　当該補助金により、民間障害福祉
施設の自主的で柔軟な施設運営が
促進され、サービス水準の維持・向
上が図られており、福祉の増進に
寄与したと認められるため。

1228
障害福祉施設運営費補
助金

（福）福慶会

（補助事業等の概要）
　障害福祉施設運営事業（重度重複障害者個別支援事業）

（補助金等の使途）
　施設人件費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,208

施設名：福田の里
○重度重複障害者個別支援事業
・対象者　1人
・支援日数　366日

　次のいずれかのうち複数の手帳の交付を受け
た者に対し、個々の障害に適した支援を行っ
た。
・身体障害者手帳１級
・知的障害者A1

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

民間障害福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、民間障害福祉施
設のサービス水準の維持・向上を目的とする。

・重度重複障害者個別支援事業　対象者１人当たり１日につき　３，３００円

有

相模原市障害
福祉施設運営
費補助金交付
要綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実　２－２
（５）

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　当該補助金により、民間障害福祉
施設の自主的で柔軟な施設運営が
促進され、サービス水準の維持・向
上が図られており、福祉の増進に
寄与したと認められるため。

1229
障害福祉施設運営費補
助金

（福）ワゲン福祉会

（補助事業等の概要）
　障害福祉施設運営事業（重症心身障害児支援事業）

（補助金等の使途）
　施設人件費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,808

補助対象施設：ワゲン療育病院長竹

　○重症心身障害児支援事業
　　　・対象者　2人
　　　・延べ支援月数　12月

児童相談所が重症心身障害児と認定した利用
者であって、「基本診療料の施設基準等」にお
ける重症児（者）の判定基準により判定された
利用者に対し、必要な医療的ケアと併せ、日常
生活の支援を行った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

　民間障害福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、民間障害福祉
施設のサービス水準の維持・向上を目的とする。

・重症心身障害児支援事業（２）　　１月１人当たり　１３０，０００円
・重症心身障害児支援事業（３）　　１月１人当たり　１０４，０００円

有

相模原市障害
福祉施設運営
費補助金交付
要綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実　２－２
（５）

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　当該補助金により、民間障害福祉
施設の自主的で柔軟な施設運営が
促進され、サービス水準の維持・向
上が図られており、福祉の増進に
寄与したと認められるため。

1230
障害福祉施設運営費補
助金

（福）緑友会

（補助事業等の概要）
　障害福祉施設運営事業（行動障害者支援事業）

（補助金等の使途）
　施設人件費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,208

施設名：清川ホーム
○行動障害者支援事業
・対象者　１人
・支援日数　３６６日

　行動障害等のため、日常的に多くの支援を要
する者で、障害支援区分が３以上、かつ、認定
調査項目のうち別表の行動関連項目(９項目)
の合計点数が５点以上の利用者に対し、個々の
障害に適した支援を行った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

民間障害福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、民間障害福祉施
設のサービス水準の維持・向上を目的とする。

・行動障害者支援事業　対象者１人当たり１日につき　３，３００円

有

相模原市障害
福祉施設運営
費補助金交付
要綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実　２－２
（５）

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　当該補助金により、民間障害福祉
施設の自主的で柔軟な施設運営が
促進され、サービス水準の維持・向
上が図られており、福祉の増進に
寄与したと認められるため。

1231
障害福祉施設運営費補
助金

（福）聖音会

（補助事業等の概要）
　障害福祉施設運営事業（行動障害者支援事業）

（補助金等の使途）
　施設人件費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,201

施設名：綾瀬ホーム
○行動障害者支援事業
・対象者　1人
・支援日数　364日

　行動障害等のため、日常的に多くの支援を要
する者で、障害支援区分が３以上、かつ、認定
調査項目のうち別表の行動関連項目(９項目)
の合計点数が５点以上の利用者に対し、個々の
障害に適した支援を行った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

民間障害福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、民間障害福祉施
設のサービス水準の維持・向上を目的とする。

・行動障害者支援事業　対象者１人当たり１日につき　３，３００円

有

相模原市障害
福祉施設運営
費補助金交付
要綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実　２－２
（５）

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　当該補助金により、民間障害福祉
施設の自主的で柔軟な施設運営が
促進され、サービス水準の維持・向
上が図られており、福祉の増進に
寄与したと認められるため。

1232
障害福祉施設運営費補
助金

（福）同愛会

（補助事業等の概要）
　障害福祉施設運営事業

（補助金等の使途）
　施設人件費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 74

補助対象施設：かのん
事業名：体制整備支援事業
○サービス：生活介護　福祉専門職加算（Ⅲ）
　・対象者　1人、延べ利用日数　97日
○サービス：生活介護　人員配置体制加算（Ⅲ）
　・対象者　1人、延べ利用日数　97日
○サービス：生活介護　重度障害者支援加算（Ⅱ）体制
　・対象者　1人、延べ利用日数　97日
○サービス：生活介護　重度障害者支援加算（Ⅱ）個別
　・対象者　1人、延べ利用日数　91日

　指定基準において定められた基準以上の手
厚い人員配置を行い、利用者の支援水準向上
を図った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

民間障害福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、民間障害福祉施
設のサービス水準の維持・向上を目的とする。
（相模原市障害福祉施設運営費補助金交付要綱第４条第４項に基づき、補
助事業の内容、補助金額の算出方法等は横浜市が定めるところによるもの
とする。）
・生活介護　福祉専門職配置等加算（Ⅲ）　対象者１人当たり１日につき　１９
円
・生活介護　人員配置体制加算（Ⅲ）定員２０人以下　対象者１人当たり１日
につき　１６７円
・生活介護　重度障害者支援加算Ⅱ（体制）　対象者１人当たり１日につき２
２円
・生活介護　重度障害者支援加算Ⅱ（個別）　対象者１人当たり１日につき５
９２円

有

相模原市障害
福祉施設運営
費補助金交付
要綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実　２－２
（５）

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　当該補助金により、民間障害福祉
施設の自主的で柔軟な施設運営が
促進され、サービス水準の維持・向
上が図られており、福祉の増進に
寄与したと認められるため。

1233
障害福祉施設運営費補
助金

（福）同愛会

（補助事業等の概要）
　障害福祉施設運営事業

（補助金等の使途）
　施設人件費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 452

補助対象施設：てらん広場
事業名：体制整備支援事業
○サービス：生活介護　福祉専門職加算（Ⅲ）
　・対象者　２人、延べ利用日数　353日
○サービス：生活介護　人員配置体制加算（Ⅰ）
　・対象者　２人、延べ利用日数　353日
○サービス：生活介護　重度障害者支援加算（Ⅱ）体制
　・対象者　２人、延べ利用日数　353日
○サービス：生活介護　重度障害者支援加算（Ⅱ）個別
　・対象者　２人、延べ利用日数　353日

　指定基準において定められた基準以上の手
厚い人員配置を行い、利用者の支援水準向上
を図った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

民間障害福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、民間障害福祉施
設のサービス水準の維持・向上を目的とする。
（相模原市障害福祉施設運営費補助金交付要綱第４条第４項に基づき、補
助事業の内容、補助金額の算出方法等は横浜市が定めるところによるもの
とする。）
・生活介護　福祉専門職配置等加算（Ⅲ）　対象者１人当たり１日につき　１９
円
・生活介護　人員配置体制加算（Ⅰ）定員６１名以上　対象者１人当たり１日
につき　６４８円
・生活介護　重度障害者支援加算（Ⅱ・体制）　対象者１人当たり１日につき
２２円
・生活介護　重度障害者支援加算（Ⅱ・個別）　対象者１人当たり１日につき
５９２円

有

相模原市障害
福祉施設運営
費補助金交付
要綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実　２－２
（５）

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　当該補助金により、民間障害福祉
施設の自主的で柔軟な施設運営が
促進され、サービス水準の維持・向
上が図られており、福祉の増進に
寄与したと認められるため。

1234
障害児者施設建設資金
借入償還金補助金

（福）ワゲン福祉会

　障害児者施設建設時に独立行政法人福祉医療機構から
借り入れた資金の償還に充てるもの

対象施設名：ワゲン療育病院長竹

令和５年４月、６月、９月 28,581

障害福祉サービス事業所ワゲン療育病院長竹に対する建設資金借入
償還金補助金は、当該借入金の償還に充当した。

　福祉医療機構：38,108,803円（うち市補助金額：28,581,000円）

施設建設費等の償還金の補助を得ることで、施
設運営に係る負担軽減により、利用者支援の充
実ができている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

　障害児者施設の建設に要する費用に充てるため、独立行政法人福祉医療
機構等から借り入れた資金の償還に要する費用について、補助するもの
補助金額
　借入償還金元金及び利息に４分の３を乗じて得た金額以内

有

相模原市障害
福祉施設等整
備に係る建設費
補助等助成要
綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実～自己選
択の機会の
確保のため
に～

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

障害福祉施設等の建設を促進し、
計画的整備が図られるために制度
化されたものであり、補助目的に
沿った補助金の活用が図られてい
る。
※　平成３０年度整備分から制度を
廃止している。

1235
障害児者施設建設資金
借入償還金補助金

（福）相模原市社会福祉
事業団

　障害児者施設建設時に独立行政法人福祉医療機構から
借り入れた資金の償還に充てるもの

対象施設名：銀河

令和５年４月、６月、９月、１２月 5,154

障害福祉サービス事業所銀河に対する建設資金借入償還金補助金
は、当該借入金の償還に充当した。

　福祉医療機構：6,872,488円（うち市補助金額：5,154,000円）

施設建設費等の償還金の補助を得ることで、施
設運営に係る負担軽減により、利用者支援の充
実ができている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

　障害児者施設の建設に要する費用に充てるため、独立行政法人福祉医療
機構等から借り入れた資金の償還に要する費用について、補助するもの
補助金額
　借入償還金元金及び利息に４分の３を乗じて得た金額以内

有

相模原市障害
福祉施設等整
備に係る建設費
補助等助成要
綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実～自己選
択の機会の
確保のため
に～

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

障害福祉施設等の建設を促進し、
計画的整備が図られるために制度
化されたものであり、補助目的に
沿った補助金の活用が図られてい
る。
※　平成３０年度整備分から制度を
廃止している。

1236
障害児者施設建設資金
借入償還金補助金

（福）相模福祉村

　障害児者施設建設時に独立行政法人福祉医療機構から
借り入れた資金の償還に充てるもの

対象施設名：相模はやぶさ学園、児童発達支援センター青
い鳥

令和５年４月、６月、９月、１２月 22,739

障害福祉サービス事業所相模はやぶさ学園、児童発達支援センター青
い鳥に対する建設資金借入償還金補助金は、当該借入金の償還に充
当した。

　福祉医療機構：31,557,552円（うち市補助金額：22,739,000円）

施設建設費等の償還金の補助を得ることで、施
設運営に係る負担軽減により、利用者支援の充
実ができている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

　障害児者施設の建設に要する費用に充てるため、独立行政法人福祉医療
機構等から借り入れた資金の償還に要する費用について、補助するもの
補助金額
　借入償還金元金及び利息に４分の３を乗じて得た金額以内

有

相模原市障害
福祉施設等整
備に係る建設費
補助等助成要
綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実～自己選
択の機会の
確保のため
に～

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

障害福祉施設等の建設を促進し、
計画的整備が図られるために制度
化されたものであり、補助目的に
沿った補助金の活用が図られてい
る。
※　平成３０年度整備分から制度を
廃止している。

1237
障害児者施設建設資金
借入償還金補助金

（福）風の谷

　障害児者施設建設時に独立行政法人福祉医療機構から
借り入れた資金の償還に充てるもの

対象施設名：第二やまびこ工房

令和５年４月、６月、９月、１２月 7,601

障害福祉サービス事業所第二やまびこ工房に対する建設資金借入償
還金補助金は、当該借入金の償還に充当した。

　福祉医療機構：10,135,671円（うち市補助金額：7,601,000円）

施設建設費等の償還金の補助を得ることで、施
設運営に係る負担軽減により、利用者支援の充
実ができている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

　障害児者施設の建設に要する費用に充てるため、独立行政法人福祉医療
機構等から借り入れた資金の償還に要する費用について、補助するもの
補助金額
　借入償還金元金及び利息に４分の３を乗じて得た金額以内

有

相模原市障害
福祉施設等整
備に係る建設費
補助等助成要
綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実～自己選
択の機会の
確保のため
に～

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

障害福祉施設等の建設を促進し、
計画的整備が図られるために制度
化されたものであり、補助目的に
沿った補助金の活用が図られてい
る。
※　平成３０年度整備分から制度を
廃止している。

1238
障害児者施設建設資金
借入償還金補助金

（福）慈恵療育会

　障害児者施設建設時に独立行政法人福祉医療機構から
借り入れた資金の償還に充てるもの

対象施設名：児童発達支援センターバンビ

令和５年４月、６月、９月、１２月 7,707

障害福祉サービス事業所児童発達支援センターバンビに対する建設資
金借入償還金補助金は、当該借入金の償還に充当した。

　福祉医療機構：14,681,302円（うち市補助金額：7,707,000円）

施設建設費等の償還金の補助を得ることで、施
設運営に係る負担軽減により、利用者支援の充
実ができている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

　障害児者施設の建設に要する費用に充てるため、独立行政法人福祉医療
機構等から借り入れた資金の償還に要する費用について、補助するもの
補助金額
　借入償還金元金及び利息に４分の３を乗じて得た金額以内

有

相模原市障害
福祉施設等整
備に係る建設費
補助等助成要
綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実～自己選
択の機会の
確保のため
に～

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

障害福祉施設等の建設を促進し、
計画的整備が図られるために制度
化されたものであり、補助目的に
沿った補助金の活用が図られてい
る。
※　平成３０年度整備分から制度を
廃止している。

1239
障害児者施設建設資金
借入償還金補助金

（福）らっく

　障害児者施設建設時に独立行政法人福祉医療機構から
借り入れた資金の償還に充てるもの

対象施設名：あみ、コーポさんふらわー

令和５年６月、９月、１２月 5,675

障害福祉サービス事業所あみ、コーポさんふらわーに対する建設資金
借入償還金補助金は、当該借入金の償還に充当した。

　福祉医療機構：7,567,140円（うち市補助金額：5,675,000円）

施設建設費等の償還金の補助を得ることで、施
設運営に係る負担軽減により、利用者支援の充
実ができている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

　障害児者施設の建設に要する費用に充てるため、独立行政法人福祉医療
機構等から借り入れた資金の償還に要する費用について、補助するもの
補助金額
　借入償還金元金及び利息に４分の３を乗じて得た金額以内

有

相模原市障害
福祉施設等整
備に係る建設費
補助等助成要
綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実～自己選
択の機会の
確保のため
に～

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

障害福祉施設等の建設を促進し、
計画的整備が図られるために制度
化されたものであり、補助目的に
沿った補助金の活用が図られてい
る。
※　平成３０年度整備分から制度を
廃止している。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1240
障害児者施設建設資金
借入償還金補助金

（福）県央福祉会

　障害児者施設建設時に独立行政法人福祉医療機構及び
市社会福祉協議会から借り入れた資金の償還に充てるも
の

対象施設名：きらら、児童発達支援センターいっぽ

令和５年６月、１０月、令和６年２月 7,190

障害福祉サービス事業所きらら、児童発達支援センターいっぽに対す
る建設資金借入償還金補助金は、当該借入金の償還に充当した。

　福祉医療機構：11,950,402円
　市社会福祉協議会：2,055,000円
　合計：14,005,402円（うち市補助金額：7,190,000円）

施設建設費等の償還金の補助を得ることで、施
設運営に係る負担軽減により、利用者支援の充
実ができている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

　障害児者施設の建設に要する費用に充てるため、独立行政法人福祉医療
機構等から借り入れた資金の償還に要する費用について、補助するもの
補助金額
　借入償還金元金及び利息に４分の３を乗じて得た金額以内

有

相模原市障害
福祉施設等整
備に係る建設費
補助等助成要
綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会　さが
みはら障害
者プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実～自己選
択の機会の
確保のため
に～

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

障害福祉施設等の建設を促進し、
計画的整備が図られるために制度
化されたものであり、補助目的に
沿った補助金の活用が図られてい
る。
※　平成３０年度整備分から制度を
廃止している。

1241
介護職員等研修事業費
補助金

一般（社）相模原市高齢
者福祉施設協議会

【補助事業等の概要等】
　相模原市内の介護サービス事業所に勤務する職員や経
営者等を対象に介護職員スキルアップ研修を実施する。
【補助金等の使途】
当該研修事業に係る経費に対する財源充当

令和５年４月１４日～令和６年１月３１
日

972
次のとおり研修を実施し、合計312名が受講した。
（各講座名は別紙報告書に記載）

「経営改善」、「生産性向上」、「防災・危機管
理」、「介護現場革新」といった相模原市から与
えられたテーマを念頭に、急激な社会の変化、
感染症対策や、自然災害等に即時対応できる
研修を盛り込み実施しできた。また高齢福祉の
未来に向け、人材育成の観点からも継続的に
続けていかなければならない研修についても、
交付金の範疇で効果的に取り入れることができ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

【趣旨】
介護人材の確保・定着・育成を図るため、市内の介護サービス事業所の職
員や経営者等に対する意識啓発、知識習得や技術向上のための研修を実
施する者に対し、市長が必要と認める事業の経費に
ついて、市が補助金を交付する。
【補助率】
介護スキルアップ研修・重点テーマ（※）：１０分の１
介護スキルアップ研修・一般テーマ：２分の１
生活援助従事者研修：３分の２
Q※　生産性向上、介護現場革新、業務効率化、危機管理、経営改善に関
するもの

有

相模原市介護
職員等研修事
業費補助金交
付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
「介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は介護職員等に対する意識
啓発、知識習得や技術向上のため
の研修事業を実施したものである
ことから、充分な成果が確認できる
と判断したもの

1242
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人山久会

○補助事業等の概要
　研修名称：介護職員初任者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年４月１日～令和５年７月２２日 29

研修名称：介護職員初任者研修
研修実施日：令和５年４月１日～令和５年７月２２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1243
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人山久会

○補助事業等の概要
　研修名称：介護職員初任者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年４月５日～令和５年７月２６日 29

研修名称：介護職員初任者研修
研修実施日：令和５年４月５日～令和５年７月２６日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1244
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

有限会社メイプルハンド

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年４月１１日～令和５年６月２２
日

120

研修名称：認知症介護実践研修
研修実施日：令和５年４月１１日～令和５年６月２２日

研修受講者3人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1245
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

一般社団法人東林間輝

○補助事業等の概要
　研修名称：介護職員初任者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年４月１日～令和５年７月２２日 30

研修名称：介護職員初任者研修
研修実施日：令和５年４月１日～令和５年７月２２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1246
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

医療法人社団　仁和会

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年５月２９日～令和５年７月２４
日

38

研修名称：認知症介護実践研修
研修実施日：令和５年５月２９日～令和５年７月２４日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1247
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

特定非営利活動法人
津久井福祉会

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年４月１１日～令和５年６月２２
日

40

研修名称：認知症介護実践研修
研修実施日：令和５年４月１１日～令和５年６月２２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1248
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社ライフティブ

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年５月２９日～令和５年７月２４
日

38

研修名称：認知症介護実践研修
研修実施日：令和５年５月２９日～令和５年７月２４日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの
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1249
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人　喜楽会

○補助事業等の概要
　研修名称：喀痰吸引研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年５月１３日～令和５年８月５日 35

研修名称：喀痰吸引研修
研修実施日：令和５年５月１３日～令和５年８月５日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1250
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人恩賜財団
神奈川県同胞援護会

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年５月２９日～令和５年７月２４
日

114

研修名称：認知症介護実践研修
研修実施日：令和５年５月２９日～令和５年７月２４日

研修受講者3人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1251
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人　東京武
尊会

○補助事業等の概要
　研修名称：実務者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年５月１日～令和５年１１月２５
日

76

研修名称：実務者研修
研修実施日：令和５年５月１日～令和５年１１月２５日

研修受講者2人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1252
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

医療法人財団　明理会

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年５月２日～令和６年３月２２日 38

研修名称：認知症介護実践研修
研修実施日：令和５年５月２日～令和６年３月２２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1253
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人　ラファエ
ル会

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年５月２９日～令和５年７月２４
日

38

研修名称：認知症介護実践研修
研修実施日：令和５年５月２９日～令和５年７月２４日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1254
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

医療法人直源会

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年５月２９日～令和６年３月２２
日

114

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和５年５月２９日～令和６年３月２２日

研修受講者3人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1255
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社リビングプラッ
トフォームケア

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年４月１１日～令和５年６月２２
日

40

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和５年４月１１日～令和５年６月２２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1256
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社リビングプラッ
トフォームケア

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年４月１１日～令和５年６月２２
日

40

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和５年４月１１日～令和５年６月２２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
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国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
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事業成果（団
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※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1257
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人　希望

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年５月２９日～令和５年７月２４
日

76

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和５年５月２９日～令和５年７月２４日

研修受講者2人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1258
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

特定非営利活動法人シ
ンフォニー

○補助事業等の概要
　研修名称：介護福祉士実務者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年５月２２日～令和５年９月１６
日

32

研修名称：介護福祉士実務者研修
研修実施日：令和５年５月２２日～令和５年９月１６日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1259
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人　ワゲン福
祉会

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年５月２９日～令和５年７月２４
日

38

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和５年５月２９日～令和５年７月２４日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1260
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社　ファイブス
ター

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践リーダー研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年７月２７日～令和５年１０月５
日

43

研修名称：認知症介護実践リーダー研修
研修実施日：令和５年７月２７日～令和５年１０月５日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1261
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人　山久会

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年７月６日～令和５年９月２１日 37

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和５年７月６日～令和５年９月２１日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1262
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人愛泉会

○補助事業等の概要
　研修名称：実務者研修・ユニットリーダー研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年６月１５日～令和５年１１月２５
日

103

研修名称：実務者研修・ユニットリーダー研修
研修実施日：令和５年６月１５日～令和５年１１月２５日

研修受講者3人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1263
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

東電パートナーズ株式
会社

○補助事業等の概要
　研修名称：同行援護従事者養成研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年５月２６日～令和５年６月２日 13

研修名称：同行援護従事者養成研修
研修実施日：令和５年５月２６日～令和５年６月２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1264
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

しらゆり介護サービス株
式会社

○補助事業等の概要
　研修名称：同行援護従事者養成研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年６月２日～令和５年６月９日 13

研修名称：同行援護従事者養成研修
研修実施日：令和５年６月２日～令和５年６月９日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
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補助事業等の実施時期
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（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
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国・県
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事業成果（団
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左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1265
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人恩賜財団
神奈川県同胞援護会

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践リーダー研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年７月２７日～令和５年１０月５
日

129

研修名称：認知症介護実践リーダー研修
研修実施日：令和５年７月２７日～令和５年１０月５日

研修受講者3人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1266
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人恩賜財団
神奈川県同胞援護会

○補助事業等の概要
　研修名称：ユニットリーダー研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年８月２２日～令和５年８月２５
日

25

研修名称：ユニットリーダー研修
研修実施日：令和５年８月２２日～令和５年８月２５日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1267
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人恩賜財団
神奈川県同胞援護会

○補助事業等の概要
　研修名称：ユニットリーダー研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年８月１日～令和５年８月４日 25

研修名称：ユニットリーダー研修
研修実施日：令和５年８月１日～令和５年８月４日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1268
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人恩賜財団
神奈川県同胞援護会

○補助事業等の概要
　研修名称：ユニットリーダー研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年７月４日～令和５年７月７日 50

研修名称：ユニットリーダー研修
研修実施日：令和５年７月４日～令和５年７月７日

研修受講者2人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1269
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人恩賜財団
神奈川県同胞援護会

○補助事業等の概要
　研修名称：ユニットリーダー研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年６月２７日～令和５年６月３０
日

25

研修名称：ユニットリーダー研修
研修実施日：令和５年６月２７日～令和５年６月３０日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1270
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人恩賜財団
神奈川県同胞援護会

○補助事業等の概要
　研修名称：ユニットリーダー研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年６月２０日～令和５年６月２３
日

25

研修名称：ユニットリーダー研修
研修実施日：令和５年６月２０日～令和５年６月２３日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1271
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

特定非営利活動法人自
遊の広場

○補助事業等の概要
　研修名称：じじばば自由大学（地域の特性を学ぶことで、
小規模多機能型居宅介護のスキルアップを図る）
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年７月２日 5

研修名称：じじばば自由大学（地域の特性を学ぶことで、小規模多機能
型居宅介護のスキルアップを図る）
研修実施日：令和５年７月２日

研修受講者5人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1272
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人湘北福祉
郷

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践リーダー研修（指定外）
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年６月３０日～令和５年１０月２
７日

32

研修名称：認知症介護実践リーダー研修（指定外）
研修実施日：令和５年６月３０日～令和５年１０月２７日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
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施策的
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付け
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有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
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「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1273
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社Ｔ．Ｓ．Ⅰ

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践リーダー研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年７月２７日～令和５年１０月５
日

43

研修名称：認知症介護実践リーダー研修
研修実施日：令和５年７月２７日～令和５年１０月５日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1274
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社リビングプラッ
トフォームケア

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年８月３日～令和５年１０月１２
日

40

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和５年８月３日～令和５年１０月１２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1275
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社リビングプラッ
トフォームケア

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年８月３日～令和５年１０月１２
日

40

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和５年８月３日～令和５年１０月１２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1276
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社リビングプラッ
トフォームケア

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年８月３日～令和５年１０月１２
日

40

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和５年８月３日～令和５年１０月１２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1277
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

医療法人社団晃友会

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年５月２９日～令和５年７月２４
日

38

研修名称：認知症介護実践研修
研修実施日：令和５年５月２９日～令和５年７月２４日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1278
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人　蓬莱の
会

○補助事業等の概要
　研修名称：喀痰吸引等研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年４月２７日～令和５年９月１６
日

27

研修名称：喀痰吸引等研修
研修実施日：令和５年４月２７日～令和５年９月１６日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1279
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人大地の会

○補助事業等の概要
　研修名称：ユニットリーダー実地研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年７月１１日～令和５年７月１４
日

25

研修名称：ユニットリーダー実地研修
研修実施日：令和５年７月１１日～令和５年７月１４日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1280
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人大地の会

○補助事業等の概要
　研修名称：実務者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年７月２２日～令和６年２月２０
日

54

研修名称：実務者研修
研修実施日：令和５年７月２２日～令和６年２月２０日

研修受講者2人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
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付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
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「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1281
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社Ａ＆Ａ

○補助事業等の概要
　研修名称：同行援護従業者養成研修一般課程
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年４月１４日～令和５年４月２８
日

12

研修名称：同行援護従業者養成研修一般課程
研修実施日：令和５年４月１４日～令和５年４月２８日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1282
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社Ａ＆Ａ

○補助事業等の概要
　研修名称：同行援護従業者養成研修応用課程
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年５月１０日～令和５年５月１７
日

10

研修名称：同行援護従業者養成研修応用課程
研修実施日：令和５年５月１０日～令和５年５月１７日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1283
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社Ａ＆Ａ

○補助事業等の概要
　研修名称：同行援護従事者養成研修一般課程
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年６月１日～令和５年６月１５日 24

研修名称：同行援護従事者養成研修一般課程
研修実施日：令和５年６月１日～令和５年６月１５日

研修受講者2人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1284
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人恩賜財団
神奈川県同胞援護会

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践リーダー研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年７月２７日～令和５年１０月５
日

43

研修名称：認知症介護実践リーダー研修
研修実施日：令和５年７月２７日～令和５年１０月５日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1285
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社スマイル介護
サービス

○補助事業等の概要
　研修名称：実務者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年８月１５日～令和５年１１月２６
日

38

研修名称：実務者研修
研修実施日：令和５年８月１５日～令和５年１１月２６日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1286
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人東の会

○補助事業等の概要
　研修名称：実務者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年９月２日～令和５年１１月２５
日

115

研修名称：実務者研修
研修実施日：令和５年９月２日～令和５年１１月２５日

研修受講者3人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1287
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

合資会社さんぽみち

○補助事業等の概要
　研修名称：福祉有償運送運転者講習
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年９月６日 44

研修名称：福祉有償運送運転者講習
研修実施日：令和５年９月６日

研修受講者5人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1288
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

特定非営利活動法人シ
ンフォニー

○補助事業等の概要
　研修名称：介護福祉士実務者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年８月２５日～令和５年１２月２１
日

32

研修名称：介護福祉士実務者研修
研修実施日：令和５年８月２５日～令和５年１２月２１日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの
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1289
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

特定非営利活動法人シ
ンフォニー

○補助事業等の概要
　研修名称：介護職員初任者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年１１月２２日～令和６年３月２７
日

30

研修名称：介護職員初任者研修
研修実施日：令和５年１１月２２日～令和６年３月２７日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1290
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人久寿会

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年１０月６日～令和６年１月１２
日

40

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和５年１０月６日～令和６年１月１２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1291
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人城山楽寿
会

○補助事業等の概要
　研修名称：喀痰吸引等研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年７月１２日～令和６年３月３１
日

150

研修名称：喀痰吸引等研修
研修実施日：令和５年７月１２日～令和６年３月３１日

研修受講者3人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1292
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

医療法人直源会

○補助事業等の概要
　研修名称：介護福祉士実務者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年９月１５日～令和６年２月２９
日

76

研修名称：介護福祉士実務者研修
研修実施日：令和５年９月１５日～令和６年２月２９日

研修受講者2人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1293
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社Ａ＆Ａ

○補助事業等の概要
　研修名称：同行援護従業者養成研修応用課程
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年１０月２９日～令和５年１１月１
２日

13

研修名称：同行援護従業者養成研修応用課程
研修実施日：令和５年１０月２９日～令和５年１１月１２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1294
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

特定非営利活動法人自
遊の広場

○補助事業等の概要
　研修名称：じじばば自由大学（地域の特性を学ぶことで、
小規模多機能型居宅介護のスキルアップを図る）
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年９月１０日 5

研修名称：じじばば自由大学（地域の特性を学ぶことで、小規模多機能
型居宅介護のスキルアップを図る）
研修実施日：令和５年９月１０日

研修受講者5人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1295
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

有限会社ネオビジョン

○補助事業等の概要
　研修名称：実務者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年１０月２２日～令和６年１月７
日

53

研修名称：実務者研修
研修実施日：令和５年１０月２２日～令和６年１月７日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1296
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人大地の会

○補助事業等の概要
　研修名称：ユニットリーダー実地研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年１２月５日～令和５年１２月８
日

25

研修名称：ユニットリーダー実地研修
研修実施日：令和５年１２月５日～令和５年１２月８日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの
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※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。
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1297
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人　蓬莱会

○補助事業等の概要
　研修名称：チームビルディング研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年１２月２０日 148

研修名称：チームビルディング研修
研修実施日：令和５年１２月２０日

研修受講者8人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1298
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人　山久会

○補助事業等の概要
　研修名称：初任者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年１１月２２日～令和６年３月２７
日

30

研修名称：初任者研修
研修実施日：令和５年１１月２２日～令和６年３月２７日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1299
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

医療法人社団蒼紫会
森下記念病院

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年８月３日～令和５年１０月１２
日

40

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和５年８月３日～令和５年１０月１２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1300
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人　希望

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和６年１月１８日～令和６年３月２２
日

76

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和６年１月１８日～令和６年３月２２日

研修受講者2人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1301
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

徳福合同会社

○補助事業等の概要
　研修名称：令和5年度神奈川県主任介護支援専門員研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年１２月１日～令和６年２月１４
日

25

研修名称：令和5年度神奈川県主任介護支援専門員研修
研修実施日：令和５年１２月１日～令和６年２月１４日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1302
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

しらゆり介護サービス株
式会社

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年１２月７日～令和６年２月１５
日

40

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和５年１２月７日～令和６年２月１５日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1303
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人　東京武
尊会

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和６年１月１８日～令和６年３月２２
日

38

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和６年１月１８日～令和６年３月２２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1304
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社プレイグラウン
ド

○補助事業等の概要
　研修名称：ハラスメント・虐待・認知症研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年１２月１日～令和６年２月２９
日

132

研修名称：ハラスメント・虐待・認知症研修
研修実施日：令和５年１２月１日～令和６年２月２９日

研修受講者7人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの
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※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1305
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社リビングプラッ
トフォームケア

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年１２月７日～令和６年２月１５
日

80

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和５年１２月７日～令和６年２月１５日

研修受講者2人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1306
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社リビングプラッ
トフォームケア

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年１２月７日～令和６年２月１５
日

40

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和５年１２月７日～令和６年２月１５日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1307
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社リビングプラッ
トフォームケア

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年１２月７日～令和６年２月１５
日

40

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和５年１２月７日～令和６年２月１５日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1308
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

東電パートナーズ株式
会社

○補助事業等の概要
　研修名称：同行援護従事者養成研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年１２月１日～令和５年１２月２２
日

53

研修名称：同行援護従事者養成研修
研修実施日：令和５年１２月１日～令和５年１２月２２日

研修受講者3人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1309
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人　喜楽会

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和６年１月１８日～令和６年３月２２
日

38

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和６年１月１８日～令和６年３月２２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1310
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人恩賜財団
神奈川県同胞援護会

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和６年１月１８日～令和６年３月２２
日

152

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和６年１月１８日～令和６年３月２２日

研修受講者4人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1311
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社グループホー
ムたんぽぽ水郷田名

○補助事業等の概要
　研修名称：認知症介護実践者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和６年１月１８日～令和６年３月２２
日

38

研修名称：認知症介護実践者研修
研修実施日：令和６年１月１８日～令和６年３月２２日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1312
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

徳福合同会社

○補助事業等の概要
　研修名称：高齢者住みかえ支援相談員養成講座
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和６年１月１９日～令和６年２月１９
日

17

研修名称：高齢者住みかえ支援相談員養成講座
研修実施日：令和６年１月１９日～令和６年２月１９日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの
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※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1313
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

社会福祉法人　愛泉会

○補助事業等の概要
　研修名称：初任者研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和５年１１月１２日～令和６年２月２４
日

33

研修名称：初任者研修
研修実施日：令和５年１１月１２日～令和６年２月２４日

研修受講者1人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1314
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

株式会社栄喜

○補助事業等の概要
　研修名称：ハラスメント・虐待・認知症研修
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和６年１月２２日～令和６年３月２２
日

132

研修名称：ハラスメント・虐待・認知症研修
研修実施日：令和６年１月２２日～令和６年３月２２日

研修受講者10人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1315
介護職員等キャリアアッ
プ支援事業費補助金

合資会社さんぽみち

○補助事業等の概要
　研修名称：福祉有償運送運転者講習
○補助金等の使途
　上記事業に係る受講料等補助対象経費の費用負担への
充当

令和６年３月１５日 20

研修名称：福祉有償運送運転者講習
研修実施日：令和６年３月１５日

研修受講者2人が上記研修を受講し、修了した。

職員のスキルが向上し、介護サービスの向上に
つながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護職員等のキャリアアップ支援のため、外部から講師を招い
て行う事業所内研修及び介護職員等を研修へ派遣する事業に要する経費
に対し、市が補助金を交付するもの
対象：介護保険法に規定する介護サービス事業を行う法人（居宅療養管理
指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、住宅改修を除く）
補助率：次の事業以外の場合　１/２（上限１５万円/法人）
(１)本市が実施する認知症介護実践者研修
　　(補助対象経費総額)－１万円（上限４万円）/１人
(２) 本市が実施する認知症介護実践リーダー研修
　　(補助対象経費総額)－１万７千円（上限４万３千円）/１人

有

相模原市介護
職員等キャリア
アップ支援事業
費補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実｣
「方針１　介
護人材の確
保・定着・育
成」のうち
「施策の方
向(2)　職員
の資質向上
と働きやす
い職場づく
り」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が介護サー
ビス事業所に勤務している介護職
員等のキャリアアップ支援のため、
所定の研修を受講させたものであ
ることから、充分な成果が確認でき
ると判断したもの

1316
特別養護老人ホーム等
建設費借入償還金補助
金

（福）希望

○補助事業等の概要
市内の高齢者福祉施設の建設等に要した費用について、独
立行政法人福祉医療機構（旧社会福祉・医療事業団）から
融資を受けた社会福祉法人が、借入金の約定返済元金及
び約定返済利子を償還するもの
○補助金等の使途
上記償還に要する費用を充当し、安定的な施設運営を図
る。

令和５年４月～令和６年３月 18,299
特別養護老人ホームこもれびを建設する際に独立行政法人福祉医療
機構から借り入れた額の償還金の一部について当該補助金の交付を
受けた。

施設整備の促進及び利用者負担の軽減等につ
ながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

高齢者福祉施設を建設した社会福祉法人が独立行政法人福祉医療機構
（旧社会福祉・医療事業団）及び神奈川県社会福祉協議会からの借入金の
償還に要する費用の一部を助成し、特別養護老人ホーム等の整備促進を
図る。
補助率：元金償還額の４／４　利子償還額の３／４

有

相模原市特別
養護老人ホーム
等高齢者福祉
施設整備に係る
建設資金の借
入償還金補助
金交付要綱

無 無 ３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

特別養護老人ホーム等の整備促進
が図られるために制度化されたも
のであり、補助目的に沿った補助
金の活用が図られている。
※　平成１７年度着工分から制度を
廃止している。

1317
特別養護老人ホーム等
建設費借入償還金補助
金

（福）東の会

○補助事業等の概要
市内の高齢者福祉施設の建設等に要した費用について、社
会福祉法人神奈川県社会福祉協議会から融資を受けた社
会福祉法人が、借入金の約定返済元金を償還するもの
○補助金等の使途
上記償還に要する費用を充当し、安定的な施設運営を図
る。

令和５年４月～令和６年３月 450
軽費老人ホームケアハウスみたけを建設する際に社会福祉法人神奈川
県社会福祉協議会から借り入れた額の償還金の一部について補助金
の交付を受けた。

施設整備の促進及び利用者負担の軽減等につ
ながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

高齢者福祉施設を建設した社会福祉法人が独立行政法人福祉医療機構
（旧社会福祉・医療事業団）及び神奈川県社会福祉協議会からの借入金の
償還に要する費用の一部を助成し、特別養護老人ホーム等の整備促進を
図る。
補助率：元金償還額の１／４

有

相模原市特別
養護老人ホーム
等高齢者福祉
施設整備に係る
建設資金の借
入償還金補助
金交付要綱

無 無 ３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

特別養護老人ホーム等の整備促進
が図られるために制度化されたも
のであり、補助目的に沿った補助
金の活用が図られている。
※　平成１７年度着工分から制度を
廃止している。

1318
特別養護老人ホーム等
建設費借入償還金補助
金

（福）幸会

○補助事業等の概要
市内の高齢者福祉施設の建設等に要した費用について、独
立行政法人福祉医療機構（旧社会福祉・医療事業団）から
融資を受けた社会福祉法人が、借入金の約定返済元金を
償還するもの
○補助金等の使途
上記償還に要する費用を充当し、安定的な施設運営を図
る。

令和５年４月～令和６年３月 167
デイサービスセンター第二幸園を建設する際に独立行政法人福祉医療
機構から借り入れた額の償還金の一部について補助金の交付を受け
た。

施設整備の促進及び利用者負担の軽減等につ
ながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

高齢者福祉施設を建設した社会福祉法人が独立行政法人福祉医療機構
（旧社会福祉・医療事業団）及び神奈川県社会福祉協議会からの借入金の
償還に要する費用の一部を助成し、特別養護老人ホーム等の整備促進を
図る。
補助率：元金償還額の１／４

有

相模原市特別
養護老人ホーム
等高齢者福祉
施設整備に係る
建設資金の借
入償還金補助
金交付要綱

無 無 ３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

特別養護老人ホーム等の整備促進
が図られるために制度化されたも
のであり、補助目的に沿った補助
金の活用が図られている。
※　平成１７年度着工分から制度を
廃止している。

1319
特別養護老人ホーム等
建設費借入償還金補助
金

（福）希望

○補助事業等の概要
市内の高齢者福祉施設の建設等に要した費用について、社
会福祉法人神奈川県社会福祉協議会から融資を受けた社
会福祉法人が、借入金の約定返済元金及び利子を償還す
るもの
○補助金等の使途
上記償還に要する費用を充当し、安定的な施設運営を図
る。

令和５年４月～令和６年３月 2,368
特別養護老人ホームこもれびを建設する際に社会福祉法人神奈川県
社会福祉協議会から借り入れた額の償還金の一部について補助金の
交付を受けた。

施設整備の促進及び利用者負担の軽減等につ
ながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

高齢者福祉施設を建設した社会福祉法人が独立行政法人福祉医療機構
（旧社会福祉・医療事業団）及び神奈川県社会福祉協議会からの借入金の
償還に要する費用の一部を助成し、特別養護老人ホーム等の整備促進を
図る。
補助率：元金償還額の４／４　利子償還額の３／４

有

相模原市特別
養護老人ホーム
等高齢者福祉
施設整備に係る
建設資金の借
入償還金補助
金交付要綱

無 無 ３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

特別養護老人ホーム等の整備促進
が図られるために制度化されたも
のであり、補助目的に沿った補助
金の活用が図られている。
※　平成１７年度着工分から制度を
廃止している。

1320
相模原市軽費老人ホー
ムサービス提供費補助
金

（福）蒼生会

・低額な料金で家庭環境、住宅事情、身体機能面で介護が
必要な方や居宅で生活することが困難な高齢者に入居して
頂き、日常生活上必要な介護や相談・助言等を行い入居者
が健康で明るい生活を送られるように支援することを目的
に運営。
・本補助金の交付を受け、入居者の経済状況に応じて入居
者から徴収すべきサービス提供費の一部を減免し、経済的
負担の軽減を図る。

令和５年４月～令和６年３月 14,659 年間計画に対して、その全てに渡って減免することができた。
補助金による減免を行うことにより、入居者の
負担を大きく軽減できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・軽費老人ホームの入所者の経済的負担軽減を図るため、施設を運営する
社会福祉法人が入所者から徴収すべきサービスの提供に要する費用の一
部を減免した場合に、その減免額に対し補助金を交付するもの。
・サービスの提供に要する費用の実支出額と、市が定める額のいずれか低
い方の額から、入所者からのサービスの提供に要する費用の実徴収額を控
除した額を補助する。

有

相模原市軽費
老人ホームサー
ビス提供費補助
金交付要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設入所者から徴収すべき費用の
一部を減免した額について、市要
綱に基づき補助金を支出し、補助
目的である入所者の経済的負担の
軽減を円滑に行うことができた。

1321
相模原市軽費老人ホー
ムサービス提供費補助
金

（福）希望

・低額な料金で家庭環境、住宅事情、身体機能面で介護が
必要な方や居宅で生活することが困難な高齢者に入居して
頂き、日常生活上必要な介護や相談・助言等を行い入居者
が健康で明るい生活を送られるように支援することを目的
に運営。
・本補助金の交付を受け、入居者の経済状況に応じて入居
者から徴収すべきサービス提供費の一部を減免し、経済的
負担の軽減を図る。

令和５年４月～令和６年３月 4,224
ケアハウスに入居された高齢者が安心して生活が送れるための要因と
して一番に料金についての不安があり、市から施設への補助金を頂くこ
とで入居者の負担を軽減できた。

こもれびケアハウスに入居されている方の年金
額をしらべたところ、個人個人の年金額の差も
あることで、入居者個人の収入に応じて利用料
を負担（定額負担ではない）して頂くことで、受
益者負担がなされていることから、収入の少な
い高齢者も入居しやくすくなった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・軽費老人ホームの入所者の経済的負担軽減を図るため、施設を運営する
社会福祉法人が入所者から徴収すべきサービスの提供に要する費用の一
部を減免した場合に、その減免額に対し補助金を交付するもの。
・サービスの提供に要する費用の実支出額と、市が定める額のいずれか低
い方の額から、入所者からのサービスの提供に要する費用の実徴収額を控
除した額を補助する。

有

相模原市軽費
老人ホームサー
ビス提供費補助
金交付要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設入所者から徴収すべき費用の
一部を減免した額について、市要
綱に基づき補助金を支出し、補助
目的である入所者の経済的負担の
軽減を円滑に行うことができた。

1322
相模原市軽費老人ホー
ムサービス提供費補助
金

（福）久寿会

・低額な料金で家庭環境、住宅事情、身体機能面で介護が
必要な方や居宅で生活することが困難な高齢者に入居して
頂き、日常生活上必要な介護や相談・助言等を行い入居者
が健康で明るい生活を送られるように支援することを目的
に運営。
・本補助金の交付を受け、入居者の経済状況に応じて入居
者から徴収すべきサービス提供費の一部を減免し、経済的
負担の軽減を図る。

令和５年４月～令和６年３月 16,904 入所者から徴収額を減免できた。
減免したことにより、利用者の経済的負担を軽
減することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・軽費老人ホームの入所者の経済的負担軽減を図るため、施設を運営する
社会福祉法人が入所者から徴収すべきサービスの提供に要する費用の一
部を減免した場合に、その減免額に対し補助金を交付するもの。
・サービスの提供に要する費用の実支出額と、市が定める額のいずれか低
い方の額から、入所者からのサービスの提供に要する費用の実徴収額を控
除した額を補助する。

有

相模原市軽費
老人ホームサー
ビス提供費補助
金交付要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設入所者から徴収すべき費用の
一部を減免した額について、市要
綱に基づき補助金を支出し、補助
目的である入所者の経済的負担の
軽減を円滑に行うことができた。

1323
相模原市軽費老人ホー
ムサービス提供費補助
金

（福）智泉会

・低額な料金で家庭環境、住宅事情、身体機能面で介護が
必要な方や居宅で生活することが困難な高齢者に入居して
頂き、日常生活上必要な介護や相談・助言等を行い入居者
が健康で明るい生活を送られるように支援することを目的
に運営。
・本補助金の交付を受け、入居者の経済状況に応じて入居
者から徴収すべきサービス提供費の一部を減免し、経済的
負担の軽減を図る。

令和５年４月～令和６年３月 16,258 入居屋の費用負担により、経済的負担額は少なくなりました。
事業目標の支援策により、入居者はケアハウス
で安定した生活を送ることができました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・軽費老人ホームの入所者の経済的負担軽減を図るため、施設を運営する
社会福祉法人が入所者から徴収すべきサービスの提供に要する費用の一
部を減免した場合に、その減免額に対し補助金を交付するもの。
・サービスの提供に要する費用の実支出額と、市が定める額のいずれか低
い方の額から、入所者からのサービスの提供に要する費用の実徴収額を控
除した額を補助する。

有

相模原市軽費
老人ホームサー
ビス提供費補助
金交付要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設入所者から徴収すべき費用の
一部を減免した額について、市要
綱に基づき補助金を支出し、補助
目的である入所者の経済的負担の
軽減を円滑に行うことができた。

1324
相模原市軽費老人ホー
ムサービス提供費補助
金

（福）明恵会

・低額な料金で家庭環境、住宅事情、身体機能面で介護が
必要な方や居宅で生活することが困難な高齢者に入居して
頂き、日常生活上必要な介護や相談・助言等を行い入居者
が健康で明るい生活を送られるように支援することを目的
に運営。
・本補助金の交付を受け、入居者の経済状況に応じて入居
者から徴収すべきサービス提供費の一部を減免し、経済的
負担の軽減を図る。

令和５年４月～令和６年３月 17,104
入所者の経済的負担を軽減するため、入所者から徴収すべきサービス
提供費の一部の減免を行った。

入所者の経済的負担を軽減することにより、入
所者がいっそう安定した継続性のある生活を
送ることができ、その中で適切な施設サービス
を受けることができたと考える。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・軽費老人ホームの入所者の経済的負担軽減を図るため、施設を運営する
社会福祉法人が入所者から徴収すべきサービスの提供に要する費用の一
部を減免した場合に、その減免額に対し補助金を交付するもの。
・サービスの提供に要する費用の実支出額と、市が定める額のいずれか低
い方の額から、入所者からのサービスの提供に要する費用の実徴収額を控
除した額を補助する。

有

相模原市軽費
老人ホームサー
ビス提供費補助
金交付要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設入所者から徴収すべき費用の
一部を減免した額について、市要
綱に基づき補助金を支出し、補助
目的である入所者の経済的負担の
軽減を円滑に行うことができた。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1325
相模原市軽費老人ホー
ムサービス提供費補助
金

（福）東の会

・低額な料金で家庭環境、住宅事情、身体機能面で介護が
必要な方や居宅で生活することが困難な高齢者に入居して
頂き、日常生活上必要な介護や相談・助言等を行い入居者
が健康で明るい生活を送られるように支援することを目的
に運営。
・本補助金の交付を受け、入居者の経済状況に応じて入居
者から徴収すべきサービス提供費の一部を減免し、経済的
負担の軽減を図る。

令和５年４月～令和６年３月 4,692

当ケアハウスは平成１５年４月に相模原市高齢者福祉施策に沿って相
模原市のご指導により建設し設置を認められたものである。当ケアハウ
スは住民ニーズの高い施設として多くの相模原市民に利用される様に
なっております。本補助金は、開所当初から継続して交付を受けてお
り、入居者全員がこの補助金の支援を受けることで経済的負担を軽減
できている。

ケアハウスは、低額な料金で家庭環境、住宅事
情、身体機能面で介護が必要な方や居宅で生
活する事が困難な高齢者を入居して頂き、日常
生活上必要な介護や相談・助言等を行い入居
者が健康で明るい生活を送られる様に支援す
る事を目的に運営しております。当法人では、
設置の趣旨に沿って低所得の方に特に配慮し
て入居を決定している為、低所得の方が多数
入居されております。安定した生活の継続を支
援する為、入居者の経済状態に応じて入居者
から微収すべき事務費の一部を減免し、経済
的負担の軽減を図っております。当ケアハウス
では低所得者や介護度が低い方も入居され収
入状況は厳しい状況であります。本補助金交付
を相模原市より受けている事で施設運営の健
全性が確保され、入居者は当ケアハウスで安心
して健康で明るい生活を過ごす事が出来てお
ります。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・軽費老人ホームの入所者の経済的負担軽減を図るため、施設を運営する
社会福祉法人が入所者から徴収すべきサービスの提供に要する費用の一
部を減免した場合に、その減免額に対し補助金を交付するもの。
・サービスの提供に要する費用の実支出額と、市が定める額のいずれか低
い方の額から、入所者からのサービスの提供に要する費用の実徴収額を控
除した額を補助する。

有

相模原市軽費
老人ホームサー
ビス提供費補助
金交付要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設入所者から徴収すべき費用の
一部を減免した額について、市要
綱に基づき補助金を支出し、補助
目的である入所者の経済的負担の
軽減を円滑に行うことができた。

1326
相模原市軽費老人ホー
ムサービス提供費補助
金

（福）上溝緑寿会

・低額な料金で家庭環境、住宅事情、身体機能面で介護が
必要な方や居宅で生活することが困難な高齢者に入居して
頂き、日常生活上必要な介護や相談・助言等を行い入居者
が健康で明るい生活を送られるように支援することを目的
に運営。
・本補助金の交付を受け、入居者の経済状況に応じて入居
者から徴収すべきサービス提供費の一部を減免し、経済的
負担の軽減を図る。

令和５年４月～令和６年３月 14,652
補助金の交付を受けることで、ケアハウス入居者の利用料負担金の軽
減を図ることが出来た。

ケアハウス入居者の利用料負担金の軽減を図
ることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・軽費老人ホームの入所者の経済的負担軽減を図るため、施設を運営する
社会福祉法人が入所者から徴収すべきサービスの提供に要する費用の一
部を減免した場合に、その減免額に対し補助金を交付するもの。
・サービスの提供に要する費用の実支出額と、市が定める額のいずれか低
い方の額から、入所者からのサービスの提供に要する費用の実徴収額を控
除した額を補助する。

有

相模原市軽費
老人ホームサー
ビス提供費補助
金交付要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設入所者から徴収すべき費用の
一部を減免した額について、市要
綱に基づき補助金を支出し、補助
目的である入所者の経済的負担の
軽減を円滑に行うことができた。

1327
相模原市軽費老人ホー
ムサービス提供費補助
金

（福）山久会

・低額な料金で家庭環境、住宅事情、身体機能面で介護が
必要な方や居宅で生活することが困難な高齢者に入居して
頂き、日常生活上必要な介護や相談・助言等を行い入居者
が健康で明るい生活を送られるように支援することを目的
に運営。
・本補助金の交付を受け、入居者の経済状況に応じて入居
者から徴収すべきサービス提供費の一部を減免し、経済的
負担の軽減を図る。

令和５年４月～令和６年３月 19,379 軽費老人ホーム入所者から徴収すべき事務費の一部を減免した。
軽費老人ホーム入所者の経済的負担を軽減す
ることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・軽費老人ホームの入所者の経済的負担軽減を図るため、施設を運営する
社会福祉法人が入所者から徴収すべきサービスの提供に要する費用の一
部を減免した場合に、その減免額に対し補助金を交付するもの。
・サービスの提供に要する費用の実支出額と、市が定める額のいずれか低
い方の額から、入所者からのサービスの提供に要する費用の実徴収額を控
除した額を補助する。

有

相模原市軽費
老人ホームサー
ビス提供費補助
金交付要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設入所者から徴収すべき費用の
一部を減免した額について、市要
綱に基づき補助金を支出し、補助
目的である入所者の経済的負担の
軽減を円滑に行うことができた。

1328
相模原市軽費老人ホー
ムサービス提供費補助
金

（福）虎千会

・低額な料金で家庭環境、住宅事情、身体機能面で介護が
必要な方や居宅で生活することが困難な高齢者に入居して
頂き、日常生活上必要な介護や相談・助言等を行い入居者
が健康で明るい生活を送られるように支援することを目的
に運営。
・本補助金の交付を受け、入居者の経済状況に応じて入居
者から徴収すべきサービス提供費の一部を減免し、経済的
負担の軽減を図る。

令和５年４月～令和６年３月 23,457 入居者の費用を軽減したことにより、経済的負担が少なくなりました。
入居者は経済的負担が軽減し、ケアハウスでの
安定した生活を送ることができました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・軽費老人ホームの入所者の経済的負担軽減を図るため、施設を運営する
社会福祉法人が入所者から徴収すべきサービスの提供に要する費用の一
部を減免した場合に、その減免額に対し補助金を交付するもの。
・サービスの提供に要する費用の実支出額と、市が定める額のいずれか低
い方の額から、入所者からのサービスの提供に要する費用の実徴収額を控
除した額を補助する。

有

相模原市軽費
老人ホームサー
ビス提供費補助
金交付要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

施設入所者から徴収すべき費用の
一部を減免した額について、市要
綱に基づき補助金を支出し、補助
目的である入所者の経済的負担の
軽減を円滑に行うことができた。

1329
相模原市高齢者福祉施
設サービス水準向上補
助金

（福）蒼生会
配置基準を超えて直接処遇職員を配置することで、入居者
処遇の維持、向上を図る事を目的とし、配置基準を超えて
配置した直接処遇職員の人件費に充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,884 年間計画に対して、その全てに渡って減免することができた。
補助金による減免を行うことにより、入居者の
負担を大きく減免できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、施設のサービス水
準の維持・向上を図ることを目的としたもの。
・市の配置基準を超えて雇用する直接処遇職員に係る人件費に補助するも
の。
・補助額＝利用者１人当たり単価×各月初日在籍人員の計と配置基準人員
に加え、市が別に指定する職員の雇用に係る人件費とを比較して、いずれ
か少ない方の額。

有

相模原市高齢
者福祉施設
サービス水準向
上補助金交付
要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「高齢者福祉施設の自主的で柔軟
な施設運営を促進し、施設サービ
ス水準の維持・向上を図る」という
目的に沿った活用が図られた。

1330
相模原市高齢者福祉施
設サービス水準向上補
助金

（福）山久会
施設のサービス水準の維持向上を図るため、市の配置基準
を超えて雇用する直接処遇職員の人件費とするため。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,020
サービス水準向上補助金が助成されたことにより、施設入所者に対す
る処遇の維持・向上を図ることができた。

施設入所者に対する処遇の維持・向上を図るこ
とができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、施設のサービス水
準の維持・向上を図ることを目的としたもの。
・市の配置基準を超えて雇用する直接処遇職員に係る人件費に補助するも
の。
・補助額＝利用者１人当たり単価×各月初日在籍人員の計と配置基準人員
に加え、市が別に指定する職員の雇用に係る人件費とを比較して、いずれ
か少ない方の額。

有

相模原市高齢
者福祉施設
サービス水準向
上補助金交付
要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「高齢者福祉施設の自主的で柔軟
な施設運営を促進し、施設サービ
ス水準の維持・向上を図る」という
目的に沿った活用が図られた。

1331
相模原市高齢者福祉施
設サービス水準向上補
助金

（福）智泉会
・高齢者福祉施設のサービス水準の維持・向上を図る。
・市の配置基準を超えて雇用する直接処遇職員に係る人件
費に充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,216 入居者の費用負担軽減により、経済的な負担額は少なくなりました。
事業目標の支援策により、入居者はケアハウス
で安定した生活を送ることができました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、施設のサービス水
準の維持・向上を図ることを目的としたもの。
・市の配置基準を超えて雇用する直接処遇職員に係る人件費に補助するも
の。
・補助額＝利用者１人当たり単価×各月初日在籍人員の計と配置基準人員
に加え、市が別に指定する職員の雇用に係る人件費とを比較して、いずれ
か少ない方の額。

有

相模原市高齢
者福祉施設
サービス水準向
上補助金交付
要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「高齢者福祉施設の自主的で柔軟
な施設運営を促進し、施設サービ
ス水準の維持・向上を図る」という
目的に沿った活用が図られた。

1332
相模原市高齢者福祉施
設サービス水準向上補
助金

（福）虎千会

・高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、施
設のサービス水準の維持・向上を図ることを目的としたも
の。
・市の配置基準を超えて雇用する直接処遇職員に係る人件
費。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,164 入居者の費用軽減をしたことにより、経済的負担が少なくなりました。
入居者は経済的負担が軽減し、ケアハウスで安
定した生活を送ることができました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、施設のサービス水
準の維持・向上を図ることを目的としたもの。
・市の配置基準を超えて雇用する直接処遇職員に係る人件費に補助するも
の。
・補助額＝利用者１人当たり単価×各月初日在籍人員の計と配置基準人員
に加え、市が別に指定する職員の雇用に係る人件費とを比較して、いずれ
か少ない方の額。

有

相模原市高齢
者福祉施設
サービス水準向
上補助金交付
要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「高齢者福祉施設の自主的で柔軟
な施設運営を促進し、施設サービ
ス水準の維持・向上を図る」という
目的に沿った活用が図られた。

1333
相模原市高齢者福祉施
設サービス水準向上補
助金

（福）敬愛会

介護職員を増員して雇用する事により、重症化するご利用
者のニーズに適した生活支援と介護サービスを提供する。
また夜勤専門パート職員を配置し、夜勤帯の2人体制を継
続する事により、夜間の介護サービスを手厚くする。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 322

パート職員を継続して雇用することが出来ており、常勤職員と基準以上
に配置することが出来ました。それにより精神疾患をお持ちの方に細か
い対応をしたり、重度化するご利用者への介護サービスを提供すること
が出来ました。

市からの措置により、精神疾患をお持ちの方や
虐待の方、経済的な問題を抱えている方に入
所していただき、地域のセーフティーネットとし
ての役割を果たすことが出来ました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、施設のサービス水
準の維持・向上を図ることを目的としたもの。
・市の配置基準を超えて雇用する直接処遇職員に係る人件費に補助するも
の。
・補助額＝利用者１人当たり単価×各月初日在籍人員の計と配置基準人員
に加え、市が別に指定する職員の雇用に係る人件費とを比較して、いずれ
か少ない方の額。

有

相模原市高齢
者福祉施設
サービス水準向
上補助金交付
要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「高齢者福祉施設の自主的で柔軟
な施設運営を促進し、施設サービ
ス水準の維持・向上を図る」という
目的に沿った活用が図られた。

1334
相模原市高齢者福祉施
設サービス水準向上補
助金

（福）明恵会

補助金交付対象事業等の概要：生活の場として高齢者の特
性に配慮した住みよい住宅を提供し、利用者の自主性の尊
重を基本とし、相談・援助・食事の提供・疾病や緊急時の対
応・居宅サービス利用への協力・余暇活動の支援等、利用
者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが
できる施設運営を行う事業
補助金等の使途：市の配置基準を超えて雇用する直接処
遇職員（栄養士、看護師）に係る人件費に充当

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,054

施設サービス水準の維持・向上を図るため下記のとおり実施した。
・季節感のある特別な食事の提供
・食事に対する嗜好調査の実施、アンケート調査の実施
・レクリエーション等余暇活動の支援
・看護師による健康チェックや相談日を設定し実施

補助事業を通して、孤独になりがちな高齢者の
日々の生活がより安心・安全で、かつ健康状態
に配慮されたものとなった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、施設のサービス水
準の維持・向上を図ることを目的としたもの。
・市の配置基準を超えて雇用する直接処遇職員に係る人件費に補助するも
の。
・補助額＝利用者１人当たり単価×各月初日在籍人員の計と配置基準人員
に加え、市が別に指定する職員の雇用に係る人件費とを比較して、いずれ
か少ない方の額。

有

相模原市高齢
者福祉施設
サービス水準向
上補助金交付
要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「高齢者福祉施設の自主的で柔軟
な施設運営を促進し、施設サービ
ス水準の維持・向上を図る」という
目的に沿った活用が図られた。

1335
相模原市高齢者福祉施
設サービス水準向上補
助金

（福）上溝緑寿会

・施設のサービス水準の維持・向上を図ることを目的とし
て、市が定める職員配置基準を上回る職員を配置する。
・市の配置基準を超えて雇用する直接処遇職員に係る人件
費。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,164
補助金の交付を受けることで、施設のサービス水準の維持・向上を図る
ことが出来た。

施設のサービス水準の維持・向上を図ることが
できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、施設のサービス水
準の維持・向上を図ることを目的としたもの。
・市の配置基準を超えて雇用する直接処遇職員に係る人件費に補助するも
の。
・補助額＝利用者１人当たり単価×各月初日在籍人員の計と配置基準人員
に加え、市が別に指定する職員の雇用に係る人件費とを比較して、いずれ
か少ない方の額。

有

相模原市高齢
者福祉施設
サービス水準向
上補助金交付
要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「高齢者福祉施設の自主的で柔軟
な施設運営を促進し、施設サービ
ス水準の維持・向上を図る」という
目的に沿った活用が図られた。

1336
相模原市高齢者福祉施
設サービス水準向上補
助金

（福）久寿会

・軽費老人ホームとして、経済的困窮者や家族と同居できな
い方等を支援する施設です。身体的支援よりも精神的な支
えを必要とする方が多く、職員は傾聴やレクリエーションを
中心に関係性を大切にしています。介護職員を１名増やす
ことで、季節の行事が開催やすいことや家庭訪問等の個別
支援にもゆとりが生じて、入居者と職員の関係性が円滑に
なっています。
・市の配置基準を超えて雇用する直接処遇職員に係る人件
費に充てる。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,893

ケアハウス入居者が日々健康で安心して生活できる事を念頭に事業に
努めた。健康診断、家庭訪問、新型コロナワクチン接種を実施し、入居
者の健康管理・精神面での安定に努めた。入居者だけではなく家族との
交流を図る為の、家族懇談会は感染症予防のため中止となり、年度計
画・実施報告書を発送した。事業報告、計画内容の実施については、感
染症予防をふまえた範囲で和やかな交流が持てた。季節ごとに行事を
感染症対策をして行い（七夕他）、入居者に季節感を味わって頂いた。
体操、茶話会、ハンドベル、誕生会等の行事を開催、また、新型コロナウ
イルス感染予防対策として、テーブル等の消毒、三密回避、標準予防策
の徹底を行った。

事故、クレームなどは特に大きな問題も無く安
定した運営が出来た。また、今年度も継続して
新型コロナウイルス感染症予防対策に取り組め
た。介護予防を念頭におき外部サービス等（通
所介護、訪問介護等）を利用、施設のクラブや
行事の活動などで入居者のＡＤＬ維持向上に効
果があげられた。変化のある入居者へは、居宅
介護支援センター、高齢者支援センター、ご家
族および関連職種の皆様と連携し支援を行っ
た。また、入居問合せなどで地域の方の相談に
応じ、他施設も含め施設や各サービスの利用に
ついて対応した。地元の複数高齢者体操サーク
ルへ包括支援センターを窓口に１階フロアを週
２回提供した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、施設のサービス水
準の維持・向上を図ることを目的としたもの。
・市の配置基準を超えて雇用する直接処遇職員に係る人件費に補助するも
の。
・補助額＝利用者１人当たり単価×各月初日在籍人員の計と配置基準人員
に加え、市が別に指定する職員の雇用に係る人件費とを比較して、いずれ
か少ない方の額。

有

相模原市高齢
者福祉施設
サービス水準向
上補助金交付
要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「高齢者福祉施設の自主的で柔軟
な施設運営を促進し、施設サービ
ス水準の維持・向上を図る」という
目的に沿った活用が図られた。

1337
相模原市高齢者福祉施
設サービス水準向上補
助金

（福）恩賜財団　神奈川
県同胞援護会

・高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、施
設のサービス水準の維持・向上を図ることを目的としたも
の。
・市の配置基準を超えて雇用する直接処遇職員に係る人件
費に補助するもの。
・補助額＝利用者１人当たり単価×各月初日在籍人員の計
と配置基準人員に加え、市が別に指定する職員の雇用に係
る人件費とを比較して、いずれか少ない方の額。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4,346
・夜勤職員の２名体制確保
・共用スペース、共用トイレの清掃員雇用（障がい者雇用も含む）
・基準を上回る職員配置

・夜間介護の充実
・入居者へのサービスの充実
・夜間業務、清掃業務のサービス確保

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・高齢者福祉施設の自主的で柔軟な施設経営を促進し、施設のサービス水
準の維持・向上を図ることを目的としたもの。
・市の配置基準を超えて雇用する直接処遇職員に係る人件費に補助するも
の。
・補助額＝利用者１人当たり単価×各月初日在籍人員の計と配置基準人員
に加え、市が別に指定する職員の雇用に係る人件費とを比較して、いずれ
か少ない方の額。

有

相模原市高齢
者福祉施設
サービス水準向
上補助金交付
要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「高齢者福祉施設の自主的で柔軟
な施設運営を促進し、施設サービ
ス水準の維持・向上を図る」という
目的に沿った活用が図られた。

1338
相模原市施設入所高齢
者福祉給付金支給事業
補助金

（福）恩賜財団　神奈川
県同胞援護会

・入所者のうち、無収入または月収７千円未満の高齢者の
処遇水準の維持・向上を図るため、福祉給付金を支給する
もの。
・福祉給付金支出の財源に充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 889 月額￥７，０００円を１１名に支給した。
対象者は金銭的に苦しい人が多いため、生活
の質の向上に繋がるとともに、精神安定の効果
が多大であると考えられる。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・高齢者福祉施設に入所している高齢者の福祉向上を図ることを目的とし
て、福祉給付金の支給事業を行う社会福祉法人に対し、補助金を交付する
もの。
・月収７千円未満の入所者に対し、施設が月額７千円の福祉給付金支給事
業を行う経費に充当するもの。

有

相模原市施設
入所高齢者福
祉給付金支援
事業補助金交
付要綱

無 有

第８期　相
模原市高齢
者保健福祉
計画

高齢者向け
の住まいづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　低所得者等の入所者に福祉給付
金を支給する事業に対して補助金
を交付し、市として入所者の処遇の
維持・向上に努めるための支援を
行うことができた。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1339
介護イメージアップ事業
補助金

一般社団法人 相模原市
高齢者福祉施設協議会

○補助事業等の概要
市民が介護の仕事等について触れる機会を作り、介護現場
のイメージアップを図るために、「介護ウィーク」「介護の日
大会（基調講演、巡回写真展）」各種映像放映を実施する。
○補助金等の使途
当該事業に係る財源に充当する

令和５年４月～令和５年１２月 249

●介護の日フェアinさがみはら
•取組発表：
「いただきます！のその前に」（柴胡園）
「介護老人保健施設での入所者の食支援」（青葉の郷）
・市民講座：
「高齢者向けのお食事紹介」（ボーナビール二本松ケアセンター）
「ご利用者様の「食べる」を支える」（相模原ロイヤルケアセンター）
YouTubeにて配信（11月11日～12月25日）　再生回数（239回）
・巡回写真展：
テーマ「介護に笑顔は良く似合う」
緑区合同庁舎1階ロビー（10月3日～10月8日）
南区合同庁舎1階ロビー（10月18日～10月30日）
あじさい会館1階ロビー（11月3日～11月8日）
・笑顔の写真展：
テーマ「介護に笑顔は良く似合う」（10月18日～）
巡回写真展と同じ写真で動画を作成し、相模大野パブリックインフォ
メーション、イトーヨーカドー古淵店、アリオ橋本、市役所本庁舎内ビ
ジョンにて動画放映及びYouTubeにて動画配信　YouTube再生回
数（128回）
●介護ウィーク
・相模原市内社会福祉法人の高齢者施設にて地域社会における支え合
いや交流の機会を提供（11月5日～11月11日）
●参加人数：介護の日フェアinさがみはら83名、介護ウイーク664名

地域社会における高齢者介護の意味・役割と共
に、その職につく方々の専門性や魅力を約1か
月に渡り地域へ発信することができたこと。また
フェアの開催により、実際に市民の方々とも交
流する機会を持てたことで、一定数ではあるが
確実に相模原の介護のイメージ向上を図ること
ができたと実感している。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：
市民に介護についての理解と認識を深めてもらうとともに、地域社会におけ
る支え合いや交流を促進することを目的として、介護のイメージアップ向上
を図るための事業を行う者に対し、市が補助金を交付するもの。
対象：
介護サービス事業所及び介護保険施設の健全な発展と高齢者福祉の推進
に寄与することを目的に設立された非営利法人
補助対象経費：
展示やパンフレット等による介護業務や介護施設等の紹介に要する経費、
介護に関する講演会や研修会の開催に要する経費、その他市長が特に必
要と認める事業に要する経費補助率：1／2（千円未満端数切り捨て）

有

相模原市介護イ
メージアップ事
業補助金交付
要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標３
介護サービ
ス基盤の充
実「方針１
介護人材の
確保・定着・
育成」「施策
の方向（３）
介護への理
解促進と魅
力発信」

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、介護現場の一幕を写真
に収めたものを写真展や動画の形
で一般に公開し、介護の仕事や介
護食品の紹介等を行い、市民が介
護について理解と認識を深める機
会となっているとともに、介護のイ
メージアップに寄与していることか
ら、充分な成果が確認できると判断
したもの。

1340
相模原市地域密着型
サービス事業所等整備
費補助金

株式会社栄喜

○補助事業等の概要
地域密着型サービス施設等の整備事業
○補助金等の使途
地域密着型サービス施設等の整備事業費

令和６年２月１３日～令和６年３月３１
日

10,980

・サービス種別  　認知症高齢者グループホーム
・定員数           　１８名
・施設規模        　建築面積297.70㎡　　延床面積577.33㎡
・所在地　　        相模原市南区大野台7丁目29番地37

　認知症の方をはじめ、地域の方々が支援を必
要な状態になられても、可能な限り住み慣れた
地域において継続して日常生活を営むことを可
能とする。地域の実情に応じた介護サービス提
供体制を整備することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

１．地域密着型サービス施設等の整備を行う事業者に対して市が補助金を
交付するもの
２．地域密着型サービス施設等整備事業
３．地域密着型サービス施設等整備事業費、１整備床数36,600千円×進
捗率

有

地域密着型
サービス事業所
整備費補助金
交付要綱

有 有

第９期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　認知症の方をはじめ、地域の方々
が支援を必要な状態になられても、
可能な限り住み慣れた地域におい
て継続して日常生活を営むことを
可能とする。地域の実情に応じた介
護サービス提供体制を整備するこ
とができたため

1341
相模原市地域密着型
サービス事業所等整備
費補助金

株式会社エクセレントケ
アシステム

○補助事業等の概要
地域密着型サービス施設等の整備事業
○補助金等の使途
地域密着型サービス施設等の整備事業費

令和５年５月３０日～令和６年３月３１
日

61,488

【サービス種別】GH・看多機　併設
・施設の種類：(介護予防)認知症高齢者グループホーム
・施設の名称及び所在地：
   えくせれんと相模大野／相模原市南区上鶴間本町一丁目3263番
6(地番)
・入所定員：9名×3ユニット＝27名

・施設の種類：看護小規模多機能型居宅介護
・施設の名称及び所在地：
　エクセレント相模大野／相模原市南区上鶴間本町一丁目3263番
6(地番)
　登録定員：29名／通い：15名／宿泊： 8名

・施設規模：建築面積411.48㎡
　             延床面積1066.26㎡(全体)
                           809.30㎡(GH)・256.96㎡(看多機)

　認知症の方をはじめ、地域の方々が支援を必
要な状態になられても、可能な限り住み慣れた
地域において継続して日常生活を営むことを可
能とする。地域の実情に応じた介護サービス提
供体制を整備することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

１．地域密着型サービス施設等の整備を行う事業者に対して市が補助金を
交付するもの
２．地域密着型サービス施設等整備事業
３．地域密着型サービス施設等整備事業費、１整備床数36,600千円×進
捗率

有

地域密着型
サービス事業所
整備費補助金
交付要綱

有 有

第９期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　認知症の方をはじめ、地域の方々
が支援を必要な状態になられても、
可能な限り住み慣れた地域におい
て継続して日常生活を営むことを
可能とする。地域の実情に応じた介
護サービス提供体制を整備するこ
とができたため

1342
相模原市介護職員の宿
舎施設整備事業費補助
金

医療法人社団清伸会

○補助事業等の概要
介護職員の宿舎施設整備事業
○補助金等の使途
介護職員の宿舎施設整備事業費

令和５年５月１６日～令和６年３月３１
日

39,613

介護施設名称：老人保健施設なごみの里
宿舎の名称：（仮称）医療法人社団清伸会職員寮
建設用地：緑区牧野字尾垂8113-1、8114-1、8114-2、8114-4、
8115、8116、8117-1
職員定員数：20名

　介護職員の受け皿確保を目的とした宿舎施
設の整備について、工事進捗率95％を完了し
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

1.介護人材を確保するため、介護施設等の事業者が当該施設等に勤務す
る職員の宿舎を整備するための費用の一部を補助することにより、介護職
員が働きやすい環境を整備することを目的とする。
2.介護職員の宿舎施設整備事業
3.介護職員の宿舎施設整備事業費、補助対象事業費×1/3

有

相模原市介護
職員の宿舎施
設整備事業費
補助金交付要
綱

有 有

第９期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　介護職員の受け皿確保を目的と
した宿舎施設の整備について、工
事進捗率95％を完了したため

1343
相模原市介護施設等に
おける改修事業等補助
金

社会福祉法人大地の会

○補助事業等の概要
介護施設等における看取り環境の整備事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月２９日～令和６年３月１５
日

3,585
　特別養護老人ホーム内の霊安室について、古くなったサッシ補修や明
るい壁紙、床材などに変更、また手洗い器やナースコールの設置を行
い、看取り期を過ごすための環境を整備した。

　社会福祉法人の運営する特別養護老人ホー
ムで、相模原市の地域住民の方々に介護サー
ビスを運営をしており、そのご利用者が施設内
でゆっくりと最期の時間をご家族や友人の方と
過ごすことが出来る環境を整えることが出来
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

１．市内で多床室を有する既存の特別養護老人ホーム等の居住環境の向上
を目的として、看取り対応が可能な環境を整備する法人に対し市が補助金
を交付するもの
２．介護施設等における看取り環境の整備事業
３．看取り環境整備に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費、１施
設3,500千円

有

相模原市介護
施設等における
改修事業等補
助金交付要綱

有 有

第９期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　ご利用者が施設内でゆっくりと最
期の時間をご家族や友人の方と過
ごすことが出来る環境を整えること
ができたため

1344
相模原市介護施設等に
おける改修事業等補助
金

社会福祉法人智泉会

○補助事業等の概要
既存特別養護老人ホーム等における多床室のプライバシー
保護のための改修事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月１５日～令和６年１月１９日 9,020

・事業名　既存特別養護老人ホーム等におけるプライバシー保護改修
・施設名　特別養護老人ホームはあとぴあ
・整備床数　12床
※特養4床（多床室1室）、ショートステイ8床（多床室2室）

　更にしっかりとした間仕切り建具の設置によ
り、入所者及び利用者・ご家族に安心できるプ
ライバシー確保の空間を提供することができ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

１．市内で多床室を有する既存の特別養護老人ホーム等の居住環境の向上
を目的として、プライバシー保護のための改修事業を行う法人に対し市が
補助金を交付するもの
２．既存特別養護老人ホーム等における多床室のプライバシー保護のため
の改修事業
３．プライバシー保護のために必要な工事費又は工事請負費及び工事事務
費、１整備床数734千円

有

相模原市介護
施設等における
改修事業等補
助金交付要綱

有 有

第９期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　間仕切り建具の設置により、入所
者及び利用者・ご家族に安心でき
るプライバシー確保の空間を提供
することができたため

1345

相模原市介護施設等の
創設を条件に行う広域
型施設の大規模修繕・
耐震化整備事業費補助
金

医療法人社団相和会

○補助事業等の概要
介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修
繕・耐震化整備事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月１日～令和６年３月２２
日

111,481

・サービス種別　介護老人保健施設
・定員数　100
・施設規模　建築面積　1651.04㎡　　延床面積　4364.08㎡
・所在地　神奈川県相模原市中央区青葉３丁目３６番１号

　平成１１年１１月に開設してから24年が経過
し、著しく劣化した屋根、回廊等を修復したこと
により、懸念していた雨漏りが改善し、給湯及
び空調排水の配管も整備できた。
　また、厨房の床塗替えや空調・給排気を整備
し衛生環境が改善した他、施設内の壁、天井の
破損箇所、浴室のタイル貼り替えや入浴機器の
更新により、利用者が直に関わる生活環境も改
善した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

１．介護の受け皿整備量拡大と老朽化した定員３０人以上の広域型施設の
修繕を同時に進めることを目的として、広域型施設の大規模修繕又は耐震
化を行う事業者に対して、介護施設等を１施設創設することを条件に、市が
補助金を交付するもの
２．相模原市介護施設等の創設を条件に行う広域型施設の大規模修繕・耐
震化整備事業
３．広域型施設の大規模修繕・耐震化整備事業費、１整備床数1,230千円

有

相模原市介護
施設等の創設を
条件に行う広域
型施設の大規
模修繕・耐震
化整備事業費
補助金交付要
綱

有 有

第９期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　老朽化した建物や設備、厨房の
環境が改善し、室内の破損箇所な
どの利用者の生活環境も改善され
たため

1346
相模原市地域介護・福
祉空間整備等施設整備
費補助金

一般社団法人東林間輝

○補助事業等の概要
相模原市地域介護・福祉空間整備等施設整備費補助事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月６日～令和６年３月２５
日

5,962 ・非常用自家発電装置1台の設置　5,962,000円
　機器の設置により、停電時も72時間以上の
稼働が可能となったことで防災対策が強化さ
れ、利用者の安全につながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

１．災害発生時に自力で避難することが困難な者が多く利用する高齢者施
設等の防災・減災対策及び感染症の拡大防止対策を推進し、利用者の安
全・安心を確保するため、当該対策を実施する事業者に対し市が補助金を
交付するもの
２．非常用自家発電設備整備事業
３．非常用自家発電設備整備事業、773万円又は1,540万円（補助上限）

有

相模原市地域
介護・福祉空間
整備等施設整
備費補助金交
付要綱

有 有

第９期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　機器の設置により、停電時も72
時間以上の稼働が可能となったこ
とで防災対策が強化され、利用者
の安全につながったため。

1347
相模原市施設開設準備
経費支援事業補助金

株式会社アクティ
・介護施設からの安定した質の高いサービスを提供するた
めに、早期からの開設準備を進め、体制整備を図る。
・開設に向けた体制整備に係る経費等に充当する。

令和５年９月１日～令和６年２月２９日 16,452
　新規開設に伴い、開設準備経費（備品購入等）に補助金が充当できた
ことで、質の高いサービス提供が確保された。

　開設前に必要な備品等を購入するとともに、
利用者やその家族の幅広い要望に対応できる
よう準備することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・介護施設等を開設する事業者が介護施設等の開設時から安定した、質の
高いサービスを提供するための体制整備等を支援すること及び事業者が
介護予防拠点において、介護予防・健康づくりと地域住民の防災の意識啓
発の取組み支援を目的として、市が補助金を交付するもの。
・交付基準単価に単位を乗じて算出した補助基準額と対象経費の実支出
額とを比較して少ない方の額を補助する。

有

相模原市施設
開設準備経費
等支援事業補
助金交付要綱

有 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　開設前に必要な備品等を購入す
るとともに、利用者やその家族の幅
広い要望に対応できるよう準備す
ることができたため

1348
相模原市施設開設準備
経費支援事業補助金

メディカル・ケア・サービ
ス株式会社

・介護施設からの安定した質の高いサービスを提供するた
めに、早期からの開設準備を進め、体制整備を図る。
・開設に向けた体制整備に係る経費等に充当する。

令和５年９月１日～令和６年３月７日 16,452
　新規開設に伴い、開設準備経費（備品購入等）に補助金が充当できた
ことで、質の高いサービス提供が確保された。

　開設前に必要な備品等を購入するとともに、
利用者やその家族の幅広い要望に対応できる
よう準備することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・介護施設等を開設する事業者が介護施設等の開設時から安定した、質の
高いサービスを提供するための体制整備等を支援すること及び事業者が
介護予防拠点において、介護予防・健康づくりと地域住民の防災の意識啓
発の取組み支援を目的として、市が補助金を交付するもの。
・交付基準単価に単位を乗じて算出した補助基準額と対象経費の実支出
額とを比較して少ない方の額を補助する。

有

相模原市施設
開設準備経費
等支援事業補
助金交付要綱

有 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　開設前に必要な備品等を購入す
るとともに、利用者やその家族の幅
広い要望に対応できるよう準備す
ることができたため

1349
相模原市施設開設準備
経費支援事業補助金

株式会社エクセレントケ
アシステム

・介護施設からの安定した質の高いサービスを提供するた
めに、早期からの開設準備を進め、体制整備を図る。
・開設に向けた体制整備に係る経費等に充当する。

令和５年１２月１日～令和６年３月３１
日

7,249
　新規開設に伴い、開設準備経費（備品購入等）に補助金が充当できた
ことで、質の高いサービス提供が確保された。

　開設前に必要な備品等を購入するとともに、
利用者やその家族の幅広い要望に対応できる
よう準備することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・介護施設等を開設する事業者が介護施設等の開設時から安定した、質の
高いサービスを提供するための体制整備等を支援すること及び事業者が
介護予防拠点において、介護予防・健康づくりと地域住民の防災の意識啓
発の取組み支援を目的として、市が補助金を交付するもの。
・交付基準単価に単位を乗じて算出した補助基準額と対象経費の実支出
額とを比較して少ない方の額を補助する。

有

相模原市施設
開設準備経費
等支援事業補
助金交付要綱

有 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　開設前に必要な備品等を購入す
るとともに、利用者やその家族の幅
広い要望に対応できるよう準備す
ることができたため

1350
相模原市施設開設準備
経費支援事業補助金

医療法人社団相和会
・介護施設からの安定した質の高いサービスを提供するた
めに、早期からの開設準備を進め、体制整備を図る。
・開設に向けた体制整備に係る経費等に充当する。

令和５年９月１日～令和６年２月２９日 14,974
　新規開設に伴い、開設準備経費（備品購入等）に補助金が充当できた
ことで、質の高いサービス提供が確保された。

　開設前に必要な備品等を購入するとともに、
利用者やその家族の幅広い要望に対応できる
よう準備することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・介護施設等を開設する事業者が介護施設等の開設時から安定した、質の
高いサービスを提供するための体制整備等を支援すること及び事業者が
介護予防拠点において、介護予防・健康づくりと地域住民の防災の意識啓
発の取組み支援を目的として、市が補助金を交付するもの。
・交付基準単価に単位を乗じて算出した補助基準額と対象経費の実支出
額とを比較して少ない方の額を補助する。

有

相模原市施設
開設準備経費
等支援事業補
助金交付要綱

有 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　開設前に必要な備品等を購入す
るとともに、利用者やその家族の幅
広い要望に対応できるよう準備す
ることができたため

1351
相模原市施設開設準備
経費支援事業補助金

医療法人社団仁恵会
次の事業に係る経費に対して、交付される補助金を充当す
る。
事業：介護ロボット・ICT導入事業

令和５年９月４日～令和６年３月３１日 29,150
　介護職員の負担軽減のため、標記補助金を活用して業務改善を行う
ことができた。

　介護職員の負担軽減のため、標記補助金を
活用して業務改善を行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・介護サービス基盤の適切な整備及び円滑な開設を支援することを目的と
して、施設等の開設時から安定した質の高いサービスを提供するために体
制整備等を実施する事業、介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う
介護ロボット・ICTの導入事業及び介護予防拠点において介護予防・健康
づくりと地域住民の防災の意識啓発を連携して取り組むことができる地域
の場の設置を図り、新たな地域コミュニティを構築する事業支援を行うこと
を目的として、市が補助金を交付するもの。
・補助率10/10（定額補助）交付基準単価に単位を乗じて算出した補助基
準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助する。

有

相模原市施設
開設準備経費
等支援事業補
助金交付要綱

有 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　介護職員の負担軽減のため、標
記補助金を活用して業務改善を行
うことができたため

1352
相模原市施設開設準備
経費支援事業補助金

医療法人社団相和会
次の事業に係る経費に対して、交付される補助金を充当す
る。
事業：介護ロボット・ICT導入事業

令和５年９月４日～令和６年３月３１日 31,681
　介護職員の負担軽減のため、標記補助金を活用して業務改善を行う
ことができた。

　介護職員の負担軽減のため、標記補助金を
活用して業務改善を行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・介護サービス基盤の適切な整備及び円滑な開設を支援することを目的と
して、施設等の開設時から安定した質の高いサービスを提供するために体
制整備等を実施する事業、介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う
介護ロボット・ICTの導入事業及び介護予防拠点において介護予防・健康
づくりと地域住民の防災の意識啓発を連携して取り組むことができる地域
の場の設置を図り、新たな地域コミュニティを構築する事業支援を行うこと
を目的として、市が補助金を交付するもの。
・補助率10/10（定額補助）交付基準単価に単位を乗じて算出した補助基
準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助する。

有

相模原市施設
開設準備経費
等支援事業補
助金交付要綱

有 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　介護職員の負担軽減のため、標
記補助金を活用して業務改善を行
うことができたため
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1353
相模原市施設開設準備
経費支援事業補助金

社会福祉法人蒼生会
次の事業に係る経費に対して、交付される補助金を充当す
る。
事業：介護ロボット・ICT導入事業

令和５年９月４日～令和６年３月３１日 15,195
　介護職員の負担軽減のため、標記補助金を活用して業務改善を行う
ことができた。

　介護職員の負担軽減のため、標記補助金を
活用して業務改善を行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・介護サービス基盤の適切な整備及び円滑な開設を支援することを目的と
して、施設等の開設時から安定した質の高いサービスを提供するために体
制整備等を実施する事業、介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う
介護ロボット・ICTの導入事業及び介護予防拠点において介護予防・健康
づくりと地域住民の防災の意識啓発を連携して取り組むことができる地域
の場の設置を図り、新たな地域コミュニティを構築する事業支援を行うこと
を目的として、市が補助金を交付するもの。
・補助率10/10（定額補助）交付基準単価に単位を乗じて算出した補助基
準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助する。

有

相模原市施設
開設準備経費
等支援事業補
助金交付要綱

有 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　介護職員の負担軽減のため、標
記補助金を活用して業務改善を行
うことができたため

1354
相模原市施設開設準備
経費支援事業補助金

社会福祉法人大地の会
次の事業に係る経費に対して、交付される補助金を充当す
る。
事業：介護ロボット・ICT導入事業

令和５年９月４日～令和６年３月３１日 35,354
　介護職員の負担軽減のため、標記補助金を活用して業務改善を行う
ことができた。

　介護職員の負担軽減のため、標記補助金を
活用して業務改善を行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・介護サービス基盤の適切な整備及び円滑な開設を支援することを目的と
して、施設等の開設時から安定した質の高いサービスを提供するために体
制整備等を実施する事業、介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う
介護ロボット・ICTの導入事業及び介護予防拠点において介護予防・健康
づくりと地域住民の防災の意識啓発を連携して取り組むことができる地域
の場の設置を図り、新たな地域コミュニティを構築する事業支援を行うこと
を目的として、市が補助金を交付するもの。
・補助率10/10（定額補助）交付基準単価に単位を乗じて算出した補助基
準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助する。

有

相模原市施設
開設準備経費
等支援事業補
助金交付要綱

有 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　介護職員の負担軽減のため、標
記補助金を活用して業務改善を行
うことができたため

1355
相模原市施設開設準備
経費支援事業補助金

社会福祉法人蓬莱会
次の事業に係る経費に対して、交付される補助金を充当す
る。
事業：介護ロボット・ICT導入事業

令和５年９月４日～令和６年３月３１日 44,940
　介護職員の負担軽減のため、標記補助金を活用して業務改善を行う
ことができた。

　介護職員の負担軽減のため、標記補助金を
活用して業務改善を行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・介護サービス基盤の適切な整備及び円滑な開設を支援することを目的と
して、施設等の開設時から安定した質の高いサービスを提供するために体
制整備等を実施する事業、介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う
介護ロボット・ICTの導入事業及び介護予防拠点において介護予防・健康
づくりと地域住民の防災の意識啓発を連携して取り組むことができる地域
の場の設置を図り、新たな地域コミュニティを構築する事業支援を行うこと
を目的として、市が補助金を交付するもの。
・補助率10/10（定額補助）交付基準単価に単位を乗じて算出した補助基
準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助する。

有

相模原市施設
開設準備経費
等支援事業補
助金交付要綱

有 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　介護職員の負担軽減のため、標
記補助金を活用して業務改善を行
うことができたため

1356
相模原市施設開設準備
経費支援事業補助金

社会福祉法人　城山楽
寿会

次の事業に係る経費に対して、交付される補助金を充当す
る。
事業：介護ロボット・ICT導入事業

令和５年９月４日～令和６年３月３１日 22,470
　介護職員の負担軽減のため、標記補助金を活用して業務改善を行う
ことができた。

　介護職員の負担軽減のため、標記補助金を
活用して業務改善を行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

・介護サービス基盤の適切な整備及び円滑な開設を支援することを目的と
して、施設等の開設時から安定した質の高いサービスを提供するために体
制整備等を実施する事業、介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う
介護ロボット・ICTの導入事業及び介護予防拠点において介護予防・健康
づくりと地域住民の防災の意識啓発を連携して取り組むことができる地域
の場の設置を図り、新たな地域コミュニティを構築する事業支援を行うこと
を目的として、市が補助金を交付するもの。
・補助率10/10（定額補助）交付基準単価に単位を乗じて算出した補助基
準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額を補助する。

有

相模原市施設
開設準備経費
等支援事業補
助金交付要綱

有 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

特別養護老
人ホーム等
の適切な整
備

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　介護職員の負担軽減のため、標
記補助金を活用して業務改善を行
うことができたため

1357
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）エム・アイ・シー

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和４年１１月～令和４年１２月 231

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和４年１１月２５日～令和４年１２月５日
施行場所（事業所名）：デイサービスセンターWEEK
上記事業を実施した。

コロナ対策で多くなった経費に対する補助に
よって、円滑な営業に取り組めた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1358
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（医）社団　仁恵会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和４年８月～令和４年９月 362

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和４年８月２３日～令和４年９月１２日
施行場所（事業所名）：介護老人保健施設　相模大野
上記事業を実施した。

施設内で利用者様にコロナ陽性者が複数名発
生したが、迅速にコホーティング、ゾーニングを
行い、消毒などを徹底して当該フロアを隔離し
たとことで感染が全館に及ぶことを防げた。
これにより他フロアについては特に混乱するこ
となく運営を続けられ、被害を最小限に抑えて
終息させることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1359
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（医）社団　昌栄会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年２月 1,376

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年２月９日～令和５年２月２３日
施行場所（事業所名）：介護老人保健施設のどか
上記事業を実施した。

感染症対策に係る費用が出たことにより早期の
終息となった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1360
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）ワゲン福祉会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年３月 2,004

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年３月７日～令和５年３月３１日
施行場所（事業所名）：相陽台ホーム
上記事業を実施した。

サービス提供確保事業費補助金の活用により、
病院ひっ迫で施設内療養となった利用者様へ
の人員の配置や環境整備等のサービスの提供
を維持することが出来た。また併設在宅系サー
ビス（短期入所、通所介護、訪問介護）を中止
することなく事業を続けることができたことで、
利用者の方々のADLやIADLを低下させるこ
となくサービスを提供し続けることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1361
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）エム・アイ・シー

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年４月～令和５年５月 231

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年４月２５日～令和５年５月５日
施行場所（事業所名）：デイサービスセンターWEEK
上記事業を実施した。

コロナ対策で多くなった経費に対する補助に
よって、円滑な営業に取り組めた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1362
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

医療法人社団仁恵会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月 400

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年６月１日～令和５年６月１８日
施行場所（事業所名）：介護老人保健施設　相模大野
上記事業を実施した。

施設内で利用者にコロナ陽性者が8名発生し
たが、迅速にコホーティング、ゾーニングを行
い、当該フロアを隔離したことで感染が全館に
及ぶことを防げた。これにより他フロアについて
は特に混乱することなく運営を続けられ、被害
を最小限に抑えて終息させることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1363
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）リビングプラット
フォームケア

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和４年７月～令和４年１２月 5,345

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和４年７月２５日～令和４年１２月２５日
施行場所（事業所名）：ライブラリ橋本、ライブラリ淵野辺、ライブラリ東林
間、ライブラリ相模大野。アルプスの杜かみみぞ、アルプスの杜さがみ
上記事業を実施した。

補助金を受けられたことにより、施設のサービ
スを継続させることが出来、入居者様に安心安
全な生活を行っていただくことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1364
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（医）杏林会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年５月～令和５年６月 328

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年５月１３日～令和５年６月５日
施行場所（事業所名）：介護老人保健施設リハビリパーク城山
上記事業を実施した。

必要に応じた衛生用品を購入して、安定した施
設サービスを継続させることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1365
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）明恵会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和４年１１月～令和５年２月 2,517

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和４年１１月１７日～令和５年２月２７日
施行場所（事業所名）：特別養護老人ホームグレープの里、グレープセン
ター、グレープハウス
上記事業を実施した。

コロナ禍で入院できず施設内療養となった新型
コロナウイルス感染症利用者に対し、適切な介
護サービスの提供体制を整えること、また重症
化のリスク早期に発見するための健康観察を
実施することができる。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの
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1366
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）イマジニクス

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和４年５月～令和５年３月 250

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和４年５月１日～令和５年３月３１日
施行場所（事業所名）：イマジニクス
上記事業を実施した。

事業実施により、事業の継続が行われ、介護を
必要とする利用者への途切れないサービスを
行うことが出来ました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1367
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

セントケア神奈川（株）

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和４年１１月～令和５年２月 922

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和４年１１月２３日～令和５年２月２０日
施行場所（事業所名）：セントケア鵜野森、セントケア相模原ちよだ
上記事業を実施した。

衛生用品等の購入整備、および陽性者対応に
かかる割増手当の支給を行った結果、感染症
のさらなる蔓延の防止と、施設内療養者への
サービス提供等、事業を継続することができ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1368
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ネクサスケア

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１月 3,643

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年１月７日～令和５年１月２５日
施行場所（事業所名）：ネクサスコート橋本
上記事業を実施した。

ご入居者様、従業員の陽性判明後、管轄する保
険所と連携を図りながらホーム内の感染拡大
防止策を講じる。
通常の動きとは異なる対応・業務（例：ゾーニン
グ、支援に当たる度にPPE着脱、居室への食事
配膳等）を行う。
成果として、重度化しやすい高齢者への感染拡
大リスクを減らしつつ、収束を迎えることができ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1369
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（医）社団　敬祥会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和４年１２月～令和５年１月 3,040

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和４年１２月７日～令和５年１月２７日
施行場所（事業所名）：ケアガーデンさがみ湖（従来型）、ケアガーデンさ
がみ湖（ユニット型）
上記事業を実施した。

感染が施設全館に拡がり大規模クラスターと
なったが、病床ひっ迫により施設内療養を余儀
なくされた。職員の確保が非常に厳しい状況と
なったが、派遣職員の緊急雇用を行うことで、
職員の補充を行った。また、衛生用品の必要物
品を購入・効果的に活用し、各フロアーごとに前
室を設け、ゾーニングを実施。ガウンテクニック
によるセーフエリアの確保等、施設内でのエリ
ア分けを行い、業務を継続させることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1370
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）恩賜財団　神奈川
県同胞援護会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年２月～令和５年３月 352

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年２月２１日～令和５年３月１３日
施行場所（事業所名）：相模原養護老人ホーム
上記事業を実施した。

感染拡大防止のために必要なディスポ食器、人
件費を支払うことで感染拡大を防ぎ、職員の精
神面の支えになった。
感染状況はホームページで公表し近隣の方へ
必要以上な不安を与えないようにした。今回の
感染対策で学んだことを地域の人達に伝え自
宅でもできる感染対策を伝えていきたい。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1371
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ライブズガーデン

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年９月 13

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年７月１５日～令和５年９月３０日
施行場所（事業所名）：ハートてらす相模原若柳
上記事業を実施した。

衛生状態が改善し、防疫体制も充実し、感染症
の発生が無くなった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1372
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ライフティブ

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和４年１０月～令和５年３月 170

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和４年１０月１日～令和５年３月３１日
施行場所（事業所名）：リハビリテーション颯相模原、リハビリテーション
颯新磯野、ナースリハビリステーション陽の光
上記事業を実施した。

介護事業サービス事業者における事業を継続
することを目的に、新型コロナウイルスの感染
等による緊急時のサービス提供に必要な介護
人材を確保した。これにより新型コロナウイルス
罹患者等に対する看護や介護、及びそれに準
ずる事務作業が無事行えた。
また職場環境の復旧・改善を支援するために必
要な経費の一部として新型コロナウイルス感染
症対策備品購入によりその対策が十分に行え、
安心安全なサービス提供が行えた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1373
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）エクシオジャパン

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年８月～令和５年９月 450

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年８月２８日～令和５年９月９日
施行場所（事業所名）：アクア上鶴間グループホーム
上記事業を実施した。

訪問医及び市保健所「新型コロナウイルス感染
症相談センター」の指示により周囲への感染対
策を施したうえで施設療養を行った。
これにより、感染拡大を抑制することができた。
また、施設スタッフの適正な対応により、残念な
ことに感染してしまったご利用者様にも安心し
て療養に努めていただくことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1374
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

医療法人社団仁和会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年９月～令和５年１０月 527

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年９月８日～令和５年１０月２０日
施行場所（事業所名）：介護老人保健施設とき
上記事業を実施した。

職員のコロナ感染を端緒として入居者及び職
員が感染。介護者の不足や物資が逼迫する中
入居者を施設内で療養した。出勤可能な職員
の超過勤務などで対応できたが、当事業によ
り、手当や物資の不足を心配せずに介護サービ
スの提供を継続できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1375
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

医療法人社団仁和会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年８月～令和５年９月 132

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年８月７日～令和５年９月２０日
施行場所（事業所名）：グループホームひびき
上記事業を実施した。

職員のコロナ感染を端緒として入居者及び職
員が感染。介護者の不足や物資が逼迫する中
入居者を施設内で療養した。出勤可能な職員
の超過勤務などで対応できたが、当事業によ
り、手当や物資の不足を心配せずに介護サービ
スの提供を継続できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1376
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

神奈川県住宅供給公社

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年９月 500

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年７月１日～令和５年９月２９日
施行場所（事業所名）：ヴィンテージ・ヴィラ相模原
上記事業を実施した。

感染対策を継続的に実施し、事業継続に必要
な人材の確保およびサービスを提供できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1377
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）グランシェル

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年９月 177

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年９月１１日～令和５年９月２２日
施行場所（事業所名）：デイサービスセンターグランシェル
上記事業を実施した。

職員も複数人同時に休みとなったため、宿泊利
用者様と感染者（施設内隔離）との対応で他事
業所の職員がフォローに来てくれた為みんなで
乗り越えられた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1378
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）山久会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年９月 543

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年７月１日～令和５年９月３０日
施行場所（事業所名）：特別養護老人ホーム東林間シニアクラブ
上記事業を実施した。

本事業により、感染拡大を最小限に留めること
ができ、通常サービスを停滞させることなく提
供することができた。地域に於いても感染拡大
が激しい時期であったが、その中で介護サービ
スを提供し続けることで地域の期待に応えるこ
とができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1379
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）学研ココファン

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年４月～令和５年５月 3,062

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年４月２７日～令和５年５月７日
施行場所（事業所名）：ココファン相模大野
上記事業を実施した。

病床不足により、入院ができない状況の中サ高
住内で生活継続を支援することができた。ス
タッフに防疫手当をだすことにより、人員不足
解消の後押しとなった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの
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1380
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

医療法人社団仁和会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年９月 5,682

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年７月１４日～令和５年９月２０日
施行場所（事業所名）：介護老人保健施設とき
上記事業を実施した。

職員のコロナ感染を端緒として入居者及び職
員が感染。介護者の不足や物資が逼迫する中
入居者を施設内で療養した。出勤可能な職員
の超過勤務などで対応できたが、当事業によ
り、手当や物資の不足を心配せずに介護サービ
スの提供を継続できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1381
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

医療法人社団仁和会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年８月 1,358

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年７月２日～令和５年８月２０日
施行場所（事業所名）：グループホームひばり
上記事業を実施した。

職員のコロナ感染を端緒として入居者及び職
員が感染。介護者の不足や物資が逼迫する中
入居者を施設内で療養した。出勤可能な職員
の超過勤務などで対応できたが、当事業によ
り、手当や物資の不足を心配せずに介護サービ
スの提供を継続できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1382
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

医療法人社団仁和会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年８月～令和５年１０月 1,481

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年８月２７日～令和５年１０月２０日
施行場所（事業所名）：グループホームすみれ
上記事業を実施した。

職員のコロナ感染を端緒として入居者及び職
員が感染。介護者の不足や物資が逼迫する中
入居者を施設内で療養した。出勤可能な職員
の超過勤務などで対応できたが、当事業によ
り、手当や物資の不足を心配せずに介護サービ
スの提供を継続できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1383
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）東京武尊会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年９月 954

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年７月２８日～令和５年９月２５日
施行場所（事業所名）：特別養護老人ホームボーナビール二本松
上記事業を実施した。

新型コロナ感染症のクラスター発生は職員の感
染から始まり、利用者、職員が感染した。作成
済みの感染症マニュアルに従い、ゾーニング・
PPE等を実施、入居者の入院は3名にとどまり
ました。認知症の入居者が多く、徘徊を止める
ことが難しい中ではありましたが、できる限り入
居者の日常生活に変化が及ぼさないようにする
ことで精神面での安定を重視しました。食事水
分摂取のキープ、ADL低下を防ぐことができ、
不安を感じさせない対応ができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1384
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）ワゲン福祉会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年８月 4,343

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年７月２８日～令和５年８月２１日
施行場所（事業所名）：相陽台ホーム
上記事業を実施した。

サービス提供体制確保事業費補助金の活用に
より、病院ひっ迫で施設内療養となった利用者
様等への人員の配置や環境整備等のサービス
の提供を維持することが出来た。又、地域住
民・ご家族・在宅系サービス利用者様への感染
も未然に防ぐことが出来た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1385
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）イマジニクス

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月 111

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年７月１日～令和５年７月３１日
施行場所（事業所名）：イマジニクス
上記事業を実施した。

事業の実施により事業の継続が行われ、介護
を必要とする利用者への切れ目ないサービス
を行うことが出来ました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1386
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）兼愛会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月～令和５年７月 82

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年６月２８日～令和５年７月６日
施行場所（事業所名）：特別養護老人ホームしょうじゅの里相模原
上記事業を実施した。

本事業遂行により、新型コロナ感染発生時にそ
の拡大を最小限にとどめ、介護事業に対しての
インパクトを低減できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1387
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

医療法人社団晃友会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和４年１２月～令和５年１月 3,600

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和４年１２月１日～令和５年１月８日
施行場所（事業所名）：介護老人保健施設グリーンヒルズ相模原
上記事業を実施した。

保健所に感染者の入院調整を依頼したが、病
床逼迫などにより入院が出来なかった。そのた
め感染対策を行った上での施設内療養を行っ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1388
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）寿栄会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年２月～令和５年３月 231

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年２月３日～令和５年３月２９日
施行場所（事業所名）：特別養護老人ホーム相模湖みどりの丘
上記事業を実施した。

感染者発生時にはゾーニングや感染予防対策
徹底のため、通常よりも大量の衛生用品が必
要となるが、昨今の需要増加や経済事情による
価格高騰化においては、必要物資調達による
経済的負担の増加が深刻である。
本補助事業の活用により、経済的負担が軽減
されたことで、必要十分な量の物資を用意する
ことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1389
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

ＳＯＭＰＯケア（株）

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年９月 250

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年９月９日～令和５年９月２３日
施行場所（事業所名）：SOMPOケア　ネクサスコート橋本
上記事業を実施した。

陽性者が発生し、入居者、職員が感染しまし
た。保健所・主治医とも連携を取り、各階フロ
アー担当、各居室での配膳に努め、各関係機関
とも状況を共有させていただきました。今回の
対応を通し、スタッフ一同感染対応についてよ
り一層周知することができました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1390
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）寿栄会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年８月～令和５年９月 311

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年８月２日～令和５年９月２９日
施行場所（事業所名）：特別養護老人ホーム相模湖みどりの丘
上記事業を実施した。

感染者発生時にはゾーニングや感染予防策徹
底のため、通常よりも大量の衛生用品が必要と
なるが、昨今の物価高騰下においては、必要物
資調達による経済的負担の増加が深刻であ
る。
本補助事業の活用により、経済的負担が軽減
されたことで、必要十分な量の物資を用意する
ことが出来た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1391
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）こはくナースケア

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年９月 34

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年９月１５日～令和５年９月２４日
施行場所（事業所名）：はくら訪問看護ステーション
上記事業を実施した。

罹患者の対応職員への感染予防、感染拡大防
止の実施。
一人でも多くの利用者様が安心して訪問看護
を利用できる体制が取れました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1392
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）共立ケアセンター

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年８月 478

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年７月１４日～令和５年８月３１日
施行場所（事業所名）：デイサービスけやきの里
上記事業を実施した。

利用者、職員にコロナ陽性者が発生し職員の
確保が非常に厳しい状況となったが、派遣職員
の緊急手配を行うことで、職員の補充を行っ
た。効果的に補充が行えたため、休業すること
なく事業を継続させることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1393
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）セルヴィス

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年５月 70

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年５月４日～令和５年５月７日
施行場所（事業所名）：ハピネスらいむの里
上記事業を実施した。

施設内療養につとめ、施設内の徹底的な感染
防止をはかった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの
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1394
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）セルヴィス

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年５月 400

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年５月８日～令和５年５月１９日
施行場所（事業所名）：ハピネスらいむの里
上記事業を実施した。

施設内療養につとめ、施設内の徹底的な感染
防止をはかった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1395
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ツクイ

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年４月～令和５年５月 14

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年４月２３日～令和５年５月４日
施行場所（事業所名）：ツクイ相武台
上記事業を実施した。

感染者の発生による事業所内で感染拡大の防
止を行うことで今後の発生を抑制することがで
きた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1396
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（医）社団　相和会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年８月～令和５年９月 629

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年８月１２日～令和５年９月３０日
施行場所（事業所名）：介護老人保健施設青葉の郷
上記事業を実施した。

利用者に感染が見られてから、勤務時間超過
やシフト変更で職員配置人員を増やし、消毒衛
生物品等を追加購入し衛生面を徹底した他、
ゾーニングを実施し、専属の担当職員を配置し
た結果、同フロア感染者のみで他フロアの利用
者や職員への感染が拡がらなかった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1397
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（医）社団　相和会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年９月～令和５年１０月 241

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年９月９日～令和５年１０月３１日
施行場所（事業所名）：医療法人社団相和会介護老人保健施設青葉の
郷
上記事業を実施した。

利用者に感染が見られてから、勤務時間超過
やシフト変更で職員配置人員を増やし、ゾーニ
ングを実施し、専属の担当職員を配置した結
果、他利用者への感染を最小限で留めることが
できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1398
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）東の会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年９月 1,282

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年９月１５日～令和５年９月３０日
施行場所（事業所名）：特別養護老人ホームみたけ
上記事業を実施した。

補助金を活用し、必要物品が充足し、ゾーニン
グ、隔離対応、感染予防策等を行い、陽性者は
施設内療養で完治し、感染拡大することなく収
束することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1399
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ツクイ

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年８月～令和５年９月 31

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年８月６日～令和５年９月２４日
施行場所（事業所名）：ツクイ相模原矢部
上記事業を実施した。

感染者発生による蔓延を最小限にとどめること
ができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1400
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

ＳＯＭＰＯケア（株）

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年８月 1,430

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年７月２７日～令和５年８月８日
施行場所（事業所名）：SOMPOケア　ラヴィーレ淵野辺
上記事業を実施した。

入居者、職員が感染しました。主治医とも連携
を取り、各階フロアー担当、各居室での配膳、
スタッフの配置も陽性・非陽性ラインに分けて対
応し、各関係機関とも状況を共有させていただ
きました。今回の対応を通し、スタッフ一同感染
対応についてより一層周知することが出来まし
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1401
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

医療法人財団　明理会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年９月～令和５年１０月 6,338

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年９月４日～令和５年１０月３１日
施行場所（事業所名）：医療法人財団　明理会　介護老人保健施設相模
原ロイヤルケアセンター
上記事業を実施した。

新型コロナウイルス感染症発生による緊急を要
する時のサービス提供に必要な介護・看護職員
等の業務体制確保や、感染症に関する多岐に
渡る業務に従事する職員が、安心安全に業務
を行うことができるよう、備品をはじめとして、
各種検査体制などの職場環境の体制確保がで
きた。上記により、ご利用される利用者さまに
も、可能な限りのサービスの継続提供が可能に
なり、結果として職場環境の復旧・改善も行え、
終息をすることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1402
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ツクイ

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年９月 1,347

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年７月１３日～令和５年９月２９日
施行場所（事業所名）：ツクイサンシャイン相模原
上記事業を実施した。

感染症の発生による事業所内で感染拡大の防
止を行うことで今後の発生を抑制することがで
きた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1403
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）セルヴィス

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年８月～令和５年９月 1,584

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年８月１日～令和５年９月２５日
施行場所（事業所名）：ハピネスみんとの里、ハピネスぷらむの里、ク
レール上溝ヘルパーセンター、クレール清新ヘルパーセンター
上記事業を実施した。

衛生用品の充足、施設内療養につとめ、施設内
の徹底的な感染防止をはかった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1404
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（医）社団　昌栄会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年９月 2,581

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年９月２０日～令和５年９月３０日
施行場所（事業所名）：介護老人保健施設のどか
上記事業を実施した。

感染対策に係る補助がでたことにより、早期の
収束となった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1405
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ベネッセスタイルケ
ア

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月～令和５年７月 140

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年６月２０日～令和５年７月２９日
施行場所（事業所名）：メディカルホームまどか町田、ボンセジュール小
田急相模原
上記事業を実施した。

医療機関等のひっ迫により入院できなかった入
居者につて、施設内で療養を行った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1406
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）エム・アイ・シー

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月 231

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年６月１０日～令和６年６月１７日
施行場所（事業所名）：デイサービスセンターWEEK
上記事業を実施した。

コロナ対策で多くなった経費を補助して頂き円
滑な運営に取り組めた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1407
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）エム・アイ・シー

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年８月～令和５年９月 231

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年８月２９日～令和５年９月２日
施行場所（事業所名）：デイサービスセンターWEEK
上記事業を実施した。

コロナ対策で多くなった経費を補助して頂き円
滑な運営に取り組めた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの
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※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
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※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1408
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ベネッセスタイルケ
ア

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年９月 8,850

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年７月１６日～令和５年９月３０日
施行場所（事業所名）：メディカルホームまどか町田、リハビリホームボン
セジュール相模大野、ボンセジュール小田急相模原
上記事業を実施した。

医療機関等のひっ迫により入院できなかった入
居者について、施設内で療養を行うことができ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1409
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ケア２１

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年８月 4,100

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年７月１１日～令和５年８月２日
施行場所（事業所名）：介護付有料老人ホームプレザンメゾン相模原南
台
上記事業を実施した。

施設内療養費により、事業継続が滞りなく行え
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1410
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）プラスキュアー

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年８月～令和５年９月 61

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年８月２日～令和５年９月２４日
施行場所（事業所名）：ハローナースステーション
上記事業を実施した。

クラスター発生を未然に防ぐことができ、利用
者の及び職員の感染リスクを下げることができ
た。また、濃厚接触、陽性の職員が生じた際の
人出不足により事業継続が困難となるところ、
避けることができ、円滑なサービス提供を継続
できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1411
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）エクシオジャパン

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和４年５月～令和４年９月 5,360

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和４年５月１３日～令和５年９月３０日
施行場所（事業所名）：アクア東林グループホーム、アクア大島グループ
ホーム、アクア上鶴間グループホーム、ムート横山公園、ムート大島南、
ムート矢部
上記事業を実施した。

感染拡大を防ぐために、施設内療養につとめ、
支障なく施設運営をすることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1412
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（医）社団　敬祥会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年９月 1,669

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年７月１７日～令和５年９月１日
施行場所（事業所名）：ケアガーデンさがみ湖（従来型）、ケアガーデンさ
がみ湖（ユニット型）
上記事業を実施した。

人数はそこまで多くなかったものの、感染が2フ
ロアに拡がり、職員の確保が非常に厳しい状況
になったが、派遣職員の緊急手配を行うこと
で、職員の補充を行った。また、衛生用品等の
必要物品を購入・効果的に活用し、各フロア・ユ
ニットごとに前室を設け、ゾーニングを実施。ガ
ウンテクニックによるセーフエリアの確保等、施
設内でのエリア分けを行い、業務を継続させる
ことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1413
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ＳＯＹＯＫＡＺＥ

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年８月 960

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年８月７日～令和５年８月２６日
施行場所（事業所名）：あいはらグループホームそよ風、相模原ケアコ
ミュニティそよ風グループホーム
上記事業を実施した。

介護サービス事業者における事業の継続を目
的として、必要な補助を受けたことにより、利用
者及び従業員が安心して事業所で過ごすこと
が出来た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1414
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

ＳＯＭＰＯケア（株）

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１２月 120

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年１２月４日～令和５年１２月１３日
施行場所（事業所名）：SOMPOケア　ラヴィーレ古淵
上記事業を実施した。

施設内療養の対応を通し、職員一同、感染対
応についてより一層周知することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1415
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）博愛福祉会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和４年４月～令和５年３月 1,441

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和４年４月１日～令和５年３月３１日
施行場所（事業所名）：ゆとり庵麻溝グループホーム、ゆとり庵麻溝看護
小規模多機能型居宅介護、ゆとり庵麻溝訪問看護ステーション
上記事業を実施した。

新型コロナによる感染拡大防止の為の衛生用
品の確保、感染者・濃厚接触者が出た場合の
職員の補充や緊急雇用により、サービスの維持
が可能になった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1416
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）エム・アイ・シー

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月 231

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年１０月２１日～令和５年１０月２８日
施行場所（事業所名）：デイサービスセンターWEEK
上記事業を実施した。

コロナ対策に必要な衛生用品の充足に必要な
経費の補助を受けて、円滑な運営に取り組め
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1417
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）　永寿会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年９月～令和５年１１月 483

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年９月３０日～令和５年１１月３０日
施行場所（事業所名）：いこいの郷　花梨・原当麻
上記事業を実施した。

事業を実施したことにより、ご入居者様は重度
化することなく施設内で療養することができた。
介護職員に於いても厳しい環境下でも適切な
ケアを実施することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1418
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）ワゲン福祉会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１２月 369

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年１２月１日～令和５年１２月１５日
施行場所（事業所名）：相陽台ホーム
上記事業を実施した。

施設内療養となった利用者様等への人員の配
置や環境整備等のサービスの提供を維持する
ことが出来た。また、地域住民・ご家族・在宅系
サービス利用者様への感染も未然に防ぐことが
できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1419
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）山久会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１２月 192

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年１２月５日～令和５年１２月３１日
施行場所（事業所名）：特別養護老人ホーム東林間シニアクラブ
上記事業を実施した。

感染拡大を最小限にとどめることができ、通常
サービスを停滞させることなく提供することがで
きた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1420
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

医療法人財団　明理会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和５年１１月 2,691

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年１０月１６日～令和５年１１月１５日
施行場所（事業所名）：医療法人財団　明理会　介護老人保健施設相模
原ロイヤルケアセンター
上記事業を実施した。

新型コロナウイルス感染症発生による緊急を要
する時のサービス提供に必要な介護・看護職員
等の業務体制確保や、感染症に関する多岐に
渡る業務に従事する職員が、安心安全に業務
を行うことができるよう、備品をはじめとして、
各種検査体制などの職場環境の体制確保がで
きた。上記により、ご利用される利用者様にも、
可能な限りのサービスの継続提供が可能にな
り、結果として職場環境の復旧・改善も行え、終
息をすることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1421
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ツクイ

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１２月 9

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年１２月７日～令和５年１２月１２日
施行場所（事業所名）：ツクイサンシャイン相模原
上記事業を実施した。

感染症が発生したため。事業所内で感染拡大
の防止に徹し、更なる発生を抑制できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの
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1422
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ＳＯＹＯＫＡＺＥ

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１２月 25

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年１２月１６日～令和５年１２月２０日
施行場所（事業所名）：上溝ジョイフルホームそよ風
上記事業を実施した。

介護サービス事業者における事業の継続を目
的として、必要な補助を受けたことにより、利用
者及び従業員が安心して事業所で過ごすこと
が出来た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1423
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）エム・アイ・シー

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１２月 231

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年１２月４日～令和５年１２月１１日
施行場所（事業所名）：デイサービスセンターWEEK
上記事業を実施した。

コロナ対策に必要な衛生用品の充足に必要な
経費の補助を受けて、円滑な運営に取り組め
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1424
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）エスケアメイト

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年５月～令和５年１０月 537

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年５月２６日～令和５年１０月３０日
施行場所（事業所名）：エスケアステーション相模原中央デイサービス
上記事業を実施した。

併設するショートステイにてご利用者様、職員
の新型コロナウイルス感染者を確認。一時的に
人材不足により外部からの職員支援も受け入
れながら、陽性者の確認は収まり、通常運用で
きるようになった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1425
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）エスケアメイト

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年５月～令和５年１０月 290

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年５月２６日～令和５年１０月３０日
施行場所（事業所名）：エスケアステーション相模原中央ショートステイ
上記事業を実施した。

併設するショートステイと共にご利用者様、職員
の新型コロナウイルス感染者を確認。一時的に
人材不足により外部からの職員支援も受け入
れながら、陽性者の確認は収まり、通常運用で
きるようになった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1426
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（医）社団　相和会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１２月～令和６年１月 91

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年１２月１日～令和６年１月３１日
施行場所（事業所名）：医療法人社団相和会介護老人保健施設青葉の
郷
上記事業を実施した。

利用者が感染してから、勤務時間超過にて対
応する職員を増やし、ゾーニングを整備した上
で、専属の対応職員を配置した結果、他の利用
者への感染を最小限でとどめることが出来た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1427
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）エスケアメイト

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年９月～令和５年１１月 3,240

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年９月１２日～令和５年１１月１６日
施行場所（事業所名）：エスケアリビング相模原中央
上記事業を実施した。

ご利用者、職員の陽性を確認した。ほとんどの
ご利用者が施設内療養となった。療養期間中は
外部からの職員支援も受けながら通常運用が
できるようになった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1428
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）湘北福祉郷

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１２月 67

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年１２月１４日～令和５年１２月１８日
施行場所（事業所名）：新戸デイサービスセンター
上記事業を実施した。

社会福祉法人として地域の中で果たす役割と
して、職員が新型コロナ感染症に感染して休職
となる中、休業せずに事業継続できたことは、
地域の高齢者の生活を支える事業所として微
力ながらの役割を果たせた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1429
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ベネッセスタイルケ
ア

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１１月～令和５年１２月 90

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年１１月２０日～令和５年１２月２日
施行場所（事業所名）：メディカルホームまどか町田
上記事業を実施した。

医療機関等のひっ迫により、入院できなかった
入居者について、施設内療養を行い、新型コロ
ナウイルスの感染等による緊急時のサービス提
供に必要な介護人材を確保することができ、安
定的な有料老人ホーム運営をすることができ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1430
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）兼愛会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月 418

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年１月５日～令和６年１月１８日
施行場所（事業所名）：特別養護老人ホームしょうじゅの里相模原
上記事業を実施した。

新型コロナ感染症発生時にその拡大を最小限
にとどめ、介護事業に対してのインパクトを低減
できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1431
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）アライブメディケア

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月 674

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年１月１７日～令和６年１月２９日
施行場所（事業所名）：アライブかながわ
上記事業を実施した。

職員の欠員補充にあたり、派遣社員の手当及
び職員の超過勤務手当を補完することができ、
通所より衛生用品の消費が急増したため、補充
のための費用を補完することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1432
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）学研ココファン

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月 10

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年１月３０日～令和６年１月３１日
施行場所（事業所名）：ココファン相模大野
上記事業を実施した。

施設内療養にてかかりましとなった費用につい
て、事業所に還元できて、介護職員のモチベー
ション維持につながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1433
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）三五

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１２月 269

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年１２月２０日～令和５年１２月３１日
施行場所（事業所名）：住宅型有料老人ホーム　フォループ相模原1号
館・2号館
上記事業を実施した。

感染者との接触を最小限に抑えるために訪問
者や利用者との面会や接触を制限し、感染防
護具（N95マスク、手袋、ガウン、消毒液など）
にて感染リスク低減を図りました。施設内の定
期的な換気と環境消毒を徹底し、スタッフの健
康状態を管理し、発熱や体調不良のある者の
出勤制限を行いました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1434
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ベネッセスタイルケ
ア

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月～令和６年２月 70

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年１月１５日～令和６年２月３日
施行場所（事業所名）：リハビリホームボンセジュール相模大野
上記事業を実施した。

医療機関等のひっ迫により、入院できなかった
入居者について、施設内療養を行い、新型コロ
ナウイルスの感染等による緊急時のサービス提
供に必要な介護人材を確保することができ、安
定的な有料老人ホーム運営をすることができ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1435
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ツクイ

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月 237

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年１月１３日～令和６年１月２３日
施行場所（事業所名）：ツクイ・サンシャイン相模原
上記事業を実施した。

感染者の発生による事業所内で感染拡大の防
止を行うことで今後の発生を抑制することがで
きました。
不足の衛生用品の購入をし感染が拡大しない
よう衛生管理を徹底的に行いました。当施設は
個室で管理が可能なため、入院により認知面や
ADLの低下が著しく懸念される中、施設でなる
べく過ごして頂けるように、訪室し声掛けの時
間を増やしたり、お客様が不安にならないよう
に寄り添っておりました。体調管理は協力医療
機関と密に情報交換をして健康管理に努めて
まいりました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの
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1436
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ＳＯＹＯＫＡＺＥ

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月～令和６年２月 1,160

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年１月１８日～令和６年２月６日
施行場所（事業所名）：上溝ジョイフルホームそよ風
上記事業を実施した。

介護サービス事業者における事業の継続を目
的として、必要な補助を受けたことにより、利用
者及び従業員が安心して事業所で過ごすこと
が出来た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1437
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）寿栄会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１２月～令和６年２月 174

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和５年１２月１５日～令和６年２月２８日
施行場所（事業所名）：特別養護老人ホーム相模湖みどりの丘
上記事業を実施した。

感染者発生時にはゾーニングや感染予防徹底
のため、通常よりも大量の衛生用品が必要とな
るが、昨今の物価高騰下においては、必要物資
調達による経済的負担の増加が深刻である。
本補助事業の活用により、経済的負担が軽減
されることで、必要十分な量の物資を調達する
ことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1438
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）グランシェル

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年２月 50

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年２月２０日～令和６年２月２９日
施行場所（事業所名）：ケアリングサポートセンターグランシェル、ヘル
パーステーショングランシェル
上記事業を実施した。

感染した職員が休みの間、利用者様宅へ訪問
や書類作成について他職員でフォローできた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1439
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

一般社団法人東林間輝

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年２月 275

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年２月６日～令和６年２月２８日
施行場所（事業所名）：グループホーム東林間輝
上記事業を実施した。

コロナ対応に要した費用を補うことができた。
健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1440
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）イマジニクス

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年２月 190

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年２月２日～令和６年２月２９日
施行場所（事業所名）：イマジニクス
上記事業を実施した。

介護を必要とする利用者への切れ目ないサー
ビスが実施できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1441
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）リビングプラット
フォームケア

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年２月 35

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年２月６日～令和６年２月２０日
施行場所（事業所名）：グループホームライブラリ古淵
上記事業を実施した。

新型コロナウイルス感染者等発生時に、衛生用
品や抗原検査キットを購入し、感染拡大の防止
対策を行うことができたことにより、感染拡大の
防止対策を行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1442
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

医療法人社団清伸会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月～令和６年２月 2,270

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年１月２７日～令和６年２月２０日
施行場所（事業所名）：老人保健施設　なごみの里
上記事業を実施した。

補助金の受給により、職員の頑張りに報いるこ
とができ、感染対策に前向きに取り組めた。ま
た、経営の安定がはかれた。それにより、通所
及び訪問事業が継続された。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1443
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）ワゲン福祉会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年２月 232

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年２月４日～令和６年２月２５日
施行場所（事業所名）：相陽台ホーム
上記事業を実施した。

サービス提供体制確保事業費補助金の活用に
より、施設内療養となった利用者様への人員の
配置や環境整備等のサービスの提供を維持す
ることが出来た。又、地域住民・ご家族・在宅系
サービス利用者様への感染も未然に防ぐことが
出来た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1444
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（医）社団　相和会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年２月 69

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年２月１６日～令和６年２月２３日
施行場所（事業所名）：医療法人社団相和会介護老人保健施設青葉の
郷
上記事業を実施した。

利用者が感染してから、勤務時間超過にて対
応する職員を増やし、ゾーニングを整備した上
で、専属の対応職員を配置した結果、他の利用
者への感染を防いだ。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1445
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）城山楽寿会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年２月 1,300

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年２月１３日～令和６年２月２９日
施行場所（事業所名）：ライフホーム城山
上記事業を実施した。

補助により、コロナクラスターの収束につながっ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1446
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）日本アメニティライ
フ協会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月～令和６年２月 625

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年１月１９日～令和６年２月７日
施行場所（事業所名）：花物語さがみ西
上記事業を実施した。

新型コロナウイルスに感染したご利用者様達
に、施設内での療養につとめて頂き、全員回復
された。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1447
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）日本アメニティライ
フ協会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月～令和６年２月 1,105

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年１月２２日～令和６年２月６日
施行場所（事業所名）：福寿さがみ南
上記事業を実施した。

新型コロナウイルスに感染したご利用者様達
に、施設内での療養につとめて頂き、全員回復
された。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1448
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）パタカラ

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年２月 44

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年２月１６日～令和６年２月２７日
施行場所（事業所名）：訪問介護パタカラ
上記事業を実施した。

補助により、迅速な対応にて、周囲への感染防
止をすることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1449
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）すみれ厚生会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年２月 350

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年２月１３日～令和６年２月２９日
施行場所（事業所名）：特別養護老人ホーム相模原すみれ園（従来型）、
特別養護老人ホーム相模原すみれ園（ユニット型）、相模原すみれ園短
期入所生活介護
上記事業を実施した。

新型コロナウイルス感染者について、施設内で
の療養を実施した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの
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1450
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（株）ＳＯＹＯＫＡＺＥ

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年２月 100

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年２月３日～令和６年２月１６日
施行場所（事業所名）：上溝ジョイフルホームそよ風
上記事業を実施した。

介護サービス事業者における事業の継続を目
的として、介護サービスを継続して提供するた
めの支援を受けることにより、利用者及び従業
員が安心して事業所で過ごすことが出来た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1451
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）博愛福祉会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年２月 1,286

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年２月１日～令和６年２月２９日
施行場所（事業所名）：ゆとり庵麻溝グループホーム、ゆとり庵麻溝看護
小規模多機能型居宅介護
上記事業を実施した。

新型コロナウイルス感染拡大により職員が不足
したが、緊急雇用を行う、サービスの提供維持
ができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1452
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）幸会

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年２月 1,723

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年２月１３日～令和６年２月２９日
施行場所（事業所名）：特別養護老人ホーム幸園、グループホーム幸園
上記事業を実施した。

施設内で新型コロナウイルスのクラスターが発
生したため、感染拡大防止策用のの物品購入
費が増大して、経営状況やサービス提供にマイ
ナスの影響を及ぼした。この度の補助金事業に
より、令和5年度分に負担した経費負担分の補
填に充当できて、安定したサービス提供に繋
がった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1453
介護サービス事業所等
のサービス提供体制確
保事業費補助金

（福）相模福祉村

○補助事業等の概要
緊急時人材確保・職場環境復旧等支援事業
○補助金等の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月～令和６年２月 3,340

事業区分：
緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
日付：令和６年１月２３日～令和６年２月２０日
施行場所（事業所名）：特別養護老人ホーム縁JOY
上記事業を実施した。

重症化を防ぎ、他ユニットに感染拡大すること
なく終息することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：介護サービス事業者における事業の継続にすることを目的とし
て、新型コロナウイルスの感染等による緊急時のサービス提供に必要な経
費の一部に対し、市が補助金を交付するもの
対象事業：緊急時介護人材確保・職場環境復旧等支援事業
補助率「相模原市新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス
事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金交付要綱」の別表第１から
第３のとおり

有

相模原市新型コ
ロナウイルス感
染症流行下にお
ける介護サービ
ス事業所等の
サービス提供体
制確保事業費
補助金交付要
綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、介護サービス事
業者における事業の継続に資する
ことを目的とするため、充分な成果
が確認できると判断したもの

1454

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

社会福祉法人　風の谷

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年４月～令和５年９月 374

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年４月１日～令和５年９月３０日
施行場所（事業所名）：やまびこ工房、第二やまびこ工房

上記事業を実施した。

やまびこ工房・第二やまびこ工房では、衛生用
品の使用により、感染者が数人発生したが、感
染拡大については防止できたと思われる。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1455

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

ムック株式会社

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年８月～令和５年１０月 52

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
施行場所（事業所名）：わいわいプラス相模原教室、わいわいプラス相
模原千代田教室

上記事業を実施した。

必要な人材を確保することで人手不足にならず
に運営することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1456

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

社会福祉法人　慈恵療
育会

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年４月～令和５年９月 1,173

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年７月１日～令和５年９月３０日
施行場所（事業所名）：相模原療育園

上記事業を実施した。

施設内で発生した新型コロナウイルス感染症に
よる、かかり増し経費の負担軽減が図れた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1457

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

インベスターズパー
ティー合同会社

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年８月～令和５年９月 332

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年８月～令和５年９月
施行場所（事業所名）：はっぴ～ないえ

上記事業を実施した。

コロナを発症したスタッフには休んで頂き、感
染した入居者さんには居室で過ごして頂き、消
毒を徹底し、他の利用者様にまん延することな
く、最小限の待機期間で終了することができ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1458

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

社会福祉法人一乗会

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年４月～令和５年９月 108

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年４月１日～令和５年９月３０日
施行場所（事業所名）：リベルテ、ロンド・リアン、パンサ

上記事業を実施した。

利用者及び職員に新型コロナウイルス感染者
が発生した。衛生・防護用品を購入し、感染拡
大防止するための取り組みを行った。また、感
染した利用者の対応や感染による職員不足の
ため、時間外勤務を行った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1459

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

特定非営利活動法人Ｓｈ
ｉｎｉｎｇ　ＰＯＰＯ

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月～令和５年９月 288

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年６月１日～令和５年９月３０日
施行場所（事業所名）：ららふる、セルフサポートねこの手

上記事業を実施した。

補助金により、ららふる職員、セルフサポートね
この手入居者と職員がコロナ陽性者になった
時、交替職員の割増賃金の補助金により職員
配置が可能になり継続支援ができた。
また、ねこの手入居者がコロナ陽性となった時、
ヘルパー派遣不可となったが、職員割増賃金の
補助金により施設内療養が可能となった。
施設内療養に必要な、消毒液・フェイスガード・
手袋の需要品を購入することが出来た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1460

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

ティーアール合同会社

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年５月 442

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年８月
施行場所（事業所名）：ティーアール障害福祉事業所、オハナスマイル

上記事業を実施した。

コロナ感染時自宅に戻ることが出来ない障害者
の人は施設内で長期間ゾーン隔離を実施しつ
つ、睡眠・入浴・排泄・身の回りの世話等を従業
員が最前線でフルタイム対応。対象者が強度行
動障害のため、一人の支援員では対応できな
いところを複数のスタッフでカバー。それによ
り、その方の命の安全及び、人間らしい生活を
送るための支援が出来ました。ご本人に対して
も保護者の方に対してもまた障害者をサポート
する地域社会に対しても我々の職務として必要
な責任と貢献を果たすことが出来ました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1461

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

社会福祉法人一乗会

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和５年１１月 146

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年１０月１日～令和５年１１月３０日
施行場所（事業所名）：リベルテ

上記事業を実施した。

新型コロナウイルス感染者が発生したが、衛
生・防護用品を購入し、感染拡大を防止するた
めの取り組みを行った。また、感染した利用者
の対応の為、時間外勤務を行った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1462

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

社会福祉法人ラファエル
会

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年９月 1,013

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
施行場所（事業所名）：藤野薫風

上記事業を実施した。

コロナクラスターが発生した場合の職員の感染
対策をしながらの支援は問題なく行えていまし
た。今回は特に高熱・喉の痛みの症状が多く見
られましたが重症化することなく収束することが
できました。
２人部屋なので同室者が新たに罹患することが
多く、施設の構造上、完全に防止することは難
しいと改めて感じました。施設で感染した職員
も１名いましたが職員が欠けることなく支援でき
たので、心にゆとりがあったと思います。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1463

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

特定非営利活動法人太
陽の村

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年４月～令和５年９月 1

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年８月６日～令和５年８月７日
施行場所（事業所名）：太陽の村　放課後クラブ　横山事業所

上記事業を実施した。

ペーパータオルの購入をしたことにより、職員が
安心して働ける環境整備ができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1464

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

社会福祉法人かむ

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年４月～令和５年９月 171

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年４月１日～令和５年１０月３１日
施行場所（事業所名）：くえびこ、カムイン星が丘、カムイン横山台、オ
リーブハイツ、ぽこ・あ・ぽこ、地域活動支援センター、自立訓練poco a
poco

上記事業を実施した。

補助金の受給により、感染拡大防止のためのさ
まざまな衛生用品を購入することができ、利用
者と職員の生活と健康を守るための事業運営
を継続することができた。補助金のおかげで多
くの利用者への支援や適正な事業運営に寄与
することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1465

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

株式会社ミストラルサー
ビス

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１２月 16

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年１２月１日～令和５年１２月３１日
施行場所（事業所名）：きずなステーション

上記事業を実施した。

衛生用品を確保することによりコロナウイルス
感染症の発生以降についてもサービス提供環
境を整えることができ、代用のサービスを受け
られないご利用者のために事業を継続すること
ができました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1466

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

社会福祉法人かむ

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和４年４月～令和５年３月 105

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
施行場所（事業所名）：くえびこ、カムイン星が丘、オリーブハイツ、ぽこ
あ　ぽこ

上記事業を実施した。

補助金の受給により、感染拡大防止のためのさ
まざまな衛生用品を購入することができ、利用
者と職員の生活と健康を守るための事業運営
を継続することができた。補助金のおかげで多
くの利用者への支援や適正な事業運営に寄与
することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1467

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

株式会社メイコー企画

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年４月～令和６年３月 270

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年４月１日～令和５年１０月１６日
施行場所（事業所名）：ふれあいの家

上記事業を実施した。

入居者が新型コロナウイルス感染症の影響を
受ける中、障害福祉サービス（共同生活援助）
を継続して提供するために補助金を有効活用
しました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1468

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

特定非営利活動法人Ｓｈ
ｉｎｉｎｇ　ＰＯＰＯ

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１２月 59

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年１２月１日～令和５年１２月２６日
施行場所（事業所名）：ららふる

上記事業を実施した。

ららふる職員がコロナ陽性者になったとき、交
替職員の割増賃金の補助金により、職員配置
が可能となり継続支援ができた。
感染予防対策に必要な消毒液・消毒清掃品・
フェイスシールド・手袋等の需要品を購入する
ことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1469

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

社会福祉法人相模福祉
村

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年４月～令和６年３月 1,533

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年４月１日～令和５年９月３０日
施行場所（事業所名）：青空、日中サービスわたげ、照手、相模クラーク
学園、ケアホームⅠ、ケアホームⅡ、ケアホームⅢ、ケアホームⅣ

上記事業を実施した。

新型コロナ感染者等発生時の衛生用品、非常
食等を迅速に補うことが出来ました。
職員の人員確保等することで感染拡大を防ぎ、
利用者処遇も保たれました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1470

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

合同会社アドレス

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年９月～令和５年１０月 257

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年８月３１日～令和５年１０月６日
施行場所（事業所名）：放課後等デイサービスアドレス

上記事業を実施した。

衛生管理や衛生用品の補充をし、児童へのより
手厚い体調・衛生管理が可能となった。
設備投資を行い、より保護者様の安心度が高
まった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1471

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

社会福祉法人慈恵療育
会

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和４年４月～令和５年３月 2,843

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和４年度
施行場所（事業所名）：相模原療育園、児童発達支援センターバンビ
上記事業を実施した。

相模原市障害福祉サービス等事業者に対する
サービス継続支援事業の補助を得られること
で、施設運営に係る負担軽減により、利用者支
援の拡充が図られている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1472

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

アンダンテワークス株式
会社

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年５月～令和５年９月 355

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年５月１８日～令和５年９月２５日
施行場所（事業所名）：銀河相模原、銀河橋本

上記事業を実施した。

サービス継続支援事業費の補助を得ることで、
障害を持つ利用者様へのサービス提供の環境
整備、安全性の向上を図ることができた。また、
法人運営の負担軽減を図ることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1473

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

アンダンテミライ株式会
社

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年８月～令和５年９月 1,074

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年４月２０日～令和５年９月２７日
施行場所（事業所名）：toiro津久井、toiro相模原、toiro橋本、toiro
相模大野、ラシク淵野辺、Aqua東林間

上記事業を実施した。

サービス継続支援事業費の補助を得ることで、
障害を持つ利用者様へのサービス提供の環境
整備、安全性の向上を図ることができた。また、
法人運営の負担軽減を図ることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1474

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

株式会社ことほぎ

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年８月～令和５年１０月 271

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和５年８月１日～令和５年１０月３１日
施行場所（事業所名）：ワンダフルデイ

上記事業を実施した。

コロナウイルス等で汚染されたエアコンのクリー
ニングとフィルターの交換によって、付着したウ
イルス等の再排出を防止できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1475

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

社会福祉法人　風の谷

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月～令和６年２月 123

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和６年１月４日～令和６年１月２２日
施行場所（事業所名）：やまびこ工房、第二やまびこ工房

上記事業を実施した。

今般、新型コロナウイルス感染症対策のために
支出した費用について、相模原市より交付頂い
たことにより、今後の同対策費用支出に補填で
き、法人財務への一助となった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1476

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

社会福祉法人ラファエル
会

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１月～令和５年２月 274

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
施行場所（事業所名）：藤野薫風

上記事業を実施した。

昨年に引き続き、ご利用者の感染が発生してし
まいました。施設の構造上完全にご利用者を隔
離することができず、相部屋のご利用者が遅れ
て感染する状況です。しかしながら、職員も感
染対応しながらの支援に慣れ、職員本人が感
染することが少なくなりました。そのことで、職
員が欠けることなく、ご利用者支援にあたれま
した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。
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※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1477

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

特定非営利活動法人
ワーカーズ・コレクティブ
はっぴー

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和４年４月～令和５年３月 4

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和４年４月１日～令和５年３月３１日
施行場所（事業所名）：ワーカーズはっぴー

上記事業を実施した。

相模原市緑区域における障害福祉サービス需
要に可能な限り応えることが使命だと思ってい
ます。非営利組織として、年々需要が増す障害
福祉分野で実績を増やすことはヘルパー不足
で難しくなってきていますが、何とか実績を減ら
さないように努力しています。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1478

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

社会福祉法人相模福祉
村

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年４月～令和６年３月 3,254

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和６年１月１５日～令和６年２月２５日
施行場所（事業所名）：たんぽぽの家、青空、日中サービスわたげ、虹の
家、ケアセンターやすらぎ、照手

上記事業を実施した。

新型コロナ感染者発生時の衛生用品、非常食
等を迅速に補うことが出来ました。職員の人員
確保等することで感染拡大を防ぎ、利用者処遇
も保たれました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1479

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

合同会社アドレス

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月 429

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和６年１月４日～令和６年１月１０日
施行場所（事業所名）：放課後等デイサービスアドレス

上記事業を実施した。

・衛生管理や衛生用品の補充をし、児童へのよ
り手厚い体調・衛生管理が可能となった。
・設備投資を行い、より保護者様の安心度が高
まった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1480

相模原市障害福祉サー
ビス等事業者に対する
サービス継続支援事業
費補助金

ムック株式会社

○補助事業等の概要
障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月～令和６年２月 57

１．障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業
２．障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
日付：令和６年１月２９日～令和６年２月７日
施行場所（事業所名）：わいわいプラス　相模原千代田教室

上記事業を実施した。

必要な人材を確保することにより、人員不足を
補い通常どおりの運営ができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：新型コロナウイルス感染症の発生が拡大する中、障害福祉サー
ビス等事業者における事業の継続に資することを目的とし、新型コロナウイ
ルス感染症の影響を受けている障害福祉サービス等事業者が障害福祉
サービスを継続して提供するために必要なかかり増し経費の一部に対し、
市が補助金を交付するもの
対象事業：障害福祉サービス事業所・施設等のサービス継続支援事業及び
障害福祉サービス事業所・施設等との協力支援事業
補助率：「相模原市障害福祉サービス等事業者に対するサービス継続支援
事業費補助金交付要綱」の別表のとおり

有

相模原市障害
福祉サービス等
事業者に対する
サービス継続支
援事業費補助
金交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、利用者又は職員に感染
者が発生する中、障害福祉事業者
等における事業の継続に資すること
を目的とするため、充分な成果が
確認できると判断したもの。

1481
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

合同会社モス

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年１１月 88

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年７月～令和５年１１月
施行場所（事業所名）：子育て支援モス

上記事業を実施した。

置き去り防止のための目視確認をブザーにより
確実に実行できている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1482
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

社会福祉法人かながわ
共同会

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和５年１２月 276

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月２０日～令和５年１２月１日
施行場所（事業所名）：若柳地区放課後等デイサービス事業所みらい

上記事業を実施した。

対象となる送迎車両の３列目シートの後ろに、
置き去り安全防止装置のブザー停止ボタンが
付いた。支援職員が物理的に３列目シートまで
行かないとボタンを押せない。また、ボタンを押
さずに車両から離れた場合には、５分後に車外
に大音量で警報があり、職員等が気付くことが
でき、利用児童の生命の安全が担保されること
になった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1483
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

ムック株式会社

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年９月 842

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年７月～令和５年９月
施行場所（事業所名）：わいわいプラス　相模原教室、わいわいプラス
相模原千代田教室

上記事業を実施した。

装置設置でより安心感と安全性を高めることが
できました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1484
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

むつみ株式会社

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和５年１２月 242

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月～令和５年１１月
施行場所（事業所名）：ぽこ　あ　ぽこ、ぽこ　あ　ぽこ　ぷらす

上記事業を実施した。

児童の送迎に関して、降ろし忘れ等がないよ
う、より安全に確認できるようになった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1485
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

特定非営利活動法人
太陽の村

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月～令和５年１２月 878

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年６月～令和５年１２月
施行場所（事業所名）：太陽の村ウェルフェーション中央、太陽の村ウェ
ルフェーションさくら、太陽の村そとあそび二本松、太陽の村放課後等
クラブ横山事業所

上記事業を実施した。

安全装置を取り付けたことでエンジン停止後、
車両の最後部に行って解除ボタンを押す必要
があり、このことで結果的に毎回降車確認を確
実に行うことができる。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1486
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

合同会社ＮＪＣ’ｓカンパ
ニー

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月 119

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年７月
施行場所（事業所名）：マジカルシューズ

上記事業を実施した。

置き去り防止装置を設置したことで、こどもの
安心安全が守られた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1487
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

社会福祉法人　慈恵療
育会

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月～令和５年７月 341

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年６月８日～令和５年７月１８日
施行場所（事業所名）：児童発達支援センターバンビ

上記事業を実施した。

通園バスの安全装置設置費用の負担軽減が図
れた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1488
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社キラキラ

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月 175

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年６月
施行場所（事業所名）：放課後等デイサービス輝キラキラ

上記事業を実施した。

置き去り防止装置の設置後、送迎時の児童置
き去り確認の徹底が可能になった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1489
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社プレイグラウン
ド

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和５年１１月 1,730

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月～令和５年１１月
施行場所（事業所名）：プレイグラウンド、プレイグラウンド２

上記事業を実施した。

安全装置を設置できたことにより送迎職員の安
心感へつながりました。また、利用者様に対して
の職員の危機管理の意識向上、再確認ができ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1490
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

特定非営入活動法人　Ｓ
ｕｎｎｙ　ｄａｙ

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月～令和５年１２月 176

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年６月１６日～令和５年１２月１９日
施行場所（事業所名）：放課後等デイサービス　サニーデイ

上記事業を実施した。

送迎車閉じ込め防止安全装置を設置したこと
により、送迎児童の置き去りに対する安全性が
高まった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1491
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

社会福祉法人　県央福
祉会

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和５年１１月 1,575

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年９月２７日～令和５年１１月３０日
施行場所（事業所名）：児童発達支援センターいっぽ、すいっち城山

上記事業を実施した。

市内２事業所（児童発達支援センターいっぽ、
すいっち城山）の送迎車９台による置き去り防
止装置を設置。障害児通所支援を利用する児
童が乗車する送迎車に置き去り防止装置を設
置することで、運転手、添乗員の車内置き去り
防止に対する注意を喚起し、送迎時ごとの車内
確認が徹底されるようになった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1492
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社Ｍ’ｓ　ｏｎｅ

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１２月 700

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１２月８日～令和５年１２月１９日
施行場所（事業所名）：ＩＮ　ＴＨＥ　ＳＵＮ

上記事業を実施した。

児童送迎車全車両に置き去り閉じ込め防止安
全装置を設置することにより、降車時車内確認
を徹底し、ハード面から児童の車内置き去り防
止を行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1493
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社　プレザント

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年１２月 176

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年７月～令和５年１２月
施行場所（事業所名）：こぱんはうすさくら相模原中央教室

上記事業を実施した。

送迎車両に安全装置ブザーが導入されたこと
により、児童の車内置き去り事故等のリスク低
減につながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1494
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

特定非営入活動法人相
武館スポーツクラブ

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１１月～令和５年１２月 886

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１１月～令和５年１２月
施行場所（事業所名）：放課後等デイサービスちえのわ、放課後等デイ
サービスＰ－スマイル

上記事業を実施した。

本事業により、ご利用者様の送迎時車両置き去
りをハード面からも防ぐことができ、また職員全
体も置き去り防止の意識向上につながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。
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1495
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

社会福祉法人　相模福
祉村

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月～令和５年１０月 655

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年６月６日～令和５年９月２８日
施行場所（事業所名）：児童発達支援センター　青い鳥

上記事業を実施した。

送迎時のチェック機能・確認の意識・精度の向
上につながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1496
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

にこにこぽかぽか株式会
社

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月１３日～令和５年１０月２
０日

270

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月１３日～令和５年１０月２０日
施行場所（事業所名）：にこにこチャイルドあさみぞ

上記事業を実施した。

本事業により当該装置の設置費用を十分にカ
バーすることができ、送迎時においても児童の
置き去り防止・安全性が向上した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1497
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社トータルシーエ
イ

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月～令和６年３月 300

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和６年１月～令和６年３月
施行場所（事業所名）：ＳＯＣＩＯＳ

上記事業を実施した。

装置を設置したことで子どもの置き去り防止に
つながっている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1498
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

アンダンテミライ株式会
社

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和６年３月 3,142

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１２月～令和６年２月
施行場所（事業所名）：toiro相模原、toiro相模大野、toiro橋本、
toiro津久井、ラシク淵野辺

上記事業を実施した。

全ての送迎車に安全装置を設置したことで、児
童が残っていないかを車内後方まで確認しに
行くフローが確立した。それによって、児童の安
全性が確保され、保護者が安心して事業所を
利用することができるようになった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1499
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社ＮｉＣＯＦＵＬＬ

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年９月 253

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年７月～令和５年７月
施行場所（事業所名）：ＮＩＣＯ

上記事業を実施した。

送迎時における障害児の安全確保に向けた障
害児通所支援事業所の取り組みが強化され
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1500
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社ミューキッズ

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和５年１１月 282

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月１２日～令和５年１１月７日
施行場所（事業所名）：児童発達支援ぐらんでぃーる

上記事業を実施した。

補助事業により、児童の置き去り防止装置を送
迎車に設置することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1501
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

社会福祉法人泰政会

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年１２月 176

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年７月～令和５年１２月
施行場所（事業所名）：クローバーハウス相模原店

上記事業を実施した。

送迎時における障害児の安全確保ができてい
る。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1502
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

一般社団法人ラフレック
ス

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月～令和５年１１月 176

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年６月～令和５年１１月
施行場所（事業所名）：メルアンジュール

上記事業を実施した。

放課後等デイサービスで使用する送迎車への
置き去り防止装置を設置し、児童の安全が確
保された。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1503
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社ポルト

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年５月～令和５年１１月 859

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年５月～令和５年１１月
施行場所（事業所名）：児童デイサービスポルト、児童デイサービスポル
ト２

上記事業を実施した。

安全装置を設置することで保護者の方からの
信頼と安心をいただくことができました。また、
児童の置き去りを防止することで安全に送迎す
ることにつながりました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1504
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社唯愛国際

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月～令和６年２月 264

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年６月～令和６年２月
施行場所（事業所名）：子ども発達らぼ＆キッズ相模原

上記事業を実施した。

安全装置を設置することにより、児童の送迎の
安全度がよりよくなった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1505
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社つぼみ

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１２月～令和６年２月 1,925

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１２月～令和５年１２月
施行場所（事業所名）：つぼみステラ、つぼみカーサ、つぼみマーレ、つ
ぼみリブロ

上記事業を実施した。

児童送迎時の安全運営管理を実施できた。
健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1506
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

ムック株式会社

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和５年１１月 168

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月～令和５年１１月
施行場所（事業所名）：わいわいプラス　ラ・ポーズ

上記事業を実施した。

ドライバーの安全確認に加え、安全装置の設置
によってより安全性が増えた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1507
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

合同会社アステップ

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１２月～令和６年２月 2,100

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１２月１９日～令和６年３月１５日
施行場所（事業所名）：エミフル、ねばーらんど、きゃらっと

上記事業を実施した。

安全装置を取り付けることにより安全性が高
まった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1508
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

特定非営利活動法人
ちゃれんじ倶楽部

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月～令和５年１１月 2,306

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年６月～令和６年２月
施行場所（事業所名）：「ピース」放課後等デイサービス、「ピースⅡ」放
課後等デイサービス、「ピースⅢ」放課後等デイサービス、「ピースⅣ」放
課後等デイサービス

上記事業を実施した。

安全装置を設置することにより、安全意識のさ
らなる向上につながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1509
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社ニコジャパン

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年１２月 350

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年７月１.４日～令和５年１２月２６日
施行場所（事業所名）：ウィズ・ユー相模原富士見

上記事業を実施した。

利用者の保護者より『安心』の声を頂いた。
健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1510
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

一般社団法人　ＴＲＥＡ

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月１４日～令和５年１０月２
４日

297

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月１.４日～令和５年１０月２４日
施行場所（事業所名）：るうちぇ

上記事業を実施した。

「こどものバス送迎・安全徹底プラン」による、幼
児等の送迎バスにおける所在確認や安全装置
の装備の義務化に対応し、子どもの安全を守る
ための対策ができ、保護者の不安を解消を図
ることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1511
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社　ぱすてる

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年９月～令和５年１０月 398

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年９月～令和５年１０月
施行場所（事業所名）：ぱすてるらんど

上記事業を実施した。

送迎時における利用時の安全確保に向けた取
組を強化することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1512
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社プレイエル

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１１月～令和６年２月 517

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月～令和６年２月
施行場所（事業所名）：キッズステーション　ユニコ

上記事業を実施した。

送迎時における利用児の安全確保に向けた取
組を強化することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1513
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社日本教育指導
協会

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１１月～令和５年１２月 677

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１１月３日～令和６年１月１８日
施行場所（事業所名）：カナガク自立支援学習センター放課後デイ事業
所

上記事業を実施した。

安全装置の設置により車内確認作業が徹底さ
れている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1514
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

きずな株式会社

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年１２月 136

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年７月６日～令和６年２月８日
施行場所（事業所名）：こどもプラス相模原教室

上記事業を実施した。

安全装置の設置により、置き去り防止がさらに
強化された。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1515
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

特定非営利活動法人日
本福祉リレーションシッ
プ協会

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和６年３月 220

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月１８日～令和６年３月１８日
施行場所（事業所名）：あくてぃびてぃ放課後等デイサービスまはろ

上記事業を実施した。

置き去り防止システムを設置。スタッフの周知、
３列シートを目視し、利用者の置き去り防止を
防ぐことができた。万が一、置き去りになっても
ブザーがあり、利用者が押せる。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。
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1516
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

kiitos aina合同会社

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１１月 330

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１１月
施行場所（事業所名）：kiitos aina

上記事業を実施した。

置き去り防止安全装置の設置により、児童発達
支援・放課後等デイサービスにおける職員の安
全意識が向上すると感じる。また、どの職員で
あっても同じ流れで安全確認をする（弊所が導
入した装置は、エンジンを停止し職員が後方ま
で移動し安全確認ののち確認ボタンを押す仕
様）ため、社会全体としてヒューマ.ンエラーによ
る置き去りが減少すると感じる。一方で、今回
幼稚園の送迎バスと児童発達支援・放課後等
デイサービスで主に使用している家庭用ミニバ
ンには車内中央に通路がなく、ご自宅等への送
迎で車内２列目、３列目に子どもがいる状態で
エンジンを切った場合、後方のボタンを押す作
業が非常に複雑になると考えられる（毎回、２列
目、３列目にいる子どもを移動させボタンを押
しに行くスペースを作り、ボタンを押すことにな
るため）。結果、職員がボタンを押すことに意識
を取られている間に子どもが逃げる可能性も考
えられる（発達障害のある子どもはこのような
突発的な行動をとることがある。また、発達障害
のある子どもは音に敏感な為、エンジンを切り
安全確認を促すアラームでパニックにならない
とも限らない。このように幼稚園と児童発達支
援・放課後等デイサービスで全く状況が異なる
ため、両者を同一の枠組みで考えるのではな
く、それぞれの実態に合った事業を実施しなけ
れば、「こどもの安心・安全」という本事業の本
来の目的を１００％果たすことは難しいのではな
いか、とも考えた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1517
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社ミストラルサー
ビス

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和５年１２月 1,656

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月～令和５年１２月
施行場所（事業所名）：あんじゅ、あんじゅみなみだい、あんじゅそうぶ
だい、あんじゅこぶち、あんじゅグランディール、あんじゅほしがおか

上記事業を実施した。

安全装置を設置することにより保護者のかたか
らの信頼と安心を頂くことができました。また、
児童の置き去りを防止することで安全に送迎す
ることにつながりました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1518
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

合資会社ハートフルライ
フ

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月～令和５年９月 500

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年６月～令和５年９月
施行場所（事業所名）：ハートピアラ下溝

上記事業を実施した。

お子様をお預かりする放課後等デイサービス事
業所としての安全性が向上したことにより、お子
様自身も保護者様もより一層安心してご利用
いただけるようになった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1519
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

一般社団法人エクシオ
ライフ

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１１月～令和５年１２月 253
３列シート送迎車両２台に降車時確認式および自動検知式の車内置き
去り防止システムの設置完了。

置き去り防止安全装置の制御装置により「降車
時確認式」（ヒューマンエラーの防止）と「自動検
知式」（デジタルセンサーによる自動見守り）の２
つの機能で運転手は、すべての座席を見回り
車両後部まで移動して車内ブザーの停止確認
操作をするので必然的に車内見回りを行うこと
ができる。またエンジン停止後は自動的に車内
センサーが作動し、車内に置き去りになってい
る人がいないか確認することができる。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1520
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

合同会社やどり木

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和６年１月 297

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月～令和６年１月
施行場所（事業所名）：児童発達支援・放課後等デイサービスやどり木

上記事業を実施した。

置き去り防止装置を設置したことで、こどもの
安心安全が守られた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1521
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

合同会社Ｆｅｌｉｚ

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１１月～令和５年１２月 345

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１１月～令和６年１月
施行場所（事業所名）：Amigos

上記事業を実施した。

送迎車に安全装置を導入し、車内の置き去り防
止等、安全確保への取り組みが行えた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1522
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社ティー＆ティー

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１１月～令和５年１２月 264

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１１月～令和５年１２月
施行場所（事業所名）：ブロッサムジュニア相模原城山教室

上記事業を実施した。

アラームを設置できたことにより、今まで以上に
利用者の安全を確保することができるように
なった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1523
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

特定非営利活動法人さ
がみメンタル・ケア・セン
ター

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月～令和５年１０月 696

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年６月～令和５年１１月
施行場所（事業所名）：シンフォニー

上記事業を実施した。

送迎中、後ろの車内確認を何度も行うようにな
り、業務終了点呼時も車内確認（児童・忘れ
物）、置き去り装置の有無、児童の様子、送迎車
の異常等ドライバーから細かく報告をするよう
になった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1524
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

合同会社障がい総合支
援ひかり

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和５年１１月 1,575

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月～令和５年１１月
施行場所（事業所名）：放課後等デイサービスひかりのにわ、児童発達
支援にじにわＫｉｄｓ

上記事業を実施した。

安全装置設置対象の全送迎車に安全装置取付
け。送迎時に利用者の置き去りがないか確実に
目視確認できるようになり、重大事故を防ぐ体
制が整えられた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1525
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

特定非営利活動法人
はる

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和５年１１月 275

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月２１日～令和５年１１月６日
施行場所（事業所名）：サポートルーム　ぼっちぼっち

上記事業を実施した。

安全装置を設置したことにより、送迎児童の置
き去りに対する安全性が高まった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1526
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社ヒューマニ
ティー

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年１月～令和６年２月 253

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和６年１月～令和６年２月
施行場所（事業所名）：児童発達支援　放課後等デイサービスほっぺ

上記事業を実施した。

本事業により、送迎車２台分の安全装置設置に
関わる費用を賄え、送迎に関わる安全性が高
まった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1527
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

合同会社Ｈａｔｃｈ研

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年９月～令和６年２月 328

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年９月～令和６年１月
施行場所（事業所名）：児童発達支援・放課後等デイサービス　はっち

上記事業を実施した。

働く職員が置き去り防止のための点呼では不
安を感じていたが、装置を設置することによっ
て不安感を減らすことができた。それにより、保
護者や子供たちとのやり取りを積極的に取り入
れやすくなり、利用者だけでなく地域の方々と
のコミュニケーションも増えた。地域連携を強め
ていくことができそうであると期待できる。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1528
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社Ｆｌａｔ　Ｖｉｌｌａｇ
ｅ

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和５年１１月 1,924

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月～令和６年１月
施行場所（事業所名）：放課後等デイサービス　クローバー橋本、放課後
等デイサービス　クローバー上溝、放課後等デイサービス　クローバー
淵野辺

上記事業を実施した。

放課後等デイサービスで使用する送迎車への
置き去り防止装置を設置し、児童の安全が確
保された。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1529
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社すとるく

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年１１月 528

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年７月２２日～令和５年１１月１３日
施行場所（事業所名）：たいにい・ぼっくす、たいにい・ぼっくす　あさひ

上記事業を実施した。

置き去り防止装置を車両に装備したことによ
り、常に送迎後の車内確認を怠ることなく、ま
た、速やかにチェックを終えたことを報告する体
制を整えることができている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1530
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社ベストライフ
ジャパン

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１１月～令和６年３月 350

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１１月～令和６年１月
施行場所（事業所名）：ファミリーキッズ相模原

上記事業を実施した。

エンジン停止後すぐにアナウンスが鳴るので、
注意喚起に役立っている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1531
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社　横浜アカデ
ミー

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１１月 148

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１１月
施行場所（事業所名）：テラスさくら相模大野

上記事業を実施した。

車全体の揺れ等でもブザーが反応するため、こ
まめに車内を見に行くようになった。３列目のボ
タンを押さないと車から離れられないため、トラ
ンクや３列目のシートを毎日チェックするように
なった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。
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1532
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

キャレオス株式会社

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和５年１２月 777

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月１６日～令和５年１２月２９日
施行場所（事業所名）：夢門塾相模大野、夢門塾淵野辺

上記事業を実施した。

これまでも、乗車時の点呼や降車後の車内点
検など置き去り防止のための取り組みを行って
まいりましたが、今後はこのシステムも加え、引
き続き送迎車を利用する児童が安全に利用し、
利用する保護者にも安心のひとつになった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1533
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

株式会社こみふく

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年８月～令和５年９月 141

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年８月～令和５年９月
施行場所（事業所名）：ＢＡＳＥ０３

上記事業を実施した。

置き去り防止装置を設置したことで、こどもの
安心安全が守られた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1534
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

合同会社アドレス

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和６年２月 402

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和６年２月
施行場所（事業所名）：放課後等デイサービスアドレス

上記事業を実施した。

・安全装置の取り付けに伴い、保護者様や学校
等の関連機関からの安心や信頼につながった。
・置き去りの可能性が大幅に減少した。また未
然に防ぐことが可能となった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1535
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

一般社団法人こころ

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１０月～令和６年１月 439

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１０月１１日～令和６年２月２９日
施行場所（事業所名）：Ｃｏｃｏｒｏふちのべ

上記事業を実施した。

装置を利用した置き去り防止確認を入れること
により、こどもの安全をより確実に守ることがで
きるようになった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1536
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

特定非営利活動法人ミ
ライのとびら

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年６月～令和５年８月 220

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年６月～令和５年１０月
施行場所（事業所名）：プレイクラブラビッツ、プレイクラブラビッツ陽光
台教室

上記事業を実施した。

放課後等デイサービス事業において、児童送迎
時の車内置き去り防止につながった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1537
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

合同会社Ｈａｔｃｈ研

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年１１月～令和６年３月 163

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年１１月２７日～令和６年３月８日
施行場所（事業所名）：児童発達支援・放課後等デイサービス　はっち

上記事業を実施した。

これまで目視・点呼により指導員が乗り降りの
確認をしていたが、システムによって人為的ミ
スのサポートがなされるようになったため、心理
的・物理的負担が減少した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1538
こどもの安心・安全対策
支援事業費補助金

一般社団法人医療介護
ケア協会

○補助事業等の概要
こどもの安心・安全対策支援事業

○補助金の使途
上記事業に係る補助対象経費の費用負担への充当

令和５年７月～令和５年１２月 1,384

こどもの安心・安全対策支援事業
日付：令和５年７月１４日～令和５年１２月２７日
施行場所（事業所名）：らいおんハート遊び理テーション児童デイらぷあ
淵野辺、らいおんハート遊び理テーション児童デイらぷあ相模原、らい
おんハート遊び理テーション児童デイ相武台

上記事業を実施した。

降車の際に車内の見回りを徹底できるように
なった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
福祉基盤課

趣旨・目的：送迎時における障害児の安全確保に向けた障害児通所支援事
業所の取組を強化することを目的として、社会福祉法人等の設置者が行う
事業に要する経費に対し、予算の範囲内で必要な経費を補助することにつ
いて、市が補助金を交付するもの
対象事業：こどもの安心・安全対策支援事業
補助率：１０/１０

有

こどもの安心・
安全対策支援
事業費補助金
交付要綱

有 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、送迎時における障害児
の安全確保に向けた取組を強化す
ることを目的とするため、充分な成
果が確認できると判断したもの。

1539
指定管理者制度導入施
設支援金（相模原市立
東林ふれあいセンター）

ヤオキン商事株式会社

物価高騰の影響を受けている中で、相模原市立東林ふれ
あいセンターの管理運営を適正に行うもの。支援金は、当
該施設の維持管理及び運営に関する事業の実施において、
光熱水費等に充当するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 360
物価高騰の影響を受けている中で、本支援金を光熱水費等に充当する
ことで、相模原市立東林ふれあいセンターの管理運営を適正に行うこと
ができた。

支援金を当該施設の維持管理及び運営に関す
る事業の実施において、光熱水費等に充当し、
適正な施設運営を行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

【趣旨・目的】物価高騰の影響を受けている本市の指定管理者制度導入施
設の適正な管理運営を支援すること
【対象事業】交付対象者が実施する施設の維持管理及び運営に関する事業
【補助額】要綱別表に定める額

有
指定管理者制
度導入施設支
援金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

原油価格・物価高騰の影響を受け
ている中で、当該支援金の趣旨に
沿って、適正に施設の管理運営を
実施したため

1540

指定管理者制度導入施
設支援金（相模原市立
老人福祉センター渓松
園及び相模原市立老人
福祉センター若竹園）

公益財団法人相模原市
まち・みどり公社

【補助事業の概要】
物価高騰の影響を受けている中で、相模原市立老人福祉
センター渓松園及び相模原市立老人福祉センター若竹園
の管理運営を適正に行うもの

【補助金等の使途】
当該施設の維持管理及び運営に関する事業の実施におい
て、光熱水料費等に充当するもの

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 3,100
物価高騰の影響を受けている中で、本支援金を光熱水費等に充当する
ことで、相模原市立老人福祉センター渓松園及び相模原市立老人福祉
センター若竹園の管理運営を適正に行うことができた。

本支援金を光熱水費等に充当することで、相模
原市立老人福祉センター渓松園及び相模原市
立老人福祉センター若竹園の管理運営を適正
に行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

【趣旨・目的】物価高騰の影響を受けている本市の指定管理者制度導入施
設の適正な管理運営を支援すること
【対象事業】交付対象者が実施する施設の維持管理及び運営に関する事業
【補助額】要綱別表に定める額

有
指定管理者制
度導入施設支
援金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

原油価格・物価高騰の影響を受け
ている中で、当該支援金の趣旨に
沿って、適正に施設の管理運営を
実施したため

1541
指定管理者制度導入施
設支援金（相模原市立
あじさい会館）

社会福祉法人相模原市
社会福祉協議会

物価高騰の影響を受ける中で、相模原市立あじさい会館
（南分室・緑分室含む）の管理運営を適正に行うもの

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,200
物価高騰の影響を受けている中で、本支援金を光熱水費等に充当する
ことで、相模原市立あじさい会館（南分室・緑分室含む）の管理運営を
適正に行うことができた。

支援金を当該施設の維持管理及び運営に関す
る事業の実施において、光熱水費等に充当し、
適正な施設運営を行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

【趣旨・目的】物価高騰の影響を受けている本市の指定管理者制度導入施
設の適正な管理運営を支援すること
【対象事業】交付対象者が実施する施設の維持管理及び運営に関する事業
【補助額】要綱別表に定める額

有
指定管理者制
度導入施設支
援金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

原油価格・物価高騰の影響を受け
ている中で、当該支援金の趣旨に
沿って、適正に施設の管理運営を
実施したため

1542

指定管理者制度導入施
設支援金（相模原市立
清新デイサービスセン
ター）

社会福祉法人智泉会

物価高騰の影響を受けている中で、相模原市立清新デイ
サービスセンターの管理運営を適正に行うもの。
支援金は、当該施設の維持管理及び運営に関する事業の
実施において、光熱水費等に充当するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 285
物価高騰の影響を受けている中で、本支援金を光熱水費等に充当する
ことで、相模原市立清新デイサービスセンターの管理運営を適正に行う
ことができた。

本支援金を光熱水費等に充当することで、相模
原市立清新デイサービスセンターの管理運営を
適正に行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

【趣旨・目的】今般の物価高騰の影響を受けている本市の指定管理者制度
導入施設の適正な管理運営を支援すること
【対象事業】交付対象者が実施する施設の維持管理及び運営に関する事業
【補助額】要綱別表（第５条関係）に定める額

有
指定管理者制
度導入施設支
援金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

原油価格・物価高騰の影響を受け
ている中で、当該支援金の趣旨に
沿って、適正に施設の管理運営を
実施したため

1543

指定管理者制度導入施
設支援金（相模原市立
星が丘デイサービスセン
ター）

社会福祉法人上溝緑寿
会

物価高騰の影響を受けている中で、相模原市立星が丘デイ
サービスセンターの管理運営を適正に行うもの。
支援金は、当該施設の維持管理及び運営に関する事業の
実施において、光熱水費等に充当するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 355
物価高騰の影響を受けている中で、本支援金を光熱水費等に充当する
ことで、相模原市立星が丘デイサービスセンターの管理運営を適正に行
うことができた。

本支援金を光熱水費等に充当することで、相模
原市立星が丘デイサービスセンターの管理運
営を適正に行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

【趣旨・目的】今般の物価高騰の影響を受けている本市の指定管理者制度
導入施設の適正な管理運営を支援すること
【対象事業】交付対象者が実施する施設の維持管理及び運営に関する事業
【補助額】要綱別表（第５条関係）に定める額

有
指定管理者制
度導入施設支
援金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

原油価格・物価高騰の影響を受け
ている中で、当該支援金の趣旨に
沿って、適正に施設の管理運営を
実施したため

1544

指定管理者制度導入施
設支援金（相模原市立
古淵デイサービスセン
ター）

社会福祉法人たけのう
ち福祉会

物価高騰の影響を受けている中で、相模原市立古淵デイ
サービスセンターの管理運営を適正に行うもの。
支援金は、当該施設の維持管理及び運営に関する事業の
実施において、光熱水費等に充当するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 245
物価高騰の影響を受けている中で、本支援金を光熱水費等に充当する
ことで、相模原市立古淵デイサービスセンターの管理運営を適正に行う
ことができた。

本支援金を光熱水費等に充当することで、相模
原市立古淵デイサービスセンターの管理運営を
適正に行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

【趣旨・目的】今般の物価高騰の影響を受けている本市の指定管理者制度
導入施設の適正な管理運営を支援すること
【対象事業】交付対象者が実施する施設の維持管理及び運営に関する事業
【補助額】要綱別表（第５条関係）に定める額

有
指定管理者制
度導入施設支
援金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

原油価格・物価高騰の影響を受け
ている中で、当該支援金の趣旨に
沿って、適正に施設の管理運営を
実施したため

1545

指定管理者制度導入施
設支援金（相模原市立
障害者支援センター松
が丘園及び相模原市立
けやき体育館）

社会福祉法人相模原市
社会福祉事業団

物価高騰の影響に伴い、費用が増大している事務消耗品
やパソコンなどのIT機器、修繕工事の人件費高騰に伴う修
繕費に対して利用する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,215
　物価高騰の影響を受けている中で、本支援金を光熱水費等に充当す
ることで、相模原市立障害者支援センター松が丘園及び相模原市立け
やき体育館の管理運営を適正に行うことができた。

　支援金を当該施設の維持管理及び運営に関
する事業の実施において、光熱水費等に充当
し、適正な施設運営を行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

【趣旨・目的】物価高騰の影響を受けている本市の指定管理者制度導入施
設の適正な管理運営を支援すること
【対象事業】交付対象者が実施する施設の維持管理及び運営に関する事業
【補助額】要綱別表に定める額

有
指定管理者制
度導入施設支
援金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

原油価格・物価高騰の影響を受け
ている中で、当該支援金の趣旨に
沿って、適正に施設の管理運営を
実施したため

1546

指定管理者制度導入施
設支援金（相模原市立
上九沢身体障害者デイ
サービスセンター）

社会福祉法人県央福祉
会

　【補助事業の概要】
物価高騰の影響を受けている中で、相模原市立上九沢身
体障害者デイサービスセンターの管理運営を適正に行うも
の

【補助金等の使途】
当該施設の維持管理及び運営に関する事業の実施におい
て、光熱水料費等に充当するもの

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 655
物価高騰により例年より増大した、電気料金・ガス料金等光熱水費に充
当

電気料金・ガス料金の負担が軽減されたことに
より、相模原市立上九沢身体障害者デイサービ
スセンターの管理運営を適正に行うことができ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

【趣旨・目的】物価高騰の影響を受けている本市の指定管理者制度導入施
設の適正な管理運営を支援すること
【対象事業】交付対象者が実施する施設の維持管理及び運営に関する事業
【補助額】要綱別表に定める額

有
指定管理者制
度導入施設支
援金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

物価高騰の影響を受け、昨年度と
比較し、光熱水費等が増額したが、
当該支援金を活用することで、施
設の適正な管理運営を実施したた
め。

1547
さがみはら成年後見・あ
んしんセンター運営費補
助金

社会福祉法人相模原市
社会福祉協議会

判断能力の不十分な認知症高齢者、障がいのある方等の
福祉サービス利用援助、金銭管理等を支援する「日常生活
自立支援事業」の実施等を通じて対象者の権利擁護ととも
に生活の安定を図る。
補助金は、主に専門員や生活支援員の設置に係る諸経費、
契約締結審査会の開催、弁護士による権利擁護相談に係
る経費等に充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30,293

・判断能力が不十分な障がい者・高齢者のために、福祉サービスの利用
援助や日常生活費の出し入れ、公共料金の支払代行、定期預金通帳な
どの重要書類の預かりを行った。
・モニタリングを実施し、支援目標や支援計画の評価、ガイドラインを実
施することで利用者の状況把握に努め、契約継続不可能な利用者につ
いては、福祉関係機関等と連携し、成年後見制度の利用へとつなげた。
・権利擁護事業審査会を年6回開催し、契約締結能力の審査や契約者
等への処遇方法等について検討を行った。
・権利擁護事業審査会での審査事項に該当しない、契約締結に問題が
ないケースについて、月1回開催する権利擁護事業内部審査会に諮る
ことで、相談から契約締結まで長くお待たせすることなくつなげることが
できた。(年11回開催)
・職員体制については、専門員を7人、生活支援員を8人配置し、事業
を実施した。
・専門員と生活支援員の合同連絡会（年3回）及び生活支援員の連絡会
（年2回）を開催。専門員は月に１回定例ミーティングを実施した。支援
の方法や事務処理等について、意見交換又は情報交換が行われ、業務
の平準化や支援についての考え方を共有し支援活動向上につなげた。
・職員全体の資質向上を図るために、オンライン開催となった県社協や
行政等外部の研修会に専門員と生活支援員が参加した。
・市民後見人養成研修修了者が、地域住民との関係が希薄になりがち
な利用者に身近な地域の権利擁護の担い手となる「あんしんサポー
ター」として登録をしていたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のた
め活動を自粛した。
・市民後見人養成研修修了者を登録型生活支援員として雇用を行い、
地域で暮らす方々を支援する体制を増やした(登録型生活支援員3
人)。
・月1回第4火曜日に、弁護士による人権や財産に関する権利擁護相談
を実施した。

・判断能力が不十分な障がい者や高齢者に対
して福祉サービスの利用援助や日常的な金銭
管理等を行ったことにより、障がい者や高齢者
が地域で安心して生活を送ることに対する支援
ができた。本会が２２地区に配置しているＣＳＷ
とも連携し、より地域の関係機関との連携が図
れた。
・本事業の契約者の中で認知症の症状等が進
行したことに伴い、契約の意思確認ができず契
約の継続が困難となった契約者や本事業の対
象に該当しない相談者に対して、成年後見制度
の利用やその他の福祉サービス利用へつなげ
られるよう支援ができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

【趣旨・目的】市社会福祉協議会の円滑な運営を促進するとともに、地域福
祉活動の推進と社会福祉事業の充実を図り、もって地域福祉の向上に資す
ること。
【補助対象事業】さがみはら成年後見・あんしんセンターの運営に係る費用
【補助率等】社会福祉法人相模原市社会福祉協議会に対する補助金等交
付要綱に定める額

有

社会福祉法人
相模原市社会
福祉協議会に
対する補助金等
交付要綱

有 有

相模原市地
域共生社会
推進計画
（第5期相模
原市地域福
祉計画）

第5章　成
年後見制度
利用促進基
本計画
6　さがみは
ら成年後
見・あんしん
センターに
対する運営
支援

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

日常生活自立支援事業について
は、福祉サービス・日常的金銭管理
サービス等の利用契約者数が近年
増加傾向にあり、日常生活におい
て、財産の保全又は管理が困難な
障害者・高齢者等の権利を擁護し、
在宅生活の安定が十分に図られて
いる。また、判断能力の低下によ
り、日常生活自立支援事業が利用
できなくなった場合に、成年後見制
度等の必要なサービスにつなげる
など、権利擁護に係る総合的な事
業の推進に取り組んでおり、十分な
実績が確認されたため。

1548

相模原市障害児者作品
展等補助金（第４７回相
模原地区障害児・者作
品写真展）

第４７回相模原地区障害
児・者作品写真展実行
委員会

　障害児・者の自立と社会参加の促進を図るため、相模原
市内の福祉施設、学校及び在宅の障害児・者が、日常の活
動や学習の中で行われる様々な文化活動をとおして、市民
の理解と協力を得るとともに、障害者福祉の向上に資する
ことを目的とする。補助金は会場借用、印刷製本、通信、保
険料、消耗品、各団体の作品制作材料費として使用する。

令和５年８月１日（火）～３日（木） 185

期日：令和5年８月1日（火）～８月３日（木）の３日間
会場：イオン相模原店１階パブリックスペース
参加団体：やまびこ工房、グリーンハウス、ふるーる、未来わかまつ、の
びやか、キッチンハウス、プリントショップピコ、ひまわり工房、ナチュラル
トリートメント、きこり、こすもす、ケアホーム、照手、青空、相模クラーク
学園、リッチフィールド、相模はやぶさ学園、県立中央支援学校、県立相
模原支援学校、虹の家、たんぽぽの家（計21団体）

　相模原市内の福祉施設、福祉事業所、支援学
校等21団体の障害児・者の、日常の活動や学
習の成果を、作品を通して紹介することで、市
民の障害者福祉に関する関心を高め、理解を
得ることができ、障害者福祉の向上に資するこ
とができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

事業費：１８５，０００円
・消耗品費（事務用品の購入費等）
・印刷製本費（ポスター・チラシ印刷費等）
・通信費（切手・封筒代等）・
・施設等使用料（展示用パネル・机リース代、駐車場料金等）
・保険料（施設損害保険）
・事業費（作品制作材料費補助等）
※補助率１００％

有

相模原市障害
児者作品展等
補助金交付要
綱

有 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

第５章　いき
いきと「活動
する」
基本施策２
文化活動へ
の支援

令和５年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多くの方が来場し、障害福祉の向
上に寄与したため。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1549

相模原市ほかほかふれ
あいフェスタ補助金（ほ
かほかふれあいフェスタ
２０２３）

ほかほかふれあいフェス
タ２０２３実行委員会

　「共にささえあい生きる社会」のキャッチフレーズのもと、相
模原市では各種事業が推進されています。
私たち市民も、市内の障がいのある人、その人達を支援す
るボランティア、そして市民が参加し互いに交流を深めるこ
とによって、障がい者の社会参加などについて理解を深め
合い、協働して誰もが住みよい相模原のまちづくりと障がい
福祉が一層推進されることを目指します。この目的に沿って
関係団体、協力団体及びボランティアの参加を得を得て、１
０月のフェスタと１１月の障害者週間キャンペーンを開催しま
す。

令和５年１０月及び１１月 224

広く市民に向けて障害理解の促進を図る目的で、10月（ほかほかふれ
あいフェスタ）と11月（障害者週間キャンペーン）に開催。
令和5年10月のイベントにおいては、「さがみはら健康フェスタ」及び
「パラスポーツ体験会」と周辺施設で同時開催を行った。
・日時：令和5年10月21日（土）、11月25日（土）
・内容：ステージイベント、作品展示、模擬店など（10月）、相模大野駅北
口（サンデッキ相模大野）におけるステージイベント、チラシ等啓発物の
配布（11月）
・来場者：10月1,500人、11月1,000人

障害のある方と市民との交流、障害のある方へ
の理解やボランティア活動の増進が図られ、
フェスタの開催の目的は達成できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

対象事業費：435,000円
（１）報償費　（２）旅費（３）需用費のうち、消耗品費、燃料費、印刷製本費
（４）役務費のうち、通信運搬費、保管料、広告料、筆耕翻訳料、保険料（５）
使用料及び賃借料（６）負担金、補助及び交付金のうち、補助金(出展者の
材料補助等に資するものに限る。)
ただし、補助金の額は予算の範囲内とする。

有

相模原市ほか
ほかふれあい
フェスタ補助金
交付要綱

有 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

第4章　基
本目標5
文化活動へ
支援

令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

広く市民に障害についての理解啓
発を行ったため

1550

相模原市障害児者作品
展等補助金（令和５年度
相模原市障害者作品
展）

相模原市身体障害者連
合会

　市内在住の障害者が日頃の活動の成果を発表する機会
として、また、広く市民に障害に対する理解を深めてもら
い、障害福祉の向上に資するため、相模原市障害者作品展
を開催する。
　補助金は実施に係る報償費、需用費（消耗品費、印刷製
本費）、材料費に使用する。

令和５年１２月１日～３日 32

期日：令和5年12月1日（金）～3日（日）の3日間
会場：相模原市立あじさい会館6階　展示室
出品数：相模原市身体障害者連合会339点　その他18団体309点
合計648点
来場者数：1日141名、2日122名、3日122名　合計385名

　相模原市身体障害者連合会を始め、市内の
障害関係団体から作品が出品され、会員や利
用者の川柳、絵画、写真、彫刻、陶芸など幅広
い分野の作品を展示することで、障害者に対す
る市民の理解を更に得ることができ、障害者福
祉の向上に資することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

障害者等の自立と社会参加の促進を図るとともに、市民の障害に対する理
解を深め、障害福祉の向上に資することを目的として実施される障害児者
作品展等に対して補助金を交付する。

対象事業：相模原市障害者作品展

総事業費：75,000円
補助対象経費：70,000円
補助金：32,000円
補助率：32,000円/70,000円=45.7%

有

相模原市障害
児者作品展等
補助金交付要
綱

有 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

第５章　いき
いきと「活動
する」
基本施策２
文化活動へ
の支援

令和５年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当該補助金を活用した展示を通じ
て、市民の障害に対する理解促進
に貢献し、障害福祉の向上に寄与
したため。

1551

地域活動支援センター
事業補助金（地域活動
支援センターすぺーす・
あい）

特定非営利活動法人精
神保健福祉を考える会
るーつ・あい

障害者へ創作活動や生産活動の機会を提供し、地域交流
を促進させることにより、自立した日常生活や社会生活を
営むことができるよう支援するため、地域活動支援センター
を運営するもの。

補助金等の使途：地域活動支援センターの運営に係る費用
施設名：地域活動支援センター　すぺーす・あい

令和5年4月1日～令和6年3月31日 12,554

日常のプログラムを通して、安心して生活ができるスキルを身に付ける
と共にメンバー通しが語り合う事で自分の病気の症状に上手に対処で
きる場としてすぺーす・あいを利用して頂けたと感じた。今年度の新し
い企画として「フラワー教室」を月１回開催する事になった。生花、ドライ
フラワー等を使ってアレンジメント作りを楽しんだ。この企画は、障作連
を通じて相模原市内の他の事業所さんにも広がっている。

今年度は、「コロナ禍」が一段落して地域の行事
が復活した関係で、橋本商店街協同組合から
の作業の受注が増えた。七夕まつりではボラン
ティアとして参加し、祭りを楽しみながら地域の
方々と交流ができ嬉しかったとの感想があっ
た。北里大学OT学生と授業を通し交流。メン
バー自身の体験談を発表する事で学生の皆さ
んに「精神障害」の正しい知識を知って頂けた
と思う。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

障害者が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができ
るよう、地域活動支援センターにおいて、創作的活動又は生産活動の機会
の提供及び地域との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の
供与を適切かつ効果的に行う事業を要する経費を補助するもの
・対象事業：地域活動支援センター事業の運営に係る費用

有

・地域生活支援
事業実施要綱
・相模原市地域
活動支援セン
ター事業実施要
綱
・相模原市地域
活動支援セン
ター事業補助金
交付要綱

有 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金交付により、施設利用者の
日常生活の充実が図られたため。

1552
地域活動支援センター
事業補助金（第３けや
き）

特定非営利活動法人け
やきの会

障害者へ創作活動や生産活動の機会を提供し、地域交流
を促進させることにより、自立した日常生活や社会生活を
営むことができるよう支援するため、地域活動支援センター
を運営するもの。

補助金等の使途：地域活動支援センターの運営に係る費用
施設名：地域活動支援センター第3けやき

令和5年4月1日～令和6年3月31日 12,222

上半期は地域貢献活動と生活応援プログラムの二つの活動を主軸に展
開。地域貢献活動では、地域へのマルシェ出店の他、淵野辺駅北口
ロータリー乗花壇整備等美化活動、児童・高齢施設への出張けん玉教
室、中学校への福祉講座講師等をおこなった。生活応援プログラムで
は、音楽コンサート、フラワーアレンジメント講座等を行う。下半期は淵
野辺駅前に移転し、駄菓子屋運営を通して地域住民との交流を図っ
た。

・社会福祉協議会の協力にて中学校での福祉
教育の時間に講師をし、地域で暮らす障害者
の姿を伝えた。
・大野北公民館の行事にボランティアとして参
加し、まつりやイルミネーション飾りつけの手伝
いをおこなった。
・年間を通して淵野辺駅北口ロータリーの花壇
の管理・整備をおこなった。
・市内の学童・児童館・保育園等へけん玉の講
師として赴き、交流を図った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

障害者が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができ
るよう、地域活動支援センターにおいて、創作的活動又は生産活動の機会
の提供及び地域との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の
供与を適切かつ効果的に行う事業を要する経費を補助するもの
・対象事業：地域活動支援センター事業の運営に係る費用

有

・地域生活支援
事業実施要綱
・相模原市地域
活動支援セン
ター事業実施要
綱
・相模原市地域
活動支援セン
ター事業補助金
交付要綱

有 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金交付により、施設利用者の
日常生活の充実が図られたため。

1553
地域活動支援センター
事業補助金（マーブリン
グハウス）

特定非営利活動法人
マーブリングハウス

障害者へ創作活動や生産活動の機会を提供し、地域交流
を促進させることにより、自立した日常生活や社会生活を
営むことができるよう支援するため、地域活動支援センター
を運営するもの。

補助金等の使途：地域活動支援センターの運営に係る費用
施設名：地域活動支援センターマーブリングハウス

令和5年4月1日～令和6年3月31日 11,182
心身に障害を持ち、主に就労することが困難な知的障害者10名、身体
障害者等4名の利用者を作業訓練、生活訓練等を通じて社会の構成要
員として、生活が可能となるよう支援を行った。

　本人の独立心をそこなうことなく、その更生自
立に向いた援護、育成等が利用者本人にとって
かけがえのない生活の基盤となっているため
に、地域住民との交流や、イベントの参加等、
個々の自立心への援護を行っている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

障害者が、地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができ
るよう、地域活動支援センターにおいて、創作的活動又は生産活動の機会
の提供及び地域との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の
供与を適切かつ効果的に行う事業を要する経費を補助するもの
・対象事業：地域活動支援センター事業の運営に係る費用

有

・地域生活支援
事業実施要綱
・相模原市地域
活動支援セン
ター事業実施要
綱
・相模原市地域
活動支援セン
ター事業補助金
交付要綱

有 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

福祉サービ
ス基盤の充
実

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金交付により、施設利用者の
日常生活の充実が図られたため。

1554
相模原市障害者福祉
ショップ運営事業補助金

相模原市障害者地域作
業所等連絡協議会

地域作業所等の自主製品の展示販売を中心に、一般就労
が困難な障害者の就労体験や社会参加の機会を提供する
とともに、活動の紹介や来店者とのふれあいの場づくりなど
を行うハンドメイド「バオバブ」事業に要する経費に対し、人
件費相当額の補助金を交付し、障害者製品の販路の拠点
であるショップの円滑な運営を支援していく。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,992

障害者福祉ショップ「ハンドメイド　バオバブ」の運営
開 設 日　　　　　　 298日
売上金額　 　14,659,210円
障害者販売員　　 284名

①市内障害者地域作業所、障害福祉サービス
事業所等の自主製品の販売売上が年間
14,659,210円となり、各地域作業所、障害福
祉サービス事業所等の工賃アップに貢献しまし
た。
②重度障害者の就労体験
一般就労が困難な重度障害者の就労の場とし
て、年間延べ284名が販売員として、活躍する
事を継続できた。又、新たな就労者も増えた。
③障害者と市民の交流
お客様である一般市民との交流が図れる場と
なっている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

収支予算書予算のうち人件費分及び報酬等 有

相模原市障害
者福祉ショップ
運営事業補助
金交付要綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会 さがみ
はら障害者
プラン

第１章　相互
に「理解し尊
重する」
基本施策３
障害者団体
などの地域
での活動の
支援

令和5年４月１日～
令和6年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業所等の工賃アップに貢献する
とともに、障害者の就労体験の場と
しても障害の理解促進や障害福祉
の発展に寄与した。

1555

相模原市障害児者福祉
団体補助金（相模原市
自閉症児・者親の会（相
模原やまびこ会））

相模原市自閉症児・者
親の会（相模原やまびこ
会）

１．水一クラブ（自閉症勉強会）　会員、会員外の受講者を対
象とする勉強会、相談会
２．広報事業　会員、福祉施設、学校等に当会の活動内容、
福祉の動向を伝える。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 135
（１）広報事業　当会の会報発行（４回）、県協会の発送（３回）、ＨＰ運営
（２）水一クラブ　勉強会を１２回開催し、延べ４８名が参加した。

（１）広報事業　当会の活動、福祉行政の動向を
伝達
（２）水一クラブ　自閉症に関心ある人達と勉強
会を開き知見を深め、また相談に応じて支援し
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

水一クラブ（自閉症勉強会）　65,000円（48.15％）
広報事業　70,000円（42.42％）

有

相模原市障害
児者福祉団体
補助金交付要
綱

有 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

第１章　相互
に「理解し尊
重する」　基
本施策３
障害者団体
などの地域
での活動の
支援

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当事者の視点を生かし、障害福祉
の発展に寄与したため

1556
相模原市障害児者福祉
団体補助金（みどり会）

みどり会
精神障害者家族間の相互理解及び市民の障害への理解を
深める目的で会報を年６回発行目標、月報を月次で発行す
る。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 45
補助金対象の月報は月次で、会報は数回発行された。これにより会が
円滑に運営されたと思う。

月報、会報は障害を持つ家族会員及び市民へ
の情報発信であり、これを通して、社会へ貢献
していると考える。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

会報・月報発行事業　50,000円（33.33％） 有

相模原市障害
児者福祉団体
補助金交付要
綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

第１章　相互
に「理解し尊
重する」　基
本施策３
障害者団体
などの地域
での活動の
支援

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当事者の視点を生かし、障害福祉
の発展に寄与したため

1557
相模原市障害児者福祉
団体補助金（相模原失
語症友の会）

相模原失語症友の会

脳血管障害、脳外傷等により、失語症になった患者よその
家族を対象に病気、後遺症に関する理解と言語訓練、交
流、関係情報の交換を目的として活動しています。
また、広く一般市民の皆さんに失語症に関する理解を広め
ていくことを目的として広報・啓発活動に務めます。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 117

今年度はコロナ化の影響も少なく、月例会、音楽療法等の開催が南の
会で11回、中央の会で11回、音楽療法12回ほぼ毎月開催が出来合計
460名の参加がありました。バス研修旅行については中止しました。
広報「たより」は12回毎月130部発行し会員、市役所、社協関係部署、
活動支援を受けている病院、施設へ送付いたしました。

失語症の人達は、お話をすることが苦手で健常
者の仲間に入ることが難しいですが、例会、音
楽療法等で会えるチャンスを生かして、同じ症
状の仲間で皆さん安心して仲間同士でのお
しゃべり楽しんでおります。また市内の大手病
院から派遣された言語聴覚士、音楽療法士の
方々の先生から指導を受けて回復リハビリにも
なっております。
広報「たより」は会員のほか市内の病院、公民
館、高齢者施設、支援センター等に配布して理
解を深めています。また市の障害者専用ホーム
ページ「さーくる」にも掲載していただき更に多
くの方達に理解を深めることが出来ておりま
す。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

定例研修会　85,000円（40.28％）
会報発行　50,000円（35.71％）

有

相模原市障害
児者福祉団体
補助金交付要
綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

第１章　相互
に「理解し尊
重する」　基
本施策３
障害者団体
などの地域
での活動の
支援

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当事者の視点を生かし、障害福祉
の発展に寄与したため

1558

相模原市障害児者福祉
団体補助金（特定非営
利活動法人相模原市障
害児者福祉団体連絡協
議会）

特定非営利活動法人相
模原市障害児者福祉団
体連絡協議会

障害のある人が地域で自分らしく安心して暮らせる社会を
実現させるため、市内の障害児者福祉団体が障害の種類
等の枠を超えて相互に密接に連携しかつ行政機関等とも
協調して、市民の障害に対するニーズに対応した支援及び
施策の充実に向けての諸活動を実施する。
主な事業として、定期的な機関誌の発行や、研修会（講演
会）、福祉向上啓発事業、等

令和5年4月1日～令和6年3月31日 330

今年度はコロナ化の影響も少なく、その中で機関紙「わ」を計画通り４回
発行し、また、連協創立３５周年記念号も発行して会員、家族、その他
関係者へ配布をして、現在の諸問題に対して情報を共有化することと
会員相互の理解促進が出来ました。また４月発行の１０８号では相模原
市の協力で令和４年度に実施した主な障害関連施策を掲載していただ
き大変好評でした。
定例化している福祉施策懇談会に市内の１６の障害者団体からアン
ケートに対する回答を受けて、市へ要望書を提出し書面で回答を受け
まして、それをもとに市長を始め幹部職員と福祉施策懇談会開催を令
和６年３月１０日開催し意見交換を通じて障害者団体と市行政の相互理
解が深まりました。
イベントは障害者週間に合わせて相模大野駅前でイベントを開催し福
祉・障害に関するビラを600部配布、障害者週間での作文、ポスター等
の優秀作品の表彰式の後でのイベントで映画会「桜色の風が咲く」を上
映いたしました。
研修会も令和６年１月２８日（土）相模原市民会館で昭和音楽大学非常
勤講師大山祥子氏を招き障害者向けの「音楽療法」について講演をし
ていただき５０名の参加があり好評でした。

コロナ禍の影響もなく、計画通りに実施出来
て、多くの市民に対して障害者へ理解促進が出
来たと思いますが、まだまだ十分でないので今
後も更に力を入れて、障害者の地位向上、理解
促進に向けて、市の関係者、支援者と一緒に更
に力強い活動の輪を広げていきたい。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

福祉向上啓発事業　60,000円（45.45％）
研修会・学習会　90,000円（40.9％）
機関紙「わ」の発行　180,000円（32.72％）

有

相模原市障害
児者福祉団体
補助金交付要
綱

有 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

第１章　相互
に「理解し尊
重する」　基
本施策３
障害者団体
などの地域
での活動の
支援

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当事者の視点を生かし、障害福祉
の発展に寄与したため

1559

相模原市障害児者福祉
団体補助金（一般社団
法人相模原市手をつな
ぐ育成会）

一般社団法人相模原市
手をつなぐ育成会

知的障害児者が地域で安心して生活できるように、知的障
害児者を正しく理解していただくための活動　知的障害児
者の社会見聞を広める、保護者・会員同士の親睦や交流
知的障害児者のレクリエーション活動の促進

令和5年4月1日～令和6年3月31日 585
あじさい青年学級
激励等事業

激励等事業を行うことにより、会員の親睦・交
流ができました。
会報、しおりを発行することにより、会活動の様
子を会員、会員外の障害児者の保護者、団体
に周知することができました。
あじさい青年学級の行事により、学級生の自立
性と社会性を養うことができました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

あじさい青年学級　450,000円（34.15％）
激励等事業　135,000円（27.55％）

有

相模原市障害
児者福祉団体
補助金交付要
綱

有 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

第１章　相互
に「理解し尊
重する」　基
本施策３
障害者団体
などの地域
での活動の
支援

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当事者の視点を生かし、障害福祉
の発展に寄与したため
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1560
相模原市障害児者福祉
団体補助金（相模原市
腎友会）

相模原市腎友会

１．第37回医療・栄養講演会
実施日：令和５年７月２日（日）10：00～１２：３０
内容：医療・栄養講演会
補助金の使途：講師謝礼、チラシ作成、案内状送付代等
２．健康フェスタ「腎臓病のお話と相談会」
実施日：令和５年１０月２１日（土）１０：００～１２：３０
内容：一般市民を対象に、腎疾患・慢性腎臓病の予防と治
療について啓発を行う。と同時に医療相談を行う。
補助金の使途：講師謝礼、チラシ作成、案内状送付代等
３．啓発活動
機関紙「腎友さがみはら」発行　第170号7月、第171号9
月、第172号12月、第173号3月発行する。
補助金の使途：機関紙の表紙カラー印刷外注、本体部分の
印刷・丁合費用、機関紙の関係者への送付代等充当。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 112

コロナ禍により、中止していた「第３７回医療・栄養講演会」を含め、通常
どおり。予定した３事業を開催できたことは幸いでした。
啓発事業の機関紙「腎友さがみはら」の発行は４回を計画したが、３回
に減じたが、１７２号の頁数を多くして、市との「障害者施策の見直しと転
換に関する懇談会」について詳細に報告できたことは大変有意義であっ
た。

来場者にも好評であった。また、健康フェスタ２
０２３「腎臓病のお話と相談会」は一般市民に対
しての腎臓病の啓発活動で社会貢献度大と自
負できる。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

啓発活動　85,000円（49.7％）
医療・栄養講演会　30,000円（41.09％）
医療講演会・相談会　20,000円（33.61％）

有

相模原市障害
児者福祉団体
補助金交付要
綱

有 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

第１章　相互
に「理解し尊
重する」　基
本施策３
障害者団体
などの地域
での活動の
支援

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当事者の視点を生かし、障害福祉
の発展に寄与したため

1561

相模原市障害児者福祉
団体補助金（相模原市
障害者地域作業所等連
絡協議会）

相模原市障害者地域作
業所等連絡協議会

・ホームページ保守管理事業
・パソコンサポート事業

令和5年４月１日～令和6年３月３１日 72

○相模原市障害者地域作業所等連絡協議会の活動を市民へ周知する
ため、ホームページの保守管理を実施した。
○障害者地域作業所等の情報格差、発信格差を解消し、利用者の不利
益をなくすため、パソコン操作、設定等の出張サービスを実施した。
また、バオバブ店舗のパソコンのメンテナンス等も行った。

相模原市障害者地域作業所等連絡協議会の
活動を広く市民へ周知することができ、パソコン
操作、設定の出張サービスにより会員事業所へ
のアフターケアが実施できた。
障作連のホームページをみて、企業より商品の
依頼があった。また、市民の当事者が事業所に
通所したいとの障害者の働く場の情報の場にも
なった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

ホームページ保守管理事業　52,000円（22.8％）
パソコン出張サポート事業　20,000円（50.0％）

有

相模原市障害
児者福祉団体
補助金交付要
綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

第１章　相互
に「理解し尊
重する」　基
本施策３
障害者団体
などの地域
での活動の
支援

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当事者の視点を生かし、障害福祉
の発展に寄与したため

1562
相模原市障害児者福祉
団体補助金（相模原市
身体障害者連合会）

相模原市身体障害者連
合会

◎相身連は障害者作品展・歩行訓練会・賀詞交歓会・県ス
ポーツ大会や練習会、県身連事業等、積極的に参加。
◎肢体協会は社会見学（年１回）、音楽鑑賞会、県肢体部会
の教養講座や研修会に参加。障害者スポーツも積極的に
参加しています。
◎視覚協会は相視協福祉大会、日盲連派遣事業にも積極
的に参加、障害者スポーツ、けやき体育館のふれあい文化
講座にも参加をしています。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 240

令和５年度はコロナが４年目を迎えた中で、各協会も独自の事業運営
をしっかりやっていました。相身連事業もコロナの影響を受ける事もな
くすべての事業をやり終えることができました。また、県身連事業も積極
的に参加して交流を深めてきました。

補助金は、肢体障害者協会・視覚障害者協会・
難聴者協会「土の会」の３協会へ実績に応じて
配分、協会独自に事業運営をしています。令和
５年１２月１７日（日）に相模原市民会館ホールで
神奈川県身体障害者福祉大会が盛大に開催さ
れました。
令和６年では三協会合同の相身連事業（作品
展、歩行訓練、賀詞交歓会）をしっかりやってい
きます。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

相模原市身体障害者連合会分　40,000円
→内訳
・相身連歩行訓練会　10,000円（18.18％）
・賀詞交歓会　30,000円（41.35％）
相模原市肢体障害者協会分　90,000円
→内訳
・音楽鑑賞会　30,000円（45.45％）
・社会見学　30,000円（46.15％）
・県身連・肢体部教養講座　30,000円（45.45％）
相模原市視覚障害者協会分　110,000円
→内訳
・社会見学　25,000円（22.72％）
・親睦会及び白い杖の文化祭　20,000円（36.36％）
・令和5年度通常総会　20,000円（40.0％）
・第12回相模原市視覚障害者福祉大会　45,000円（45.91％）

有

相模原市障害
児者福祉団体
補助金交付要
綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

第１章　相互
に「理解し尊
重する」　基
本施策３
障害者団体
などの地域
での活動の
支援

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当事者の視点を生かし、障害福祉
の発展に寄与したため

1563
相模原市障害児者福祉
団体補助金（相模原市
聴覚障害者協会）

相模原市聴覚障害者協
会

・機関紙や講演会を通して、自らの障害に関することを学
び、情報を共有化すると同時に一般市民に聴覚障害につい
ての理解を広める。
・研修会においては、手話通訳者、要約筆記者と共に知識・
技術を学ぶ。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 74

Ｒ５年度事業は下記のとおり、実施した。
・講演会　１回/教養講座　３回
・市登録手話通訳者の会との研修会は実施できなかった。
・機関紙「相聴協ニュース」は下記のとおり、実施した。
奇数月（5,7,9,11,1,3）6回、発行

・相聴協ニュース発行は機関紙及びＨＰや講演
会・教養講座などを通して、自らの障害に関す
ることを学び、情報を共有化すると同時に一般
市民に聴覚障害についての理解を広めるよう
に発信した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

機関紙「相聴協ニュース」発行　60,000円（50.0％）
講演会・研修会　40,000円（50.0％）

有

相模原市障害
児者福祉団体
補助金交付要
綱

有 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

第１章　相互
に「理解し尊
重する」　基
本施策３
障害者団体
などの地域
での活動の
支援

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当事者の視点を生かし、障害福祉
の発展に寄与したため

1564
要医療ケア障害児在宅
支援事業補助金

学校法人北里研究所北
里大学病院

（概要）
　急性期を離脱した児童の在宅移行の促進と、在宅移行後
の医療的ケアを必要とする児童が安心して療養生活を継続
することができるようになることを目的とし、在宅移行支援
（５床）、メディカルショートステイ（１０床）、医療型短期入所
（５床）の機能を有する小児在宅支援部門を運営する。
　また、相模原市に居住する要医療ケア障害児の小児在宅
支援部門の利用機会を確保するため、メディカルショートス
テイ病床の一部を、相模原市民用ベッド（４床）、緊急時利
用ベッド（１床）として確保する。
（使途）
　メディカルショートステイ病床における市民専用ベッド４床
と緊急時利用ベッド１床の確保に係る経費等に充当するも
の。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 20,382

　北里大学病院へ小児在宅支援部門を移設し4年となり、対象とする障
害児等の安全管理を優先させながら事業を展開した。
　他市も含む全体の実利用人数に占める市民利用率は全体の45％
（市民専用等ベッド（5床計算の）稼働率104％）であった。
　また、在宅移行支援病床としては4件（0件は他市、4件は市内）受入
れ、退院支援を行った。在宅で障害児等を介護・看護する家族に安心と
安全を提供する支援ができた

　新型コロナウイルス感染症により、児童同士
の接触を完全に防止できない日帰り短期ベッド
の受け入れは停止していたが、メディカル
ショートステイ病床については入院前のＰＣＲ検
査の実施や病床の間隔を空けるなどの感染対
策をとり、受け入れを継続することができた。近
年の医療の進歩により増加した、医療的ケアを
要する障害児等に対し、現状の障害福祉サービ
スでは対応しきれない医療面を充実させた支
援を行うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

（趣旨・目的）
　医療的ケアを必要とする障害児が、ＮＩＣＵや小児病棟からの退院後、在
宅生活を安心して継続できるよう、地域における在宅医療の充実及び在宅
療養の支援を促進することを目的として実施される要医療ケア障害児在宅
支援事業に要する経費に対し、本市が予算の範囲内において補助金を交
付するもの。
（対象事業）
　市民専用ベッド（４床）及び緊急時用ベッド（１床）の確保
（基準額）
　一日当たりの単価〔市民専用ベッド確保：35,760円、緊急時利用ベッド
確保：44,700円〕に確保日数を乗じた額（1,000円未満端数切捨ての範
囲内で市長が定める額
（補助率）
　補助基準額の１０／１０

有

要医療ケア障害
児在宅支援事
業補助金交付
要綱

有 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン相
模原市総合
計画

子どもを生
み育てやす
い環境の整
備

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

医療的ケア児の在宅療養が一時的
に困難となった場合における入院
環境を整備することができた。市で
確保しているメディカルショートス
テイ病床５床（重症心身障害児の短
期入院用ベッド４床、児童相談所緊
急時利用ベッド１床）については、市
民利用率が100％を超えており、
重症心身障害児等とその家族が安
心して在宅生活を送るために必要
不可欠なものとなっている。（当該
事業は、市内において北里大学病
院のみ実施しており、全国的にも数
少ない事業となっている。）

1565
公益社団法人相模原市
シルバー人材センター運
営費補助金

公益社団法人相模原市
シルバー人材センター

健康で働く意欲をもつ市内に居住する原則６０歳以上の高
年齢者に、臨時的かつ短期的又はその他の軽易な業務に
係る就業機会を確保、提供し、働くことを通した仲間づくり、
生きがいを創出するための、事務を行う職員の人件費とし
て補助金を充当する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 62,765

【令和5年度実績】会員数・3020名、受託件数・22,989件、契約金額
（請負・委任）・1,078,908,847円、就業率83.3％、就業延べ人員
235,378名、派遣契約額35,514,775円
　令和５年度を始期とする『事業実施3か年計画』に基づき、計画された
事業に取り組みました。会員数は前年度よりも28人減少しましたが、３
千人の会員数を維持することができました。これは、事業・会員拡大推
進員を中央・南・緑ブロックに配置し地域の特性に応じた活動を行った
ことや、新入会員の初年度の年会費が減額になる時期にあわせて出張
入会説明会を開催する等の入会促進活動、また、相模湖・藤野連絡所
における新規受注案件に伴う広報活動等が、会員数の維持に繋がりま
した。
　受託事業については、本年度から新たに駐車場管理業務を受託した
こと等により、前年度より6,464万円の増額（6.4％増）となりました。派
遣事業についても、新規に児童クラブの補助業務の受注があるなど、前
年度より契約額が210万円の増額（6.3％増）となりました。

　家庭における困りごとの生活支援サービス
「相模シルバーそよ風サービス（ワンコインサー
ビス）」の事業実績は695件で、契約額は前年
度より115％増加の839,600円でした、また、
シルバーの日（10月）に合わせて38の地区班
で駅前清掃等の一斉ボランティア清掃を実施
し、336人が参加しました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

（趣旨・目的・対象事業）
　健康で働く意欲をもつ高年齢者の希望に応じた臨時的かつ短期的な就
業又はその他の軽易な業務に係る就業の機会を確保し、また組織的に提供
することにより高年齢者の生きがいの充実及び福祉の増進と高年齢者の能
力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与することを目的としたシルバー
人材センター事業の推進のため。
（補助率等）
　対象経費の合計額のうち、予算の範囲内で市長が定める額

有

公益社団法人
相模原市シル
バー人材セン
ター補助金交付
要綱

有 有
相模原市高
齢者保健福
祉計画

高齢者の社
会参加と生
きがいづくり
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

高齢社会、人口減少社会におい
て、高齢者が活躍できる機会を確
保し、就労を通じた高齢者の生き
がいづくりや社会参加を通じての
地域社会づくりに貢献し、その役割
を果たしているといえる。

1566
相模原市老人クラブ連
合会補助金

相模原市老人クラブ連
合会

老人クラブ事業については、地域内の道路や公園等の清掃
活動などの地域貢献活動や寝たきりや虚弱、一人暮らし会
員を対象とした友愛チーム活動を行う。
　市連合会では、会員の生きがい、仲間づくりや健康の保持
増進を目的に、スポーツ大会（運動会）、ペタンク、ゲート
ボール、グラウンドゴルフ大会、文化事業の芸能大会、作品
展、囲碁大会や各種研修等を実施する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 16,729

老人クラブ事業については、地域内の道路や公園等の清掃活動などの
地域貢献活動、寝たきりや虚弱、一人暮らし会員を対象とした友愛チー
ム活動を行った。
　市連合会では、会員の生きがい、仲間づくりや健康の保持増進を目的
に、ペタンク、ゲートボール、グラウンドゴルフ大会、文化事業の芸能大
会、作品展、囲碁大会や各種研修等を実施した。
　会員数等については、クラブ数２０１クラブ、会員数９，６９９名(令和５
年４月１日現在）となっている。

　老人クラブでは、定期的に地域の清掃活動等
を行っている。９月２０日が全国一斉社会奉仕
の日の基準日となっており、市内老人クラブも９
月に一斉活動として、１７６クラブ延べ２，６０９人
の会員が活動を行った。また、友愛チーム活動
として、前期６０７名・後期６１６名の対象者に対
し訪問活動等を行った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

高齢者が生活する地域社会において、クラブ活動を通じて老後の生活を健
全で豊かなものとし、その生きがいを高め、自らの努力で高齢者福祉の増
進に役立てることを目的とし、老人クラブの活動をより効果的にするために
補助をするもの。

有
相模原市老人ク
ラブ連合会補助
金交付要綱

有 有

第８期　相
模原市
高齢者保健
福祉計画

高齢者の社
会参加と生
きがいづくり
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

老人クラブは、文化、スポーツ、親
睦活動のほか、地域清掃や緑化推
進、虚弱老齢者への友愛活動や青
少年との交流活動など地域貢献活
動を実施しており、高齢者の介護
予防、地域貢献に効果をもたらして
いる。

1567
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（橋本地
区）

橋本地区敬老事業実行
委員会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いするため
（対象）橋本地区に住民登録のある80歳以上の高齢者

令和５年６月１３日～令和６年３月３１
日

2,392

■橋本地区敬老会
①内容：80歳以上の高齢者への祝品（お茶）を配布する。
②期間：10～11月
③4,758人
■地域貢献活動支援事業（感謝状贈呈事業）
①内容：通学路の見守り・地域の清掃等地域貢献活動支援者を表彰す
る。
②表彰式：11月7日
③表彰者数：5人
◆敬老事業実行委員会9名

・地区高齢者に対して長寿をお祝いし、感謝の
意を表すことができた。
・コロナ過の影響で顔を合わせる機会が減って
いた中でこれを機に安否確認することができ
た。
・地域貢献活動への参画に感謝の意を表し、今
後の参画の促進を図ることができた。
・地区における高齢者に関する情報提供等を行
うことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：橋本地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月１３日
～令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1568
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（大沢地
区）

大沢地区社会福祉協議
会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いするため
（対象）大沢地区に住民登録のある80歳以上の高齢者

令和５年６月３０日～令和６年３月３０
日

1,393

地域社会の発展に寄与された高齢者の長寿をお祝いし、感謝し、その
労をねぎらうとともに、地域とのつながりのきっかけづくりのために、訪
問して敬老祝い品の贈呈をおこなう事業で、大沢地区に住民登録のあ
る80歳以上（令和5年4月1日時点）の2,628名へ祝い品を贈呈した。

民生委員及び社会福祉協議会関係団体の協
力により、祝い品の配布準備をおこない、民生
委員により、80歳以上の高齢者へ配布し、祝う
ことができた。メッセージカードや社会福祉協議
会の広報紙を同封することにより、地域活動の
情報を提供することができた。受け取った高齢
者からのお礼の電話や手紙が届き、地域との繋
がりの一助となった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：大沢地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月３０日
～令和６年３月３０
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1569
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（城山地
区）

城山地区敬老事業実行
委員会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いするため（対象）城山地区に住民登録のある80歳
以上の高齢者

令和５年６月２日～令和６年３月３１日 1,276

（敬老祝い品配布事業）
・民生委員及びシニアクラブ連合会の協力を得て、対象者へお祝い品
の配布を行った。今年度も昨年と同様、新型コロナウイルス感染防止対
策に留意しながら、対面による個別配布を行った。
・配布期間：令和5年9月16日～9月22日
・配布者　年度内に80歳以上になる方　2,499名
（地域貢献活動推進支援事業）
・高齢者で構成された地域貢献活動が顕著である4団体に対し感謝状
及び　記念品を贈呈した。

 城山地区で地域社会の発展に寄与された高齢
者へ直接長寿のお祝い
と感謝の意をお伝えしたこと、また推薦された
団体へ長年にわたる
地域貢献活動に対する感謝の意を直接お伝え
したことにより、高齢
者の生きがいづくり、地域のコミュニティーの活
性化及び地域貢献
活動の継続に貢献できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：城山地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月２日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため
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1570
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（津久井
地区）

津久井地区敬老事業実
行委員会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いするため
（対象）津久井地区に住民登録のある65歳以上の高齢者

令和５年４月１７日～令和６年３月３１
日

1,190

敬老事業
①三井名手地区敬老事業実行委員会　内容：敬老会の開催　参加者
数：55人　補助金額：112,000円
②小網敬老事業実行委員会 　実施なし
③中野地区敬老事業実行委員会　内容：敬老会の開催　参加者数：
265人　補助金額：　203,000円
④津久井地区敬老事業実行委員会又野支部　内容：敬老会の開催　参
加者数：30人　補助金額：138,000円
⑤津久井中央地域敬老事業実行委員会　内容：敬老会の開催　参加者
数：180人　補助金額：167,000円
⑥串川地区敬老事業実行委員会　内容：敬老者訪問と祝品の贈呈　参
加者数：938人　補助金額：311,000円
⑦鳥屋地区敬老のつどい　内容：敬老会の開催　参加者数：87人　補
助金額：129,000円
⑧青野原敬老事業実行委員会　実施なし
⑨青根地区敬老事業実行委員会　内容：敬老会の開催　参加者数：69
人　補助金額：104,000円
地域貢献活動促進支援事業
表彰団体 ２団体　感謝状及び副賞(団体：１万円)

・地区ごとにそれぞれ実行委員会を組織し、趣
向をこらした敬老事業を実施することにより、地
域における支え合いの大切さを認識するととも
に長寿をお祝いすることができた。
・高齢者主体の地域貢献活動に取り組む団体
に対し、感謝の意を表すことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：津久井地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年４月１７日
～令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1571
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（相模湖
地区）

相模湖地区敬老事業実
行委員会

（趣旨・目的）多年にわたり地域社会の進展に寄与してきた
高齢者の長寿をお祝いし感謝の意を表すとともに、相模湖
地区の敬老事業を通じて高齢者の見守りや生きがいづくり
に貢献するもの
（対象）
【催事型】相模湖地区に住民登録のある65歳以上の方
【配布型】相模湖地区に住民登録のある80歳以上の方
【催事型】相模湖地区に住民登録のある65歳以上の方
【高齢者地域貢献活動促進事業】高齢者が様々な活動に
よって、相模湖地区に元気や活力を与え、「地域に貢献して
頂いている方を敬老会の式典で表彰する。
（表彰の対象者）
概ね1年以上の継続的な活動をしており、かつ公的補助を
受けていない次のいずれかに該当するもの
（1）相模湖地区において、地域貢献活動が顕著な高齢者、
又は主に高齢者で構成する団体
（2）地域高齢者の福祉等に貢献している個人、又は団体

令和５年４月２６日～令和６年３月２９
日

756

事業内容
①祝品配布型≪メッセージ型≫
対象：相模湖地区内に住民登録のある80歳以上の者　９３１人
②催事型≪相模湖地区「敬老会」≫
対象：相模湖地区内に住民登録のある６５歳以上の者　１３８人
③高齢者地域貢献活動促進支援事業「相模湖地区感謝状贈呈式」
表彰者 ５名 感謝状及び副賞

①敬老会、午前の部は「参加型の演芸」、午後
の部は「落語講演」の観覧を実施した。演芸・観
覧を通じて相互の親睦を図り、楽しい1日を過
ごしていただいた。
②配布型（メッセージ型）ついては、民生委員さ
んに戸別訪問してもらいお祝文、祝品（茶葉）、
相模湖こども園の園児がかいたイラスト入りの
メッセージを同封し配布。事業実施後に、祝品
を受け取った方から園児が描いた絵に感動し
た。家の見える場所に飾っている等のお礼の電
話・手紙・相模湖こども園の園児全員にお菓子
プレゼントが届くなど世代間の交流が行われ
た。
③相模湖地区感謝状贈呈式は、高齢者が様々
な活動によって相模湖地区に元気や活力を与
え、「地域に貢献」していただいている方、5名
を表彰した。地域貢献活動支援事業の趣旨を
達成することができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：相模湖地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年４月２６日
～令和６年３月２９
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1572
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（藤野地
区）

藤野地区敬老事業実行
委員会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いするため
（対象）藤野地区に住民登録のある77歳以上の高齢者

令和５年６月２６日～令和６年３月３１
日

604

【各実施団体による敬老事業】
①日時：令和5年9月3日（日）～9月24日（日）
②場所：吉野自治会館はか18箇所
③参加人数：665人（ただし役員等含む）
④内容：敬老会、敬老訪問と祝い品の贈呈
⑤補助金額：493,200円
　【地域貢献活動表彰】
①贈呈式：令和5年11月25日（土）
②贈呈者：4団体及び2個人
③内容：贈呈者に対し、感謝状と副賞を贈呈

・多年にわたり社会の進展に寄与された高齢者
に敬愛の意を表すとともに、藤野地区内の各地
域で開催した趣旨をこらした敬老会等を通じ
て、高齢者相互の親睦や地域における支え合
いの大切さを認識するとともに、長寿をお祝い
することが出来た。
・高齢者主体の地域貢献活動に取り組まれてい
る団体等に対し、表彰を通じて感謝の意を表す
ることが出来た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：藤野地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月２６日
～令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1573
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（小山地
区）

小山地区敬老事業実行
委員会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いすることを目的として、80歳以上の高齢者に記念
品を贈呈する。併せて地域とつながる情報提供を行う
（対象）小山地区に住民登録のある令和5年9月15日現在
80歳以上の高齢者

令和５年６月１５日～令和６年２月２９
日

829

 小山地区に住民登録があり、令和5年9月15日時点で80歳以上の高
齢
者1,424人に対し、祝い品（ほうじ茶ティーパック）を配布した。また、悪
徳商法注意喚起に関するチラシを作成し、啓蒙活動を行った。
配布は民生委員が訪問し、手渡しまたはポスティングで行った。顕表事
業は地域活動に貢献のあった3個人を表彰した。

ほぼ全員の対象者に祝い品を届け感謝の意を
表することができた。
民生委員の訪問により、安否確認ができ繋がり
が育まれた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：小山地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月１５日
～令和６年２月２９
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1574
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（清新地
区）

清新地区敬老事業実行
委員会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いすることを目的として、敬老事業を通じて高齢者
の見守りや生きがいづくりに貢献するもの
（対象）令和5年4月1日時点で、清新地区に住民登録のあ
る80歳以上の高齢者

令和５年５月１８日～令和５年１２月２０
日

1,250

○清新地区内敬老者への訪問事業
①配布時期　令和5年9月12日～10月16日
②対象者　清新地区在住　80歳以上の方（4月1日現在）
③対象者数　2,078名
④配布人数　1,987名
⑤内容　敬老者へ祝品（ハンドタオル）配布
○高齢者地域貢献活動促進事業（顕彰等事業）
　地域貢献活動（長年ボランティアを通じ貢献）された4名の受賞者を招
き、表彰式を開催した。（1名欠席）

祝品としては、民生委員へハンドタオルの配布
を依頼した。前年度までは、コロナの影響で祝
品をポストインしたが、今年度は原則対面形式
で行い、対象者の様子をより詳しく把握するこ
とができた。又、地域活動を紹介するパンフレッ
トを同封したことにより、地域との橋渡しの役目
を果たすことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：清新地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年５月１８日
～令和５年１２月２０
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1575
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（横山地
区）

横山地区敬老事業実行
委員会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いするため
（対象）横山地区に住民登録のある80歳以上の高齢者

令和５年６月１日～令和６年３月３１日 804

①敬老祝品（ガーゼタオル）の配布
　配布数：1,237
　配布方法：在宅者へは、民生委員が個別に配付
　施設入居者へは、実行委員会が施設（15か所）に配付
②地域貢献活動促進支援表彰者6件（個人5、団体1）
　感謝状と副賞を贈呈、後日参加者へアルバムを配布

昨年同様全対象者への祝い品配布は平等感が
あってよかった。また、民生委員による配布は、
見守りを兼ねることができた。
地域貢献事業も、地道に地域貢献をされた
方々を見逃さない地域社会の構築として大変
に有意義である。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：横山地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1576
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（中央地
区）

中央地区敬老事業実行
委員会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いするため。
（対象）中央地区に住民登録のある80歳以上の高齢者

令和５年６月１日～令和６年３月３１日 1,533
80歳以上の方にお祝い品（緑茶）・高齢者向けの地域情報リーフレット
を民生委員・敬老事業実行委員会が対象者3,103名に対し、2,977名
に配付することが出来た。（配布時期：9月1日～9月30日）

対象者への敬老祝い品、リーフレットの配布を
行い、対象者に公平に支援できるよう事業を実
施。今年度は対面での祝い品の渡しが可能と
なったので、訪問でお祝いできたことが見守り
にも繋がりました。また、中央地区のサロンや百
歳体操の情報入りマップを配布し、誰もが気軽
に問合せ、参加し易い情報提供を行った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：中央地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1577
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（星が丘
地区）

星が丘地区社会福祉協
議会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いするため
（対象）
敬老事業：星が丘地区に住民登録のある80歳以上の高齢
者
地域貢献活動促進事業：星が丘地区に住民登録のある77
歳以上の高齢者

令和５年６月２日～令和６年３月３１日 1,034

対象：地区の80歳以上の高齢者　1,835名
〇メッセージ型（配布型）
配布物：今治フェイスタオル、敬老会チラシ、地区社協会長挨拶状
配布方法：郵便ポストへの投函
配布時期；令和5年8月10日～11月9日
〇催事型（演芸観劇）
日時：令和5年9月18日（月）
場所：千代田7丁目自治会館、星が丘會館
〇高齢者地域貢献活動促進事業
表彰対象：個人12名（賞状及び副賞）

地区高齢者に対して、長寿をお祝いし感謝の意
を表すことができた。敬老会を4年ぶりに開催
し、地区内の高齢者ををお祝いするとともに楽
しんでいただけた。地域貢献活動への参画に感
謝の意を伝えるとともに地域の方々に認識いた
だける良い機会となった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：星が丘地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月２日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1578
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（光が丘
地区）

光が丘地区敬老事業実
行委員会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いするため
（対象）光が丘地区に住民登録のある80歳以上の高齢者

令和５年７月４日～令和６年２月２９日 1,765

光が丘地区内の27自治会へ補助金を交付し、各自治会においてお祝
品と防犯等に係るチラシの配布または自治会が中心となった敬老会が
開催された。また、高齢者の生きがいづくりや地域コミュニティの形成、
安全安心の向上等の地域活動を行っている個人に対し、感謝状の贈呈
を行った。

当地区の敬老事業は、自治会が中心となって
実施することにより、地域密着型の敬老事業と
なり、住民間の交流も図られているため、今後
のまちづくりを進める上でも有益な事業であ
る。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：光が丘地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年７月４日～
令和６年２月２９日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1579
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（大野北
第一地区）

大野北第一地区敬老事
業実行委員会

（趣旨・目的）多年にわたり地域社会の進展に寄与してきた
高齢者の長寿をお祝いし感謝の意を表すとともに、地区の
敬老事業を通じて高齢者の見守りやいきがいづくりに貢献
するもの
（対象）大野北第一地区に住民登録のある80歳以上の高
齢者

令和５年６月８日～令和６年３月１５日 1,338
地区民生委員が80歳以上の高齢者宅に、お祝いメッセージ・祝品を届
けた。
思い愛ネットワーク部会による【茶話会】は7班開催。

新型コロナウイルスによる規制が緩和されたの
で、顔を合わせての配布、催事ができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：大野北第一地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月８日～
令和６年３月１５日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1580
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（大野北
第二地区）

大野北第二地区敬老事
業実行委員会

（趣旨・目的）多年にわたり地域社会の進展に寄与してきた
高齢者の長寿をお祝いし感謝の意を表すとともに、地区の
敬老事業を通じて高齢者の見守りやいきがいづくりに貢献
するもの
（対象）大野北第二地区に住民登録のある80歳以上の高
齢者

令和５年６月８日～令和６年３月１５日 1,056
地区民生委員が80歳以上の高齢者宅に、お祝いメッセージ・祝品を届
けた。
思い愛ネットワーク部会による【茶話会】は6班開催。

新型コロナウイルスによる規制が緩和されたの
で、顔を合わせての配布、催事ができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：大野北第二地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月８日～
令和６年３月１５日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1581
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（田名地
区）

田名地区敬老事業実行
委員会

（趣旨・目的）多年にわたり地域社会の進展に寄与してきた
高齢者の長寿をお祝いし感謝の意を表すとともに、地区の
敬老事業を通じて高齢者の見守りやいきがいづくりに貢献
するもの
（対象）田名地区に住民登録のある80歳以上の高齢者

令和５年５月３０日～令和６年３月１５
日

1,109

・5月に本年度の敬老事業実行委員会を立ち上げ、事業内容について
検討。
・当初、各自治会に補助金を配布し、催事型を計画したが、これまでの
事業内容を再検討し、配布型に変更した。
・実行委員会にて祝品を購入し、地区内の80歳以上の対象者へ贈呈。
配布は各自治会及び民生委員の協力により実施。配布期間は、各自治
会の都合に合わせ、概ね9月から12月末までとした。
・祝品は「タオル」を用意。田名中学校美術部制作のお祝カードを添え
た。

・コロナ感染対策に十分配慮しながら、可能な
限り見守りと安否確認を行いながら配布した。
・高齢者の自治会離れが進む中、自治会（地
域）として高齢者の状況を把握することができ
た。
・中学生にお祝カードの制作を依頼したことで、
カードを受け取った高齢者からお礼の電話や
メッセージが届き、地域交流の一助となった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：田名地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年５月３０日
～令和６年３月１５
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1582
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（上溝地
区）

上溝地区社会福祉協議
会

（趣旨・目的）多年にわたり社会の進展に寄与してきた高齢
者に敬愛の意を表すことを目的とする。同時に、高齢者の
生きがいづくりや地域コニュニティ形成の促進に功労の
あったものを表彰し、その功績を讃える。
（対象）上溝地区に住民登録のある80歳以上の高齢者

令和５年６月２３日～令和５年１１月３０
日

1,495
地区内の高齢者に敬意と長寿を祝うために祝品（タオル・メッセージ
カード）を2,969人に配付した。また、地区内の高齢者を対象とした地
域貢献活動促進者9名を表彰し副賞を授与した。

地域の課題を共有し地域福祉を進める協議体
として存在する上溝地区社会福祉協議会が、そ
の構成団体による上溝地区敬老事業実行委員
会を組織して、地区内の高齢者に敬意と長寿を
祝い、また、地区内の高齢者を対象とした地域
貢献活動の促進者を表彰したことは、団体の公
益性を鑑みて、地区内の社会貢献に寄与して
いる。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：上溝地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月２３日
～令和５年１１月３０
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため
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1583
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（大野中
地区）

大野中地区敬老事業実
行委員会

（趣旨・目的）多年にわたり地域社会に寄与された高齢者の
長寿をお祝いし、感謝の意を表すとともに、地域の敬老事
業を通じて高齢者の見守りや生きがいづくりに貢献するも
の
（対象）大野中地区に住民登録のある80歳以上の高齢者

令和５年５月１８日～令和６年３月２９
日

1,084

1.敬老事業
大野中地区在住の80歳以上の高齢者に、敬老祝い品を贈呈した。
祝い品：わんわん！レスキュー隊長のFMラジオ（ライト付き）
配布期間：令和5年9月14日～10月31日
配布方法：地区民生委員・児童委員が対象者の自宅へお届けした
同封物：①市長・地区実行委員会会長の挨拶文
　　　　②地域情報チラシ
　　　　　表面：届けた民生委員の連絡先を記載したもの
　　　　　裏面：大野中ボランティアセンター情報、地域包括支援センター
情報
2.地域貢献活動促進支援事業
　推薦者を通じて贈呈式・祝賀披露会を開催し、除草・サロン活動など
で地域活動に貢献している高齢者を表彰した。
　個人4名、2団体に感謝状・副賞を贈呈した。

1.敬老事業
　地区高齢者に対して、長寿をお祝いし感謝の
意を表すことができた。　又、地域包括支援セン
ターやボランティアセンターの情報を記載したチ
ラシを添えたこともあり、当センターの利用増加
に繋げることができた。
2.地域貢献活動促進支援事業
　地域貢献活動への参画に感謝の意を表し、今
後の参画の促進を図ることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：大野中地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年５月１８日
～令和６年３月２９
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1584
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（大沼地
区）

大沼地区敬老事業実行
委員会

（趣旨・目的）多年にわたり地域社会に寄与された高齢者の
長寿をお祝いし、感謝の意を表すとともに、地域の敬老事
業を通じて高齢者の見守りや生きがいづくりに貢献するも
の
（対象）大沼地区に住民登録のある81歳以上の高齢者

令和５年５月１８日～令和６年３月２９
日

1,544

1.敬老事業
大沼地区在住の80歳以上の高齢者に、敬老祝い品を贈呈した。
祝い品：わんわん！レスキュー隊長のFMラジオ（ライト付き）
配布期間：令和5年9月14日～10月31日
配布方法：地区民生委員・児童委員が対象者の自宅へお届けした
同封物：①市長・地区実行委員会会長の挨拶文
　　　　②地域情報チラシ
　　　　　表面：届けた民生委員の連絡先を記載したもの
　　　　　裏面：大野中ボランティアセンター情報、地域包括支援センター
情報
2.地域貢献活動促進支援事業
　推薦者を通じて贈呈式・祝賀披露会を開催し、除草・サロン活動など
で地域活動に貢献している高齢者を表彰した。
　個人6名、1団体に感謝状・副賞を贈呈した。

1.敬老事業
　地区高齢者に対して、長寿をお祝いし感謝の
意を表すことができた。又、地域包括支援セン
ターやボランティアセンターの情報を記載したチ
ラシを添えたこともあり、当センターの利用増加
に繋げることができた。
2.地域貢献活動促進支援事業
　地域貢献活動への参画に感謝の意を表し、今
後の参画の促進を図ることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：大沼地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年５月１８日
～令和６年３月２９
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1585
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（大野台
地区）

大野台地区敬老事業実
行委員会

（趣旨・目的）多年にわたり地域社会に寄与された高齢者の
長寿をお祝いし、感謝の意を表すとともに、地域の敬老事
業を通じて高齢者の見守りや生きがいづくりに貢献するも
の
（対象）大野台地区に住民登録のある82歳以上の高齢者

令和５年５月１８日～令和６年３月２９
日

1,109

1.敬老事業
大野台地区在住の80歳以上の高齢者に、敬老祝い品を贈呈した。
祝い品：わんわん！レスキュー隊長のFMラジオ（ライト付き）
配布期間：令和5年9月14日～10月31日
配布方法：地区民生委員・児童委員が対象者の自宅へお届けした
同封物：①市長・地区実行委員会会長の挨拶文
　　　　②地域情報チラシ
　　　　　表面：届けた民生委員の連絡先を記載したもの
　　　　　裏面：大野中ボランティアセンター情報、地域包括支援センター
情報
2.地域貢献活動促進支援事業
　推薦者を通じて贈呈式・祝賀披露会を開催し、除草・サロン活動など
で地域活動に貢献している高齢者を表彰した。
　個人8名、1団体に感謝状・副賞を贈呈した。

1.敬老事業
　地区高齢者に対して、長寿をお祝いし感謝の
意を表すことができた。　又、地域包括支援セン
ターやボランティアセンターの情報を記載したチ
ラシを添えたこともあり、当センターの利用増加
に繋げることができた。
2.地域貢献活動促進支援事業
　地域貢献活動への参画に感謝の意を表し、今
後の参画の促進を図ることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：大野台地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年５月１８日
～令和６年３月２９
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1586
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（大野南
地区）

大野南地区敬老事業実
行委員会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いすることを目的として、地区の敬老事業を通じて
高齢者の見守り、福祉活動に貢献するもの
（対象）大野南地区に住民登録のある80歳以上の高齢者

令和５年６月１９日～令和６年３月２９
日

1,490

実行委員会を立ち上げ、上鶴間地区と合同で、会議と地域活動促進支
援事業の開催をした。今年度も対象者宅へ見守りをかねたお祝い品贈
呈の訪問を実施した。また、地域活動促進支援事業では、日頃から地
域活動に貢献されている方に、感謝状の贈呈式を行い、地区社協だよ
りにも掲載し、地域の方々に紹介した。

大野南地区在住の満80歳以上の対象者の方
に、和菓子、お祝いのメッセージカードを贈呈
し、民生委員の方が見守りをかねて特殊詐欺
防止、交通安全のチラシ2種類をお渡しした。高
齢者を狙った詐欺や交通事故が多発している
ため、声掛けを行い情報提供も行った。また、
長年地域活動に貢献されてきた方々を感謝を
こめて表彰し、地区社協だよりに掲載すること
で更なるご活躍と活動に繋げられた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：大野南地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月１９日
～令和６年３月２９
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1587
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（上鶴間
地区）

上鶴間地区敬老事業実
行委員会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いすることを目的として、地区の敬老事業を通じて
高齢者の見守り、福祉活動に貢献するもの
（対象）上鶴間地区に住民登録のある80歳以上の高齢者

令和５年６月１９日～令和６年３月２９
日

1,699

実行委員会を立ち上げ、大野南地区と合同で、会議と地域活動促進支
援事業の開催をした。今年度も対象者宅へ見守りをかねたお祝い品贈
呈の訪問を実施した。また、地域活動促進支援事業では、日頃から地
域活動に貢献されている方に、感謝状の贈呈を行い、地区社協だより
にも掲載し、地域の方々に紹介した。

上鶴間地区在住の満80歳以上の対象者の方
に、和菓子、お祝いのメッセージカードを贈呈
し、民生委員の方が見守りをかねて特殊詐欺
防止、交通安全のチラシ2種類をお渡しした。高
齢者を狙った詐欺や交通事故が多発している
ため、声掛けを行い情報提供も行った。また、
長年地域活動に貢献されてきた方々を感謝を
こめて表彰し、地区社協だよりに掲載すること
で更なるご活躍と活動に繋げられた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：上鶴間地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月１９日
～令和６年３月２９
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1588
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（麻溝地
区）

麻溝地区敬老事業実行
委員会

（趣旨・目的）多年にわたり地域社会の進展に寄与された高
齢者の長寿をお祝いし感謝の意を表すとともに、地区の敬
老事業を通じて高齢者の見守りや生きがいづくりに貢献す
るもの
（対象）麻溝地区に住民登録のある80歳以上の高齢者

令和５年６月５日～令和６年３月３１日 759

対象者：地区の80歳以上高齢者
〇メッセージ型（配布型）
　配布物：敬老お茶
　購入先：相模原市農協麻溝支店
　配布方法：自治会福祉部長（対象者へ開示確認通知発送）が配布。不
明者等は民生委員により配布。
　配布時期：令和5年9月
　配布率：1,159（配布者数）/1,276（対象者数）：90.8%
〇メッセージ型（メッセージのみ）
　配布物：令和6年2月　概ね88歳以上の方々に地区内小学生からの
手紙を配布（対象者：200名）
〇既存事業拡充型
　10月29日（日）の麻溝地区ふるさとまつりの園芸部門にて敬老イベン
ト（12：30～14：00　みんなで歌おう/いきいき健康体操）を実施し敬
老事業対象者の優先席を設置。受付にてコサージュと粗品を配布。68
名受付。

・地区高齢者に対して、長寿をお祝いし感謝の
意を表すことができた。
・敬老事業対象者へ、ふるさとまつりへのお誘
いのチラシを祝品に同封し、ふるさとまつり実行
委員会との共催ということで敬老イベントを企
画することで、普段お祭りに来ない高齢者の方
のきっかけづくりとなった。
・地区内の高齢者と小学校児童との手紙を介し
た交流を図ることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：麻溝地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月５日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1589
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（新磯地
区）

新磯地区敬老事業実行
委員会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いし感謝の意を表すとともに、地区の敬老事業を通
じて高齢者の見守りや生きがいづくりに貢献するもの
（対象）新磯地区に住民登録のある80歳以上の高齢者

令和５年６月１６日～令和６年３月３１
日

762

〇配布型
敬老祝品（鶴屋八幡一口羊羹）を対象者に贈呈した。
地区80歳以上の高齢者数　1,012名
配布完了者数　847名
未配布者数　165名
配付率　84％
〇高齢者地域貢献活動促進事業
新磯地区において地域貢献活動が顕著な団体又は個人10名に対し、
感謝状及び記念品贈呈を行った。

〇配布型
民生委員が対象者宅を訪問して敬老祝品を贈
呈するとともに、安否や状況の確認、情報提供
などを行った。あわせて、地区内の高齢者の困
りごとをサポートする有償ボランティア活動の案
内も同封し周知を行った。
〇高齢者地域貢献活動促進事業
高齢者等の活動の感謝し贈呈式を行うことで、
地域の高齢者生きがいづくりやコミュニティ形
成、安全安心の向上につなぐことができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：新磯地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月１６日
～令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1590
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（相模台
地区）

相模台地区敬老事業実
行委員会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いするため
（対象）相模台地区に住民登録のある80歳以上の高齢者

令和５年６月２９日～令和６年３月３１
日

2,083

①敬老祝い品配布事業
敬老事業対象者への祝品：（マルチポータブル傘カバー、チラシ5種（市
長挨拶・自治連・民児協・社協・地域包括支援センター）を配布。
日時：令和5年8月30日～令和5年9月30日
対象者：相模台地区に住民登録のある80歳以上の高齢者
対象者数：4,844名
配布人数：4,745人（戻り99個‥逝去、入院、入所、転居）
配布率：98.0%
決算：2,069,140円
②高齢者地域貢献活動促進支援事業（顕彰等事業）
対象者：個人2名
表彰式：令和5年10月21日（土）福祉まつりにて開催
決算：13,788円

相模台地区では、催事型の敬老事業を平成29
年度より配布型に変更し、市の規定する対象者
へ配布することができ、社会貢献度は高い。地
域活動貢献表彰について、今年は個人2名の
推薦がなされ、選考委員会で受賞が決定した。
今年の福祉まつりはコロナ以前の規模に戻し観
客も多かったが、受賞者の意向により感想等は
なく終わった。また、もう一人の受賞者に関して
は今回は欠席となっている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：相模台地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月２９日
～令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1591
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（相武台
地区）

相武台地区社会福祉協
議会

（趣旨・目的）多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿
をお祝いするため
（対象）相武台地区に住民登録のある77歳・80歳・83歳・
86歳・89歳・92歳・95歳・98歳以上の高齢者

令和５年６月１９日～令和６年３月３１
日

1,253

・対象者1,076名に敬老お祝い品を郵送で配布した。
・対象者は77歳・80歳・83歳・86歳・89歳・92歳・95歳・98歳以上
・お祝い品は羊羹とお茶
・敬老お祝い品とともに挨拶文と各団体の啓発用チラシを同封した。

・５類になったとは言え、まだまだコロナの感染
者数も多く、インフルエンザも流行っている上で
事業実施をする為に、お祝い品・地区の事業、
包括支援センターの情報提供を郵送で行った。
・事業への反響も大きく、お礼とともに、同封し
た情報に対しての質問や新たな申し込みがあっ
た。地区社会福祉協議会の存在も知ってもらえ
てきた様に感じた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：相武台地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月１９日
～令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1592
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（東林第１
地区）

東林第１地区敬老事業
実行委員会

（趣旨・目的）民生委員が対象者を訪問して、敬老祝品を贈
呈するとともに安否や状況の確認、情報提供、地域事業へ
の参加促進などを行う。
（対象）東林第1地区に住民登録のある80歳以上の高齢者

令和５年６月１３日～令和６年３月３１
日

1,099
民生委員が対象者を訪問して、敬老祝品を贈呈するとともに、安否や
状況の確認、情報提供、地域事業への参加促進などを行った。

高齢者の住み慣れた地域での生活を支えるた
め、民生員と高齢者の顔が見える関係をつくる
一助となった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：東林第１地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月１３日
～令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため

1593
令和５年度相模原市敬
老事業補助金（東林第２
地区）

東林第２地区敬老事業
実行委員会

（趣旨・目的）民生委員が対象者を訪問して、敬老祝品を贈
呈するとともに安否や状況の確認、情報提供、地域事業へ
の参加促進などを行う。
（対象）東林第2地区に住民登録のある80歳以上の高齢者

令和５年６月１３日～令和６年３月３１
日

1,123
民生委員が対象者を訪問して、敬老祝品を贈呈するとともに、安否や
状況の確認、情報提供、地域事業への参加促進などを行った。

高齢者の住み慣れた地域での生活を支えるた
め、民生員と高齢者の顔が見える関係をつくる
一助となった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

趣旨等：多年にわたり社会に寄与された高齢者の長寿をお祝いすることを
目的として、地区で開催される敬老事業を奨励、支援するため、主催団体に
助成するもの
対象事業：東林第２地区敬老事業
補助率：１０/１０

有
相模原市敬老
事業補助金交
付要綱

無 無
令和５年６月１３日
～令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

多年にわたり社会に寄与された高
齢者の長寿を祝い、感謝する敬老
事業の趣旨に合致した事業である
ため
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（千円）
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　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
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国・県
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の内容

事業成果（団
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「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1594
社会福祉法人相模原市
社会福祉事業団補助金

社会福祉法人相模原市
社会福祉事業団

・役員の報酬
・職員の人件費
・職員の福利を増進し、健康管理を促進するために要する
経費
・理事会・評議員会の運営に要する経費
・地域交流を目的とした広報活動、機関紙「こもれび」の発
行、
　ホームページの運営に要する経費
・職員の研修に要する経費　他　法人本部の運営に要する
事務経費
・事業団職員採用試験に要する経費

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 38,993

・法人本部を運営する役職員の給与の支払い及び一部正規職員の退
職金の積み立てを実施した。
・職員の福利厚生、健康管理を促進することができた。
・評議員会・理事会を運営することができた。
・地域福祉における障害福祉の分野の増進を図ることができた。
・管理業務のICT化を促進し、効率的な法人運営の実施に利用した
・職員採用試験の実施を幅広く周知するために利用した。
・職員研修の実施により人材育成を図ることができた。
・ホームページの運営、機関紙の発行等、広報活動を実施することがで
きた。

社会福祉事業の効率的運営及び地域福祉活
動の促進を図るために必要な、社会福祉法人
相模原市社会福祉事業団の本部運営に係る経
常的事務運営経費等に係る補助を受けること
により、社会福祉法人相模原市社会福祉事業
団の運営の円滑化及び効率化が図られ、結果
として地域福祉の増進を図ることができた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者福祉課

１　趣旨
　社会福祉法人相模原市社会福祉事業団が地域福祉の増進を図ることを
目的として実施する事業に要する費用に対する助成

２　対象
　社会福祉事業の効率的運営及び地域福祉活動の促進を図るために必要
な、社会福祉法人相模原市社会福祉事業団の本部運営に係る経常的事務
運営経費等

有

社会福祉法人
相模原市社会
福祉事業団補
助金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金の交付により、社会福祉法
人相模原市社会福祉事業団の運
営の円滑化が図られ、もって、市民
福祉の向上と増進に寄与した。

1595
福祉有償運送燃料費助
成事業

福祉有償運送登録団体
20団体

【補助事業等の概要】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う燃料価格高騰の影
響を受けた相模原市福祉有償運送の登録団体に対して、
負担軽減を図るため燃料費の一部を助成するもの
【補助金等の使途】
相模原市の区域内で行った福祉有償運送の燃料油代の一
部（４円/km）

令和５年６月６日～令和５年８月31日 1,331
福祉有償運送登録団体18団体
相模原市の区域内で行った福祉有償運送の距離332,625.3km

当補助金が、新型コロナウイルス感染症の影響
に伴う燃料価格高騰について負担軽減になっ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

【補助金等の趣旨・目的】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う燃料価格高騰の影響を受けた相模
原市福祉有償運送の登録団体に対して、負担軽減を図るため燃料費の一
部を助成するもの
【補助対象事業】
相模原市の区域内で行った福祉有償運送
【補助対象事業費、補助率等】
相模原市の区域内で行った福祉有償運送の燃料油代の一部（４円/km）

有

相模原市福祉
有償運送燃料
費助成事業実
施要綱

有 無
令和５年６月６日～
令和５年８月31日

運営費補助なの
で非該当

事業費補助なの
で非該当

1596
生き活きシニアのための
地域活動補助金

むつみ会

【活動の目的】
高齢者の孤立化と認知症の予防及び思考力の向上と体力
の維持、地域内の情報交換、繋がり。
【主な活動内容】
健康麻雀
【活動回数見込み】
月5回　年間実施見込み 64回
【補助金の使途】
機材保管費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50
年間60回の活動を行い、実人数20人、延人数545名、平均10名が参
加した。

高齢者の孤立化を防ぎ、会員の思考力と体力
の維持に多大の効果があった。又、地域間の交
流が活発になった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1597
生き活きシニアのための
地域活動補助金

コール　ビクトリー

【活動の目的】
笑顔で楽しくコーラス活動を行うことを目的とする。
【主な活動内容】
コーラス
【活動回数見込み】
月2回　年間実施見込み 24回
【補助金の使途】
講師謝礼等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間27回の活動を行い、実人数19人、延人数349名、平均13名が参
加した。

コーラスの練習前に準備体操、発声練習を行い、発声方法を学ぶと共
に、他のパートを聞きながら合唱を行うことに努めた。
発表会で地域の人たちに成果を発表し評価を得た。
チラシを作成し活動を地域に知らせると共に仲間を募った。

参加者が、明るく楽しく元気よく活動する事によ
り笑顔が生まれ、日々の生活にプラスとなった。
発表会、チラシにより本会の活動を知り、共に
活動する人を増やすことが出来た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1598
生き活きシニアのための
地域活動補助金

えんがわの友

【活動の目的】
懇親、懇談が出来る楽しいサロン風の「居場所」を作り、各
種イベントをする中で認知症予防、閉じこもり防止など、心
身ともに健康づくりを行う
【主な活動内容】
カフェの運営
【活動回数見込み】
月2回　年間実施見込み 24回
【補助金の使途】
講師謝礼等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間24回の活動を行い、実人数85人、延人数520名、平均22名が参
加した。

地区内１２か所にチラシを貼って、イベントの周知を行った。その結果、
新しい参加者が増えている。
また、振り返りとして、不定期ではあるが、イベントの様子を写真付きで
紹介する広報誌を発行し、清掃日などに長寿会メンバーに配布するな
ど、参加者の増加につとめた。

この会を通じて地域に新しく知り合いができた
という方がいた。また、家族の認知症介護をし
ている方から、つかの間の息抜きができる時間
と感謝されることもあった。イベント内容によっ
ては、若年層が参加してくださることもあり、世
代を超えた交流もでき、若い方の地域活動参
加への足がかりとなった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1599
生き活きシニアのための
地域活動補助金

下九沢団地　吹矢同好
会

【活動の目的】
健康づくり、人と接して親睦をはかる
【主な活動内容】
体操・健康吹き矢
【活動回数見込み】
週1回　年間実施見込み 49回
【補助金の使途】
レクリエーション吹矢用具セット等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間49回の活動を行い、実人数11人、延人数346名、平均8名が参加
した。

体操、吹矢を通して、健康を維持し、人と接して心がなごんだ。

人と直接対面し、話ができストレスを解消する
ことが出来、今年もメンバーが増えました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1600
生き活きシニアのための
地域活動補助金

緑寿会　パンポンの会

【活動の目的】
パンポンを行い、参加者相互の親睦を図るとともに、体力を
向上させ健康づくりを目指す。
【主な活動内容】
パンポン（ダブルスで1ゲーム、2セットマッチ）
【活動回数見込み】
月4回　年間実施見込み 48回
【補助金の使途】
会場費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間75回の活動を行い、実人数20人、延人数1018名、平均14名が
参加した。

毎週火、木曜日を活動日と定めて野外で実施した。(雨天時は中止）パ
ンポンは２ゲーム５セットマッチで実施。活動名を記した「のぼり」を作成
し掲示して周囲へのPR。

新しい仲間の加入もあり交流の輪が拡がると
共にプレー中や応援で歓声や笑顔が絶えず、参
加者からは楽しい一時を過ごす事が出来てスト
レスの解消にも成っているとの声も多数ある。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1601
生き活きシニアのための
地域活動補助金

高槻の会

【活動の目的】
・会員の卓球技術の向上をはかる
・会員の健康、体力の維持をはかる
・会員相互の親睦をはかる
【主な活動内容】
ラリー練習、多球練習、ゲーム
【活動回数見込み】
年間実施見込み 47回
【補助金の使途】
会場費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間42回の活動を行い、実人数18人、延人数450名、平均11名が参
加した。

毎回同じようなパターンを繰り返しています。準備（卓球台設置）→準備
体操（ラオ体操第一）
①練習開始（フォアバンド、バックハンド、サーブ・レシーブ練習）
②ラリー練習と平行し、個別の多球練習（指導者の下に一人ずつ）
③ゲームをする。整理体操、後片付け

・卓球の技術向上がはかれた
・練習や親睦会を通して、会員相互の理解、親
睦をはかれた

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1602
生き活きシニアのための
地域活動補助金

スウィング　けやき

【活動の目的】
卓球を通しての参加者の健康保持
【主な活動内容】
卓球
【活動回数見込み】
月4回　年間実施見込み 51回
【補助金の使途】
会場費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間51回の活動を行い、実人数27人、延人数740名、平均15名が参
加した。

卓球の練習を通して会員の健康保持・向上と会員相互のコミュニケー
ションを深化することができた。

卓球練習による技術の向上・体力の向上だけで
なく、懇親会や、昼食会などを通じて憩いの場
づくりの面でも参加者に貢献できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1603
生き活きシニアのための
地域活動補助金

ワクワクひまわり

【活動の目的】
健康体操を実施し、脳の活性化と体力の向上を図ることに
より健康づくりに貢献する。
【主な活動内容】
健康体操（ストレッチ、脳トレ）
【活動回数見込み】
月3回　年間実施見込み 36回
【補助金の使途】
講師謝礼等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間36回の活動を行い、実人数16人、延人数419名、平均12名が参
加した。

健康体操の基礎となるストレッチ、脳トレを行う。

参加者の体力向上と健康維持に貢献した。
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1604
生き活きシニアのための
地域活動補助金

健康太極拳　百花拳の
会

【活動の目的】
健康、友好、和平心息動
口腔運動と呼吸法の練習で口腔機能、体幹機能の向上を
図る
【主な活動内容】
太極拳24式と八段錦（気功）
【活動回数見込み】
月3回　年間実施見込み 36回
【補助金の使途】
講師料等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間36回の活動を行い、実人数14人、延人数364名、平均11名が参
加した。

・気功八段錦 呼吸法含む
・太極拳24式 呼吸法含む
・口腔体操

・呼吸を意識した動き
・パタカラ、口腔体操の定着

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1605
生き活きシニアのための
地域活動補助金

スポーツパートナープラ
ス

【活動の目的】
参加者の心と身体の健康保持
【主な活動内容】
バドミントン・ソフトミニバレーボール
【活動回数見込み】
月4回　年間実施見込み 49回
【補助金の使途】
会場費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間42回の活動を行い、実人数24人、延人数350名、平均9名が参
加した。

本活動の充実を図るため、会員募集のポスターを掲示した。
会員には活動日を事前に周知し、当日にも連絡し参加を促した。
事故などの予防のため、体操の講師による講習会を行った。
参加者全員で準備体操/整理体操を行い、バドミントンやソフトミニバ
レーボールは試合形式の活動を行った。

本会の目的である、スポーツ等を通じて会員相
互の親睦と心と身体の健康維持を図れるとし
た、本会への参加を促すため、体育館等へ会員
募集のポスターの掲載、各自による声かけを実
施し、会員を増やすことができた。具体的な成
果としては、５人のお試し参加、そして４人の新
規参加を得ることができ、スポーツを通じての
健康が図れたと考える。また、事故などの予防
のため、体操の講師による講習会を行い各自の
健康への意識付けができたと考える。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1606
生き活きシニアのための
地域活動補助金

声を出して詠む万葉集・
源氏物語

【活動の目的】
古典文学を学習すると共に、仲間づくり、脳活を高め認知
症を予防する。
【主な活動内容】
講義を受け音読する ディスカッションする
【活動回数見込み】
年間実施見込み 22回
【補助金の使途】
講師謝礼等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間22回の活動を行い、実人数23人、延人数389名、平均18名が参
加した。

・古典文学を学ぶことで、想像力などの感性を高め、生活の幅が広がっ
た。
・声を出して詠むこと、交流での会話が脳活の機会となった。

1.古典文学を学習し、仲間づくり、脳活を高め、
認知症予防の機会となった。
2.声を出して読むことで滑舌機能を刺激し、元
医療者のミニレクチャーで感染予防に務められ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1607
生き活きシニアのための
地域活動補助金

あじさい大学健康OB9
の会

【活動の目的】
体操を通じた健康づくり 認知症防止等
【主な活動内容】
体操
【活動回数見込み】
年間実施見込み 48回
【補助金の使途】
謝礼等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間48回の活動を行い、実人数60人、延人数1676名、平均35名が
参加した。

健康を第一にいつまでも元気をモットーに活動した

コロナ感染にかからない様、注意、指導した
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1608
生き活きシニアのための
地域活動補助金

わかば

【活動の目的】
高齢者の健康保持のため
【主な活動内容】
レクダンス、体操
【活動回数見込み】
月3回　年間実施見込み 36回
【補助金の使途】
会場費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間37回の活動を行い、実人数14人、延人数444名、平均12名が参
加した。

音楽に合せ体を動かし覚え公民館まつりに出演しました。

体操とダンスを楽しみ健康増進と会員相互の
親睦を図れた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1609
生き活きシニアのための
地域活動補助金

下九沢自治会　グランド
ゴルフ愛好会

【活動の目的】
グランドゴルフを通じた健康づくり
 人と接して親睦をはかる
【主な活動内容】
ラジオ体操・グランドゴルフ
【活動回数見込み】
週2回　年間実施見込み 100回
【補助金の使途】
グランドコート等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間54回の活動を行い、実人数20人、延人数553名、平均11名が参
加した。

広場にてラジオ体操を行う。グランドゴルフを2時間位行う

最初の頃は体の働きがかたく感じられましたが
日を追うごとに動きもよくなった

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1610
生き活きシニアのための
地域活動補助金

シニアいきいきクラブ

【活動の目的】
シニアの運動不足解消、元気で過ごせる身体づくり、認知
症の予防、仲間づくり
【主な活動内容】
健康体操、脳トレ
【活動回数見込み】
月2回　年間実施見込み 24回
【補助金の使途】
講師謝礼等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 48

年間23回の活動を行い、実人数24人、延人数283名、平均13名が参
加した。

第2月曜日は、健康づくり介護予防トレーナーから椅子に座って行う体
操を中心に運動や脳トレの指導を受けています。9月からは、第3月曜
日には、柔道整体師の先生から、家でもできる体操を学んでいます。百
歳まで動ける身体づくりを目指す活動が定着してきました。

参加者が開始時間より早く会場に来て、進んで
会場づくりを行うなど、仲間意識、きづなが強く
なっています。地域情報誌などでの活動紹介を
スタートし、新規に参加される方が増えてきまし
た。会の活動が、地域に定着して来ました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1611
生き活きシニアのための
地域活動補助金

生き活き　杉の子パンポ
ン

【活動の目的】
認知症予防、体力作り
【主な活動内容】
ラジオ体操、パンポン練習、ゲーム式
【活動回数見込み】
週1回　年間実施見込み 51回
【補助金の使途】
会場費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間50回の活動を行い、実人数20人、延人数430名、平均9名が参
加した。

パンポン活動

高齢者スポーツ 介護予防活動
健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1612
生き活きシニアのための
地域活動補助金

PSクラブ

【活動の目的】
レベル向上と会員相互のコミュニケーションを図り、健康維
持促進に貢献する
【主な活動内容】
卓球 ラジオ体操 自治会館美化活動
【活動回数見込み】
週2回　年間実施見込み 102回
【補助金の使途】
冷暖房費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間50回の活動を行い、実人数17人、延人数589名、平均12名が参
加した。

卓球・ラジオ体操・自治会美化活動

卓球技術向上を目指し各自が目標を立て課題
に取り組む事で、脳が活性化し体力及び筋力
維持（アップ）に効果をもたらし健康増進に繋
がったと感じます。
また、自治会館敷地外周の落ち葉清掃では近
隣の方にお礼の言葉を頂く事もしばしばでし
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1613
生き活きシニアのための
地域活動補助金

相模原柴胡・シニア健康
活動の会

【活動の目的】
高齢者の健康維持と認知機能維持を行うことによる介護予
防活動
【主な活動内容】
健康体操、公園内の散策･ウオーキング、三島柴胡の栽培
活動
【活動回数見込み】
月2回　年間実施見込み 27回
【補助金の使途】
消耗品費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間24回の活動を行い、実人数22人、延人数217名、平均10名が参
加した。

相模原麻溝公園、県立相模原公園、さがみはらサポートセンター等にお
いて、健康体操、公園内の散策･ウオーキング、三島柴胡の栽培活動、
三島柴胡の保護活動、定例会活動を行いました。

健康体操と公園内の散策･ウオーキングや三島
柴胡の栽培活動及び三島柴胡の保護活動や定
例会活動により、運動機能の維持･向上と健康
維持や認知機能の維持を行うことが出来、会員
や一般参加者の介護予防と健康維持に貢献で
きました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1614
生き活きシニアのための
地域活動補助金

ひまわり健康体操

【活動の目的】
高齢者の健康保持を目的として、会員の親睦と交流を図り
ながら、いつまでも元気で暮らすことを目標にしてます。
【主な活動内容】
健康体操
【活動回数見込み】
月4回　年間実施見込み 48回
【補助金の使途】
講師料等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間50回の活動を行い、実人数29人、延人数1115名、平均23名が
参加した。

班編成にして、各班長中心に会場準備、連絡等した。2ヶ月1回の役員
会行い運営方向を決めた。Tシャツを作った。

地域の文化祭に参加。公民館利用者サークル
活動に参加して盛り上げました。会員体力向上
体の柔軟性

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1615
生き活きシニアのための
地域活動補助金

ウクレレの会　ドントリー

【活動の目的】
ウクレレ、歌の練習を通して認知症予防、口腔機能の向上
に役立てる。発表の場所を模索していきたい。
【主な活動内容】
ウクレレの練習をしながら、歌の練習も行う。
【活動回数見込み】
月2回　年間実施見込み 24回
【補助金の使途】
会場費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間26回の活動を行い、実人数15人、延人数302名、平均12名が参
加した。

練習だけでは目標がないので11月にはドントリーの発表会。3月には初
めて公民館まつりに出演、皆少しづつ難しい曲にも挑戦し、練習にも熱
が入り、和もたもたれ終ると達成感がもてた。

家での練習でも指先歌の練習を行い、発表会
やDセンター公民館まつりの参加の発表で練習
にも生き甲斐を感じ練習にも力が入った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1616
生き活きシニアのための
地域活動補助金

生き生き会

【活動の目的】
健康麻雀を通じて認知症の予防や会員の心身の活性化を
図る。勝負にこだわり過ぎないこと。
【主な活動内容】
健康麻雀の実施
【活動回数見込み】
月3回　年間実施見込み 37回
【補助金の使途】
会場使用料等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間35回の活動を行い、実人数18人、延人数292名、平均9名が参
加した。

コロナ感染予防を第一に考慮し、公民館で事前に3回活動出来る日を
確保致し、「健康麻雀」を実施しました。

「健康麻雀」を通じて認知予防、心身の活性化、
又、会員同志の親睦を図る事が出来ました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1617
生き活きシニアのための
地域活動補助金

新高砂ソフトボール同好
会

【活動の目的】
ソフトボールを通じて、身体を使い、会員や他チームとの交
流を図ることで健康づくりを行う。
【主な活動内容】
ソフトボール練習
【活動回数見込み】
月8回　年間実施見込み 92回
【補助金の使途】
スポーツ広場費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間75回の活動を行い、実人数16人、延人数857名、平均12名が参
加した。

ソフトボールの練習を通じて健康の促進と親睦を深めた。また、毎月1
回の親睦練習試合を通じて他グループとの親睦を深めた。
8月は熱中症予防のため練習を中止した。
3月は雨天続きのため、臨時に日曜日に3回練習を行った。

ソフトボールを通じて、健康促進と親睦が深ま
りました。今年度は1名の退会者がありました
が、1名の新規加入者を迎えた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1618
生き活きシニアのための
地域活動補助金

コグニサークル

【活動の目的】
女性シニアの健康増進と認知症予防
【主な活動内容】
コグニサイズ
【活動回数見込み】
月2回　年間実施見込み 24回
【補助金の使途】
講師礼等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間24回の活動を行い、実人数27人、延人数329名、平均14名が参
加した。

講師により、椅子に腰掛け体の固い部分を運動。
又、DVDによってリストバンドを使用して、手足の運動。

新型コロナの長期化で私達高齢者は重症化し
やすいと言われ外出、買物も恐く、閉じこもりと
なる為、運動不足、不眠等うつとなることを恐れ
声掛けを行った。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1619
生き活きシニアのための
地域活動補助金

ひまわり会

【活動の目的】
卓球による健康増進、特に認知症予防に寄与する
【主な活動内容】
ラリー、及びダブルス
【活動回数見込み】
年間実施見込み 51回
【補助金の使途】
会場費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間50回の活動を行い、実人数24人、延人数688名、平均14名が参
加した。

練習としてラリーを実施後、ダブルスの試合という形式で、卓球を行い
ました。

年間50回とほぼ週1回達成し大いに健康増
進、認知症予防に寄与しました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1620
生き活きシニアのための
地域活動補助金

健6クラブ

【活動の目的】
高齢者の健康保持・生活習慣の見直し・仲間づくりを目的と
して活動する
【主な活動内容】
室内での軽い体操・ストレッチ
【活動回数見込み】
月2回　年間実施見込み 24回
【補助金の使途】
会場借用費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間24回の活動を行い、実人数22人、延人数277名、平均12名が参
加した。

室内において、ストレッチ及び、軽い体操の実施

コロナ禍も落ち着いてきたと同時に新規参入者
が増えた事は、継続する事が新ためて再確認
できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。
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〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1621
生き活きシニアのための
地域活動補助金

なおの会(2期・3期生）

【活動の目的】
水彩画を通じて知識の向上と作品展により外部との親交を
深め、会員の生きる喜びと健康維持を図ることを目的とす
る
【主な活動内容】
月2回の水彩画教室の開催
【活動回数見込み】
年間実施見込み 25回
【補助金の使途】
教室借用料等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間26回の活動を行い、実人数14人、延人数280名、平均11名が参
加した。

1.水彩画教室で個々が抱える課題を講師の指導で技術向上を図って
いる。
2.水彩画作品展の開催を定着させ、モチベーション向上に務めた。
3.当教室の運営及び技術向上についてアンケートを実施、意識の共有
を図った。

1.水彩画教室の定着で教室でのスキルアップ
の他、LINE及びmailで情報の輪を深め欠席
者への安否確認を行い結束を高めている。
2.なおの会作品展の開催を通じ外部への周知
交流ができモチベーションアップに繋がってい
る。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1622
生き活きシニアのための
地域活動補助金

ニッシモンズ

【活動の目的】
本会はウクレレ（付随するベース・ギター・ボンゴ・歌等含む）
の練習・発表会を行い、生きがい作り、地域社会貢献活動
を行う。また、人的交流で相互の親睦を図り、連帯感を深め
る。
【主な活動内容】
本会はウクレレ（付随するベース・ギター・ボンゴ・歌等含む）
の練習
【活動回数見込み】
年間実施見込み 32回
【補助金の使途】
演奏会 杜のホール使用料等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間31回の活動を行い、実人数28人、延人数538名、平均18名が参
加した。

・定例のウクレレ練習を31回/年行った。
・ウクレレ発表会を杜のホールで行った（9月28日、入場無料、入場者
約330名）
・老人会での慰問活動を行った。

・練習を毎月定期的に行い、生きがい作り、人
的交流で相互の親睦を図り、連帯感を深める
事が出来た。更に、認知症予防の要素である社
会参加に大いに役立。
・ウクレレ発表会、老人会慰問により、地域社会
貢献に寄与できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1623
生き活きシニアのための
地域活動補助金

おりがみ同好会

【活動の目的】
おりがみを通じて体力を向上させ、認知症を予防すること
で健康づくりを行う
【主な活動内容】
おりがみ
【活動回数見込み】
月2回　年間実施見込み 24回
【補助金の使途】
講師の謝礼等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間24回の活動を行い、実人数10人、延人数240名、平均10名が参
加した。

折り紙活動のための準備をして参加者に連絡をした。そして秋の自治
会の作品展に皆さんと準備して出品した

折り紙活動に参加する事で孤独にならずに済
んだと喜ばれた。皆さんと話をしたり、折り紙で
指先を動かすことで脳の活性化も出来た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1624
生き活きシニアのための
地域活動補助金

ジュピター

【活動の目的】
近況報告及び健康維持の為
【主な活動内容】
卓球
【活動回数見込み】
月4回　年間実施見込み 48回
【補助金の使途】
会場使用料等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間60回の活動を行い、実人数22人、延人数814名、平均14名が参
加した。

月5回の場所取りを行い皆に、日や時間の連絡を毎月行う

会員の長期の欠席があった場合は様子をみに
連絡をとりあう

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1625
生き活きシニアのための
地域活動補助金

積老会（つもろう会）

【活動の目的】
認知症予防など指先運動機能維持
【主な活動内容】
健康麻雀の実施
【活動回数見込み】
週1回　年間実施見込み 50回
【補助金の使途】
会場費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間51回の活動を行い、実人数20人、延人数740名、平均15名が参
加した。

健康麻雀の実施 沢井公民館の使用規定に従い注意。安全衛生上に注
意

認知予防効果、手、指先の運動機能維持効果。
安全・衛生意識の向上

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1626
生き活きシニアのための
地域活動補助金

昭和生まれの寺子屋

【活動の目的】
認知症予防対策
【主な活動内容】
四字熟語を読む・書く、計算、ゲーム、軽体操の実施と包括
支援センターの講座を実施
【活動回数見込み】
年間実施見込み 48回
【補助金の使途】
会場費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間49回の活動を行い、実人数27人、延人数550名、平均12名が参
加した。

・読む・・四字熟語、ことわざ等の解説と読みを勉強 脳トレのクイズも
行った。
・書く・・４B鉛筆による筆耕、毛筆による筆耕を行う。開始前に先生によ
る文字の解説が必ずあります。

平均年齢７９才の仲間ですが、生き生きとして
筆を運んでいる姿はすばらしい。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1627
生き活きシニアのための
地域活動補助金

下九沢団地　歌声ひろ
ば

【活動の目的】
月2回、生演奏の歌声ひろばを実施することで、近在高齢
者の健康、コミュニケーションの維持向上をはかり、引きこ
もりなどの防止も図る
【主な活動内容】
生演奏でみんなで歌う
【活動回数見込み】
月2回　年間実施見込み 24回
【補助金の使途】
演奏謝礼（2組）等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間24回の活動を行い、実人数42人、延人数314名、平均14名が参
加した。

生演奏で参加者に一斉に歌ってもらう
休憩時にはコミュニケーションをはかる

他の活動場所にチラシを持参し、新たな仲間の
勧誘を実施、
ポスティングも実施して過去の参加者の再来を
試みた。
新会員の参加でコミュニティーがひろがった。
演目を追加して楽しみの幅をふやした。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1628
生き活きシニアのための
地域活動補助金

とことん懐メロ歌謡楽団

【活動の目的】
「懐メロを中心に、楽団員の生演奏で、参加シニアがみんな
で楽しく歌う」イベントを隔月で開催しているが、楽団員・外
部協力者などの健康を維持して、この活動を長期的に継
続・発展させていくことを目的とする。
【主な活動内容】
有資格者の指導による運動器機能向上活動
【活動回数見込み】
週1回　年間実施見込み 51回
【補助金の使途】
会場費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間56回の活動を行い、実人数20人、延人数557名、平均10名が参
加した。

有資格者の指導による運動器機能の維持向上活動
頭の体操
演奏・歌唱

参加者全員が健康に活動でき、自主開催のイ
ベントだけでなく、地域でのイベントや慰問等の
依頼にも積極的に参加できた。また、イベント参
加者にもストレッチ等に参加してもらえるようプ
ログラムした。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1629
生き活きシニアのための
地域活動補助金

にこにこ体操会

【活動の目的】
シニア向けの体操を実施することで参加者の運動機能の維
持向上を、また、歌活動を加えることで口腔機能の維持向
上をはかる。さらにこれらの活動を通じてコミュニケ−ション
の活性化をはかる。
【主な活動内容】
シニア向け体操
【活動回数見込み】
年間実施見込み 54回
【補助金の使途】
会場費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間60回の活動を行い、実人数50人、延人数832名、平均14名が参
加した。

体操と歌唱の活動について、地域の方に周知するため、チラシを作成
し、公民館に掲示したり、近在の方にポスティングを実施。他の活動にも
チラシを持参し、活動の周知に努めた。ブログにもアップし、参加者以外
にも情報発信をした。

参加者が頭・身体の体操や歌唱を楽しんで実
施。口コミも含めて新規参加者も加わり、地域
住民の介護予防や交流に貢献できた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1630
生き活きシニアのための
地域活動補助金

フレンズ

【活動の目的】
高齢者会員の親睦と結束を図り、集いとウォーキング等で
健康を維持し、幸せを感じ安全な日常生活を送る事を目的
とする。
【主な活動内容】
集い（体操・ストレッチ運動・合唱・打合せ等）
【活動回数見込み】
月4回　年間実施見込み 48回
【補助金の使途】
スポーツ保険等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間52回の活動を行い、実人数15人、延人数618名、平均12名が参
加した。

今年度は毎月、金曜日を活動日として、基本ウオーキング、月1〜2回の
集いを実施、集いでは、ラジオ体操・ストレッチ・合唱・各自の報告の実
施を定例として、その他、料理教室・クリスマス会・新年会等のイベント
を実施。

ウオーキング及び集いの実施によって介護予防
の為の、認知機能及び運動機能向上・改善が
見れた。会員相互の協調性や思いやり（絆）が
育まれた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1631
生き活きシニアのための
地域活動補助金

中和田コミット体操倶楽
部

【活動の目的】
高齢者会員の親睦と結束を図り専任講師の下で体操を主
に健康の維持と安全に日常生活を幸せに送る事を目的とす
る。
【主な活動内容】
健康体操及び認知症予防の脳トレーニング
【活動回数見込み】
月2回　年間実施見込み 24回
【補助金の使途】
講師経費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間24回の活動を行い、実人数37人、延人数346名、平均15名が参
加した。

高齢者を対象に健康体操及び、認知症予防の為の脳トレゲーム等、集
いの実施。

会員相互の絆が深まり、高齢者組織としての協
調性及び思いやりが増進した。活動が個人だけ
でなく地域社会貢献度も高いです。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1632
生き活きシニアのための
地域活動補助金

山王モルックの会

【活動の目的】
参加者の健康状態の保持
【主な活動内容】
モルック
【活動回数見込み】
月4回　年間実施見込み 46回
【補助金の使途】
モルック等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間37回の活動を行い、実人数27人、延人数462名、平均13名が参
加した。

時間前に準備をして、全員で朝礼を行い、ラジオ体操の後、毎週９時か
ら２時間、３人一組でチームを構成し総当たりでモルックを実施。時折
トーナメント方式でもゲームをし順位を争った。

７０歳から８９歳の年齢構成で、一部身体に支
障がある方もおり、そういった方ををいたわりな
がら、全員で審判や各役回りを輪番で行うこと
で一体感が一層深まりました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1633
生き活きシニアのための
地域活動補助金

チーム蜩

【活動の目的】
介護予防に資する卓球による健康つくり
【主な活動内容】
サーブ、レシーブ、などラリー練習
【活動回数見込み】
週1回　年間実施見込み 50回
【補助金の使途】
会場費等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間45回の活動を行い、実人数18人、延人数407名、平均10名が参
加した。

・会場の予約を行い、練習日程を会員に連絡した。
・準備体操としてラジオ体操第一の曲を準備し、毎回練習前に実施し
た。
・参加者の名前をボードに貼り、組み合わせや交代相手が分かるように
した。
・公民館利用懇話会に4回/年参加し、他のサークルと交流を図った。
(6/10,9/10,1/13,3/9)
・会の運営を潤滑に行うため会則を作成した。

会の活動が参加者に喜ばれるとともに、会員の
健康維持、介護予防に貢献した。ポスター及び
勧誘活動により、新規会員4名の入会があっ
た。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1634
生き活きシニアのための
地域活動補助金

相模原中央男声合唱団

【活動の目的】
音楽合唱を通じて団員の交流を図り
共に喜びを分かち合い感謝を世に伝える
【主な活動内容】
指導者とピアニスト指導による指定曲の練習
【活動回数見込み】
月2回　年間実施見込み 24回
【補助金の使途】
ピアニスト謝礼等で支出見込み

令和５年４月１日〜令和６年３月３１日 50

年間25回の活動を行い、実人数11人、延人数207名、平均9名が参加
した。

ピアニスト指導による指定曲の練習

意欲のある団員が多数参加し、健康維持親睦
が図られた。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

（趣旨）高齢者の健康保持を目的として、地域における介護予防に資する自
主的な活動を普及させるため、その実施団体に対し、予算の範囲内におい
て補助金を交付するもの。
（対象事業）自治会、老人クラブ、介護予防を目的とした自主活動団体等が
実施する介護予防に資する地域活動
（補助額）上限5万円

有

相模原市生き活
きシニアのため
の地域活動補
助金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

基本目標１
地域包括ケ
アシステム
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じて地域での高齢者「通
いの場」活動に努め、高齢者の介護
予防活動に貢献した。

1635
相模原市在宅障害者一
時ケア事業補助金（デイ
ケア）

一般社団法人相模原市
手をつなぐ育成会

【補助事業の概要】
障がい児者と生活を共にしている保護者や家族等が、地域
活動や通院、休養等をする為に障害者等を一時的に介護
する。
【補助金の使途】
職員人権費、職員旅費、需用費（消耗品費、光熱水費等）、
役務費、使用料及び賃借料、備品購入費等（相模原市在宅
障害者一時ケア事業補助金交付要綱第5条より）

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 8,031

開所日数360日
実稼働日数344日
延べ利用者数989人
延べ利用時間2,020時間

知的障害児者について、緊急時や保護者のレ
スパイトを目的とした一時預かり事業を実施し
ました。　当法人が運営する移動介護支援事業
所もみの木Sのガイドヘルプと組み合わせ利用
者に快適な時間を過ごせるよう提案を行いまし
た。　放課後等デイサービス利用者のつなぎと
しての利用やほかの障害施設への通所後の帰
宅までの時間調整利用が多く、通所していない
在宅利用者の一時的な利用もありました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

１補助金等の趣旨・目的
　障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）と生活を共にしている保護
者や家族等が、地域活動や通院、休養等をするために障害者等を一時的に
介護する相模原市在宅障害者一時ケア事業を実施する団体に、予算の範
囲内において補助金を交付するもの。
２補助対象事業
　（一社）相模原市手をつなぐ育成会
３補助対象事業費、補助率等
　障害者一時ケアもみの木ホーム（デイケア）・職員人件費、職員旅費、需用
費（消耗品費、光熱水費等）、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費等
（相模原市在宅障害者一時ケア事業補助金交付要綱第5条より）
　収支予算書及び補助事業等計画書のとおり
【運営費】5,850,000円（基準額）＋【家賃加算】2,400,000円（上限月額
200,000円×12箇月）＝8,250,000円

有

相模原市在宅
障害者一時ケア
事業補助金交
付要綱

有 有
第３期相模
原市障害者
計画

一時預かり
の充実
放課後対策
の充実

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

在宅障害者一時ケア事業補助金を
有効活用し、身近な地域において
障害児者の預かりを行っており、緊
急時や保護者のレスパイト等の社
会的な一時預かりに対するニーズ
に応えることができている。

1636
相模原市在宅障害者一
時ケア事業補助金（ナイ
トケア）

一般社団法人相模原市
手をつなぐ育成会

【補助事業の概要】
障がい児者と生活を共にしている保護者や家族等が、地域
活動や通院、休養等をする為に障害者等を一時的に介護
する。
【補助金の使途】
職員人件費等（相模原市在宅障害者一時ケア事業補助金
交付要綱第5条より）

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 999

開所日数360日
実稼働日数263日
延べ利用者数400人（宿泊2人早朝14人デイケアからの延長384人
）
総利用時間522時間

レスパイトを目的とした宿泊。　家族の体調不
良、介護などによる宿泊。　デイケアからの延長
利用。　学齢期の障害児の長期休暇の早朝、延
長利用。通所後の時間調整によるデイケアから
の延長利用。
以上のようなさまざまな利用にもみの木ホーム
ならではの臨機応変できめ細かいサービスの
実施を提供することができました。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

１補助金等の趣旨・目的
　障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）と生活を共にしている保護
者や家族等が、地域活動や通院、休養等をするために障害者等を一時的に
介護する相模原市在宅障害者一時ケア事業を実施する団体に、予算の範
囲内において補助金を交付するもの。
２補助対象事業
　一般社団法人　相模原市手をつなぐ育成会　障害者一時ケアもみの木
ホーム（ナイトケア）
３補助対象事業費、補助率等
　職員人件費、職員旅費、需用費（消耗品費、光熱水費等）、役務費、使用
料及び賃借料、備品購入費等（相模原市在宅障害者一時ケア事業補助金
交付要綱第5条より）
　収支予算書及び補助事業等計画書のとおり
【事務費】200,000円（基準額）＋【介護加算額】】2,500,000円＝
2,700,000円

有

相模原市在宅
障害者一時ケア
事業補助金交
付要綱

有 有
第３期相模
原市障害者
計画

一時預かり
の充実
放課後対策
の充実

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

在宅障害者一時ケア事業補助金を
有効活用し、身近な地域において
障害児者の預かりを行っており、緊
急時や保護者のレスパイト等の社
会的な一時預かりに対するニーズ
に応えることができている。

1637
  相模原市在宅障害者
一時ケア事業補助金（デ
イケア）

ふれあいデイホーム

【補助事業の概要】
障がい者又は障がい児と生活を共にしている保護者や家
族等が、地域活動や通院、休養等をするに当たり障がい者
等を一時的に介護する。
【補助金の使途】
介護に当たる非常勤職員の給与、光熱水費、清掃料の経費
に充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 5,750

開設日数：289日
利用延べ人数：417人（幼児87人、小学生7人、中学生15人、高校生3
人　18歳以上305人）
医療ケア実施人数:0人

在宅の障がい児者の家族等介護者が、疾病等
によって介護することが困難な場合、昼間一時
的に介護し、世帯の援助を行っている。コロナ
ウイルス感染防止の観点から実施していた定
員制限を解除し、利用に関する案内や周知を
行った。既存の利用者だけでなく、新規登録者
からも幼児や土曜日の利用ニーズは昨年に引
き続き高い。医療ケアの必要な障がい児者の受
入れにも対応した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

１補助金等の趣旨・目的
　障害者又は障害児（以下「障害者等」という。）と生活を共にしている保護
者や家族等が、地域活動や通院、休養等をするために障害者等を一時的に
介護する相模原市在宅障害者一時ケア事業を実施する団体に、予算の範
囲内において補助金を交付するもの。
２補助対象事業
　社会福祉法人相模原市社会福祉協議会ふれあいデイホーム
３補助対象事業費、補助率等
　職員雇用費、職員旅費、需用費（消耗品費、光熱水費等）、役務費、使用
料及び賃借料、備品購入費等（相模原市在宅障害者一時ケア事業補助金
交付要綱第5条より）
　収支予算書及び事業実施計画書のとおり
【運営費】5,850,000円（基準額）＋【家賃加算】320,000円（南保健福祉
センター共益費）＝6,170,000円

有

相模原市在宅
障害者一時ケア
事業補助金交
付要綱

有 有
第３期相模
原市障害者
計画

一時預かり
の充実
放課後対策
の充実

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

在宅障害者一時ケア事業補助金を
有効活用し、身近な地域において
障害児者の預かりを行っており、緊
急時や保護者のレスパイト等の社
会的な一時預かりに対するニーズ
に応えることができている。

1638
手話通訳者等健康診査
助成金

市に登録がある手話通
訳者１２名

頸肩腕障害を予防するため、医療機関において健康診査を
受診する手話通訳者及び要約筆記者に対し経費の全部又
は一部を助成するもの。
対象：市に登録を行っている手話通訳者及び要約筆記者

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 99 頸肩腕障害を予防するため、医療機関にて健康診査を受診した。

市の手話通訳者派遣事業に携わるにあたり、頸
肩腕障害を予防し、聴覚障害者等へ的確なコ
ミュニケーション支援を行うため、定期的な健
康診査の受診は効果的である。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

１.頸肩腕障害を予防するため、医療機関において健康診査を受診する手
話通訳者及び要約筆記者に対し経費を助成するもの。
２.市に登録を行っている手話通訳者及び要約筆記者
３.健康診査受診費用及び交通費の全額又は一部を助成

有

相模原市手話
通訳者等健康
診査助成金交
付要綱

有 無
令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

手話通訳者等の頸肩腕症候群の
予防に効果があり、手話通訳者等
が継続して通訳活動を行うことが
できるため。

1639
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

公益社団法人相模原市
シルバー人材センター

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 17

●活動の目的：生活支援の実施
●活動の内容：自宅清掃・買い物支援・散歩の付き添い・ゴミ出し、等。
●活動実績：17回（ごみ出し：０回　買物、その他：17回）　 利用者実人
数:1人、利用者延人数：17人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者に生活支援の活動を
実施したことが認められる。

1640
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

下九沢団地　お助け隊
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 96

●活動の目的：利用者の居宅へ訪問し、介護予防や生活支援に関する
支援を提供することで、地域の支え合いの推進に資することを目的とす
る。
●活動の内容：ごみ出し、買物支援
●活動実績：利用者実人数:8人、利用者延人数：410人（ごみ出し：
276回、買物：134回）

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者に生活支援の活動を
実施したことが認められる。

1641
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

サポート日金沢丘
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30

●活動の目的：利用者の居宅へ訪問し、介護予防や生活支援に関する
支援を提供することで、地域の支え合いの推進に資することを目的とす
る。
●活動の内容：ごみ出し、散歩利用者なし

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1642
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

グループなのはな
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30

●活動の目的：利用者の居宅へ訪問し、介護予防や生活支援に関する
支援を提供することで、地域の支え合いの推進に資することを目的とす
る。
●活動の内容：ごみ出し
●活動実績はまだないが、利用を検討している住民は多い。

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1643
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

おやま一歩の会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 48

●活動目的：小山地区における住民相互活動支援を行い、住民が安心
して暮らせる地域づくりに努める。
●活動内容：①買い物代行②掃除③ベッドメイク④洗濯⑤調理⑥ゴミ
出し
●主な活動場所：小山地区内
●活動実績：利用者実人数4名、利用者延人数61名、実施回数61回
（※年間）
介護保険総合事業のおける、介護予防・生活支援サービス

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者に生活支援の活動を
実施したことが認められる。

1644
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

清新地区社会福祉協議
会

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 62

●活動の目的：利用者の居宅へ訪問し、介護予防や生活支援に関する
活動を提供することで、地域の支え合い推進に資することを目的とす
る。
●活動内容：ごみ出し、買い物支援、散歩
●活動実績：２６７回（ごみ出し）　利用者人数：３人、利用者延人数：２６
７人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者に生活支援の活動を
実施したことが認められる。

1645
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

スリーフォーファイブあじ
さい

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30

●活動の目的：利用者の居宅へ訪問し、介護予防や生活支援に関する
支援を提供することで、地域の支え合いの推進に資することを目的とす
る。
●活動の内容：ごみ出し、買い物支援
●活動実績は、まだないが、利用を検討している住民は多い。

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1646
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

㐂楽会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 32

・中央地区内にてごみ出し支援（ごみを利用者宅から集積場所へ出す
支援）を行った。・活動実績ごみ出し・利用者実人数：1名、利用者延人
数：104名※買い物・散歩支援は活動団体として申請していたが依頼
はなかった。

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者に生活支援の活動を
実施したことが認められる。

1647
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

星が丘地区社会福祉協
議会

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 31

●活動の目的：地域の高齢者の外出する機会を作り、介護予防の活
動を行うとともに、地域との繋がりを深められる場の提供をする
●活動内容　：地区内の高齢者に対して、日常のちょっとした困り
ごとを住民同士で助け合いをする
●活動内容　：買い物支援
●活動実績　：利用者１名　延べ人数３名

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者に生活支援の活動を
実施したことが認められる。

1648
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

いきいきすぎのこ会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 16

●活動の目的：利用者の居宅へ訪問し、介護予防や生活支援に関する
支援を提供することで、地域のささえあいの推進に資する目的とする。
●活動の内容：利用調整　※利用には結びつかなかった
●利用者：０人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1649
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

光が丘地区社会福祉協
議会

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 270
シニアサポート対象者の受け入れ、活動は無し。対象者ではないが要介
護者等に対する、ごみ出しは延べ116回行った。利用者：なし

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1650
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

田名ボランティアセン
ター

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 270

●活動の目的：利用者の居宅へ訪問し、介護予防や生活支援に関する
支援を提供することで、地域の支え合いの推進に資することを目的とす
る。●活動の内容：ごみ出し、買物支援、散歩、掃除●シニアサポート活
動対象者0人参考：個人支援活動 928回（ゴミ出し 641回）

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1651
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

Partner_With_ モノリ
ス

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 270

利用者0人
要介護認定者であったが、民生委員から相談があり、独居高齢者のご
み捨て活動を実施し、近隣に住む家族から負担が軽減したと感謝をく
ださった。

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1652
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

相模原市支え合いメイト
相原会

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 15

活動目的；介護予防や生活支援に関する支援
活動内容：散歩（外出支援）
活動実績：利用者実数３名、散歩利用回数２４回、
スタッフ活動回数３０回、月に１度第３木曜日にスタッフ打ち合わせをし
て、意見交換してい

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者に生活支援の活動を
実施したことが認められる。

1653
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

NPO法人結プロジェク
ト

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 270

●活動の目的：利用者の居宅へ訪問し、介護予防や生活支援に関する
支援を提供することで、地域の支え合いの推進に資することを目的とす
る。
●活動の内容：ごみ出し、買い物支援
●利用者０人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1654
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

麻溝新緑の会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 370

●活動の目的：利用者の居宅へ訪問し、介護予防や生活支援に関する
支援を提供することで、地域の支え合いの推進に資することを目的とす
る。
●活動の内容：ごみ出し、買物支援、散歩、掃除
●活動実績：215回（ごみ出し：67回、買物その他：148回）
　 利用者実人数:8人、利用者延人数：215人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者に生活支援の活動を
実施したことが認められる。

1655
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

東林フレンドリーの会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 54

●活動の目的：利用者の居宅へ訪問し、介護予防や生活支援に関する
支援を提供することで、地域の支え合いの推進に資することを目的とす
る。
●活動の内容：ゴミ出し、買い物支援
●活動の実績：203回（ゴミ出し203回）
　利用者実人数2人、利用者延べ人数203人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者に生活支援の活動を
実施したことが認められる。

1656
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

相南フレンドリーの会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 68

①買い物支援　・利用者実人数（年間）　1名
　　　　　　　・利用者延人数（年間）　34名
②ごみ出し　　・利用者実人数（年間）　3名
　　　　　　　・利用者延人数（年間）　259名

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者に生活支援の活動を
実施したことが認められる。

1657
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

ごみサポにこにこ
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年10月１日～令和６年３月３１
日

21

●活動の目的：高齢者の生活支援活動を実施し、地域の支え合いの推
進に資することを目的とする。
●活動の内容：ごみ出し
●活動の実績：45回
　利用者実人数1人、利用者延べ人数45人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

6か月
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者に生活支援の活動を
実施したことが認められる。

1658
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

きらく会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 72

●活動目的：百歳体操や茶話会等を通して介護予防や地域の交流を
図る。●活動内容：百歳体操、脳トレ、茶話会等●活動場所：こばと児童
館・総合相模更生病院●活動実績：利用者実人数1名(延べ11名）　参
加者延人数317名年間42回開催

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1659
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

太極拳アーベイン教室
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 55
●活動目的：太極拳を行いながら介護予防に取り組む。●活動内容：
太極拳や健康講座、茶話会等●活動場所：アーベイン相模原　集会室
●活動実績：利用者実人数0名　参加者延人数413名　年間39回開催

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1660
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

すすきの百歳体操
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年10月１日～令和６年３月３１
日

15
●活動目的：百歳体操や茶話会等を通して介護予防に取り組む。●活
動内容：百歳体操、茶話会等●活動場所：すすきの自治会館●活動実
績：利用者実人数0名　参加者延人数515名　24回開催

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

6か月 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1661
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

ひばり百歳体操と麻雀
の会

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 104

●活動の目的：軽体操と健康麻雀を行う通いの場として地域の高齢者
の方が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行うと共に、地域のつ
ながりを大切にした交流を図るための場を提供する。●活動内容：いき
いき百歳体操と健康麻雀、脳トレ等、新型コロナウイルス感染症対策を
講じて行った。●活動実績：実施回数52回、利用者実人数4人、利用
者延人数191人・介護予防で参加した利用者以外の参加者延人数
300人以上

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1662
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

清新5・6百歳体操の会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年10月１日～令和６年３月３１
日

41

●活動の目的：軽体操と茶話会を行う通いの場として地域の高齢者の
方が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行うと共に、地域のつな
がりを大切にした交流を図るための場を提供する。●活動内容：いきい
き百歳体操と茶話会、脳トレ、レクリエーションゲーム、手工芸等を、新
型コロナウイルス感染症対策を講じて行った。●活動実績：実施回数
20回、利用者実人数1人、利用者延人数20人、参加者延人数110人、
スタッフ延人数98人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

6か月
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1663
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

コスモスサロン
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 47

●活動の目的：軽体操と茶話会を行う通いの場として地域の高齢者の
方が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行うと共に、地域のつな
がりを大切にした交流を図るための場を提供する。●活動内容：いきい
き百歳体操と茶話会、脳トレ、レクリエーションゲーム、手工芸等の他、
花見をするなど、外出する機会の創出も行った。●活動実績：実施回数
26回、利用者実人数1人、利用者延人数12人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1664
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

サロンはなみずき
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 132

●活動の目的：軽体操やお口の体操、脳トレ等を行う通いの場として地
域の高齢者の方が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行うと共
に、地域のつながりを大切にした交流を図るための場を提供する。●活
動内容：いきいき百歳体操や脳トレ、レクリエーションゲーム、手工芸等
を、新型コロナウイルス感染症対策を講じて行った。●活動実績：実施
回数51回●利用者実人数：2人 利用者延人数：50人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1665
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

フレイル会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 80

●活動の目的：軽体操と茶話会を行う通いの場として地域の高齢者の
方が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行うと共に、地域のつな
がりを大切にした交流を図るための場を提供する。●活動内容：いきい
き百歳体操と茶話会、脳トレ、レクリエーションゲーム、おしゃべり等を、
新型コロナウイルス感染症対策を講じて行った。●実施回数：５０回●
利用者：なし

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1666
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

さくらサロン
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 75

●活動の目的：軽体操と茶話会、手芸、輪投げ等ゲームを行う通いの場
として地域の高齢者の方が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を
行うと共に、地域のつながりを大切にした交流を図るための場を提供す
る。●活動内容：いきいき百歳体操と茶話会、脳トレ、レクリエーション
ゲーム、手工芸等●活動実績：実施回数45回、利用者実人数2人、利
用者延人数73人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1667
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

百友の会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年10月１日～令和６年３月３１
日

20
週４回毎週日曜日10人、月４回毎週火曜日６人いきいき百歳体操、頭
の体操、声出ししてう名の合唱、高齢者向け携帯壮、健康マージャン、
談話当を実施しました　利用者なし

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

6か月 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1668
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

やんべえ亭
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 54

・軽体操、健康麻雀、囲碁将棋等を実施し、通いの場として地域の高齢
者が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行うとともに、地域のつ
ながりを大切にした交流の機会の場として提供した。・活動実績：24回
（毎月2回）※今年度、利用者（要支援者等）の利用なし

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1669
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

富栄いきいき健康体操
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30

・軽体操、カラオケ、茶話会を行う通いの場として地域の高齢者が外に
出る機会をつくり、介護予防の活動を行うとともに、地域のつながりを
大切にした交流の機会の場として提供した。・7月には地域づくり部会と
協働で健康チェックを目的とした「ふれあいいきいき広場」を開催し
た。・活動実績：24回（毎月2回）※今年度、利用者（要支援者等）の利
用なし

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1670
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

㐂楽会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 102

・いきいき百歳体操、介護予防歳体操を行う通いの場として地域の高
齢者が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行うとともに、地域の
つながりを大切にした交流の機会の場として提供した。・活動実績：48
回（週1回）、利用者実人数：2名、利用者延人数：77名

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1671
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

サロン葉月
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 126

●活動の目的：軽体操やボッチャなどを通じ、地域住民の外出する
機会を作り交流を深める場を提供する。
●活動内容　：いきいき百歳体操、ボッチャ
●活動実績　：実施回数48回、利用者実人数2人
　　　　　　　利用者延人数69人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1672
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

いきいきの会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 184

●活動の目的：軽体操を行う憩いの場として、地域の高齢者の方の外
出する機会をつくり、介護予防に繋げていく。●活動内容　：いきいき百
歳体操●活動実績　：実施回数103回、利用者実人数1人、
利用者延人数43人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1673
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

ひばりカフェ
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 91

●活動の目的：軽体操を行う憩いの場として、地域の高齢者の外出
する機会を作り、介護予防に繋げていく。
●活動内容：いきいき百歳体操
●活動実績：実施回数51回、利用者実人数1人
　　　　　　利用者延人数51人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1674
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

星２健笑会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 98

●活動の目的：軽体操を行う憩いの場として、地域の高齢者の方の外
出する機会をつくり、介護予防に繋げていく。●活動内容　：いきいき百
歳体操●活動実績　：実施回数45回、利用者実人数1人、　　　　　　　利
用者延人数15人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1675
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

千代田２丁目百歳体操
会

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 124

●活動の目的：軽体操を行う憩いの場として、地域の高齢者の方の
外出する機会を作り介護予防に繋げていく。
●活動内容　：いきいき百歳体操
●活動実績　：実施回数47回、利用者実人数3人
　　　　　　　利用者延人数85人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1676
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

スマイルフレンズ
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 53

●活動の目的：高齢者の外出する機会を増やすとともに、介護予防
に繋げていくための場を提供する。
●活動内容：外部講師によるダンスレッスン
●活動実績：実施回数23回、利用者実人数0人、利用者延人数0人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1677
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

いきいきサロンなごみ
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年10月１日～令和６年３月３１
日

39

●活動の目的：軽体操・お口の体操・グラウンドゴルフを行う憩いの場と
して、地域の高齢者の外出する機会を作り、介護予防に繋げていく。●
活動内容：いきいき百歳体操・お口の体操・グラウンドゴルフ
●活動実績：実施回数２４回、利用者実人数２人、利用者延人数２４人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

6か月
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1678
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

いきいきすぎのこ会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 89

軽体操（いきいき百歳体操やレクリエーション協会に所属する担い手に
よる軽体操など）や脳トレなどを中心に実施した。また、コロナ明けもあ
り、カフェ会やおしゃべり会を実施し、参加者同士の交流を行った。・対
象者登録数（年間）1名　・参加者延人数（対象者）86名・利用実績（年
間）91回　・参加者延人数（その他の利用者）1,552名

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1679
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

ひだまりサンサン会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 80

軽体操（いきいき百歳体操や音楽に合わせた軽体操）などを中心に実
施。参加者も多いため、一つの会場を前半後半に分け1日2回の開催と
した。・利用者数（年間）0名・実施回数（年間）50回・参加者延人数（そ
の他の利用者）1,230人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1680
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

いきいき木陽会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30

軽体操（いきいき百歳体操や音楽に合わせた軽体操）などを中心に実
施。体操以外にもゲームなどのレクリエーションを行い、地域のつながり
作りを行った。・利用者数（年間）0名・実施回数（年間）46回・参加者延
人数（その他の利用者）593人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1681
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

上矢部いきいきクラブ
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 105

◆活動目的：高齢者の健康維持と介護予防を目指し、地域で支え合い
の場として交流を深め、高齢者同士のつながりをもつことにより孤立化
を防いでいく。◆活動内容：いきいき百歳体操、お口の体操、脳トレ、介
護予防教室、レクレーションゲーム等◆主な活動場所：上矢部自治会館
◆活動実績・実施回数89回　水曜日開催46回、木曜日開催43回
(内２回合同実施）・利用者実人数 1人 　・利用者延人数41人 ・参加者
延人数 1573人　・スッタフ延人数278人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1682
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

オハナいきいき体操
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 53

◆活動の目的：体操を行うことで体力維持・筋力の向上、介護予防を目
指し、高齢者同士の交流を深めていく。◆活動内容：いきいき百歳体
操、パタカラ、お口のエクササイズ（早口言葉等）、介護予防体操◆活動
実績：実施回数46回、利用者実人数0人、利用者延人数0人、参加者
延人数262人、スタッフ延人数129人
介護保険制度の総合事業における介護予防・生活支援

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1683
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

でいらぼっちⅡ
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 80

◆活動目的：居住者同士の支え合いの場として高齢者同士のつながり
と交流を深め、体力向上を目指していく。◆活動内容：いきいき百歳体
操、筋力向上体操、外部講師を迎えての勉強会、親睦を深めるための
レクリエーションゲーム（ボッチャ・ラダーゲッター等）◆活動実績：実施
回数50回、利用者実人数0人、利用者延人数0人、参加者延人数643
人、スタッフ延人数195人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1684
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

共和金曜会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30

◆活動の目的：体操等を行うことで体力維持・筋力向上と介護予防を
目指し、高齢者同士が交流することによって孤立化を防いでいく。◆活
動内容：いきいき百歳体操、脳トレ、お口の体操、介護予防教室◆活動
実績：実施回数93回、利用者実人数０人、利用者延人数０人、参加者
延人数708人、スタッフ延人数404人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1685
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

上溝「ボッチャ」の会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30

・パラリンピック正式種目「ボッチャ」と軽体操を行う通いの場として、地
域の高齢者が外出する機会をつくり、介護予防に資する活動を提供し
た。・活動実績：活動回数２４回、参加者延人数３２４名・利用者実人数
（年間）０名、利用者延人数（年間）０名

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1686
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

スマイルチーム上溝
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 62

・活動内容：リズムダンスを中心としてデュアルタスエクササイズや脳ト
レダンスなど色々なことを行った。・上溝健康まつり、相模原市文化協会
祭り、上溝公民館まつりにも参加して舞台発表する楽しさを皆で共有で
きた。・活動回数32回・利用者実人数　1名、利用者延人数　32名

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1687
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

にこにこクラブ
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 270

・活動実績：参加者延人数2，045人　スタッフ延人数1，020人・会員
等の年間出席率　約82％・健康マージャンと軽体操を基本として年間
96日（毎週水・金曜日／1か月平均8回）活動した。一人住まいの高齢
者の割合が約半数を占め、居場所づくりの大切さを再認識した。・利用
者実人数　5名、利用者延人数　383名

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1688
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

酔芙蓉の会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年10月１日～令和６年３月３１
日

38

・令和5年10月から活動開始。月1回講師を招いてマージャンの指導を
受けた。参加者のほとんどがマージャン初心者であり、仲間でフォロー
をしながらマージャンを楽しんでいる。・マージャン終了後、軽体操を実
施。活動日によって軽体操の内容を変え、健康づくりに取り組んだ。・活
動実績：活動回数23回　活動人数139名・利用者実人数　0名、利用者
延人数　0名

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

6か月 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1689
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

石住お楽しみクラブ
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年10月１日～令和６年３月３１
日

56

R５年10月からスタートした。当初７名であったが、３月末現在、１３名と
なり、増加傾向となっており立上げの意義を感じている。コロナ、花粉
症、通院、パート就労他に地域活動により全員出席者がそろうことは難
しい状況にある。それでも１回開催平均６.2人、50%の出席となってい
る。
活動回数４１回、延べ出席人員251人　麻雀、懇談、軽体操
利用者実人数０人、利用者延人数０人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

6か月 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1690
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

星3いきいき健康体操
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 90

●活動の目的：軽体操や会員の集う場所として、地域の高齢者の方
の外出をする機会を作るとともに介護予防に繋げていく。
●活動内容　：いきいき百歳体操
●活動実績　：実施回数50回、利用者実人数1人
　　　　　　　利用者延人数32人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1691
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

千代田四丁目いきいき
百歳体操

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30

●活動の目的：軽体操を行う憩いの場として、地域の高齢者の方の外
出する機会を作り介護予防に繋げていく。●活動内容　：いきいき百歳
体操●活動実績　：実施回数48回、利用者実人数0人　　　　　　　利用
者延人数0人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1692
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

男楽会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 40
コグニサイズの運動をなどを中心に実施。新規のシニアサポート活動で
ありながら、年間を通して継続的な参加があった。・利用者数（年間）0
名・実施回数（年間）24回・参加者延人数（その他の利用者）265名

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1693
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

グループなのはな
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 88

●活動の目的：軽体操と茶話会を行う通いの場として地域の高齢者の
方が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行うと共に、地域のつな
がりを大切にした交流を図るための場を提供する。●活動内容：いきい
き百歳体操と茶話会、脳トレ、レクリエーションゲーム、手工芸等を、新
型コロナウイルス感染症対策を講じて行った。●利用者実人数：2人 利
用者延人数：44人　●実施回数：88回

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1694
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

おたがいさまの会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 86

●活動の目的：軽体操を行う場として地域の高齢者の外出の機会を増
やし、介護予防に繋げるとともに地域住民との交流をはかる。●活動内
容　：いきいき百歳体操、手話レッスン●活動実績　：実施回数48回、
利用者実人数1人、　　　　　　　利用者延人数24人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1695
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

筋ちゃんクラブ
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 77

・百歳体操やラジオ体操、ボールを使った筋力体操など様々な活動を実
施。活動日よって活動内容を変え、参加者は楽しみながら健康づくりに
取り組んでいる。・体操の他、手品やレクリエーション等、参加者同士の
交流の機会も設けた。・活動実績：活動回数４７回　参加者数　９１８人・
利用者実人数　０名、利用者延人数　０名

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1696
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

いきいきライフ宮上
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 107

活動目的：地域の高齢者の外出の機会を増やし、仲間づくりの居場所と
して開催をすること。
活動内容：介護予防を基本とした体操を中心に、筋力体操やストレッチ
体操。健康に関する講座や講話。
実施回数：月2回、第1.3金曜日。利用者12名、延べ人数102名。加者
延人数194名、スタッフ延人数159名。

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1697
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

人生エンジョイクラブ
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 44

【活動の内容】・筋力トレーニング主体の運動器機能向上・健康づくりと
地域づくりにつながるテーマで会話を促し　認知機能の維持向上をを
兼ねた頭の体操を【活動実績】・第２木曜日と第４金曜日の月2回開催、
年間活動回数24回・利用者実人数は残念ながら０名、参加者総人数１
５２名

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1698
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

上町松寿会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30

●活動目的：百歳体操と茶話会やゲーム等を行い、会場まで徒歩で来
ることや体操を実施する事で、自身の介護予防にもなっている。また、
皆で集う事で老人クラブの交流の場となっている。●活動内容：いきい
き百歳体操と茶話会、レクリエーション等を感染症対策も講じながら実
施した。●活動実績：実施回数40回、利用者数0人、参加者延人数
960人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1699
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

仲町いきいき体操（健）
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 68

介護認定要支援相当者に対して通いの場を提供。７～８月は特に暑
かったため、月２回の開催となった。定期的に通ってくる人の居場所とし
て定着し、体操や交流などを通した介護予防の場となっている。
実施回数４０回　利用者：２人　延７２人　他参加者延３５人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1700
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

こぶしの会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 0

令和５年度も介護認定要支援者相当者に対して通いの場を月２回提供
したが利用者の登録はなかった。様子伺いとして参加者へのボランティ
アによる電話連絡を行った。利用者数実人数0人　参加数延118人　開
催：22回

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1701
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

上町太極拳桂愛好会サ
ロン

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 126

補助金でユニフォームも徐々にそろい始め、充実したサロンになってき
ています。参加者もかけることはなく、毎週の練習で脇あいあいと楽し
い一時を過ごしています。
利用者実人数１名、利用者延べ人数８名

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1702
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

ふじのせせらぎの会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 139

・令和５年度は、第２‣４木曜日の月２回開催。
・開催場所は、やまなみ温泉改修工事があり７月までは和田の里体験セ
ンターで、８月からは改修後のやまなみ温泉で開催した。
・４月から利用対象が１０名以上を継続しており、８月には市のスタッフ
養成研修を開催、１３名以上の利用対象者の受入れに備えた。コロナが
５類となった以降の利用対象者の受入れを積極的に行い、高齢者の地
域との繋がり、また、参加者の心身面での充実をはかり、地域の介護予
防に貢献した。

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1703
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

元気で百歳体操カフェ
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 80

活動目的…体操や茶話会を行う交流の場を提供し、高齢者の皆さんが
外へ出る機会となり、地域とのつながりを大切にした通いの場が介護予
防につながる活動の場となっている
内容：いきいき百歳体操と茶話会、介護予防教室なのどの協力も得な
がら高齢者の憩いを聞く場。
スタッフ15名、実施回数５０回、利用者実人数２名、利用者延人数50
人、参加者延人数314人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1704
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

じょいふるカフェ会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 44

開催目的：一人暮らし高齢者の外出の機会を増やし、地域に顔見知り
を作ることができた。
活動内容：椅子に座って介護予防体操+講師による講座、コグニサイ
ズ、折り紙や手作り作品、脳トレクイズなど
活動実績：実施回数２４回。利用者実数４名、利用者延人数21名。
参加者１６名、参加者延べ人数１１5名。スタッフ延人数76名。

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1705
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

あいあいサロン
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 65

活動目的：地域の「通いの場」として外出の機会を作り、仲間とのコミュ
ニケーションをとることで地域とつながりを持つこと。
活動内容：DVDによる軽体操＋介護予防を目的とした手造り作品、お
手玉、ボッチャ、講師による介護予防体操、茶話会など
活動実績：実施回数は月２回、年間２４回基本第２、４月曜日を予定。利
用人数は６人、利用者延べ人数は８６人。スタッフ延人数１００人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1706
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

ゆめクラブ爽風会＜百
歳体操の会＞

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 43

百歳体操と茶話会、レクリエーション等を行う通いの場として地域
の高齢者の方が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行うと共
に、地域のつながりを大切にした交流を図るための場を提供した。
●活動実績：実施回数22回、利用者実人数2人、利用者延人数36人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1707
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

古淵健康麻雀クラブ
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 54

●活動の目的：軽体操と麻雀を行う通いの場として地域の高齢者の方
が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行うと共に、地域のつなが
りを大切にした交流を図るための場を提供する。●活動内容：自作
DVDの体操を通して新型コロナウイルス感染防止に十分注意し実施し
た。●活動実績：実施回数24回、利用者実人数1人、利用者延人数24
人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1708
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

御園みゆき台ふれあい
いきいきサロン

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 130

コロナ等感染予防対策（会場での手指消毒・検温・マスク着用推奨
等）を引き続き実施し、年間を通して、いきいき百歳体操や、茶話
会・歌唱・カラオケ等で楽しんだ。（活動実績：実施回数50回　利
用者実人数３名　利用者延人数９９名　スタッフ延人数１３７名
参加者総人数５３１名）

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1709
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

生きがい教室
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30

【活動目的】地域の高齢者の交流の場として、皆さんが生きがいを
持ちながら、笑顔で楽しめる場所を目的とする。
【活動の内容】
・いきいき百歳体操の実施で健康づくり
・茶話会を楽しむ
【活動実績】　実施回数43回、利用者０人、参加人数9人、参加延
人数124人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1710
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

御園二丁目サロン
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 128

活動目的：百歳体操を行い、健康保持のため
活動内容：百歳体操を感染防止をしながら実施しています。
活動実績：サロンは行っていませんが、少しずつ始めたいと思って
います。現在一週間おきに歌を歌っています。
実施回数49回、利用者実人数1人、利用者延べ人数43人、参加者延
べ人数552名、スタッフ延人数180名

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1711
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

麻溝生き粋サイズサテラ
イト堀之内

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 161

住民主体の通える運動の居場所として活動。麻溝地区の「健康寿命
日本一」を心にして取り組んでいる。地域の高齢者が、運動を通し
て健康で仲間と交流しながら、生き生き生活し、地域とのつながり
のできる場として、活動している。
活動は生き生きサイズ（水）百歳体操（金）週２回実施
活動回数93回、利用者５人
利用者延べ125人、参加者507人、スタッフ３４４人、延べ参加者
979人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1712
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

麻溝生き粋サイズサテラ
イトなないろ

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 74

活動の目的：脳トレ、筋トレ、ストレッチ体操等を行い地域の高齢者の方
が外に出る機会を作り、介護予防の活動を行うと共に地域のつながりを
大切にした交流を図るための場を提供する。活動内容：脳トレ、筋トレ、
ストレッチ体操等活動実績：実施回数25回、利用者実人数2人、利用者
延人数4人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1713
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

粋イキ下溝
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 62

●活動の目的：生き粋サイズ、お口のトレーニング、レクリエーション等
を行い、地域の高齢者の方が外に出る機会をつくり、介護予防の活動
を行うと共に、地域のつながりを大切にした交流を図るための場を提供
する。●活動内容：生き粋サイズ、お口のトレーニング、レクリエーション
等●活動実績：実施回数32回、利用者実人数3、利用者延人数42人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1714
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

麻溝生き粋サイズサテラ
イト上庭

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 77

●活動の目的：百歳体操、お口のトレーニング、セラバンド、脳ト
レ等を行い、地域の高齢者の方が外に出る機会をつくり、介護予防
の活動を行うと共に、地域のつながりを大切にした交流を図るため
の場を提供する。
●活動内容：百歳体操、お口のトレーニング、タオル体操、脳トレ
●活動実績：実施回数47回、利用者実人数１、利用者延人数42人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1715
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

なごみ会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 106

●活動の目的：いきいき百歳体操を中心にそのあと脳トレ等を行い、通
いの場として地域の高齢者の方が外に出る機会を作り、介護予防の活
動を行うトともに、地域のつながりを大切にした交流を図るための場を
提供する。●活動内容：いきいき百歳体操と茶話会、脳トレ、頭の体操、
お口の体操、●活動実績：実施回数38回、利用者実人数5人、利用者
延人数39人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1716
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

たいま100
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 73

●活動の目的：百歳体操、お口のトレーニング、セラバンド、脳トレ等を
行い、地域の高齢者の方が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を
行うと共に、地域のつながりを大切にした交流を図るための場を提供す
る。
●活動内容：百歳体操、お口のトレーニング、セラバンド、脳トレ
●活動実績：実施回数38回、利用者実人数１、利用者延人数37人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1717
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

麻溝生き粋サイズサテラ
イト下原

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 148

●活動の目的：軽体操と茶話会を行う通いの場として地域の高齢者の
方が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行うと共に、地域のつな
がりを大切にした交流を図るための場を提供する。
●活動内容：いきいき百歳体操と茶話会、脳トレ、レクリエーションゲー
ム、手工芸等を、新型コロナウイルス感染症対策を講じて行った。
●活動実績：実施回数47回、利用者実人数7人、利用者延人数238人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1718
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

畑ヶ中いきいき百歳体
操

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30

●活動の目的：百歳体操、脳トレ、ストレッチ体操等を行い、地域の高齢
者の方が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行うと共に、地域の
つながりを大切にした交流を図るための場を提供する。●活動内容：い
きいき百歳体操、脳トレ、ストレッチ体操等を、新型コロナウイルス感染
症対策を講じて行った。●活動実績：実施回数49回、利用者実人数0、
利用者延人数0人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1719
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

古山はつらつ体操
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30

●活動の目的：百歳体操、脳トレ、筋トレ等を行い、地域の高齢者の方
が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行うと共に、地域のつなが
りを大切にした交流を図るための場を提供する。●活動内容：いきいき
百歳体操、脳トレ、筋トレ等●活動実績：実施回数45回、利用者実人数
0、利用者延人数0人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1720
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

麻溝健康ラボ
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 65

●活動の目的：軽体操を行う通いの場として地域の高齢者の方が外に
出る機会をつくり、介護予防の活動を行うと共に、地域のつながりを大
切にした交流を図るための場を提供する。
●活動内容：麻溝生き粋サイズ、ウォーキング、脳トレ（ボードゲーム）
●活動実績：実施回数24回、利用者実人数6人、利用者延人数98人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1721
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

中丸元気クラブ
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年10月１日～令和６年３月３１
日

58

○活動の目的：中丸元気クラブは、地域活動の拠点ある自治会館で会
員相互の親睦と交流を図り健康で生き甲斐の有る毎日を送れるような
介護予防を目的としています。 ○活動の内容：いきいき百歳体操・筋力
トレニ－ング・脳トレ・歌を唄おう ○活動場所：主に自治会館 (南区下
溝５３２番地６） ○活動実績：実施回数37回　･利用者実人数 (年間）３
名 ･利用者延べ人数(年間）61人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

6か月
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1722
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

ドリーム百歳体操
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 54

●地域の高齢者の方が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行う
と共に、地域のつながりを大切にした交流を図るための場を提供する。
●活動内容：いきいき百歳体操、脳トレ、レクリエーションゲーム、歌等
を、新型コロナウイルス感染症対策を講じて行った。●活動実績：実施
回数24回、利用者実人数1人 延べ利用者数24人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1723
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

百歳体操サンスマイル相
模原

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 55

●活動の目的：地域の高齢者の方が外に出る機会をつくり、介護予防
の活動を行うと共に、地域のつながりを大切にした交流を図るための場
を提供する。●活動内容：いきいき百歳体操と茶話会、脳トレ、手工芸
等を、新型コロナウイルス感染症対策を講じて行った。●活動実績：実
施回数46回、利用者実人数0人、参加者延人数231人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1724
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

百歳体操サンライズinは
なさか

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 53

・活動の目的：軽体操と茶話会を行う通いの場として地域の高齢者の方
が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行うと共に、地域のつなが
りを大切にした交流を図るための場を提供する。・活動内容：いきいき
百歳体操、脳トレ、お口の体操等、新型コロナウイルス感染症対策を講
じて行った。体操の講師を招き講座を開催した。・活動実績：実施回数
46回、利用者延人数23人、参加者延人数221人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1725
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

コグニサイズの会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 51

・活動の目的：軽体操と茶話会を行う通いの場として地域の高齢者の方
が外に出る機会をつくり、介護予防の活動を行うと共に、地域のつなが
りを大切にした交流を図るための場を提供する。・活動内容：いきいき
百歳体操、脳トレ、お口の体操等、新型コロナウイルス感染症対策を講
じて行った。体操の講師を招き講座を開催した。・活動実績：実施回数
46回、利用者延人数23人、参加者延人数221人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1726
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

えがお相模台
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 112

●活動の目的：体操を通して地域の方々が交流し、100歳を目標にい
つまでも健康と笑顔で元気でいられるよう取り組む●活動内容：毎週
火曜日・金曜日に開催。密を避けるため参加者を２グループに分け、各
回１時間百歳体操を行った。●活動実績：実施回数98回、利用者実人
数0人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1727
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

げんきかい
(自治会法人麻溝台自
治会体育部)

住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年10月１日～令和６年３月３１
日

40

●活動の目的：地域の高齢者・障害者の健康状態の維持向上を目指
し、生きがいを持てる生活リズムをつくり参加する事によりコミュニケー
ションが取れ社会参加の向上を目指す。●活動内容：いきいき百歳体
操(フルバージョン)とOTによる身体の運動不足等の改善指導及び口
腔ケアーの実施。ヨガによる精神の落ち着かせる呼吸法と運動指導。コ
ミュニケーションを取る為のギター演奏による合唱。夏祭りに合唱隊とし
て参加。色々なレクレーションによる体験・鑑賞等の実施。ケアマネー
ジャー及び介護福祉士・OT等による感染症対策・未病生活指導やワン
ポイントアドバイスなどの実施。●活動実績：実施回数25回、参加者延
人数1,009人、スタッフ延人数122人、利用者0人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

6か月 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1728
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

ぐりんぱ
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 10

・活動の目的：軽体操を行う通いの場として地域の高齢者の方が外に出
る機会をつくり、介護予防の活動を行った。・活動内容：いきいき百歳体
操を新型コロナウイルス感染症対策を講じて行った。活動実績：実施回
数50回、利用者実人数0人、参加者延人数1907人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1729
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

東林なごみの会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 54

●活動の目的：軽体操を行い、地域の高齢者の方が外に出る機会をつ
くり、笑顔で帰っていただき、地域のつながりを大切にした交流を図る
ための場を提供する。●活動の内容：歌いながら軽体操や手遊びを
行った。地域の講師や演奏家を招き、特別プログラムを講じた。●活動
実績：実施回数24回、利用者実人数3人、利用者延人数49人、参加者
延人数158人、スタッフ延人数104人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1730
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

もくよう会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30

●活動の目的：介護予防のため手先を使い、軽体操と手芸・工作を行
う。地域のつながりを大切にした交流を図るための場を提供する。地域
の高齢者の方が外に出る機会をつくる。●活動内容：手先の動きや軽
体操を30分程度行い、作品作りを通して、参加者同士のコミュニケー
ションを図る。●活動実績：実施回数24回、利用者実人数0人、利用者
延人数0人、参加者延人数166人、スタッフ延人数66人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1731
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

音楽せらぴぃコスモス
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 56
懐かしい歌の歌唱や楽器の演奏、リズム体操など音楽療法を用いて
介護予防へつながった。
活動実績：実施回数26回、利用者実人数1人、利用者延人数23人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1732
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

すみれの会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 78

●活動の目的：百歳体操、脳トレ、筋トレ、セラバンド、歌唱等を行い、地
域の高齢者の方が外に出る機会をつくり、介護予防の活動
を行うと共に、地域のつながりを大切にした交流を図るための場を提供
する。
●活動内容：いきいき百歳体操、脳トレ、歌唱、筋トレ、セラバンド等
●活動実績：実施回数39回、利用者実人数１人、利用者延人数4人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の高齢者の通いの場として活
動を実施したことが認められる。

1733
相模原市シニアサポート
活動運営事業費補助金

バラの会
住民の団体が主体となって地域の介護予防や生活支援に
関する支援活動を実施する。活動に必要な運営費に使用す
る。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 30

【活動目的】介護予防および健康づくりの取組を実施し、健康維持を目
指しながら、住民同士の交流を大切にし、地域のつながりをつくる。
【活動の内容】
・いきいき百歳体操の実施で健康づくり
・茶話会を楽しむ
【活動実績】実施回数35回、利用者実人数0人、利用者延人数0人、
参加者延人数213人、スタッフ延人数74人

介護保険の総合事業における、介護予防・生活
支援サービス事業のシニアサポート活動として
介護認定要支援相当者に対して介護予防や生
活支援の活動を実施し、住民が主体となり仲間
づくりや助け合い活動を展開し地域づくりの推
進に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

高齢者の健康を保持するため、総合事業実施要綱第３条第１項第１号及び
第２号に規定する対象者に、地域住民同士の共助及び互助に基づき、地域
住民等が主体的に実施する介護予防に関する支援活動に対して、サービス
の種類及び団体等の類型に対応する額及び経費を補助金として交付する
もの。

有

相模原市シニア
サポート活動運
営事業費補助
金交付要綱

無 有

第８期相模
原市高齢者
保健福祉計
画

介護予防・
生活支援
サービス（総
合事業）の
充実

1年 その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

その他
体制は整え
たが実績は
ないため。

利用者の受け入れはなかったが、
地域の高齢者に生活支援の活動を
実施する体制を整えたことが認め
られる。

1734
相模原市障害者扶養共
済制度年金

年金受給者

障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が死
亡し、又は著しい障害を有する状態となった後の障害者に
年金を支給するため、障害者の保護者が掛金を拠出する
共済制度。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 19,600 49人に980口（1口20,000円）を支給した。
親亡き後の障害者の将来に対し、保護者が抱く
不安の軽減に寄与した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
高齢・障害者支援課

障害者の保護者の相互扶助の精神に基づき、保護者が死亡し、又は著しい
障害を有する状態となった後の障害者に年金を支給するため、相模原市障
害者扶養共済制度を設け、もって障害者の生活の安定と福祉の増進に資
するとともに、障害者の将来に対し、保護者の抱く不安の軽減を図る。

無 有 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

障害者の生活の安定と福祉の増進
に寄与した。

1735
相模原市精神科救急身
体合併症転院事業補助
金

横浜市立みなと赤十字
病院

　神奈川県精神科救急医療に関する実施要綱に定める精
神科身体合併症転院受入病院が、精神科身体合併症患者
を受け入れる専用病床を確保し、適切な医療の提供と精神
科救急の円滑な遂行を図ることを目的に補助金を交付す
る。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 1,446
予定確保数：3660床／年
実績：3660床／年

精神科単科病院に入院している患者が身体科
治療を要する場合、一般の身体科病院に断ら
れることも多くある。身体合併症患者に対する
適切な医療の提供と精神科救急の円滑な遂行
を図るためには、専用病床の確保が必要不可
欠であり、地域医療ならびに救急医療体制の確
保に貢献できている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
精神保健福祉課

　身体合併症患者の受け入れを確保するための専用病床の確保料
　神奈川県、横浜市、川崎市及び相模原市協調で実施
　1病床当たり5,000円（相模原市負担額は395円）

有

相模原市精神
科救急身体合
併症転院事業
補助金交付要
綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

基本施策3
保健・医療
サービス～
地域での保
健・医療～

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の精神科救急システムを構築
する上で、本事業は必要不可欠で
あり、かつ交付先はその期待及び
機能を十分満たしている。

1736
相模原市精神科救急身
体合併症転院事業補助
金

社会福祉法人恩賜財団
済生会支部　神奈川県
済生会横浜市東部病院

　神奈川県精神科救急医療に関する実施要綱に定める精
神科身体合併症転院受入病院が、精神科身体合併症患者
を受け入れる専用病床を確保し、適切な医療の提供と精神
科救急の円滑な遂行を図ることを目的に補助金を交付す
る。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 289
予定確保数：732床／年
実績：732床／年

精神科単科病院に入院している患者が身体科
治療を要する場合、一般の身体科病院に断ら
れることも多くある。身体合併症患者に対する
適切な医療の提供と精神科救急の円滑な遂行
を図るためには、専用病床の確保が必要不可
欠であり、地域医療ならびに救急医療体制の確
保に貢献できている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
精神保健福祉課

　身体合併症患者の受け入れを確保するための専用病床の確保料
　神奈川県、横浜市、川崎市及び相模原市協調で実施
　1病床当たり5,000円（相模原市負担額は395円）

有

相模原市精神
科救急身体合
併症転院事業
補助金交付要
綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

基本施策3
保健・医療
サービス～
地域での保
健・医療～

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の精神科救急システムを構築
する上で、本事業は必要不可欠で
あり、かつ交付先はその期待及び
機能を十分満たしている。

1737
相模原市精神科救急身
体合併症転院事業補助
金

公立大学法人横浜市立
大学

　神奈川県精神科救急医療に関する実施要綱に定める精
神科身体合併症転院受入病院が、精神科身体合併症患者
を受け入れる専用病床を確保し、適切な医療の提供と精神
科救急の円滑な遂行を図ることを目的に補助金を交付す
る。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 4
予定確保数：718床／年
実績：11床／年

精神科単科病院に入院している患者が身体科
治療を要する場合、一般の身体科病院に断ら
れることも多くある。身体合併症患者に対する
適切な医療の提供と精神科救急の円滑な遂行
を図るためには、専用病床の確保が必要不可
欠であり、地域医療ならびに救急医療体制の確
保に貢献できている。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
精神保健福祉課

　身体合併症患者の受け入れを確保するための専用病床の確保料
　神奈川県、横浜市、川崎市及び相模原市協調で実施
　1病床当たり5,000円（相模原市負担額は395円）

有

相模原市精神
科救急身体合
併症転院事業
補助金交付要
綱

無 有

共にささえ
あい生きる
社会さがみ
はら障害者
プラン

基本施策3
保健・医療
サービス～
地域での保
健・医療～

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の精神科救急システムを構築
する上で、本事業は必要不可欠で
あり、かつ交付先はその期待及び
機能を十分満たしている。

1738

社会福祉法人等による
生計困難者に対する介
護保険サービスに係る
利用者負担額軽減制度
事業補助金

社会福祉法人　智泉会

社会福祉法人等が経営する介護サービス提供事業所を低
所得者が利用する際の利用者負担について軽減措置を行
うもの。介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等
が、その社会的役割に鑑み、生計困難であるものに対して
利用者負担を軽減する場合にその一部を助成する

令和6年3月31日 4 軽減対象者：１名 低所得者が軽減を受けられた。
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

1.介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割に
鑑み、低所得者で特に生計困難である者等に対して、利用者負担額を軽減
することにより、介護保険サービスの利用促進を図る
2.社会福祉法人等
3.当該施設の利用者負担を軽減した総額（相模原市の被保険者に係る利
用者負担に係るものに限る。）のうち、当該施設の本来受領すべき利用者負
担収入（軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。）の１パーセント
を超えた部分とし、当該施設の収支状況を踏まえ、その２分の１を基本とし
てそれ以下の範囲内

有

社会福祉法人
等による生計困
難者に対する介
護保険サービス
に係る利用者負
担額軽減制度
事業補助金交
付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

運営費補助なの
で非該当

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金を交付することにより、施設
運営の負担軽減が図られた。

1739

社会福祉法人等による
生計困難者に対する介
護保険サービスに係る
利用者負担額軽減制度
事業補助金

社会福祉法人　大地の
会

社会福祉法人等が経営する介護サービス提供事業所を低
所得者が利用する際の利用者負担について軽減措置を行
うもの。介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等
が、その社会的役割に鑑み、生計困難であるものに対して
利用者負担を軽減する場合にその一部を助成する

令和6年3月31日 34 軽減対象者：３名 低所得者が軽減を受けられた。
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

1.介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割に
鑑み、低所得者で特に生計困難である者等に対して、利用者負担額を軽減
することにより、介護保険サービスの利用促進を図る
2.社会福祉法人等
3.当該施設の利用者負担を軽減した総額（相模原市の被保険者に係る利
用者負担に係るものに限る。）のうち、当該施設の本来受領すべき利用者負
担収入（軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。）の１パーセント
を超えた部分とし、当該施設の収支状況を踏まえ、その２分の１を基本とし
てそれ以下の範囲内

有

社会福祉法人
等による生計困
難者に対する介
護保険サービス
に係る利用者負
担額軽減制度
事業補助金交
付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

運営費補助なの
で非該当

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金を交付することにより、施設
運営の負担軽減が図られた。

1740

社会福祉法人等による
生計困難者に対する介
護保険サービスに係る
利用者負担額軽減制度
事業補助金

社会福祉法人　大地の
会

社会福祉法人等が経営する介護サービス提供事業所を低
所得者が利用する際の利用者負担について軽減措置を行
うもの。介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等
が、その社会的役割に鑑み、生計困難であるものに対して
利用者負担を軽減する場合にその一部を助成する

令和6年3月31日 84 軽減対象者：５名 低所得者が軽減を受けられた。
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

1.介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割に
鑑み、低所得者で特に生計困難である者等に対して、利用者負担額を軽減
することにより、介護保険サービスの利用促進を図る
2.社会福祉法人等
3.当該施設の利用者負担を軽減した総額（相模原市の被保険者に係る利
用者負担に係るものに限る。）のうち、当該施設の本来受領すべき利用者負
担収入（軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。）の１パーセント
を超えた部分とし、当該施設の収支状況を踏まえ、その２分の１を基本とし
てそれ以下の範囲内

有

社会福祉法人
等による生計困
難者に対する介
護保険サービス
に係る利用者負
担額軽減制度
事業補助金交
付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

運営費補助なの
で非該当

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金を交付することにより、施設
運営の負担軽減が図られた。

1741

社会福祉法人等による
生計困難者に対する介
護保険サービスに係る
利用者負担額軽減制度
事業補助金

社会福祉法人　上溝緑
寿会

社会福祉法人等が経営する介護サービス提供事業所を低
所得者が利用する際の利用者負担について軽減措置を行
うもの。介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等
が、その社会的役割に鑑み、生計困難であるものに対して
利用者負担を軽減する場合にその一部を助成する

令和6年3月31日 96 軽減対象者：１２名 低所得者が軽減を受けられた。
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

1.介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割に
鑑み、低所得者で特に生計困難である者等に対して、利用者負担額を軽減
することにより、介護保険サービスの利用促進を図る
2.社会福祉法人等
3.当該施設の利用者負担を軽減した総額（相模原市の被保険者に係る利
用者負担に係るものに限る。）のうち、当該施設の本来受領すべき利用者負
担収入（軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。）の１パーセント
を超えた部分とし、当該施設の収支状況を踏まえ、その２分の１を基本とし
てそれ以下の範囲内

有

社会福祉法人
等による生計困
難者に対する介
護保険サービス
に係る利用者負
担額軽減制度
事業補助金交
付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

運営費補助なの
で非該当

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金を交付することにより、施設
運営の負担軽減が図られた。

1742

社会福祉法人等による
生計困難者に対する介
護保険サービスに係る
利用者負担額軽減制度
事業補助金

社会福祉法人　喜楽会

社会福祉法人等が経営する介護サービス提供事業所を低
所得者が利用する際の利用者負担について軽減措置を行
うもの。介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等
が、その社会的役割に鑑み、生計困難であるものに対して
利用者負担を軽減する場合にその一部を助成する

令和6年3月31日 30 軽減対象者：３名 低所得者が軽減を受けられた。
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

1.介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割に
鑑み、低所得者で特に生計困難である者等に対して、利用者負担額を軽減
することにより、介護保険サービスの利用促進を図る
2.社会福祉法人等
3.当該施設の利用者負担を軽減した総額（相模原市の被保険者に係る利
用者負担に係るものに限る。）のうち、当該施設の本来受領すべき利用者負
担収入（軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。）の１パーセント
を超えた部分とし、当該施設の収支状況を踏まえ、その２分の１を基本とし
てそれ以下の範囲内

有

社会福祉法人
等による生計困
難者に対する介
護保険サービス
に係る利用者負
担額軽減制度
事業補助金交
付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

運営費補助なの
で非該当

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金を交付することにより、施設
運営の負担軽減が図られた。

1743

社会福祉法人等による
生計困難者に対する介
護保険サービスに係る
利用者負担額軽減制度
事業補助金

社会福祉法人　報徳会

社会福祉法人等が経営する介護サービス提供事業所を低
所得者が利用する際の利用者負担について軽減措置を行
うもの。介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等
が、その社会的役割に鑑み、生計困難であるものに対して
利用者負担を軽減する場合にその一部を助成する

令和6年3月31日 607 軽減対象者：２０名 低所得者が軽減を受けられた。
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

1.介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割に
鑑み、低所得者で特に生計困難である者等に対して、利用者負担額を軽減
することにより、介護保険サービスの利用促進を図る
2.社会福祉法人等
3.当該施設の利用者負担を軽減した総額（相模原市の被保険者に係る利
用者負担に係るものに限る。）のうち、当該施設の本来受領すべき利用者負
担収入（軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。）の１パーセント
を超えた部分とし、当該施設の収支状況を踏まえ、その２分の１を基本とし
てそれ以下の範囲内

有

社会福祉法人
等による生計困
難者に対する介
護保険サービス
に係る利用者負
担額軽減制度
事業補助金交
付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

運営費補助なの
で非該当

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金を交付することにより、施設
運営の負担軽減が図られた。

1744

社会福祉法人等による
生計困難者に対する介
護保険サービスに係る
利用者負担額軽減制度
事業補助金

社会福祉法人　敬寿会

社会福祉法人等が経営する介護サービス提供事業所を低
所得者が利用する際の利用者負担について軽減措置を行
うもの。介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等
が、その社会的役割に鑑み、生計困難であるものに対して
利用者負担を軽減する場合にその一部を助成する

令和6年3月31日 120 軽減対象者：１６名 低所得者が軽減を受けられた。
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

1.介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割に
鑑み、低所得者で特に生計困難である者等に対して、利用者負担額を軽減
することにより、介護保険サービスの利用促進を図る
2.社会福祉法人等
3.当該施設の利用者負担を軽減した総額（相模原市の被保険者に係る利
用者負担に係るものに限る。）のうち、当該施設の本来受領すべき利用者負
担収入（軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。）の１パーセント
を超えた部分とし、当該施設の収支状況を踏まえ、その２分の１を基本とし
てそれ以下の範囲内

有

社会福祉法人
等による生計困
難者に対する介
護保険サービス
に係る利用者負
担額軽減制度
事業補助金交
付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

運営費補助なの
で非該当

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金を交付することにより、施設
運営の負担軽減が図られた。

1745

社会福祉法人等による
生計困難者に対する介
護保険サービスに係る
利用者負担額軽減制度
事業補助金

社会福祉法人　めぐみ
会

社会福祉法人等が経営する介護サービス提供事業所を低
所得者が利用する際の利用者負担について軽減措置を行
うもの。介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等
が、その社会的役割に鑑み、生計困難であるものに対して
利用者負担を軽減する場合にその一部を助成する

令和6年3月31日 35 軽減対象者：１名 低所得者が軽減を受けられた。
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

1.介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割に
鑑み、低所得者で特に生計困難である者等に対して、利用者負担額を軽減
することにより、介護保険サービスの利用促進を図る
2.社会福祉法人等
3.当該施設の利用者負担を軽減した総額（相模原市の被保険者に係る利
用者負担に係るものに限る。）のうち、当該施設の本来受領すべき利用者負
担収入（軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。）の１パーセント
を超えた部分とし、当該施設の収支状況を踏まえ、その２分の１を基本とし
てそれ以下の範囲内

有

社会福祉法人
等による生計困
難者に対する介
護保険サービス
に係る利用者負
担額軽減制度
事業補助金交
付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

運営費補助なの
で非該当

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金を交付することにより、施設
運営の負担軽減が図られた。

1746

社会福祉法人等による
生計困難者に対する介
護保険サービスに係る
利用者負担額軽減制度
事業補助金

社会福祉法人　兼愛会

社会福祉法人等が経営する介護サービス提供事業所を低
所得者が利用する際の利用者負担について軽減措置を行
うもの。介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等
が、その社会的役割に鑑み、生計困難であるものに対して
利用者負担を軽減する場合にその一部を助成する

令和6年3月31日 96 軽減対象者：７名 低所得者が軽減を受けられた。
健康福祉局
地域包括ケア推進部
介護保険課

1.介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割に
鑑み、低所得者で特に生計困難である者等に対して、利用者負担額を軽減
することにより、介護保険サービスの利用促進を図る
2.社会福祉法人等
3.当該施設の利用者負担を軽減した総額（相模原市の被保険者に係る利
用者負担に係るものに限る。）のうち、当該施設の本来受領すべき利用者負
担収入（軽減対象の介護保険サービスに関するものに限る。）の１パーセント
を超えた部分とし、当該施設の収支状況を踏まえ、その２分の１を基本とし
てそれ以下の範囲内

有

社会福祉法人
等による生計困
難者に対する介
護保険サービス
に係る利用者負
担額軽減制度
事業補助金交
付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

運営費補助なの
で非該当

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金を交付することにより、施設
運営の負担軽減が図られた。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1747
相模原市津久井地域移
動支援サービス事業運
営費補助金

特定非営利活動法人津
久井福祉会

障害、高齢等による移動制約者の円滑な移動に資すること
を目的として、交通空白地区が広域に点在し、福祉目的の
戸口輸送による移動手段の確保が必要な津久井地域の対
象者に対し相模原市津久井地域移動支援サービス事業を
行う対象団体に、市が本事業に要する経費の一部を補助す
るもの。

令和5年6月 13,169

福祉目的の戸口輸送による移動手段の確保が必要な津久井地域の対
象者に対し、相模原市津久井地域移動支援サービス事業（福祉有償運
送による移送運行）を実施した。

運行実績合計（４～３月）運行回数6,356回

津久井地域移動支援サービス事業の円滑な実
施により、移動制約者の移動手段の確保がで
き、もって高齢者や障害者の自立した在宅生活
を支える一助となった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
津久井高齢・障害者相談
課

1　津久井地域の障害、高齢等による移動制約者の円滑な移動手段の確保
を目的とする。
2　移動制約者の医療機関等への送迎事業。
3　１運行あたり1600円×運行回数及び旧事業の運行のために賃貸借した
車両の契約解除までに要した経費

有

相模原市津久
井地域移動支
援サービス事業
運営費補助金
交付要綱

有 有
相模原市高
齢者保健福
祉計画

高齢者等に
対する移動
支援策

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

運営費補助なの
で非該当

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

津久井地域の在宅の高齢者及び障
害者の移動制約者の移動手段の確
保に繋がり、団体の公益性は高く、
社会貢献度は多大であったことか
ら十分な評価とした。

1748
相模原市津久井地域移
動支援サービス事業運
営費補助金

一般社団法人　しらゆり
介護サービス

障害、高齢等による移動制約者の円滑な移動に資すること
を目的として、交通空白地区が広域に点在し、福祉目的の
戸口輸送による移動手段の確保が必要な津久井地域の対
象者に対し相模原市津久井地域移動支援サービス事業を
行う対象団体に、市が本事業に要する経費の一部を補助す
るもの。

令和5年6月 449

福祉目的の戸口輸送による移動手段の確保が必要な津久井地域の対
象者に対し、相模原市津久井地域移動支援サービス事業（福祉有償運
送による移送運行）を実施。

運行実績合計（４～３月）運行回数281回

津久井地域移動支援サービス事業の円滑な実
施により、移動制約者の移動手段の確保がで
き、もって高齢者や障害者の自立した在宅生活
を支える一助となった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
津久井高齢・障害者相談
課

1　津久井地域の障害、高齢等による移動制約者の円滑な移動手段の確保
を目的とする。
2　移動制約者の医療機関等への送迎事業。
3　１運行あたり1600円×運行回数及び旧事業の運行のために賃貸借した
車両の契約解除までに要した経費

有

相模原市津久
井地域移動支
援サービス事業
運営費補助金
交付要綱

有 有
相模原市高
齢者保健福
祉計画

高齢者等に
対する移動
支援策

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

運営費補助なの
で非該当

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

津久井地域の在宅の高齢者及び障
害者の移動制約者の移動手段の確
保に繋がり、団体の公益性は高く、
社会貢献度は多大であったことか
ら十分な評価とした。

1749
相模原市津久井地域移
動支援サービス事業運
営費補助金

特定非営利活動法人
ワーカーズ・コレクティブ
はっぴー

障害、高齢等による移動制約者の円滑な移動に資すること
を目的として、交通空白地区が広域に点在し、福祉目的の
戸口輸送による移動手段の確保が必要な津久井地域の対
象者に対し相模原市津久井地域移動支援サービス事業を
行う対象団体に、市が本事業に要する経費の一部を補助す
るもの。

令和5年6月 206

福祉目的の戸口輸送による移動手段の確保が必要な津久井地域の対
象者に対し、相模原市津久井地域移動支援サービス事業（福祉有償運
送による移送運行）を実施。

運行実績合計（４～３月）運行回数129回

津久井地域移動支援サービス事業の円滑な実
施により、移動制約者の移動手段の確保がで
き、もって高齢者や障害者の自立した在宅生活
を支える一助となった。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
津久井高齢・障害者相談
課

1　津久井地域の障害、高齢等による移動制約者の円滑な移動手段の確保
を目的とする。
2　移動制約者の医療機関等への送迎事業。
3　１運行あたり1600円×運行回数及び旧事業の運行のために賃貸借した
車両の契約解除までに要した経費

有

相模原市津久
井地域移動支
援サービス事業
運営費補助金
交付要綱

有 有
相模原市高
齢者保健福
祉計画

高齢者等に
対する移動
支援策

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

運営費補助なの
で非該当

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

津久井地域の在宅の高齢者及び障
害者の移動制約者の移動手段の確
保に繋がり、団体の公益性は高く、
社会貢献度は多大であったことか
ら十分な評価とした。

1750
相模原市津久井地域移
動支援推進事業補助金

特定非営利活動法人津
久井福祉会

津久井地域で障害、高齢等による移動制約者の安全で安
心な移動手段の確保・充実を図ることを目的として、津久井
地域において市が定める対象者に福祉有償運送を行う補
助事業者に対し、車両購入経費等の一部を補助するもの

令和5年7月 16,000

津久井地域で障害、高齢者に対して福祉有償運送を実施する事業者に
対し、相模原市津久井地域移動支援推進事業補助金を交付した。

車両購入費補助　6台
ドライバー人件費補助　4名

津久井地域で福祉有償運送を実施する事業者
に対し、車両購入費やドライバー人件費の一部
を補助することにより、事業者の基盤強化を図
り、事業が継続的に行えるよう支援した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
津久井高齢・障害者相談
課

1　津久井地域の福祉有償事業者の経営基盤の強化を図り、継続的な事業
運営を支援する。
2　津久井地域（城山地区除く）に拠点を有して福祉有償運送を実施する団
体、又は、津久井地域移動支援サービス事業運営費補助金の交付を受け
ている団体
3　車両購入費（1台の上限200万円）
　ドライバー人件費（1人の上限100万円）

有

相模原市津久
井地域移動支
援推進事業補
助金交付要綱

有 有
相模原市高
齢者保健福
祉計画

高齢者等に
対する移動
支援策

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

運営費補助なの
で非該当

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

津久井地域の在宅の高齢者及び障
害者の移動制約者の移動手段の確
保に繋がり、団体の公益性は高く、
社会貢献度は多大であったことか
ら十分な評価とした。

1751
相模原市津久井地域移
動支援推進事業補助金

一般社団法人　しらゆり
介護サービス

津久井地域で障害、高齢等による移動制約者の安全で安
心な移動手段の確保・充実を図ることを目的として、津久井
地域において市が定める対象者に福祉有償運送を行う補
助事業者に対し、車両購入経費等の一部を補助するもの

令和5年7月 3,000

津久井地域で障害、高齢者に対して福祉有償運送を実施する事業者に
対し、相模原市津久井地域移動支援推進事業補助金を交付した。

車両購入費補助　1台
ドライバー人件費補助　1名

津久井地域で福祉有償運送を実施する事業者
に対し、車両購入費やドライバー人件費の一部
を補助することにより、事業者の基盤強化を図
り、事業が継続的に行えるよう支援した。

健康福祉局
地域包括ケア推進部
津久井高齢・障害者相談
課

1　津久井地域の福祉有償事業者の経営基盤の強化を図り、継続的な事業
運営を支援する。
2　津久井地域（城山地区除く）に拠点を有して福祉有償運送を実施する団
体、又は、津久井地域移動支援サービス事業運営費補助金の交付を受け
ている団体
3　車両購入費（1台の上限200万円）
　ドライバー人件費（1人の上限100万円）

有

相模原市津久
井地域移動支
援推進事業補
助金交付要綱

有 有
相模原市高
齢者保健福
祉計画

高齢者等に
対する移動
支援策

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

運営費補助なの
で非該当

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

津久井地域の在宅の高齢者及び障
害者の移動制約者の移動手段の確
保に繋がり、団体の公益性は高く、
社会貢献度は多大であったことか
ら十分な評価とした。

1752
相模原市保護司会協議
会補助金

相模原市保護司会協議
会

社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者の改善及び更生を
助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もっ
て地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与す
る、相模原市保護司会協議会の運営に対する活動の支援
を目的とする。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 953
総会等の開催、各種イベントでの啓発活動、市内各種会議での意見発
信

総会や常務理事会において会員間の情報共有
を図り、各種イベントにおいて更生保護制度や
犯罪予防、薬物乱用防止等の啓発活動を実施
した他、市内で開催された各種会議に参加し、
保護司としての立場からの意見発信に努めた。

健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

・犯罪予防活動の推進
・各種研修の実施・協力
・施設研修会及び視察研修会の実施
・協力組織との連携の促進       他

補助率１００％

有

相模原市保護
司会協議会に
対する補助金交
付要綱

無 無 令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　各種イベントや街頭での啓発活
動、関係団体との連携活動により、
犯罪予防活動の周知を行うととも
に、市内各種会議での意見発信や
市職員との研修企画による意見交
換を通し、行政との連携に資するこ
とができた。本市においては令和６
年３月に第二次再犯防止推進計画
を策定し、地域理解や多機関連携
を重視していることや、全国の刑法
犯認知件数が令和５年より増加に
転じたことを鑑みると保護司の果た
す役割は大きく、その事業、活動に
ついても高く評価されるものである
と考える。

1753
相模原市戦没者遺族会
補助金

相模原市戦没者遺族会

戦没者遺族会の互助と共励を基盤として活動の充実と振
興を図り、地域福祉の推進に資することを目的に、英霊の
顕彰並びに福祉増進のための各種事業の計画的な実施を
図る遺族会に対し、支援するもの。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 1,490

・本部役員会及び理事会の実施
・平和記念事業パネル展の実施
・県戦没者追悼式への参列
・月例祭（県遺族会主催）への参列
・市戦没者合同慰霊祭の実施（市・市戦没者遺族会共催）
・慰安激励大会の実施

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、令和
2年度以降中止となっていた事業についても、
新型コロナウイルス感染症対策を講じながら実
施した。
　具体的には、平和記念事業パネル展、慰安激
励大会を4年ぶりに実施し、戦没者の追悼や冥
福を祈るとともに、福祉増進、慰藉、社会福祉
の高揚及び平和国家の建設に寄与することが
できた。

健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

　・福祉推進並びに戦争犠牲者、遺族のための事業運営費
　・会員の相互扶助、各種研修に係る経費

有

相模原市戦没
者遺族会に対す
る補助金交付要
綱

無 無 令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　令和５年度は、新型コロナウイル
ス感染症による一部制約が残る中
であったが、戦争の悲惨さ及び平
和の尊さを後世に伝えるため、令和
２年度以降中止となっていた事業
を含め、多くの事業を実施した。
　特に、若葉まつりにおける平和記
念事業パネル展については、戦争
の悲惨さを広く市民に伝え、平和に
対する市民意識の高揚に寄与した
ため、評価した。

1754
相模原市更生保護女性
連盟補助金

相模原市更生保護女性
連盟

社会奉仕の精神をもって、犯罪をした者の改善及び更生を
助けるとともに、犯罪の予防のため世論の啓発に努め、もっ
て地域社会の浄化をはかり、個人及び公共の福祉に寄与す
る相模原市更生保護女性連盟の運営に対する活動の支援
を目的とする。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 135
・各種イベントでの啓発活動、市内会議への参加
・定例総会、役員会開催
・会報の発行

視察研修や外部講師を招いた講演等で研鑽に
励み、児童養護施設や障害者福祉施設への支
援活動、社会を明るくする運動における啓発活
動や市内会議での意見発信及び会報紙の作成
等、関係機関と連携しながら犯罪の予防と罪を
犯した人たちの更生の理解に向けた呼びかけ
や青少年の健全育成、地域福祉の推進に貢献
した。

健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

・犯罪予防活動の推進
・各種研修の実施・協力
・施設研修会及び視察研修会の実施
・協力組織との連携の促進       他

補助率 予算の範囲内の額

有

相模原市更生
保護女性連盟
に対する補助金
交付要綱

無 無 令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

児童養護施設や障害福祉施設との
交流や地域住民を巻き込んだ研修
会の開催等、女性の立場から青少
年の健全育成、犯罪の予防や更生
保護への理解を深めるための活動
を実施している。再犯防止において
地域社会での役割が重視されてい
く中、地域での活動を継続している
ことは評価するべきである。

1755
相模原原爆被災者の会
補助金

相模原原爆被災者の会
（１）福祉増進及び被爆者体験普及活動などのための事業
運営費
（２）会員の相互扶助、各種研修にかかる経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 276

・証言活動や原爆展の運営等を実施
・相模原原爆被災者の会及び神奈川県原爆被災者の会運営委員会の
開催
・市内外での核兵器廃絶に向けた署名活動を実施
・その他、市職員や関係団体との打ち合わせ、講演会の開催や式典など
への参加

中学校等での被爆証言活動、原爆展を通して
被爆当事者の声を次世代へ直接語り継ぐこと
や次世代への教育を行う教員を対象にした討
論会を実施することにより、核兵器廃絶などの
平和思想の普及を図った。

健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

　原子爆弾被爆当事者で構成する「相模原原爆被災者の会」が実施する被
爆者体験証言活動などの平和思想の普及促進事業などに対して助成を行
うもの。

補助率１００％

有

相模原原爆被
災者の会に対す
る補助金交付要
綱

無 無 令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

会員の高齢化が進行しつつも、被
爆証言活動などが積極的に継続さ
れており、市民への平和思想の普
及に貢献している。

1756
相模原市民生委員児童
委員協議会互助共励事
業等補助金

相模原市民生委員児童
委員協議会

全国民生委員児童委員互助共励事業会費の一部を補助す
るもの。
全国社会福祉協議会互助共励会費
民生委員・児童委員　一人当たり2,600円×879人（令和
5年4月1日現在現員数）×1/2を負担

令和5年4月1日～令和6年3月31日 1,142
・令和５年度全国民生委員児童委員互助共励事業の会費として、本市
民生委員児童委員協議会会費及び本件補助金を原資に全国社会福祉
協議会に納付した。

・民生委員・児童委員の互助と共励を基盤とし
た活動の充実・振興を十分に図ることができ
た。

健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

民生委員・児童委員の互助と共励を基盤として活動の充実と振興を図り、
地域福祉活動の推進に資することを目的に実施する全国民生委員児童委
員互助共励事業会費の一部を補助するもの。

有

相模原市民生
委員児童委員
協議会互助共
励事業等補助
金交付要綱

無 無 令和５年度
充分な実績が確
認される

事業費補助なの
で非該当

民生委員・児童委員が事故等に
あった際の見舞金などを支給する
当該互助共励事業を通じ、地域の
担い手である民生委員・児童委員
が民生委員活動を安心して行うこ
とができている。

1757
相模原市民生委員児童
委員協議会運営補助金

相模原市民生委員児童
委員協議会

民生委員・児童委員が地域の福祉課第に対応するため、情
報や問題の共有や相互協力により、職務を機能的・効果的
に遂行すため、組織の運営補助を行う。

令和5年4月1日 8,733

・市民まつりでのＰＲ活動や、民生委員・児童委員強化週間では、３区の
庁舎に啓発用の横断幕等を掲出して、身近な相談者である民生委員・
児童委員が地域に居ることを周知した。
・市福祉月間への協力（敬老金支給に関する情報提供や各地区敬老会
等への協力）を行った。
・各地区民児協に対する助成制度を実施し、地区民児協が行う啓発活
動や研修事業を支援した。
・市社会福祉協議会事業への協力（地区住民相談支援活動（ＣＳＷ）
等）を行った。
・関係団体主催の会議及び委員として参加・協力を行った。

・事業実績のとおり、市福祉行政をはじめ、関係
団体への協力を行なうとともに、各地区におい
ても地区社協など地域住民と連携した活動が
できている。また、民生委員・児童委員自らが
研修・PR活動等を企画し自己研鑽に努めた。

健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

民生委員・児童委員一人当たり9,360円×933人
相互に向上することを目的に組織された民生委員児童委員協議会に対して
運営補助を行うことにより、民生委員・児童委員による自主的な協議会の運
営と組織的な福祉活動の推進を図る。

有

相模原市民生
委員児童委員
協議会に対する
補助金交付要
綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　民生委員・児童委員は、地域に密
着した活動が期待されるとともに、
行政の関係各課とのパイプ役とし
て、地域住民には必要不可欠な存
在と考える。
　市民生委員児童委員協議会は、
各民生委員・児童委員が工夫をし
ながら研修や啓発活動等を実施で
きるように支援を行っており、充分
な実績・成果が確認できる。

1758
相模原市社会を明るく
する運動補助金

相模原市社会を明るく
する運動推進委員会

・社会を明るくする運動広報活動費
・キャンペーン用物品購入費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 569

　従来よりもより多くの市民に周知することができるよう、非接触型の広
報・啓発活動を拡充するとともに各種イベントでの啓発活動も実施し
た。
・SC相模原ホームゲーム時のブース設置
・市内小中学校において作文コンテストの実施
・神奈中バス内デジタルサイネージやラジオ広告を利用した宣伝
・タウンニュース、広報さがみはらを利用したＰＲ
・市内公共施設への啓発ポスター掲出及び市内主要駅への掲出
・各地区での啓発物品の配架

　相模原市保護司会協議会、相模原市更生保
護女性連盟などの更生保護団体や福祉関係団
体、青少年健全育成団体を中心に各団体の活
動に合わせた形で実施した。
　横断幕や懸垂幕、ポスターの掲出、啓発物品
の配架、タウンニュースや広報さがみはらを活
用したPRの他、SC相模原ホームゲーム時の
ブース設置や市民若葉まつりへの参加、国と連
携したイベント時における着ぐるみの参加等、
多くの市民の目に留まる機会を提供した。

健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

すべての国民が犯罪の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深
め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を
築くことを目的とする運動の支援。

有

相模原市社会
を明るくする運
動推進委員会
に対する補助金
交付要綱

無 無 令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　広報・啓発活動の拡充をしつつ、
対面での啓発活動においても来場
者を増やすことができた他、関係団
体においても地域内での啓発活動
を実施することができた。犯罪や非
行をした人の立ち直りを支えること
や更生保護活動については地域理
解が不可欠であり、より多くの市民
に周知をすることがより求められて
いる中で、このような活動を実施で
きたことを評価した。

1759
要保護世帯向け生活資
金貸付事業補助金

社会福祉法人神奈川県
社会福祉協議会

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居を所有
し、又は住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯に
対し、当該不動産を担保として生活費の貸付を実施する。
本補助金は生活福祉資金（要保護世帯向け不動産担保型
生活資金）貸付事業の貸付原資として使用する者である。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 648

神奈川県社会福祉協議会における貸付状況（神奈川県全域）（本年度）
　
貸付実施世帯数　26世帯
貸付送金額　　　　26,513,000円

　（上記の内　相模原市区域分）
　　貸付実施世帯数　　1世帯
　　貸付送金額　　　　　648,000円

要保護世帯に向けた生活福祉貸付事業を実施
し、一定の居住用不動産を有し、将来にわたり
その住居に住み続けることを希望する貸付を受
けなければ要保護状態となる高齢者世帯への
生活資金の貸付を実施し、自ら保有する居住
用不動産に引き続き住み続けることができるよ
う、支援した。

健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希
望する者の自立を支援することを目的とする。【対象事業】社会福祉法人神
奈川県社会福祉協議会が行う、生活福祉資金（要保護世帯向け不動産担
保型生活資金）貸付事業への貸付のための原資【補助率】対象世帯に対す
る貸付元金総額から元金償還額総額を除いた額（10/10）

有

生活福祉資金
（要保護世帯向
け不動産担保
型生活資金）貸
付事業補助金
交付要綱

無 無 令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

一定の居住用不動産を有し、将来
にわたりその住居に住み続けること
を希望する者の自立を支援するこ
とを目的に、社会福祉法人神奈川
県社会福祉協議会（以下、「県社
協」という。）が行う、生活福祉資金
（要保護世帯向け不動産担保型生
活資金）貸付事業を対象者へ円滑
に行う事ができていた。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1760
救護施設及び更生施設
運営費補助金

社会福祉法人恩寵財団
神奈川県同胞援護会平
塚ふじみ園

〔概要〕
本法人が運営する平塚ふじみ園について、利用者の処遇
維持及び向上を図る。
〔補助金等の使途〕
施設の人件費、管理費、事業費及び法人本部の運営に要
する経費に充当。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 3,296

【入所者】　　　　　【処遇困難者１】　　　　【処遇困難者２】
延べ２３４人　　　　　延べ４人　　　　　　　　　延べ４人
【補助金額】
３，５１３円×２３４人＝８２２，０４２円
５６２，２３１円×４人＝２、２４８，９２４円
５６，２２３円×４人＝２２４，８９２円

単身男性要保護者を入所および地域より通所
受入れし、個別に自立生活支援を行うととも
に、施設プログラムを活用し規則正しい生活の
習慣化、健康管理、衛生管理に留意した生活支
援を行った。加えて「サービスの受け手から担
い手へ」を主題に利用者主体で行うボランティ
ア活動で地域理解を得ることにより地域連携を
果たした。

健康福祉局
生活福祉部
生活福祉課

〔趣旨・目的〕
　救護施設及び更生施設の自主的で柔軟な経営を促進し、神奈川県内に
おける福祉施設のサービス水準の維持・向上、地域間の均衡を図る。(神奈
川県・横浜市・川崎市・横須賀市・相模原市の協調事業）
〔対象〕
　補助事業対象経費は、本市被保護者が利用している、神奈川県内の社会
福祉法人が運営する救護施設及び更生施設を運営するために要する次の
経費。
（１）施設人件費、施設管理費及び事業費
（２）法人本部の運営に要する経費
〔入所者〕
19人（うち4人処遇困難者1、4人処遇困難者2）
〔補助単価等〕
＠3,513円/月　×　19人　×12ヶ月　＝　800,964円
＠562,231円/年　×　4人　＝　2,248,924円（処遇困難者1）
＠56,223円/年　×　4人　＝　224,892円（処遇困難者2）
※施設を所管する県・市が算出した補助単価とする。

有

救護施設及び
更生施設運営
費補助金交付
要綱

無 無 令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は生活保護法第38条に基
づき、身体上又は精神上の理由に
より、養護及び生活指導を必要とす
る要保護者を入所させて生活扶助
を行うことを目的としている。
　平塚ふじみ園においては、日常の
生活扶助に留まらず、利用者主体
のボランティア活動などの事業を行
い、地域理解を得るとともに、施設
利用者の自立を援助する役割も果
たしており、これらの支援を通じて
利用者の安定した生活につながっ
ていると考えられるため。

1761
相模原市国民健康保険
組合補助金

神奈川県建設連合国民
健康保険組合

相模原市在住の組合員及びその家族の健康の保持、増進
を主な目的として国民健康保険法に基づいた保険料の収
納、被保険者の管理、保険給付、保健事業を中心とした国
民健康保険組合事業を健全に運営する。相模原在住被保
険者を対象とした健康診断、常勤保健師による二次健診の
フォロー及び健康講習会の開催等、保健事業の推進に充用
する。組合員の労働条件、労働環境が悪化していく中で疾
病予防活動ヘの取り組み強化が求められており、アスベス
ト被害への対応や胸部レントゲンの再読影事業、振動病対
策,など、労災認定への取り組みも合わせて強化する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,114

神奈川県建設連合国民健康保険組合において、相模原市在住の被保
険者等を対象として次のとおり国民健康保険事業を行った。

（１）保険料の収納、被保険者の管理、保険給付、保健事業を中心とした
国民健康保険組合事業の健全運営に努めた。
（２）国民健康保険法に基づき、国民健康保健事業の運営を通じて、組
合員及び家族の健康保持増進を図った。

相模原市在住の被保険者を対象として国民健
康保険事業を行い次のとおりの効果があった。

（１）相模原市在住の被保険者で構成される６支
部が、国民健康保険組合事業において資格の
得喪、被保険者の管理、保険料の収納業務を
行い効率的な事業運営が図れた。
（２）感染防止に務めながら各支部主催で定期
的に集団健診を開催するとともに、常勤保健師
を中心に健診結果説明会を実施、健診受診率
の向上と、有所見者の早期受診が図れた。
（３）感染防止に務めながらも市内６支部を拠点
とした特定保健指導を実施し、実施率の向上が
図れた。

健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

国民健康保険法第７５条の規定により、国民健康保険事業に要する費用の
一部を補助し、組合員の保健の向上に寄与することを目的とする。
補助対象組合の被保険者のうち、当該年度の４月１日において本市に住所
を有する４０歳以上７５歳未満の被保険者の数に、単価６９０円を乗じて得
た額(１０００円未満切り捨て)を基準として、予算の範囲内で補助をする。

有

相模原市国民
健康保険組合
補助金交付要
綱

無 無 - - １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

神奈川県建設連合国民健康保険
組合が本市在住の被保険者に実施
した、定期的な集団健診や健診結
果説明会、特定保健指導等に係る
経費に対して補助金を交付したこ
とにより、被保険者の病気の予防と
早期発見について支援することが
できたため。

1762
相模原市国民健康保険
組合補助金

神奈川県医師国民健康
保険組合

相模原市在住被保険者の健康保持増進対策事業及び疾
病予防健康管理の為の健康診査（定期健康診査）・特定健
康診査・特定保健指導の実施の費用の補助、Ｂ型肝炎医療
機関内感染予防対策としてワクチン接種費用の補助、Ｃ型
肝炎検査（ＨＣＶ抗体価精密測定）並びにインフルエンザ予
防接種費用の一部補助事業を行う。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 349

神奈川県医師国民健康保険組合において、相模原市在住の被保険者
等を対象として、次のとおり国民健康保険事業を行った。

（１）特定健康診査
（２）Ｂ型肝炎医療機関内感染予防対策
（３）Ｃ型肝炎検査助成補助並びに、インフルエンザ予防接種一部補助
事業

相模原市在住の被保険者等を対象として国民
健康保険事業を行い、次のとおり効果があっ
た。
（１）特定健康診査：生活習慣病の予防及び改
善
（２）Ｂ型肝炎：針刺し事故による、免疫グロブリ
ン投与の減少
（３）インフルエンザ：羅患者数の減少

健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

国民健康保険法第７５条の規定により、国民健康保険事業に要する費用の
一部を補助し、組合員の保健の向上に寄与することを目的とする。
補助対象組合の被保険者のうち、当該年度の４月１日において本市に住所
を有する４０歳以上７５歳未満の被保険者の数に、単価６９０円を乗じて得
た額(１０００円未満切り捨て)を基準として、予算の範囲内で補助をする。

有

相模原市国民
健康保険組合
補助金交付要
綱

無 無 - - １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

神奈川県医師国民健康保険組合
が本市在住の被保険者に実施し
た、特定健康診査、Ｂ型肝炎医療機
関内感染予防対策、Ｃ型肝炎検査
助成補助、インフルエンザ予防接種
一部補助に係る経費に対して補助
金を交付したことにより、被保険者
の健康の保持増進が図られたた
め。

1763
相模原市国民健康保険
組合補助金

神奈川県歯科医師国民
健康保険組合

被保険者に対する各種健診補助事業として、保健事業費
（人間ドック補助金等）に充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 225
各種健診事業支出科目の保健事業費の令和５年度支出財源として充
当した。

被保険者に対する健診費用補助事業により、受
診促進を行い健康の保持増進、疾病の早期発
見に貢献した。

健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

国民健康保険法第７５条の規定により、国民健康保険事業に要する費用の
一部を補助し、組合員の保健の向上に寄与することを目的とする。
補助対象組合の被保険者のうち、当該年度の４月１日において本市に住所
を有する４０歳以上７５歳未満の被保険者の数に、単価６９０円を乗じて得
た額(１０００円未満切り捨て)を基準として、予算の範囲内で補助をする。

有

相模原市国民
健康保険組合
補助金交付要
綱

無 無 - - １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

神奈川県歯科医師国民健康保険
組合が本市在住の被保険者に実施
した、健診費用補助事業に対して、
補助金を交付したことにより、健康
の保持増進、疾病の早期発見の一
助となったため。

1764
相模原市国民健康保険
組合補助金

神奈川県建設業国民健
康保険組合

相模原市に住所を有する被保険者に対し、健康診断助成
事業の保健事業を推進することにより、健康保持増進、生
活習慣病の発症予防及び重症化予防の促進に資すること
に努める。補助金については、相模原市に住所を有する被
保険者が健康診断を受診した際、当国保組合が負担する
保健事業費に充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 416

相模原市に住所を有する当国民健康保険組合の被保険者に対し、生
活習慣病等の発症予防や重症化予防を図るため、次の事業を実施し
た。なお、事業の実施は事務手続きを行っている支部組合ごとに行っ
た。

・健康診断
・健康教室、健康相談
・ウォーキング事業

生活習慣病等に対処するため、健康診断による
二次予防（疾病の早期発見、早期治療）はもと
より、健康教室やウォーキングを実施することで
食事や運動等による一次予防（生活習慣の見
直しや改善することで健康増進し、疾病の発症
を予防）が図られ、医療費適正化に貢献した。

健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

国民健康保険法第７５条の規定により、国民健康保険事業に要する費用の
一部を補助し、組合員の保健の向上に寄与することを目的とする。
補助対象組合の被保険者のうち、当該年度の４月１日において本市に住所
を有する４０歳以上７５歳未満の被保険者の数に、単価６９０円を乗じて得
た額(１０００円未満切り捨て)を基準として、予算の範囲内で補助をする。

有

相模原市国民
健康保険組合
補助金交付要
綱

無 無 - - １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

神奈川県建設業国民健康保険組
合が本市在住の被保険者に実施し
た、健康教室等の一次予防及び健
康診断等の二次予防などの生活習
慣病予防施策に係る経費に対し
て、補助金を交付したことにより、
被保険者の健康の保持増進が図ら
れたため。

1765
相模原市国民健康保険
組合補助金

神奈川県薬剤師国民健
康保険組合

（1）高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診
査及び特定保健指導の実施
（2）国民健康保険法第82条並びに組合規約に基づく保険
事業（人間ドック、一般健康診断、脳ドック、婦人科健診）、
各種健康増進関係リーフレットの配布、インフルエンザ予防
接種費用の補助、被保険者の健康保持増進及び保険給付
事業に必要な事業の実施

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 68

（１）高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び特定
保健指導の実施
（２）国民健康保険法第82条並びに組合規約に基づく保健事業（人間
ドック、一般健康診断、脳ドック、婦人科健診）、各種健康増進関係リー
フレットの配布、被保険者の健康保持増進及び保険給付事業に必要な
事業の実施。

被保険者の生活習慣病の早期発見、重症化予
防、疾病予防や健康保持増進の一助となった。

健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

国民健康保険法第７５条の規定により、国民健康保険事業に要する費用の
一部を補助し、組合員の保健の向上に寄与することを目的とする。
補助対象組合の被保険者のうち、当該年度の４月１日において本市に住所
を有する４０歳以上７５歳未満の被保険者の数に、単価６９０円を乗じて得
た額(１０００円未満切り捨て)を基準として、予算の範囲内で補助をする。

有

相模原市国民
健康保険組合
補助金交付要
綱

無 無 - - １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

神奈川県薬剤師国民健康保険組
合が本市在住の被保険者に実施し
た、特定健康診査及び特定保健指
導の実施や、各種健康増進関係
リーフレットの配布等に係る経費に
対して、補助金を交付したことによ
り、被保険者の包括的な健康増進
に寄与したと考えられるため。

1766
相模原市国民健康保険
組合補助金

神奈川県食品衛生国民
健康保険組合

（1）疾病予防事業として、節目健診補助、総合健診補助、簡
易大腸ガン検査等、被保険者の健康診断・人間ドック事業
等の保健事業の支払いに充当する。
（2）健康づくり事業として、広報事業など被保険者の健康
保持増進を図る目的に充用する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 217

（１）疾病予防事業として、節目健診補助、総合健診補助、簡易大腸ガン
検査等、被保険者の健康診断・人間ドック事業等の保健事業の支払い
に充当した。
（２）健康づくり事業として、広報事業など被保険者の健康保持増進を
図る目的に充用した。

(１)疾病予防事業として、重症化防止に効果が
あった。
(２)健康づくり事業として、健康保持増進に繋
がった。

健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

国民健康保険法第７５条の規定により、国民健康保険事業に要する費用の
一部を補助し、組合員の保健の向上に寄与することを目的とする。
補助対象組合の被保険者のうち、当該年度の４月１日において本市に住所
を有する４０歳以上７５歳未満の被保険者の数に、単価６９０円を乗じて得
た額(１０００円未満切り捨て)を基準として、予算の範囲内で補助をする。

有

相模原市国民
健康保険組合
補助金交付要
綱

無 無 - - １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

神奈川県食品衛生国民健康保険
組合が本市在住の被保険者に実施
した、健康診断や人間ドックをはじ
めとする各種保健事業、健康保持
増進を目的にした広報事業に対し
て、補助金を交付したことにより、
同組合に加入している者の健康的
な生活を維持するための一助と
なったため。

1767
相模原市国民健康保険
組合補助金

建設連合国民健康保険
組合神奈川県支部

・インフルエンザ予防接種の促進
・40歳以上の組合員・家族への特定健診受診促進
・ジェネリック医薬品への切り替え促進
・上記促進の為の冊子やDM作成と発送

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 51

・新規加入者へのマスク、ウェットティッシュの配布
・新規加入者へジェネリック医薬品への切替促進
・被保険者へ健診促進ノベルティ（絆創膏）配布
・インフルエンザ予防接種の促進（費用補助の周知）
・特定健診の受診促進（日曜集団健診および個人健診）

・窓口負担が少ない契約医療機関での日曜健
診と個人健診を用意し、受診しやすい環境を整
えた。また、契約医療機関を９から１０施設に増
やした。
・新規加入者へ被保険者証と一緒にジェネリッ
ク医薬品希望シールを配布して利用しやすいよ
うにしたところ、被保険者証にシールを張る人
が増えた。
・昨年に引き続きインフルエンザ予防接種の必
要性と費用補助の周知を行い、接種数の増加
に繋がった。

健康福祉局
生活福祉部
国保年金課

国民健康保険法第７５条の規定により、国民健康保険事業に要する費用の
一部を補助し、組合員の保健の向上に寄与することを目的とする。
補助対象組合の被保険者のうち、当該年度の４月１日において本市に住所
を有する４０歳以上７５歳未満の被保険者の数に、単価６９０円を乗じて得
た額(１０００円未満切り捨て)を基準として、予算の範囲内で補助をする。

有

相模原市国民
健康保険組合
補助金交付要
綱

無 無 - - １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

建設連合国民健康保険組合神奈
川県支部が本市在住の被保険者に
実施した、新規加入者に対するジェ
ネリック医薬品への切替促進、特定
健診の受診促進、インフルエンザ予
防接種の促進等に係る経費に対し
て、補助金を交付したことにより、
同組合に加入している者の生活の
安定や健康増進に寄与したと考え
られるため。

1768
相模原市有害鳥獣駆除
対策事業補助金

相模原市緑区鳥獣等被
害対策協議会

相模原市緑区域の農業者の生産性向上と経営安定等地域
農業の振興を図るため、有害鳥獣等による農産物等被害対
策事業に関する捕獲及び駆除等の事業を実施する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 38,888

○追い払い用連発花火購入
○銃器及び罠によるイノシシ・ニホンジカの捕獲
・イノシシ：捕獲頭数201頭（許可頭数：700頭）
・ニホンジカ：捕獲頭数277頭（許可頭数530頭）
・実施回数3,082回　従事者数、延べ20,190人（共通）
○猟友会津久井支部に委託しニホンザルの追い払いを実施
・実施延べ日数411回
○罠によるニホンザルの捕獲
・捕獲頭数41頭（許可頭数：41頭）
○環境整備事業（ヤマビル対策）
・草刈り、落ち葉掃き等の環境整備実施団体への支援（20団体）

有害鳥獣に対する捕獲及び追い払いを実施し
たことにより、農作物等の被害対策に貢献する
ことができた。

緑区役所
区政策課

有害鳥獣の捕獲等対策事業　補助率100% 有

相模原市有害
鳥獣駆除対策
事業補助金交
付要綱

有 無 3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

農業経営に大きな影響を与えてい
る鳥獣被害は、継続的な取り組み
が不可欠であり、協議会の取り組
みは農業者等の自主防衛とともに
必要な事業である。

1769
相模原市有害鳥獣駆除
対策事業補助金

相模原市有害鳥獣対策
協議会

相模原市の農業者の生産性向上と経営安定等地域農業の
振興を図るため、有害鳥獣等による農産物等被害対策事
業に関する捕獲及び駆除等の事業を実施する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 522

○野生鳥獣被害対策研修会
・令和6年2月3日　鳥屋地域センター　　参加者22名
○アライグマ等小型鳥獣を主とした研修会
・令和6年3月23日　 緑区合同庁舎　　参加者31名
○捕獲サポート隊の設置
・猟友会員の負担軽減と更なる捕獲を推進するため、地域と連携し、捕
獲のサポート体制を構築する事業を実施
・名倉地区22名、佐野川地区48名

市民に対して野生動物駆逐用煙火の使用に伴
う安全講習会と有害鳥獣に対する基礎知識を
学ぶ研修を併せて実施。また全市域に出没頻
度が高くなりつつあるアライグマ等小型の鳥獣
を主とした研修を小学生向けに開催した。
また交付金を活用し、猟友会が有害捕獲をする
際のサポート隊の設置、わな、防護盾を購入し
た。

緑区役所
区政策課

有害鳥獣の捕獲等対策事業　補助率100% 有

相模原市有害
鳥獣駆除対策
事業補助金交
付要綱

有 有

相模原市総
合計画、相
模原市鳥獣
被害防止計
画

38野生鳥
獣の適正な
管理

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

農業経営に大きな影響を与えてい
る鳥獣被害は、継続的な取り組み
が不可欠であり、協議会の取り組
みは農業者等の自主防衛とともに
必要な事業である。

1770
相模原市農作物鳥獣害
防護対策事業補助金

補助金申請者個人又は
団体

農作物の鳥獣害防止対策の効果的な実施を図るため、農
作物を防護することを目的とした柵等の設置に要する費
用。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 2,115 防護電気柵等の購入及び設置　57件
耕作地の周囲に防護柵を設置することで、野生
鳥獣の侵入を防ぎ農作物の被害対策をするこ
とができた。

緑区役所
区政策課

＜対象事業＞
農作物の鳥獣害防止対策の効果的な実施を図るため、農業者が農作物を
防護することを目的として、農業者の個人又は団体で継続的に農産物を生
産している者に対し、農作物の防護を目的に行う柵等の設置に要する費用
に対し補助するもの。
＜補助率＞
1ha未満　対象費用の1/2以内
1ha以上　対象費用の3/4以内
※設置する柵の種類、面積に応じた限度額設定あり

有

相模原市農作
物鳥獣害防護
対策事業補助
金交付要綱

無 無 3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

農業経営に大きな影響を与えてい
る鳥獣被害は、耕作する者が自己
防衛することで、確実に被害の軽減
を図ることができ、耕作する者の生
産意欲の向上にもつながった。

1771

指定管理者制度導入施
設支援金
（相模湖ふれあいパーク
管理運営業務）

株式会社サンワックス

＜概要＞
原油価格・物価高騰の影響を受けている相模湖ふれあい
パークの適正な管理運営支援
＜使途＞
高騰した電気料金等に対する補填

令和5年4月1日～令和6年3月31日 140

新型コロナウイルス感染症や世界情勢の不安定さに起因する原油価格
及び物価高騰の影響により、施設内の照明常灯のための電気代につい
て価格高騰の影響を大きく受けたが、本支援金の活用により適正な業
務遂行ができた。また、照明常灯のＬＥＤ化を進めることが出来た。

新型コロナウイルス感染症や世界情勢の不安
定さに起因する原油価格及び物価高騰の影響
により、施設消耗品や施設内の照明常灯のた
めの電気代について価格高騰の影響を大きく
受け、安定した運営に影響を及ぼす恐れがあっ
た中で、本支援金は適正な業務遂行に寄与す
るものとなった。

緑区役所
区政策課

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、原油価格・物価高騰
の影響を受けている本市の指定管理者制度導入施設の適正な管理運営を
支援することを目的とする。

有
指定管理者制
度導入施設支
援金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

原油価格・物価高騰による指定管
理者の経費の圧迫は、施設運営に
も影響を及ぼす恐れがあったが、
本支援金を活用することにより指
定管理者の負担軽減につながり、
適正な施設運営に寄与できたため

1772

指定管理者制度導入施
設支援金
（藤野やまなみ温泉管理
運営業務）

牧野地域振興協議会グ
ループ

＜概要＞
原油価格・物価高騰の影響を受けている藤野やまなみ温泉
の適正な管理運営支援
＜使途＞
　高騰したガス料金に対する補填

令和5年4月1日～令和6年3月31日 80 原油価格高騰の影響を受けた、ガス料金に支援金を利用した。
本支援金を高騰する光熱水費に充当すること
で、施設の管理運営を適正に遂行することが出
来た。

緑区役所
区政策課

【目的】
　物価高騰の影響を受けている指定管理者制度導入施設の適正な管理運
営を支援することを目的とする。
【対象事業】
　施設の維持管理及び運営に関する事業

有
指定管理者制
度導入施設支
援金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

原油価格・物価高騰による指定管
理者の経費の圧迫は、施設運営に
も影響を及ぼす恐れがあったが、
本支援金を活用することにより指
定管理者の負担軽減につながり、
適正な施設運営に寄与できたため
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1773
指定管理者制度導入施
設支援金

一般社団法人青根振興
協議会

原油価格・物価高騰の影響を受けている相模原市立緑の
休暇村センター、青根緑の休暇村いやしの湯、津久井合唱
館における適正な管理運営の支援に関する事業

令和5年4月1日～令和6年3月31日 2,200
新型コロナウイルス感染症や世界情勢の不安定さに起因する原油価格
及び物価高騰の影響により、灯油・電気などについて価格高騰の影響
を大きく受けたが、本支援金の活用により適正な業務遂行ができた。

新型コロナウイルス感染症や世界情勢の不安
定さに起因する原油価格
及び物価高騰の影響により、灯油・電気などに
ついて価格高騰の影響
を大きく受け、安定した運営に影響を及ぼす恐
れがあった中で、本支援
金は適正な業務遂行に寄与するものとなった。

緑区役所
区政策課

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、原油価格・物価高騰
の影響を受けている本市の指定管理者制度導入施設の適正な管理運営を
支援することを目的とする。

有
指定管理者制
度導入施設支
援金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本支援金の投入により宿泊・温浴・
ホール施設の安定した運営に繋が
り、原油価格・物価高騰を起因とす
る問題も発生せず、年間を通じて
業務遂行ができた。利用者が安心
して施設を利用できることは、公の
施設を管理する指定管理者として
の責務を果たしていると評価でき
る。

1774
相模原市自主防災組織
活動事業費補助金

単位自主防災隊
地区連合自主防災隊

・訓練等に係わる材料費、炊き出し材料費、消火器詰替え
費等
・啓発事業等に係わる講師謝礼、印刷経費、消耗品等
・防災マップ、防災だより等作成配付経費
・防災資機材購入費、訓練・啓発事業に必要な備品購入費
等
・複数の単位自主防災組織が合同して訓練等を行う場合の
負担金
・会議等通信費・事務用消耗品　他

令和５年４月１日～令和６年２月２9日 4,821

〔抜粋〕
・防災訓練の実施（情報伝達、初期消火、救出・救護）
・防災資機材購入（簡易無線機、発電機・救助工具等）
・防災研修会等の実施

〔抜粋〕
・防災訓練の実施により、災害時の防災活動を
身体で覚えることができた。
・防災資機材の整備により、地域の防災体制が
大きく充実した。
・防災研修会等の実施により、災害の基礎知識
等を知り、発災時に落ち着いて行動ができる自
信がついた。

緑区役所
地域振興課

１補助金等の趣旨・目的
　自主防災組織の育成と防災体制の充実を図るため、防災活動事業費に
対し補助を行うもの
２補助対象事業内訳
・訓練等に係わる材料費、炊き出し材料費、消火器詰替え費等
・啓発事業等に係わる講師謝礼、印刷経費、消耗品等
・防災マップ、防災だより等作成配付経費
・防災資機材購入費、訓練・啓発事業に必要な備品購入費等
・複数の単位自主防災組織が合同して訓練等を行う場合の負担金
・会議等通信費・事務用消耗品　他
３補助率等：補助事業に要した経費の１／２（補助金限度額以内）

有

相模原市自主
防災組織活動
事業費補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

災害対策の
推進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防災訓練の実施により、地域住民
の行動力の強化が図られている。
計画的な資機材整備により地域の
防災力が向上している。

1775
相模原市避難所運営協
議会活動事業費補助金

避難所運営協議会

○補助事業等の概要
・防災訓練の実施
（情報収集・伝達、初期消火、救出・救護、避難誘導、避難
所設営、給食・給水、災害時要援護者支援、震度体験、煙
体験 　他）
・防災研修会の実施　他
○補助金等の使途
・避難所運営訓練用物品の購入
・防災研修会用物品の購入
・訓練・研修会実施のための会議事務費　他

令和５年４月１日～令和６年２月２9日 1,855

〔抜粋〕
・避難所運営訓練の実施（避難所開錠、本部設営、管理、情報、救出救
護、救援物資、給水、炊き出しの各班活動訓練）
・防災研修会等の実施

〔抜粋〕
・避難所運営訓練実施により、災害時の防災活
動・避難所運営を体験した。
・防災研修会等の実施により、災害の基礎知識
等を知り、災害時に落ち着いて行動できる自信
がついた。

緑区役所
地域振興課

○補助金等の趣旨・目的
　避難所運営協議会の組織化及び避難所運営訓練の充実を図るため、防
災活動事業費に対し補助を行うもの
○補助金対象事業内訳
（避難所運営協議会等が行う避難所運営訓練等での購入資機材等例）
・避難所運営（ベスト、テント、ランタン、ヘルメット等）
・救助・要援護者支援（三角巾、車いす、笛、救急箱等）
・情報通信（無線機、トランシーバー、スピーカーマイク、充電用具等）
・炊き出し訓練（アルファ米、お茶、鍋、五徳等）
・訓練実施経費（コピー代、事務用品、切手代等・食糧費等）
・普及啓発（マニュアル作成費、講演謝礼、講演資料作成費、防災マップ等）
○補助率等
補助事業に要した経費の10/10（補助金限度額以内）

有

相模原市避難
所運営協議会
活動事業費補
助金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

災害対策の
推進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

平常時から避難所運営協議会によ
る防災訓練を実施することにより、
地域住民の行動力の強化が図られ
ている。
避難所協議会の開催により避難所
でのルールづくりが確立され、災害
時における円滑な避難所運営が期
待できる。

1776
地域市民まつり等助成
金

橋本・宮上ふるさとまつ
り委員会

【概要】
ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
【補助金の使途】
事業費に充当

宮上会場：令和５年１０月１５日（日）
橋本会場：令和５年１０月２１日（土）

230

　橋本・宮上地区において心の通い合う明るいまちづくりをテーマに、地
域住民の交流の場として、喜びをともに相互の親睦を図り、手作りのふ
るさとまつりを開催した。第４７回橋本ふるさとまつりは、約２，０００人の
参加者があった。橋本囃子保存会による太鼓演奏、子ども囃子の演奏、
よさこい踊り、ダンスがお祭りの雰囲気を盛り上げた。神輿の展示、模
擬店、防犯コーナー、リサイクル意識啓発のフリーマーケットなど、地域
住民の交流・親睦を図った。最後は多数参加のビンゴゲームを行った。
　宮上会場は１０月１５日（日）に開催予定だったが、雨天により中止と
なった。

　今年で橋本ふるさとまつり・宮上ふるさとまつ
りともに４７回を迎えた。それぞれの地区におい
てのふるさとまつりは、地域に根差した大きなイ
ベントとなっており、心の通い合う明るいまちづ
くりをテーマにし、地域住民の交流の場として、
相互の親睦が図られている。また、地域住民に
よる手づくりのふるさとまつりとなっている。鼓
笛隊の演奏や地域小学校・中学校の踊り・お囃
子・太鼓演奏を行ったり、子ども神輿や盆踊り
など地域児童生徒との交流もあり、大人と子ど
もが一体となって交流親睦を図ることができて
いる。
　また、地区防犯協会や交通安全協会等、地域
の各種団体が参加した各種イベントを行ってお
り、地域相互の親睦が積極的に図られている。

緑区役所
地域振興課

〇目的：心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域における市民ま
つりの開催を推進すること
〇対象事業：ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策42　多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　宮上会場が雨天により中止となっ
たことは残念だったが、４年ぶりの
開催で、地域住民の交流の場とし
て相互交流が図られており、事業
の目的である心のかよいあう明る
いまちづくりに大きく寄与している
ため。

1777
地域市民まつり等助成
金

相原地区ふるさとまつり
実行委員会

【概要】
ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
【補助金の使途】
事業費に充当

令和５年１１月３日（金）（祝）　雨天時：
相原公民館内実施

230

　相原地区において、心の通いあう明るいまちづくりをテーマにして、地
域住民の交流の場として相互の親睦を図りつつ、手づくりによるふるさ
とまつりを開催した。今年は第４３回相原地区ふるさとまつりとして１１月
３日に開催し、約２，５００人の参加者があった。今年度も会場を、二本
松公園として開催した。有志による八木節の演奏に引き続いて式典を
挙行した。舞台を設置して、お囃子、鼓笛、ダンス等を行った。また、交
通安全・防犯・福祉活動などの啓蒙活動も実施した。

　相原地区ふるさとまつりは今年で４３回を迎
え、地域住民の手作りによる、相原地域に根差
した大きなイベントとなっている。心の通いあう
明るいまちづくりをテーマにして、地域住民の交
流の場として相互の親睦が図られている。毎年
多くの参加者があり、鼓笛隊や有志によるお囃
子、ダンス、模擬店などを通して、地域相互親
睦が積極的に図られている。また、防犯や交通
安全、消防、福祉などの各コーナーが設けら
れ、各団体の活動を知る機会にもなった。

緑区役所
地域振興課

〇目的：心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域における市民ま
つりの開催を推進すること
〇対象事業：ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策42　多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　４年ぶりの開催で、地域住民の交
流の場として相互交流が図られて
おり、事業の目的である心のかよい
あう明るいまちづくりに大きく寄与
しているため。

1778
自治会等集会所建設補
助金

自治会法人相原森下自
治会

　【概要】
　　事業名：自治会法人相原森下自治会集会所建設等助成
事業
　　自治会法人相原森下自治会集会所の外壁塗装等の修
繕を行う。
　【補助金の使途】
　　集会所の修繕費用

令和5年1０月 942 相原森下自治会館の外壁、屋根の塗装等の修繕を行った。

　新築から２０年以上経過し、外壁や屋根も経
年による劣化が目立っていた。
　今回修繕することにより、風雨等による外壁及
び屋根も腐食することなく、利用者が安心して
利用することができるようになった。

緑区役所
地域振興課

【趣旨・目的】
　地域住民の福祉の向上に寄与するため、住民の組織する自治会
及びこれに類するものが行う自治会等集会所の用地取得、建設等
に対して、その費用の一部を予算の範囲内において補助する。
【対象事業】集会所の修繕
　建物の主要な部分（基礎、土台、柱、壁、はり、屋根、床、天井、階
段など）の修繕及び付帯工事（給水施設、排水施設、電気・ガス施設）
【補助率等】　２分の１（千円未満は切り捨て）

有

相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策４２「多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進」
　２  地域活
動や市民活
動の促進

令和５年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　集会所（建物）が長寿命化された
ことにより、今後も地域住民の交流
が図られ、地域福祉の向上や地域
コミュニティの醸成を図ることに寄
与できるため。

1779
自治会等集会所建設補
助金

橋本ライフタウン団地管
理組合法人

　【概要】
　　事業名：橋本ライフタウン団地管理組合法人集会所建設
等助成事業
　　橋本ライフタウン団地管理組合法人集会所の外壁塗装
等の修繕を行う。
　【補助金の使途】
　　集会所の修繕費用

令和5年1０月 2,194 橋本ライフタウン自治センターの外壁、屋根の塗装等の修繕を行った。

　新築から２０年以上経過し、外壁や屋根も経
年による劣化が目立っていた。
　今回修繕することにより、風雨等による外壁及
び屋根も腐食することなく、利用者が安心して
利用することができるようになった。

緑区役所
地域振興課

【趣旨・目的】
　地域住民の福祉の向上に寄与するため、住民の組織する自治会
及びこれに類するものが行う自治会等集会所の用地取得、建設等
に対して、その費用の一部を予算の範囲内において補助する。
【対象事業】集会所の修繕
　建物の主要な部分（基礎、土台、柱、壁、はり、屋根、床、天井、階
段など）の修繕及び付帯工事（給水施設、排水施設、電気・ガス施設）
【補助率等】　２分の１（千円未満は切り捨て）

有

相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策４２「多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進」
　２  地域活
動や市民活
動の促進

令和５年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　集会所（建物）が長寿命化された
ことにより、今後も地域住民の交流
が図られ、地域福祉の向上や地域
コミュニティの醸成を図ることに寄
与できるため。

1780
防犯灯維持管理費補助
金

大沢団地管理組合　ほ
か　合計4団体

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るた
め、自治会等が管理している防犯灯の電気料及び電球交
換等の修繕に係る経費を支払うもの。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 238
夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るため、自治会等
が管理している防犯灯の維持管理を行った。

夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全
を図ることができた。

緑区役所
地域振興課

自治会等が管理している防犯灯の維持管理に要する経費に対して補助し、
安全で安心なまちづくりを推進するもの。
対象：自治会・管理組合等が負担する防犯灯の電気料、電球交換等の修繕
に要する経費。
　電気料（１灯あたり）：年間1,600円
　管理費（１灯あたり）：年間800円

有

相模原市防犯
灯維持管理費
補助金交付要
綱

無 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策１７　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　自治会等が管理している防犯灯
の電気料及び管理経費を補助する
ことにより、通年において夜間にお
ける犯罪の防止と市民の通行の安
全を図ることができた。

1781 防犯協会補助金
・相模原北防犯協会
・津久井防犯協会

・防犯意識の普及及び啓発に関すること
・防犯対策の調査研究
・防犯団体及びボランティア団体等との連携に関すること。
・補助対象は事業費に充当

令和5年4月1日～令和6年3月31日 462
〇防犯意識の普及及び啓発活動
〇防犯対策の調査研究
〇防犯団体及びボランティア団体等との連携活動

各種防犯活動を実施することにより、地域にお
ける防犯思想の普及高揚及び防犯対策の推進
を図った。

緑区役所
地域振興課

○趣旨・目的：地域における防犯思想の普及高揚及び防犯啓発活動の推進
に寄与すること。
○対象事業：事務局費、事業費等
○補助率：100％

有
相模原市防犯
協会補助金交
付要綱

無 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策１７　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

区民を犯罪の被害から守るため、
各種啓発活動を実施し、犯罪の抑
止に努めているため。

1782 交通安全協会補助金
・相模原北交通安全協
会
・津久井交通安全協会

・交通事故防止及び交通道徳の普及高揚のための啓発活
動
・各種交通安全運動の実施
・各種交通安全教室の開催
・交通安全功労者及び優良運転者の表彰並びに表彰の上
申等
・補助対象は事業費等に充当

令和5年4月1日～令和6年3月31日 397

〇交通事故及び交通道徳の普及高揚のための啓発
〇各種交通安全運動の実施
〇各種交通安全教室の開催
〇交通安全功労者及び優良運転者の表彰　など

交通安全思想の普及高揚及び交通安全の維持
を図るため、警察、関係団体、市等と連携し、各
種交通安全運動等を実施し、市民への交通
ルールやマナーの啓発活動を行った。

緑区役所
地域振興課

○趣旨・目的：地域における交通安全思想の普及高揚及び交通安全の推進
と交通事故防止に寄与するもの。
○対象事業：啓発費等
○補助率：100％

有
相模原市交通
安全協会補助
金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策１７　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市民を交通事故から守るため、各
種啓発活動を実施し、交通事故防
止に努めている。

1783
商店街環境整備事業補
助金（駐車場利用券共
同購入事業補助）

橋本商店街協同組合
商店街の来街者の利便性を図るため、商店街の駐車場利
用券の共同購入に要する経費に充当するもの。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 499

事業期間：令和5年4月から令和6年3月
購入実績：市営150円券　6,500枚 300円券　4,000枚
　　　　　　　民間300円券　0枚
配布実績：市営150円券　3,525枚 300円券　3,065枚
　　　　　　　民間300円券　196枚（含、昨年度残数）

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュ
ニティの核としての役割を担っている。

緑区役所
地域振興課

【１補助率等の趣旨・目的】
商店街の来街者や地域住民の利便性向上に寄与する環境整備事業（自動
車駐車場利用券共同購入事業）に係る費用に対して助成するもの。
【２補助対象事業】
自動車駐車場利用券購入費
【３補助対象事業費、補助率等】
補助率：30％以内、補助限度額：50万円

有

相模原市商店
街環境整備事
業補助金交付
要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、商店街の環境整備を促
進することで、地域のにぎわいづく
りや市民の安全安心に寄与するも
のであり、公益性、社会貢献性が高
いため。

1784
商店街環境整備事業補
助金（商店街街路灯電
気料補助）

橋本商店街協同組合ほ
か
合計5商店会

街路灯の点灯に要する電気料に充当するもの。 令和5年1月1日～令和5年12月31日 1,583 商店街の街路灯（280基）の点灯を行った。
身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュ
ニティの核としての役割を担っている。

緑区役所
地域振興課

【１補助率等の趣旨・目的】
商店街の来街者や地域住民の利便性向上に寄与する環境整備事業（街路
灯電気料）に係る費用に対して助成するもの。
【２補助対象事業】
街路灯電気料
【３補助対象事業費、補助率等】
補助率：高効率ランプ90％以内、その他70％以内

有

相模原市商店
街環境整備事
業補助金交付
要綱

無 無
令和5年1月1日～
令和5年12月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、商店街の環境整備を促
進することで、地域のにぎわいや市
民の安全安心に寄与するものであ
り、公益性、社会貢献性が高い。

1785
商店街環境整備事業補
助金（商店街街路灯撤
去費補助）

中野商店連盟 老朽化した街路灯の撤去に要する経費に充当するもの。 令和5年4月1日～令和6年3月31日 840 商店街の街路灯（42基）の撤去を行った。
身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュ
ニティの核としての役割を担っている。

緑区役所
地域振興課

【１補助率等の趣旨・目的】
商店街の来街者や地域住民の利便性向上に寄与する環境整備事業（街路
灯撤去）に係る費用に対して助成するもの。
【２補助対象事業】
街路灯撤去費
【３補助対象事業費、補助率等】
補助率：50％以内、街路灯1基当たり：2万円を限度。

有

相模原市商店
街環境整備事
業補助金交付
要綱

無 無
令和5年4月～令和
6年3月

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、商店街の環境整備を促
進することで、地域のにぎわいや市
民の安全安心に寄与するものであ
り、公益性、社会貢献性が高い。

1786
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金（ステップ
アップ事業補助）

橋本商店街協同組合
商店街の活性化となるソフト事業で新規のもの又は既存の
事業を大幅に改善することを目的として実施するイベント事
業に要する経費に充当するもの。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 123
●橋本スプリングフェスの開催
令和5年5月21日（日）

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュ
ニティの核としての役割を担っている。

緑区役所
地域振興課

【１補助金等の趣旨・目的】
商店街のにぎわいづくりに寄与するにぎわいづくり支援事業（ステップアッ
プ事業）に係る費用に対して助成するもの。
【２補助対象事業】
宣伝費、広告印刷費、機器借上料、食料費、設営費、手数料、保険料、謝礼
費
【３補助対象事業費、補助率等】
補助率：30％以内、補助限度額：100万円以内

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性、社会貢献性が
高いため。
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国・県
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※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1787
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金（ステップ
アップ事業補助）

東橋本商店会
商店街の活性化となるソフト事業で新規のもの又は既存の
事業を大幅に改善することを目的として実施するイベント事
業に要する経費に充当するもの。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 22
●東橋本商店会文化祭の開催
令和5年11月3日

地域住民同士の親睦が深まった。
緑区役所
地域振興課

【１補助金等の趣旨・目的】
商店街のにぎわいづくりに寄与するにぎわいづくり支援事業（ステップアッ
プ事業）に係る費用に対して助成するもの。
【２補助対象事業】
宣伝費、広告印刷費、機器借上料、食料費、設営費、手数料、保険料、謝礼
費
【３補助対象事業費、補助率等】
補助率：30％以内、補助限度額：100万円以内

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性、社会貢献性が
高いため。

1788
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金（情報発
信事業補助）

相原二本松商店街
メディアを活用した情報発信事業に要する経費に充当する
もの。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 61 ノートパソコンを購入し、商店街のPRに活用した。
身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュ
ニティの核としての役割を担っている。

緑区役所
地域振興課

【１補助金等の趣旨・目的】
商店街のにぎわいづくりに寄与するにぎわいづくり支援事業（情報発信事
業）に係る費用に対して助成するもの。
【２補助対象事業】
広告印刷費、消耗品費、備品購入費（3年以上の使用が予定されているも
の）
【３補助対象事業費、補助率等】
補助率：40％以内、補助限度額：50万円以内

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性、社会貢献性が
高いため。

1789
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金（イベント
事業補助）

相原二本松商店街
地域社会への貢献と会員相互の親睦を図り、商店街のＰＲ
と活性化を目的として実施するイベント事業に要する経費
に充当するもの。

令和5年10月22日 60
●大感謝祭の開催
　 令和5年10月22日

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュ
ニティの核としての役割を担っている。

緑区役所
地域振興課

【１補助金等の趣旨・目的】
商店街のにぎわいづくりに寄与するにぎわいづくり支援事業（イベント事業）
に係る費用に対して助成するもの。
【２補助対象事業】
広告印刷費、消耗品費、設営費、警備費、保険料、行事費、謝礼費、食糧費
【３補助対象事業費、補助率等】
補助対象経費の年間合計：20万円以上100万円未満の場合、補助金額6
万円以内

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性、社会貢献性が
高いため。

1790
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金（イベント
事業補助）

橋本商店街協同組合
地域社会への貢献と会員相互の親睦を図り、商店街のＰＲ
と活性化を目的として実施するイベント事業に要する経費
に充当するもの。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 120

●第9回橋本ハロウィンの開催
　 令和5年10月29日

●第13回橋本まちゼミの開催
　 令和5年11月1日～令和5年11月30日

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュ
ニティの核としての役割を担っている。

緑区役所
地域振興課

【１補助金等の趣旨・目的】
商店街のにぎわいづくりに寄与するにぎわいづくり支援事業（イベント事業）
に係る費用に対して助成するもの。
【２補助対象事業】
広告印刷費、消耗品費、設営費、警備費、保険料、行事費、謝礼費、食糧費
【３補助対象事業費、補助率等】
補助対象経費の年間合計：100万円以上200万円未満の場合、補助金額
12万円以内

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性、社会貢献性が
高いため。

1791 観光事業等補助金
橋本七夕まつり実行委
員会

「橋本七夕まつり」は、相模原市における一大観光行事とし
て、広く内外の観光客から親しまれている伝統ある夏まつり
である。
　今年度については、歴史を重ねてきた伝統あるまつりを後
世に継承して行くためにも、新型コロナウイルス感染症拡大
から約4年ぶりに通常開催するものです。

 令和５年８月４日（金）～６日（日） 6,050
　４年ぶりに通常開催し、橋本七夕通り他への竹飾りの掲出や、式典及
び各種ステージイベントを実施した。
　３日間で延べ５００，０００人の人出があった。

　歴史を積み重ねてきたまつりを継承して行く
ことができた。
　実施にあたっては、橋本七夕まつりホーム
ページやＳＮＳ等を活用して、市内外に相模原
市の観光行事として情報発信することができ
た。
　また、市内各種団体で構成される実行委員を
はじめ、市内高校生や大学生によるボランティ
アによりイベントを運営することができた。

緑区役所
地域振興課

【趣旨・目的】
　本市の観光を振興し、地域の活性化等の推進を図るため補助するもの。
【対象事業・補助率等】
○補助対象経費(総事業費-補助対象外経費)　　　　　　　   　19,330千円
○補助上限額(交通対策費補助分＋イベント事業費補助分)   6,050千円
・交通対策費補助分(補助率：補助対象経費の10/10以下)     　 477千
円
・イベント事業費補助分(補助率：補助対象経費の1/2以下)　    5,573千
円
○補助額　6,050千円(補助対象経費額の31％)

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 有
相模原市総
合計画他

施策28観
光交流都市
の形成他

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　物価高騰等の影響で規模縮小で
の開催ではあったが、通常開催で
きたことは、本市の地域振興と地域
の活性化等の推進に寄与するもの
であったため。

1792 観光事業等補助金
おおさわ桜まつり実行委
員会

　大沢地区の桜の名所である上大島キャンプ場近隣の相模
川自然の村公園を会場に、文化芸能等の発表や模擬店、地
域の諸団体の協力によるイベント及び上大島キャンプ場で
の桜の提灯点灯を実施し、桜を楽しむ機会の創造により地
域住民の文化の向上と親睦のほか、相模川自然の村周辺
の観光資源の有効活用を図る。
　補助金の主な使途は、電気工事、会場警備費、音響設備
費、印刷費、イベント消耗品等となっている。

令和５年４月 530

１　名称　第２５回おおさわ桜まつり
２　主催　おおさわ桜まつり実行委員会
３　期間　令和５年３月２３日～４月２日
４　会場　相模川自然の村公園（芝生広場）
５　内容
・提灯点灯・飲食を伴う模擬店出店・福祉体験や竹とんぼづくりなどの
体験コーナー・地域の伝統文化芸能発表・消防車両展示・起震車による
地震体験・パトカー展示・白バイ展示・スタンプラリー

会場に隣接する上大島キャンプ場内の桜並木
に、まつり１週間前から提灯の夜間点灯を行っ
た。連日小雨の中でも子ども連れや高齢者など
多くの見物客で賑わった。また、まつりでは、子
ども向けの体験イベントや模擬店出店、地域芸
能の発表などを行うことにより、演者、観客を合
わせて地域の幅広い年齢層が楽しむことがで
きた。これにより、地域文化の継承と桜のある大
沢地区の魅力を発信することができた。

緑区役所
地域振興課

【趣旨・目的】
　本市の観光を振興し、地域の活性化等の推進を図るため補助するもの。
【対象事業】
　地域活性化イベント事業（市内外から来場者を集め観光的な側面を持つ
イベント）
【対象事業費、補助率等】
　イベント事業費補助（50％以内）

有
観光事業等補
助金要綱

無 有
第3次相模
原市観光振
興計画

魅力ある環
境コンテンツ
づくり

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

コロナ後、通常開催できたことは、
地域の活性化等の推進に寄与する
ものであったため。

1793
相模原市安全・安心まち
づくり推進協議会補助
金

緑区安全・安心まちづく
り推進協議会

○安全・安心まちづくりに関する知識の普及と啓発
　・防犯、交通安全等に関する各種キャンペーンの実施など
○安全・安心まちづくりに関する地域活動の支援
　・こども110番の家の活動支援など
○安全・安心まちづくりに関する団体相互の情報交換及び
連携の強化
　・各支部間における連携事業の検討、実施など
※補助対象は、事務費及び事業費に充当

令和5年4月1日～令和6年3月31日 3,523

〇安全・安心まちづくりに関する知識の普及と啓発
　・防犯、交通安全等に関する各種啓発活動、パトロールの実施
　・自転車安全運転に関するイベント等の実施など
〇安全・安心まちづくりに関する地域活動の支援
　・こども110番の家の活動支援
　・防犯メジャーの交付など

区民、地域団体、事業者、行政機関等が協働し
て、地域における犯罪及び交通事故の防止等
に取り組むことにより、全ての人が安全で安心
して暮らせる緑区の実現を目指して各種の活
動に取り組んだ。

緑区役所
地域振興課

○趣旨・目的：区民、地域団体、事業者、行政機関等が協働して、地域にお
ける犯罪及び交通事故の防止等に取り組むことにより、すべての人が安全
で安心して暮らし、及び活動できる緑区の実現を目指すもの。
○対象事業：協議会運営費、防犯・交通安全啓発推進活動費、こども110
番の家活動支援費、安全・安心まちづくり活動団体交付金など
※補助率100％（市の補助金により運営）

有

相模原市安全・
安心まちづくり
推進協議会補
助金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策１７　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

区民を犯罪や交通事故から守るた
め、各種の啓発活動等を実施し、緑
区の防犯・交通安全の取組を推進
している。

1794
相模原市地域市民まつ
り等助成金

大沢地区こどもまつり実
行委員会

大沢地区の青少年関係の団体が実行委員となることで、保
護者及び地域住民との交流を図り、地域の連帯感の醸成、
住民の意識高揚及び大沢公民館管区内に在住・在学中の
児童の健全育成につなげることを目的とする事業で、模擬
店、体験コーナー、工作コーナー等を設置する。
助成金は、各コーナーの材料費、事務用消耗品に使用す
る。

令和５年１０月 75

大沢地区こどもまつり実行委員会２回
大沢地区こどもまつり子ども実行委員会２回
大沢地区こどもまつり　来場者約５００名

協力団体：青少年健全育成協議会、大沢少年少女鼓笛隊、橋本自動車
学校、交通安全母の会、市少年野球協会大沢支部、相模原北警察署、
交通安全協会、防犯指導員

・平成３１年以降４年ぶりに子ども実行委員を募
集しての開催が実現した。学校や学年が異なる
子ども達が事業の企画運営を通して交流を深
め、ボランティア活動を行う喜びを味わってもら
うことができた。
・まつり当日は雨天となったが、予想を上回る来
場者があり、地域団体についての周知を、遊び
を通して行うことができた。

緑区役所
大沢まちづくりセンター

目的：心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域（原則として公民館
区域）における市民まつりの開催を推進することを目的とする。
対象事業：ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
対象経費及びその使途：別紙収支予算書のとおり

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有
新・相模原
市総合計画

施策名（「市
民とともに
創る自立分
権都市」
政策の基本
方向21　個
性豊かな地
域コミュニ
ティをつくり
ます）

令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

子ども達のために熱心に取り組む
保護者と地域の関係団体が協力し
あうことで交流が図られた。
今後も館区内の児童の健全育成に
つながることが期待できる。

1795
地域別観光振興計画推
進事業補助金

城山湖里地里山観光振
興協議会

〇補助事業等の概要
　　　相模原市観光振興計画のエリア別計画である「城山湖
周辺観光振興計画」の推進と地域の観光等の活性化を図
ることを目的とし、「体験型観光事業」、「農と観光の連携事
業」、「情報発信・PR事業」、「城山湖周辺の整備事業」を行
うもの。
〇補助金等の使途
　　城山湖里地里山観光振興協議会の事業に係る経費（交
際費、食料費、予備費を除く。）

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 640

・体験型観光事業
・農と観光の連携事業
・情報発信、PR事業
・城山湖周辺の環境の整備事業

城山湖周辺地域の観光振興と地域活性化を図
り、実践活動等、本市の観光振興に寄与した。

緑区役所
城山まちづくりセンター

〇補助金等の趣旨
　　　相模原市観光振興計画のエリア別計画である「城山湖周辺観光振興
計画」の推進と地域の観光等の活性化を図ることを目とし、当該団体が行う
事業に対し補助金を交付するもの。
〇対象事業
　　　令和５年度城山湖里地里山観光振興協議会事業計画に記載された事
業
〇補助率
　　　補助対象経費の１０分の１０以内
　　　※補助対象経費：別添の収支予算書に記載された事業の総額から、交
際費、食料費、予備費を除いた額。

有

相模原市地域
別観光振興計
画推進事業補
助金交付要綱

無 有
第3次相模
原観光振興
計画

観光コンテ
ンツの開発・
商品化に向
けた取組

令和５年４月２８日
～令和６年３月３１
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模原市観光振興計画に沿った事
業展開を実施しており、市との連携
を取りながら、城山湖周辺地域にお
ける観光振興について、重要な役
割を果たしている。

1796
相模原市観光事業等補
助金

小倉橋灯ろう流し実行
委員会

○かながわの橋１００選、かながわの景勝５０選、相模川八
景、土木学会推奨土木遺産とともに、市登録有形文化財で
ある小倉橋と周辺の景観を観光資源として有効活用し、観
光振興の促進と伝統文化を継承することを目的として開催
されるイベントです。毎年、小倉橋のたもとで、さまざまな願
いを込めた約７００個の灯ろうが相模川に流され、ライトアッ
プで浮かび上がるアーチ型の美しい小倉橋とともに幻想的
な雰囲気が醸し出されます。
○補助金等の使途は、小倉橋灯ろう流しに係る経費（食糧
費、予備費を除く。）

令和５年８月１６日（水） 473

第24回小倉橋灯ろう流し
令和5年8月16日
場所　小倉橋下
内容　灯ろう流し
台風７号の影響による増水のため中止

当日は、台風７号の影響による河川の増水のた
め中止となったが、かながわの景勝５０選、相模
川八景である小倉橋周辺の景観を観光資源と
して有効活用し、地域活性化及び観光振興に
寄与することができた。

緑区役所
城山まちづくりセンター

○補助金等の趣旨・目的：本市の観光を振興し、地域の活性化とシティセー
ルスの推進を図るため、団体が実施する観光事業等の開催に要する経費に
対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。
○対象事業：地域活性化イベント（市内外から来場者を集め観光的な側面
を持つイベント）
○補助率等：イベント事業費補助（2分の1）・交通対策費補助（10分の10）

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～
新・相模原
市総合計画
（p102)

施策２８　観
光交流都市
の形成

単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　河川の増水により当日は中止と
なったが、小倉橋周辺の景観を観
光資源として有効活用し、地域活
性化及び観光振興に寄与すること
を目的とした、相模原市を代表する
夏の風物詩として市内外に認知さ
れているため。

1797
相模原市観光事業等補
助金

城山夏まつり実行委員
会

〇趣旨・目的
城山地域の伝統文化の振興と観光振興を目的に８月２６
日、２７日に城山夏まつりを開催する。開催にあたり、多くの
来場者が見込まれ、適所に警備員を配置し円滑な祭り運営
を行い、地域の活性化と文化・伝統の振興を図る。
〇補助金の使途
交通整備費

令和５年８月２６日～２７日 584

令和5年8月26日、27日
場所　川尻八幡宮及び城山地区内
内容　神輿の渡御、お囃子の共演
来場者数　約60，000人

警備員を適正に配置することで、神輿・山車の
運行やイベント会場周辺の交通整理、来場者の
駐車場が確保され、安全で円滑な事業運営が
図られた。
このような取り組みをとおし、近隣住民が夏ま
つり会場に足を運んで頂き、地域伝統文化の継
承や地域住民同士のコミュニケーション活動に
繋がった。また、城山地区の観光振興と地域の
活性化が図れ、地域振興にも寄与することがで
きた。

緑区役所
城山まちづくりセンター

○補助金等の趣旨・目的：本市の観光を振興し、地域の活性化とシティセー
ルスの推進を図るため、団体が実施する観光事業等の開催に要する経費に
対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。
○対象事業：地域活性化イベント（市内外から来場者を集め観光的な側面
を持つイベント）
○補助率等：交通対策費補助10分の10

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 有
第3次観光
振興計画

1-2　イベン
ト事業の更
なる磨き上
げ

単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

城山地区の夏の一大まつりで、参
加者や通行車両に対応すべく、交
通対策を充実し円滑な事業運営を
行っている点を評価した。
久しぶりの通常開催された今回の
夏まつりは地域の夏の風物詩とし
て定着しており、多くの来場者を集
め本市の観光振興に貢献したと言
える。

1798
相模原市観光事業等補
助金

城山もみじまつり実行委
員会

○補助事業等の概要
　　市民相互の協力により、地域の郷土意識を通し、産業、
文化、コミュニティ等の活動が一体となって、ふれあいの場
を作りあげることにより郷土意識の高揚を図ることを目的と
して開催する城山もみじまつりは、平成３０年度の開催以
降、令和元年度～4年度は災害、新型コロナウィルス感染
拡大や雨天の影響から中止が続き、今年度はコロナ禍前の
規模による通常開催を予定している。
　
○補助金等の使途は、城山もみじまつりに係る経費（食糧
費、予備費を除く。）

開催時期　令和５年１０月１５日（日） 1,283

第47回城山もみじまつり
令和5年10月15日
場所　原宿公園
内容　各種団体によるステージ発表、クイズ大会、小倉橋フォトコンテス
ト表彰式、各種出店・出展、啓発活動、消防・警察車両の展示など
人数　約2,000人

当日は、あいにくの雨天であったが、午後から
は天気が回復し多くの来場者を迎えることがで
きた。また、実行委員を中心として城山地区内
の団体間の連携や相互の協力のもともみじま
つりを開催することで、地域活性化及び観光振
興に寄与することができた。

緑区役所
城山まちづくりセンター

○補助金等の趣旨・目的：本市の観光を振興し、地域の活性化とシティセー
ルスの推進を図るため、団体が実施する観光事業等の開催に要する経費に
対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。
○対象事業：地域活性化イベント（市内外から来場者を集め観光的な側面
を持つイベント）
○補助率等：イベント事業費補助（2分の1）・交通対策費補助（10分の10）

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～
新・相模原
市総合計画

施策２８　観
光交流都市
の形成

単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

午前中は雨天により来場者はまば
らであったが、午後からは来場者も
増加し、地域活性化及び観光振興
に寄与することができた。また城山
地区を代表する秋のイベントとして
市内外に周知することができた。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1799
相模原市観光事業等補
助金

津久井湖さくらまつり
（水の苑地）実行委員会

　桜の名所である津久井湖で観光事業を実施することに
よって、水源地の環境保全・地域経済及び文化・レクリエー
ションの振興に寄与することを目的とし、地域活性化イベン
トとして位置づけている「津久井湖さくらまつり（水の苑地）」
の開催経費として補助するもの。
・イベント事業費補助金　補助金３３６千円
（補助率）　食糧費30,000円、予備費347,000円、交通
費対象経費300,000円を除く予算額　1,648,000円に
対する５０％（上限額336千円）
・交通対策費補助金　補助金300,000円
（補助率）会場警備委託予算額300,000円に対する１０
０％

令和6年1月15日 636

令和6年3月30日
場所　県立津久井湖城山公園　水の苑地
内容
・ダンス等のステージ発表、祭囃子の披露、消防車両等の展示、体験
ブース等
・お笑い芸人によるお笑いライブ、プロのフルート奏者、歌手によるミニ
ライブ等
・商工観光団体、地域団体、その他公共的団体による活動の啓発と展
示販売
来場者数　約15，000人

４年ぶりに県立津久井湖城山公園　水の苑地
で通常開催することができ、また当日の好天に
恵まれ、多くの来場者を迎えることができた。久
しぶりの開催でありながら、これまでとは違った
内容のステージやイベントを実行委員自らが主
導することで、準備からイベント当日にかけて一
体感をもって取り組むことができた。

緑区役所
城山まちづくりセンター

○補助金等の趣旨・目的：本市の観光を振興し、地域の活性化とシティセー
ルスの推進を図るため、団体が実施する観光事業等の開催に要する経費に
対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。
○対象事業：地域活性化イベント（市内外から来場者を集め観光的な側面
を持つイベント）
○補助率等：イベント事業費補助（2分の1）・交通対策費補助（10分の10）

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～
新・相模原
市総合計画

施策２８　観
光交流都市
の形成

単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　昨年度までは新型コロナウィルス
や悪天候の影響により中止が続い
ていたが、今年度は天候にも恵ま
れ、また、これまでとは趣向の違う
コンテンツやイベントを実施するこ
とにより、数多くの来場者を集める
ことができた。
　さらに、さまざまな方法による周
知方法でイベントをPRすることが
でき、津久井湖（水の苑地）周辺の
観光振興に寄与することができた。

1800
城山地区市民文化祭補
助金

城山地区市民文化祭実
行委員会

【概要】
城山地区を中心に活動している方が、日頃の練習や文化芸
術活動の発表の場として、その成果を一堂に集め催しや展
示を行い、文化振興の充実と向上を図るとともに市民相互
の交流を深め、魅力ある地域づくりをすすめる。
【補助金の使途】
実行委員会が行う文化祭事業に要する経費

令和５年１１月３日（金・祝）～４日（土） 106

展示の部
内容：絵画、絵手紙、いけ花、自然作品、昆虫調査、写真、ジオラマ、手
芸など
出展団体　９団体
保育園　１園
個人出展　６人
出展作品　３２０点
芸能の部
創作太鼓、健康体操、舞踊、コーラス、ギター演奏
参加団体　６団体
来場者　６４０人

城山地区を中心に文化活動を営む市民・文化
団体や園児に展示・発表の場を提供し、展示・
発表を通じて活動意欲が増すことにより、城山
地区の文化振興・芸術意識の向上や、団体・市
民相互の交流の場として、地域社会へ貢献する
ことができた。

緑区役所
城山まちづくりセンター

1　地域文化の向上と振興を図るため
2　城山地区市民文化祭実行委員会が実施する文化祭事業
3　10/10

有
城山地区市民
文化祭補助金
要綱

無 有

相模原市総
合計画
第3次さが
みはら芸術
文化振興プ
ラン

・32　文化
の振興と文
化を通じた
活力の創出
・Ⅰ市民の
文化芸術活
動の活性化

単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各団体・個人の日頃の練習や作品
の成果を披露する場を設ける
ことができ城山地区の文化振興に
寄与することができたと評価で
きる。

1801
相模原市自治会等集会
所建設補助金

自治会法人小倉自治会

【概要】
小倉自治会館集会所修繕工事
【補助金の使途】
床工事、板金工事、塗装工事

令和5年9月20日 2,500
小倉自治会館修繕
　【着手年月日】　令和５年９月２０日
　【完成年月日】　令和５年１２月２１日

自治会館を修繕することにより、より良好な地
域活動の場の提供をすることができ、地域コ
ミュニティーの醸成が図られる。

緑区役所
城山まちづくりセンター

1　地域住民の福祉の向上に寄与するため
2　住民が組織する自治会及びこれに類するもの（以下「自治会等」とい
う。）が、所有する建物の主要な部分（基礎、土台、柱、壁、はり、屋根、天
井、階段など）の修繕及び付帯工事（給水施設、排水施設、電気・ガス施設）
を行う場合、自治会等に対してそれに要する費用の一部を予算の範囲内に
おいて補助するもの。
3　補助対象限度額　500万円
　　補助限度額　250万円
　　補助率　事業費の1/2
　　補助対象事業費　6,516,000円

有

相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～
新・相模原
市総合計画

42　多様な
主体との連
携・協働によ
るまちづくり
の推進

単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域住民が組織する自治会の拠点
を修繕することにより、地域コミュ
ニティの造成を図るための効果的
な事業となっている。

1802
地区文化祭開催運営費
補助金

中野・三井地区文化祭
実行委員会

地域文化の向上とふれあいを求め、芸能芸術作品の発表と
それらの展示活動の協働運営を通し、心豊かな活力あるコ
ミュニティの創造を目指すという主旨に基づき「中野・三井
地区文化祭」を開催する。

日時：令和５年１１月４日（土）～５日（日）
内容：文化展、芸能発表
補助金の使途：消耗品の購入、印刷費、プログラムの新聞
折込経費等

令和5年6月29日～令和6年3月31
日

65

①実施日　　　令和５年１１月４日（土）、５日（日）の２日間
②会場　　　　 津久井中央公民館、津久井老人福祉センター
③実施内容　文化展　　　　　１１月４日（土）、５日（日）
　　　　　　　　 体験コーナー　１１月４日（土）
　　　　　　　 　芸能発表　　　 １１月５日（日）
　　　　　　　　模擬店　　　　 　１１月５日(日)
④来場者数　５０２人

地区内の住民の文化芸術作品の制作活動や文
化芸能活動の日頃の成果を発表する場として
開催しており、文化祭を通じて発表者の活動意
欲が増すことにより、今後の更なる活動の発展
に繋がると考えている。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．地域の文化向上・発展、市民間の更なる交流を図るため実行委員会が行
う文化祭開催事業に要する経費を補助する。
２．令和５年度中野・三井地区文化祭
３．定額

有
地区文化祭開
催運営費補助
金交付要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

文化芸術作品の制作活動や文化
芸能活動の日頃の成果を発表し、
地域の住民の交流を深める機会を
設けたことは、文化振興を図るだけ
でなく、地域を活気づける一助に
なったと評価できる。

1803
地区文化祭開催運営費
補助金

津久井中央地区文化祭
実行委員会

【補助事業等の概要】
津久井中央地区の文化の向上と発展、市民間、地域住民
間及び地区内の教育機関等の更なる交流を図るため、各
種作品展示、地域の文化歴史地勢特性等に係るパネルの
展示等を開催するもの。
【補助金の使途】
開催に要する消耗品、役務費等

令和5年11月4日～5日
(準備～撤去：令和5年10月28日～
11月7日)

65

令和５年度津久井中央地区文化祭を、１１月４日（土）～５（日）に津久井
中央地域センター及び津久井生涯学習センターを会場として開催した。
・来場者数：約８００人
・主な内容：作品の展示、道志川流域展、ステージ演芸披露、模擬店等

津久井中央地域センター及び津久井生涯学習
センターの利用団体で構成する「津久井中央地
区文化祭実行委員会」を設置し、新型コロナウ
イルス感染拡大防止対策を施しながら開催し
た。
展示では、団体・サークル・個人のほか、地域の
保育園、小学校、中学校、高校からの作品展示
が数多くあり、多様な種類の作品を展示した。
また、ステージや模擬店も催され、当地域で活
躍する団体をはじめ、多世代の方々の参加を
得ることができた。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．地域の文化向上・発展、市民間の更なる交流を図るため実行委員会が行
う文化祭開催事業に要する経費を補助する。
２．令和５年度津久井中央地区文化祭
３．定額

有
地区文化祭開
催運営費補助
金交付要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

文化芸術作品の制作活動や文化
芸能活動の日頃の成果を発表し、
地域の住民の交流を深める機会を
設けたことは、文化振興を図るだけ
でなく、地域を活気づける一助に
なったと評価できる。

1804
地区文化祭開催運営費
補助金

串川地区文化祭実行委
員会

【補助対象事業】
串川地区文化祭実行委員会が行う地区文化祭開催事業
【概要】
串川地域住民の日頃の文化活動の成果を発表する機会を
設け、住民相互の交流の場を深めるとともに、地域文化の
振興を図る。

令和5年10月28日～令和5年10月
29日

65

来場者　６２４人
・串川地域センター　３５６人
・串川ひがし地域センター　２６８人
芸能発表出演団体数　９団体
作品展示者数　１９個人・団体
作品展示数　約６００点

地域住民の日頃の文化活動の成果を発表する
機会を設け、住民相互の交流を深めるととも
に、文化的な生活の向上を図り、地域文化の振
興に寄与できた。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．地域の文化向上・発展、市民間の更なる交流を図るため実行委員会が行
う文化祭開催事業に要する経費を補助する。
２．令和５年度串川地区文化祭
３．定額

有
地区文化祭開
催運営費補助
金交付要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

日頃の文化活動の成果を発表し、
地域住民の交流を深める機会を設
けたことは、文化振興を図るだけで
なく、地域を活気づける一助になっ
たと評価できる。

1805
地区文化祭開催運営費
補助金

鳥屋ふれあい文化祭実
行委員会

日時・・・令和５年１０月２８日(土)９：３０～１７：００
　　　　　令和５年１０月２９日(日)９：３０～１５：００
開場・・・鳥屋地域センター
概要及び使途・・・相模原市緑区鳥屋地域の文化祭りとし
て、作品展示や芸能八兆回により、交流を深め、シビックプ
ライドの向上及び地域の活性化を図る。補助金は、印刷料
（プログラム等）、インクなどの消耗品等

令和5年8月1日～令和5年11月30
日

65

１実施日　１０月２８日(土)～１０月２９日(日)
２参加人数　約５７０人
３会場　鳥屋地域センター
４事業内容　文化作品展、文化芸能発表会、模擬店

①文化作品の展示では、地域内の個人からの
出展に加え、鳥屋学園、書道教室、地域の医療
機関や企業、消防団、森のひろば、津久井青少
年指導委員等が、出品、力作の展示や活動紹
介を行った。
②文化芸能発表会には、地域のお囃子、剣道に
よる演武、キッズダンス、ピアノ演奏、合唱、日
本舞踊、弾き語り、カラオケなどの発表もあり、
大いに会場全体が盛り上がった。
③模擬店には実行委員を始め、地域のボラン
ティアの模擬店も大好評だった。
④地域センターの実施事業「ナチュラルリース」
で作成した作品も展示場で紹介した。
⑤地域の方のフリーマーケットも開催され、盛
況だった。
⑥高齢者向けの座ってできる体操や、レスリン
グのデモンストレーションの体験なども芸能の
部で行うことで、見ているだけでなく、参加型の
芸能発表会ができた。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．地域の文化向上・発展、市民間の更なる交流を図るため実行委員会が行
う文化祭開催事業に要する経費を補助する。
２．令和５年度鳥屋ふれあい文化祭
３．定額

有
地区文化祭開
催運営費補助
金交付要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

日頃の文化活動の成果を発表し、
地域住民の交流を深める機会を設
けたことは、文化振興を図るだけで
なく、地域を活気づける一助になっ
たと評価できる。

1806
地区文化祭開催運営費
補助金

青野原地区文化祭実行
委員会

【補助事業等の概要】
青野原地域の住民が文化活動の成果を発表する場として、
また地域住民が更なる交流を図る機会としての文化祭を開
催する。
【補助金等の使途】
作品展示の提供者へ参加賞代、作品展示場所を設営する
ための物品・消耗品代、文化祭広報チラシの用紙など消耗
品代、会議通知等の作成・発送経費。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 65

日時　令和５年１０月２９日(日)午前９時００分から午後２時００分まで
場所　青和学園体育館
内容　文化展
出展者数　２７人
出展団体数　９団体
来場者数　１２７人

５年ぶりの文化祭は作品展として、自治会や関
連団体、地元のサークル等から手工芸品、絵
画、陶芸、活動記録等の作品が多数出品され、
日ごろの活動成果を発表する場として開催され
た。
青和学園として初めての開催に児童生徒の作
品が数多く出品されたほか、保育園や図書室、
郵便局などの出展と青野原地域との一体の文
化祭が開催でき、世代を超えた地域住民の交
流の場となった。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．地域の文化向上・発展、市民間の更なる交流を図るため実行委員会が行
う文化祭開催事業に要する経費を補助する。
２．令和５年度青野原地区文化祭
３．定額

有
地区文化祭開
催運営費補助
金交付要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

日頃の文化活動の成果を発表し、
地域住民の交流を深める機会を設
けたことは、文化振興を図るだけで
なく、地域を活気づける一助になっ
たと評価できる。

1807
地区文化祭開催運営費
補助金

青根地区文化祭実行委
員会

【概要】
青根地区住民を対象に文化活動の発表の場を設け、世代
間の交流の場を提供し、故郷を見つめなおすことにより地
区の活性化を図る。
【使途】
文化祭実行委員会が行う文化祭事業に対しての補助を受
けるもの。

通年 65

１開催日時　令和５年１０月２８日(土)午前９時から午後４時３０分まで
　　　　　　　　　　　　  １０月２９日(日)午前９時から午後４時３０分まで
２出品状況　一般の部　６４人　２４７点
　　　　　　　  小・中学生の部　６２人　６２点
３特別展等の状況
　（１）お楽しみステージ　参加者約１４５名
　（２）昼食提供（協力：麦の会）　参加者約１３０名
　（３）模擬店　来店者約１３０名
　（４）お茶会　参加者約80名
　（５）昼食提供(協力：上青根農園会）　参加者約１３０名
４入場者数　合計１７６人

青根地区住民を対象に文化活動の発表の場を
設け、世代間の交流の場を提供し、ふるさとを
見つめ直すことにより地区の活性化を図ること
ができた。
また、地域の人口の減少、高齢化、コロナにより
４年ぶりの開催と集客の懸念はあったが一つの
行事を地域全体で成功させようという一体感を
持つことができた。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．地域の文化向上・発展、市民間の更なる交流を図るため実行委員会が行
う文化祭開催事業に要する経費を補助する。
２．令和５年度青根地区文化祭
３．定額

有
地区文化祭開
催運営費補助
金交付要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
支援

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

文化芸術作品の展示や文化芸能の
発表等、日頃の成果を発表し、地
域の住民の交流を深める機会を設
けたことは、文化振興を図るだけで
なく、地域を活気づける一助になっ
たものと評価できる。

1808
磯部俶記念『遙かな友
に』道志川合唱祭実行
委員会運営費補助金

磯部俶記念『遙かな友
に』道志川合唱祭実行
委員会

合唱曲『遙かな友に』が作詞・作曲された道志川河畔に、磯
部俶先生の功績を顕彰して歌碑が建立されたことをきっか
けに始まった道志川合唱祭を開催する。
合唱文化の普及と心豊かなまちづくりの推進、あわせて、
「相模原市緑区青根」の名を全国に発信し、「潤水都市さが
みはら」のシティセールスを推進する。
　※第32回磯部俶記念『遙かな友に』道志川合唱祭
　　　日時：令和５年９月１０日（日）
　　　会場：旧青根中学校体育館
　　　内容：全員合唱、合唱発表のステージ、ボニージャック
スオンステージ、 交流会事業(地域特産物の販売）の実施

令和5年4月1日～令和6年3月31日 2,820

日時：令和５年９月１０日（日）
会場：旧青根中学校体育館
参加合唱団：８団体、１２２名
内容：合唱発表・全員合唱・ボニージャックスのステージ・地域物産店等
来場者数：５００名

合唱団が日頃の練習の成果を発表する場を設
けるだけでなく、青根地域の啓発物の配布や地
域特産品の販売などを行い、文化振興だけで
なく、地域振興や観光振興にも繋がった。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．磯部俶記念『遙かな友に』道志川合唱祭実行委員会の活動をより効果的
なものにすることを目的とする。
２．実行委員会が行う合唱祭事業
３．定額

有

磯部俶記念『遙
かな友に』道志
川合唱祭実行
委員会運営費
補助金交付要
綱

有 有
第３次さが
みはら文化
振興プラン

市民の文化
芸術活動の
活性化

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

合唱団が日頃の練習の成果を発表
するだけでなく、地域物産店の実施
や啓発物の配布等を通して、文化
振興だけでなく、観光振興、地域振
興にも寄与したと評価できる。

1809
相模原市自治会等集会
所建設補助金

自治会法人稲生自治会
稲生自治会館の修繕にあたり、費用に一部について補助を
受けるもの

令和5年6月～令和5年7月 528 自治会法人宮前自治会集会所土地購入事業の完了
土地及び集会所が自治会法人宮前自治会の名
義となったことにより公益性が増した。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．地域住民の福祉の向上に寄与するため、自治会等が集会所用地を購入
又は集会所を新築、増築、改築、修繕等する場合、自治会等に対して費用
の一部を予算の範囲内において補助するもの
２．自治会館修繕事業
３．補助率　1/2以内
　　※財産区による補助　（補助対象額－市補助金）×1/2　限度　400万

有

相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

多様な主体
との連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

自治会館用地の購入により、地域
活動の拠点を維持することが可能
となるほか、自治会活動の活性化
や地域コミュニティの醸成が期待さ
れる。

1810
相模原市自治会等集会
所賃借料補助金

宮下自治会

自治会館の敷地として使用するため、賃借料を支払って土
地を借りている。
借地面積　２８７．３７㎡
補助金は、賃借料の一部に充てるものである。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 24
地域内の多様なコミュニティ活動を活発に行うため、活動拠点となる自
治会集会所の用地を貸借し、確保することができた。

自治会集会所用地を確保することにより、地域
活動の場を提供することができ、自治会活動の
活性化や地域コミュニティの醸成が図られた。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．市民の多様なコミュニティ活動を推進するため、自治会会員等の活動拠
点である自治会集会所賃借料補助を行う
２．宮下自治会集会所賃借料補助事業
３．補助率　1/2（１００円未満切捨て）
　　補助限度　用地２００㎡まで

有

相模原市自治
会等集会所賃
借料補助金交
付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

多様な主体
との連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域住民で組織する自治会活動の
場を確保することにより、地域コ
ミュニティの活性化に向けた取組を
進める環境が整った。活動の活性
化を図る上で効果的な事業であ
る。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1811
相模原市地域振興協議
会等補助金

津久井湖周辺まちづくり
協議会

当協議会は、津久井湖周辺地域の課題の再認識と共有化
を図り、地域住民の意見を反映させながら、隣接地域を含
めた交流活動を行い、津久井湖周辺の振興と発展を図るこ
とを目的としている。
　目的を達成するために、会議の実施や当協議会が認めた
各種団体が実施する事業に対する支援、協力を行うほか、
先進地への視察研究などの活動を実施する。補助金はこれ
らの活動の目的を達成するために必要な経費として使用す
る。

通年 450

津久井湖周辺地域の発展と振興を図るため、次の事業を行った。
　・津久井湖周遊道路の整備に向けて、津久井湖岸崩落箇所の資料収
集を行い情報を共有した。
　・津久井湖周辺のまちづくり団体等の活動に対して財政支援を行っ
た。
　・活気ある地域づくり推進のため、観光先進地の視察研修事業を実施
した。

　本協議会が中心となり、津久井湖周辺地域の
まちづくり団体間の連携の強化や、地域コミュ
ニティの活性化に貢献することができた。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

趣旨：地域の持つ個性、特性を活かした魅力ある地域づくりを目的とした協
議会等の主体的な活動に資する。
対象事業：地域の振興発展のための事業、会議等
補助率：定額

有

相模原市地域
振興協議会等
補助金交付要
綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域のまちづくり団体等への支援
は、地域活動を活性化させる一助
となっている。また、津久井湖周遊
道路の整備に向け、湖岸崩落箇所
の資料収集を行い情報を共有する
など、地域の課題解決に向けた取
組を行ったことは地域振興につな
がると評価できる。

1812
相模原市地域振興協議
会等補助金

中野地域振興協議会

【補助事業等の概要】
中野地域の持つ個性や特性を活かした魅力ある地域づくり
を推進し、地域の発展と地域住民の生活向上を図る。
【補助金等の使途】
・中野地域の各種団体が実施するまちづくりに対する事業
・中野山ふれあいウォーキング事業
・中野山周辺活用事業
・中野盆踊り事業　　　　　等

通年 2,280

・中野山　秋のふれあいウォーキング
　１１月１９日（日）　中野山周辺
　目　的：身近な里山である中野山を歩き、親しむことによって、
           健康づくり、コミュニティの醸成、環境保護の意識向上に
           資することができた。
　参加者：５１名
・中野盆踊り大会　８月１２日(土)開催
・中野山周辺活用事業（看板設置等）
・総会、役員会の開催
・地域振興活動の支援　など

地域振興協議会委員が中心となり、中野地区
の自治会や社会福祉協議会、まちづくり委員会
等と連携し、中野地域のコミュニティの活性化
に貢献することができた。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．地域の持つ個性、特性を活かした魅力ある地域づくりを目的とした協議
会等の主体的な活動に資する。
２．地域の振興発展のための事業、会議等
３．定額

有

相模原市地域
振興協議会等
補助金交付要
綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

中野山ふれあいウォーキングや盆
踊り大会の実施など、地域コミュニ
ティの活性化に寄与している。ま
た、地域団体への助成を行うこと
は、地域活動の活性化の一助に
なっていると評価できる。

1813
相模原市地域振興協議
会等補助金

津久井中央地区まちづ
くり協議会

【概要】津久井中央地域の振興及び発展のために必要な事
業の実施及び会議の開催
【使途】津久井中央地域の振興を図るための経費及び敬老
事業への支援並びに三ヶ木地区財務委員会への活動助成

令和5年6月～令和6年3月31日 525

・総会や役員会の開催を通じ、予算、取組み内容等を協議、決定した。
・津久井中央地区の地域活動参加促進を進めるなど、地域振興事業の
推進に取り組み、今後対応すべき地域課題の取組み方について議論を
進めたほか、当地区で地域振興を目的として活動する事業へ支援を
行った。また、当地区の地域振興団体の活動状況を、広報紙として発
行・回覧することにより、活動内容を広く周知・啓発を行った。

少子高齢化等の進行を踏まえ、今後の津久井
中央地区の課題解決、地域振興策を検討し、
地域活動の活性化を図るため、地域活動を紹
介することにより、地域の振興を図るとともに、
地域の課題を地域住民が広く認識することによ
り、地域が一体となって取り組む土壌を醸成す
ることができた。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．地域の持つ個性、特性を活かした魅力ある地域づくりを目的とした協議
会等の主体的な活動に資する。
２．地域の振興発展のための事業、会議等
３．定額

有

相模原市地域
振興協議会等
補助金交付要
綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

敬老事業や三ヶ木地区財務委員会
への助成、広報紙の発行など、地域
の活性化に寄与している。また、地
域課題の取組み方について議論を
進めたことは、今後の活動につなが
ると評価できる。

1814
相模原市地域振興協議
会等補助金

串川地域振興協議会

串川地域の振興及び発展のため、防災力の強化、体育振
興、福祉の向上、レクレーション活動の充実、地域内の諸問
題の検討、自治会活動支援等の事業及び会議等の経費に
充てるものとする。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 7,300

・金原土地改良事業及び津久井広域道路の延伸などの地域住民との情
報共有、リニア中央新幹線長竹非常口建設工事に係る事業者との協議
及び新斎場の建設に伴う要望事項の実現のため、市担当課と協議を行
い、串川地域の振興活動を行った。
・地域コミュニティーの醸成を図るため、地域振興協議会だより「くっし
んぼー」を年２回発行し、地域住民への情報提供を行った。
・その他地域振興活動を支援するため地域団体への助成及び後援を
行った。

・串川地域住民へ広報誌などにより活動内容を
広く伝え、地域住民相互の情報共有を図り、今
後の活動への理解や協力が得られている。
・串川地域の自治会をはじめとする活動団体に
助成金の助成を行い、地域活性化に貢献して
いる。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．地域の持つ個性、特性を活かした魅力ある地域づくりを目的とした協議
会等の主体的な活動に資する。
２．地域の振興発展のための事業、会議等
３．定額

有

相模原市地域
振興協議会等
補助金交付要
綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

串川地域に係る事業についての協
議や、地域振興協議会だよりの発
行、各種団体への助成等により、地
域振興に寄与したと評価できる。

1815
相模原市地域振興協議
会等補助金

鳥屋地域振興協議会

〇鳥屋地区における課題等の調整や、各種団体との連絡調
整並びに支援を行う。
・鳥屋地域各種団体への補助事業
・獅子舞伝承館の管理運営
・馬石桜山等の維持管理事業
・広報「やまぼうし」の発行
・鳥屋地区全世帯対象の自治会活動保険への加入
・福寿草散策路の整備
・通学路の安全確保についての支援
・丸山散策路の整備
・リニア中央新幹線鳥屋地区車両基地建設事業に伴う地域
振興策の検討

令和5年4月1日～令和6年3月31日 11,060

〇鳥屋地区における課題等の調整や、各種団体との連絡調整並びに支
援を行った。
・鳥屋地域各種団体への補助事業
・獅子舞伝承館の管理運営
・馬石桜山等の維持管理事業
・広報「やまぼうし」の発行
・鳥屋地区全世帯対象の自治会活動保険への加入
・福寿草散策路の整備
・通学路の安全確保についての支援
・リニア中央新幹線鳥屋地区車両基地建設事業に伴う地域振興策の検
討
・鳥屋小学校跡地活用の検討

・地区内の各種行事や団体活動の支援をする
ことにより、地域活動事業の円滑な運営に寄与
することができた。また、全世帯対象の自治会
活動保険に加入することにより、地域住民の活
動中における事故の救済が確保され参加者や
指導者が安心して活動をすることができた。
・丸山散策路については地域住民の憩いの場と
もなり、地域の活性化にも繋がった。
・通学路の安全確保のため、PTAや学校と協
力し整備も行った。
・リニア中央新幹線鳥屋地区車両基地対策委
員会では、JR東海や相模原市と今後の調整課
題等について検討を行った。
・鳥屋小学校の跡地活用について、様々の議論
を重ねるとともに、研修会を実施した。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．地域の持つ個性、特性を活かした魅力ある地域づくりを目的とした協議
会等の主体的な活動に資する。
２．地域の振興発展のための事業、会議等
３．定額

有

相模原市地域
振興協議会等
補助金交付要
綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域内の各種団体の支援や全世帯
対象の自治会活動保険に加入する
など、安心して活動できる環境づく
りに努めている。また、リニア中央
新幹線車両基地に係る課題の検討
をはじめ、地域の活動について、住
民や各種団体と積極的に連携する
ことは、地域振興に寄与していると
評価できる。

1816
相模原市地域振興協議
会等補助金

青野原地域振興協議会
青野原地域における住民福祉の向上を図るとともに、地域
振興のための支援事業を積極的に実施することにより、地
域の活性化と地域コミュニティの推進を行う。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 4,188

１．各種団体への助成・支援を行った。
①地域（８自治会）活動事業に対する助成
②中道志川あゆまつり実行委員会への助成
③消防第７分団備品整備に対する助成
④青野原環境美化委員会への助成
⑤青野原社会体育振興会への助成
⑥青野原地区連合自主防災隊への助成
⑦青野原観光活性化推進委員会への助成
⑧青野原剣友会への助成
⑨Say和サポーターズクラブへの助成
⑩青友会への助成
２．地域協働事業の実施。
①有害鳥獣駆除用イシモク式ワイヤー部材を購入し、有害鳥獣駆除の
実施
②文化祭施設整備事業として、青和学園体育館の暗幕修繕の実施

青野原地域の振興等に向けた事業展開をする
ことにより、地域活動が活発に行われた。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．地域の持つ個性、特性を活かした魅力ある地域づくりを目的とした協議
会等の主体的な活動に資する。
２．地域の振興発展のための事業、会議等
３．定額

有

相模原市地域
振興協議会等
補助金交付要
綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各種団体への助成や支援を行うこ
とで、地域活動の活性化につながっ
た。また、有害鳥獣の駆除の実施
や、青和学園体育館の暗幕修繕の
実施など、地域課題の解決に向け
た取組みは、地域振興に寄与して
いると評価できる。

1817
相模原市地域振興協議
会等補助金

青根地域振興協議会

青根地域の持つ個性や特性を活かした魅力ある地域づくり
のため、補助金を活用し地域振興事業を行う。
・地域の振興発展のための事業等
・地域の防災・防犯、文化・伝統の振興、レクレーション活動
や体育振興、生涯学習の振興、青少年の健全育成、地域ボ
ランティア活動、地域福祉の増進、緑化活動に関する事業
・研修会の開催など構成員の資質の向上に関する事業

令和5年4月1日～令和6年3月31日 7,100

〇地域振興等に関する関係機関への要望活動
〇各種地域振興事業の実施
〇青根地域の各種団体への助成事業
〇地域住民の健康増進といやしの湯利用促進のための施設利用助成
事業
〇青根地区を中心とする中山間地域の振興方策のついての検討　等

積極的に活動に取り組むことで地域振興策の
推進や地域が抱える課題の解決に前進が図ら
れている。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．地域の持つ個性、特性を活かした魅力ある地域づくりを目的とした協議
会等の主体的な活動に資する。
２．地域の振興発展のための事業、会議等
３．定額

有

相模原市地域
振興協議会等
補助金交付要
綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

青根地域の各種団体への助成事業
や施設利用助成事業、青根地区を
中心とする中山間地域の振興方策
についての検討等は、地域振興及
び活性化に寄与していると評価で
きる。

1818

相模原市観光事業等補
助金
（津久井やまびこ祭り補
助金）

津久井やまびこ祭り実行
委員会

第38回津久井やまびこ祭り
日時：令和5年10月22日（日）10：00～15：00
会場：市立中野中学校校庭及びその周辺
概要及び使途：相模原市緑区津久井地区の市民まつりとし
て、個店・ステージイベント・フリーマーケット・飲食ブース等
により参加者相互がふれあいを深め、地域産業振興を図る
と同時に相模原市の観光振興に寄与するものとして開催す
る。補助金は、会場周辺の交通対策費やイベント事業費等
に充当する。

令和5年7月12日～令和6年1月31
日

1,584

名称：第38回津久井やまびこ祭り
主催:津久井やまびこ祭り実行委員会
日時：令和5年１０月２２日（日）
場所：相模原市緑区中野　相模原市立中野中学校校庭及び津久井総
合事務所周辺
来場：１０，０００人
内容：ステージイベント・各種個店・お囃子演奏他

新型コロナ感染症が５類の扱いになった為、出
店者各自に感染症対策を行っていただきなが
らの開催になりました。
例年の個店やステージイベント、展示や団体啓
発事業に加え、消防フェアも実施され、多くの
地域住民の交流の場として、また、各団体の皆
様及び企業の方など地域振興・産業振興を図
ることを旨に、本年度も充実した内容で開催さ
れました。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１　観光振興と地域の活性化を図るために開催され、津久井地区の市民ま
つりとして市民にも定着している津久井やまびこ祭りに対して補助するもの
２　広報費、設営費（設営/器材レンタル/警備料）、事業費（アトラクション）
等
３　イベント事業費1/2、交通対策費10/10　（予算の範囲内）

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

感染症対策を講じながら、盛大に
開催できたことは、充分な実績とし
て確認できる。
津久井地域に定着し、地域住民の
交流の場のイベントとして、多くの
来場者を迎え、各団体や企業の協
力により開催できたことは、地域振
興・産業振興に充分な成果があっ
たと推察できる。

1819
相模原市魚族放流事業
補助金 津久井湖遊船協会

津久井湖には、わかさぎ、鮎、鯉、ふな等数多くの魚が生息
しているが、ニゴイ、バス等を除き年々魚影が薄くなってい
る。そこで、わかさぎ、鮎等の魚族を放流し又人工孵化等を
行うなど、魚族の保護育成により観光資源の増殖に努め、
釣り客・観光客の増加を図る。使途は放流作業諸経費等

令和5年12月～令和6年3月 146

津久井湖に生息する、わかさぎ、鮎、鯉、ふな等数多くの魚族の保護育
成に努めた。又、魚族の減少を防ぐ為、魚卵の放流・人工孵化等を実施
した。
放卵実績（わかさぎ）は自己採卵による１億306万粒の放流実績を上げ
ることができた。

魚族の保護育成とわかさぎ卵を中心とした、人
工孵化・放流により、津久井湖の観光資源の減
少を防ぐことができた

緑区役所
津久井まちづくりセンター

1　津久井湖等の観光資源の増殖を図ることを目的とした魚族の放流等を
行う団体に対し交付する。
２　魚族の放流、人工孵化等
３　補助対象経費の1/2以内（予算の範囲内）

有
相模原市魚族
放流事業補助
金交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

各エリアに
おける基本
方針

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

自己採卵による放流を行うなど、津
久井湖に生息するわかさぎや鮎
等、多くの魚族の保護育成に努め
たことは、観光資源の増殖及び観
光客の増加に繋がると評価できる。

1820

相模原市観光事業等補
助金
（津久井湖さくらまつり
（花の苑地）補助金）

津久井湖さくらまつり
（花の苑地）実行委員会

事業名：第２６回津久井湖さくらまつり（花の苑地）
日　時：令和６年３月３０日（土）10：00～16：00、３１日（日）
10：00～15：00
会　場：県立津久井湖城山公園花の苑地
内　容：ステージイベント、特産品・やまなみグッズ・軽食等
の販売、装飾・工芸・物産・草花・展示等の啓発及び販売、
さくらのライトアップ
補助金の使途：イベント警備費用（交通対策費）、委託料（会
場設営、ごみ処分）、広告料（記録映像撮影、HP運営費）、
イベント費、備品購入費、事務費等

令和６年３月３０日（土）～３月３１日
（日）

440

　　第26回津久井湖さくらまつり（花の苑地）は、令和６年３月３０日
（土）午前１０時～午後４時、３１日（日）午前１０時～午後３時に開催した。
　桜の名所である津久井湖（県立津久井湖城山公園花の苑地）周辺の
桜をテーマとした桜まつりを通じて、観光展示や特産品紹介などを行
い、地域交流型観光振興を図るとともに、地域の市民参加を推進し、津
久井湖周辺地域の活性化を図ることができた。

　一社）津久井観光協会を中心とし、地元各種
団体の参画もいただいた実行委員会を立ち上
げ、津久井湖周辺の桜を活かし、地域を活性化
するイベントとして計画してきたもの。
　これまで毎年継続して開催してきたことによ
り、地域交流の活性化や地域経済に対して大き
く貢献し根付いているイベントである。両日とも
晴天に恵まれ、入場者総数７,０００人と多くの方
に入場頂いた。地元出身者も多く出演するス
テージを楽しんでいただけ、地域の市民参加を
推進できたと思う。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

 　本市の観光振興、地域活性化を図るため、団体が実施する観光行事等
の開催に要する経費に対して交付するもの。
対象事業：第２６回津久井湖さくらまつり（花の苑地）
補助率：交通対策費10分の10、イベント事業費2分の1
総事業費￥1,098,810円
補助対象経費￥956,000円

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

観光交流都
市の形成

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

津久井観光協会を中心として地域
団体で組織された実行委員会によ
る開催は、地域交流の活性化や津
久井地域のPRに大きく貢献してい
ると言える。晴天にも恵まれ、桜の
開花状況もほぼ満開の中、両日で
７，０００人の人出があったのは、こ
れまで２６回にわたって継続開催
し、津久井地区の時季のイベントと
して確実に定着している結果と言
える。

1821
地域別観光振興計画推
進事業補助金

青根地域観光活性化委
員会

１補助事業等の概要
⑴監視哨及び散策路の調査、整備
⑵青根地区PR（紹介）ビデオの拡充
⑶交流事業
２補助金等の使途
　上記事業費に充当

令和5年8月24日～令和6年3月31
日

486

青根地域観光活性化計画の具体化に向けた事業を行った。
・観光資源である「防空監視哨跡地」周辺の環境整備及び観光案内看
板の改修
・青和学園と連携した地域紹介パンフレットの作成
・津久井合唱館観光事業用外付けデッキの作製
・観光パネルマップの作製
・視察研修会の実施

魅力ある青根地域を積極的にアピールするた
めの活動に取り組むことで、観光振興及び地域
活性化の推進が図られた。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．幅広い層の市民及び団体の参加及び協働による地域の観光振興の推進
を目指し、新相模原市観光振興計画の定めるエリア別計画に沿って作成さ
れた地域別観光振興計画の推進に向けた事業に対する補助。
２．事務費、事業費
３．対象経費の１０分の１０以内、予算の範囲内

有

相模原市地域
別観光振興計
画推進事業補
助金交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

各エリアに
おける基本
方針

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「防空監視哨跡地」周辺の環境整
備や観光案内看板の改修、青和学
園と連携した地域紹介パンフレット
の作成など、青根地域観光活性化
計画の具体化に向けた事業を行っ
たことは、青根地域の観光振興に
寄与していると評価できる。

1822
地域別観光振興計画推
進事業補助金

青野原観光活性化推進
委員会

新相模原市観光振興計画における青野原地域観光振興計
画書に基づく事項及びその他青野原地域の活性化に資す
る事項の調査・研究等の事業を行い、観光を視点とする青
野原地域の活性化を図ることを目的とする。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 350

青野原地域の活性化を図るため、新相模原市観光振興計画における青
野原地域観光振興計画書に基づく事項及びその他青野原地域の活性
化に資する事業として下記の事業を実施した。
・国道４１３号沿線に設置してある案内・観光等看板周辺の環境整備を
実施。
・東京２０２０オリンピック自転車競技ロードレースレガシー銘板周辺の
花飾り事業を実施。
・青和学園（９年生）と連携した地域紹介パンフレット事業を実施。

国道４１３号沿線に設置してある案内等看板設
置場所周辺の環境整備を行うことにより、気持
ちよく観光客等へ青野原周辺の案内を行うこと
ができ、地域の活性化に資することができた。ま
た、東京２０２０自転車競技ロードレースの開催
を記念して設置されたレガシー銘板周辺の花
飾りや、青和学園９年生と連携したパンフレット
の作成など地域活性化に向けた事業の取組み
ができた。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．幅広い層の市民及び団体の参加及び協働による地域の観光振興の推進
を目指し、新相模原市観光振興計画の定めるエリア別計画に沿って作成さ
れた地域別観光振興計画の推進に向けた事業に対する補助。
２．事務費、事業費
３．対象経費の１０分の１０以内、予算の範囲内

有

相模原市地域
別観光振興計
画推進事業補
助金交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

各エリアに
おける基本
方針

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

レガシー銘板周辺の花飾りや青和
学園９年生と連携した地域紹介パ
ンフレットの作成など、地域の魅力
を市内外へ発信しており、地域の活
性化に繋がっていると評価できる。

1823
地域別観光振興計画推
進事業補助金

津久井中央地域観光振
興推進部会

【概要】
津久井中央地域観光振興計画を推進するための事業の実
施
【使途】
拠点開発、道志川流域整備、事業PRに係る事業費

令和5年6月～令和6年3月31日 349

・流域整備部会・・・青山親水公園の木製ベンチ１０基が、老朽化により
枯損し使用には危険な状態のため、使用における安全対策のため、撤
去し整備を行った。
・事業PR部会・・・道志川写真コンテストを実施し、入選作品を津久井
地区の各種イベントや、市内他区の公共施設等に展示することにより当
地区の観光資源のPRを行った。
・拠点開発部会・・・先進地視察（自治連との協働事業）を予定していた
が、コロナ感染対策に伴い実施を見送った。

津久井中央地域観光振興計画に基づき、拠点
開発部会、流域整備部会、事業PR部会は、部
会長を中心に事業研究や活動の方向性の研究
を実施し、事業PR部会は地域だよりへの情報
提供等を行った。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．幅広い層の市民及び団体の参加及び協働による地域の観光振興の推進
を目指し、新相模原市観光振興計画の定めるエリア別計画に沿って作成さ
れた地域別観光振興計画の推進に向けた事業に対する補助。
２．事務費、事業費
３．対象経費の１０分の１０以内、予算の範囲内

有

相模原市地域
別観光振興計
画推進事業補
助金交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

各エリアに
おける基本
方針

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

新型コロナウイルス感染症の影響
で先進地視察は中止になったもの
の、青山親水公園内ベンチの整備
や、道志川写真コンテスト入選作品
の展示など、地域の活性化や観光
客の増加に繋がっていると評価で
きる。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1824
地域別観光振興計画推
進事業補助金

津久井湖周辺地域観光
振興推進部会

当部会は、津久井湖周辺地域観光振興計画に基づき、津久
井湖周辺地域の資源を活用した観光振興や、地域の活性
化に向けた取り組みを行うことを目的としている。
　目的を達成するため、会議の実施や　同計画に基づく観
光振興に帰する各種の事業を実施する。補助金はこれらの
活動の目的を達成するために必要な経費として使用する。

令和5年7月10日～令和6年3月31
日

986

 ・津久井湖周辺地域観光振興推進事業助成金交付（津久井湖城山イ
ルミネーション事業）
 ・県立津久井湖城山公園（花の苑地（桜の小道））ヒガンバナ植栽 １，０
００球
 ・峯の薬師表参道入口付近への道標設置
・津久井湖周辺散策マップ（A４版）増刷２５，０００部
・視察研修会の実施（埼玉県寄居町方面）

津久井地域における観光振興の一助となって
いる、津久井湖城山イルミネーション事業に対
して補助を行った。
津久井町時代に設置し、令和４年度に老朽化の
ため撤去した峯の薬師表参道入口付近の道標
について、新に作成し設置した。
令和２年度に作成した「津久井湖周辺散策マッ
プ（A4版）」について、市内外で開催されたイベ
ントで配布しPRを行い、残部が僅かとなったた
め一部修正の上、増刷を行った。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、平成
３０年度に実施して以来中止の続いていた視察
研修会について、５年ぶりに実施した。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１．幅広い層の市民及び団体の参加及び協働による地域の観光振興の推進
を目指し、新相模原市観光振興計画の定めるエリア別計画に沿って作成さ
れた地域別観光振興計画の推進に向けた事業に対する補助。
２．事業費、消耗品費
３．対象経費の１０分の１０以内、予算の範囲内

有

相模原市地域
別観光振興計
画推進事業補
助金交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

各エリアに
おける基本
方針

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

県立津久井湖城山公園のヒガンバ
ナ植栽、峯の薬師表参道入口付近
への道標設置による観光地の整備
や散策マップの増刷など、津久井湖
周辺の観光振興に寄与していると
評価できる。

1825
中野山林管理委員会運
営費補助金

中野山林管理委員会

中野財産区山林内の立木保全、林道管理、ミツバツツジや
ロウバイ、四方竹等の植樹場所の下草刈りを行い、地域住
民に親しまれる里山づくりに努力している。
作業賃金、作業機械器具の購入及び修理、作業機械の燃
料、傷害保険料等に使用している。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 1,700

中野財産区が所有する山林の維持管理のため、下草刈りは５回行い、
他に４回の整備作業（林道、ウォーキングのコース、ロウバイ広場等）を
実施した。特にロウバイ広場については昨年度から進めてきた整備が
形となり、この３月には間近で花を見ることができた。

ミツバツツジ・アジサイ・モミジ・サクラ・ロウバイ
等の植樹場所の下草刈り、林道・散策路の整
備、不要な立木の処分等を行い、地域住民に親
しまれる①里山としての維持管理、最近増加し
ている②市内外からの散策者の安全性、③及
び満足度を高めるよう努力している。

緑区役所
津久井まちづくりセンター

１　中野財産区有地の山林内の立木保全、下草刈り等を実施し、地域住民
に親しまれる里山づくりを目指す。
２　作業賃金、作業機械器具の購入、燃料費等
３　予算の範囲内

有

中野山林管理
委員会運営費
補助金交付要
綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

適正な山林管理を図るため、年間
を通じて下草刈り、散策路の整備、
不要な立木の処分等を計画的に実
施している。また、次世代の人材育
成のため勉強会を行うなど、その活
動は充分に評価できる。

1826
生活環境保全造林奨励
交付金

鳥屋造林組合

島屋財産区所有地内にある松茸山自然の森公園の森林保
全及び施設等の維持管理
・森林保全(下刈、枝打、間伐)
・遊歩道の維持管理(修繕含む)
・施設(東屋、トイレ、炭焼窯、多目的広場、駐車場)の維持
管理及び清掃

令和5年4月1日～令和6年3月31日 7,000

・組合員８３人の参加により、松茸山の公園、遊歩道、大水利駐車場等
の整備を行った。
・管理地の視察など行い、森林保全意識の高揚に努めた。
・松茸山登山道の整備や多目的広場の整備作業を行った。

松茸山（大水利駐車場含む）の整備作業に対
し、多くの組合員が参加協力し、愛護意識と美
化意識が高まった。
・管理地の視察などを行い森林保全意識の高
揚が図れた。
・バイオトイレや登山道に訪れる方々に安心して
使用できるよう定期的な保守点検を行った。

緑区役所鳥屋出張所
・鳥屋財産区所有地内にある松茸山自然の森公園の森林保全及び施設等
維持管理を行う。
・補助率は予算の範囲内

有
生活環境保全
造林奨励交付
金交付要綱

無 無 １年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

・各自治会から選出された役員は
松茸山（大水利駐車場含む）の各
施設等整備や管理に相当日数を費
やしている。また大規模な修復等を
伴う作業時には、多くの組合員を動
員し、管理運営に当たり、常に美観
を保ち、愛護意識と美化意識が高
まっている。令和５年度は遊歩道の
階段や案内看板の設置作業等を
行った。
・地域へのボランティアとして、鳥屋
地域振興協議会の事業である丸山
整備に参加しており地域貢献も図
られた。

1827
相模原市相模湖文化協
会補助金

相模原市相模湖文化協
会

・地域文化の向上と振興及び社会福祉団体への協賛を図る
ため、相模原市相模湖文化協会が行う事業に要する経費。
・相模原市相模湖文化協会に対する運営費補助。
・事業内訳については、予算書項目により事業執行する。
・予算項目のうち、補助対象項目は、総会費、会議費、事業
費、通信費、事務費、研修費とする。

令和５年４月～令和６年３月 81

本部役員会１回開催、理事会２回開催
相模湖交流センター等での写真展示
機関紙「さざなみ」の発行
小原宿本陣際への支援活動
県立相模湖交流センターと連携して行事に参加
津久井養護学校や小学校への相模湖音頭への指導　等

相模湖地区内の文化団体相互の緊密な連絡と
協調のもと文化活動を実施し、地域文化の発
展向上及び社会福祉に貢献した。

緑区役所
相模湖まちづくりセンター

１地域文化の向上と振興及び社会福祉団体への協賛を図るため、相模原市
相模湖文化協会が行う事業に要する経費。
２相模原市相模湖文化協会に対する運営費補助。
３相模原市相模湖文化協会が行う総会費、会議費、事業費、通信費、事務
費、研修費。補助率の定め無し。

有
相模原市相模
湖文化協会補
助金交付要綱

無 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模湖地区内にある文化団体の育
成及び会員団体相互の連携を図る
ことにより、文化活動の振興に寄与
することができた。

1828
相模原市地域市民まつ
り等助成金

相模湖ふるさとまつり実
行委員会

心の通いあう明るいまちづくりを進めるため、相模湖地区
住民が参加するステージの部及び展示の部で構成される
「相模湖ふるさとまつり」を開催するもの。

令和５年１１月 230
第１７回相模湖ふるさとまつり
日時：令和５年１１月１２日（日）午前１０時～午後３時
場所：県立相模湖交流センター

相模湖に暮らす人々の文化の継承と個人また
はサークル等の発表の機会の提供を主眼に、相
模湖ふるさとまつりを開催している。
実行委員会において、その趣旨に沿ったテーマ
を定め、事業の組み立てを行い、実施した。
心の通い合う明るいまちづくりを目指すことに
より、相模湖地区の発展に寄与することができ
た。

緑区役所
相模湖まちづくりセンター

心の通い合う明るいまちづくりを図ることを目的として、地域における市民
まつり等の開催を推進するため助成金を交付するもの。
対象事業：第１７回相模湖ふるさとまつり
助成額：230千円

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

区制を生か
した魅力あ
るまちづくり
の推進

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

令和元年台風、コロナ禍と立て続
けの自然災害に見舞われ、５年ぶり
の開催となったが、市民の発表の
場、交流の場としての役割を果た
し、「心の通い合う明るいまちづく
り」に大きく寄与することができた。

1829 観光事業等補助金
相模湖ふれあい広場実
行委員会

自然豊かな相模湖の環境保持を目的として、「地域活性」＋
「世代間交流」をテーマに地域商業・企業・団体・行政が協
力して地域商業・観光の振興のため「相模湖ふれあい広場
2023」を開催するもの。補助金の使途については、ステー
ジ・イベント関係、会場設備関係、広報関係、事務局経費に
要する経費とする。

令和５年１０月 616

日時　令和５年１２月３日（日）　午前９時００分～午後２時００分
場所　県立相模湖公園
来客　約500人
内容　〇第５回足漕ぎスワン世界大会
　　　　〇キッチンカー出店など

毎年、多数の市民の方々にご来場頂き、また、
地域の各団体や企業のご協力により、テーマで
ある子供から大人まで幅広く「世代間交流」を
しながら楽しめるイベントとなった。

緑区役所
相模湖まちづくりセンター

相模湖ふれあい広場実行委員会が実施する「相模湖ふれあい広場2023」
の開催に要する経費に対し、補助金を交付するもの。
○補助対象事業費
・ステージイベント関係1,050,000円
・会場設備関係　　　　　220,000円
・広報関係　　　　　　　　 805,000円
・事務局経費　　　　　　 205,000円
　　　　　　　　　　　計　2,280,000円
○補助率：1/2以内

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 無 ３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

今回、「足漕ぎスワン世界大会」をＳ
ＮＳで発信・募集をかけたことによ
り、大勢の参加者を募ることができ
た。複数のメディアが取材に来てい
たこともあり地域の大きなPRに繋
がった。また、イベントの趣旨である
「地域活性」＋「世代間交流」が図ら
れており、観光振興に寄与できたと
評価できる。

1830
相模原市魚族放流事業
補助金

相模湖魚族委員会

相模湖には、わかさぎ、へら鮒、鯉等数多くの魚が生息して
いるが、ニゴイ、バス等を除き年々魚影が薄くなっている。
そこで、わかさぎ、へら鮒等の魚族を放流し、また、人口孵
化等を行うなど、魚族の保護育成により観光資源の増殖に
努め、釣り客・観光客の増加を図る。

令和５年４月～令和６年３月 298

○ワカサギ活卵購入
・（芦ノ湖）6500万粒
・（網走）4000万粒

○ヘラブナ放流

ニゴイ、ブラックバス等を除き、年々魚影が薄く
なっているが、魚族育成事業によりワカサギ、ヘ
ラブナを放流することで、釣り客の増加に効果
があった。

緑区役所
相模湖まちづくりセンター

ワカサギ卵購入（芦ノ湖、網走、諏訪湖）　　　　　　2,400,000円
ヘラ鮒購入代　　850,000円
ふ化槽開発費　　 50,000円
放流作業費　　　　10,000円
計　　　　　　　　3,310,000円

補助率1/2以内

有
相模原市魚族
放流事業補助
金交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

エリア別計
画
相模湖エリ
ア

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

ワカサギの放流や魚卵の人工ふ化
等魚族の保護育成により、釣り客
等相模湖の観光客誘致に寄与して
いる。また、それらが地域の活性化
に貢献していることから、継続して
いくことが重要である。

1831 観光事業等補助金
さがみ湖湖上祭花火大
会実行委員会

「さがみ湖湖上祭花火大会」は、昭和２２年に完成した日本
初の人造湖（相模湖）の建設に関係して亡くなられた方々の
慰霊と湖の安全を願うために始められた歴史ある花火大会
であり、相模原市の一大観光行事として多くの観光客から
親しまれています。
新型コロナウィルス感染症拡大により４年振りの開催となり
ます。補助金の使途については、事前準備費、運営費、催事
費、保険料等、開催に要する経費とします。

令和5年8月1日 3,522

１　日時　令和５年８月１日（火）
２　場所　県立相模湖公園（相模湖湖上）
３　人出　約５８，０００人
４　内容　昭和２３年に湖に関係して亡くなられた方々の慰霊と湖の安
全を願うために始められた歴史ある花火大会で、スターマインや尺玉、
尺５寸玉、ナイアガラの滝など予定通り約４，０００発の花火が打ち上げ
られた。

歴史ある花火大会であり市内外に広く認知さ
れていることに加え、相模湖地区の観光情報を
掲載している相模湖観光協会のホームページ
で情報発信や協賛席を販売することで、今大会
だけでなく観光情報も発信することができた。
また、地元のみならず多くの企業や団体、個人
及び行政が協力して運営したことで観光、地域
振興に寄与することができた。

緑区役所
相模湖まちづくりセンター

【趣旨・目的】
本市の観光を振興し、地域の活性化とシティセールスの推進を図るため、実
行委員会が開催する観光行事に要する経費対し、補助金を交付するもの。

【対象事業・補助率等】
会議費                20千円
宣伝費　　　　　   800千円
事前準備費　　2,200千円
旅費　　　　　　　　 40千円
事務費               200千円
修繕費　　　　　　500千円
大会運営費　　5,200千円
催事費　　　　　9,545千円
保険料              300千円

　　　　　計　  18,805千円

補助率　18.72%

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

有 有
第３次相模
原市観光振
興計画

施策１－２
イベント事業
の更なる磨
き上げ

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

久しぶりの開催で多くの来場者が
あった中、安全に実施できたことは
実行委員をはじめとする関係者の
尽力と思われる。
また、後援、協賛された企業や団
体、個人の協力は相模湖地区の地
域振興、活性化及び本市のアピー
ルに寄与するものであったため。

1832 観光事業等補助金
甲州街道小原宿本陣祭
実行委員会

甲州街道小原宿本陣祭は、神奈川県下で唯一残されてい
る小原宿本陣を相模原市の重要な資源と位置づけ、市内
外の人たちに祭り（大名行列等）を通じて本陣とその時代を
再認識することともに、地域の活性化を図ることを目的に開
催するもの。補助金の使途については、衣装費、出演料、広
告費等開催に要する経費とする。

令和５年７月 836

 1. 日時 令和5年11月3日（金） 10：00～15:30
 2. 内容 小原宿宿場内での大名行列　他
【本陣内】
茶の献上（大名茶会）
【小原の郷】
相模湖音楽隊演奏、福前健康体操、衣装コンテスト、出立の儀、大名行
列、鉄砲隊演武、本陣太鼓演舞、飲食・物産等販売、剣舞右近流雲組
演舞、小原宿本陣奴会演舞
【小原ふれあい広場】
相模原市レクリエーション協会ワークショップ、野外ミニライブ、役者と
の写真撮影会、飲食物販売
 3. 人出 約6,000人

ホームページやＳＮＳでのＰＲ、テレビやラジオ
でのPR、市内の各公民館や施設、相模湖地区
の各自治会、近隣の鉄道各社にチラシの配布と
ポスター掲示を依頼するなど、本陣祭開催の周
知を行った結果、インバウンドの来場もあり昨
年同様の来場者があった。
各会場でのイベントには、相模湖地区内はもと
より、相模原市内や他県から参加した出演者に
よるパフォーマンスが行われ、来場者を楽しま
せることが出来たと考える。

緑区役所
相模湖まちづくりセンター

甲州街道小原宿本陣祭実行委員会が実施する甲州街道小原宿本陣祭の
開催に係る経費に対し、補助金を交付するもの
・衣装費                 650千円
・広告費                 100千円
・出演料                 330千円
・会場設営費          210千円
・その他　　　　　　　 800千円
補助対象経費計　2,090千円
（補助率1/2以内）

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 無 ３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

今回で２７回目となる本陣祭である
が、インバウンド受け入れによるお
もてなしや衣装コンテストの実施な
ど、新たな取組みによる集客努力が
伺えるとともに、地域資源を活かし
た地域の活性化に資するイベントと
して評価できる。

1833 観光事業等補助金
相模湖やまなみ祭実行
委員会

相模湖やまなみ祭は、県立陣馬相模湖自然公園の優れた
自然の風景地を再確認し、「環境にやさしい人・もの」+「ふ
れあい・交流」をテーマに、多くの人々に自然公園及びこの
地域、特に「相模原市相模湖」をアピールするため、地域商
業・観光の振興のためこの公園を舞台に、地域・企業・団
体・行政が協力して実施する。補助金の使途については、イ
ベント開催費、ＰＲ費、保険料等開催に要する経費とする。

令和５年４月 160

日時　令和５年４月２９日（昭和の日）　９時４５分～
場所　県立相模湖公園
参加　４，５００人
内容　相模湖畔クリーン活動、催事、
　　　　フリーマーケット、企業紹介他

地域・企業・団体・行政が協力して実施すること
により、相模湖地域の地元産品、企業等のＰＲ
をはじめとする観光振興を行うことができた。ま
た、ハイカーへのゴミ持ち帰り運動を行い、地域
の環境美化に貢献することができた。

緑区役所
相模湖まちづくりセンター

相模湖やまなみ祭実行委員会が実施する相模湖やまなみ祭の開催に要す
る経費に対し、補助金を交付するもの
・イベント開催費　316,000円
・PR費                  115,000円
・保険料                 19,000円
・報償費                 25,000円
・事務費                 40,000円
補助対象経費計　515,000円
（補助率1/2以内）

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 無 ３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

イベントの中で相模湖湖畔クリーン
活動を実施した。イベント全体で環
境美化活動に取り組むことで、イベ
ントの趣旨である「環境にやさしい
人・もの」＋「ふれあい・交流」をＰＲ
することができた。また、地元団体
や企業も実施に向け協力し、地域
活性化に大きく寄与することができ
た。

1834
地域別観光振興計画推
進事業補助金

小原宿活性化推進事業
小原宿本陣、小原の郷を中心とする小原宿を、相模湖地区
の活性化を図る観光の核と位置付け、観光振興を目的に策
定した「小原宿活性化計画」に基づき事業を実施するもの。

令和５年７月 424

今年度は新型コロナウイルスが５類感染症に引き下げられ、昨年度より
も各種募集に対する参加申し込みや、イベントを見に来る方も多かった
と感じた。
またこれまでのプロジェクトの他に、小原宿拠点活用検討会の活動が本
格的に始まった。月毎の会議の他、小原の郷にこいのぼり・七夕飾り・風
鈴等季節ごとに設置し、来場者に楽しんでいただけた。おばらまるしぇ
は多くの市職員の方の協力もあり盛大に2回開催できた。
小原の里の夏まつり・冬まつり、古道散策会、ライトアップについても昨
年同様参加者を募っての事業が実施できた。
小原宿町並み保全プロジェクトでは小原の昔を語る会を2回開催し、地
域の高齢の方に昔の小原の様子を語っていただいた。これらの話の内
容をまとめて後世に残していきたい。

夏まつり、冬まつりは地域情報紙等を通して、
またおばらまるしぇ、散策会、ライトアップは広
報さがみはらにて事業の案内をし、小原宿とい
う地域を知って貰うためのPRを行った。
またまつり、まるしぇの各出店者の募集は今年
もインターネットでの募集を行い、県内外の方
にも小原を知ってもらう事ができた。

緑区役所
相模湖まちづくりセンター

小原宿活性化推進会議が実施する小原宿活性化推進事業に係る経費に対
し補助金を交付するもの
事業費　438,476円
内容
甲州古道プロジェクト、古民家・特産食材活用プロジェクト、本陣もてなしプ
ロジェクト、小原宿町並み保全プロジェクト、事務費

補助対象事業費計　424,000円
（補助率10/10以内）

有

相模原市地域
別観光振興計
画推進事業補
助金要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

各エリアに
おける基本
方針

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

これまでの小原活性化の取組みに
加え、市と連携し、「おばらまるしぇ」
等の新たな企画にもチャレンジする
など更なる地域活性化が期待でき
る。

135 / 175 ページ



令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1835
地域別観光振興計画推
進事業補助金

相模湖湖畔地域活性化
推進会議

新相模原市観光振興計画に定めるエリア別計画に沿って
作成された地域別観光振興計画の推進に向けた事業の取
り組みとして、相模湖湖畔地域の特性を生かし、地域の活
性化・観光振興を図ることを目的に相模湖ビアガーデンイ
ベント等を実施するもの。

令和５年８月・令和６年３月 324

（１）さがみ湖夏祭り
　　日時　令和5年８月19日（土）午後3時～7時３０分
　　場所　神奈川県立相模湖公園
　　人出　300人
　　内容　盆踊り、ビアガーデンの開催

（２）嵐山紅葉ポスター作成

（３）さくら祭り
　　日時　令和6年３月２３日（土）午後１時～５時
　　場所　神奈川県立相模湖公園
　　人出　100人
　　内容　カラオケ大会等の開催

複数のイベントを開催し、多数の地域の人や観
光客が訪れたことにより、相模湖湖畔の新たな
魅力づくり及び湖畔地域の活性化を図ることが
できた。

緑区役所
相模湖まちづくりセンター

相模湖湖畔地域活性化推進会議が実施する観光客向けの事業に要する経
費に対し補助金を交付するもの
事業費　　　　　　      260,000円
ポスター製作費         30,000円
広報費                      34,000円

補助対象事業費計　324,000円
（補助率10/10以内）

有

相模原市地域
別観光振興計
画推進事業補
助金要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

各エリアに
おける基本
方針

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

イベントやPRを行うことで多くの来
客を招くことができた。地域の観光
資源を生かし地域の活性化に資す
る活動として評価できる。

1836
藤野地区文化団体活動
費補助金

藤野文化協会
【概要】藤野文化協会が実施する文化活動事業
【使途】会議費、消耗品費、旅費ほか

令和5年4月～令和6年3月 213

今年度もコロナウイルスの影響で活動が制限されたが、例年通り総会
を開催した。杉囃子保存会の森久保定男氏の功績を表彰した。俳句会
では、第9回小中学生の俳句コンクールを実施し、３１６句の応募があ
り、２９名に優秀賞を与えた。書道会では、席書き大会を実施し、３５名
の参加者があった。作品は藤野芸術の家の音のプロムナードなどに展
示した。その他、会員研修会の実施や他機関への会議に出席した。

第9回小中学生の俳句コンクールでは、小学生
147句、中学生１６９句の応募があり、大会会長
賞、公民館長賞、文化協会長賞各1名、優秀賞
２６名であった。席書大会には、毛筆１８名、硬
筆６名、なぞり書き２名、親子ひらがな７名の参
加があった。

緑区役所
藤野まちづくりセンター

①藤野地区における文化活動の重要性に鑑み、藤野まちづくりセンターの
所管に属する文化団体が行う事業、運営を補助する。
②藤野まちづくりセンターの所管に属する文化団体が実施する文化活動事
業。
③補助対象事業費：指導者謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬
費、使用料、損料及び会議費
補助率：補助対象経費を基礎として、予算の範囲内で算出した額

有
藤野地区文化
団体活動費補
助金交付要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
活性化

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

新型コロナウイルス感染症の影響
で活動が制限されることもあった
が、例年と同様、小中学生を対象と
した俳句コンクールおよび席書き大
会を開催し、藤野文化祭の中で表
彰を行うことができたことは、藤野
地区における文化芸術活動の活性
化につながったと評価できると考え
る。

1837
藤野地区文化団体活動
費補助金（第５０回藤野
文化祭）

藤野文化祭実行委員会

●概要
　地域住民の文化活動の発表の場及び地域の文化活動に
触れる機会を提供することにより、藤野地区の芸術・文化活
動の推進に貢献することを目的とした事業

●使途
　借上料、報償費、印刷製本費、消耗品費、通信費

令和５年６月～令和６年３月 250

東日本台風の被害および新型コロナウイルス感染症拡大の影響によ
り、実に５年ぶりの開催となった。記念すべき５０回目の開催であり、会
場を従来の藤野小学校ではなく、藤野芸術の家に変更したため、借上
料がかかってしまった関係で１日のみの開催となったが、１７５名の方に
来場いただけた。
　また、展示部門９２名（学校・公民館関係除く）、ステージ部門１５団体
（ゲスト含む）にそれぞれ参加いただき、大盛況であった。

地域住民の文化活動の発表の場及び地域の文
化活動に触れる機会を提供することにより、地
域の芸術・文化活動の推進に貢献できたと考え
る。

緑区役所
藤野まちづくりセンター

①藤野地区における文化活動の重要性に鑑み、藤野まちづくりセンターの
所管に属する文化団体が行う事業、運営を補助する。
②藤野まちづくりセンターの所管に属する文化団体が実施する文化活動事
業。
③補助対象事業費：指導者謝金、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬
費、使用料、損料及び会議費
補助率：補助対象経費を基礎として、予算の範囲内で算出した額

有
藤野文化祭実
行委員会設置
要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
活性化

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本年度は５年ぶりの開催となった
が、アニバーサリーイヤーということ
もあり、慣れていない会場での開催
となったが、スムーズかつ華やかに
開催できていて、５０回記念にふさ
わしいイベントであった。地域の文
化・芸術活動の推進に多いに貢献
できたと考える。

1838
藤野ふるさと芸術村メッ
セージ事業開催事業補
助金

藤野ふるさと芸術村メッ
セージ事業推進委員会

●概要
　藤野地区における独自の文化・芸術事業であり、文化を
守り伝えること、新たな文化の創造、育成及び芸術、文化の
交流等を目的とした事業
●使途
　委託料、補助金等

令和５年４月～令和６年３月 2,400

●「藤野ぐるっと陶器市２０２３」ほか１０イベントの助成を実施した。

●推進委員会の自主事業であるホームページ制作および藤野地区のＰ
Ｒを目的とした観光マップ「芸術の道」の制作を実施した。

各助成イベントは、多種多様な展開により魅力
ある事業へと成長を遂げており、藤野地区の独
創的な取り組みとして進化し続けている。
　自主事業は、ホームページへ過去に事業を盛
り上げた推進委員や元藤野町職員、芸術家の
インタビュー記事やイベント情報等を掲載した。
さらに、藤野地区をＰＲするために、藤野地区に
ある野外彫刻作品の情報をまとめた「芸術の
道」を８，０００部制作し、観光客を中心に観光
案内所等で配布した。

緑区役所
藤野まちづくりセンター

①藤野地区における独自の文化・芸術事業である「藤野ふるさと芸術村メッ
セージ事業」を実施するために設置される相模原市藤野ふるさと芸術村
メッセージ事業推進委員会に対して補助金を交付する。
②相模原市藤野ふるさと芸術村メッセージ事業推進委員会が実施する事
業。
③補助対象事業費：消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、委託料及び参加
団体への補助金
補助率：補助対象経費を基礎として、予算の範囲内で算出した額

有

相模原市藤野
ふるさと芸術村
メッセージ事業
開催事業補助
金交付要綱

無 有

第３次さが
みはら文化
芸術振興プ
ラン

市民の文化
芸術活動の
活性化

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

文化・芸術分野の枠にとどまらず、
シティセールスや観光振興などの他
分野にも大きく貢献している。

1839
相模原市地域市民まつ
り等助成金

健康フェスタふじの実行
委員会

【補助事業等の概要】
健康つくりやスポーツ等を通して協力したり助け合ったりす
る交流の場を提供することで、住民同士の親睦と連帯感を
深め地域力の向上を図る。

【補助金等の使途】
会場使用料、参加賞.賞品代.用具代、救急用品代.傷害保
険料等。

令和5年8月～令和5年10月 230
名倉グラウンドにて、参加者約180名に対し、ラジオ体操、謎解きウォー
クラリー、水消火器的当てゲーム等を実施し、地域住民の健康増進及
び交流促進に寄与した。

①健康づくりやレクリエーション等への参加によ
り、協力したり助け合ったりする交流の場を提
供することで、住民同士の親睦を深め地域力の
向上につなげることができた。
②、フログラムに芸術の道でのウォークラリーを
取り入れることで、地域住民に「芸術のまち藤
野」の魅力を発信することができた。

緑区役所
藤野まちづくりセンター

①イベントヘの参加を通じて、住民相互の親睦を図るとともに、地域の連帯
感を深め.「地域力」の向上を図ることを目的とする。
②ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業。
③補助対象事業費：市長が事業の実施に必要と認めるもの（飲食にかかる
経費は除く。）
補助率：1公民館区区域250,000円を上限とする。

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来につな
ぐさがみは
らプラン～
相模原総合
計画～

多様な主体
との連携・協
働によるま
らつくりの推
進

令和5年8月～令和
5年10月

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

住民相互の親睦と交流や地域の連
帯感を深め、地域力の向上を図る
ことができた。

1840
相模原市自治会等集会
所賃借料補助金

菅井自治会

【概要】
事業名：菅井自治会集会所賃借料補助事業
自治会館の敷地として使用するため、賃借料を支払って土
地を借りている。
借地面積　138.26㎡
【使途】
賃借料の一部に充てる。

令和5年4月～令和6年3月 10
自治会集会所の敷地として使用するため土地を借りている。その賃借
料の一部に補助金を充てた。

賃借料の一部を補助金で賄えたことにより、そ
の分の資金を自治会活動に充てることができ
た。

緑区役所
藤野まちづくりセンター

１．市民の多様なコミュニティ活動を推進するため、自治会会員等の活動拠
点である自治会集会所賃借料補助を行う。
２．自治会集会所の賃借料補助
３．2分の1以内

有

相模原市自治
会等集会所賃
借料補助金交
付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42 多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和元年4月1日～
令和10年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

自治会活動の拠点である自治会集
会所の賃借料を補助することによ
り、その分の資金を他の自治会活
動に充てることができるため、自治
会活動の活性化を図るうえで効果
的な事業であると評価できる。

1841
相模原市藤野地区地域
振興補助金

自治会法人　吉野自治
会連合会　ほか21団体

【補助事業等の概要】
コミュニティ施設の整備・維持管理や、青少年の健全育成・
スポーツ振興、高齢者の生きがいづくりに関する事業等を
行う。

【補助金等の使途】
事業に要する消耗品費、印刷製本費、保険料、備品購入
費、施設使用料、備品借上料及び施設等の光熱水費等

令和5年4月～令和6年3月 5,923
各財産区において、コミュニティ施設の整備・維持管理や、青少年の健
全育成・スポーツ振興、高齢者の生きがいづくりに関する事業等を実施
した。

各財産区に居住する住民の福祉向上のための
事業等を実施したことにより、地域振興を図る
ことができた。

緑区役所
藤野まちづくりセンター

①藤野地区各財産区からの繰出金に基づき、藤野地区内における財産区
住民の福祉向上のための事業に補助金を交付することにより、地域振興を
図ることを目的とする。
②藤野地区の財産区内にある自治会、老人会、子供会及びスポーツ振興
団体その他営利を目的としない団体で、
●コミュニティ施設の整備及び維持管理に関する事業
●地域ボランティアに関する事業
●青少年の健全育成に関する事業
●地域の教育・文化に関する事業
●高齢者のいきがいづくりに関する事業
●スポーツ振興に関する事業
●生活環境の改善に関する事業
●地域の防災・防犯に関する事業
③補助対象事業費：消耗品費、通信費、印刷製本費、保険料、講師に対す
る食糧費、備品購入費、施設使用料、備品借上料、光熱水費、整備費、報償
費等
補助率：予算の範囲内において、地区財産区の同意を得た額

有

相模原市藤野
地区地域振興
補助金交付要
綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

さまざまな事業を通じて、地域住民
の交流促進、地域の振興・発展・健
康増進、地域の防犯、防災対策の
強化など、地域の振興・発展につな
がっているため。

1842
令和５年度観光事業等
補助金（第１６回藤野ふ
る里まつり）

藤野ふる里まつり実行
委員会

【補助事業等の概要】
「ふれあいと感動の体験」をテーマに、市民交流の輪を拡
げ、相模原市の魅力をさらに増幅するため、地域間交流の
このイベントを次世代に繋げ、幼児から大人まで楽しめ、市
民の健康増進、地域活力の高揚イベントとして開催し、地域
経済の健全な発展及び参加諸団体の活性化を促進する。

【補助金等の使途】
消耗品費、広報費、委託費等

令和5年8月～令和5年10月 924

１　日時　令和5年10月29日（日）9：00～15：00
2　場所　名倉グラウンド
3　人数　12,000人
4　内容　バザール34団体、体験コーナー4団体、ステージ出演10団体

各種団体の活動ＰＲや農産物、成果品等の販
売を通じて市民と参加者のコミュニケーション
が十分に図られ、和気あいあいとした雰囲気で
訪れた方の記憶に残るイベントとなり、事業の
テーマである「ふれあいと感動の体験」の輪がさ
らに広がり本事業の目的を達成することができ
た。

緑区役所
藤野まちづくりセンター

1　本市の観光を振興し、地域の活性化とシティセールスの推進を図るた
め、団体が実施する観光行事、地域イベント、市民まつり及びシティセール
スイベントの開催に要する経費に対して補助金を交付する。
2　観光を振興し、地域の活性化とシティセールスの推進を図るための事業
3　事務費、広告宣伝費、会場費、事業費、謝礼費等　補助率：50％

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 有

未来につな
ぐさがみは
らプラン～
相模原総合
計画～

多様な主体
との連携・協
働によるま
らつくりの推
進

令和5年8月～令和
5年10月

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

5年ぶりの開催でも12,000人の来
場者があったことは、長きに渡って
継続してきたことにより、藤野地区
の大きなイベントとして市内外の人
たちに定着し、地域交流や地域経
済へも大きく貢献できている事業
である。

1843
相模原市地域別観光振
興計画推進事業補助金

・藤野北部地域観光振
興推進協議会
・藤野南部地域観光振
興推進協議会
・藤野中部地域観光振
興推進協議会

【補助事業等の概要】
第３次相模原市観光振興計画の推進を目的に、幅広い層
の市民、団体の参加及び協働による地域の観光振興の推
進を目指し、市民等が自主的かつ組織的に策定した地域別
観光振興計画等の推進に向けた事業に対して補助金を交
付する。

【補助金等の使途】
調査費、事務経費、案内板製作・設置費等

令和5年6月～令和6年3月 1,458
各地区とも、ハイキングコースの整備や観光客向けの看板の設置、ハイ
キングマップの増刷等、藤野地区への観光客誘致につながる事業を実
施した。

①各地区とも、観光客誘致につながる事業を実
施し、藤野地区の観光振興に貢献することがで
きた。
②事業推進にあたって、協議会委員はもとよ
り、地元の各種ボランティア団体と協力できたこ
とは、地域の活性化に一定の役割を果たした。

緑区役所
藤野まちづくりセンター

①幅広い層の市民及び団体の参加及び協働による地域の観光振興の推進
を目指し、市民及び団体が自主的かつ組織的に策定した地域別観光振興
計画等の推進に向けた事業に対して地域別観光振興計画推進事業補助金
を交付する。
②補助金は、新相模原市観光振興計画に定めるエリア別計画に沿って作
成された地域別観光振興計画の推進に資すると認められる事業
③補助対象事業費：人件費、食料費(交付対象団体の構成員に対するもの
に限る）、交際費、慶弔費、予備費以外の経費
補助率：10/10以内

有

相模原市地域
別観光振興計
画推進事業補
助金交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

各エリアに
おける基本
方針（相模
湖エリア）

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

看板設置やハイキングコース整備
等の実施により、観光客の便宜を
図ったことは大いに評価できる。ま
た、地元の住民やボランティア団体
などと協働して事業を推進したこと
は、地域の活性化及び地元住民の
結束強化につながるため。

1844 観光事業補助金 上溝夏祭り実行委員会

県北一の夏の観光行事として、上溝商店街を中心に歩行者
天国とし、郷土に古くから保存継承されている『神輿・山車』
を公開し、さらに各地域に伝承されている『まつりばやし』等
の郷土芸能を披露して、広く一般市民をはじめ近隣住民の
心のふるさととするとともに商工振興に寄与することを目的
に実施する。

令和５年７月
360

１　日時　令和５年７月２２日（土）宵宮 午後６時～９時
　　　　　　　　　　　     ２３日（日）本宮 午後２時３０分～９時
２　場所　上溝商店街通り ほか
３　人出　７月２２日（土）宵宮　１００，０００人
         　  ７月２３日（日）本宮　３００，０００人
４　内容　大人御輿１０基、子ども御輿６基の渡御、山車８台の巡行、
　　　　　  お囃子の演奏、鼓笛隊パレード、演芸ショー、
　　　　　  文化展（上溝公民館）ほか

伝統のある県北一の夏祭りとして市内外に広く
認知されており、相模原市をＰＲするとともに、
観光、地域振興に寄与することができた。

中央区役所
地域振興課

１．県北一の夏の観光行事である同事業に対し、相模原市の観光振興に寄
与するものとして補助するもの。

２．令和５年上溝夏祭り

３．実行委員会予算額　9,927,000円
　　市補助額　　　　　　 3,600,000円
　　補助率　　　　　　　　約36.3％

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

施策１－２
イベント事業
のさらなる
磨き上げ

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

４年ぶりの開催となった祭りだった
が、例年に近い形で多くの来場者
を集め、本市の観光資源である歴
史や文化を市内外に向けて発信で
きた。
来場者が多いイベントにあって、大
きな事故なく安全な大会運営を行
えた点も評価できる。

1845 観光事業補助金
相模原納涼花火大会実
行委員会

市民の安全安心の確保に努め花火の打ち上げを実施する。
相模原市における観光行事の一つである当該花火大会を
実施することにより、地域の活性化を図り、相模原市の観光
振興に寄与する事業に対し補助を行うもの。

令和５年８月 900

1　名称　第50回相模原納涼花火大会
2　主催　相模原納涼花火大会実行委員会
3　日時　令和５年８月２６日
              午後１時００分～（ステージイベント）
              午後７時００分～８時００分（花火打ち上げ）
4　場所　相模原市中央区水郷田名　相模川高田橋上流
5　人出　５０，０００人
6　発数　約１０，０００発

４年ぶりに新型コロナウィルス感染症による制
限がない状況で、記念となる５０回の花火大会
を盛大に実施したことで、地域の活性化、及び
相模原市の観光振興に寄与することができた。

中央区役所
地域振興課

１．相模原市の観光振興に寄与する事業に対し補助を行うもの。
２．第５０回相模原納涼花火大会
３．補助対象事業費　　59,010,500円
　　市補助額　　　　　　　9,000,000円
　　※対象外経費（交際費、食糧費、予備費）を除く
　　補助率
　　①交通対策費補助：10/10
　　②イベント事業費補助：1/2

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

施策１－２
イベント事業
のさらなる
磨き上げ

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

大会運営に課題は残ったものの、
多くの来場者を受け入れ、本市の
シティプロモーション、地域の活性
化に大きく寄与したと考えるため。

1846
相模原市防犯灯維持管
理費補助金

自治会及び管理組合
　夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るた
め、自治会等が管理している防犯灯の電気料及び電球交
換等の修繕に係る経費を支払うもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 271
　夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るため、自治会等
が管理している防犯灯の維持管理を行った。

　夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安
全を図ることができた。

中央区役所
地域振興課

１．自治会等が管理している防犯灯の維持管理に要する経費に対して補助
し、安全で安心なまちづくりを推進するもの。

２．防犯灯維持管理事業

３．対象：自治会・管理組合等が負担する防犯灯の電気料、電球交換等の
修繕に要する経費。
電気料１灯あたり1,600円
管理費１灯あたり800円

有

相模原市防犯
灯維持管理費
補助金交付要
綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

防犯や交通
安全・消費
者保護対策
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　自治会等が管理している防犯灯
の電気料及び管理経費を補助する
ことにより、通年において夜間にお
ける犯罪の防止と市民の通行の安
全を図ることができた。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1847 相模原防犯協会補助金 相模原防犯協会

「安全・安心まちづくり」を目指し、女性・子どもの安全の確
保及び区民の生活を脅かす犯罪被害を防止するために、防
犯諸対策を関係機関と協力して推進する。
・防犯思想の普及宣伝に関する活動
・防犯対策調査研究に関する活動
・相模原市、相模原市安全・安心まちづくり推進協議会、中
央区安全・安心まちづくり推進協議会から協力要請された
活動
・神奈川県及び神奈川県防犯協会連合会から協力要請さ
れた活動
・その他防犯のために必要な活動

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 375
各地区における防犯キャンペーン及び防犯パトロールの実施
・年末年始特別警戒に伴う防犯キャンペーンの実施
・防犯啓発物品の作製・配布

　各種防犯啓発活動を実施することにより、地
域における防犯思想の普及高揚及び防犯啓発
活動の推進を図ることができた。

中央区役所
地域振興課

１．地域における防犯思想の普及高揚及び防犯啓発活動の推進に寄与する
ことにより、犯罪のない明るい社会の実現を目的とする防犯協会が行う事
業に対して補助金を交付するもの

２．相模原防犯協会が行う防犯思想の普及宣伝等事業

３．補助率：予算の範囲内

有
相模原市防犯
協会補助金交
付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

防犯や交通
安全・消費
者保護対策
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市民を犯罪から守るため、各種啓
発活動を実施し、犯罪の防止に努
めているため。

1848
相模原交通安全協会補
助金

相模原交通安全協会

　交通事故のない安全で安心な住み良い相模原の実現を
目指し、活発な交通安全活動を展開する。

・交通事故防止及び交通道徳の普及高揚のための啓発活
動
・各種交通安全運動の実施に関する活動
・各種交通安全教室の開催に関する活動
・相模原市、相模原市安全・安心まちづくり推進協議会、中
央区安全・安心まちづくり推進協議会から協力要請された
活動
・その他交通事故防止のために必要な活動

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 599
・各季交通安全運動
・中央区自転車マナーアップデーでの事故防止啓発活動の実施
・交通事故ブロック・ブロッコリー作戦

　交通安全思想の普及高揚及び交通安全の推
進を図るため、警察、関係団体、市等と連携し、
各種交通安全運動等を実施し、市民への交通
ルールやマナーの周知活動を実施した。

中央区役所
地域振興課

１．地域における交通安全思想の普及高揚及び交通安全の推進と交通事故
防止に寄与することを目的とする交通安全協会が行う事業に対して補助金
を交付するもの

２．相模原交通安全協会運営事業

３．補助率　予算の範囲内

有
相模原市交通
安全協会補助
金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

防犯や交通
安全・消費
者保護対策
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　警察署等と連携し、市民を交通事
故から守るために各種啓発活動を
実施し、交通事故の防止に努めて
いるため。

1849
相模原市安全・安心まち
づくり推進協議会補助
金

中央区安全・安心まちづ
くり推進協議会

　区民、地域団体、行政機関等との協働により、地域におけ
る犯罪及び交通事故の防止等に取り組み、全ての人が安全
で安心して暮らし、活動できる中央区を実現することを目
的とする。
・協議会の運営経費
・安全・安心まちづくりに関する各種キャンペーン等の実施
・青色パトロールカー（青色回転灯装備車両）による啓発活
動
・交通安全教育等の実施
・安全・安心まちづくりに向けた啓発活動
・安全・安心まちづくりに関する地域活動の支援

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4,509

・交通安全運動 年4回、防犯運動 年2回
・こども110番の家活動支援、普及啓発
・青色回転灯装備車両（青パトカー）での安全・安心パトロールの実施
・自転車マナーアップデーの実施

　区民、地域団体、行政機関等の協働により、
地域における犯罪及び交通事故の防止等に取
り組むことができた。

中央区役所
地域振興課

１．安全・安心まちづくり知識の普及及び啓発並びに安全・安心まちづくりに
関する地域活動の支援を目的とする中央区安全・安心まちづくり推進協議
会が行う業務に対して補助金を交付するもの

２．中央区安全・安心まちづくり推進協議会運営事業

３．補助率・・・市の補助金により運営

有

相模原市安全・
安心まちづくり
推進協議会補
助金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

防犯や交通
安全・消費
者保護対策
の推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

区民、地域団体、行政機関等と協
働し、地域における犯罪及び交通
事故の防止等に係る活動に取り組
むことにより、安全で安心なまちづ
くりに寄与することができたため。

1850
相模原市避難所運営協
議会活動事業費補助金

避難所運営協議会

避難所運営訓練等に係る経費
１．運営訓練用資機材
２．救助・要支援者支援訓練用資機材
３．情報通信訓練用資機材
４．炊き出し訓練用資機材
５．資料コピー代、事務用品消耗品等、訓練会場利用料等
６．啓発事業等に係わる講師謝礼、講演資料作成費、講演
会場利用料等
７．その他

令和５年４月１日～令和６年２月２９日 1,739

１ ．防災訓練の実施
（情報収集・伝達、初期消火、救出・救護、給食・給水、震度体験、煙体
験、避難所指導、避難所設営、災害時要援護者支援）
２．防災研修会の実施
３．その他

１．防災訓練の実施により、災害時の防災活動
を身体で覚えることができた。
２．防災研修会等の実施により、災害の基礎知
識等を知り、発災時に落ち着いて行動できる自
信がついた。
３．その他

中央区役所
地域振興課

１．補助金等の趣旨・目的
避難所運営協議会が防災活動の充実を図るために実施する避難所運営訓
練等に対し補助を行うもの

２．相模原市避難所運営協議会活動事業費補助事業

３．補助対象事業内訳、補助率等
避難所運営訓練等に係る経費
・運営訓練用資機材
・救助、要支援者支援訓練用資機材
・情報通信訓練用資機材
・炊き出し訓練用資機材
・資料コピー代、事務用消耗品等・訓練会場利用料等
・啓発事業等に係わる講師謝礼、講演資料作成費、講演会場利用料等
・その他
補助対象事業に要した経費１０/１０
（補助金限度額以内）

有

相模原市避難
所運営協議会
活動事業費補
助金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

災害対策の
推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

１．協議会の活動により、同じ避難
所を運営する自治会同士の連携体
制の強化が図られた
２．協議会の活動により、避難所に
おけるルールづくりが確定され、災
害時における円滑な避難所運営が
期待できる。
３．その他

1851
相模原市自主防災組織
活動事業費補助金

自主防災隊

１．訓練等に係わる材料費、炊き出し材料費、消火器詰替え
費等
２．啓発事業等に係わる講師謝礼、印刷経費、消耗品等
３．防災マップ、防災だより等作成配布経費
４．防災資機材購入費、訓練・啓発事業に必要な備品購入
費等
５．複数の単位自主防災組織が合同して訓練等を行う場合
の負担金
６．会議等通信費・事務用消耗品
７．その他（給食給水、ポリ袋等）

令和５年４月１日～令和６年２月２９日 4,660

１．防災訓練の実施
（情報収集・伝達、初期消火、救出・救護、給食・給水、震度体験、煙体
験、避難所指導、避難所設営、災害時要援護者支援、その他）
２．防災資機材の購入等
３．防災研修会の実施
４．その他

１．防災訓練の実施により、災害時の防災活動
を身体で覚えることができた。
２．防災資機材の整備により、地域の防災体制
が充実した。
３．防災研修会等の実施により、災害の基礎知
識等を知り、発災時に落ち着いて行動できる自
信がついた。

中央区役所
地域振興課

１．補助金の趣旨・目的
自主防災組織の育成と防災体制の充実を図るため、自主防災組織が防災
活動を行うために必要とするものに対し補助を行うもの

２．相模原市自主防災組織活動事業費補助事業

３．補助対象事業、補助率
・訓練等に係る材料費、炊き出し材料費、消火器詰替え費等
・啓発事業等に係わる講師謝礼、印刷経費、消耗品等
・防災マップ、防災だより等作成配付経費
・防災資機材購入費、訓練・啓発事業に必要な備品購入経費等
・複数の単位自主防災組織が合同して訓練等を行う場合の負担金
・会議等通信費・事務用消耗品
補助対象事業に要した経費の１/２
(補助金限度額内）

有

相模原市自主
防災組織活動
事業費補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

災害対策の
推進

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

１．防災訓練の実施により、地域の
防災力が向上した
２．計画的な資機材整備により、地
域の防災体制が充実した。
３．防災研修会の実施により、防災
に関する意識の醸成及び知識、技
術の向上が図られた
４．会議等の実施により、防災事業
が計画的に行われた。
５．合同訓練の実施により、近隣の
地域との連携体制の強化が図られ
た。

1852
相模原市観光事業等補
助金

大野北銀河まつり実行
委員会

【補助事業等の概要】
　地域の絆がより一層深まるイベントとなるように、地域住
民のふれあいや交流の機会を創り出すことを通じて、子ど
もからお年寄りまでが地域の一員であることを認識しても
らいながら、ふるさとづくり、人づくりに寄与することを趣旨
として開催する事業
【補助金等の使途】
　上記に記載の事業の運営に充当

令和５年度 1,000

１名称　第３５回大野北銀河まつり
２主催　大野北銀河まつり実行委員会
３日時　令和５年８月５日（土）から６日（日）
４会場　鹿沼公園

地区のシンボルパークとも言える鹿沼公園でダ
ンスや歌などのステージイベントの披露ととも
に、多くの模擬店などが出店され、大勢の方に
ご来場いただき、大変な盛り上がりをみせた。
地域住民や関係団体で構成した実行委員会に
よるイベントの企画や準備の過程を通じて、委
員一人一人が同じ目標に向かって一丸となり
開催することができた。

中央区役所
地域振興課

１.相模原市の観光振興に寄与する事業である大野北銀河まつりに対して
補助するもの

２.大野北銀河祭り

３．イベント事業費補助
補助率２分の１以下

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

イベント事業
の更なる磨
き上げ

令和５年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、地域住民および自治
会、各種団体、商業者等が、つなが
りを深め、地域の愛着の醸成に寄
与するものであり、コロナ禍で落ち
込んだ地域を盛り上げることに寄
与するものであることから、公益
性・社会貢献性が高い。

1853
相模原市観光事業等補
助金

さがみのまつりペイン
ティングパフォーマンス
グランプリ実行委員会

【補助事業等の概要】
　地域住民および自治会、各種団体、商業者等がお互いに
連携を取り合いながら地域のコミュニティの核として、現在
そして将来の魅力ある街を考え郷土「さがみはら」への関心
を深め、併せて当地域の活性化が図れることを目的とする
事業
【補助金等の使途】
　上記に記載の事業の運営に充当

令和５年度 1,000

１名称　 さがみのまつり第８回ペインティングパフォーマンスグランプリ
2024
２主催　さがみのまつりペインティングパフォーマンスグランプリ実行委
員会
３日時　令和６年３月２４日（日）
４会場　相模原市中央区中央１－２（市道中央１５号）

　書道パフォーマンスやコスプレパフォーマンス
など、イベントを通じて誘客を図ると共に、地域
住民や関係団体で構成した実行委員会による
イベントの企画や準備の過程を通じて、人と人
との繋がりを強め、「まち」を形成する中央区の
キャッチフレーズを体現する一助となった。

中央区役所
地域振興課

１．相模原市の観光振興に寄与する事業である「さがみのまつり第８回ペイ
ンティングパフォーマンスグランプリ2024」に対して補助するもの

２．さがみのまつり第８回ペインティングパフォーマンスグランプリ2024

３．イベント事業費補助
補助率２分の１以下

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

イベント事業
の更なる磨
き上げ

令和５年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、地域住民および自治
会、各種団体、商業者等がつながり
を深め、地域の愛着の醸成に寄与
するものであり、コロナ禍で落ち込
んだ地域を盛り上げることに寄与す
るものであるから、公益性、社会貢
献性が高い。

1854
商店街環境整備事業補
助金
（施設整備事業）

渕野辺商栄会

【補助事業等の概要】
　防犯カメラ（４台）を設置するもの。
【補助金等の使途】
　上記記載の事業の設置費に充当

令和６年３月 386 申請どおり適切に施工された。
商店街の防犯、事故防止に寄与することができ
た。

中央区役所
地域振興課

１．商店街の防犯、事故防止を図る環境整備事業に対して助成するもの。
２．施設整備事業
３．補助率３０％以内　限度額１，０００万円

有

相模原市商店
街環境整備事
業補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
産業振興ビ
ジョン2025

地域の暮ら
しやにぎわ
いを支える
商店街の振
興

単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街の防犯につながり、市
民の安全安心に寄与するものであ
り、公益性・社会貢献性が高い。

1855

商店街環境整備事業補
助金
（自動車駐車場利用券
共同購入事業）

にこにこ星ふちのべ商店
会　他
計２件

【補助事業等の概要】
　商店街への来街者に利便を供する目的で商店街が民営
駐車場の利用券を共同購入する事業
【補助金等の使途】
　上記記載の事業の費用の一部に充当

令和５年４月～令和６年３月 824 概ね申請通りに実施できた。
身近な買物場所としての利便性を提供すること
ができた。

中央区役所
地域振興課

１．商店街への来街者の利便性を図る環境整備事業に対して助成するも
の。
２．商店街振興支援事業
３．補助率３０％以内

有

相模原市商店
街環境整備事
業補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
産業振興ビ
ジョン2025

地域の暮ら
しやにぎわ
いを支える
商店街の振
興

令和５年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、お客様の利便性向上に
寄与しており、公益性・社会貢献性
が高い。

1856

商店街環境整備事業補
助金
（街路灯維持管理事業
(【街路灯修繕】）

南橋本商栄会　他
　計３件

【補助事業等の概要】
　商店街路灯を修繕するもの。
【補助金等の使途】
　上記記載の修繕事業の修理費に充当

令和５年度 1,091 申請通りに適切に施工された。
商店街の防犯、事故防止に寄与することができ
た。

中央区役所
地域振興課

１　商店街の防犯、事故防止を図る環境整備事業に対して助成するもの。
２　街路灯維持管理事業（街路灯修繕）
３　補助率３０％以内

有

相模原市商店
街環境整備事
業補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
産業振興ビ
ジョン2025

地域の暮ら
しやにぎわ
いを支える
商店街の振
興

令和５年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街の明かりの確保につ
ながり、市民の安全安心に寄与す
るものであり、公益性・社会貢献性
が高い。

1857

商店街環境整備事業補
助金
（商店街街路灯電気料
補助金）

矢部商工みどり会　他
計１６件

【補助事業等の概要】
　商店街が所有する街路灯により、商店街への来街者や地
域住民の利便性向上、及び安全安心の確保を図る。
【補助金等の使途】
　上記記載の事業費に充当

令和５年１月～１２月 6,602 申請どおりに適切に街路灯を維持管理することができた。
申請どおりに商店街への来街者や地域住民の
利便性向上、防犯、事故防止に寄与することが
できた。

中央区役所
地域振興課

１．商店街への来街者や地域住民の利便性向上に寄与する環境整備事業に
対して助成するもの。
２．街路灯維持管理事業（街路灯電気料）
３．補助率
　　水銀灯　　　７０％以内
　　高効率電球　９０％以内

有

相模原市商店
街環境整備事
業補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
産業振興ビ
ジョン2025

地域の暮ら
しやにぎわ
いを支える
商店街の振
興

単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街の明かりの確保につ
ながり、市民の安全安心に寄与す
るものであり、公益性・社会貢献性
が高い。

1858
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金
（ステップアップ事業）

さがみ夢大通り商店会

【補助事業等の概要】
「あるいて！みつけて！街がいさがし－まいごのガミーズを
救え！」の実施
多摩美術大学の学生と、さがみ夢大通り商店会、相模原東
商店会の連携によって地域を盛り上げるプロジェクトを行
う。相模原駅前の近隣にお住まいの方々や通勤・通学など
で通行される方々の商店街の認知度を上げ、加盟店舗との
コミュニケーション（つながり）を推進する。

【補助金等の使途】
　上記記載の事業の費用の一部に充当

令和６年１月 56

夢大通り商店会コース、東商店会コースの２コースを一巡りしながら、
参加者に配布された問題用紙にある間違いを実際の協力店舗と見比
べて探す街歩きイベントを行った。参加者には、オリジナルグッズや
ショップカードを配布した。

普段は素通りしている来街者に、店舗を知り、
店舗に行くきっかけづくりになったと考える。こ
の事業のテーマである「つながり」をつくること
が出来た。

中央区役所
地域振興課

１．商店街団体が計画的に行う商店街活性化につながるソフト事業（イベント
事業）に対して助成するもの。
２．商店街振興支援事業（ステップアップ事業に係る経費）
３．補助率３０％以内
　　限度額１００万円

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金（商店街ス
テップアップ事
業補助金）交付
要綱

無 有
さがみはら
産業振興ビ
ジョン2025

地域の暮ら
しやにぎわ
いを支える
商店街の振
興

単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性・社会貢献性が
高い。

1859
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金
（ステップアップ事業）

相模原中央商店街協同
組合

【補助事業等の概要】
　「第１回商店街ソング×コスプレ祭パフォーマンス2023」
の開催
相模原中央商店街協同組合で制作をしてきた商店街ソン
グ4曲の発表や、コスプレ祭パフォーマンスなどのステージ
イベントを開催するとともに、ケータリングカーやフリママル
シェなどのブースを導入し、商店街ソングのPRや商店街・リ
バティ通りの活性化につなげる。
【補助金等の使途】
　上記記載の事業の費用の一部に充当

令和５年１１月～令和５年１２月 300

イベントにおいては、想定以上の来場者に来ていただくことができまし
た。来場者は1,500名以上、コスプレイヤーは40名参加していただきま
した。予定どおり、商店街の活性化及びリバティ通りの活性化につなが
りました。

商店街の知名度アップ及びにぎわいの貢献度
アップ。

中央区役所
地域振興課

１.商店街団体が計画的に行う商店街活性化につながるソフト事業（イベント
事業）に対して助成するもの。

２．商店街振興支援事業

３．補助率
　　３０％以内　限度額１００万円

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金（商店街ス
テップアップ事
業補助金）交付
要綱

無 有
さがみはら
産業振興ビ
ジョン2025

地域の暮ら
しやにぎわ
いを支える
商店街の振
興

単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性・社会貢献性が
高い。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1860

商店街にぎわいづくり支
援事業補助金
（商店街イベント事業補
助金）

相模原東商店会

【補助事業等の概要】
「ウインターイルミネーション」
　地域の方を対象に、地域住民に商店会の魅力を知っても
らうため、商店街の賑わいづくり、集客アップ、及び地域の
親睦交流、賑わいづくりを図る。
【補助金等の使途】
　上記記載の事業の運営費に充当

令和５年１２月～令和６年２月 120 申請どおりに、イベントを開催することができた。
商店会や地域の親睦交流と街のにぎわいづくり
ができた。

中央区役所
地域振興課

１　商店街への来街者増や地域の活性化、賑わいづくりに寄与することを目
的とする。
２　商店街振興支援事業
３　補助率
　　定額（６０千円）

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金（商店街イベ
ント事業補助
金）交付要綱

無 有
さがみはら
産業振興ビ
ジョン2025

地域の暮ら
しやにぎわ
いを支える
商店街の振
興

令和５年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性・社会貢献性が
高い。

1861

商店街にぎわいづくり支
援事業補助金
（商店街イベント事業補
助金）

相模原西商店街協同組
合

【補助事業等の概要】
「ウインターイルミネーション」
　地域の方を対象に、地域住民に商店会の魅力を知っても
らうため、商店街の賑わいづくり、集客アップ、及び地域の
親睦交流、賑わいづくりを図る。
【補助金等の使途】
　上記記載の事業の運営費に充当

令和５年１２月～令和６年１月 60 申請どおりに、イベントを開催することができた。
商店会や地域の親睦交流と街のにぎわいづくり
ができた。

中央区役所
地域振興課

１　商店街への来街者増や地域の活性化、賑わいづくりに寄与することを目
的とする。
２　商店街振興支援事業
３　補助率
　　定額（６０千円）

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金（商店街イベ
ント事業補助
金）交付要綱

無 有
さがみはら
産業振興ビ
ジョン2025

地域の暮ら
しやにぎわ
いを支える
商店街の振
興

令和５年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性・社会貢献性が
高い。

1862

商店街にぎわいづくり支
援事業補助金
（商店街イベント事業補
助金）

さがみ夢大通り商店会

【補助事業等の概要】
〈ウィンターイルミネーション〉
冬場の夕方から夜にかけ人通りがさびしくなる時間帯に、イ
ルミネーションを点灯することで、商店会へ人を呼び込み集
客の増加と街の賑わいづくりを図る。

【補助金等の使途】
　上記記載の事業の運営費に充当

令和５年１２月～令和６年２月 120 申請どおりに、イベントを開催することができた。
冬の風物詩として、街のにぎわいづくりができ
た。

中央区役所
地域振興課

１　商店街への来街者増や地域の活性化、賑わいづくりに寄与することを目
的とする。
２　商店街振興支援事業
３　補助率
　　定額（１２０千円）

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金（商店街イベ
ント事業補助
金）交付要綱

無 有
さがみはら
産業振興ビ
ジョン2025

地域の暮ら
しやにぎわ
いを支える
商店街の振
興

令和５年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性・社会貢献性が
高い。

1863

商店街にぎわいづくり支
援事業補助金
（商店街イベント事業補
助金）

にこにこ星ふちのべ商店
会

【補補助事業等の概要】
「にこにこバザール」「ふちのべイルミネーション」
　地域住民に商店会の魅力を知ってもらうため、家族ぐる
みで楽しんでもらうための事業を実施し、商店街の賑わい
づくり、集客アップ、及び地域の親睦交流、連帯感の醸成を
図る。

【補助金等の使途】
　上記記載の事業の運営費に充当

令和５年６月～令和６年２月 60 申請どおりに、イベントを開催することができた。
商店会や地域の親睦交流と街のにぎわいづくり
ができた。

中央区役所
地域振興課

１　商店街への来街者増や地域の活性化、賑わいづくりに寄与することを目
的とする。
２　商店街振興支援事業
３　補助率
　　定額（６０千円）

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金（商店街イベ
ント事業補助
金）交付要綱

無 有
さがみはら
産業振興ビ
ジョン2025

地域の暮ら
しやにぎわ
いを支える
商店街の振
興

令和５年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性・社会貢献性が
高い。

1864

商店街にぎわいづくり支
援事業補助金
（商店街イベント事業補
助金）

上溝商店街振興組合

【補助事業等の概要】
「溝のだるま市」「溝の朝市」「溝の骨董市」「溝の酉の市」
「上溝夏祭り」
「溝のだるま市」「溝の酉の市」などの伝統事業や、「溝の朝
市」「溝の骨董市」などの定期的なイベントを実施すること
で、商店街の活性化に取り組み、集客の増加と街の賑わい
づくりを図る。

【補助金等の使途】
　上記記載の事業の運営費に充当

令和５年４月～令和６年３月 200
天候によりイベントの一部で中止があったが、ほとんどが予定通りにイ
ベントを開催することができた。

商店街や地域の親睦交流と、街の賑わいづくり
ができた。

中央区役所
地域振興課

１　商店街への来街者増や地域の活性化、賑わいづくりに寄与することを目
的とする。
２　商店街振興支援事業
３　補助率
　　定額（２００千円）

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金（商店街イベ
ント事業補助
金）交付要綱

無 有
さがみはら
産業振興ビ
ジョン2025

地域の暮ら
しやにぎわ
いを支える
商店街の振
興

単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性・社会貢献性が
高い。

1865

商店街にぎわいづくり支
援事業補助金
（商店街イベント事業補
助金）

鹿沼公園さくらまつり実
行委員会

【補助事業等の概要】
「鹿沼公園さくらまつり」
　地域の方を対象に、地域資源の魅力を知ってもらうため、
商店街の賑わいづくり、集客アップ、及び地域の親睦交流、
賑わいづくりを図る。

【補助金等の使途】
　上記記載の事業の運営費に充当

令和６年３月 60 申請どおりに、イベントを開催することができた。
地域の親睦交流と街のにぎわいづくりができ
た。

中央区役所
地域振興課

１　商店街への来街者増や地域の活性化、賑わいづくりに寄与することを目
的とする。
２　商店街振興支援事業
３　補助率
　　定額（６０千円）

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金（商店街イベ
ント事業補助
金）交付要綱

無 有
さがみはら
産業振興ビ
ジョン2025

地域の暮ら
しやにぎわ
いを支える
商店街の振
興

令和５年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性・社会貢献性が
高い。

1866
地域市民まつり等助成
金

小山地区ふるさとまつり
実行委員会

心のかよいあう明るい小山地区のまちづくりの一環として、
地域の人々がお互い親睦を深め明るい心のふれあいを深
める機会を設けるとともに、小山地区の伝統文化や芸能の
継承、スポーツの普及新興を図ることを目的とした地域市
民まつり事業。

令和５年９月 250

１　爽涼会
　　令和５年９月９日（土）　午後２時から午後６時　向陽小学校校庭
　　アトラクション、盆踊り、模擬店・キッチンカー、高齢者休憩所
　　子ども対象ビンゴ大会
　　参加者数　延べ約１，０００人
２　地区運動会
　　令和５年９月２４日（日）　午前８時５０分から午後２時３０分　向陽小
校庭
　　地区運動会、模擬店、鼓笛隊パレード、小山音頭
　　参加者数　延べ約５００人

地区内の各団体が連携・協力して、創意工夫を
凝らした地域市民まつりを実施することにより、
子どもから高齢者まで幅広い年代の住民の参
画を得ることができ、地域の活性化を図ること
につながった。

中央区役所
中央６地区まちづくりセン
ター

目的：心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域（原則として公民館
区域）における市民まつりの開催を推進することを目的とする。
対象事業：ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
補助額：25万（1団体が1公民館区域にて実施する事業）

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42 多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

コロナ禍で希薄化してしまった地域
の繋がりや活性化を取り戻すべく、
小山地区ふるさとまつり実行委員
会を中心に、地区内の各団体が協
力・連携しながら、前例にとらわれ
ない新しい形のふるさとまつりを企
画・運営したことは大いに評価でき
る。

1867
地域市民まつり等助成
金

清新地区自治会連合会
地区内住民の地域意識の高揚と、住民相互の親睦を図り、
心のかよいあう明るいまちづくりを目指すことにより地域の
発展に寄与することを目的とした地域市民まつり事業。

令和５年８月 250
令和５年８月２６日（土）午後１時から午後８時　清新小学校校庭
屋外ステージ、模擬店、抽選会
参加者　約７，５００人　来場者　約７，０００名

清新地区自治会連合会を中心に社会福祉協議
会、民生委員児童委員協議会、公民館が連携
協力し、従来のふるさとまつりを発展させた新
たな地域活性イベントを実施することにより、心
のかよいあう明るいまちづくりの推進に寄与す
ることができた。

中央区役所
中央６地区まちづくりセン
ター

目的：心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域（原則として公民館
区域）における市民まつりの開催を推進することを目的とする。
対象事業：ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
補助額：25万（1団体が1公民館区域にて実施する事業）

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42 多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域を盛り上げるべく、開催形態に
ついて清新地区自治会連合会を主
体にするなど、新たな形でふるさと
まつりを展開したことは大いに評価
できる。また、結果として、多くの団
体が参加し、約７，０００人が来場し
たことで、地域の活性化にも貢献で
きたものと評価する。

1868
地域市民まつり等助成
金

横山地区ふるさとまつり
実行委員会

【事業内容】
・地域幼稚園児による盆踊り、地域住民等による盆踊り大
会・抽選会・地域団体・各自治会による模擬店等
【補助金の使途】
・PR用ポスター作成・抽選会賞品等

令和５年８月 250
令和５年８月１９日（土）午後４時３０分から午後８時　横山小学校校庭
式典、盆踊り、自治会・地域団体による模擬店、抽選会
参加者　約３，０００人

幼稚園児による盆踊りの披露もあり、三世代で
の来場も多かった。模擬店出店に横山小学校
の児童及びPTAも参加するなど、自治会員だ
けでなく地域全体としてお祭りを盛り上げた。

中央区役所
中央６地区まちづくりセン
ター

目的：心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域（原則として公民館
区域）における市民まつりの開催を推進することを目的とする。
対象事業：ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
補助額：25万（1団体が1公民館区域にて実施する事業）

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42 多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

コロナ禍により地域のつながりの希
薄化が深刻になっている中、地域
を盛り上げるべく実行委員会が主
体となって４年ぶりにふるさとまつ
りを開催したことは大いに評価でき
る。また、地域団体以外に横山小学
校の児童の出店もあり、地域のコ
ミュニティの醸成にも貢献できたも
のと評価する。

1869
地域市民まつり等助成
金

中央地区ふるさとまつり
実行委員会

地域住民相互が協力してふるさとまつりを行うことにより、
自分たちの住む地域のまちづくり意識の醸成を図ることを
目的とした地域市民まつり事業。

令和５年８月 250
令和５年８月１９日（土）午後３時から午後８時　富士見小学校校庭
ステージ発表、模擬店、体験コーナー

地区内の団体が多数出演したステージイベント
も盛り上がりを見せ、住民相互の親睦の目的を
果たすことができた。久々の開催ということもあ
り、多くの住民が訪れ楽しんでいる様子をうか
がうことができ、ふるさと意識の高揚や地域活
性化のひとつとして貢献できた。

中央区役所
中央６地区まちづくりセン
ター

目的：心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域（原則として公民館
区域）における市民まつりの開催を推進することを目的とする。
対象事業：ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
補助額：25万（1団体が1公民館区域にて実施する事業）

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42 多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

久々の開催であったが、地域住民
の現状の課題を把握したうえで、こ
れまでとは違った形でふるさとまつ
りを実施できたことは評価できる。
また、多くの地域住民が参加・来場
し、地域の活性化にも寄与したと評
価する。

1870
地域市民まつり等助成
金

星が丘地区ふるさとまつ
り・ふれあいフェスティバ
ル実行委員会

星が丘地域の活性化や、子どもたちのふるさとづくりに寄与
することを目的とした地域市民まつり事業。

令和５年１０月 250
令和５年１０月２２日（日）午前１０時から午後３時　星が丘小学校校庭
ステージ発表、模擬店、健康まつり、抽選会
来場者数　約５，０００人

今年度から大抽選会の代わりに、小学生以下
を対象とした会場内で使える金券の抽選会を
行った。事前に星が丘小学校へチラシを配布
し、周知をしていたので、当日は大きな混乱も
起きず開催することができた。ステージ出演団
体が例年よりも多く出演していただき、また、当
日は天気にも恵まれ、模擬店にも多くの列がで
きるなど、会場も大いに賑わい地域の活性化に
も繋がった。

中央区役所
中央６地区まちづくりセン
ター

目的：心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域（原則として公民館
区域）における市民まつりの開催を推進することを目的とする。
対象事業：ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
補助額：25万（1団体が1公民館区域にて実施する事業）

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42 多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各種団体や自治会が協力し、運営
することで連携意識を高めることに
繋がった。地域商店の協力や世代
間交流も図られ、地域の活性化に
繋がったと評価できる。また、体験
コーナーの設置により、来場者とよ
り気軽にコミュニケーションが取れ
る関係になり、フェスティバルの発
展性も感じられた。

1871
地域市民まつり等助成
金

光が丘地区ふるさとまつ
り実行委員会

心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域（原則と
して公民館区域）における市民まつりの開催を推進すること
を目的とした地域市民まつり事業。

令和５年８月 400

令和５年８月１９日（土）午後２時４５分から午後７時３０分　光が丘小学
校校庭
開会式、キッズコーナー、模擬店、抽選会、太鼓、盆踊り、花火大会
来場者数　約２，０００人

地区自治会連合会、地区社会福祉協議会、民
生委員児童委員協議会、光が丘公民館・陽光
台公民館と地域が一体となり事業を実施し、住
民相互の親睦と交流が図られる重要な事業と
なった。

中央区役所
中央６地区まちづくりセン
ター

目的：心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域（原則として公民館
区域）における市民まつりの開催を推進することを目的とする。
対象事業：ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
補助額：40万（1団体が2公民館区域にて実施する事業）

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42 多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

ふるさとまつりを実施したことで多
くの人の交流が生まれ、郷土愛の
醸成と明るいまちづくりに繋げられ
たと評価できる。また、地域内の団
体を中心に地域住民が結束して取
り組んだことで、地域の絆はより強
くなったものと考えられ、当該助成
金の目的は十分に果たせたと考え
られる。

1872
地域市民まつり等助成
金

もみの木コンサート実行
委員会

地区内の小中学校、高校の６校の児童生徒及びシニア等の
地域代表団体の発表を通し、地域の連携所属意識を高め
ることを目的とした音楽会事業。

令和５年１２月 250
令和５年１２月１６日（土）午前９時から正午　富士見小学校体育館
地域の小中高生、シニア、音楽団体による演奏発表鑑賞
来場者数　約１，２００人

中央地区の３小学校の４年生、２中学校、相模
原弥栄高校（合唱部・吹奏楽部）、シニア、地域
の音楽団体等が互いに合唱や合奏を発表・鑑
賞しあい、各年代の発達段階を感じたり・讃え
合うことができた。関係者１，２００人余りが参加
し、最後の相模原弥栄高校吹奏楽演奏による
全体合唱では会場の全員が感動・連帯を体感
できる盛り上がりとなった。地区の特色を生か
し、学校・諸団体の連帯と底力を共有・確認で
きる、地域に誇れる行事とすることができた。

中央区役所
中央６地区まちづくりセン
ター

目的：心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域（原則として公民館
区域）における市民まつりの開催を推進することを目的とする。
対象事業：ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
補助額：25万（1団体が1公民館区域にて実施する事業）

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42 多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

コロナ禍により久々の開催であった
にも関わらず、子どもたちやその保
護者、各団体等が連携し、地域一
体となって音楽会を開催したことは
大いに評価できる。また、子どもか
ら高齢者まで幅広く参加者がいた
ことで、会場に入りきらないほどの
来場者で賑わっており、地域の活
性化やコミュニティの醸成にも寄与
したと評価する。

1873
相模原市自治会等集会
所建設補助金

半在家自治会

【概要】
事業名：半在家自治会集会所建設等助成事業
半在家自治会館の修繕等を行うもの
【補助金の使途】
自治会館の修繕

令和５年１０月 1,631

自治会館において以下の修繕等を実施した。
・集会室及び台所の天井工事　・集会室の照明交換　・１階、２階の屋根
補修工事　・軒天工事　・外部鉄骨階段改修・塗装工事　・裏面コンク
リート工事

自治会館の修繕等を実施することで、地域コ
ミュニティの拠点である建物の機能維持が図ら
れた。

中央区役所
中央６地区まちづくりセン
ター

・地域住民の福祉の向上に寄与するため、住民の組織する自治会及びこれ
に類するものが行う自治会等集会所の用地取得、建設等に対して、その費
用の一部を予算の範囲内において補助する。
・補助金対象事業内訳　修繕
・補助率１/２（修繕）

有

相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42 多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

自治会館は、地域住民同士が相互
交流を図ったり、地域活動を行う上
で拠点となる施設であり、その役割
は重要である。半在家自治会館に
おいては、建物の経年劣化が目
立っていたが、当該事業を実施し
たことにより安全に自治会館が利
用できるようになった。また、次回の
修繕についても検討しており、計画
的に自治会館の機能強化を図ろう
としている姿勢も感じられる。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1874
相模原市自治会等集会
所建設補助金

自治会法人番田諏訪面
自治会

【概要】
事業名：自治会法人番田諏訪面自治会集会所建設等助成
事業
自治会法人番田諏訪面自治会館の修繕等を行うもの。
【補助金の使途】
自治会館の修繕

令和５年７月 847
自治会館集会室のエアコンの修繕及び集会室等の蛍光灯のＬＥＤ化を
実施した。

自治会館のエアコンの修繕及び蛍光灯のＬＥＤ
化を実施することで、地域コミュニティの拠点で
ある建物の機能維持が図られた。

中央区役所
中央６地区まちづくりセン
ター

・地域住民の福祉の向上に寄与するため、住民の組織する自治会及びこれ
に類するものが行う自治会等集会所の用地取得、建設等に対して、その費
用の一部を予算の範囲内において補助する。
・補助金対象事業内訳　修繕
・補助率１/２（修繕）

有

相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42 多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

自治会館は、地域住民同士が相互
交流を図ったり、地域活動を行う上
で拠点となる施設であり、その役割
は重要である。今回、当該事業を実
施した番田諏訪面自治会館は２７
年近く蛍光灯の交換をしていな
かった他、今回修繕をしたエアコン
は故障し始めており、自治会館の
利用環境が良くないとの声があ
がっていた。今回、事業を実施した
ことで、自治会館の機能維持が図
られ、結果として地域コミュニティ
拠点の維持に繋がると考える。

1875
相模原市自治会等集会
所建設補助金

自治会法人由野台睦自
治会

【概要】
事業名：自治会法人由野台睦自治会集会所建設等助成事
業
自治会法人由野台睦自治会館の修繕等を行うもの。
【補助金の使途】
自治会館の修繕

令和５年７月～８月 759
自治会館の外壁塗装及び屋上・エントランスシートの防水工事を実施し
た。

自治会館の経年劣化に伴う壁塗装及び屋上・
エントランスシートを実施することで、地域コ
ミュニティの拠点である建物の機能維持が図ら
れた。

中央区役所
中央６地区まちづくりセン
ター

・地域住民の福祉の向上に寄与するため、住民の組織する自治会及びこれ
に類するものが行う自治会等集会所の用地取得、建設等に対して、その費
用の一部を予算の範囲内において補助する。
・補助金対象事業内訳　修繕
・補助率１/２（修繕）

有

相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42 多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

自治会館は、地域住民同士が相互
交流を図ったり、地域活動を行う上
で拠点となる施設であり、その役割
は重要である。今回、当該事業を実
施した由野台睦自治会館は自治会
館の建設から２０年以上経過し、雨
漏りもしている状態であり自治会
員もその対応に苦慮していた。今
回、当該自治会の屋根及び外壁の
塗装工事を実施したことで、建物の
機能維持が図られ、結果として地
域コミュニティ拠点の維持に繋がる
と考える。

1876
相模原市自治会等集会
所建設補助金

自治会法人南橋本自治
会

【概要】
事業名：自治会法人南橋本自治会集会所建設等助成事業
自治会法人南橋本自治会館の太陽光発電システムの設置
及び蓄電システムの設置にかかる補助を行うもの。
【補助金の使途】
自治会館への太陽光発電システムの設置及び蓄電システ
ムの設置

令和５年６月～８月 1,578 自治会館へ太陽光発電システム及ひ蓄電システムを設置した。
当該事業の実施により、地域温暖化対策に寄
与した他、停電発生時における電力を確保する
事ができた。

中央区役所
中央６地区まちづくりセン
ター

・地域住民の福祉の向上に寄与するため、住民の組織する自治会及びこれ
に類するものが行う自治会等集会所の用地取得、建設等に対して、その費
用の一部を予算の範囲内において補助する。
・補助金対象事業内訳　太陽光発電及び蓄電システムの設置
・補助率１/２（太陽光発電システム及び蓄電システムの設置）

有

相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42 多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

自治会館は、地域住民同士が相互
交流を図ったり、地域活動を行う上
で拠点となる施設であり、その役割
は重要である。太陽光発電システ
ムの設置は、温暖化対策に寄与す
る他、災害時の蓄電システムとして
も大きな効果があると考えれる。自
治会への太陽光発電システム等の
設置は、中央区では初の取組であ
るため、当該自治会が先駆事例に
なれば良いと思う。

1877
相模原市自治会等集会
所建設補助金

自治会法人下九沢中の
原自治会

【概要】
事業名：自治会法人下九沢中の原自治会集会所建設等助
成事業
自治会法人下九沢中の原自治会館の修繕等を行うもの。
【補助金の使途】
自治会館の修繕

令和５年５月～６月 300 自治会館の外壁及び屋根の塗装工事を実施した。
自治会館の経年劣化に伴う外壁及び屋根の塗
装工事を実施することで、地域コミュニティの拠
点である建物の機能維持が図られた。

中央区役所
中央６地区まちづくりセン
ター

・地域住民の福祉の向上に寄与するため、住民の組織する自治会及びこれ
に類するものが行う自治会等集会所の用地取得、建設等に対して、その費
用の一部を予算の範囲内において補助する。
・補助金対象事業内訳　修繕
・補助率１/２（修繕）

有

相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42 多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

自治会館は、地域住民同士が相互
交流を図ったり、地域活動を行う上
で拠点となる施設であり、その役割
は重要である。今回、当該事業を実
施した下九沢中の原自治会館は自
治会館の取得から１０年程経過して
おり、経年劣化が課題であった。今
回、当該自治会の屋根及び外壁の
塗装工事を実施したことで、建物の
機能維持が図られ、結果として地
域コミュニティ拠点の維持に繋がる
と考える。

1878
地域市民まつり等助成
金

大野北ふるさとまつり実
行委員会

【概要】
ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
【補助金】
出店ブースのテント代やステージ出演料等

令和5年8月 250

令和５年８月５日（土）午後１時～午後５時
令和５年８月６日（日）午前１０時～午後５時
鹿沼公園にて、ステージ披露及びブース出店
来場者数：両日合計約15万人（銀河まつり含む）

ステージ披露では、地域の小学生からお年寄り
まで幅広い年代の方の演芸の披露で大いに会
場を盛り上げ、また、ブース出店には家族連れ
や子どもを中心に多くの人が集まり、自然と客
同士でのコミュニケーションも生まれ、地域の
連帯感向上に寄与できた。

中央区役所
大野北まちづくりセンター

目的：心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域における市民まつ
りの開催を推進することを目的とする。
対象事業：ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
補助額：25万（1団体が1公民館区域にて実施する事業）

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42 多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

今年度から更なる住民相互の親睦
や郷土愛の醸成を図りながら老若
男女が力を合わせて次世代へ繋が
るまつりとなることを目的に従前の
「大野北市民まつり」を「大野北ふる
さとまつり」として新たな体制で地
域の一大イベントのまつりである
「大野北銀河まつり」と同時開催し
大変な盛り上がりを見せた。
企画面・運営面において協力体制
をとりながら準備を行い、地域事業
に対して関心が高まったものと考え
る。多数の来場者に来ていただき
地域の活性化にも貢献できたもの
と評価する。

1879

地域市民まつり等助成
金
（第40回田名ふるさとま
つり）

田名ふるさとまつり実行
委員会

ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業 令和5年8月 250

第40回田名ふるさとまつり
日時：令和5年8月5日（土）午後3時～午後8時30分
会場：相模原市立田名中学校校庭及び田名中学校体育館
内容：地域住民によるお囃子、ダンス、盆踊り、模擬店など

約3ヶ月前から実行委員や多くの地域団体のも
と準備を進め、このことにより、地域団体間の交
流が図られ、地域事業に対する関心が深まっ
た。

中央区役所
田名まちづくりセンター

目的：心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域（原則として公民館
区域）における市民まつりの開催を推進することを目的とする。
対象事業：ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
補助額：25万（1団体が1公民館区域にて実施する事業）

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42　多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

4年ぶりの開催による運営ノウハウ
の一部欠如、暑さ対策と課題が多
かったものの、各自治会や関連団
体が模擬店等を出店し、自治会役
員等が会場付近の交通整理等を行
うなど、地区自治会連合会を中心
に地域が一体となって実施されて
おり、地域で大切にされている伝統
あるまつりであることを評価した。

1880

地域市民まつり等助成
金
（令和５年度上レク・ふる
さとまつり）

上レク・ふるさとまつり実
行委員会

上溝レク・ふるさとまつりをとおして、上溝地区に居住する
かた及び各自治会会員の親睦と交流を図り、参加するス
ポーツ団体や演奏演舞団体との交流を通して、健康で明る
い市民生活を推進する。補助金等の使途は、演奏楽器の運
搬費や、消耗品等。

令和5年10月 250
午前に自治会対抗及び個人参加のスポーツ競技やゲームを実施し、午
後よりふるさとまつりの部として、吹奏楽と和太鼓の演奏を行った。一日
をとおして、自治会による模擬店を出店した。参加者は約６５０名。

本年は６年ぶりの開催であったが、盛況の中、
地区に居住するかたたち及び各自治会員の親
睦と交流を深める機会となった。
自治会関係者、公民館関係団体、スポーツ団
体、協力団体、演奏団体が連携して行う事業で
あり、事業運営をとおして、地域の仲間づくりの
推進及び健康づくりの一助となることができた。

中央区役所
上溝まちづくりセンター

目的：心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域（原則として公民館
区域）における市民まつりの開催を推進することを目的とする。
対象事業：ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
補助額：25万（1団体が1公民館区域にて実施する事業）

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン・相
模原市総合
計画

施策42　多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

新型コロナウイルス感染拡大防止
の観点から、ここ数年は開催ができ
ず、久しぶりの開催となったが、多く
の地域住民と団体の参加する貴重
な親睦・交流の機会となった。

1881
避難所運営協議会活動
事業費補助金

避難所運営協議会

避難所運営訓練等に係る経費
・運営訓練用資機材
・救助・要援護者支援訓練用資機材
・情報通信訓練用資機材
・炊き出し訓練用材料費
・資料コピー代、事務用消耗品等、訓練会場利用料等
・啓発事業等に係わる講師謝礼、講演資料作成費、講演会
場利用料等

令和5年4月1日～令和6年2月29日 2,354
・防災訓練の実施（情報収集・伝達、初期消火、救出・救護、給食・給水、
震度体験、煙体験、避難所誘導、避難所設営、災害時要援護者支援）
・防災研修会の実施

・防災訓練の実施により、災害時の防災活動を
身体で覚えることができた。
・防災研修会等の実施により、災害の基礎知識
等を知り、発災時に落ち着いて行動できる自信
がついた。

南区役所
地域振興課

避難所運営協議会が防災活動の充実を図るために実施する避難所運営訓
練等に対し補助を行うもの
補助率等：補助対象事業に要した経費の１０/１０（補助金限度額１０万円以
内）

有

相模原市避難
所運営協議会
活動事業費補
助金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

災害対策の
推進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

避難所運営協議会の活動により避
難所でのルールが確立され、災害
時における円滑な避難所運営が期
待できる。
避難所運営協議会の活動により、
避難所運営協議会を構成する自治
会同士での連携体制の強化が図ら
れる。

1882
自主防災組織活動事業
費補助金

単位自主防災隊
地区連合自主防災隊

・訓練等に係わる材料費、炊き出し訓練費、消火器詰替え
費等
・啓発等事業に係わる講師謝礼、印刷経費、消耗品
・防災マップ、防災だより等作成配布経費
・防災資機材購入費、訓練・啓発事業に必要な備品購入費
等
・複数の単位自主防災組織が合同して訓練等を行う場合の
負担金
・会議等通信費・事務用消耗品

令和5年4月1日～令和6年2月29日

単位自主
防災組織

6,676
地区連合
自主防災

組織
654

・防災訓練の実施（情報収集・伝達、初期消火、救出・救護、給食・給水、
震度体験、煙体験、避難誘導、災害時要援護者支援）
・防災資機材の購入等
・防災研修会の実施

・防災啓発イベントに多数の参加者が集まり、
地域での防災知識が向上した。
・防災訓練の実施により、災害時の防災活動を
身体で覚えることができた。
・防災資機材の整備により、地域の防災体制が
充実した。
・防災研修会等の実施により、災害の基礎知識
等を知り、発災時に落ち着いて行動できる自信
がついた。

南区役所
地域振興課

自主防災組織の育成と防災体制に充実を図るため、自主防災組織が防災
活動を行うために必要とするものに対し補助を行うもの
補助率等：補助対象事業に要した経費の１/２（補助金限度額２０万円以内）

有

相模原市自主
防災組織活動
事業費補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原総合
計画～

災害対策の
推進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

防災訓練や資機材整備、防災研修
によって地域住民の防災力が向上
している。

1883

地域市民まつり等助成
金
（第43回大野南ふるさと
まつり）

大野南ふるさとまつり実
行委員会

心のかよいあう明るいまちづくりを図ることを目的として、
地域における市民まつりを開催する。
令和5年9月23日にボーノ広場・ボーノウォークで、模擬店
やステージ出し物、抽選会等を行う。
助成金は事務費や事業費等に充てられる。

令和５年９月 250

コロナ雨の影響で中止していた大野南ふるさとまつりを5年振りに開催
した。前夜、雷雨による警報が発令され開催が心配されたものの、ほぼ
予定通りに実施することが出来た。久しぶりの開催であつたのにも関わ
らず、今回も自治会協力員、大野南中学生ボランティア、スポーツ推進
員等の協力を得て、多くの地域の方にも参加いただきながら、無事に終
えることが出来た。

当日、ステージ会場では地域の小・中学校吹奏
楽部の演奏をはじめ、各種団体による発表が行
われ、日頃の成果を発表する場として、大いに
盛り上がりを見せた。さらに会場内には、実行
委員会で出店したほたて焼きブースのほか、地
域の様々な団体の模擬店やキッチンカー等が
出店し、多くの来場者で賑わった。大野南ふる
さとまつりに参加された皆様に、楽しんでいた
だけるおまつりを開催出来た。

南区役所
地域振興課

心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域（原則として公民館区域）
における市民まつり等の開催を推進することを目的とする。
ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業及びこれに類する事業を行
う場合に交付する。

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン相
模原総合計
画

施策42 多
様な主体と
連携・協働
によるまちづ
くりの推進

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域における心のかよいあう明る
いまちづくりを推進するという助成
金の目的を十分達成することがで
きた。

1884
地域市民まつり等助成
金

おださがロードフェスタ
実行委員会

「おださがロードフェスタ2023」の開催及び準備・運営 令和５年７月～令和５年10月 250
令和5年10月8日に地域のお祭りとして「おださがロードフェスタ
2023」を開催し、当日は約45,000名の来場がありました。

おださがロードフェスタを通じて”おださがの魅
力”を発信し、地区中心商業地である小田急相
模原駅前及びサウザンロード等周辺の商業の
賑わいを喚起すると共に、皆で参加し、楽しみ
ながら、人と人とのつながりを通じて子供たち
の思い出に残るお祭りとなりました。

南区役所
地域振興課

心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域における市民まつり等の
開催を推進することを目的とする。
対象経費及びその使途については、収支予算書のとおり
助成金の限度額は、２５０，０００円

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン相
模原総合計
画

施策42 多
様な主体と
連携・協働
によるまちづ
くりの推進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

非常に多くの来場者があり、地域を
代表するお祭りとして十分に評価
できる。

1885
地域市民まつり等助成
金

おださがさくら祭り実行
委員会

おださがの春を通じて地域住民が小田急相模原の魅力を
知り、好きになれるお祭を開催する。会場内では、ステージ
での発表や屋台の出店、桜の絵の展示などを行う。補助金
の使途としては、主にステージや会場設営に伴う機材やテン
ト等のレンタルに使用する。

令和6年3月30日（土） 250
令和６年３月３０日に地域活性化の為のイベント「第８回おださがさくら
祭り」を開催致しました。主にステージや会場設営に伴う機材やテント等
のレンタル費用として使用。

晴天に恵まれ、桜は満開となり当日は10,000
名以上の来場がありました。
出店者・ステージ出演者・実行委員会・来場者
すべてのひとがおださがの春を楽しめました。

南区役所
地域振興課

心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域における市民まつり等の
開催を推進することを目的とする。
対象経費及びその使途については、収支予算書のとおり
助成金の限度額は、２５０，０００円

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン相
模原総合計
画

施策42 多
様な主体と
連携・協働
によるまちづ
くりの推進

令和5年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

様々な世代が数多く来場し、多くの
イベントや屋台を楽しんでおり、心
のかよいあうまちづくりに資する事
業として評価できる。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1886
相模原市自治会等集会
所建設補助金

自治会法人　鵜野森自
治会

別紙事業計画書及び収支予算書のとおり
補助率１／２ 令和５年１０月 594

地域住民の福祉の向上に寄与するための活動を継続的に行うため、自
治会集会所の修繕を行った。

継続的な自治会活動の拠点として、地域コミュ
ニティの醸成が図られる。また、高齢者・子ども
育成などの事業の実施により地域福祉の向上
が図られる。

南区役所
地域振興課

地域住民が組織する自治会（以下「自治会」という。）が、相模原市自治会
等集会所建設補助金要綱に基づき、自治会等集会所を整備する場合、自
治会に対してそれに要する経費の一部を予算の範囲内において補助するも
の。

有

相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン　相
模原市総合
計画

目指すまち
の姿Ⅵ「多
様な主体と
の連携・協
働により持
続的に発展
するまち」施
策４２　多様
な主体との
連携・協働
によるまちづ
くりの推進

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域コミュニティが希薄になってい
ると言われている中で地域住民が
組織する自治会の重要な活動拠点
となる自治会館の修繕を行い、施
設の機能向上を図り、良好な利用
環境を整備することは、地域住民の
福祉の向上、地域コミュニティの醸
成を図るために効果的な事業と
なっている。

1887
相模原市自治会等集会
所建設補助金

自治会法人　相模野自
治会

別紙事業計画書及び収支予算書のとおり
補助率１／２ 令和５年９月～１０月 1,348

地域住民の福祉の向上に寄与するための活動を継続的に行うため、自
治会集会所の修繕を行った。

継続的な自治会活動の拠点として、地域コミュ
ニティの醸成が図られる。また、高齢者・子ども
育成などの事業の実施により地域福祉の向上
が図られる。

南区役所
地域振興課

地域住民が組織する自治会（以下「自治会」という。）が、相模原市自治会
等集会所建設補助金要綱に基づき、自治会等集会所を整備する場合、自
治会に対してそれに要する経費の一部を予算の範囲内において補助するも
の。

有

相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン　相
模原市総合
計画

目指すまち
の姿Ⅵ「多
様な主体と
の連携・協
働により持
続的に発展
するまち」施
策４３　多様
な主体との
連携・協働
によるまちづ
くりの推進

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域コミュニティが希薄になってい
ると言われている中で地域住民が
組織する自治会の重要な活動拠点
となる自治会館の修繕を行い、施
設の機能向上を図り、良好な利用
環境を整備することは、地域住民の
福祉の向上、地域コミュニティの醸
成を図るために効果的な事業と
なっている。

1888
相模原市自治会等集会
所建設補助金

相武台団地連合自治会
別紙事業計画書及び収支予算書のとおり
補助率１／２（上限2,500,000円） 令和５年１２月～令和６年１月 2,500

地域住民の福祉の向上に寄与するための活動を継続的に行うため、自
治会集会所の修繕を行った。

継続的な自治会活動の拠点として、地域コミュ
ニティの醸成が図られる。また、高齢者・子ども
育成などの事業の実施により地域福祉の向上
が図られる。

南区役所
地域振興課

地域住民が組織する自治会（以下「自治会」という。）が、相模原市自治会
等集会所建設補助金要綱に基づき、自治会等集会所を整備する場合、自
治会に対してそれに要する経費の一部を予算の範囲内において補助するも
の。

有

相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン　相
模原市総合
計画

目指すまち
の姿Ⅵ「多
様な主体と
の連携・協
働により持
続的に発展
するまち」施
策４４　多様
な主体との
連携・協働
によるまちづ
くりの推進

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域コミュニティが希薄になってい
ると言われている中で地域住民が
組織する自治会の重要な活動拠点
となる自治会館の修繕を行い、施
設の機能向上を図り、良好な利用
環境を整備することは、地域住民の
福祉の向上、地域コミュニティの醸
成を図るために効果的な事業と
なっている。

1889
相模原市自治会等集会
所建設補助金

自治会法人　麻溝台自
治会

別紙事業計画書及び収支予算書のとおり
補助率１／２ 令和５年８月～９月 1,790

地域住民の福祉の向上に寄与するための活動を継続的に行うため、自
治会集会所の修繕を行った。

継続的な自治会活動の拠点として、地域コミュ
ニティの醸成が図られる。また、高齢者・子ども
育成などの事業の実施により地域福祉の向上
が図られる。

南区役所
地域振興課

地域住民が組織する自治会（以下「自治会」という。）が、相模原市自治会
等集会所建設補助金要綱に基づき、自治会等集会所を整備する場合、自
治会に対してそれに要する経費の一部を予算の範囲内において補助するも
の。

有

相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン　相
模原市総合
計画

目指すまち
の姿Ⅵ「多
様な主体と
の連携・協
働により持
続的に発展
するまち」施
策４５　多様
な主体との
連携・協働
によるまちづ
くりの推進

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域コミュニティが希薄になってい
ると言われている中で地域住民が
組織する自治会の重要な活動拠点
となる自治会館の修繕を行い、施
設の機能向上を図り、良好な利用
環境を整備することは、地域住民の
福祉の向上、地域コミュニティの醸
成を図るために効果的な事業と
なっている。

1890
相模原市自治会等集会
所建設補助金

自治会法人　御園みゆ
き台自治会

別紙事業計画書及び収支予算書のとおり
補助率１／２ 令和５年５月 577

地域住民の福祉の向上に寄与するための活動を継続的に行うため、自
治会集会所の修繕を行った。

継続的な自治会活動の拠点として、地域コミュ
ニティの醸成が図られる。また、高齢者・子ども
育成などの事業の実施により地域福祉の向上
が図られる。

南区役所
地域振興課

地域住民が組織する自治会（以下「自治会」という。）が、相模原市自治会
等集会所建設補助金要綱に基づき、自治会等集会所を整備する場合、自
治会に対してそれに要する経費の一部を予算の範囲内において補助するも
の。

有

相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン　相
模原市総合
計画

目指すまち
の姿Ⅵ「多
様な主体と
の連携・協
働により持
続的に発展
するまち」施
策４６　多様
な主体との
連携・協働
によるまちづ
くりの推進

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域コミュニティが希薄になってい
ると言われている中で地域住民が
組織する自治会の重要な活動拠点
となる自治会館の修繕を行い、施
設の機能向上を図り、良好な利用
環境を整備することは、地域住民の
福祉の向上、地域コミュニティの醸
成を図るために効果的な事業と
なっている。

1891
相模原市自治会等集会
所建設補助金

自治会法人　鶴ヶ丘自
治会

別紙事業計画書及び収支予算書のとおり
補助率１／２ 令和５年１２月 1,857

自治会集会所を、災害等による非常時の活動場所として有効活用する
こと等を目的として、集会所に太陽光発電システム及び蓄電システムを
設置した。

自治会等集会所建設補助金の交付を受け、自
治会集会所に太陽光発電システム及び蓄電シ
ステムを設置することにより、地球温暖化対策
の一層の推進を図れるとともに、災害等により
停電した場合の活動場所が確保され、円滑な
自治会活動の推進及び活性化が期待できる。

南区役所
地域振興課

地域住民が組織する自治会（以下「自治会」という。）が、相模原市自治会
等集会所建設補助金要綱に基づき、自治会等集会所を整備等する場合、
自治会に対してそれに要する経費の一部を予算の範囲内において補助す
るもの。

有

相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱
相模原市自治
会等集会所建
設補助金交付
要綱に係る太陽
光発電システム
設置補助申請
等手続要領

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン　相
模原市総合
計画

目指すまち
の姿Ⅵ「多
様な主体と
の連携・協
働により持
続的に発展
するまち」施
策４２　多様
な主体との
連携・協働
によるまちづ
くりの推進

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域防災の活動拠点となる自治会
集会所に、停電時の備えとなり得る
太陽光発電システム等を設置する
ことにより、地球温暖化対策の一助
となるとともに、地域住民の安全・
安心が確保され、円滑な自治会運
営が期待できるため。

1892
安全・安心まちづくり推
進協議会補助金

南区安全・安心まちづく
り推進協議会

【補助事業等の概要】
１　安全・安心まちづくり知識の普及高揚のための啓発活動
に関する事業
２　各種交通安全運動の実施に関する事業
３　各種防犯運動の実施に関する事業
４　市から協力要請された事業
５　その他安全・安心まちづくりのために必要な事業
【補助金等の使途】
上記の事業実施に伴う事務費及び事業費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 4,431

　１　安全・安心まちづくりに関する知識の普及及び啓発に関すること。
　　・交通安全、防犯キャンペーンの実施
　　・安全・安心、下校時パトロールの実施
　２　安全・安心まちづくりに関する地域活動の支援に関すること。
　　・協議会各支部、各地区交通安全母の会への助成
　　・さがみはら安全安心ステーションの活用

　区民、地域団体、事業者、行政機関等が協働
して、地域における犯罪及び交通事故の防止等
に取り組むことにより、全ての人が安全で安心
して暮らし、及び活動できる南区の実現を目指
して各種の活動に取り組んだ。

南区役所
地域振興課

　安全・安心まちづくりを区民総ぐるみで推進することを目的に、防犯・交通
安全団体をはじめとする関係団体や警察・区を構成員として組織する｢南
区安全・安心まちづくり推進協議会｣に対し、予算の範囲内において必要な
経費を交付するもの。

有

相模原市安全・
安心まちづくり
推進協議会補
助金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策１７　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　区民を犯罪・交通事故から守るた
め、各種の啓発活動等を実施し、南
区の防犯・交通安全の取組を推進
しているため。

1893
防犯灯維持管理費補助
金

南区内自治会連合会
夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るた
め、自治会が管理している防犯灯の電気料及び電球交換
等の修繕に係る経費を支払うもの。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 178
　夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安全を図るため、自治会等
が管理している防犯灯の維持管理を行った。

　夜間における犯罪の防止と、市民の通行の安
全を図ることができた。

南区役所
地域振興課

自治会が管理している防犯灯の維持管理に要する経費に対して補助し、安
全で安心なまちづくりを推進するもの。
　
対象：自治会が負担する防犯灯の電気料、電球交換等の修繕に要する経
費。

電気料：年間電気料金（当該年度4月分電気料の12ヶ月分）の100％相当
額
管理費（1灯あたり）：年間800円

有

相模原市防犯
灯維持管理費
補助金交付要
綱

無 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策１7　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　自治会等が管理している防犯灯
の電気料及び管理経費を補助する
ことにより、通年において夜間にお
ける犯罪の防止と市民の通行の安
全を図ることができた。

1894
相模原市防犯協会補助
金

相模原南防犯協会

【補助事業等の概要】
（１）防犯思想の普及宣伝
（２）防犯対策の調査研究
（３）南区安全・安心まちづくり推進協議会等から協力要請
された事業
（４）神奈川県防犯協会連合会等から協力要請された事業
（５）その他、防犯のために必要な事業
【補助金等の使途】
上記の事業実施に伴う事務局費及び事業費

令和5年度 421

１　事業活動推進計画
　市民の生活を脅かす犯罪や女性・子供を対象とした卑劣な犯罪から
被害者を守り、安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向けて各関
係機関と協力して連携を強化し、市民一人ひとりの防犯意識を高揚さ
せて犯罪に強いまちづくりを推進した。
２　会議の出席・開催
（１）神奈川県防犯協会連合会理事会　5月16日出席
（２）防犯指導員ブロック長会議　5月24日出席
（３）神奈川県防犯協会連合会定時社員総会　6月20日出席
（４）防犯協会事務担当者会議　6月27日出席
（５）新任防犯指導員研修会　7月25日出席
（６）防犯指導員会長会議　9月19日出席
３　地域安全活動・キャンペーン等
（１）地域安全県民のつどい　9月5日出席
（２）安全・安心まちづくり旬間　10月11日から20日まで実施　 10月12
日出陣式実施
（３）年末年始特別警戒　12月15日から1月3日まで実施　12月22日、
町田警察署、町田市役所、相模原市南区役所協力して歳末パトロール
を実施した。
（４）特殊詐欺抑止キャンペーンの実施
4月27日、町田駅周辺にて実施　6月16 日、相模大野駅にて実施
7月12 日、小田急相模原駅にて実施　9月13 日、相模大野駅にて実
施
10月１日、相模大野駅にて実施　10月12 日、相模大野駅にて実施

　各種防犯啓発活動を実施することにより、地
域における防犯思想の普及高揚及び防犯啓発
活動の推進を図ることができた。

南区役所
地域振興課

　防犯思想及び遵法精神の普及徹底を図り、道義の高揚と自警心を喚起
し、各種犯罪を未然に防止し、犯罪のない明るい理想社会の実現を期する
ことを目的とする相模原南防犯協会に対して、予算の範囲内において必要
な経費を交付するもの。

有
相模原市防犯
協会補助金交
付要綱

無 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策１７　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　区民を犯罪の被害から守るため、
各種啓発活動を実施し、犯罪の抑
止に努めているため。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1895
相模原市交通安全協会
補助金

相模原南交通安全協会

【補助事業等の概要】
（１）交通事故防止及び交通道徳の普及高揚のための啓発
活動に関する事業
（２）各種交通安全運動の実施に関する事業
（３）各種交通安全教室の開催に関する事業
（４）南区安全・安心まちづくり推進協議会等から協力要請
された事業
（５）その他交通事故防止のために必要な事業
【補助金等の使途】
上記の事業実施に要する経費

令和5年度 600

　新型コロナウイルス感染症は、昨年のゴールデンウイーク明けの5月8
日、季節性インフルエンザと同じ５類感染症に位置づけられました。これ
に伴い、今まで旅行等を控えられていた方々の中には、外出する機会
が増えた方もおられることと思います。しかしながら、５類に移行後も完
全終息はほど遠く、神奈川県内では移行直後に感染者が大幅に拡大し
ている状況にあります。この状況から、警察署では積極的な活動を自粛
しており、当協会におきましても高齢の会員が多いことを踏まえ、前年
に引き続き、会議や研修会及び各季の交通安全運動に伴うキャンペー
ン等の活動は、自粛してまいりました。
　しかしながら、交通事故の発生は待ってくれず、何もせず完全終息す
るのを待っていては、交通事故の発生を抑えることはできないことから、
春・秋の交通安全運動中のキャンペーンや新入学児を交通事故から守
るため相模原市南区内小学校24校の新入学児童に対し、交通安全蛍
光ランドセルカバーを2,300枚を贈呈・交通事故多発地点等危険箇所
及び学童通学路に対し交通安全のぼり旗600枚の掲出をするなど、目
立たない活動を実施し交通事故防止を図ってまいりました。

　地域における交通安全思想の普及高揚及び
交通安全の推進を図ることにより、交通事故の
防止を図った。

南区役所
地域振興課

　地域における交通安全思想の普及高揚及び交通安全の推進と交通事故
防止に寄与する相模原南交通安全協会に対して、予算の範囲内において
必要な経費を交付するもの。

有
相模原市交通
安全協会補助
金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策１７　防
犯や交通安
全・消費者
保護対策の
推進

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　区民を交通事故の被害から守る
ため、交通事故の防止に努めてい
るため。

1896
商店街街路灯電気料補
助金

あいロード若松商店会
ほか　合計11商店会

商店街への来街者や地域住民の利便性向上に寄与する環
境整備事業に対し助成する。 令和５年１２月 4,161 申請どおりに街路灯を照らすことができた。

街路を明るく照らすことで犯罪や事故等を未然
に防ぐことができた。

南区役所
地域振興課

補助対象事業　商店街振興支援事業（街路灯電気料）
補助率　高効率　９０％、水銀灯　７０％
補助金額　11商店会に対し、4,161千円

有

相模原市商店
街環境整備事
業補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン相
模原総合計
画

施策27　商
業の振興

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は市民の安心・安全に寄与
する事業であり公益性が高い。

1897
商店街街路灯修繕事業
補助金

相武台商店街

【補助事業等の概要】
・街路灯の灯具の取り付け及び塗装を行うもの。
【補助金等の使途】
・補助金等は街路灯修繕費に充てられる。

令和６年２月～３月 103 街路灯の修繕が完了した。
街路灯の灯具の取り付け及び塗装を行うことで
事故防止に役立てることができた。また、良好
な景観を保つことができた。

南区役所
地域振興課

【目的】　商店街団体が実施する商店街環境整備事業に要する経費に対し、
予算の範囲内において補助金を交付することで、市内産業の振興を図る。
【対象事業】　商店街環境整備事業（街路灯修繕）
【補助率】　街路灯修繕費の３０％以内で年100万円を限度とする。

有

相模原市商店
街環境整備事
業補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン相
模原総合計
画

施策27　商
業の振興

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街路灯を修繕することに
より、地域の安全に寄与するもので
あり、また、お客様の利便性向上に
資するものであり、公益性、社会貢
献性が高い。

1898
商店街街路灯撤去事業
補助金

アクト南口一番街商店
街振興組合

【補助事業等の概要】
・建て替えに伴い敷地内の商店街街路灯を撤去するもの。
【補助金等の使途】
・補助金等は街路灯撤去費に充てられる。

令和５年７月 40 申請どおりに、街路灯の撤去が完了した。
街路灯の老朽化に伴い、敷地内の街路灯を撤
去することができた。

南区役所
地域振興課

【目的】　商店街団体が実施する商店街環境整備事業に要する経費に対し、
予算の範囲内において補助金を交付することで、市内産業の振興を図る。
【対象事業】　商店街環境整備事業（街路灯撤去）
【補助率】　街路灯撤去費の５０％以内で街路灯１基あたり２万円を限度とす
る。

有

相模原市商店
街環境整備事
業補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画

施策２７　商
業の振興

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、老朽化した街路灯を撤
去するものであり、公益性、社会貢
献性が高い。

1899
自動車駐車場利用券共
同購入事業補助金

相模大野銀座商店街振
興組合、東林間商店街
振興組合

【補助事業等の概要】
・商店街団体の会員が消費者の利便を図るために必要とす
る自動車駐車場利用券の購入を商店街団体が行うもの。
【補助金等の使途】
・補助金等は自動車駐車場利用券購入費に充てられる。

令和５年４月～令和６年３月 174
２商店会で市営駐車場等の駐車場利用券を共同購入し、消費者の利便
性の向上に寄与した。

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュ
ニティの核としての役割を担っている。

南区役所
地域振興課

【目的】商店街団体が実施する商店街団体が実施する商店街環境整備事
業に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することで、
市内産業の振興を図る。
【対象事業】商店街環境整備事業(自動車駐車場利用券共同購入事業)
【補助率】自動車駐車場利用券購入費の30%以内で年50万円を限度とす
る。

有

相模原市商店
街環境整備事
業補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画

施策27　商
業の振興

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、商店街利用者の利便性
向上に寄与しており、公益性、社会
貢献性が高い。

1900
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金

東林間商店街振興組合

ポイント販売促進事業：ポイントの発行により顧客獲得を目
指す。２倍ポイントセール等でポイント獲得を促し、満点カー
ドの交換会や抽選会などでお客様へのサービス向上を図
る。
わぁ！ぷりーず東林間：地域の消費者との親睦を深め、商
店街の活性化を促す。
ナイスバザール：イベント開催時、会場に特設販売コーナー
(模擬店)を設ける。来場者に買い物を楽しんでもらうととも
に、出店店舗のPR、商店街の活性化につなげる。
東林間西口まつり：地域の子供たちが安心して楽しめる安
全な夏の行事として実施する。これらの事業の経費に補助
金を使う。

令和５年４月～令和６年３月 200 ３事業を実施し、地域のにぎわいづくりに寄与した。
近隣の人たちを中心に小さなこどもから大人ま
で多くの人でにぎわった。

南区役所
地域振興課

【目的】商店街団体が実施する商店街のにぎわいづくりに要する経費に対
し、予算の範囲内において補助金を交付することで、市内産業の振興を図
る。
【対象事業】商店街振興支援事業（イベント事業）
【補助率】事業費により定額補助
【補助金額】300　千円

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画

施策27　商
業の振興

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性、社会貢献性が
高い。

1901
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金

あいロード若松商店会
商店街に、にぎわいを創出し活性化するために、年間を通
じて８の日に特売を行う。
　補助金は、チラシの新聞折込代等に使用する。

令和５年４月～令和６年３月 60
８の日特売を実施したことで、新型コロナウイルス感染症の影響を受け
回復期にある商店会への来客の下支えになった。

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュ
ニティの核としての役割を
担っている。

南区役所
地域振興課

市内商業の振興を図るため、商店街団体が実施する商店街のにぎわいづく
りに要する経費に対し対し助成する。
補助対象事業：イベント事業
補助率：事業費により定額補助
補助金額（単位：千円）：６０

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画

施策27　商
業の振興

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性、社会貢献性が
高い。

1902
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金

大野もんじぇ祭り実行委
員会

【補助事業等の概要】
相模大野駅周辺の飲食店による飲食ブース開設
プロのミュージシヤンによるステージ演奏
【補助金等の使途】
イベント実施に係る広告宣伝費、会場整備費、警備費等

令和5年8月26日・27日 700 来場者数 約12万人、出店数：27店

相模大野を市の中心市街地として活性化させ
る上で、地元商業者が主体となり、元気と活力
のある商業地づくりと地域コミュニティの形成
が図られ、地域に対する貢献度は高い。

南区役所
地域振興課

【目的】商店街団体が実施する商店街のにぎわいづくりに要する経費に対
し、予算の範囲内において補助金を交付することで、市内産業の振興を図
る。
【対象事業】商店街振興支援事業(イベント事業)
【補助率】事業費により定額補助
【補助金額】 700千円

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画

施策27　商
業の振興

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性、社会貢献性が
高い。

1903
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金

さがみおおのハロウィン
フェスティバル実行委員
会

【補助事業等の概要】
・ハロウィンをテーマにした相模大野北口周辺での仮装イベ
ント
【補助金等の使途】
イベント実施に係る広告宣伝費、会場整備費、警備費等

令和5年10月 500
伊勢丹相模原店の開店に伴い、導線に警備員を実行員会で配置し安
全面で改善を図ることで大きな事故も無く実施することができた。

相模大野を市の中心市街地として活性化させ
る上で、地元商業者が主体となり、元気と活力
のある商業地づくりと地域コミュニティの形成
が図られ、地域に対する貢献度は高い。

南区役所
地域振興課

【目的】商店街団体が実施する商店街のにぎわいづくりに要する経費に対
し、予算の範囲内において補助金を交付することで、市内産業の振興を図
る。
【対象事業】商店街振興支援事業(イベント事業)
【補助率】事業費により定額補助
【補助金額】500千円

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画

施策27　商
業の振興

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性、社会貢献性が
高い。

1904
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金

相模大野銀座商店街振
興組合

2023/7/17(月)にプラザシティ公園で地域住民参加型の
フリーマーケットやワークショップの出店、アコースティックラ
イブ、参加型のイベントを開催。2023/10/16(月)～
10/29(日)参加店舗内に公募した作品の展示
公募した作品を展示可能店舗に振り分け展示。
内容は主に絵画、写真、造形。
10/29(日)にはプラザシティ公園でフリーマーケットやア
コーステイックライブ、フードトラックの屋台、地域の子供達
のよる参加型ゲームなどを開催。

令和5年6月20日～10月29日 60

2023/7/17はプラザシティ公園を使つてフリーマーケットや体験会を
開催。
2023/10/16(月)～ 10/29(日)参加店舗内に公募した作品の展示
公募した作品を展示可能店舗に振り分け展示。内容は主に絵画、写
真、造形。
10/29(日)にはプラザシティ公園でフリーマーケットやアコーステイック
ライブ、フードトラックの屋台、地域の子供達のよる参加型ゲームなどを
開催。ステージでは地域の小学校の鼓笛隊の演奏してもらうなど、地元
の方々を中心としたイベントを実施した。

フリーマーケットは概ね計画通りに開催できた
が、参加店舗が伸び悩んだので今後告知など
に力を入れて行きたい。作品展示は店舗につな
がりのある出展者を中心に15店舗行った。
各店舗での反応は上々であったが、イベント全
体としてはまだまだ盛り上がりが足りず次回に
課題を残す結果となった。
最終日のイベントに関しては人の流れもあり盛
り上がりを見せたので、今後もさらに盛り上が
れるようにして行きたい。

南区役所
地域振興課

【目的】商店街団体が実施する商店街のにぎわいづくりに要する経費に対
し、予算の範囲内において補助金を交付することで、市内産業の振興を図
る。
【対象事業】商店街振興支援事業(イベント事業)
【補助率】事業費により定額補助
【補助金額】 60千円

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画

施策27　商
業の振興

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性、社会貢献性が
高い。

1905
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金

相模台商店街連合会

プレミアム付き商品券の販売。　1冊（500円×26枚綴り）を
1万円で1000冊販売する。プレミアム率は30％（1冊3000
円分）。プレミアム部分の負担300万円の一部と広告宣伝
費、印刷費の一部を補助金で賄う。

令和５年６月～令和５年１０月 300
販売総数　1000 冊（ 1 冊 500 円× 26 枚）
プレミアム率30％（ 1 冊につき 3000 円）
販売価格　1 冊 10,000 円

商品券をきっかけに新規顧客の獲得 や商店街
を知ってもらう大変良い機会となった。

南区役所
地域振興課

【目的】　商店街団体が実施する商店街のにぎわいづくりに要する経費に対
し、予算の範囲内において補助金を交付することで、市内産業の振興を図
る。
【対象事業】商店街振興支援事業（イベント事業）
【補助率】事業費により定額補助
【補助金額】300千円

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金交付要綱

有 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画

施策27　商
業の振興

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性、社会貢献性が
高い。

1906
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金

大野中地区朝市倶楽部

【補助事業等の概要】
・バンドの演奏等のステージイベント
・会員による模擬店や新鮮な野菜等の販売
【補助金等の使途】
ステージの設営、広告宣伝費等

令和５年１０月 60

「おおのなかいち」で出店している店舗とかながわ朝市ネットワークに登
録している店舗などが出店し、各地の逸品、特産品を販売した。
また、地域の団体などに協力してもらい、イベントを実施することで、地
域住民との交流を図った。

身近な買い物場所としてだけでなく、地域コミュ
ニティの核としての役割を担っている。

南区役所
地域振興課

市内商業の振興を図るため、商店街団体が実施する商店街のにぎわいづく
りに要する経費に対し対し助成する。
補助対象事業：イベント事業
補助率：事業費により定額補助
補助金額（単位：千円）：６０

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画

施策27　商
業の振興

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性、社会貢献性が
高い。

1907
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金

相模大野北口商店会

【補助事業の概要】
・コリドー通りでイルミネーションイベントを開催し、相模大
野北ロエリア商業振興のシンボルとする。
【補助金等の使途】
イベント実施に係る会場整備費等

令和5年11月 ～令和6年3月 500

コリドー通りでイルミネーションイベントを開催して「楽しく魅力ある商店
会」をアピールし、商業振興、地域活性化及び明るく安全なまちづくりに
寄与できた。
11月から翌年3月にかけてコリドー通りにイルミネーションを施し、相模
大野北口エリア商業振興のシンボルとなった。
クリスマスイベントの#オーノイルミと歳末ガラポンとの同時開催でイベ
ントの活性化が出来た。

地域振興に大いに貢献できた。12月25日の
「クリスマスガラポン抽選会」や「クリスマスイル
ミネーション#オーノイルミ」との相乗効果で、コ
リドー通りが大きな賑わいを見せた。

南区役所
地域振興課

【目的】商店街団体が実施する商店街のにぎわいづくりに要する経費に対
し、予算の範囲内において補助金を交付することで、市内産業の振興を図
る。
【対象事業】商店街振興支援事業(イベント事業)
【補助率】事業費により定額補助
【補助金額】500千円

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画

施策27　商
業の振興

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性、社会貢献性が
高い。

1908
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金

女子大通り商工振興会

第５回相模大野カレーフェスティバル
相模大野地区の４商店会の会員事業所が中心となって「カ
レー」をテーマに商店街を巡回することで商店街をもっと
知ってもらい、地域の活性化と商業の振興を図ることを目
的とする。同時にスタンプラリーを開催しながら楽しんでい
ただく。
開催にあたり運営費や印刷費などに使用

令和６年３月１日（金）～３月１０日（日） 60

令和6年3月1日(金)～ 3月10日(日)までの10日間スタンプラリーを
開催し、相模大野駅周辺商店街36店舗で個性豊かなオリジナルカレー
メニューを提供して頂いた。スタンプラリーは3個で1回応募する事がで
き豪華景品が当たる。販売促進効果があった。
また、第5回記念イベントとして6店舗によるカレー食べ比ベイベントを
開催。お笑い芸人による爆笑お笑いステージや市民による音楽演奏な
どもあり賑わいを創出することができた。

前回より多い店舗数で開催をしたことでより広
範囲で盛り上がりをみせ、10日間でおおよそ
4,500食以上販売することができた。また、第
5回記念イベントカレー食べ比べでは約400食
販売し多くの市民の皆様に楽しんで頂くことが
出来た。
以上の理由で、お客様が巡回して新規顧客、リ
ピート客来など次にも繋がる販売促進効果が
あったため商店街、地域貢献共に役立つことが
出来た。

南区役所
地域振興課

　【目的】　商店街団体が実施する商店街のにぎわいづくりに要する経費に
対し、予算の範囲内において補助金を交付することで、市内産業の振興を
図る。
【対象事業】　商店街振興支援事業（イベント事業）
【補助率】　事業費により定額補助
【補助金額】　６０千円

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画

施策27　商
業の振興

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性、社会貢献性が
高い。

1909
商店街にぎわいづくり支
援事業補助金

相模大野南新町商店街
振興組合

第16回「鶴の思返し」開催による、御神輿巡業と和太鼓演
奏の出演料とまかない、イベントチラシポスターの製作・印
刷費用として使用

令和6年3月17日 60

第１６回鶴の恩返しは天候も良く、和太鼓３団体の演奏、神輿巡業は来
場者とともに大いに盛り上がりました。飲食模擬店は焼き鳥・焼きそば・
生ビール・綿菓子はすべて完売しました。無料配布の甘酒もすべて無く
なりました。

鶴の恩返しのイベントテーマ、鶴の｢みなみん｣
が商店街をご利用いただいている近隣住民の
方々へ感謝の気持ちを込め、商店街からの｢恩
返し｣として和太鼓の演奏や神輿の渡御や甘酒
など縁起が良いもので、４月１日以降新年度の
健勝・多幸を祈願してこの時期に催されている
イベントということが、来場者や関連団体に皆
様に伝わったとともに、弊商店街の令和6年度
の商店街活動への助走になりました。

南区役所
地域振興課

【目的】商店街団体が実施する商店街のにぎわいづくりに要する経費に対
し、予算の範囲内において補助金を交付することで、市内産業の振興を図
る。
【対象事業】商店街振興支援事業(イベント事業)
【補助率】事業費により定額補助
【補助金額】60千円

有

相模原市商店
街にぎわいづく
り支援事業補助
金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画

施策27　商
業の振興

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、街のにぎわいづくりに寄
与しており、公益性、社会貢献性が
高い。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1910
観光事業等補助金
（相模の大凧まつり）

相模の大凧まつり実行
委員会

相模の大凧まつりは江戸時代から伝わる伝統行事で、現在
では、市民の健康と福祉、相模原市の発展を祈り、端午の
節句（5月4日、5日）に行われるもので、相模原市の観光行
事の一つとして、多くの方に親しまれている。
（補助金等の使途）
　当該事業に係る事務費、広告宣伝費、会場費、事業費、謝
礼費、諸雑費のほか来場者のための安全確保及び快適な
観覧場所の提供を目的に行う対策に係る費用

令和５年４月～令和６年３月 4,484

・「令和５年相模の大凧まつり」の開催
・大凧制作
・ポスター・パンフレットの制作
・公共施設等への凧の展示及びその制作
・写真コンテスト入選者用凧の制作
・初節句児贈呈用凧の制作

本事業は相模原市の五大観光行事に位置づけ
られており、相模原市を代表するイベントの一
つ。日本一と言われる大凧は、広く市内外の観
光客に親しまれており、伝統文化の継承と相模
原市のシティセールスの推進に大いに貢献する
ものである。

南区役所
地域振興課

本市の観光を振興し、地域の活性化とシティセールスの推進を図るため、団
体が実施する観光行事、地域活性化イベント、市民まつりの開催に要する
経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。
　【イベント事業補助分】
　事務局費　　 　300,000円、　広告宣伝費 　1,350,000円
　大凧製作費　 2,500,000円、　行事関係費　 4,370,000円
　合計　 8,520,000円　　　補助率 47.19％
　【交通対策費補助分】
　交通対策費　463,000円　　補助率100％

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 有
第３次相模
原市観光振
興計画

施策１－２
イベント事業
の更なる磨
き上げ

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

今年度は4年振りにまつりを開催し
たが、以前同様に、多くの観光客を
集め、大きな事故もなく4地区で大
凧制作と大凧揚げが実施された。
新磯地区の活性化及び本市のシ
ティセールスの推進に貢献している
と評価ができる。秋より開始された
大凧の制作も、計画通りに進んで
いると評価ができる。

1911
観光事業等補助金
（東林間サマーわぁ！ニ
バル）

東林間サマーわぁ！ニ
バル実行委員会

相模原市の地域活性化イベントの１つで、平成４年より実施
されており、夏の風物詩として阿波踊りを定着させ、地域の
振興と交流を図ることを目的とする。

令和５年８月 1,570

総勢３２連の踊り手が、「ヤットサー」の掛け声とともに、男踊りの勇壮さ
と女踊りの繊細さが織りなす彩り豊かな阿波踊りで、大勢の観客を魅了
しました。また、商店街等による模擬店も大いににぎわいました。
会場は、開催を待ち望んでいた多くの来場者の笑顔と歓喜の声に包ま
れ、熱気に溢れる２日間となった。

本事業は、平成４年から続く地域活性化イベン
トの一つで、夏の風物詩として市内外の人々か
ら親しまれ定着している。今回も会場の小田急
線東林間駅周辺及び東林間駅前大通りはたい
へんなにぎわいを見せ、地域の活性化に繋がっ
た。

南区役所
地域振興課

　多くの市民に憩いの時間を提供するとともに、地域の活性化を図り、相模
原市の観光振興に寄与する事業として補助を行うもの。
【補助率】イベント事業補助分＝50.0％　交通対策費補助分＝100％

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 有
第４次相模
原市観光振
興計画

施策１－３
イベント事業
の更なる磨
き上げ

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

夏の風物詩として各演舞場での阿
波踊りを来場者が楽しむともに、実
行委員会を中心とする地域の住民
が協力して実施したことは、地域の
活性化とシティプロモーションに大
いに寄与するものであった。

1912
観光事業等補助金
（相模原よさこい
RANBU！）

相模原よさこい
RANBU！実行委員会

（補助事業の概要）
大野中地区の活性化、地域コミュニティの醸成並びに地域
の誰もが想うふるさとづくりのため、地域一丸となって「よさ
こいまつり」を実施するもの。相模原市の秋を代表する一大
イベントとして、市内外の多くの方々に親しまれている。
（補助金の使途）
当該事業に係る事務費、会場費、広告費、事業費、会議諸
費に対する費用

令和５年９月 1,470

市内外の計２７チームの踊り手が、軽快な音楽と鳴子の音色に合わせ、
力強く華やかな演舞で観客を魅了しました。地元古淵の幼稚園や小学
校のチームも参加し、子どもたちの明るく元気な演舞に、会場は沢山の
拍手と温かい声援に包まれました。イベントの最後には、参加チーム全
員による総踊りが行われ、観客を圧倒するほどの迫力あるパフォーマン
スで会場の盛り上がりは最高潮に達しました。

相模原よさこいＲＡＮＢＵ！は大野中地区の活
性化や、地域コミュニティの醸成並びに地域の
誰もが思う「ふるさとづくり」のため、地域が一
丸となって事業を実施しており、相模原市を代
表するイベントの一つとして定着し、観光振興
への発展に寄与している。

南区役所
地域振興課

（補助金等の趣旨・目的）
本市の観光を振興し、地域の活性化とシティセールスの推進を図るため、団
体が実施する観光行事、地域活性化イベント、市民まつりの開催に要する
経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するもの。
（対象事業・補助率）
【交通対策費補助分】
・来場者のための安全確保及び快適な観覧場所の提供を目的に対策等を
講じるために必要な経費　１０分の１０
【イベント事業費補助】
・事務費、広告宣伝費、会場費、事業費、諸雑費　2分の１

有
相模原市観光
事業等補助金
交付要綱

無 有
第５次相模
原市観光振
興計画

施策１－４
イベント事業
の更なる磨
き上げ

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

今回も地元幼稚園や小学校などの
チームの他、県内外から約５００人
の踊り手が参加した。他にも地元中
学校において巨大ＰＲパネルを作
成しイオン等に設置するなど、協働
による地域活性化に貢献するととも
に、地域のにぎわいを創出している
ことから、本事業の目的を十分に達
成できたと言える。

1913
地域市民まつり等助成
金

大野中地区ふるさとまつ
り実行委員会

　大野中地区住民の連帯感の醸成と住民意識の高場を図
ることを目的とする事業であり、地区内の団体による芸能発
表及び防犯・防災等の行事コーナー並びに自治会、商店会
による模擬店コーナーを設置する。
補助金は、賞品代、チラシ印刷代及び音響機材設置費等に
使用する。

令和5年10月 550

・開会式
・芸能大会、郷土芸能、吹奏楽、歌謡・舞踊ショー
・模擬店、団体コーナー
・抽選会

　大野中地区では、ふるさとまつり開催会場を３
地域輪番とし、今年度は大野中地区の大沼小
学校で開催した。
　各団体は、屋内運動場と駐車場にコーナーを
設け、事業ＰＲや啓発活動等を行い、地域住民
に向けて情報を発信した。
　また、大沼神社囃子連が郷土芸能を発表し、
地域の伝統を知る機会を提供した。更に、自治
会及び公民館の関係者も多数参加し、親睦と
連帯意識の高揚を図った。

南区役所
大野中まちづくりセンター

１．心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域における市民まつりの
開催を推進することを目的とする。
２．ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
３．収支予算書のとおり

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン　～
相模原市総
合計画～

施策４２　多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　地域における心の通い合う明るい
まちづくりを推進するという、助成
金の目的を十分達成することがで
きた。また、地域住民の親睦・交流
や地域の活性化を図るための効果
的な助成となった。

1914

相模原市地域市民まつ
り等助成金
（第34回麻溝ふるさとま
つり）

麻溝ふるさとまつり実行
委員会

　麻溝地区内の幼稚園、小中学校の生徒が参加するステー
ジイベントと、地区内の福祉施設及び個人が参加する屋外
模擬店、麻溝小学校PTA、敬老事業実行委員会共催のイ
ベントが主な構成。詳細については、別紙事業計画書のと
おり。
　補助金はまつり事務費及び運営費に充てられる。

令和5年4月～令和6年3月 250

(日時) 令和5年10月29日(日)10：30～15：00
（会場）麻溝小学校
　地域住民が交流を図ることにより、まつりのサブタイトルでもある「やさ
しさと絆を育む」まちづくりを進めるための事業を実施した。
　まつりの内容は大きくニつから構成され麻溝小学校体育館でのス
テージイベントと校庭での模擬店が開催された。当日の来場者は過去
最多の３０００名超であった。

　晴天に恵まれ、麻溝地区敬老事業実行委員
会や麻溝小学校ＰＴＡとの共催など初めての企
画にも挑戦した。
　敬老事業実行委員会主催イベントに来場され
た方からは、「外出する良い機会になり、いい一
日を過ごせた」とおっしやっていただいた。
　来場者アンケートでも「ふるさとまつりへの来
場は初めて」という方が47 %と約半数を占め、
新たな来場者を獲得できた。麻溝小学校ＰＴＡ
との共催は、子どもの来場者を増やし、未来を
感じるにぎやかな雰囲気のまつりとなった。
　高齢者から若者まで、幅広い世代の地域住民
が来場し、交流を図ることにより、心の通い合う
まちづくりを進めることができた。

南区役所
麻溝まちづくりセンター

　心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域（原則として公民館区
域）における市民まつりの開催を推進することを目的とする。
　ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業対象経費及びその使途に
ついては、別紙収支予算書のとおり

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ相模原プ
ラン～相模
原市総合計
画～

施策４２　多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

3年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域における心の通い合う明るい
まちつくりを推進するという助成金
の目的を十分達成することができ
た。また、地域住民の親睦・交流や
地域の活性化を図るための効果的
な助成となった。

1915
地域市民まつり等助成
金

新磯桜まつり実行委員
会

（補助事業等の概要）
　市道新磯線沿いのお花見行事の開催を通じて、地域住民
の親睦と融和を図ることを目的とする。地区内の各種団体
による演芸発表や新磯商盛会による模擬店、自治会連合会
による自治会加入促進キャンペーン、地区社会福祉協議会
によるお年寄り招待会、桜並木のライトアップなどを開催す
る。
（補助金等の使途）
　電気仮設工事代、電気代、ポスター・チラシ印刷、保険料
ほか

令和6年3月 250

【催し】写真コンテスト表彰式・作品展、太鼓演奏（相模無鉄砲太鼓）、
歌・ダンス（みなみっこキッズ）、鼓笛演奏（相武台鼓笛隊）、ヒップホップ
ダンス（サガノミクス）、舞踊（JA女子会等）
【販売】アクセサリー（スマイルライフ）、菓子（社会福祉法人すずらんの
会）、飲食物（新磯商盛会）
【その他】お年寄り招待会（新磯地区社会福祉協議会）、桜ライトアップ・
提灯点灯

昨年は雨天の影響で規模を縮小してのまつり
開催となったが、今年は屋外のステージを設置
し以前と同様の規模で開催をすることができ
た。ステージの増加により、昨年以上に多くの住
民の方々が足を運び、ふるさと意識の高揚や連
帯感の醸成、住民相互の親睦を深める機会と
することができた。

南区役所
新磯まちづくりセンター

目的：心のかよいあう明るいまちづくりを図るため、地域における市民まつ
りの開催を推進することを目的とする。
対象事業：ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業
対象経費及びその使途：収支予算書のとおり

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン
相模原市総
合計画

施策４２　多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進
（政策１６
いきいきとし
た地域コ
ミュニティを
つくります）

令和6年2月～令和
6年3月

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当事業の実施により、幅広い世代
による地域活動への参加意識や住
民相互の親睦・交流がより一層深
められ、地域コミュニティの維持・活
性化に大きく貢献している。

1916
地域市民まつり等助成
金

相武台ふるさとまつり実
行委員会

　相武台地区住民の連帯感の醸成と住民意識の高揚を図
ることを目的とする事業であり、地区内の各種団体によるス
テージでの発表、啓発・模擬店コーナー等を設ける。
　補助金等は、お楽しみコーナーの設営代、ステージや本部
の放送設備費に充てる。

令和5年10月15日 250

　・雨天のため、グラウンドは駐車場とし、一部縮小し屋内で実施した。
　・ミニＳＬは施設の南側に屋根を設置し、雨の中で走らせた。
　・模擬店は看護専門学校ピロティ、キッチンカーは外で販売した。
　・隣接する看護専門学校の白優祭と同日開催した。
　・屋内であったため混雑したが、大きな盛り上がりをみせた。

　相武台ふるさとまつりは、地域の風物詩として
定着しており、コロナ禍の昨年に引き続き４７回
目の開催となった。
　雨天のため一部縮小した開催となったが、相
武台地区で活動する団体やサークルが共に協
力し、コロナ前のような賑わいを創り出すことが
でき、地域住民の親睦と交流の場となった。
　また、隣接する相模原看護専門学校の白優祭
と同日開催としたことで、地域住民と学生との
世代間交流も図られた。

南区役所
相武台まちづくりセンター

１　心のかよいあう明るいまちづくりをめざし、地域における市民まつりの開
催を推進することを目的とする。

２　ふるさとづくりを目的とした地域市民まつり事業

３　飲食にかかる経費を除き、２５万円を上限に助成する。

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ相模原プ
ラン　相模原
市総合計画

施策４２　多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

3年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　相武台ふるさとまつりの開催によ
り、地域住民の親睦や地域活性が
図られたことから、助成金の目的で
ある「心のかよいあう明るいまちづ
くりを図ることを目的として、地域に
おける市民まつり等の開催を推進」
を十分に達成することができた。

1917
相模原市地域市民まつ
り等助成金

東林ふるさとまつり実行
委員会

・パフォーマンスの披露
（鼓笛隊や阿波踊り、ダンスチームなど、地区内で活躍して
いる団体等）
・模擬店　（自治会等の地域団体、地元商店街等）
・こども工作・遊びコーナー
（老人会、公民館青少年部、小学校ＰＴＡ、ボランティア団体
等）
・体験コーナー　（地元消防団）
・啓発コーナー　（自治連、社協、明推協、包括支援センター
等）
・自治会員抽選会　(自治会員限定）
地区内の多くの団体等が関わり開催する。
補助金は、主にテント等の会場設営や電気設備等に充て
る。

令和５年９月 250

東林ふるさとまつりは、コロナの影響により４年ぶりの開催となった。今
年は４６回目を迎え、天候にも恵まれた中、来場者が約５０００人と盛大
に開催できた。コロナ前に出演を依頼していたパフォーマンス団体に再
度声をかけ合計８団体、模擬店は１６店舗、子ども工作・遊びコーナー、
体験・啓発コーナー、自治会交流抽選会、また新しい試みとして児童が
「ふるさと」をイメージして描いた絵の展示など、内容も多く企画し実施
できた。

東林地区のほぼ中央に位置する東林小学校で
開催し、子どもから高齢者まで世代を超えて楽
しめるよう、特に子どもが来たくなるおまつりを
目的に企画した。ポスター・パンフレットを一新
し子どもが描いた絵を取り入れた明るいイメー
ジに変えた。パフォーマンスは東林地区の特長
である阿波踊りをはじめ地域で活躍している団
体を中心に盛り上げていただき、模擬店はこれ
までの地域団体からの出店だけでなく商店街
からの出店にも力を入れ、コロナ前よりも店舗
数を増やし、メニューにも幅を持たすことができ
た。課題であった、来場者が減少する時間帯が
あることについても、飲食スペースにテントを設
け、多くの方に利用していただけるよう配慮し
た。当日は、子どもの来場者数が多く、また開催
時間中満遍なく来場者が滞在していた。

南区役所
東林まちづくりセンター

　心の通い合う明るいまちづくりを図るため、地域　（原則として公民館区
域）　における市民まつりの開催を推進することを目的とする。
　対象経費及びその使途については、別紙予算書のとおり。

有
相模原市地域
市民まつり等助
成金交付要綱

無 有

未来へつな
ぐ相模原プ
ラン　相模原
市総合計画

施策４２　多
様な主体と
の連携・協
働によるま
ちづくりの推
進

3年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の各種団体の方々が交流を図
りながら、これまでの課題の解決に
取り組むため積極的に準備を行
い、子どもからお年寄りまで多くの
方が来場し、楽しみながら参加する
ことができ、心のかよいあう明るい
まちづくりを図る一助となった。

1918
相模原市商店街環境整
備事業補助金（まちなみ
整備事業）

東林間商店街振興組合

補助事業等の概要
　まちづくり協定等に基づき設けた壁面後退区域について、
当該区域と隣接したインターロッキング材と同等の材質及
び色調で舗装し、安全で快適な歩行者空間を創出するとと
もに、一体的なまちなみを整備する。

補助金等の使途
　当該整備舗装費用に充当する。

令和６年１月～令和６年３月 275
相模原市商店街環境整備事業補助金を活用し、壁面後退部分のカ
ラー舗装整備を実施した。

壁面後退部分のカラー舗装整備を実施したこと
で、安全で快適な歩行者空間を創出できた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：商店街への来街者や地域住民の利便性向上に寄与する環境整
備事業に対し助成する。
対象事業：まちなみ整備事業（商店街環境整備事業）
補助率：１００％以内

有

相模原市商店
街環境整備事
業補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
産業振興ビ
ジョン２０２５

基本施策
3.2.1地域
の暮らしや
にぎわいを
支える商店
街の振興

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、快適な歩行空間の確保
にも貢献するものであり、公益性、
社会貢献性が高い。

1919
相模原市商店街環境整
備事業補助金（まちなみ
整備事業）

東林間商店街振興組合

補助事業等の概要
　まちづくり協定等に基づき設けた壁面後退区域について、
当該区域と隣接したインターロッキング材と同等の材質及
び色調で舗装し、安全で快適な歩行者空間を創出するとと
もに、一体的なまちなみを整備する。

補助金等の使途
　当該整備舗装費用に充当する。

令和６年１月～令和６年３月 440
相模原市商店街環境整備事業補助金を活用し、壁面後退部分のカ
ラー舗装整備を実施した。

壁面後退部分のカラー舗装整備を実施したこと
で、安全で快適な歩行者空間を創出できた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：商店街への来街者や地域住民の利便性向上に寄与する環境整
備事業に対し助成する。
対象事業：まちなみ整備事業（商店街環境整備事業）
補助率：１００％以内

有

相模原市商店
街環境整備事
業補助金交付
要綱

無 有
さがみはら
産業振興ビ
ジョン２０２５

基本施策
3.2.1地域
の暮らしや
にぎわいを
支える商店
街の振興

令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、快適な歩行空間の確保
にも貢献するものであり、公益性、
社会貢献性が高い。

1920
相模原市公衆浴場設備
整備費等補助金

旭湯

補助事業等の概要
　公衆浴場の設備整備を行うことで、市民の利便に寄与し、
公衆衛生の向上と増進を図る。

補助金等の使途
　当該設備整備費用に充当する。

令和５年６月～令和５年７月 121
相模原市公衆浴場設備整備費補助金を活用し、給水湯設備整備（温度
調整機）を実施した。

給水湯設備整備（温度調整機）を実施したこと
で、市民の利便に寄与できた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：公衆浴場業の健全な営業を助長することにより、市民の利便に
寄与し、もって公衆衛生の向上と増進を図るため、公衆浴場を営む者が行
う設備の整備に要する経費に対し、助成するもの
対象事業：公衆浴場設備整備（給水湯設備整備）
補助率：1/4以内

有

相模原市公衆
浴場設備整備
費等補助金交
付要綱

無 無 ３年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市民の利便に寄与し、公
衆衛生の向上と増進を図るもので
あることから、公益性、社会貢献性
が高い。

1921
相模原市公衆浴場設備
整備費等補助金

旭湯

補助事業等の概要
　公衆浴場の設備整備を行うことで、市民の利便に寄与し、
公衆衛生の向上と増進を図る。

補助金等の使途
　当該設備整備費用に充当する。

令和５年６月～令和５年７月 107
相模原市公衆浴場設備整備費補助金を活用し、給水湯設備整備（循環
ろ過機）を実施した。

給水湯設備整備（循環ろ過機）を実施したこと
で、市民の利便に寄与できた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：公衆浴場業の健全な営業を助長することにより、市民の利便に
寄与し、もって公衆衛生の向上と増進を図るため、公衆浴場を営む者が行
う設備の整備に要する経費に対し、助成するもの
対象事業：公衆浴場設備整備（給水湯設備整備）
補助率：1/4以内

有

相模原市公衆
浴場設備整備
費等補助金交
付要綱

無 無 ３年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市民の利便に寄与し、公
衆衛生の向上と増進を図るもので
あることから、公益性、社会貢献性
が高い。

1922
相模原市公衆浴場設備
整備費等補助金

相模浴場

補助事業等の概要
　原油価格等高騰により増額した経費に対し市から補助を
受け、公衆浴場業の健全な営業が助長されることにより、市
民の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図る。

補助金等の使途
　公衆浴場の運営のための燃料費・電気代に充当する。

令和５年４月～令和５年９月 402
原油価格等高騰により運営費が増える中においても、公衆浴場経営を
継続した。

原油価格等高騰により運営費が増える中にお
いても、公衆浴場経営を継続することで、市民
の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図
れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：公衆浴場業の健全な営業を助長することにより、市民の利便に
寄与し、もって公衆衛生の向上と増進を図るため、原油価格等高騰により
増額した経費に対し、助成するもの
対象事業：公衆浴場経営事業（燃料費・電気代）
補助率：１／２以内

有

相模原市公衆
浴場設備整備
費等補助金交
付要綱

無 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市民の利便に寄与し、公
衆衛生の向上と増進を図るもので
あることから、公益性、社会貢献性
が高い。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1923
相模原市公衆浴場設備
整備費等補助金

有限会社日栄浴場

補助事業等の概要
　原油価格等高騰により増額した経費に対し市から補助を
受け、公衆浴場業の健全な営業が助長されることにより、市
民の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図る。

補助金等の使途
　公衆浴場の運営のための燃料費・電気代に充当する。

令和５年４月～令和５年９月 349
原油価格等高騰により運営費が増える中においても、公衆浴場経営を
継続した。

原油価格等高騰により運営費が増える中にお
いても、公衆浴場経営を継続することで、市民
の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図
れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：公衆浴場業の健全な営業を助長することにより、市民の利便に
寄与し、もって公衆衛生の向上と増進を図るため、原油価格等高騰により
増額した経費に対し、助成するもの
対象事業：公衆浴場経営事業（燃料費・電気代）
補助率：１／２以内

有

相模原市公衆
浴場設備整備
費等補助金交
付要綱

無 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市民の利便に寄与し、公
衆衛生の向上と増進を図るもので
あることから、公益性、社会貢献性
が高い。

1924
相模原市公衆浴場設備
整備費等補助金

有限会社山崎商会

補助事業等の概要
　原油価格等高騰により増額した経費に対し市から補助を
受け、公衆浴場業の健全な営業が助長されることにより、市
民の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図る。

補助金等の使途
　公衆浴場の運営のための燃料費・電気代に充当する。

令和５年４月～令和５年９月 21
原油価格等高騰により運営費が増える中においても、公衆浴場経営を
継続した。

原油価格等高騰により運営費が増える中にお
いても、公衆浴場経営を継続することで、市民
の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図
れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：公衆浴場業の健全な営業を助長することにより、市民の利便に
寄与し、もって公衆衛生の向上と増進を図るため、原油価格等高騰により
増額した経費に対し、助成するもの
対象事業：公衆浴場経営事業（燃料費・電気代）
補助率：１／２以内

有

相模原市公衆
浴場設備整備
費等補助金交
付要綱

無 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市民の利便に寄与し、公
衆衛生の向上と増進を図るもので
あることから、公益性、社会貢献性
が高い。

1925
相模原市公衆浴場設備
整備費等補助金

並木湯

補助事業等の概要
　原油価格等高騰により増額した経費に対し市から補助を
受け、公衆浴場業の健全な営業が助長されることにより、市
民の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図る。

補助金等の使途
　公衆浴場の運営のための燃料費・電気代に充当する。

令和５年４月～令和５年９月 277
原油価格等高騰により運営費が増える中においても、公衆浴場経営を
継続した。

原油価格等高騰により運営費が増える中にお
いても、公衆浴場経営を継続することで、市民
の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図
れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：公衆浴場業の健全な営業を助長することにより、市民の利便に
寄与し、もって公衆衛生の向上と増進を図るため、原油価格等高騰により
増額した経費に対し、助成するもの
対象事業：公衆浴場経営事業（燃料費・電気代）
補助率：１／２以内

有

相模原市公衆
浴場設備整備
費等補助金交
付要綱

無 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市民の利便に寄与し、公
衆衛生の向上と増進を図るもので
あることから、公益性、社会貢献性
が高い。

1926
相模原市公衆浴場設備
整備費等補助金

相模浴場

補助事業等の概要
　原油価格等高騰により増額した経費に対し市から補助を
受け、公衆浴場業の健全な営業が助長されることにより、市
民の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図る。

補助金等の使途
　公衆浴場の運営のための燃料費・電気代に充当する。

令和５年１０月～令和６年３月 421
原油価格等高騰により運営費が増える中においても、公衆浴場経営を
継続した。

原油価格等高騰により運営費が増える中にお
いても、公衆浴場経営を継続することで、市民
の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図
れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：公衆浴場業の健全な営業を助長することにより、市民の利便に
寄与し、もって公衆衛生の向上と増進を図るため、原油価格等高騰により
増額した経費に対し、助成するもの
対象事業：公衆浴場経営事業（燃料費・電気代）
補助率：１／２以内

有

相模原市公衆
浴場設備整備
費等補助金交
付要綱

無 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市民の利便に寄与し、公
衆衛生の向上と増進を図るもので
あることから、公益性、社会貢献性
が高い。

1927
相模原市公衆浴場設備
整備費等補助金

有限会社日栄浴場

補助事業等の概要
　原油価格等高騰により増額した経費に対し市から補助を
受け、公衆浴場業の健全な営業が助長されることにより、市
民の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図る。

補助金等の使途
　公衆浴場の運営のための燃料費・電気代に充当する。

令和５年１０月～令和６年３月 385
原油価格等高騰により運営費が増える中においても、公衆浴場経営を
継続した。

原油価格等高騰により運営費が増える中にお
いても、公衆浴場経営を継続することで、市民
の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図
れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：公衆浴場業の健全な営業を助長することにより、市民の利便に
寄与し、もって公衆衛生の向上と増進を図るため、原油価格等高騰により
増額した経費に対し、助成するもの
対象事業：公衆浴場経営事業（燃料費・電気代）
補助率：１／２以内

有

相模原市公衆
浴場設備整備
費等補助金交
付要綱

無 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市民の利便に寄与し、公
衆衛生の向上と増進を図るもので
あることから、公益性、社会貢献性
が高い。

1928
相模原市公衆浴場設備
整備費等補助金

有限会社山埼商会

補助事業等の概要
　原油価格等高騰により増額した経費に対し市から補助を
受け、公衆浴場業の健全な営業が助長されることにより、市
民の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図る。

補助金等の使途
　公衆浴場の運営のための燃料費・電気代に充当する。

令和５年１０月～令和６年３月 18
原油価格等高騰により運営費が増える中においても、公衆浴場経営を
継続した。

原油価格等高騰により運営費が増える中にお
いても、公衆浴場経営を継続することで、市民
の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図
れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：公衆浴場業の健全な営業を助長することにより、市民の利便に
寄与し、もって公衆衛生の向上と増進を図るため、原油価格等高騰により
増額した経費に対し、助成するもの
対象事業：公衆浴場経営事業（燃料費・電気代）
補助率：１／２以内

有

相模原市公衆
浴場設備整備
費等補助金交
付要綱

無 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市民の利便に寄与し、公
衆衛生の向上と増進を図るもので
あることから、公益性、社会貢献性
が高い。

1929
相模原市公衆浴場設備
整備費等補助金

並木湯

補助事業等の概要
　原油価格等高騰により増額した経費に対し市から補助を
受け、公衆浴場業の健全な営業が助長されることにより、市
民の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図る。

補助金等の使途
　公衆浴場の運営のための燃料費・電気代に充当する。

令和５年１０月～令和６年３月 305
原油価格等高騰により運営費が増える中においても、公衆浴場経営を
継続した。

原油価格等高騰により運営費が増える中にお
いても、公衆浴場経営を継続することで、市民
の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図
れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：公衆浴場業の健全な営業を助長することにより、市民の利便に
寄与し、もって公衆衛生の向上と増進を図るため、原油価格等高騰により
増額した経費に対し、助成するもの
対象事業：公衆浴場経営事業（燃料費・電気代）
補助率：１／２以内

有

相模原市公衆
浴場設備整備
費等補助金交
付要綱

無 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市民の利便に寄与し、公
衆衛生の向上と増進を図るもので
あることから、公益性、社会貢献性
が高い。

1930
相模原市公衆浴場設備
整備費等補助金

旭湯

補助事業等の概要
　原油価格等高騰により増額した経費に対し市から補助を
受け、公衆浴場業の健全な営業が助長されることにより、市
民の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図る。

補助金等の使途
　公衆浴場の運営のための燃料費・電気代に充当する。

令和５年４月～令和６年３月 8
原油価格等高騰により運営費が増える中においても、公衆浴場経営を
継続した。

原油価格等高騰により運営費が増える中にお
いても、公衆浴場経営を継続することで、市民
の利便に寄与し、公衆衛生の向上と増進を図
れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：公衆浴場業の健全な営業を助長することにより、市民の利便に
寄与し、もって公衆衛生の向上と増進を図るため、原油価格等高騰により
増額した経費に対し、助成するもの
対象事業：公衆浴場経営事業（燃料費・電気代）
補助率：１／２以内

有

相模原市公衆
浴場設備整備
費等補助金交
付要綱

無 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市民の利便に寄与し、公
衆衛生の向上と増進を図るもので
あることから、公益性、社会貢献性
が高い。

1931
商工会・商工会議所地
域産業振興事業補助金

相模原商工会議所

市内商工業者の経営の改善と向上を支援するための相談
事業、調査事業、人材確保育成事業、経営発達支援事業等
および地域経済の活性化や商工業の振興に寄与する中心
市街地活性化事業、商談会事業、商店街販売促進事業、メ
ディアミックス活用事業等を実施し、経営支援や地域活性
化に資する事業に補助金を活用する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 26,927

以下の事業を実施した。
　経営支援事業
　　1.経営支援事業
　　2.人材確保・育成事業
　  3.地域活性化支援事業
　　4.経営指導員等設置費
　　5.経営発達支援事業
　地域活性化事業
    1.メディアミックス活動事業
    2.特定地域活性化事業
　経営改善利子補給事業
　　1.小規模事業者経営改善資金利子補給事業
　総事業費　179,911,567円
　補助対象事業費　70,433,835円

市内小規模事業者・中小事業者の持続的な経
営発達を支援する事業、地域産業を活性化す
る事業及び経営改善利子補給事業に取り組
み、市内商工業を中心とした産業振興の支援に
努めた。

環境経済局
産業支援課

市内の商工業者の経営の改善、向上を支援するための事業及び地域の産業振興を活性化
するための事業に補助金を交付することにより、市内の商工業の振興と安定に寄与する。

対象事業
１　経営支援事業
（１）商工会等が市内商工業者を対象として、経営の改善発達を支援する事業のほか、経営
の支援に資する事業
（２）神奈川県の「商工会･商工会議所地域振興事業費補助金交付要綱」に定める経営指導
員等設置費に対する補助
２　地域活性化事業
（１）商工会等が市内商工業者を対象として実施し、地域経済の活性化や商工業の振興に寄
与する事業
（２）神奈川県の「商工会･商工会議所地域振興事業費補助金交付要綱」に定める地域活性
化担当職員設置費に対する補助
３　経営改善利子補給事業
　市内商工業者が利用する日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金の貸付に係る
利子の一部を商工会等が補助する事業
補助率
【対象事業１（１）、１（２）、２（１）、２（２）】
補助対象事業費から当該事業費に対して神奈川県から交付される補助金の額を減じたもの
に３分の１(対象事業１（１）、２（１）の補助対象事業が次に掲げる条件のいずれかに該当する
場合にあっては、２分の１)を乗じて得た額を限度とする。
（１）事業の対象者を商工会等会員に限定せず、広く商工業者としており、かつ、そのための周
知方法が計画されている場合
（２）市の産業振興事業と共催である場合
（３）市の産業振興事業と密接な関係がある場合
【対象事業３】
　融資１件における毎年１月１日から１２月３１日までに市内商工業者が日本政策金融公庫に
支払った利子に対する商工会等の利子補給を１件とし、１件当たり１，８５０円と当該利子補給
額の１０分の１０以内。ただし、利子補給額に対する補助は、市内商工業者が日本政策金融公
庫に支払った利子の初回支払分から１２回目の支払分までの２分の１(平成３１年４月１日から
令和２年３月３１日までに融資を受けた市内商工業者に対する利子補給にあっては初回支払
分から３６回目の支払分までの２分の１、令和２年４月１日から令和４年３月３１日までに融資を
受けた市内商工業者に対する利子補給にあっては初回支払分から２４回目の支払分までの１
０分の３)を上限とする。

有

商工会・商工会
議所地域産業
振興事業補助
金交付要綱

無 無
令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の商工業者を対象に経営全般
に関する指導相談業務を行うとと
もに、小規模事業者経営改善資金
の利子の一部を補給するなど、経
営の改善発達に取り組み、専門的
できめ細かい支援を継続的に実施
している。また、地域活性化に向け
た各種事業等にも取り組み、地域
の産業振興を活性化するための大
きな役割を担っている。

1932
商工会・商工会議所地
域産業振興事業補助金

城山商工会

城山商工会では、地域商工業の総合的な改善発達を図る
「経済団体」として、行政の小規模施策（経営改善普及事
業）の事業実施機関であり、地域小規模事業者の相談窓口
としての役割を果たすと共に地域の活性化に努める。つい
ては、当会による地域内商工業者の経営改善発達を支援
するための事業、及び地域の産業振興を活性化するために
必要と思われる事業（補助金使途）を次のとおり実施する。
【経営改善普及事業】
　職員設置、経営支援事業、工業振興事業、広報発行事
業、資源開発事業
【地域活性化事業】
　商業振興事業、青年部・女性部対策事業
【経営改善利子補給事業】
　小規模事業者経営改善資金利子補給事業

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 5,527

小規模事業者を中心に、事業計画策定支援事業など地域事業者が抱
える問題（特にアフターコロナ対策）に対して、補助金、金融、経営力強
化等の相談を中心に指導業務を行った。
また、今年度注力した業務として前向きな設備投資を行う事業者に対し
小規模事業者持続化補助金の申請業務の実施と、消費税制改正直前
の対策としてインボイス講習会を開催し、登録申請業務などの申請支援
及び請求書発行方法や申告納税支援を中心に実施した。

商工会は、地域商工業の総合的な改善発達を
図る「経済団体」として、行政の小規模施策（経
営改善普及事業）の事業実施機関であり、地域
の小規模事業者の相談窓口としての役割を果
たしている。
今年度は、生産者・商業者・住民が一体となっ
た第2回目となる『城フェス』を開催し、地域商
工業者のテストマーケットの場や店舗を持たな
い事業者の店舗取得支援など、地域イベントの
枠を超えた産業イベントに成長した。
社会貢献として、女性部では津久井警察署、津
久井防犯協会とタイアップし「オレオレ詐欺の寸
劇」を４回実施し、城山地域のみならず、津久井
地域全域でオレオレ詐欺の注意喚起を行った。

環境経済局
産業支援課

市内の商工業者の経営の改善、向上を支援するための事業及び地域の産業振興を活性化
するための事業に補助金を交付することにより、市内の商工業の振興と安定に寄与する。

対象事業
１　経営支援事業
（１）商工会等が市内商工業者を対象として、経営の改善発達を支援する事業のほか、経営
の支援に資する事業
（２）神奈川県の「商工会･商工会議所地域振興事業費補助金交付要綱」に定める経営指導
員等設置費に対する補助
２　地域活性化事業
（１）商工会等が市内商工業者を対象として実施し、地域経済の活性化や商工業の振興に寄
与する事業
（２）神奈川県の「商工会･商工会議所地域振興事業費補助金交付要綱」に定める地域活性
化担当職員設置費に対する補助
３　経営改善利子補給事業
　市内商工業者が利用する日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金の貸付に係る
利子の一部を商工会等が補助する事業
補助率
【対象事業１（１）、１（２）、２（１）、２（２）】
補助対象事業費から当該事業費に対して神奈川県から交付される補助金の額を減じたもの
に３分の１(対象事業１（１）、２（１）の補助対象事業が次に掲げる条件のいずれかに該当する
場合にあっては、２分の１)を乗じて得た額を限度とする。
（１）事業の対象者を商工会等会員に限定せず、広く商工業者としており、かつ、そのための周
知方法が計画されている場合
（２）市の産業振興事業と共催である場合
（３）市の産業振興事業と密接な関係がある場合
【対象事業３】
　融資１件における毎年１月１日から１２月３１日までに市内商工業者が日本政策金融公庫に
支払った利子に対する商工会等の利子補給を１件とし、１件当たり１，８５０円と当該利子補給
額の１０分の１０以内。ただし、利子補給額に対する補助は、市内商工業者が日本政策金融公
庫に支払った利子の初回支払分から１２回目の支払分までの２分の１(平成３１年４月１日から
令和２年３月３１日までに融資を受けた市内商工業者に対する利子補給にあっては初回支払
分から３６回目の支払分までの２分の１、令和２年４月１日から令和４年３月３１日までに融資を
受けた市内商工業者に対する利子補給にあっては初回支払分から２４回目の支払分までの１
０分の３)を上限とする。

有

商工会・商工会
議所地域産業
振興事業補助
金交付要綱

無 無
令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の商工業者を対象に経営全般
に関する指導相談業務を行うとと
もに、小規模事業者経営改善資金
の利子の一部を補給するなど、経
営の改善発達に取り組み、専門的
できめ細かい支援を継続的に実施
している。また、地域活性化に向け
た各種事業等にも取り組み、地域
の産業振興を活性化するための大
きな役割を担っている。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1933
商工会・商工会議所地
域産業振興事業補助金

津久井商工会

市内の商工業の振興と安定に寄与することを目的とし、商
工会による市内商工業者の経営の改善発達を支援するた
めの事業及び地域の産業振興を活性化する事業費として
活用する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 2,196

①経営支援事業：巡回・窓口指導（2264件）・講習会開催（43回/443
人）～税務申告書提出件数263件・金融斡旋10件/56,660千円・事
業計画策定件数（12件）
②地域活性化事業：情報発信事業・講習会開催等々、地域経済を支
え、地域発展に貢献できた事業となった。

①地域の中心的経済団体として、巡回・窓口相
談、講習会の開催により、商工業者に対し継続
して総合的な指導を実施し改善発達を図り、地
域経済活性化に努めた。延べ38回の税務指導
会開催により、388名が税務相談を受けた。他
金融斡旋による福利厚生等多岐に渡り成果を
あげた。
②事業環境変化によるインボイス制度導入や物
価高騰、最低賃金引上げ他、地域事業者への
影響に伴い、国や地方自治体による各支援制
度、融資、補助金申請等のタイムリーな情報発
信と各種申請支援や専門家派遣など支援等57
件の相談実績をあげた。事業計画策定におい
ては小規模事業者持続化補助金申請他12件
の申請支援を実施した。
③経営支援等経営発達支援事業については、
昨年同様小規模事業者向けに伴走型支援を行
い、各個店の経営計画書策定や経営分析など
事業者に寄り添った支援を3事業所に対して
16回行うとともに創業者向けセミナーを1回開
催し11名が参加した。
④地域社会の経済を支える商工会として、経営
改善普及事業による各種支援制度や金融制度
の周知、また、専門家を派遣しての経営課題の
迅速な解決など新型コロナや事業環境変化な
どで困惑する事業者に対し商工会ならではの
細やかな支援をおこなうなど、地域経済団体の
リーダー核として活動し高い支持・支援を得る
事ができた。

環境経済局
産業支援課

市内の商工業者の経営の改善、向上を支援するための事業及び地域の産業振興を活性化
するための事業に補助金を交付することにより、市内の商工業の振興と安定に寄与する。

対象事業
１　経営支援事業
（１）商工会等が市内商工業者を対象として、経営の改善発達を支援する事業のほか、経営
の支援に資する事業
（２）神奈川県の「商工会･商工会議所地域振興事業費補助金交付要綱」に定める経営指導
員等設置費に対する補助
２　地域活性化事業
（１）商工会等が市内商工業者を対象として実施し、地域経済の活性化や商工業の振興に寄
与する事業
（２）神奈川県の「商工会･商工会議所地域振興事業費補助金交付要綱」に定める地域活性
化担当職員設置費に対する補助
３　経営改善利子補給事業
　市内商工業者が利用する日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金の貸付に係る
利子の一部を商工会等が補助する事業
補助率
【対象事業１（１）、１（２）、２（１）、２（２）】
補助対象事業費から当該事業費に対して神奈川県から交付される補助金の額を減じたもの
に３分の１(対象事業１（１）、２（１）の補助対象事業が次に掲げる条件のいずれかに該当する
場合にあっては、２分の１)を乗じて得た額を限度とする。
（１）事業の対象者を商工会等会員に限定せず、広く商工業者としており、かつ、そのための周
知方法が計画されている場合
（２）市の産業振興事業と共催である場合
（３）市の産業振興事業と密接な関係がある場合
【対象事業３】
　融資１件における毎年１月１日から１２月３１日までに市内商工業者が日本政策金融公庫に
支払った利子に対する商工会等の利子補給を１件とし、１件当たり１，８５０円と当該利子補給
額の１０分の１０以内。ただし、利子補給額に対する補助は、市内商工業者が日本政策金融公
庫に支払った利子の初回支払分から１２回目の支払分までの２分の１(平成３１年４月１日から
令和２年３月３１日までに融資を受けた市内商工業者に対する利子補給にあっては初回支払
分から３６回目の支払分までの２分の１、令和２年４月１日から令和４年３月３１日までに融資を
受けた市内商工業者に対する利子補給にあっては初回支払分から２４回目の支払分までの１
０分の３)を上限とする。

有

商工会・商工会
議所地域産業
振興事業補助
金交付要綱

無 無
令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の商工業者を対象に経営全般
に関する指導相談業務を行うとと
もに、小規模事業者経営改善資金
の利子の一部を補給するなど、経
営の改善発達に取り組み、専門的
できめ細かい支援を継続的に実施
している。また、地域活性化に向け
た各種事業等にも取り組み、地域
の産業振興を活性化するための大
きな役割を担っている。

1934
商工会・商工会議所地
域産業振興事業補助金

相模湖商工会

商工会による地域内商工業者の経営の改善発達を支援す
るための事業及び地域経済の活性化や商工業の振興に寄
与することを目的とし、経営支援事業に必要な指導事業
費、経営指導員等職員設置費をはじめ地域活性化に資す
る地域イベント等の情報発信事業等に活用する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 1,293

令和5年度は、地域小規模事業者に対し、経営指導員等による伴走型
支援事業を中心に、専門家や関係支援機関と連携し、積極的に支援事
業を展開して参りました。経営指導員等の指導件数は巡回指導453
件、窓口指導392件。講習会等による指導件数は17回、参加者67人
でした。
また、地域活性化事業では、芸術・文化のまちづくり実行委員会を立ち
上げ、㈱アトリエヨシノと連携し、バレエの街相模湖を全国に発信する
べく、神奈川県、相模原市、地域自治会、観光協会、相模湖交流セン
ター、相模湖プレジャーフォレスト等と連携し活動を開始した。具体的に
は、令和6年度の神奈川県のマグカル補助金を申請するための事業計
画策定に取り組んだ。

令和5年度における、地域小規模事業者に対し
ての伴走型支援事業は、経営指導員が先導し、
専門家や関係支援機関と連携し、積極的に支
援事業を展開して参りました。
また、令和５年度は、商工会及び商工会議所に
よる小規模事業者の支援に関する法律に基づ
く第11回「経営発達支援計画」の策定に取り組
み、認定を受けました。

環境経済局
産業支援課

市内の商工業者の経営の改善、向上を支援するための事業及び地域の産業振興を活性化
するための事業に補助金を交付することにより、市内の商工業の振興と安定に寄与する。

対象事業
１　経営支援事業
（１）商工会等が市内商工業者を対象として、経営の改善発達を支援する事業のほか、経営
の支援に資する事業
（２）神奈川県の「商工会･商工会議所地域振興事業費補助金交付要綱」に定める経営指導
員等設置費に対する補助
２　地域活性化事業
（１）商工会等が市内商工業者を対象として実施し、地域経済の活性化や商工業の振興に寄
与する事業
（２）神奈川県の「商工会･商工会議所地域振興事業費補助金交付要綱」に定める地域活性
化担当職員設置費に対する補助
３　経営改善利子補給事業
　市内商工業者が利用する日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金の貸付に係る
利子の一部を商工会等が補助する事業
補助率
【対象事業１（１）、１（２）、２（１）、２（２）】
補助対象事業費から当該事業費に対して神奈川県から交付される補助金の額を減じたもの
に３分の１(対象事業１（１）、２（１）の補助対象事業が次に掲げる条件のいずれかに該当する
場合にあっては、２分の１)を乗じて得た額を限度とする。
（１）事業の対象者を商工会等会員に限定せず、広く商工業者としており、かつ、そのための周
知方法が計画されている場合
（２）市の産業振興事業と共催である場合
（３）市の産業振興事業と密接な関係がある場合
【対象事業３】
　融資１件における毎年１月１日から１２月３１日までに市内商工業者が日本政策金融公庫に
支払った利子に対する商工会等の利子補給を１件とし、１件当たり１，８５０円と当該利子補給
額の１０分の１０以内。ただし、利子補給額に対する補助は、市内商工業者が日本政策金融公
庫に支払った利子の初回支払分から１２回目の支払分までの２分の１(平成３１年４月１日から
令和２年３月３１日までに融資を受けた市内商工業者に対する利子補給にあっては初回支払
分から３６回目の支払分までの２分の１、令和２年４月１日から令和４年３月３１日までに融資を
受けた市内商工業者に対する利子補給にあっては初回支払分から２４回目の支払分までの１
０分の３)を上限とする。

有

商工会・商工会
議所地域産業
振興事業補助
金交付要綱

無 無
令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の商工業者を対象に経営全般
に関する指導相談業務を行うとと
もに、小規模事業者経営改善資金
の利子の一部を補給するなど、経
営の改善発達に取り組み、専門的
できめ細かい支援を継続的に実施
している。また、地域活性化に向け
た各種事業等にも取り組み、地域
の産業振興を活性化するための大
きな役割を担っている。

1935
商工会・商工会議所地
域産業振興事業補助金

藤野商工会

経営支援事業経営指導員等設置費：職員が巡回指導と窓
口指導を行い個々の企業の経営改善を推進する為の職員
人件費として使用する。
経営支援事業経営支援事業費：地域商工業者に対し、講習
会（税務・経理・経営・法律・取引等）を開催し、企業の経営
改善を図る為に使用する。
地域活性化事業ビジョン推進地域活性化事業費：地域の発
展の為に各種イベントを開催し、また特産品PRを行う為に
使用する。
経営改善利子補給事業　小規模事業者経営改善資金利子
補給事業費：日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善
資金の融資を受けた者に対して、利子の一部を補助するこ
とにより、市内産業の発展及び振興を図る為に使用する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 4,707

地区内における商工業の総合的な改善発達を図り、あわせて社会一般
の福祉の増進に資することができた。
経営指導員等の巡回指導５２０件、窓口指導９９０件、持続化補助金の
事業支援計画書を２件発行した。小規模事業者経営改善資金融資につ
いての利子補給7件で１３３，０００円の補給を実施した。
地域活性化事業として、地域の特産である「ゆず」の集荷を行い、小学
生の課外授業受入等で社会貢献事業等を実施した。

★経営支援事業
金融・税務・経理・労務・経営全般について、小
規模事業者の経営または技術の改善発達を図
れた。
★地域活性化事業
特産品商品販売を通じ、相互扶助・各業種の地
域交流・社会福祉活動・地域課題に対する調査
研究が図れた。
★経営改善利子補給事業
小規模事業者からの申請に対し、迅速に利子
補給を実施し、経営改善に資することができ
た。

環境経済局
産業支援課

市内の商工業者の経営の改善、向上を支援するための事業及び地域の産業振興を活性化
するための事業に補助金を交付することにより、市内の商工業の振興と安定に寄与する。

対象事業
１　経営支援事業
（１）商工会等が市内商工業者を対象として、経営の改善発達を支援する事業のほか、経営
の支援に資する事業
（２）神奈川県の「商工会･商工会議所地域振興事業費補助金交付要綱」に定める経営指導
員等設置費に対する補助
２　地域活性化事業
（１）商工会等が市内商工業者を対象として実施し、地域経済の活性化や商工業の振興に寄
与する事業
（２）神奈川県の「商工会･商工会議所地域振興事業費補助金交付要綱」に定める地域活性
化担当職員設置費に対する補助
３　経営改善利子補給事業
　市内商工業者が利用する日本政策金融公庫の小規模事業者経営改善資金の貸付に係る
利子の一部を商工会等が補助する事業
補助率
【対象事業１（１）、１（２）、２（１）、２（２）】
補助対象事業費から当該事業費に対して神奈川県から交付される補助金の額を減じたもの
に３分の１(対象事業１（１）、２（１）の補助対象事業が次に掲げる条件のいずれかに該当する
場合にあっては、２分の１)を乗じて得た額を限度とする。
（１）事業の対象者を商工会等会員に限定せず、広く商工業者としており、かつ、そのための周
知方法が計画されている場合
（２）市の産業振興事業と共催である場合
（３）市の産業振興事業と密接な関係がある場合
【対象事業３】
　融資１件における毎年１月１日から１２月３１日までに市内商工業者が日本政策金融公庫に
支払った利子に対する商工会等の利子補給を１件とし、１件当たり１，８５０円と当該利子補給
額の１０分の１０以内。ただし、利子補給額に対する補助は、市内商工業者が日本政策金融公
庫に支払った利子の初回支払分から１２回目の支払分までの２分の１(平成３１年４月１日から
令和２年３月３１日までに融資を受けた市内商工業者に対する利子補給にあっては初回支払
分から３６回目の支払分までの２分の１、令和２年４月１日から令和４年３月３１日までに融資を
受けた市内商工業者に対する利子補給にあっては初回支払分から２４回目の支払分までの１
０分の３)を上限とする。

有

商工会・商工会
議所地域産業
振興事業補助
金交付要綱

無 無
令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の商工業者を対象に経営全般
に関する指導相談業務を行うとと
もに、小規模事業者経営改善資金
の利子の一部を補給するなど、経
営の改善発達に取り組み、専門的
できめ細かい支援を継続的に実施
している。また、地域活性化に向け
た各種事業等にも取り組み、地域
の産業振興を活性化するための大
きな役割を担っている。

1936
指定管理者制度導入施
設支援金

公益財団法人相模原市
勤労者福祉サービスセ
ンター

原油価格及び物価高騰の影響を大きく受けた施設の維持
管理及び運営に関する事業に係る経費への充当。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 5,000 原油価格高騰の影響を大きく受けた光熱水費へ充当した。
原油価格高騰の影響を大きく受けた光熱水費
への充当により、適正な管理運営を行うことが
できた。

環境経済局
産業・雇用対策課

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、原油価格・物価高騰
の影響を受けている本市の指定管理者制度導入施設の適正な管理運営を
支援することを目的とする。
　補助期間中に交付対象者が実施する施設の維持管理及び運営に関する
事業を対象とする。
　支援金の額は要綱に定める額とする。

有
指定管理者制
度導入施設支
援金交付要綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

事業費補助なの
で非該当

原油価格の著しい高騰に対応する
ことで、適正な管理運営を行うこと
ができた。

1937
相模原市中小企業退職
金共済掛金補助金

国の中小企業退職金共
済制度に加入している
市内事業主（全97事業
所）

市内に事業所を有する中小企業が負担する退職金共済掛
金の一部を補助することにより、中小企業の従業員の福祉
の向上と雇用の安定を図り、もって中小企業の振興に資す
る。

令和5年1月1日～令和5年12月31日 6,827

対象数：９７事業者
申請数：９７事業者
申請率：１００％

中小企業が負担する退職金共済掛金の一部を
補助を受けるにとにより、中小企業の従業員の
福祉の向上や雇用の安定が図られた。

環境経済局
産業・雇用対策課

中小企業の従業員の福祉の向上と雇用の安定を図り、もって中小企業の振
興に資するため、市内に事業所を有する中小企業が負担する退職金共済
掛金の一部を補助するもの。

無

相模原市中小
企業退職金共
済掛金補助金
交付規則

無 無 1年間
充分な実績が確
認される

その他
団体に対す
る補助では
ない。

中小企業退職金制度に加入した中
小企業の共済掛金の一部を補助す
ることにより、中小企業の振興・発
展、従業員の福利厚生の充実が図
られていると考えられるため。

1938
商工会議所特定退職金
共済掛金補助金

相模原市商工会議所の
特定退職金共済制度に
加入している市内事業
主（全1事業所）

市内に事業所を有する中小企業が負担する退職金共済掛
金の一部を補助することにより、中小企業の従業員の福祉
の向上と雇用の安定を図り、もって中小企業の振興に資す
る。

令和5年1月1日～令和5年12月31日 52
対象数：1事業者
申請数：1事業者
申請率：１００％

中小企業が負担する退職金共済掛金の一部を
補助を受けるにとにより、中小企業の従業員の
福祉の向上や雇用の安定が図られた。

環境経済局
産業・雇用対策課

中小企業の従業員の福祉の向上と雇用の安定を図り、もって中小企業の振
興に資するため、市内に事業所を有する中小企業が負担する退職金共済
掛金の一部を補助するもの。

無

相模原市中小
企業退職金共
済掛金補助金
交付規則

無 無 １年間
充分な実績が確
認される

その他
団体に対す
る補助では
ない。

中小企業退職金制度に加入した中
小企業の共済掛金の一部を補助す
ることにより、中小企業の振興・発
展、従業員の福利厚生の充実が図
られていると考えられるため。

1939
相模原市労働祭補助金
（相模原地域メーデー）

相模原地域メーデー実
行委員会

相模原市で働く勤労者の結束を深め、明るく住み良い地域
社会づくりの一助とするためにメーデーを実施。
会場では災害による被災者支援活動も実施する。
対象者は勤労者とその家族、約２，０００名を予定。
対象者は一般の勤労者。

令和5年4月 400

4/29（土）相模原市橋本公園において、本村市長に御来賓として出席
いただき、４年ぶりの通常開催を実施した。

補助金はイベント代、施設・看板、会場使用料の一部に充当。

コロナ禍の影響が落ち着きを取り戻す中、４年
ぶりの屋外開催として実施した。相模原市で働
く勤労者の結束を深め、明るく住み良い地域社
会づくりの一助とするために実施できた。

環境経済局
産業・雇用対策課

労働条件の維持・向上を目指すとともに、相模原市で働く者とその家族との
結束を深め、明るく住み良い地域社会づくりの一助とするために開催される
相模原地域メーデーの開催・運営（印刷費（広報・宣伝）、イベント代（式典の
運営）、施設関係）に要する経費を補助するもの。
○対象経費補助率１９．９％
　　補助申請金額(４００，０００円)／対象事業費(２，０１０，０００円)
○対象経費
　　広報・宣伝等総務関係４０，０００円
　　式典の運営関係（イベント含む）１，６５０，０００円
  　施設関係３２０，０００円
○全体事業費
　　２，６６０，０００円

有
相模原市労働
祭補助金交付
要綱

無 無 1か月間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

様々な団体から多数の参加者が一
斉に集うことにより、働く者と家族
の結束が深まったとともに、労働者
の地位及び福祉の向上に繋がった
おり、明るく住み良い地域づくりに
向けた活動として、メーデーの実施
は必要であり、支援は有効である。

1940
相模原市労働祭補助金
（相模地域メーデー）

相模地域メーデー実行
委員会

相模原市で働く者と家族との結束を深め、明るく住み良い
地域社会づくりの一助とするために開催される相模地域
メーデーの開催・運営に要する経費を補助するもの。

令和5年5月 40

　神奈川土建相模原支部、県職労県央支部、北央医療生協労組、年金
者組合相模原支部協議会、ユニオンさがみはら、相模労連、相模原民
商、新日本婦人の会相模原支部、国民救援会、相模原市平和委員会、
まちだ・さがみ総合法律事務所が参加した。

14団体100名の参加があり、集会ではメインス
ローガンである「働くものの団結で生活と権利
を守り、平和と民主主義、中立の日本をめざそ
う！」に沿って14名が発言した。
デモは、手作りプラカードと横断幕を掲げて行
進した。

環境経済局
産業・雇用対策課

　相模原市で働く者と家族との結束を深め、明るく住み良い地域社会づくり
の一助とするために開催される相模地域メーデーの開催・運営に要する経
費を補助するもの。
　○対象経費補助率３１．７％
　　補助申請金額(４０，０００円)／対象事業費(１２６，０００円)

有
相模原市労働
祭補助金交付
要綱

無 無
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

様々な団体から多数の参加者が一
斉に集うことにより、働く者と家族
の結束が深まったとともに、労働者
の地位及び福祉の向上に繋がって
おり支援は有効である。

1941
全国労働災害防止大会
補助金

相模原労働災害防止団
体連絡協議会

勤労者の安全と衛生の向上を図るため、相模原労働災害
防止団体連絡協議会が開催する全国安全週間相模原地区
推進大会及び全国労働衛生週間相模原地区推進大会に関
する経費の一部に充当するもの。

令和5年6月
令和5年9月

70

①令和５年６月９日（金）相模原市民会館にて「令和５年度全国安全週
間相模原地区推進大会」を開催した。
②令和５年９月８日（金）「令和５年度全国労働衛生週間相模原地区推
進大会」を開催する予定でしたが、悪天候のため中止とした。

①令和５年度全国安全週間相模原地区推進大
会の参加者は、災防団体４団体の各事業主、安
全管理者、安全担当者及び関係者等で２６７名
の参加がありました。特別講演は、北里大学医
学部 精神学科 講師 大石智氏から「企業にも
求められている若年性認知症への理解と援助」
について講演をしていただきました。
②中止

環境経済局
産業・雇用対策課

相模原労働災害防止団体連絡協議会が開催する全国安全週間相模原地
区推進大会及び全国労働衛生週間相模原地区推進大会に関する経費につ
いて、予算の範囲内で補助することにより、勤労者の安全と衛生の向上を
図り、地域社会産業の健全な発展に資することを目的とする。

有

相模原市全国
労働災害防止
大会補助金交
付要綱

無 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

職場における勤労者の安全と労働
衛生の確保を図り、地域産業の健
全な発展に貢献する全国労働災害
防止大会は、労働管理、労働災害
防止及び労働衛生活動を推進する
上で有効なものであり、支援は必
要です。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1942
相模原地域労働者福祉
協議会補助金

相模原地域労働者福祉
協議会

　地域における勤労者等の福祉活動を推進し、組合員と家
族の福祉向上をめざすとともに、地域住民の経済的・文化
的向上を目指した活動に取り組む。

令和5年4月～令和6年3月 850

　勤労者・市民の福祉活動を推進し、勤労者と市民の経済的、文化的向
上を目指して、諸活動に取り組んだ。
○　コロナ禍における健康増進やワークライフバランス向上のための文
化・教養活動や家族イベントなど諸行事の開催。
○　勤労者福祉の啓発、教育宣伝、調査研究活動。

○　調査・研修・学習活動の実施による、総合的
な福祉の推進の啓発効果
○　労働相談等実施による、地域の中小零細企
業・未組織企業で働く労働者、非正規労働者へ
の福祉の充実効果

環境経済局
産業・雇用対策課

　労働者の福祉向上を図るため、事務局運営や体育・文化・レクリエーショ
ン等事業の開催に要する経費を補助するもの。

有

相模原地域労
働者福祉協議
会補助金交付
要綱

無 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域における勤労者等の福祉活動
を推進し、組合員と家族の福祉向
上をはかるとともに、地域住民の経
済的、文化的向上を目指した活動
に取り組んでおり、運営費を助成す
ることにより目的を達成することが
できたため。

1943
（一財）神奈川県駐労福
祉センター補助金

一般財団法人　神奈川
県駐労福祉センター

職業相談、各種援護措置などの相談や、再就職相談会の実
施等、県内の駐留軍関係従業員及びその離職者対策事業
を行い、もって福祉の向上、生活の安定を図るため、事業
費の一部を補助するもの。

令和5年4月～令和6年3月 350

無料職業紹介事業等離職対策事業を実施
主な事業
・再就職相談　新規・再来求職者数153件、巡回相談　98回実施
・職業相談　12名、再来求職　153名
・生活安定相談
　生活安定相談件数　142件
・セミナー等学習会、セカンドライフセミナー3回実施等

令和5年度の取組については、前年と同様に再
就職相談、自立・自営相談などの取組のほか、
セカンドライフセミナー（相談、介護、資産形成）
や在職者への各種資格取得、能力開発等に対
する支援を実施するなど離職後の生活安定を
知る取り組みを実施し多くの参加者、対象者の
実績があった。こうした取り組みは、引き続き
行っていく。

環境経済局
産業・雇用対策課

県内の駐留軍関係従業員及びその離職者の福祉の向上、生活の安定を図
るため、一般財団法人　神奈川県駐労福祉センターが実施する職業相談、
各種援護措置などの相談や、再就職相談会の実施等の事業費に対し補助
金を交付するもの。

有

一般財団法人
神奈川県駐労
福祉センター補
助金交付要綱

無 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

駐労福祉センターの無料職業紹介
所及び各支所等における巡回相談
を通じ、相談等を行うなど、県内駐
留軍関係従業員及び離職者対策
が図られたと考えられるため。

1944
湘北建築高等職業訓練
校運営補助金

湘北建築高等職業訓練
校

職業に必要な労働者の能力を開発し、職業の安定、労働者
の地位向上を図り、経済及び社会発展の基礎作りに役立て
るため、建築技術者（大工等）の養成のための職業訓練を
実施する。
補助金は１号経費講師謝金に要する経費の一部に充当す
る。

令和5年4月～令和6年3月 400
・生徒数　１年生１０名　２年生５名　３年生５名
・訓練時間数（時限数）　１年生912時限　２年生928時限　３年生
1,044時限

建築技術（木造建築技能）の継承と後継者の育
成のため、職業訓練を実施した。木造住宅の技
術など必要な能力を開発し、職業の安定、労働
者の地位向上を図り、経済及び社会発展の基
礎作りに役立てることが出来た。

環境経済局
産業・雇用対策課

建築技能の継承と人材育成を図るため、湘北建築高等職業訓練校の運営
に対し、補助金を交付するもの。

有

湘北建築高等
職業訓練校運
営補助金交付
要綱

有 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通した職業訓練とともに、技
能競技大会や技能検定等により、
建築技術・技能の継承、高度な技
能・知識を備えた人材の育成を行
うことができたと考えられるため。

1945
公益財団法人相模原市
勤労者福祉サービスセ
ンター補助金

公益財団法人相模原市
勤労者福祉サービスセ
ンター

　公益財団法人相模原市勤労者福祉サービスセンターは、
相模原市内の企業に勤務する勤労者と事業主及び相模原
市内に居住し市外の企業に勤務する勤労者並びに別に定
める勤労者等の家族及び市民に対し、自己啓発及び余暇
活動に関する事業等を総合的福祉事業として行うことによ
り、勤労者等の福祉の向上を図り、もって産業の振興及び
地域社会の活性化に寄与する。

令和5年4月～令和6年3月 32,700 事業管理費　法人の公益目的事業実施に係る経費　事業管理費

　勤労者等の生活の安定に資する事業、健康の
維持増進に資する事業、自己啓発に資する事
業、財産形成に資する事業、余暇活動に資する
事業、生涯生活の安定に資する事業、その他セ
ンターの目的を達成するための事業を総合的
に実施することにより、市内在住・在勤の勤労
者及び市民の福利厚生の向上に貢献するなど
の事業効果を上げた。

環境経済局
産業・雇用対策課

 　公益財団法人相模原市勤労者福祉サービスセンターが実施する市内企
業に勤務する勤労者等を対象とした総合的な勤労者福祉事業及び同セン
ターの運営に要する経費その他経費について、予算の範囲内で補助するこ
とにより、勤労者等の福祉の向上を図り、もって産業の振興及び地域社会
の活性化に寄与することを目的とする。

有

公益財団法人
相模原市勤労
者福祉サービス
センター補助金
要綱

無 無 1年間
充分な実績が確
認される

事業費補助なの
で非該当

「第３次勤労者福祉推進計画（あじ
さいメイツ・プラン2028）」に基づ
き、公益財団法人として、勤労者の
生活の安定に資する事業をはじめ
とした各種勤労者福祉事業を総合
的に実施したことにより、勤労者福
祉の向上が図られたと考えられる
ため。

1946
認定取得企業支援補助
金

株式会社コンテックス

ノートパソコンおよび周辺機器を購入し、環境を整えること
で、リモート会議や在宅勤務が可能となり、より柔軟に仕事
ができるとともに、子育てと仕事を両立でき、働き方の新し
いスタイルの実現につながる。

令和5年8月11日～令和6年2月29
日

502

ノートパソコンおよび周辺機器を購入し、環境を整えることで、リモート
会議や在宅勤務が可能となり、より柔軟に仕事ができるようになりまし
た。子育てと仕事を両立でき、働き方の新しいスタイルの実現にもつな
がりました。

社員の子育て支援のために一般事業主行動計
画を策定し、計画の通り社内で取り組みを進め
ることで、一歩ずつではありますが、子育てを支
援する企業として成長しています。継続するこ
とで子育てする社員の雇用を維持し、子育て支
援企業として社会へ貢献できると思います。

環境経済局
産業・雇用対策課

　妊娠・出産期、子育て期などのライフスタイルの変化によって育児をしなが
ら安心して働くことのできる社会の実現に向け、子育てを行う従事者が働き
やすい環境整備に取り組む事業主を支援し、育児休業等が取得しやすい
環境づくりや出産・子育てを経験しても離職することなく、就労できる環境
づくりなどを推進することを目的とする。
　従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備のため行う事
業の経費の１/２以内　　上限１００万円

有

相模原市認定
取得企業支援
補助金
交付要綱

無 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

在宅勤務で使用できるパソコンが
不足しており、購入するための資金
の負担が大きかった。今回、補助金
を活用し、購入ができ、子育てして
いる社員が安心して働ける環境づ
くりにもつながった。また、一般事業
主行動計画を策定、届出、「くるみ
ん認定」の取得も将来期待できる
ため評価しました。

1947
認定取得企業支援補助
金

株式会社ユニテックス

一般事業主行動計画を策定して従業員の仕事と子育ての
両立を図るための雇用環境の整備を行い、「くるみん認定」
の取得を目指す。補助金の使途は以下の通り。育児休業を
取得する労働者の業務を代替する要員の確保のための費
用（人材会社紹介料）

令和5年8月～令和6年2月末 1,000

当社で初めて育児休業（産後パパ育休）を取得する従業員がおり、計画
的に代替要員を確保するため、人材会社を通じて紹介を受けて、本年
9月1日付けで正社員として雇用した。本補助金は、人材会社の紹介料
として活用した。

本年7月21日にアドバイザー派遣をいただき、
その結果を踏まえて一般事業主行動計画を策
定した。また認定取得企業支援補助金を活用し
て、代替要員の採用を行い、9月1日から雇用し
た。このため、当該従業員にとって9月4日から
3ヶ月の育児休業が可能となり、また会社として
も継続的な事業の展開を図ることができた。

環境経済局
産業・雇用対策課

　妊娠・出産期、子育て期などのライフスタイルの変化によって育児をしなが
ら安心して働くことのできる社会の実現に向け、子育てを行う従事者が働き
やすい環境整備に取り組む事業主を支援し、育児休業等が取得しやすい
環境づくりや出産・子育てを経験しても離職することなく、就労できる環境
づくりなどを推進することを目的とする。
　従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備のため行う事
業の経費の１/２以内　　上限１００万円

有

相模原市認定
取得企業支援
補助金
交付要綱

無 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

男性育児休業取得予定者がいる
が、初のケースであり、またエンジ
ニアのコア人材であるため、人材紹
介料も高額になるが、今回補助金
を活用し、代替職員を確保すること
ができた。この度、一般事業主行動
計画も策定、届出、将来的に「くる
みん認定」の取得も期待できるため
評価しました。

1948
認定取得企業支援補助
金

医療法人社団博奉会
相模ヶ丘病院

看護師代替派遣職員の雇用、派遣職員の人件費
令和5年11月1日～令和6年2月29
日

1,000 看護師代替派遣職員の雇用、派遣職員の人件費

妊娠・出産期、子育て期などのライフサイクルの
変化によって育児をしながら安心して働くこと
のできる社会の実現に向け、子育てを行う従事
者が働きやすい環境整備に取り組んだ。

環境経済局
産業・雇用対策課

　妊娠・出産期、子育て期などのライフスタイルの変化によって育児をしなが
ら安心して働くことのできる社会の実現に向け、子育てを行う従事者が働き
やすい環境整備に取り組む事業主を支援し、育児休業等が取得しやすい
環境づくりや出産・子育てを経験しても離職することなく、就労できる環境
づくりなどを推進することを目的とする。
　従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備のため行う事
業の経費の１/２以内　　上限１００万円

有

相模原市認定
取得企業支援
補助金
交付要綱

無 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

人材が不足しているため、十分な
人員の確保ができておらず、残業
やシフト変更で維持していることも
あった。今回は、補助金を活用し、
スムーズに代替職員を確保するこ
とができた。育休や有給休暇の取
得がしやすくなり、環境整備に取り
組むことで、将来的に「くるみん認
定」の取得も期待できるため、評価
しました。

1949
認定取得企業支援補助
金

医療法人社団守成会
広瀬病院

育児休業者の代替する労働者の確保の為の人件費及び人
材会社への紹介手数料の支払い

令和5年12月19日～令和6年2月29
日

1,000
育児休業者の代替する労働者の確保により、一般事業主行動計画に掲
げている女性職員の育児休業取得率100％を維持できた。

代替する労働者を確保することにより、患者様
への安心安全なサービスを提供することができ
た。

環境経済局
産業・雇用対策課

　妊娠・出産期、子育て期などのライフスタイルの変化によって育児をしなが
ら安心して働くことのできる社会の実現に向け、子育てを行う従事者が働き
やすい環境整備に取り組む事業主を支援し、育児休業等が取得しやすい
環境づくりや出産・子育てを経験しても離職することなく、就労できる環境
づくりなどを推進することを目的とする。
　従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備のため行う事
業の経費の１/２以内　　上限１００万円

有

相模原市認定
取得企業支援
補助金
交付要綱

無 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

代替の職員の確保が難しいが、人
材紹介会社も活用し、看護師をす
ぐ採用することができた。一般事業
主行動計画をすでに提出しており、
育休を取得しやすい環境づくりや、
将来「くるみん認定」の取得にも期
待したいため、評価しました。（計画
期間　令和3年4月1日～令和8年
3月31日）

1950
中小企業研究開発補助
金

マイクロエッヂプロセス
株式会社

補助事業等の概要
市内中小企業者等の新製品・新技術開発や新分野進出を
支援するため、研究開発に要する気比の一部を補助するも
の

補助金等の使途
ロボットによる微細溶接を実現するレーザーコントローラー
開発

令和５年７月２５日～令和６年３月８日 1,000

高精度で微細な接合技術が求められている医療機器や電子部品の製
造の要求に応える微細レーザー溶接が可能な低出力高精度ファイバー
レーザーにおいて、ロボットと通信ができ、レーザー出力を柔軟に変更
できる高速コントローラーを研究開発した。目標としていた20μｓと超
高速パルス発振を実現でき、コントローラーで出力波形を変更できる機
能も搭載できた。使い勝手にもこだわり、ロボットへの組み込みにも適
したシステムに仕上げることができた。

研究開発した技術は、先端技術が活用される
電子部品や医療機器の製造に応用できるた
め、高付加価値が期待される先進分野へPRで
きるようになった。すでに複数の顧客と商談が
始まっており、次世代の半導体や医療機器への
貢献ができる分野に展開する予定である。本研
究開発事業により、社会的にも重要な未来の半
導体産業、医療分野に展開できる高い技術を
開発できた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：市内中小企業者等の研究開発を促進し、製品の高付加価値
化、新分野進出の円滑化及び経営環境改善等を図ることを目的として、経
費の一部を補助するもの２対象事業：市内中小企業者等が自ら行う研究開
発
補助率：１／２以内、上限額100万円（産学連携枠・行政課題対応枠は上限
額150万円）

有

相模原市中小
企業研究開発
補助金交付要
綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策25国
際的なビジ
ネス拠点の
形成と新た
な社会経済
の仕組みの
構築

令和5年4月1日～
令和6年3月15日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

今回の研究により、低出力高精度
ファイバーレーザーをロボット等の
外部機器へ通信させることができ
るようになり、生産設備への対応も
可能となった。これにより、先端技
術が活用される電子部品や医療機
器等の製造に大きく貢献することが
期待でき、本研究において十分な
実績が確認されるものと評価する。

1951
中小企業研究開発補助
金

アクセスエンジニアリン
グ株式会社

補助事業等の概要
市内中小企業者等の新製品・新技術開発や新分野進出を
支援するため、研究開発に要する気比の一部を補助するも
の

補助金等の使途
姿勢保持困難者用も使用可能なベッド変身型車椅子の
ベッドとの移乗作業と自動走行のロボット化開発

令和５年７月２５日～令和６年３月１５
日

1,500

開発の実績
①試作機完成し、展示会等でのヒアリングを行い、市場の声を開発に活
かせた。
②市場の声から新たな開発項目＝トイレ機能の具備を開始。
③ハードウエア、ソフトウエア共に基本性能開発を完了。
④製品事業性において、次ステップの目標を定めることができた。（海
外市場、国内向けトイレ機能付き軽量手動タイプ）

被介護者をベッドから、移乗させ、車いすに乗
せ、走行させ、目的地に到着させるロボットで、
他にこの技術を有する機器はないと認識してお
ります。
この技術を開発し、普及させることにより。介護
施設、病院の労働力生産性向上につながる製
品です。今後、この利便性は、介護職員の３Ｋを
解消することにつながり、介護人材不足などの
「2025年問題」、新たに「団塊ジュニア世代の
2040年問題」の対策を改善することに寄与す
ることを目的として開発しました。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：市内中小企業者等の研究開発を促進し、製品の高付加価値
化、新分野進出の円滑化及び経営環境改善等を図ることを目的として、経
費の一部を補助するもの
対象事業：市内中小企業者等が自ら行う研究開発
補助率：１／２以内、上限額100万円（産学連携枠・行政課題対応枠は上限
額150万円）

有

相模原市中小
企業研究開発
補助金交付要
綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策25国
際的なビジ
ネス拠点の
形成と新た
な社会経済
の仕組みの
構築

令和5年4月1日～
令和6年3月15日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

介護人材の不足等が叫ばれる中、
当該研究を進めたことにより、介護
施設等の生産性向上に寄与する製
品開発へとつながった。引き続き、
課題点を解決しながら、ユーザーに
とってよりよい製品が販売されるこ
とに期待する。

1952
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社アスリート

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 63
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1953
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社井上鋼建

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 144
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1954
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社ＡＴＯＭ

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 90
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1955
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

運慶

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 10
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1956
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

光ロジエクスプレス株式
会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 2,025
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1957
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社バロックワーク
ス

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 20
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1958
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社田口運送

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 990
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1959
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社　ハヤカワ

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 643
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1960
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

赤帽ラポール運送

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 10
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1961
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

竹内運輸工業株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 270
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1962
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社天孝産業

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 540
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1963
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社　加瀬物流

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 171
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1964
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

サムライカージャパン株
式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 20
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1965
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

五本木運送株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 81
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1966
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社ウイング城山

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 1,134
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1967
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社　アイシス

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 306
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1968
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

産愛運送株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 2,250
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1969
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社葉中産業

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 192
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1970
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社ティーワイ輸送

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 1,953
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1971
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

相模陸運株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 387
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1972
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

アルファ運輸株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 451
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1973
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

フジトランスポート株式
会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 504
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1974
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

大賀運輸株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 153
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

147 / 175 ページ



令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1975
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社相洲運輸

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 1,566
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1976
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社アクセル

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 954
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1977
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

東岐運輸株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 513
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1978
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

日酸運輸株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 2,349
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1979
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

武内運輸有限会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 567
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1980
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

佐藤運輸有限会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 81
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1981
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社山将

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 252
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1982
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

アソーニチエイ株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 252
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1983
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社トクシン

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 189
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1984
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

ダイメイ運輸株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 126
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1985
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

全日本ライン株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 675
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1986
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社山紀

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 4,050
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1987
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社ネオ

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 493
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1988
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社川崎商事運輸

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 1,042
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1989
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社丸人

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 1,458
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1990
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社エーシング

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 282
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1991
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社ミヤコロジ

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 522
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1992
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社共進エキスプ
レス

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 234
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1993
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社ギオン

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 4,050
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1994
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社三原運輸商事

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 2,025
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

1995
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社サトックス

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 693
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1996
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社成洋商事

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 3,753
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1997
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社古木重機運輸

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 297
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1998
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

西脇輸送産業有限会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 729
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

1999
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社アミティ・トレッ
ト

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 54
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2000
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

大友ロジスティクスサー
ビス株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 2,142
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2001
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

エフ・ディ物流株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 616
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2002
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社誠幸商事

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 423
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2003
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社相模運輸

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 639
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2004
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

日進運輸株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 105
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2005
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社陸商

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 1,296
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2006
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

権田運輸株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 81
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2007
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社永留商事

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 378
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2008
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社ユニテックス

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 2,430
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2009
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社運輸商

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 5
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2010
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社ふそう運搬社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 495
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2011
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社エス・エス・
ジー

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 459
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2012
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社旭商会

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 531
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2013
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

ジェイ・アイ・ティー・トゥ
エンティーフォーサービ
ス株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 666
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2014
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

アートバンライン株式会
社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 825
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2015
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社ハマショウトラ
ンスポート

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 823
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2016
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

不二企業株式会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 609
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2017
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社豊明運輸

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 135
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2018
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社ＡＫｓｅｒｖｉｃｅ

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 405
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2019
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社アイアール

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 126
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2020
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社山口運送

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 310
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2021
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社アーバン・デリ
バリーサービス

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 2,034
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2022
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社ヤマテック

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 375
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2023
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

有限会社エムライン

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 283
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2024
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

赤帽山天運送

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 10
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2025
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

濱砂　克己

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 10
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2026
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

合同資源サービス株式
会社

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 339
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2027
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社グランディング

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 732
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2028
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社勝美商事

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 216
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2029
相模原市貨物運送事業
者低燃費タイヤ導入支
援補助金

株式会社武蔵急便

補助事業等の概要
　原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置
かれている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上によ
る輸送コストの負担軽減につながる低燃費タイヤ導入を促
進し、事業の維持・継続を図る。

補助金等の使途
　低燃費タイヤの購入費用に充当する。

令和5年7月～令和6年3月 594
原油価格等高騰により燃料費等が増える中においても、低燃費タイヤ
導入により貨物運送事業を継続した。

原油価格等高騰により燃料費等が増える中に
おいても、貨物運送事業を継続することで、市
民の利便に寄与するとともに、低燃費タイヤの
導入促進を図れた。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的：原油価格や物価高騰の影響を受け、厳しい経営環境に置かれ
ている市内中小貨物運送事業者に対し、燃費向上による輸送コストの負担
軽減につながる低燃費タイヤ導入を促進し、事業の維持・継続に向けた緊
急支援を行うもの
対象事業：市内中小貨物運送事業者が低燃費タイヤを購入する事業
補助率等：自動車の種類によって補助上限額を設定
大型自動車：135千円
中型自動車：63千円
普通自動車：18千円
軽自動車：10千円
※1事業者申請は1回限りとし、1事業者あたり30台を申請上限とする。

有

相模原市貨物
運送事業者低
燃費タイヤ導入
支援補助金補
助金交付要綱

有 無
令和5年4月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、市内物流インフラの継
続・維持による市民の利便に寄与
し、低燃費タイヤの導入促進を図る
ものであることから、公益性、社会
貢献性が高い。

2030
相模原市産業振興財団
運営費補助金

公益財団法人相模原市
産業振興財団

直接事業費 17,369,300円
１　中小企業の経営の安定と発展に向けた事業
9,928,000円
２　産業人材の確保・育成事業 100,000円
３　国際化の促進や情報の収集発信に関する事業
　　4,657,100円
４　創業及び新事業創出の支援に関する事業 2,684,200
円

共通費 53,260,700円

令和5年4月1日～令和6年3月31日 70,630

相模原市内の地域経済の発展を目的として、定款に定められている下
記の事業を実施した。
　１　中小企業の経営の安定と発展に向けた事業
　２　産業人材の確保・育成事業
　３　国際化の促進や産業経済情報の収集・提供に関する事業
　４　創業及び新事業創出の支援に関する事業

１．中小企業経営の安定と発展に向けた事業
　市内企業を募って総合見本市である「テクニカル
ショウヨコハマ」に共同出展を実施したほか、国内外
の展示会出展に要する費用の一部助成（国内見本市
出展助成48件）を実施し、市内企業の販路開拓を支
援した。
　また、新たな支援ニーズや事業プランの発掘、企業
の技術開発を支援するため、大学等の専門研究の知
見を活用する産学連携の推進を図った。共同研究等
に要する費用の一部助成（産学連携スタート支援補
助金1件）を実施。
２．産業人材の確保・育成事業
　相模原市及び株式会社さがみはら産業創造セン
ターが事務局を務める「さがみはら子どもアントレプ
レナー体験事業」に対し、企画・実施面での協力・支
援を行った。
３．国際化の促進や産業経済情報の収集・提供に関
する事業
　企業の国際化においてオンラインを活用したセミ
ナーや交流の場を提供したほか、海外展示会出展に
要する費用の一部助成（海外見本市出展助成3件）
を実施し、販路開拓を支援した。
　企業や創業希望の個人等に有用な情報を、ウェブ
サイトやフェイスブック、メールマガジンにより情報を
提供し、様々な施策の活用を促した。また、市内企業
の情報を集約したポータルサイト「産業あるある情
報」をリニューアルし、ユーザビリティの向上を図っ
た。
４．創業及び新事業創出の支援に関する事業
　市の認定創業支援事業計画に基づき、創業相談会
や創業セミナーを実施することで、本市での起業を促
進した（創業セミナー11回、創業相談会115回は全て
オンラインにて実施）。

環境経済局
産業支援課

趣旨・目的
　市内産業の活性化を図るため、市内企業経営の安定・発展、産業人材の
確保・育成などの支援に取り組む（公財）相模原市産業振興財団の運営費
に対し、補助金を交付するもの。

補助対象事業
・中小企業の経営の安定と発展に向けた事業費
・産業人材の確保・育成事業費
・国際化の促進や情報の収集発信に関する事業費
・創業及び新事業創出の支援に関する事業費
・地域経済の振興に関する事業費
・管理費

有

相模原市産業
振興財団運営
費補助金交付
要綱

無 無 単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

新型コロナウイルス感染症の影響
が続く中、オンライン等も活用しな
がら、市内経済の発展のため、産学
連携事業や市内企業への情報発信
など公益性のある事業を実施する
ことができた。また、前年度に引き
続き、国や県、市などの様々な経済
支援策が行われてきたが、それら
を市内中小企業に対し、広く周知
するとともに申請等手続の支援を
行うことで、セーフティネットの役割
を果たすことができた。さらには、市
内企業への支援活動を行う中で、
事業承継に関する問題を発見し、
それを解決するための活動を関係
機関と連携し、実施することができ
た。
また、当該財団では、相談会やセミ
ナーなど複数の創業支援事業を
行っており、市では事業の一部を市
創業支援等事業計画に位置付け、
市内創業者向けの支援施策の一部
を担っている。
以上より、当該補助事業を通じ、市
内経済の振興に関して、充分な実
績や成果があると評価した。

2031
相模原市産業用ロボット
導入補助金

株式会社メディリンク
複数薬剤（散薬）自動化の導入による作業効率化・工程の
自動化と業務改善・人的ミス防止

令和５年７月～令和５年１２月 4,466

ロボット導入によって手作業による人的ミスの発生抑制や、時間の短縮
が
でき計画目標を達成することができた。
また、作業時間短縮により患者さん待ち時間短縮、ゆとりのある投薬時
間
になり患者さん満足度向上にもつながったと思う。

今まで錠剤は自動分包機により一包化をしてま
いりました。今回散薬調剤
ロボットの導入で散薬調剤の自動化により、相
模原市で子供の薬剤を安
心して受け取れる薬局として、相模原市に貢献
することができる。

環境経済局
産業支援課

　市内企業の競争力強化や強固なものづくり基盤の構築のため、市内にお
いて産業用ロボットを導入することで生産性の向上を図る事業者を支援す
るとともに、この取組をとおして、地域ロボットシステムインテグレーターの競
争力強化を推進する。
　市内の事業所において製造、梱包、仕分等の工程で産業用ロボットを導
入する経費の１/２以内（中小企業者が行う事業の場合は２/３以内）、上限
500万円を補助。

有

相模原市産業
用ロボット導入
補助金交付要
綱

無 有
新・相模原
市総合計画

国際的なビ
ジネス拠点
の形成と新
たな社会経
済の仕組み
の構築

単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当該補助事業は、小児向け粉薬の
調剤工程でロボットを導入し自動
化することで、計量・混合の正確性
を高めるとともに、調剤に係る時間
を削減することで、薬剤師が顧客と
のコミュニケーションに要する時間
を確保し、安心安全に繋がったこと
について評価した。また、小児向け
の調剤は、少しの誤差が子どもの
体調に及ぼす影響がより大きく、自
動化したことにより、確度の高い作
業等ができることで薬剤師側の心
的負担の軽減に繋がったことにつ
いても、働き方改革の面から評価
できる。

2032
相模原市産業用ロボット
導入補助金

冨士自動車興業株式会
社

補助事業の概要
　作業者１名によるカップリングボルト圧力工程をロボット導
入により省人化
補助金の使途
　多関節ロボットの購入資金

令和５年８月～令和６年２月 5,000

カップリングボルト圧入工程を作業者１名で実施していたが、ロボット導
入により１名省人することができた。
省人できた１名は技能レベルの高い作業へ多能工化の一環として異動
する。協働型ロボットに関して、立ち上げ、活用技術の蓄積できた。
今後、ロボットとの共同作業に適した工程に更なる活用、展開を図る。

中小企業の製造業において特に人手不足が深
刻で有り募集しても希望通りの人材確保が難
しく、ロボットを活用した自動化により人からロ
ボットに置き換えられる工程を今後も推進して
いく。

環境経済局
産業支援課

市内企業の競争力強化や強固なものづくり基盤の構築のため、市内におい
て産業用ロボットを導入することで生産性の向上を図る事業者を支援する
とともに、この取組をとおして、地域ロボットシステムインテグレーターの競
争力強化を推進する。
市内の事業所において製造、梱包、仕分等の工程で産業用ロボットを導入
する経費の１/２以内（中小企業者が行う事業の場合は２/３以内）、上限
500万円を補助。

有

相模原市産業
用ロボット導入
補助金交付要
綱

無 有
新・相模原
市総合計画

国際的なビ
ジネス拠点
の形成と新
たな社会経
済の仕組み
の構築

単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業では、補助事業者が、自ら
の生産工程におけるボトルネックに
なっている工程をこれまでの生産
実績などから分析し、自動化を図る
ものである。
補助事業者は、自動化によって計
画どおり同工程の作業者を削減す
るほか、従業員へのロボット作業教
育等の人材育成、ロボット化による
設備の省スペース化など様々な効
果を得ることができた。
提出された資料やヒアリングの結
果、充分な実績が確認できると評
価した。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2033
相模原市産業用ロボット
導入補助金

株式会社ヤマダコーポ
レーション

補助事業等の概要
　ダイアフラムポンプの基幹部品である樹脂製スリーブの内
径研磨工程において、研削機へのスリープ供給及び排出を
ロボットにより自動化し、既存設備における生産能力の向上
を図る。
補助金の使途
　補助金の使途については、ロボットの購入費用に充当す
る。

令和５年６月～令和６年２月 5,000

ロボット導入前の実績　100本/日
ロボット導入後の実績　240本/日（昼間120本・夜間120本）
作業者が 6時間/日 機械に携わっていたが、作業を自動化する事で
1.5時間/日に短縮する事ができ、他の作業に配置する事ができた。

本スリーブは当社の主力製品であるダイアフラ
ムポンプの基幹部品であり、このポンプは一般
産業にて広く活躍しているため、日本の製造を
陰で支えている。本事業では、これらポンプの
拡販および安定供給の一助となり、ひいては社
会インフラの安定に貢献できるものと判断して
いる。

環境経済局
産業支援課

市内企業の競争力強化や強固なものづくり基盤の構築のため、市内におい
て産業用ロボットを導入することで生産性の向上を図る事業者を支援する
とともに、この取組をとおして、地域ロボットシステムインテグレーターの競
争力強化を推進する。
市内の事業所において製造、梱包、仕分等の工程で産業用ロボットを導入
する経費の１/２以内（中小企業者が行う事業の場合は２/３以内）、上限
500万円を補助。

有

相模原市産業
用ロボット導入
補助金交付要
綱

無 有
新・相模原
市総合計画

国際的なビ
ジネス拠点
の形成と新
たな社会経
済の仕組み
の構築

単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業は、補助事業者が自社工場
に初めて産業用ロボットを導入し、
自動化を図るものである。また自動
化する工程は人員が足りておらず、
社内で課題となっていたものであ
る。本事業によって、同工程での夜
間作業が可能になったことで生産
数を増やすことができ、従業員の作
業時間を削減することにも繋がっ
た。本事業をきっかけに今後、他工
程でも自動化に向けた取り組みが
期待できることから充分に評価でき
ると考える。

2034
相模原市勤労者住宅資
金利子補給

中央労働金庫からの住
宅資金借入れ対象者

勤労者が自己の住宅を新築、購入又は増築する際、中央労
働金庫から住宅資金を借り入れた資金の返済金に係る利
子の一部を補給して負担を軽減することにより、勤労者の
持家促進を図る。

令和5年1月1日～令和5年12月31日 3,402
令和５年度
２６８件　３，４０２，３００円

自己の住宅を新築、購入又は増改築するため
に借り入れた資金の返済に係る利子の一部を
補給し、負担を軽減することにより、持家促進
が図られた。

環境経済局
産業・雇用対策課

　勤労者が自己の住宅を新築し、購入又は増改築するため、中央労働金庫
から住宅資金を借り入れた場合に、返済金に係る利子の一部を補給して、
負担を軽減することにより、勤労者の持家促進を図る。
○対象 融資期間が10年以上で、利子補給申請時に該当する住宅に居住
し、同一事業所に1年以上勤務し、市民税を完納している人
限度額　600万円
補給率　年3％以内
補給期間　２年間

有
相模原市勤労
者住宅資金利
子補給要綱

無 無 2年間 その他

補給件数
が減少傾
向であるた
め。

その他
団体に対す
る補助では
ない。

返済金に係る利子の一部を補給し
て負担を軽減することにより、勤労
者の持家促進が図られたが、補給
件数としては減少傾向であるため。

2035
サガミハラ共和国経済
協議会補助金

銀河連邦サガミハラ共
和国経済協議会

＜概要＞
　銀河連邦各共和国との経済交流を促進するとともに、地
域経済の活性化や知名度の向上のため、都市と地方の特
性を生かした経済交流事業等を行うもの。
＜使途＞
　各共和国開催の物産展への出展、特産品の輸出入　等

令和5年4月27日～令和6年3月31
日

549

　市内のイベント（若葉まつり、ＪＡＸＡ相模原キャンパス特別公開）にお
いて、銀河連邦各共和国を招待し、「銀河連邦物産展」を開催したほ
か、各共和国のイベントでサガミハラ共和国の特産品を販売・ＰＲを行っ
た。

　銀河連邦サガミハラ共和国経済協議会が実
施主体となって、市内のイベントにおいて、銀河
連邦物産展を開催するとともに、銀河連邦各共
和国のイベントでサガミハラ共和国の特産品の
販売・ＰＲを行い、市民の銀河連邦共和国への
認知度の向上、銀河連邦各共和国間の経済交
流の活性化に寄与することができた。

環境経済局
産業・雇用対策課

＜趣旨・目的＞
　　銀河連邦サガミハラ共和国の活動支援を行う「銀河連邦経済協議会」が
実施する事業に対し、市が補助金を交付するもの
＜補助対象事業＞
　銀河連邦サガミハラ共和国経済協議会が行う「経済交流事業」及び「銀河
連邦の知名度向上を図るための事業」並びに付随する支援事業等
＜補助率＞
　予算の範囲内で10分の10

有

銀河連邦サガミ
ハラ共和国経済
協議会補助金
交付要綱

無 無 単年度
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　本事業を通じて、民間の交流も拡
大してきており、地域経済の活性化
につながっているものと考える。

2036
イノベーション創出促進
拠点整備補助金

東海旅客鉄道株式会社

相模原市におけるスタートアップ・イノベーションエコシステ
ムの形成を推進することで、市内産業の活性化につなげる
ことを目的として、相模原市内外の多様な主体の交流・結
合を促すイノベーション創出促進拠点の整備等を行う事業
者に対し、整備・運営等に要した経費のうち工事費・物品
費。広告費を対象に補助金を交付するもの

令和５年度 3,000 １件

本拠点は「FUN＋TECＨ　ＬＡＢＯ」として、相
模原市のイノベーション創出促進及びさがみロ
ボット産業特区周辺の企業の交流促進を目的
として運営しており、２０２３年度末までに大手
企業等の本拠点への誘致に成功し、市民に向
けた先端技術や宇宙技術等の啓発普及を行う
イベントなども開催した。

環境経済局
創業支援・企業誘致推進
課

趣旨目的：「補助事業等の概要及び補助金等の使途」同様
対象事業：相模原市イノベーション創出促進拠点整備等補助金交付要綱第
３条のとおり
補助率　 ：最大１／２

有

相模原市イノ
ベーション創出
促進拠点整備
等補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

分野横断的
に取り組む
重点テーマ
テーマ２　雇
用促進対策

令和５年度末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

同拠点の整備、企業誘致、セミナー
の実施等により、市内外の様々な
企業等の更なる交流創出を促進し
ていると評価できるため。

2037
相模原市オープンイノ
ベーションプログラム事
業実施補助金

各申請企業

相模原市オープンイノベーションプログラムに採択された市
内企業、ならびに同プログラムにおいて、市内企業と共に事
業開発を行う企業として採択された者による事業を展開す
る上で必要な経費（製品開発・研究開発に係る費用/販売
促進費・広告宣伝費）に係る補助金を交付するもの

令和５年度 4,060
４件（令和５年度の対象企業数） 本補助金により、各企業の新事業の事業化・社

会実装が促進された。

環境経済局
創業支援・企業誘致推進
課

趣旨目的：「補助事業等の概要及び補助金等の使途」同様
対象事業：相模原市オープンイノベーションプログラム事業実施補助金交
付要綱第２条のとおり
補助率　 ：最大１０／１０

有

相模原市オープ
ンイノベーション
プログラム事業
実施補助金交
付要綱

有 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

分野横断的
に取り組む
重点テーマ
テーマ２　雇
用促進対策

令和５年度末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業実施期間内に、企業の事業に
おける技術検証と価値検証を実施
することで、事業化を推進したと考
えられるため。

2038
相模原市ベンチャー・ス
タートアップ企業進出補
助金

各申請企業

相模原市内へのベンチャー・スタートアップ企業の進出・集
積による地域経済の活性化を目的として、相模原市内に進
出し事業を実施する中小企業等に対し、事業を展開する上
で必要な経費（賃料/外注加工費/販売促進費・広告宣伝
費）について補助金を交付するもの

令和５年度 2,399 ２件（令和５年度の対象企業数）
本補助金により、各企業の立地及び事業成長
が促進された。

環境経済局
創業支援・企業誘致推進
課

趣旨目的：「補助事業等の概要及び補助金等の使途」同様
対象事業：相模原市ベンチャー・スタートアップ企業進出補助金補助金交付
要綱第３条のとおり
補助率　 ：最大１０／１０（賃料）、最大１／２（その他）

有

相模原市ベン
チャー・スタート
アップ企業進出
補助金交付要
綱

無 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

分野横断的
に取り組む
重点テーマ
テーマ２　雇
用促進対策

令和５年度末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市外企業の相模原市への立地を後
押しするとともに、立地企業の事業
成長を促進し、新たな産業の創出
に寄与できたと考えられるため。

2039
相模原市子ども・青年ア
ントレプレナー体験事業
補助金

さがみはら子どもアント
レプレナー体験事業実
行委員会

はじめて出会う仲間とともに、「会社設立から決算」という経
営・経済の疑似体験をする。そのプロセスの中で“失敗をお
それずに挑戦するこころ”を養い、“自分の考えで行動でき
る力”を身につけ、“チームワークの大切さ”“お金の大切さ”
を学び、起業家精神あふれる人材を育成すること、また、
『既成の固定概念に捉われることなく、新たな領域に、自ら
考えだしたアイデアで、失敗を恐れずに挑戦する気概に溢
れた人材』とは何かを理解し、実社会において、社会人とし
て、人としてどうあるべきかを学ぶことを目的とする。

令和5年6月～10月 2,200

■子どもアントレプレナー体験事業
　日程：令和５年８月６日（日）、１０日（木）～１２日（土）
　対象：小学５～６年生
　参加者：４７名（応募者８４名）
■『アントレ・チャレンジ』プロジェクト
　日程：令和５年６月１８日（日）～令和５年９月２９日（日）
　参加者（修了者）：９名

　本事業は、次世代を支える人材の育成を目指
して、行政、教育界、産業界が一体となって実
施している。
　子どもアントレは、コロナ禍の影響により３年
ぶりの開催となったが、オンラインの活用、日帰
り、時間短縮、感染対策などに取り組んだ結
果、例年同様、保護者満足度１００％を達成する
ことができた。
　アントレ・チャレンジは、修了者のうち６名が子
どもアントレ参加者となり、子どもアントレからア
ントレ・チャレンジへの定着に向けた第一歩と
なった。

環境経済局
創業支援・企業誘致推進
課

　将来の産業を支える人材の育成を図るため、さがみはら子どもアントレプ
レナー体験事業実行委員会に対し交付するもの

〇補助経費補助率：補助申請額（2,200,000円）
〇補助対象経費：3,550,000円（参照：収支予算書、相模原市子ども・青
年アントレプレナー体験事業補助金要綱第３条）
〇全体事業経費：3,850,000円

有

相模原市子ど
も・青年アントレ
プレナー体験事
業補助金交付
要綱

無 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

子どもたちが会社の設立から商品
の製造、販売決算等経営の疑似体
験をするプロセスの中で、チーム
ワークやお金の大切さを学ぶこと、
また、自ら考えだしたアイディアで
失敗を恐れずに挑戦することは、将
来の産業界を支える人材育成の上
で大変有意義である。

2040
施設整備特別融資利子
補給金

各申請企業
特別融資制度による融資を受け、設備投資を行おうとする
者に対する当該融資に係る利子への利子補給を行うもの

平成17年度～令和7年度（予定） 7,201 17件（令和5年度の対象企業数） 本補助金により、設備投資が促進された。
環境経済局
創業支援・企業誘致推進
課

１　特別融資制度による融資を受け、設備投資を行おうとする者に対する当
該融資に係る利子への利子補給を行い、施設整備を含む設備投資を後押
しする
２　施設整備
３　特別融資制度による融資に係る利子補給立0.9％

有

相模原市中小
企業等施設整
備特別融資制
度利子補給規
則

無 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策２５　国
際的なビジ
ネス拠点の
形成と新た
な社会経済
の仕組みの
構築

５年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本補助制度により、市内企業の設
備投資が後押しされ、工場施設整
備や設備導入が進むことで、中長
期的な税収の増加に寄与してきた
と考えられるため。

2041 立地等奨励金 認定企業

産業集積基盤の形成を図るため、「さがみはら産業集積促
進方策（ＳＴＥＰ５０）」を策定し、産業集積促進条例に基づき
新規立地する企業や工場を新・増設する市内企業に対して
奨励金の交付等を行うもの

令和2年度～令和7年度 202,398 32件（令和5年度の対象企業数）
本補助金により、企業の立地及びに工場の設
備投資が促進された。

環境経済局
創業支援・企業誘致推進
課

１　産業集積基盤の形成を図るため、「さがみはら産業集積促進方策（ＳＴＥ
Ｐ５０）」を策定し、産業集積促進条例に基づき新規立地する企業や工場を
新・増設する市内企業に対して奨励金の交付等を行う
２　工場立地を伴う事業計画
３　10％～40％

有

相模原市産業
集積促進条例
相模原市産業
集積促進条例
施行規則

無 有

未来へつな
ぐ さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策２５　国
際的なビジ
ネス拠点の
形成と新た
な社会経済
の仕組みの
構築

１０年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

これまでに１７４件の事業（立地）計
画を認定。本奨励金制度が、市外
企業の相模原市への立地や市内企
業による工場投資を後押しし、本市
の産業基盤の強化に寄与してきた
と考えられるため。

2042
営農指導員設置事業補
助金

相模原市農業協同組合
・相模原市農業協同組合（営農経済部）を拠点として、営農
指導を積極的に展開する営農指導員設置事業
・事業内容：営農指導員４名設置に係る人件費補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 1,520
営農関係全般にわたる指導事業の拠点として、農産物の栽培相談と地
域特産物の生産者育成を行った。

農機具の操作・取扱い指導及び農作物の栽培
相談を行うことで、農家の機械利用並びに栽培
技術力の向上に貢献した。
また、特産品の試験栽培を行ったほか、市内各
所へ出荷する農家へ新品種の普及推進や新た
な特産品を目指した品目の選定や栽培実証を
行うなど、農作物の販売力強化に貢献した。

環境経済局
農政課

・営農センターを拠点として、営農指導員を積極的に展開する相模原市農
業協同組合の営農指導員の人件費助成
・補助対象経費に２分の１を乗じて得た額以内

有

相模原市営農
指導員設置事
業補助金交付
要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

農家への営農指導や農機具の操
作・取扱い指導により、農業経営に
おけるコスト削減や作業効率化、販
売量・販売価格の向上に寄与して
いるため。

2043
営農指導員設置事業補
助金

神奈川つくい農業協同
組合

・乳質改善指導、改良増殖指導、家畜防疫業務及びその他
業務を行う営農指導員設置事業
・事業内容：営農指導員２名設置に係る人件費補助

令和5年4月1日～令和6年3月31日 770
市内畜産農家に対し乳質改善、改良増殖指導及び家畜防疫業務を実
施した。

家畜の乳質改善、改良増殖指導及び農家の飼
育技術に関する指導により、生産性の向上に貢
献した。
また、家畜防疫業務等に努め、家畜を病気から
守ることで、農家の経営安定並びに消費者への
安全な畜産物の提供に貢献した。

環境経済局
農政課

・神奈川つくい農協を拠点として、営農指導員を積極的に展開する営農指
導員の人件費助成
・補助対象経費に２分の１を乗じて得た額以内

有

相模原市営農
指導員設置事
業補助金交付
要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

農家への営農指導により、良質な
牛乳の確保、乳量の安定化などが
図られ、農業経営の経済的効率の
向上に寄与しているため。

2044
実験圃場整備事業補助
金

相模原市農業協同組合

次の事業の実施に要する経費の一部に本補助金を充てる。
①大和芋種芋の新たな生産技術の確立をめざし、大和芋
種芋生産を行い、安定的な生産を進める。
②イチゴにおいて、紫外線照射電球及び生育特性の異なる
苗を導入し、生産性の向上と省力化を図る。
③トマト黄化葉巻病耐病性品種の中から耐病性や食味の
より良いものを選定する。

令和5年4月1日～令和6年1月31日 400

（１）大和芋
　ア　新たに導入した種芋の生産技術、栽培方法の研究を推進した。
　イ　系統選抜を実施した。
（２）イチゴ
　ア　品種による生産特性を見極め、品種ごとの特徴を生かせる
　　栽培技術を研究した。
　イ　栽培施設の有効利用を図った。
　ウ　苗生産に係る労働力の省力化を図った。
（３）トマト
　黄化葉巻病耐病性品種を導入し、耐病性や食味のより良いものを選
定した。

・大和芋種芋生産の実施により、生産費用の軽
減や系統選抜を図ることで、安定的な大和芋生
産を見込めるようになった。
・新品種かなこまちと品種特性の異なるイチゴ
苗の導入に伴う栽培技術研究により、生産性の
向上と労働力省力化を図ることができた。
・施設及び露地トマトにおいて黄化葉巻耐病性
品種の導入に伴う栽培技術により、生産性の向
上と労働力省力化を図ることができた。

環境経済局
農政課

■補助事業者
・市内の相模原市農業協同組合
■事業内容
・実験圃場の整備に係る農業用資材、種苗の購入
■補助率
・補助金対象経費の１／３以内

有

相模原市実験
圃場整備事業
補助金交付要
綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

大和芋種芋の安定供給やイチゴ、ト
マトの生産性向上、労働力の省力
化に向けた取り組むことができた。

2045
農業経営改善支援セン
ター事業補助金

相模原市農業協同組合

・経営改善計画等に関する相談、改善計画諾成等支援
・認定農業者への推進活動や相談等
・認定農業者等への技術指導や研修会の開催
・会議開催経費、支援センター運営事務経費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 1

認定農業者連絡会総会書面開催
経営改善計画実施等支援
認定志向農業者への推進活動
認定農業者連絡会役員会開催
経営改善計画作成等支援
新規認定候補者の掘り起こし
支援相談チーム書面会議開催
新規就農者連絡会総会書面開催

農業の中核を担う認定農業者等に対する日常
的な相談支援活動を行い、認定農業者等の経
営改善に繋がった。

環境経済局
農政課

・農業の中核を担う認定農業者等に対する総合的な支援を行うことにより、
認定農業者を確保し、または育成することを目的として、相模原市農業経
営改善支援センターに対し、補助金を交付するもの。
・あらかじめ予算に定められた範囲内で、補助事業に要する経費を交付

有

相模原市農業
経営改善支援
センター事業補
助金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市が認定農業者を認定する際に、
相談支援チーム会議の開催が関係
団体からの効率的な意見収集に貢
献している。
認定農業者・認定農業者を志向す
る者への日常的な相談支援活動に
より、その農業経営の改善や安定
化が図られ、認定継続や新規認定
にもつながっている。これは、農業
の担い手不足解消に資するもので
あり、今後も事業の継続が必要で
あると考える。

2046 農地流動化助成金
相模原市認定農業者連
絡会

市内における農地の流動化を促進し、効率的・安定的な農
業経営体の育成、農地の有効利用の促進を図るため、認定
農業者が行う利用権の設定による農地の利用集積に対し
て、面積・契約期間に応じて助成金を交付するもの。

令和5年1月1日～令和5年12月31日 399

　対象者人数　 ：２３名
　対象農地面積：１１１２．１ａ
　助成額合計　 ：３９８，８００円

 ※　１ａ＝１００㎡

利用権等の設定の更新を行い、農地を集積し
ていくことで、認定農業者の農業経営におい
て、作業の効率化や農地の有効利用が図られ
た。

環境経済局
農政課

市内における農地の流動化を促進し、効率的・安定的な農業経営体の育
成、農地の有効利用の促進を図るため、認定農業者が行う利用権の設定に
よる農地の利用集積に対して、面積・契約期間に応じて助成金を交付する
もの。

1　相模原市認定農業者連絡会に対して助成金を交付するものとする

２　補助額　設定期間が３年以上６年未満：10aにつき4,000円
　　　　　　　設定期間が６年以上：10aにつき10,000円
　　　　　　　※予算の範囲内で按分

有
相模原市農地
流動化助成金
交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

農地の利用集積が認定農業者の経
営改善につながっていることに加
え、農地の有効利用を促進してい
ることから実績・成果ともに充分で
あると判断した。

154 / 175 ページ



令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2047
認定農業者育成事業補
助金

相模原市認定農業者連
絡会

本市農業の中心的な役割を担う認定農業者が取り組む経
営改善のため、農業用機械の購入、農産物加工・管理施設
等の資本装備の整備に　必要な経費に対して助成を行うも
の。

事業完了後に決算補助 15,374

認定農業者を対象に、農業用機械・施設等の資本装備の整備に要する
費用を助成した。
・トラクター、管理機、乾燥機等の農業用機械１９件（補助率1/3）
・農業用施設の整備２件（補助率1/3）
・農業用ハウスの修繕等３件（補助率1/3）
・農業用ハウスの新設等１件（補助率4/10）

認定農業者の経営改善につながった。
環境経済局
農政課

認定農業者が効率的・安定的な農業経営の展開を図るため、認定農業者
が農業経営改善計画に明記した資本装備の整備のうち、市内の農地におい
て使用し、又は市内に設置する資本装備の整備にかかる費用を補助対象と
して実施するもの。
・補助率：機械購入費用の３分の１以内。施設等設置費用の10分の４又は３
分の１以内

有

相模原市認定
農業者育成事
業補助金交付
要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

農業経営において、資本装備の整
備に要する経費は負担が大きく、経
営の安定に大きく影響する可能性
がある。
その様な中、資本装備の整備に要
する負担を軽減することで、認定農
業者の経営安定化を支援し、さら
なる経営改善につなげるためにも、
この事業は大変効果的である。

2048
野菜振興対策事業補助
金

相模原市園芸連絡協議
会

土壌消毒による品質向上と、「さがみはらのめぐみ」を取り
入れた出荷及び直売資材等の導入により市民へ安全で新
鮮な野菜の供給を図る。

令和5年4月1日～令和6年1月31日 2,907
　共通の農業資材を導入することにより、安全・安心な農作物を生産し、
市民へ新鮮で安心な野菜の安定供給を図るとともに、市民に対し「さが
みはらのめぐみ」のＰＲを図った。

１）土壌病害虫防除薬剤の導入により、市の特
産品である大和芋を中心とした根菜類が土壌
線虫等の被害にあうことなく生産できた。
２）大和芋種子対策資材の導入により種芋の生
産普及を図ることができた。
３）野菜出荷資材の導入により流通が円滑に進
み、また「さがみはらのめぐみ」の表示により市
民に対し相模原産農産物のPRをすることがで
きた。
４）出荷資材及び直売資材の導入により、出荷
の効率化と販売の促進を図ることができた。
５）農業用廃ビニール・廃農薬処理の事業によ
り、農業用資材を適正に処理することができ
た。

環境経済局
農政課

■趣旨・目的
・市内産の新鮮な農産物を市民に供給するとともに、都市農業の振興を図
るため、交付対象団体が実施する野菜振興対策事業に対し助成する。
■対象事業
・相模原市園芸連絡協議会が実施する野菜振興対策事業
■補助率
・補助率：１／３以内

有

相模原市野菜
振興対策事業
補助金交付要
綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

共通の出荷・直売資材の導入や、
土壌病害虫防除の取組を共同で実
施することにより、市民に対して安
全、安心な野菜の提供を行うととも
に、生産振興及び地産地消による
消費拡大を図ることができた。

2049
野菜振興対策事業補助
金

つくい農産物直売事業
協議会

共通の農業資材等を導入し、市民に地場野菜のＰＲを図る
とともに、新鮮で安全な野菜の安定供給を図る。

令和5年4月1日～令和6年2月29日 442
　共通の農業資材を導入することにより、安全・安心な農作物を生産し、
市民へ新鮮で安心な野菜の安定供給を図るとともに、市民に対し「さが
みはらのめぐみ」のＰＲを図った。

市民へ新鮮で安全・安心な野菜の安定供給が
できた。

環境経済局
農政課

■趣旨・目的
・市内産の新鮮な農産物を市民に供給するとともに、都市農業の振興を図
るため、交付対象団体が実施する野菜振興対策事業に対し助成する。
■対象事業
・つくい農産物直売事業協議会が実施する野菜振興対策事業
■補助率
・補助率：１／３以内

有

相模原市野菜
振興対策事業
補助金交付要
綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

共通の出荷・直売資材の導入、土
壌病害虫防除の取組を共同で実施
することにより、安全、安心な野菜
の流通を促進し地産地消による消
費拡大を図ることができた。

2050
果樹振興対策事業補助
金

相模原市果実組合
新鮮な果実を市民に供給すると共に、都市農業の振興を図
るため、相模原市果実組合が実施する果樹振興対策事業
に対し交付する。

令和5年4月3日～令和5年12月5日 1,040
　防除用薬剤、資材等の導入により、市内果実生産の振興を図り、市民
への高品質かつ新鮮な果実の提供を行うことができた。

・出荷箱や出荷用袋などの出荷用資材及び農
薬等への補助により、生産の効率化が図られ、
市民への果実直売を推進することができた。
・「さがみはらのめぐみ」マーク入りの出荷箱を
使用し販売することによって、市内産果実のPR
をすることができた。

環境経済局
農政課

■対象事業
　(1)　果実栽培に係る薬剤等並びに果実出荷及び販売に係るダン
       ボール箱、ビニール袋等の農業用資材の購入に要する費用
       （消費税相当額を控除した額。以下同じ。）
  (2)　その他市長が必要と認めるもの
■補助率等
　　・３分の１以内

有

相模原市果樹
振興対策事業
補助金交付要
綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　補助事業者が農業経営をしてい
く上で必要な出荷箱などの資材や
防除用薬剤の購入資金を補助する
ことで、統一的な資材の活用による
市内産農産物の効果的なＰＲや、市
内産果実の供給促進が図られた。

2051
花卉植木振興対策事業
補助金

相模原市花卉植木連絡
協議会

都市化の中で花卉植木物を安定的に市民に供給するとと
もに、都市農業の振興を図る。

令和5年4月1日～令和6年1月31日 390 市民への花と緑の直売を推進し、緑化木の経営安定化を図った。
資材の導入により、市内花卉生産の振興を図
り、市民への高品質な花卉植木販売を推進す
ることができた。

環境経済局
農政課

■趣旨・目的
・都市化の中で花卉植木物を安定的に市民に供給するとともに、都市農業
の振興を図る。
■対象事業
・相模原市花卉植木連絡協議会が導入する出荷・直売用資材
・事業内容：資材等内訳書のとおり
■補助率等
・1/3以内

有

相模原市花卉
植木振興対策
事業補助金交
付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

緑化木の生産に必要な農業用資材
の購入資金を補助することで、生産
者の経営安定化が図られている。

2052
景観草花栽培事業補助
金

相模原市農業協同組合
優良な農地の保全、町並みと調和の取れた農地の整備を
図るため地域ぐるみで耕作放棄地等に対する、花卉等の植
栽及び良好な農地景観の推進活動を行う。

令和5年4月1日～令和6年1月31日 68

優良な農地の保全、町並みと調和の取れた農地の整備をはかるため地
域ぐるみで耕作放棄地等に対する、花卉及び良好な農地景観の推進活
動を行った。
事業規模　２箇所　８，５００㎡

（１）優良な農地の保全を図り、地域ぐるみで耕
作放棄地等に花卉等を植栽し　たことにより、
農地景観の推進活動を行った。
（２）緑肥による花卉等を植栽したことにより、環
境保全型農業を実践できた。

環境経済局
農政課

■対象事業
　・別紙事業一覧表。
■補助対象経費
　　1　種苗及び肥料等の購入費（消費税相当額を控除した額）
　　2　景観草花の栽培に係る管理作業費
　　　　　　１千円／５００㎡×対象面積×管理作業上限日数以内
■補助率等
  ・補助率：補助対象経費の2分の１以内

有

相模原市景観
草花栽培事業
補助金交付要
綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

耕作放棄地等に花卉等を植栽した
ことにより、農地の保全を図ること
ができたため。

2053
有害鳥獣駆除対策事業
補助金

相模原市みどり組合連
絡協議会

旧相模原市域の有害鳥獣による農作物被害に対し、駆除
等の事業を実施する相模原市みどり組合連絡協議会に補
助金を交付し、農業者の生産性向上と経営安定等、地域農
業の振興を図るもの

令和5年8月1日～令和5年12月25
日

360
有害鳥獣駆除のため、地域猟友会に依頼し、銃器による駆除を行った。
合計３０回駆除を実施し、計７６４羽の有害鳥獣を駆除した。

銃器による有害鳥獣の駆除を実施し、農作物の
安定生産を図ることができた。

環境経済局
農政課

■対象事業
　・事業主体：相模原市みどり組合連絡協議会
　・事業内容：有害鳥獣の駆除のため、地域猟友会に依頼し、銃器による駆
除を行う。
■補助率：定額（３６０，０００円）

有

相模原市有害
鳥獣駆除対策
事業補助金交
付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

有害鳥獣による農作物への被害が
発生している中で、本事業は被害
の減少及び農作物の安定生産に寄
与している。

2054
援農システム整備事業
補助金

相模原市農業協同組合

■対象事業
・農業研修講座（ビギナーコース、サポートコース、水田コー
ス等）
　講義…野菜栽培の基礎、播種から収穫まで一般基礎知識
の習得
　実技…土作り、播種、芽欠き、摘果、施肥、除草、収穫、農
業用機械の運転・操作等
・援農システムを実施するうえで必要なもの。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 479 「事業実績書」のとおり

令和５年度農業研修講座ビギナーコース受講
者９名、サポートコース受講者２２名が修了し
た。
また、農家援農件数は１２７件、延べ人数２，３６
１人であった。

環境経済局
農政課

・担い手不足の農家に市民を含めた多様な援農者を斡旋するための「援農
システム」を充実し、農業の多様な担い手の育成・拡充を図るため、農業研
修講座等の実施に必要な経費を補助対象とする。
・補助率：補助対象経費に２分の１を乗じて得た額以内

有

相模原市援農
システム整備事
業補助金交付
要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

2年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

農家の高齢化等による労働力不足
に「援農」は効果的であり、必要な
人材を育成することは農業振興に
十分寄与するものであるため。

2055
相模原市新規就農者育
成総合対策初期投資促
進事業補助金

新規就農者
管理機・アタッチメント及びネギ皮むき機の導入により、生
産効率を向上させ、就農後の経営発展を図る。

令和6年3月 1,254 １件
　生産効率を向上させ、就農後の経営発展を図
ることで、市内に定着しながら営農し、地域農
業の担い手となることができた。

環境経済局
農政課

　次世代を担う農業者を確保・育成するため、就農後の経営発展に資する
取組を行う場合、事業費の４分の３以内で支援する。
　■対象事業
　　機械・施設等の取得等
　■補助率
　　３／４以内

有

相模原市新規
就農者育成総
合対策資金等
交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域農業の新たな担い手として、新
規就農者の育成・確保につながり、
担い手不足の解消や遊休農地等の
有効活用を図ることができた。

2056
新規就農者育成総合対
策経営開始資金

新規就農者
経営開始資金を活用しながら継続的な営農を行うことで、
経営規模の拡大や農地の有効活用を図る。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 13,500 新規就農者として、市内の耕作地において営農活動を行った。
市内に定着しながら営農継続し、地域農業の担
い手となることができた。

環境経済局
農政課

・次世代を担う農業者となることを志向する経営開始直後の新規就農者に
対して資金を交付する。

・年1,500千円（夫婦型2,250千円）

有

相模原市新規
就農者育成総
合対策経営開
始資金等交付
要綱

有 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3～5年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域農業の新たな担い手として、新
規就農者の育成・確保につながり、
担い手不足の解消や遊休農地等の
有効活用を図ることができた。

2057 野菜生産出荷奨励金 新磯園芸部
　野菜農家の生産意欲の向上を図るとともに、野菜の市内
市場への出荷を促進し、野菜の安定的供給を確保する。

令和5年1月～12月 11
市内の卸売市場に出荷した野菜の出荷額の２．４％（前期）２．２％（後
期）を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとと
もに、野菜の市内市場への出荷を促進し、生産
野菜の安定的供給を確保することができた。

環境経済局
農政課

■　対象事業
　卸売市場法（昭和46年法律第35条）の適用を受ける市内の卸売市場に
野菜を出荷した園芸組合及び市内の農業協同組合を通じて市場に野菜を
出荷したもの

■　補助率等
　出荷額に応じ、予算の範囲内において別に定める。
　令和５年度は出荷額の２．４％（前期）２．２％（後期）

有
相模原市野菜
生産出荷奨励
金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

出荷奨励金の交付により、市内野
菜生産者の市場への出荷を促進す
るとともに、市民に新鮮で安全・安
心な地場農産物が提供することに
より「地産・地消」の推進が図られ
た。

2058 野菜生産出荷奨励金 ＪＡ麻溝園芸組合
　野菜農家の生産意欲の向上を図るとともに、野菜の市内
市場への出荷を促進し、野菜の安定的供給を確保する。

令和5年1月～12月 4
市内の卸売市場に出荷した野菜の出荷額の２．４％（前期）２．２％（後
期）を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとと
もに、野菜の市内市場への出荷を促進し、生産
野菜の安定的供給を確保することができた。

環境経済局
農政課

■　対象事業
　卸売市場法（昭和46年法律第35条）の適用を受ける市内の卸売市場に
野菜を出荷した園芸組合及び市内の農業協同組合を通じて市場に野菜を
出荷したもの

■　補助率等
　出荷額に応じ、予算の範囲内において別に定める。
　令和５年度は出荷額の２．４％（前期）２．２％（後期）

有
相模原市野菜
生産出荷奨励
金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

出荷奨励金の交付により、市内野
菜生産者の市場への出荷を促進す
るとともに、市民に新鮮で安全・安
心な地場農産物が提供することに
より「地産・地消」の推進が図られ
た。

2059 野菜生産出荷奨励金 上溝蔬菜組合
　野菜農家の生産意欲の向上を図るとともに、野菜の市内
市場への出荷を促進し、野菜の安定的供給を確保する。

令和5年1月～12月 8
市内の卸売市場に出荷した野菜の出荷額の２．４％（前期）２．２％（後
期）を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとと
もに、野菜の市内市場への出荷を促進し、生産
野菜の安定的供給を確保することができた。

環境経済局
農政課

■　対象事業
　卸売市場法（昭和46年法律第35条）の適用を受ける市内の卸売市場に
野菜を出荷した園芸組合及び市内の農業協同組合を通じて市場に野菜を
出荷したもの

■　補助率等
　出荷額に応じ、予算の範囲内において別に定める。
　令和５年度は出荷額の２．４％（前期）２．２％（後期）

有
相模原市野菜
生産出荷奨励
金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

出荷奨励金の交付により、市内野
菜生産者の市場への出荷を促進す
るとともに、市民に新鮮で安全・安
心な地場農産物が提供することに
より「地産・地消」の推進が図られ
た。

2060 野菜生産出荷奨励金 大沢地区園芸組合
　野菜農家の生産意欲の向上を図るとともに、野菜の市内
市場への出荷を促進し、野菜の安定的供給を確保する。

令和5年1月～12月 64
市内の卸売市場に出荷した野菜の出荷額の２．４％（前期）２．２％（後
期）を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとと
もに、野菜の市内市場への出荷を促進し、生産
野菜の安定的供給を確保することができた。

環境経済局
農政課

■　対象事業
　卸売市場法（昭和46年法律第35条）の適用を受ける市内の卸売市場に
野菜を出荷した園芸組合及び市内の農業協同組合を通じて市場に野菜を
出荷したもの

■　補助率等
　出荷額に応じ、予算の範囲内において別に定める。
　令和５年度は出荷額の２．４％（前期）２．２％（後期）

有
相模原市野菜
生産出荷奨励
金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

出荷奨励金の交付により、市内野
菜生産者の市場への出荷を促進す
るとともに、市民に新鮮で安全・安
心な地場農産物が提供することに
より「地産・地消」の推進が図られ
た。

2061 野菜生産出荷奨励金 旭野菜出荷組合
　野菜農家の生産意欲の向上を図るとともに、野菜の市内
市場への出荷を促進し、野菜の安定的供給を確保する。

令和5年1月～12月 168
市内の卸売市場に出荷した野菜の出荷額の２．４％（前期）２．２％（後
期）を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとと
もに、野菜の市内市場への出荷を促進し、生産
野菜の安定的供給を確保することができた。

環境経済局
農政課

■　対象事業
　卸売市場法（昭和46年法律第35条）の適用を受ける市内の卸売市場に
野菜を出荷した園芸組合及び市内の農業協同組合を通じて市場に野菜を
出荷したもの

■　補助率等
　出荷額に応じ、予算の範囲内において別に定める。
　令和５年度は出荷額の２．４％（前期）２．２％（後期）

有
相模原市野菜
生産出荷奨励
金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

出荷奨励金の交付により、市内野
菜生産者の市場への出荷を促進す
るとともに、市民に新鮮で安全・安
心な地場農産物が提供することに
より「地産・地消」の推進が図られ
た。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2062 野菜生産出荷奨励金 相模大野園芸組合
　野菜農家の生産意欲の向上を図るとともに、野菜の市内
市場への出荷を促進し、野菜の安定的供給を確保する。

令和5年1月～12月 67
市内の卸売市場に出荷した野菜の出荷額の２．４％（前期）２．２％（後
期）を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとと
もに、野菜の市内市場への出荷を促進し、生産
野菜の安定的供給を確保することができた。

環境経済局
農政課

■　対象事業
　卸売市場法（昭和46年法律第35条）の適用を受ける市内の卸売市場に
野菜を出荷した園芸組合及び市内の農業協同組合を通じて市場に野菜を
出荷したもの

■　補助率等
　出荷額に応じ、予算の範囲内において別に定める。
　令和５年度は出荷額の２．４％（前期）２．２％（後期）

有
相模原市野菜
生産出荷奨励
金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

出荷奨励金の交付により、市内野
菜生産者の市場への出荷を促進す
るとともに、市民に新鮮で安全・安
心な地場農産物が提供することに
より「地産・地消」の推進が図られ
た。

2063 野菜生産出荷奨励金 相模原市農業協同組合
　野菜農家の生産意欲の向上を図るとともに、野菜の市内
市場への出荷を促進し、野菜の安定的供給を確保する。

令和5年1月～12月 15
市内の卸売市場に出荷した野菜の出荷額の２．４％（前期）２．２％（後
期）を奨励金として交付した。

野菜生産農家の生産意欲の向上をはかるとと
もに、野菜の市内市場への出荷を促進し、生産
野菜の安定的供給を確保することができた。

環境経済局
農政課

■　対象事業
　卸売市場法（昭和46年法律第35条）の適用を受ける市内の卸売市場に
野菜を出荷した園芸組合及び市内の農業協同組合を通じて市場に野菜を
出荷したもの

■　補助率等
　出荷額に応じ、予算の範囲内において別に定める。
　令和５年度は出荷額の２．４％（前期）２．２％（後期）

有
相模原市野菜
生産出荷奨励
金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

出荷奨励金の交付により、市内野
菜生産者の市場への出荷を促進す
るとともに、市民に新鮮で安全・安
心な地場農産物が提供することに
より「地産・地消」の推進が図られ
た。

2064
野菜生産出荷奨励事業
事務取扱交付金

神奈川青果（株）

相模原市野菜生産出荷奨励金交付要綱に基づき、野菜生
産農家の生産意欲の向上を図るとともに、地場野菜の市内
市場への出荷を促進し、生鮮野菜の安定供給を確保するた
めに、市が行う野菜生産出荷奨励金の交付に要する園芸
組合別の毎月の野菜売上金等の集計事務を実施し、併せ
て出荷団体の円滑な運営を指導するための事務に要する
経費（人件費）に充てる。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 100
園芸組合別の毎月の野菜売上金等の集計事務を実施し、あわせて出
荷団体の円滑な運営を指導した。

各農家が地場野菜を出荷することで、生鮮野菜
の安定供給および地産地消の推進をすること
ができた。

環境経済局
農政課

■対象事業
　　・園芸組合別の毎月の野菜売上金等の集計事務
　　・出荷団体の円滑な運営指導
　
■交付率
　　・１０分の１０（ただし、予算の範囲内）

有

相模原市野菜
生産出荷奨励
事業事務取扱
交付金交付要
綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各卸売市場に出荷する園芸組合別
の野菜売上金等の集計事務を実施
させることで、野菜生産出荷奨励金
交付事務が円滑に行われた。また、
出荷団体に対する運営を指導は、
円滑な市内産野菜の安定的供給も
確保した。

2065
野菜生産出荷奨励事業
事務取扱交付金

（株）相模中央青果地方
卸売市場

相模原市野菜生産出荷奨励金交付要綱に基づき、野菜生
産農家の生産意欲の向上を図るとともに、地場野菜の市内
市場への出荷を促進し、生鮮野菜の安定供給を確保するた
めに、市が行う野菜生産出荷奨励金の交付に要する園芸
組合別の毎月の野菜売上金等の集計事務を実施し、併せ
て出荷団体の円滑な運営を指導するための事務に要する
経費（人件費）に充てる。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 100
園芸組合別の毎月の野菜売上金等の集計事務を実施し、あわせて出
荷団体の円滑な運営を指導した。

各農家が地場野菜を出荷することで、生鮮野菜
の安定供給および地産地消の推進をすること
ができた。

環境経済局
農政課

■対象事業
　　・園芸組合別の毎月の野菜売上金等の集計事務
　　・出荷団体の円滑な運営指導
　
■交付率
　　・１０分の１０（ただし、予算の範囲内）

有

相模原市野菜
生産出荷奨励
事業事務取扱
交付金交付要
綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

各卸売市場に出荷する園芸組合別
の野菜売上金等の集計事務を実施
させることで、野菜生産出荷奨励金
交付事務が円滑に行われた。また、
出荷団体に対する運営を指導は、
円滑な市内産野菜の安定的供給も
確保した。

2066
相模原市環境保全型農
業直接支払交付金

市内農業者
地球温暖化防止、生物多様性保全に積極的に貢献し、より
環境保全に効果の高い営農活動の普及推進を図るために
実施する環境保全型農業の取組に交付金を活用する。

令和6年3月 94

環境保全に効果の高い営農活動を実施した。
対象面積合計１２１ａ
（内訳）カバークロップの取組　　　　８９ａ
　　　　有機農業の取組　　　　　　  ２０ａ
　　　　有機農業の取組（加算措置）  １２ａ

　化学肥料・化学合成農薬等の使用を低減し、
地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高
い営農活動に取り組み、環境保全に効果の高
い営農活動の普及推進を図った。

環境経済局
農政課

■対象事業
　　環境保全型農業推進事業
■補助率等
　　・堆肥の施用の取組
　　　　4,400円/10a以内
　　・カバークロップの取組
　　　　6,000円/10a以内
　　・有機農業の取組
　　　 12,000円/10a以内
　　・有機農業の取組（加算措置）   14,000円/10a以内

有

相模原市環境
保全型農業直
接支払交付金
交付要綱

有 有

さがみはら
都市農業振
興ビジョン
2025

基本方針Ⅰ
持続可能な
力強い農業
の確立
３．成長産業
としての農
業の確立
１．多様な農
畜産物の生
産振興

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　農薬や化学肥料の使用を削減し
た農業を実施し、環境に配慮した
農業を行っており、農業の持続的
発展と農業の有する多面的機能の
健全な発揮に寄与しているため。

2067
環境保全型農業関連資
材導入支援補助金

相模原市農業協同組合
自然環境に調和した農業体系確立のため、環境保全型農
業資材を導入し、環境に配慮した低農薬栽培を実施し、安
全・安心な農産物の生産を図る。

令和5年4月1日～令和6年1月31日 508
自然環境に調和した農業体系の確立のため、環境保全型農業資材を
導入し、環境に配慮した低農薬栽培を実施し、安全・安心な農産物の生
産を図った。

１）　環境保全型農業関連資材（フェロモントラッ
プ・被覆資材・緑肥・マルハナバチ等）を導入す
ることにより、低農薬・低化学肥料による栽培を
実践し、市民へ「安全・安心・新鮮」な農産物を
提供することができた。
２）　ポジティブリスト制度の導入により、今まで
以上に「食の安全」が求められているので、今
後も事業を継続していく。

環境経済局
農政課

■対象事業
・相模原市農業協同組合が実施する環境保全型農業関連資材導入支援事
業。
・事業内容：相模原市園芸連絡協議会及び相模原市果実組合が導入する
環境保全型農業資材購入に要する費用（消費税相当額を控除した額）
■補助率等
・補助率：１／３以内

有

相模原市環境
保全型農業関
連資材導入支
援事業補助金
交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

環境保全型農業関連資材は、通常
用いる資材よりもコストがかかるの
で、資材導入に対して補助すること
により、農家が低農薬、減化学肥料
での農業を行いやすくなり、市民へ
の安全・安心な農産物の提供に繋
がった。

2068
環境保全型農業関連資
材導入支援補助金

神奈川つくい農業協同
組合

自然環境に調和した農業体系確立のため、環境保全型農
業資材を導入し、環境に配慮した低農薬栽培を実施し、安
全・安心な農産物の生産を図る。

令和5年4月1日～令和6年1月31日 303
　環境に配慮した農業の普及推進を図ることを目的として、環境保全に
関連した農業用資材を導入した。

環境保全型農業関連資材を導入することによ
り、環境に配慮した農業経営への転換を促し、
「安心・安全」な農産物を求める消費者ニーズ
に応えることができた。

環境経済局
農政課

■対象事業
・神奈川つくい農業協同組合が実施する環境保全型農業推進事業
・事業内容：神奈川つくい農業協同組合組合員が導入する環境保全型農業
資材購入に要する費用（消費税相当額を控除した額）
■補助率等
・補助率：１／３以内

有

相模原市環境
保全型農業関
連資材導入支
援事業補助金
交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

環境保全型農業関連資材は、通常
用いる資材より、コストがかかるこ
とから、資材導入に対して補助する
ことにより、農家が低農薬・減化学
肥料での農業を行いやすくなり、市
民への安全・安心な農産物の提供
につながる。

2069
相模原市農業体験学習
事業補助金

相模原市農業体験学習
推進協議会

■対象事業
　・事業主体：相模原市農業体験学習推進協議会
　・事業内容：水田を借用し、市内小学校５，６年生を対象と
した田植えから稲刈りまでの農業体験を行う。また、収穫し
た米を使ってもちつきや料理体験を行う。

令和5年4月10日～令和6年3月31
日

140
農作業を通して農業の大切さと働くことの喜びを認識するとともに、生
物多様性の保全といった農業の持つ多面的機能や相模原市の農業へ
の理解を深めることができた。

農作業体験や農家との交流により、収穫の喜び
や農業への理解ができる貴重な体験となり、食
育の推進や市内農業への理解に繋がる事業を
実施できた。
しかし、今年度は、天候に恵まれず稲刈りを中
止とした。
また、新型コロナウイルス感染拡大予防のた
め、もちつきも中止とした。

環境経済局
農政課

■対象事業
　・事業主体：相模原市農業体験学習推進協議会（会長　坪井　茂治）
　・事業内容：水田を借用し、市内小学校５，６年生を対象とした田植えから
稲刈りまでの農業体験を行う。また、収穫した米を使ってもちつきや料理体
験を行う。

有
相模原市農業
体験学習補助
金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内小学生を対象に、田植えから
稲刈りまでの一連の農作業体験に
加え、市内の農業めぐりまで様々な
活動を実施することで、参加児童が
収穫の喜びや農業の大切さを理解
する貴重な事業となっており、本市
の食育の推進にも大きく貢献して
いるため。

2070
相模原市農業まつり事
業費補助金

相模原市農業まつり実
行委員会

　「魅力とうるおいのある都市農業をめざして」をテーマに、
市民が農家や本市農業の役割に対する理解と親しみを深
めることを目的に、相模原市農業まつりを開催するもの。
　補助金は、集中行事の実施及び共進会の開催に要する経
費に充当する。

令和5年4月3日～令和6年3月18日 1,300

１　集中行事
　日時　令和５年１１月１２日（日）９時１５分から１４時３０分まで
　会場　淵野辺公園中央広場
　来場者数　４万５千人
　内容　センターイベント、市内農産物やその加工品の販売、
　　　　　農畜産物共進会一部部門開催・表彰式、交流都市の
　　　　　特産品販売　他
２　農畜産物共進会
　全２３部門を随時開催し、計１７６点の出品があった。

集中行事では、共進会を開催したり、生産者が
会場で直接農畜産物を販売したりすることで、
市民と生産者がふれあうことができ、地場産の
良さを周知するとともに市民の皆さんに都市農
業に対する理解を深めてもらえた。さらに地場
農産物の消費拡大にも貢献できた。
また、共進会表彰式を行うことで、農業者の生
産意欲の向上が図られた。

環境経済局
農政課

■趣旨：相模原市農業まつり実行委員会に対し補助金を交付するもの
■目的：市民が本市農業に対する理解と親しみを深めること
■対象事業：会場設営費、イベント費等農業まつりの実施に要する経費及
び共進会の開催に要する経費
■補助率：１０分の１０（ただし、予算の範囲内）

有

相模原市農業ま
つり実行委員会
事業費補助金
交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

相模原市農業まつり実行委員会
は、農業まつり集中行事を開催す
ることにより、市民と農業者のふれ
あう場づくりを推進し、都市農業に
対する市民の理解を深め、地産地
消に多大な貢献をしている。
また、共進会では、生産物の品質向
上や生産者の生産意欲の向上など
が図られ、都市農業の振興に努め
ている。

2071
さがみはら市民朝市事
業補助金

相模原市民朝市運営協
議会

・事業主体：相模原市民朝市運営協議会
・事業内容：市民朝市の開催。現在加入会員数２２名（内賛
助会員１名）。
・開催時期：
　北部地区：毎月第２・４日曜日
　南部地区：毎月第１・３日曜日
・開催場所：
　北部地区：相模原市農業協同組合本店第一駐車場
　南部地区：市南区合同庁舎正面駐車場

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200 別紙「事業報告書」のとおり

・開催会場における、駐車場整理等の安全管理
体制の充実が図られた。
・通常開催やイベントを通し、市民への新鮮な
農産物の提供、農家と市民の交流を実現した。

環境経済局
農政課

新鮮な地場農産物を定期的に供給し、農家と市民の相互理解を深めるとと
もに、都市農業の振興を図ることを目的として実施。
補助率：さがみはら市民朝市事業補助金交付要綱第３条補助対象経費の
うち定額
（１）事業に要する経費　　 524,000円
（２）補助対象となる経費　 493,000円
（３）補助金（定額）　　　　  200,000円

有
さがみはら市民
朝市事業補助
金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

新鮮な地場農産物を市民へ安定的
に供給するとともに、農家と市民の
相互理解を深めることができたた
め。

2072
畜産振興協会事業費補
助金

相模原市畜産振興協会

都市の中での畜産の振興を図るため、相模原市畜産振興
協会が実施する家畜伝染病の発生・まん延防止、周辺住環
境の保全、畜産経営の支援等を目的とした事業に対して助
成する。

令和5年4月１日～令和6年3月31日 21,957

・家畜防疫対策事業…家畜伝染病予防のため、予防接種やワクチン購
入に対して助成し、鳥インフルエンザ及び豚熱の流行があったことから
臨時薬剤配布を行った。
・畜産環境衛生事業…環境衛生向上のため、衛生害虫防除薬剤購入に
対して助成等を実施した。
・近代化設備推進事業…労働力の省力化、経営の効率化を図るため、
近代的な設備・機械の導入に対して助成した。
・酪農振興対策事業…酪農振興のため、優良精液の導入、育成牧場へ
の子牛の預託等に対して助成した。
・養豚振興対策事業…養豚振興のため、優良種豚の導入に対して助成
した。
・養鶏振興対策事業…鶏卵の地場消費拡大のため、鶏卵化粧箱の購入
に対して助成した。
・さがみはら畜産実習支援事業…新型コロナウイルス、高病原性鳥イン
フルエンザの影響により事業を実施せず。
・堆肥生産流通推進事業…家畜ふん堆肥の生産流通を推進するため、
会員が生産する堆肥の成分分析検査を実施した。
・畜産啓発推進事業…畜産に対する理解や農家の技術の向上を図るた
め、農畜産物共進会「鶏卵の部」を開催し、出品農家に対して褒賞を
行った。

市内の畜産業の振興、畜産農家の経営の安
定、家畜伝染病の予防、周辺住環境の向上等
に寄与することができた。

環境経済局
農政課

■趣旨：相模原市畜産振興協会に対し補助金を交付するもの
■目的：家畜伝染病の発生・まん延防止、周辺住環境の保全、家畜改良、
畜産経営の支援、市内畜産業の振興
■対象事業：家畜防疫対策事業、畜産環境衛生事業、近代化設備推進事
業、酪農振興対策事業、養豚振興対策事業、養鶏振興対策事業、さがみは
ら畜産実習支援事業、畜産啓発推進事業、堆肥生産流通推進事業
■補助率：予算の範囲内

有

相模原市畜産
振興協会事業
費補助金交付
要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　市内での畜産業の助長育成を図
るため、近代化施設の整備、環境
保全対策、家畜防疫対策等の事業
に対し、市畜産振興協会を通じて
助成することにより、畜産経営の安
定に資することができた。

2073
相模原市用水組合揚水
事業補助金

下大島用水組合

下大島水田は、相模川の伏流水をポンプ揚水し、水田耕作
を行っている
が、相模川清流の里の整備及び、下大島ほ場整備事業区
域内の転作等に水利用者及び水田面積が減少したため、
揚水事業に要する電気料の組合員負担が増加した。
このため、運営事業費補助をうけ、組合員の負担軽減と農
業経営の安定を図った。

令和5年5月1日～令和6年3月31日 244 　５月より揚水を開始し、９月まで行った。
農業用水の安定供給と経営の安定化が図られ
た。

環境経済局
農政課

　下大島水田は、相模川の伏流水をポンプで揚水し耕作を行っているが、
各種公共施設の整備（相模川清流の里、相模川ビレッジ若あゆ、相模川自
然の村公園、神奈川県水産総合研究所内水面試験場）及び下大島ほ場整
備区域内の転作により、耕作面積及び水利用者が減少し、揚水事業に要す
る電気料の組合員の負担が増大している。このため「相模原市用水組合揚
水事業補助金」により負担を軽減し、農業経営の安定化を図る。
■補助率
　･電気料の1/4以内（84,143円）
　・定額補助（170,000円）

有

相模原市用水
組合揚水事業
補助金交付要
綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　農業用水の安定供給と農業経営
の安定化を支援するとともに、市民
の貴重な緑地空間の保全を図るこ
とができた。また、同組合が耕作す
る田地が、ビレッジ若あゆなどの小
中学生等の自然体験学習の場と
なっており、食農教育に寄与するこ
とができた。

2074
相模原市用水組合揚水
事業補助金

諏訪森下用水組合

　諏訪森下水田は、相模川諏訪森下頭首工からポンプで揚
水し耕作を行っているが、耕作面積も広くその揚水に要す
る電気料の組合員の負担が増大している。このため「相模
原市用水組合揚水事業補助金」により負担を軽減し、農業
経営の安定化を図る。

令和5年5月1日～令和6年3月31日 942
　５月より苗代用として通水を開始し、６月に水量を増して、９月まで通
水する。また、ポンプの水量管理・保守を実施した。

農業用水の安定供給と経営の安定化が図られ
た。

環境経済局
農政課

　諏訪森下水田は、相模川諏訪森下頭首工からポンプで揚水し耕作を行っ
ているが、耕作面積も広くその揚水に要する電気料の組合員の負担が増大
している。このため「相模原市用水組合揚水事業補助金」により負担を軽減
し、農業経営の安定化を図る。
■補助率
　･電気料の1/4以内
　（600,000円）

有

相模原市用水
組合揚水事業
補助金交付要
綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　農業用水の安定供給と農業経営
の安定化を支援するとともに、市民
の貴重な緑地空間の保全を図るこ
とができた。また、同組合が耕作す
る田地が、ビレッジ若あゆなどの小
中学生等の自然体験学習の場と
なっており、食農教育に寄与するこ
とができた。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2075
相模原市用水組合揚水
事業補助金

葉山島開拓事業組合
農業経営の安定化を図るため、用水組合が行う河川水をポ
ンプで揚水する揚水事業に要する電気料及び修理費等の
維持管理費。

令和5年4月～令和6年3月 403 　４月より仮設ポンプにて揚水を開始し、９月まで行った。

　当組合は、百年以上の歴史を誇り、地元葉山
島自治会と共に地区の発展に力を注いでいる。
　昭和２３年、相生・下河原地区の開田拡張事
業にも携わり、葉山島地区の稲作事業の中心
を担っており、害虫駆除のための野焼きや水路
清掃などの維持管理、水田の周りの景観保存
を行っている。

環境経済局
農政課

■趣旨・目的
ポンプ等により河川水等を揚水し、耕作を行う用水組合の農業経営の安定
化を図るため、用水組合が実施する揚水事業の経費に対し、予算の範囲内
において補助金を交付する。
■対象事業
①揚水事業に要する電気料
②ポンプ等の維持管理費
（補助率）
①電気料の1/4以内
②その他市長が必要と認める額

有

相模原市用水
組合揚水事業
補助金交付要
綱

無 有
相模原市総
合計画

施策29
持続可能な
力強い農業
の確立

3年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　補助金の交付により、耕作者の負
担を軽減し、農業経営の安定が図
られている。
　また、水田が良好に管理されてお
り、地域の大切な緑地として保全が
図られている。

2076
協力協約推進事業補助
金

森林整備を行う個人
相模原市と協力協約を結び、森林整備に係る経費の支援
を受け、間伐・枝打ちなどに係る委託経費に充当する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 14,877
個人が所有する私有林において、間伐・枝打ちなどの森林整備を実施
した。
間伐・枝打ち：25.28ha　　作業路整備：784.7ｍ

林内を明るくして幹を太らせたり、草木を生や
すための手入れができ、森林の果たす役割を
回復することができた。

環境経済局
森林政策課

１　水源の森林づくりを推進し、適正な
　　森林の維持管理を促す。
２　市と協力協約を締結した森林所有
　　者が行う森林整備
３　間伐・枝打：県8割、市2割
　　作業路整備：県9割

有

相模原市水源
の森林づくり協
力協約推進事
業補助金交付
要綱

有 有

さがみはら
森林ビジョ
ン後期実施
計画

健全な森林
の促進・育
成

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

神奈川県協力協約推進事業実施
要綱に基づき、間伐や枝打ちなどの
施工がされ、水源かん養機能など
森林の持つ公益的機能を高める山
林へと変わり良好であった。

2077
道志川流域振興事業等
補助金

津久井中央地区自治会
連絡協議会

（概要）
道志川流域の振興を図るための自主的な活動を行う道志
川流域の自治会及び地域活動団体等に対し、補助金を交
付する。
（使途）
事業の報償費、消耗品費、役務費、委託料等。

令和5年4月23日～令和6年3月1日 149

第25回道志川クリーンキャンペーン（５月２１日）コロナ対策により、参加
者の規模を縮小して開催した。
第28回中道志川あゆまつり（7月2日）に参加した。
第18回道志川写真コンテスト（９月）を開催した。
第26回津久井中央地区文化祭（１１月４日～５日）を開催し、展示部門、
ステージ部門、模擬店部門を行った。

道志川流域振興のため、クリーンキャンペーン
を実施し、道志ダム関連地域の環境整備を
図った。

環境経済局
森林政策課

１ 道志川流域の振興を図るための自主的な活動を行う道志川流域の自治
会及び地域活動団体等に対し補助。
２ 中道志川あゆまつり、道志川清流まつり、道志川クリーンキャンペーン、
津久井中央地区文化祭に要する経費及びその他道志川流域の振興発展の
ための事業に要する経費、会議費及び事務費等
３ 予算の範囲内で市長が決定する額

有

相模原市道志
川流域振興事
業等補助金交
付要綱

無 無
令和5年4月23日
～令和6年3月1日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

新型コロナウイルス感染対策として
一部事業を縮小しながらも、道志
川クリーンキャンペーン、中道志川
あゆまつり、道志川写真コンテスト
及び津久井中央地区文化祭を実施
し、道志川流域の振興発展に寄与
した。

2078
宮ヶ瀬ダム周辺振興財
団補助金

公益財団法人　宮ヶ瀬
ダム周辺振興財団

（概要）
宮ヶ瀬湖周辺地域の活性化を推進するために設立された、
公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団の円滑な運営を促
進するため。
（使途）
財団の運営に関する経費のうち、財団が指定する職員の人
件費（通勤費は除く）。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 5,949

「行けば何かをやっている宮ヶ瀬」のイメージを定着させることにより、リ
ピーターを増やすため、宮ヶ瀬湖水の郷プロムナードにて「宮ヶ瀬ハロ
ウィン、宮ヶ瀬バレンタイン、宮ヶ瀬アーリースプリング」と称したイベント
を季節ごとに開催した。また、相模原市や近隣事業者と連携し、SDGｓ
ピクニックを開催したほか、宮ヶ瀬検定、宮ヶ瀬クーポン、バスツアーな
どのイベントを実施した。

行政単位ではなく、観光地域づくり法人（宮ヶ瀬
地域連携DMO）の対象エリアである宮ヶ瀬湖
周辺地域の市町村を一つのエリアとして捉え、
観光を切り口とした地域活性化を進めることが
できた。なお、エリア内の地域事業者と連携を
重点に進めたことで、地域活性化の更なる推進
力となった。

環境経済局
森林政策課

１ 公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団の円滑な運営を促進するため、
財団の運営に関する経費に補助。
２ 財団が指定する職員の人件費（通勤費は除く。）
３ １００％

有

公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺
振興財団補助
金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

運営費補助なの
で非該当

2079

さがみはら津久井産材
利用促進・普及啓発事
業補助金
（公共的建築物等へのさ
がみはら津久井産材利
用促進事業）

施設のオーナー、運営者
等

さがみはら津久井産材を利用し、そのPRを十分に図ること
が見込まれ、不特定多数の利用者が見込まれる施設の木
造化・木質化を行う事業に対して補助を行うもの。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 6,848 公共的建築物２件への補助を実施した。

PR効果の高い施設にさがみはら津久井産材を
用いたことにより、さがみはら津久井産材の更
なる普及啓発が見込まれ、さがみはら森林ビ
ジョンにおける基本施策である「木材の利用促
進」に寄与。

環境経済局
森林政策課

1さがみはら津久井産材の普及啓発
2さがみはら津久井産材を利用し、そのPRを十分に図ることが見込まれ、
不特定多数の利用者が見込まれる施設の木造化・木質化を行う事業
3補助上限500万円、補助率1/2

有

さがみはら津久
井産材利用促
進・普及啓発事
業補助金交付
要綱

無 有

さがみはら
森林ビジョ
ン後期実施
計画

木材の利用
拡大

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

事業費補助なの
で非該当

PR効果の高い施設にさがみはら
津久井産材を用いたことにより、さ
がみはら津久井産材の更なる普及
啓発が見込まれ、さがみはら森林
ビジョンにおける基本施策である
「木材の利用促進」に寄与。

2080

さがみはら津久井産材
利用促進・普及啓発事
業補助金
（さがみはら津久井産材
の家づくり事業）

建築主
さがみはら津久井産材を使用した木造住宅の新築・増改築
に対する経費への補助を行うもの。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 2,000
さがみはら津久井産材を使用した新築物件６件に対し補助を実施し
た。

さがみはら津久井産材を使用した住宅の建設
需要を掘り起こすことが可能となり、さがみはら
森林ビジョンにおける基本施策である「木材の
利用促進」に寄与。

環境経済局
森林政策課

1さがみはら津久井産材の普及啓発
2さがみはら津久井産材を使用した木造住宅の新築・増改築
3補助上限40万円、さがみはら津久井産材の使用量1立方メートルに対し
２万円（使用量下限５立方メートル）

有

さがみはら津久
井産材利用促
進・普及啓発事
業補助金交付
要綱

有 有

さがみはら
森林ビジョ
ン後期実施
計画

木材の利用
拡大

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

事業費補助なの
で非該当

さがみはら津久井産材を使用した
住宅の建設需要を掘り起こすこと
が可能となり、さがみはら森林ビ
ジョンにおける基本施策である「木
材の利用促進」に寄与。

2081
相模原市林業振興補助
金

森林組合、さがみはら津
久井産材利用拡大協議
会及びその構成員

市民への情報提供のための事業、環境教育の推進のため
の事業、市民と森林の接点づくりのための事業、木材等の
利活用の推進のための事業へ補助を行うもの。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200
アリオ橋本における宮大工の技術披露やワークショップの開催、富士見
小学校での森づくり事業、青和学園での水源林観察等林業振興事業
（参加者のべ161名）

さがみはら津久井産材利用拡大協議会構成員
による林業に係る普及・啓発事業への主体的な
取組の推進が可能となり、さがみはら森林ビ
ジョンに掲げる将来像「いきいきとした人と森林
のかかわり」の実現に寄与。

環境経済局
森林政策課

1さがみはら森林ビジョンに基づく林業振興
2市民への情報提供のための事業、環境教育の推進のための事業、市民と
森林の接点づくりのための事業、木材等の利活用の推進のための事業
3事業従事者が要する講師謝礼などの報償費、旅費、事業に要する車両等
の燃料費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、広告料、保険料、委託料、
施設の使用料や借上料等（補助率1/2）

有
相模原市林業
振興補助金交
付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

さがみはら津久井産材利用拡大協
議会構成員による林業に係る普
及・啓発事業への主体的な取組の
推進が可能となり、さがみはら森林
ビジョンに掲げる将来像「いきいき
とした人と森林のかかわり」の実現
に寄与。

2082
相模原市森林整備地域
活動支援交付金

森林経営計画を作成す
る事業体等

小規模・分散している森林を取りまとめて、一体的に施業な
どを行う集約化を進めることを目的に、集約化に必要な「所
有者や境界の確認」、「測量」等にかかる経費について支援
を行う。

令和5年8月～令和6年3月 690
集約化に必要な下記事業に対し補助を実施した。
・森林経営計画作成促進：17.78ha
・森林境界の明確化：15.76ha

森林経営計画を作成することにより施業の効率
化、また、森林施業の前提となる境界を確認す
ることができ、施業の促進に寄与した。

環境経済局
森林政策課

１　森林経営計画作成の促進及び森林施業の前提となる境界の明確化を図
る。
２　森林経営計画作成促進：森林情報の収集、森林調査、合意形成
　　森林境界の明確化：森林施業等の前提となる境界の明確化を図る
３　経営委託（計画作成合意及び間伐合意19,000円/ha
　　間伐促進（間伐合意）15,000円/ha
     測量22,500円/ha
     リモセン加算8,500円/ha
※補助率は国要領に基づく

有

相模原市森林
整備地域活動
支援交付金交
付要綱

有 有

さがみはら
森林ビジョ
ン後期実施
計画

木材の安定
供給体制の
構築に向け
た取組

令和5年8月31日
～令和6年3月15
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

森林経営計画を作成することによ
り、さがみはら森林ビジョンの取組
み項目である、施業の集約化・適切
な森林管理の推進に寄与した。

2083
さがみはら林業の人材
育成・担い手の確保事
業補助金

市内認定林業事業体に
就業する者又はさがみ
はら津久井産材利用拡
大協議会構成員（素材
生産事業体に限る）に就
業し、相模原市内に居住
する者

林業事業体等が実施する林業の人材育成・担い手の確保
に係る事業に対し補助金を交付する。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 2,063
林業の新技術等導入支援事業や、資格取得等の補助、林業機械購入
費等に対し、延べ32人に対し、助成を行った。

市内の林業事業体の人材育成や定着に関し促
進ができ、さがみはら森林ビジョンの取組事項
である林業の担い手育成に寄与できたため。

環境経済局
森林政策課

１　林業事業体が実施する林業の人材育成・担い手の確保を図る
２　新たな林業事業体の育成支援事業、新規就業者への支援事業、林業就
業者の定着支援事業
３　資格取得等の補助：補助対象経費の1/2以内
　　林業機械の購入費の補助：補助対象経費の合計で１事業体につき年間１
００，０００円上限
　　安全装備購入経費の補助：補助対象経費の合計で1事業体につき年間
180,000円を上限等

有

さがみはら林業
の人材育成・担
い手の確保事
業補助金交付
要綱

無 有

さがみはら
森林ビジョ
ン後期実施
計画

木材等の利
活用の推進

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業実施により、さがみはら森林
ビジョン後期実施計画の取組項目
である林業の担い手育成の推進に
寄与したため。

2084
私有林内の病害虫被害
による危険木の伐採等
に係る補助金

（１）森林法第５条の森林
の土地所有者、占有者
（２）（１）から危険木の伐
採等の作業の承諾を受
けた者

森林の土地所有者等が行う危険木の伐採や処分に係る費
用の一部を補助するもの。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 2,000
11件補助実施。（総伐採本数３３本）

病害虫による危険木の伐採等に係る補助事業
を行うことにより、さがみはら森林ビジョンの基
本方針「森林環境の保全・整備」に寄与。

環境経済局
森林政策課

１ナラ枯れ等による被害木による災害の発生を予防し、森林が有する多面
的機能の維持・増進を図る
２森林の土地所有者等が行う危険木の伐採や撤去、処分に係る費用
３補助上限３０万円

有

私有林内の病
害虫による危険
木の伐採等に係
る補助金交付要
綱

無 有

さがみはら
森林ビジョ
ン後期実施
計画

健全な森林
の保全・育
成

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

病害虫が起因となり枯損等を生じ
た危険木による災害の発生を予防
し、森林が有する多面的機能の維
持や増進を図ることが見込まれ、さ
がみはら森林ビジョン基本方針「森
林環境の保全・整備」に寄与された
ため。

2085
相模原市地球温暖化対
策地域協議会補助金

さがみはら地球温暖化
対策協議会

市民・事業者・行政等が連携して市域の地球温暖化対策の
推進を図ることを目的として設置された「さがみはら地球温
暖化対策協議会」が行う調査研究や普及啓発等の活動の
支援

令和5年4月1日～令和6年3月31日 3,900

１．広報事業
（１）インターネットを活用した情報発信（ホームページの運用及び情報
発信）
（２）協議会の会報等による情報発信（さがぼー通信の発行、地域情報
紙での情報発信）
（３）協議会のPRグッズの作成および配布（１，０００円以上の寄附をして
いただいた方にさがぼーくんのエコバッグまたはぬいぐるみを進呈）
 ２．対策事業
（１）イベント等への参加による普及啓発事業（かんきょうフェア２０２３、さ
がみはら環境まつり、さがみはら市民活動フェスタ２０２３）
（２）インターネット等を活用した普及啓発事業（動画コンテンツ「さが
ぼーチャンネル」の追加作成、「地球温暖化防止クイズページ」の作成）
（３）省エネ・創エネ施設等の見学会 （川崎火力発電所、かわさきエコ暮
らし未来館、浮島太陽光発電所を見学）
（４）自治会、学校、公民館等への地球温暖化に関する出前講座（計１１
回実施）　　等
３．調査・研修事業
（１）第２次相模原市地球温暖化対策計画に基づく事業の調査・研究
（２）省エネに関する調査・研究（SDGｓさがみはらエコ宣言を継続実
施）
（３）会員研修会の実施（計３回実施）
（４）会員向け視察研修の実施

地球温暖化対策実行計画の趣旨を踏まえ、広
報活動、普及啓発事業の実施、啓発事業の調
査研究などにより、市民・事業者等の温暖化防
止活動への参加を促した。

環境経済局
ゼロカーボン推進課

・情報発信や会員募集等に関する広報事業
・普及啓発やイベント等に関する対策事業
・新事業調査研究や研修等に関する調査研修事業
・会議の運営に関する経費
・事務局の運営に関する経費

有

相模原市地球
温暖化対策地
域協議会補助
金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

環境を守る
担い手の育
成

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

協議会のイメージキャラクターを活
用したイベント等での普及啓発、
HPやYouTube等を活用した情報
発信、次年度事業の検討など、市
域の温暖化対策を推進するための
積極的な取組が行われたと評価で
きるため。

2086
相模原市省エネ機器更
新促進補助金（市民用）

個人
家庭におけるエネルギー費用負担の軽減及び温室効果ガ
ス排出量の削減を目的に、省エネ性能に優れた機器への買
い替えに係る費用の一部を補助

事業完了後 354,748

省エネ機器12品目(エアコン、テレビ、照明機器(電球含む)、電気冷蔵
庫、電気冷凍庫、電気便座、エコキュート(電気温水機器)、石油温水機
器、ガス温水機器、ガスコンロ、ガスオーブン、ガスストーブ)の購入費
について、補助金を交付。
・交付件数：８，３８８件

８，３８８の世帯において、省エネ性能に優れた
機器への更新が行われた。

環境経済局
ゼロカーボン推進課

省エネ性能の優れた機器への買い替えに係る費用(対象機器の購入費)
補助率：３分の１以内（上限５万円）

有

相模原市省エネ
機器更新促進
補助金（市民
用）交付要綱

有 無
令和5年8月1日～
令和6年1月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

家庭における省エネ機器への更新
が図られ、相模原市総合計画等に
基づく地球温暖化対策の推進につ
ながったと評価できるため。

2087
相模原市住宅用スマー
トエネルギー設備等導入
奨励金

個人
再生可能エネルギー利用設備及び省エネルギー設備等の
住宅用スマートエネルギー設備の設置促進

事業完了後 19,620

市内にある住宅にスマートエネルギー設備を導入した個人又は市内に
ある住宅をZEH若しくはLCCM住宅とした個人に対し、奨励金を交
付。
・ZEH：39件
・太陽光発電システム：166件
・定置用リチウムイオン蓄電池：279件
・V2H：14件

39件の住宅のZEH化、459件のスマートエネ
ルギー設備の導入がされた。

環境経済局
ゼロカーボン推進課

ZEHコース
・ZEH：15万円
・LCCM住宅：25万円
自家消費コース
・太陽光発電システム：3万円
・定置用リチウムイオン蓄電池：3万円
・V2H：3万円
※太陽光発電システムは、定置用リチウムイオン蓄電池又はＶ２Ｈと同時に
新設が必須。
※定置用リチウムイオン蓄電池とＶ２Ｈは、太陽光発電システムとの連携が
必須。（太陽光発電システムの新設・既設は不問））

有

相模原市住宅
用スマートエネ
ルギー設備導入
奨励金交付要
綱

無 有
相模原市総
合計画

地球温暖化
対策の推進

令和5年4月1日～
令和6年2月29日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

太陽光発電システム等の住宅用ス
マートエネルギー設備の普及拡大
が図られ、相模原市総合計画等に
基づく地球温暖化対策の推進につ
ながったと評価できるため。

2088
相模原市燃料電池自動
車購入奨励金

個人又は法人 次世代クリーンエネルギー自動車等の購入及び利用促進 事業完了後 900

燃料電池自動車を購入した市内在住の個人、市内に事務所がある法
人又は個人事業者、市内在住の個人や市内に事務所がある法人又は
個人事業者に貸与するために対象自動車を購入したリース事業者を対
象に奨励金を交付。
・燃料電池自動車：３件

燃料電池自動車が３台導入された。
環境経済局
ゼロカーボン推進課

燃料電池自動車：30万円/台
(予定件数：５台)

有

相模原市燃料
電池自動車購
入奨励金交付
要綱

無 有
相模原市総
合計画

地球温暖化
対策の推進

令和5年4月1日～
令和6年2月29日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内に、利用段階では二酸化炭素
を排出しない「究極のクリーンエネ
ルギー」である水素エネルギーを使
用する燃料電池自動車が３台導入
され、相模原市総合計画等に基づ
く地球温暖化対策の推進につな
がった。また、平成２６年１２月に策
定した「水素エネルギー普及促進ビ
ジョン」において位置づけている「燃
料電池自動車の普及促進」にもつ
ながったと評価できるため。

2089
相模原市電気自動車充
電設備導入補助金

法人、法人格をもたない
マンション管理組合の代
表者等

集合住宅又は商業施設等における電気自動車等を充電す
るための充電設備の設置及び利用促進

事業完了後 71

集合住宅又は商業施設等に属する駐車場において、その居住者又は利
用者等が電気自動車等へ充電するために充電設備を設置する場合に、
充電設備を購入し、所有者となる者へ補助金を交付。
・普通充電設備：３基

普通充電設備が３基設置された。
環境経済局
ゼロカーボン推進課

充電設備の購入費
急速充電設備：３分の１以内(上限３０万円／基)
普通充電設備：３分の１以内(上限１５万円／基)

有

相模原市電気
自動車充電設
備導入補助金
交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

地球温暖化
対策の推進

令和5年4月1日～
令和6年2月29日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市内に、電気自動車用充電設備が
導入され、相模原市総合計画等に
基づく地球温暖化対策の推進につ
ながった。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2090
相模原市エコアクション
２１認証取得支援補助金

法人 エコアクション２１の認証取得にかかる経費を補助 事業完了後 1,090 エコアクション２１の認証取得にかかる経費を補助：6件 6の法人がエコアクション２１を取得した。
環境経済局
ゼロカーボン推進課

エコアクション２１の認証・登録にかかる経費(上限２５万円) 有

相模原市エコア
クション２１認証
取得支援補助
金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

地球温暖化
対策の推進

令和5年4月1日～
令和6年３月６日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

中小規模事業者におけるエコアク
ション２１の認証・登録の普及拡大
が図られ、相模原市総合計画等に
基づく地球温暖化対策の推進につ
ながったと評価できるため。

2091
相模原市中小規模事業
者省エネルギー設備等
導入支援補助金

法人
中小規模事業者が取り組む省エネルギー対策に対する支
援

令和5年6月12日～令和6年3月10
日

24,008
中小規模事業者の地球温暖化対策を促進するため、省エネルギー設備
等の導入費用の一部を助成：24件

24件の設置が図られた。
環境経済局
ゼロカーボン推進課

省エネルギー設備や再生可能エネルギー利用設備の導入に係る経費
補助率：３分の１以内（上限１００万円）
※太陽光発電設備の特例：1kWあたり5万円(上限20ｋＷ、100万円)、
※蓄電池(4,800Ah・セル未満)の特例：1kWhあたり5.1万円(上限
10kWh、51万円)
※蓄電池(4,800Ah・セル以上)の特例：1kWhあたり6.3万円(上限
10kWh、63万円)

有

・相模原市中小
規模事業者省
エネルギー設備
等導入支援補
助金交付要綱
・相模原市中小
規模事業者省
エネルギー設備
等導入支援補
助金の特例に関
する要綱

有 有
相模原市総
合計画

地球温暖化
対策の推進

令和5年6月12日
～令和6年3月10
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

中小規模事業者における省エネル
ギー設備等の普及拡大が図られ、
相模原市総合計画等に基づく地球
温暖化対策の推進につながったと
評価できるため。

2092
相模原市事業者省エネ
応援補助金

法人
電気代の負担軽減や温室効果ガス排出量の削減のため、
電力に特化した省エネ診断により、電気を見える化し、省エ
ネ機器等の更新を支援

令和5年7月13日～令和6年1月31
日

12,197
省エネ診断の結果を受け、エネルギー削減効果の高い機器・設備へ更
新する中小規模事業者に対し、機器・設備の更新に係る経費の一部を
助成：20件

20の法人において、設備の更新が行われた。
環境経済局
ゼロカーボン推進課

機器・設備の更新に係る経費
補助率：３分の１以内(上限７５万円)

有
相模原市事業
者省エネ応援補
助金交付要綱

有 有
相模原市総
合計画

地球温暖化
対策の推進

令和5年7月13日
～令和6年1月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

中小規模事業者における省エネル
ギー設備等の普及拡大が図られ、
相模原市総合計画等に基づく地球
温暖化対策の推進につながったと
評価できるため。

2093
（公財）相模原市まち・み
どり公社補助金（緑化推
進分）

公益財団法人 相模原市
まち・みどり公社

みどり豊かなまちづくりの推進を目的として、市民の緑化意
識を高め、市民総ぐるみによる都市緑化事業を進める。
　補助金を財源として、緑化普及啓発事業（各種講習会、み
どりの少年団育成・支援等）、都市緑化推進事業（花のまち
づくり・みどりいっぱい運動、みどりのまちづくり奨励金交付
等）、みどりの情報発信事業（機関紙グリーン発行等）、みど
りのまちづくり担い手育成・支援事業（みどりのボランティア
育成・支援等）、森づくり推進事業（森づくりパートナーシッ
プ推進等）を実施する。

令和5年4月～令和6年3月 47,650

○緑化の普及啓発事業
○都市緑化推進事業
○みどりの情報発信事業
○みどりのまちづくり担い手育成・支援事業
○森づくりの推進及び保全事業

　当法人の定款に定める「みどり豊かなまちづくりの推進」を図るため、次の
取組を行った。
○緑化意識普及啓発事業
　市民の方のみどりへの関心、知識及び技術等の向上を図るため「みどりの
講習会」等を実施した。併せて、緑化意識の普及啓発を目的として、新たに
相模大野中央公園で開催された「緑化フェア」等、市内１３のフェアやイベント
において啓発活動及び花苗の無料配布等を行った。また、主に地域の公民
館における生涯学習の場で実施する「木の花プログラム」を通じて緑化意識
の普及啓発に取り組んだ。当法人が育成・支援している「相模原市みどりの
少年団」を対象として、森林整備体験学習を開催した。「相模原市みどりの
少年団」が掲げる「緑とのふれあいを通じて、緑と親しみ、緑を守り育てる心
を養う」ことを目的とした活動を支援することで若年層に対して緑地保全に
関する理解を深める活動を行った。　森林整備体験学習の会場は、新たな
試みとして「つちざわの森（緑区根小屋）」にて開催した。一方、学校教育の
場における環境教育に貢献するため、昨年度行った市内の小学校へのゴー
ヤ苗配布について、今年度は、市立中学校・義務教育学校及び公民館等へ
と拡充し、グリーンカーテン等に活用していただいた。

○都市緑化推進事業
　市民と協働して市街地の緑化活動に取り組んでいる「花のまちづくり・みど
りいっぱい運動（花壇コンテスト事業を含む）」は、新たに14団体の登録が
あった。また、生垣設置への奨励金交付事業、オープンガーデン事業、みどり
のカーテン事業など、都市緑化の推進に取り組んだ。

○みどりの情報発信事業
　市内の自然環境や生物多様性に関する情報を様々な広報媒体（公社ホー
ムページ、Facebook「みどりの情報発信」、機関紙「さがみはらグリーン」、
「グリーンインフォメーション」等）を通じて発信した。また、エコパークさがみ
はらが発信するメールマガジン等に「みどりの講習会」に関する情報を掲載
するなど、民間広報媒体と連携した情報発信に取り組んだ。

○みどりのまちづくり担い手育成・支援事業
　みどりに関連した市民活動に役立つ知識を学ぶ機会として、園芸の専門
家を招いて講演会（無料）を開催し、115名の方に参加いただいた。また、新
たに相模原親菊会と連携して菊花の花鉢の展示等を行い、みどりに関する
活動を行っている団体の支援に取り組んだ。

○森づくりの推進及び保全事業
　森林・里地里山保全活動団体等（森づくりパートナーシップ団体を含む）と
連携し、小学生とその保護者を対象として「森づくりボランティア講座」を行う
とともに、（公財）かながわトラストみどり財団と共催して森林整備やボラン
ティア発表会を行い、緑地の保全に関して理解を深める場を提供した。

環境経済局
水みどり環境課

１．補助金等の趣旨・目的
　（公財)相模原市まち・みどり公社のみどりに関する公益事業に対し補助金
を交付し、都市緑化の一層の推進を図る。
２．補助対象事業
　①緑化の普及啓発事業
　②都市緑化推進事業
　③みどりの情報発信事業
　④みどりのまちづくり担い手育成・支援事業
　⑤森づくりの推進及び保全事業　ほか
３．補助対象事業費、補助率等
　補助率の規定なし

有

公益財団法人
相模原市まち・
みどり公社補助
金（緑化推進
分）交付要綱

無 有

第2次相模
原市水とみ
どりの基本
計画・生物
多様性戦略

緑化の推進 1年間
充分な実績が確
認される

特になし

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

特になし

○緑化意識普及啓発事業
　市内のフェアやイベントにおける啓発
活動や、各種講習会や木の花プログラ
ムの実施、「相模原市みどりの少年団」
を対象とした森林整備体験学習の開催
の他、昨年度行った小学校へのゴーヤ
苗配布を市立中学校・義務教育学校及
び公民館等へと拡充することにより、緑
化の普及啓発を図れたことを評価した。
○都市緑化推進事業
　「花のまちづくり・みどりいっぱい運動
（花壇コンテスト事業を含む）」に新たに
14団体の登録を得たこと、生垣設置へ
の奨励金交付事業、オープンガーデン
事業、みどりのカーテン事業など、都市
緑化の推進への取り組みを評価した。
○みどりの情報発信事業
　民間広報媒体と連携した情報発信を
含めた様々な広報媒体により、市内の
自然環境や生物多様性に関する情報
及び緑化事業の情報の発信を行ったこ
とを評価した。
○みどりのまちづくり担い手育成・支援
事業
　園芸の専門家を招いた講演会の開催
や、活動団体の支援など、市民活動に
役立つ事業を実施したことを評価した。
○森づくりの推進及び保全事業
　森林整備やボランティア発表会によ
り、緑地の保全に関して理解を深める
場を提供したことを評価した。

2094
相模川を愛する会補助
金

相模川を愛する会

相模川とその沿岸の豊かな自然を守り育てる活動を行うと
ともに、水と緑と太陽のもとで、市民が憩いの場として親し
むためのよりよい環境づくりを推進し、市民のふれあいの機
会を広げることを目的とした団体である「相模川を愛する
会」の事業費補助金
相模川を愛する会の主な事業

令和５年４月～令和６年３月 320

・相模川クリーン作戦
・釣りに親しむつどい
・市民まつり等での啓発
・相模川絵画コンテスト

相模川を守り、育てるという目的で、各種事業
を実施し、多くの市民に対し、河川美化に対す
る啓発活動を行った。

環境経済局
水みどり環境課

１．補助金等の趣旨・目的
　相模川とその沿岸の豊かな自然を守り育てる活動を行うとともに、水と緑
と太陽のもとで、市民が憩いの場として親しむためのよりよい環境づくりを
推進し、市民のふれあいの機会を広げることを目的とした普及啓発、情報
提供、その他の事業を実施している「相模川を愛する会」に対し、助成を行
う。

２．補助対象事業
　①啓発事業
　②相模川クリーン作戦
　③釣りに親しむつどい
　④相模川絵画コンテスト　ほか

３．補助対象事業費、補助率等
　　補助率の規定なし

有
相模川を愛する
会補助金交付
要綱

無 有

第2次相模
原市水とみ
どりの基本
計画・生物
多様性戦略

水辺環境の
保全・再生

１年間
充分な実績が確
認される

特になし

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

特になし

　相模川クリーン作戦や釣りに親し
むつどい、相模川絵画コンテストを
実施するなど、相模川への親しみや
環境保全に対する啓発推進に大き
な役割を果たしている。

2095 保存樹林管理費補助 土地（樹林）所有者
保存樹林の土地所有者が、高木剪定、樹木伐採、良好な樹
林環境の維持のために専門の造園業者等に支払う作業請
負費用に対して助成金を交付する。

事業完了後 上限300
所有者が行う保存樹林の剪定等の費用に対して、財政的支援を行っ
た。

　樹林の維持・保全はもとより、隣地への越境な
どの公益的観点から見ても必要な作業であり、
当該助成を行うことで一定程度の成果を得ら
れた。

環境経済局
水みどり環境課

１．補助金等の趣旨・目的
　補助金を交付することにより、保存樹林を良好に管理し、もって市民が健
康で快適な生活を営むことのできる環境を確保する。

２．補助対象事業
　専門の造園業者等に支払う作業請負費用

３．補助対象事業費、補助率等
　２分の１（30万円限度・100円未満切捨て）

有
保存樹林管理
費助成金交付
要綱

無 有

第2次相模
原市水とみ
どりの基本
計画・生物
多様性戦略

都市のみど
りの保全・再
生

1年間
充分な実績が確
認される

特になし

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

特になし

　都市のみどりが減少しているた
め、樹林を良好な状態で保存する
ことにより、残された貴重なみどり
を保全していくことが可能になるこ
とから、十分な成果が確認された。

2096 保存樹木管理費補助 土地（樹木）所有者
保存樹木の所有者が、樹木治療、高木剪定等樹木管理、良
好な樹木環境の維持のために専門の造園業者等に支払う
作業請負費用に対して助成金を交付する。

事業完了後 上限200
所有者が行う保存樹木の剪定等の費用に対して、財政的支援を行っ
た。

　樹木の維持・保全はもとより、隣地への越境な
どの公益的観点から見ても必要な作業であり、
当該助成を行うことで一定程度の成果を得ら
れた。

環境経済局
水みどり環境課

１．補助金等の趣旨・目的
　補助金を交付することにより、保存樹木を良好に管理し、もって市民が健
康で快適な生活を営むことのできる環境を確保する。

２．補助対象事業
　専門の造園業者等に支払う作業請負費用

３．補助対象事業費、補助率等
　２分の１（20万円限度、100円未満切捨て）

有
保存樹木管理
費助成金交付
要綱

無 有

第2次相模
原市水とみ
どりの基本
計画・生物
多様性戦略

都市のみど
りの保全・再
生

1年間
充分な実績が確
認される

特になし

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

特になし

　都市のみどりが減少しているた
め、樹木を樹林を良好な状態で保
存することにより、市民が健康で快
適な生活を営むことのできる環境
を確保するとともに、残された貴重
なみどりを保全していくことが可能
になることから、十分な成果が確認
された。

2097 保存樹林奨励金 土地（樹林）所有者
保存樹林の所有者が、健全な樹林地を維持するために、固
定資産税及び都市計画税の相当額を奨励金として交付す
る。

令和5年4月～令和6年3月

固定資産
税
及び
都市計画
税の相当
額

所有者が支払う固定資産税及び都市計画税について、その相当額を奨
励金として交付した。

　都市部における樹林地の保全の観点から見
ても公益性高く、当該奨励金を支払うことで樹
林地の保全を図ることができた。

環境経済局
水みどり環境課

１．補助金等の趣旨・目的
　良好な樹林環境の維持し、都市部における緑地の保全を目的とする

２．補助対象事業
　保存樹林に指定された土地に係る固定資産税及び都市計画税

３．補助対象事業費、補助率等
　樹林の土地に係る指定した日の属する年度の固定資産税及び都市計画
税に相当する額を合算した額

有
保存樹林奨励
金交付要綱

無 有

第2次相模
原市水とみ
どりの基本
計画・生物
多様性戦略

都市のみど
りの保全・再
生

1年間
充分な実績が確
認される

特になし

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

特になし

　都市のみどりが減少が進む中で、
土地所有者に奨励金を交付するこ
とにより、みどりの減少に歯止めを
かけるために必要不可欠であるこ
とから、十分な成果が確認された。

2098
さがみはら生物多様性
ネットワーク補助金

さがみはら生物多様性
ネットワーク

・生物多様性シンポジウムの開催に関する事業
・会員交流に関する事業
・情報発信や会員募集等に関する広報事業
・生物多様性の保全に関する普及啓発やイベント等に関す
る事業

令和5年4月～令和6年3月 320
・会報紙の発行
・シンポジウムの開催
・会員交流会の実施

　生物多様性の理解を広める目的で、会報紙の
発行やシンポジウム等の各種事業を実施し、多
くの市民に対し、生物多様性に対する普及・啓
発活動を行った。

環境経済局
水みどり環境課

１．補助金等の趣旨・目的
　市域における生物多様性の保全を促進するために普及啓発、情報提供、
その他の事業を実施している「さがみはら生物多様性ネットワーク」に対し、
助成を行う。

２．補助対象事業
　「さがみはら生物多様性ネットワーク」が実施する事業に係る経費

３．補助対象事業費、補助率等
　補助率の規定なし

有

さがみはら生物
多様性ネット
ワーク補助金交
付要綱

無 有

第２次相模
原市水とみ
どりの基本
計画・生物
多様性戦略

生物多様性
の理解促進

1年間
充分な実績が確
認される

特になし

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

特になし

会報紙の発行やシンポジウム等の
各種事業を実施し、多くの市民に
対し、生物多様性に対する普及・啓
発活動を行っており、生物多様性
に対する理解と認知度の向上に大
きな役割を果たしている。

2099
里地里山保全等促進事
業補助金

「小松・城北」里山をまも
る会

　自然環境豊かな里地里山を市民共有の財産として将来に
わたって保全及び継承することを目的として、農林地等の
保全・再生事業、体験教室等活動事業、里地里山の保全等
の活動事業を実施している。

令和5年4月～令和6年3月 556

　・神奈川県里地里山の保全、再生及び活用の促進に関する条例の規
定により認定された「里地里山活動協定」に基づき、田、湛水田、畑並び
に二次林等の保全を図った。
　・じゃがいも堀り、大豆の種まき等を子どもたちに体験してもらった。

・協定に基づいた保全活動により、里地里山の
保全に寄与することができた。
・地域に隣接した広田小学校と連携し、３、４年
生を対象として実施している環境学習では、生
き物観察や津久井在来大豆の種まき等の実習
を行うことで、里地里山の保全に対する意識の
醸成を図ることができた。

環境経済局
水みどり環境課

１．補助金等の趣旨・目的
　生物多様性の確保、良好な景観の形成等、多様な機能を有している農
地、山林等と集落が一体となった地域において、農林業者、地域住民等の
主体的な活動を促進することにより、市内に残された自然環境豊かな里地
里山を市民共有の財産として、将来にわたって保全及び継承することを目
的とする。

２．補助対象事業
　①農林地等の保全・再生事業
　②体験教室等の活動事業
　③里地里山の保全等の活動事業

３．補助対象事業費、補助率等
　２-①　１／３
　２-②　２／３
　２-③　１０／１０

有

相模原市里地
里山保全等促
進事業支援要
綱

有 有

第２次相模
原市水とみ
どりの基本
計画・生物
多様性戦略

里地里山の
保全・活用

1年間
充分な実績が確
認される

特になし

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

特になし

　里地里山の保全活動の他、体験
教室等活動事業などを通じて里地
里山の保全への理解と協力に対す
る啓発に大きな役割を果たしてお
り、十分な成果が確認された。

2100
水辺環境保全等促進事
業補助金

青野原元気村

○補助金対象事業
清掃活動・除草活動・水辺環境保全等促進活動
〇使途
保全活動団体が実施する、清掃や草刈等のホタル舞う水辺
環境の保全等に関する活動などの活動費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200
・区域内及び林道の清掃及び草刈
・取水口の片付け及び整備
・鹿柵の改修作業

草刈り、清掃等で林道の通行状態が良くなっ
た。
区域周辺の景観は保全されている。

環境経済局
津久井地域環境課

１．保全等活動団体が実施するホタル舞う水辺環境の保全等に資すると認
められる活動を支援することを目的とする。
２．市長の認定を受けた保全等活動団体が実施するホタル舞う水辺環境の
保全等に資する活動
３．要綱の規定に基づく

有

相模原市ホタル
舞う水辺環境保
全等促進事業
支援要綱

無 有
相模原市水
とみどりの
基本計画

水辺環境の
保全・再生

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　積極的な活動の継続により令和
元年東日本台風による災害前の状
態へ戻そうと会員が一団となり努
力している点を評価している。

158 / 175 ページ



令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2101
水辺環境保全等促進事
業補助金

三ヶ木ホタル保存会

○補助金対象事業
清掃活動・除草活動・水辺環境保全等促進活動
〇使途
保全活動団体が実施する、清掃や草刈等のホタル舞う水辺
環境の保全等に関する活動などの活動費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 122

・ 区域内の清掃及び草刈り等環境整備を実施。
・ホタル水路及び散策通路等の整備を実施。
・パトロール実施。
・ホタル数を増やすためのカワニナ養殖池の整備・管理を実施。
・ホタル観察会を開催(コロナ感染防止を行いながら4年ぶりに実施）

　区域内の草刈りや樹木の剪定等により、ホタ
ル生息環境を維持することができ、散策路整備
等により住民が散歩しやすくなり、地域住民の
自然保護の大切さを感じる場の提供と散策に
よる健康維持にも役立っている。また、カワニナ
の放流、養殖池の整備・管理を行い、ホタルの
増殖に寄与している。
「ほたる祭り」(ホタルのクイズ、カラオケなど)を
4年ぶりに開催し、ホタル知識の浸透により自
然保護の大切さを感じてもらい、また、カラオケ
で地域住民の交流を図ることができた。

環境経済局
津久井地域環境課

１．保全等活動団体が実施するホタル舞う水辺環境の保全等に資すると認
められる活動を支援することを目的とする。
２．市長の認定を受けた保全等活動団体が実施するホタル舞う水辺環境の
保全等に資する活動
３．要綱の規定に基づく

有

相模原市ホタル
舞う水辺環境保
全等促進事業
支援要綱

無 有
相模原市水
とみどりの
基本計画

水辺環境の
保全・再生

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　これまで継続してきた活動が、ホ
タルの増加、そして4年ぶりのほた
る祭り開催へ繋がり、会全体の活
気が伝わる。また、津久井中央地区
文化祭への出展という新しい取組
を行ったことを評価している。

2102
水辺環境保全等促進事
業補助金

牧野元気創生会

○補助金対象事業
清掃活動・除草活動・水辺環境保全等促進活動
〇使途
保全活動団体が実施する、清掃や草刈等のホタル舞う水辺
環境の保全等に関する活動などの活動費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200

・区域内の不要樹木、倒木、竹、張出し枝の撤去作業及び河川周辺の
土石流の片付け及び清掃。
・区域内の投棄物回収処分と清掃、草刈り、水路の整備。
・区域内の土砂崩れの状況点検と防止柵などの設置。
・カワニナ貝の繁殖地の維持管理

・環境整備行った固所の維持管理を行い、不要
な樹木、イひた枝葉、倒木を除去し、更に風通
し、見通しもよくなり明るく安全な環境になっ
た。
・投棄物もあるが、区域内を整備したことや「投
棄禁止」ポードの効果もあり、投棄行為はかな
り少なくなっている。
・定期的に川辺と河川清掃、護岸・土止めと流
水調整の結果、一定してきれいな水が流れるよ
うになった。

環境経済局
津久井地域環境課

１．保全等活動団体が実施するホタル舞う水辺環境の保全等に資すると認
められる活動を支援することを目的とする。
２．市長の認定を受けた保全等活動団体が実施するホタル舞う水辺環境の
保全等に資する活動
３．要綱の規定に基づく

有

相模原市ホタル
舞う水辺環境保
全等促進事業
支援要綱

無 有
相模原市水
とみどりの
基本計画

水辺環境の
保全・再生

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　当該活動の継続により、水辺地だ
けでなく区域内の緑地空間が整備
され、不法投棄の減少にも繋がっ
ている。
また、川辺と河底清掃、護岸の整備
等を実施した結果、ホタルの幼虫の
餌となるカワニナが繁殖し、ホタル
の増加にも繋がっている。

2103
水辺環境保全等促進事
業補助金

上河原たすきの会

○補助金対象事業
清掃活動・除草活動・水辺環境保全等促進活動
〇使途
保全活動団体が実施する、清掃や草刈等のホタル舞う水辺
環境の保全等に関する活動などの活動費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200
川の清掃と草刈を継続したほか、大雨による増水、乾季の水不足等の
対策作業を行った。また、カワニナの生育も定期的に行い、川周辺はも
ちろん川底の環境整備にも力を入れた。

　本年もホタル育成に関する講義を受け、様々
な手法を取り入れて活動した。水量の増加によ
り水深は安定し水流も良くなり、沼の固まりもな
くなり、カワニナとホタル幼虫の生息を確認でき
た。
早く以前のような状態へ戻ることを願い、会員
一同で活動できました。

環境経済局
津久井地域環境課

１．保全等活動団体が実施するホタル舞う水辺環境の保全等に資すると認
められる活動を支援することを目的とする。
２．市長の認定を受けた保全等活動団体が実施するホタル舞う水辺環境の
保全等に資する活動
３．要綱の規定に基づく

有

相模原市ホタル
舞う水辺環境保
全等促進事業
支援要綱

無 有
相模原市水
とみどりの
基本計画

水辺環境の
保全・再生

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　草刈りや清掃時だけでなく、川の
変化に即座に対応していることか
ら、常日頃から水辺環境の保全に
対する高い意識が感じられる。今
年度も引き続き蛍に関する講義を
受けるなど、積極的な活動について
評価している。

2104
水辺環境保全等促進事
業補助金

阿津川蛍の会

○補助金対象事業
清掃活動・除草活動・水辺環境保全等促進活動
〇使途
保全活動団体が実施する、清掃や草刈等のホタル舞う水辺
環境の保全等に関する活動などの活動費

令和5年4月1日～令和6年3月31日 200
川の草刈り、清掃を中心に活動を実施
9月1 0日、１０月２２日、1 1月２６日

草刈り、清掃を継続し、川の水質、蛍の育成環
境が整った。

環境経済局
津久井地域環境課

１．保全等活動団体が実施するホタル舞う水辺環境の保全等に資すると認
められる活動を支援することを目的とする。
２．市長の認定を受けた保全等活動団体が実施するホタル舞う水辺環境の
保全等に資する活動
３．要綱の規定に基づく

有

相模原市ホタル
舞う水辺環境保
全等促進事業
支援要綱

無 有
相模原市水
とみどりの
基本計画

水辺環境の
保全・再生

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　良好な水辺環境を保全のため草
刈り等の活動を継続し、しばらく休
止していたホタル観賞会を開催に
結び付けた点を評価している。

2105
中道志川トラスト協会補
助金

中道志川トラスト協会
〇補助金対象事業：あゆの放流、河川美化活動、各種環境
教室及び啓発活動等にかかる事業

令和5年4月1日～令和6年3月31日 700

・稚鮎の放流
・道志川の河川美化活動、水質調査
・道志川とのふれあい企画(自然観察会や環境教室等)
・道志川の愛護思想の普及、啓発活動

　河川美化、啓発活動及び川とふれあう企画等
を実施し、市内外問わず多くの方に清流道志川
をＰＲするとともに、水源地域の環境保全に対
する意識を高めることができた。

環境経済局
津久井地域環境課

１．道志川の水質保全及び河川美化を図ることを目的とする。
２．道志川の水質保全及び河川美化を図ることを目的とした中道志川トラス
ト協会が行う、道志川の愛護思想の普及、啓発活動、道志川の美化活動、
道志川とのふれあい企画などの事業
３．要綱の規定に基づく

有
中道志川トラス
ト協会補助金交
付要綱

無 有
相模原市水
とみどりの
基本計画

水辺環境の
保全・再生

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　当事業により、道志川の水質保全
や河川美化を図るとともに、当協会
の活動や清流道志川をPRし、市民
や県民に水源環境の重要性を伝え
る役割を果たしている。

2106
里地里山保全等促進事
業補助金

特定非営利団体法人
篠原の里

〇補助金対象事業
里地里山の保全等の活動事業・体験教室等の活動事業
〇使途
農林地等の保全活動・文化継承のための各種体験教室等
の事業に要する経費。

令和5年4月1日～令和6年3月31日 576

・ミカン摘み取り体験を３回開催し自然体験の提供を行った。
・植物、チョウ類等の観察会を12回開催し、記録や守り手の育成を行っ
た。
・中・大型哺乳類観察会を2回開催し、定点カメラを活用して動物の生
息
状況を把握した。
・間伐体験会を4回、炭焼き体験教室を５回、木工体験を４回開催し、森
林伐採や材木の運搬、炭焼きの技術の伝承を行った。
・篠原川の整備を行い、里の宝の保全活動を行った。

・地域内外の参加者に自然観察や森林管理の
ノウハウを伝えることができた。
・地域の森林保全を行い、炭焼きやアクセサ
リー、遊具の材料として有効利用することがで
きた。
・観察会により植物や動物の生息状況把握を行
うことができた。絶滅危惧種の生息も確認でき
た。

環境経済局
津久井地域環境課

１．生物多様性の確保、良好な景観の形成等、多様な機能を有している農
地、山林等と集落が一体となった地域において、農林業者、地域住民等の
主体的な活動を促進することにより、市内に残された自然環境豊かな里地
里山を市民共有の財産として、将来にわたって保全及び継承することを目
的とする。
２．農林地等の保全・再生事業、体験教室等の活動事業、里地里山の保全
等の活動事業
３．要綱の規定に基づく

有

相模原市里地
里山保全等促
進事業支援要
綱

無 有
相模原市水
とみどりの
基本計画

里地里山の
保全と活用

1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

自然とのふれあい体験をはじめ、
植物-チョウ類の守り手の育成や炭
焼き技術の伝承を行うなど、本事
業の目的から見て一定の成果が上
がっている。
新たに里の宝の保全活動に着手し
ており、積極的な活動が見受けられ
る。

2107
相模原市不法投棄防止
活動補助金

田名美化ボランティア

【概要】
　主に、田名地区及びその周辺における散乱ごみの収集、
不法投棄防止パトロール等を実施する。

【使途】
　ごみの収集及びパトロールに使用する車両のリース代、清
掃活動に従事する際の活動経費や清掃用具等。

令和５年４月～令和６年３月 50
・田名地区及びその周辺における不法投棄箇所の清掃活動
・田名地区及びその周辺における巡回清掃活動
・散乱ゴミや不法投棄物を北清掃工場へ搬入

　田名地区及びその周辺における清掃活動を
実施することにより、当該区域の清潔を保持し、
不法投棄箇所の解消に貢献した。

環境経済局
廃棄物指導課

【概要】
　主に、田名地区及びその周辺における散乱ごみの収集、不法投棄防止パ
トロール等を実施する。

　【使途】
　ごみの収集及びパトロールに使用する車両のリース代、清掃活動に従事
する際の活動経費や清掃用具等。

有

相模原市不法
投棄防止活動
補助金交付要
綱

無 有

第３次相模
原市一般廃
棄物処理基
本計画

不適正処理
防止対策

３年間（令和４年度
～令和６年度）

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　当団体は平成２３年以降、不法投
棄防止に向け、市補助金を活用し
ながら清掃活動を行っている。本清
掃活動を継続して実施することで、
活動区域における不法投棄箇所の
解消及び不法投棄防止に効果を上
げることができたため。

2108
相模原市美化運動推進
協議会補助金

相模原市美化運動推進
協議会

■概要
　相模原市内の美化運動を積極的に実施し、きれいなまち
づくりを推進するため、美化運動に関する事業及び美化思
想の普及啓発事業を展開するもの
■補助金等の使途（主たる事業）
・市民地域清掃支援事業
・美化ポスター美化標語コンクールの実施
・地域美化活動の支援
・ポスターの作成

令和5年5月18日～令和6年3月31
日

1,988

・市との共催による啓発活動の実施（きれいなまちづくりの日キャンペー
ン、美化啓発横断幕の掲示、ごみ収集車への美化啓発ポスターの掲示
等）
・市民地域清掃シールの配布
・美化ポスター美化標語コンクールの実施
・啓発用ポスターの作成
・各自治会連合会へのごみ袋の配布

　市民や事業者、各種団体等の美化意識の高
揚と、地域美化活動への参加・協力が図られ
た。

環境経済局
資源循環推進課

　「相模原市ごみの散乱防止によるきれいなまちづくりの推進に関する条
例」に基づき、きれいなまちづくりを推進するため、美化運動に関する事業
及び美化思想の普及啓発事業を対象とし、補助金を交付するもの

補助率：予算の範囲内

有

相模原市美化
運動推進協議
会補助金交付
要綱

無 有
相模原市一
般廃棄物処
理基本計画

きれいなま
ちづくりの推
進

令和5年5月18日
～令和6年3月31
日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　当該協議会は構成団体も多岐に
渡り、その目的のとおり、各種事業
や表彰等の実施を通して市内の美
化運動を積極的に展開し、きれい
なまちづくりの推進に寄与してい
る。

2109
相模原市生ごみ処理容
器購入費助成金

生ごみ処理容器購入者

　生ごみ処理容器を購入し設置することで家庭から排出さ
れる生ごみの減量化又は資源化を図る。
　補助金の使途は、生ごみ処理容器の購入費（購入金額の
2分の1以内、限度額20,000円、100円未満切り捨て）。

生ごみ処理容器の購入・設置後 3,795
助成台数　250台（コンポスト化容器　44台　　電動式生ごみ処理
206台）

　生ごみ処理容器を使用することによって、家
庭から排出される生ごみの減量化・資源化を促
進することができた。

環境経済局
資源循環推進課

　ごみの減量化・資源化の一環として、一般家庭から排出される生ごみを、
減量化若しくは資源化する容器を購入し設置する者に対し、その費用の一
部を助成するもの。
　生ごみ処理容器の購入費（1世帯につき1台まで、コンポスト化容器は2台
まで）。
　購入金額の2分の1以内（100円未満は切り捨て）、限度額20,000円を
助成。

有

相模原市生ごみ
処理容器購入
費助成金交付
要綱

無 有
相模原市一
般廃棄物処
理基本計画

家庭系ごみ
の減量化・
資源化

1回限り（購入後5
年を過ぎての買い
替えの場合を除く）

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　生ごみ処理容器を使用することに
よって、生ごみの資源化・減量化が
促進されたため。

2110
相模原市不法投棄防止
活動補助金

津久井湖の自然を守る
会

概要：
道志川、湖周辺のごみ収集、不法投棄防止の看板のぼり旗
の掲出をし不法投棄に対する啓発活動を行う。
使途：
のぼり旗の購入、資材の購入、活動時の飲料水（熱中症対
策）の購入に使っている。

令和5年5月～令和6年3月 80

令和5年5月から地域の清掃活動を展開。7月には25名が参加し草刈
りや不法投棄物の撤去や清掃活動を行った。
また、毎月１回道志川流域のパトロールやごみ収集、不法投棄看板の点
検維持を行った。
　その他、毎週土曜日・日曜日に会員の女性の方により地域内のごみ拾
いを行い、不法投棄物を発見した際には、回収にいき、津久井クリーン
センターに搬入した。

のぼり旗、不法投棄防止看板の設置など啓発
活動により不法投棄も減ってきており、地域内
の環境美化に貢献している。

環境経済局
津久井クリーンセンター

目的：市不法投棄防止パートナーシップ事業において実施される、不法投
棄防止活動の経費の一部を補助することにより、市民と市のパートナーシッ
プによる環境の保全と「不法投棄をしない・させない・許さない」まちづくりを
推進する。
対象：相模原市不法投棄防止活動補助金交付要綱第2条に規定される不
法投棄防止活動
補助対象事業：
1.散乱ごみの収集
2.市が設置する監視カメラ及び不法投棄防止フェンス周辺の草刈り並びに
花植え
3.不法投棄防止パトロール
4.その他不法投棄防止に有効な活動
補助金額：
1団体あたり年額10万円（上限）

有

相模原市不法
投棄防止活動
補助金交付要
綱

無 有
相模原市一
般廃棄物処
理基本計画

不法投棄防
止対策の充
実

協定期間：3年間
（令和4年度～
　令和6年度）

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

のぼり旗や不法投棄看板の設置、
不法投棄防止パトロール等により
地域内における不法投棄が減少し
ている点を評価した。

2111
相模原市不法投棄防止
活動補助金

自治会法人　吉野自治
会連合会

概要：
・日常、パトロールはウォーキングや生活道路として利用し
ている場所なのでその都度点検し、毎月15日に報告し合
い、草刈り、不法投棄物の回収を行う。
使途：
作業に必要な機材、資材の購入、作業車の賃借料及び作業
時の飲料代に使用。

令和5年5月～令和6年3月 80
・不法投棄パトロール、散乱ごみ、不法投棄物の回収
・道路脇の草刈り。

国道２０号線道路脇の雑草の中にごみ等が多く
捨てられているため、国交省にてインター出入
口からトンネルまでの両脇の雑草を刈り取って
もらう。
　道路脇の清掃を行うことにより、ごみの投棄も
少なくなった。

環境経済局
津久井クリーンセンター

目的：市不法投棄防止パートナーシップ事業において実施される、不法投
棄防止活動の経費の一部を補助することにより、市民と市のパートナーシッ
プによる環境の保全と「不法投棄をしない・させない・許さない」まちづくりを
推進する。
対象：相模原市不法投棄防止活動補助金交付要綱第2条に規定される不
法投棄防止活動
補助対象事業：
1.散乱ごみの収集
2.市が設置する監視カメラ及び不法投棄防止フェンス周辺の草刈り並びに
花植え
3.不法投棄防止パトロール
4.その他不法投棄防止に有効な活動
補助金額：
1団体あたり年額10万円（上限）

有

相模原市不法
投棄防止活動
補助金交付要
綱

無 有
相模原市一
般廃棄物処
理基本計画

不法投棄防
止対策の充
実

協定期間：3年間
（令和4年度～
　令和6年度）

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

道路の草刈りや不法投棄防止パト
ロールにより不法投棄が年々減少
している点を評価した。

2112
相模原市不法投棄防止
活動補助金

自治会法人　小松自治
会

概要：
・地域清掃（小松川流域及び生活道路周辺）
・監視カメラ周辺の草刈り（年４回以上）
・不法投棄防止パトロール（年５回以上）
・不法投棄防止ポスターの作成
・広報誌発刊による住民の意識向上を醸成する。
使途：
上記を行うための消耗品（刈払い機用刈刃等、清掃用具）、
燃料（混合ガソリン）、備品（ブロア）購入に充てる。

令和5年5月～令和6年3月 80

・地域清掃（小松川流域及び生活道路周辺）
・監視カメラ周辺の草刈り（年３回）
・不法投棄防止パトロール（年５回）
・不法投棄防止ポスターの作成
・広報誌発刊による住民の意識向上を醸成する。

　年間を通じて監視カメラ周辺のパトロールや
草刈りは、地域団体と連携し不法投棄撲滅に向
けて一定の成果や監視体制の強化に貢献でき
た。
　また、地域内の小松川の河川清掃や草刈りを
始め、不法投棄防止用ポスター掲示を実施し、
地域住民への意識の高揚に繋がったことは、今
後も地道な活動を継続的に進めることが必要
かつ重要と考えている。

環境経済局
津久井クリーンセンター

目的：市不法投棄防止パートナーシップ事業において実施される、不法投
棄防止活動の経費の一部を補助することにより、市民と市のパートナーシッ
プによる環境の保全と「不法投棄をしない・させない・許さない」まちづくりを
推進する。
対象：相模原市不法投棄防止活動補助金交付要綱第2条に規定される不
法投棄防止活動
補助対象事業：
1.散乱ごみの収集
2.市が設置する監視カメラ及び不法投棄防止フェンス周辺の草刈り並びに
花植え
3.不法投棄防止パトロール
4.その他不法投棄防止に有効な活動
補助金額：
1団体あたり年額10万円（上限）

有

相模原市不法
投棄防止活動
補助金交付要
綱

無 有
相模原市一
般廃棄物処
理基本計画

不法投棄防
止対策の充
実

協定期間：3年間
（令和4年度～
　令和6年度）

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

年間を通じたパトロールや草刈りを
行うとともに、啓発看板を地域の子
供たちと作成し設置することで、地
位の子どもたちの不法投棄防止意
識の醸成を図った点を評価した。
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No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2113
相模原市不法投棄防止
活動補助金

自治会法人　名倉自治
会

概要：
・名倉地域内山の遊歩道及び生活道路沿いのごみ回収、草
刈り・雑木伐採。
・監視カメラ周辺の草刈り（年２回）
・不法投棄防止パトロール（通年）
・不法投棄防止のぼり旗・看板の新規設置及び補修交換（２
１箇所）
・不法投棄物、ポイ捨てごみの回収
使途：
上記を行うための消耗品（刈払い機用チップソー、清掃用
具）、不法投棄防止のぼり旗・看板の作成等、燃料代（草刈
り機）に充てる。

令和5年5月～令和6年3月 80

・名倉地域内山の遊歩道及び生活道路沿いのごみ回収、草刈り・雑木
伐採。
・監視カメラ周辺の草刈り（年２回）
・不法投棄防止パトロール（通年）
・不法投棄防止のぼり旗の新規設置及び補修交換（１７箇所）
・不法投棄物、ポイ捨てごみの回収（年４回）

　のぼり旗の効果が表れてきました。
　粗大ごみの不法投棄は無くなり、活動の成果
が確認できました。

環境経済局
津久井クリーンセンター

目的：市不法投棄防止パートナーシップ事業において実施される、不法投
棄防止活動の経費の一部を補助することにより、市民と市のパートナーシッ
プによる環境の保全と「不法投棄をしない・させない・許さない」まちづくりを
推進する。
対象：相模原市不法投棄防止活動補助金交付要綱第2条に規定される不
法投棄防止活動
補助対象事業：
1.散乱ごみの収集
2.市が設置する監視カメラ及び不法投棄防止フェンス周辺の草刈り並びに
花植え
3.不法投棄防止パトロール
4.その他不法投棄防止に有効な活動
補助金額：
1団体あたり年額10万円（上限）

有

相模原市不法
投棄防止活動
補助金交付要
綱

無 有
相模原市一
般廃棄物処
理基本計画

不法投棄防
止対策の充
実

協定期間：3年間
（令和4年度～
　令和6年度）

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

不法投棄防止パトロールやポイ捨
てごみの回収などを実施してきたこ
とで、粗大ごみの不法投棄はなく
なってきているなどの成果が見られ
る点を評価した。

2114
相模原市不法投棄防止
活動補助金

葉山島自治会

概要：
・相模川河川敷クリーンキャンペーン
・葉山島青少年広場の草刈り及び植栽とごみ清掃（年２回）
・不法投棄監視カメラ周りの草刈り（年２回）
・防犯灯周辺の草刈り、枝切り、蜘蛛の巣清掃
・年間を通じた、役員・理事による防犯を兼ねた美化パト
ロールを実施。
・不法投棄防止のぼり旗点検及び交換
使途：
・上記を行うための消耗品（のぼり旗）購入、燃料代（草刈り
機）に充てる。

令和5年5月～令和6年3月 80

・青少年広場及び植栽の草刈りとごみ清掃（年２回）
・不法投棄監視カメラ周りの草刈り（年２回）
・防犯灯周辺の草刈り、枝切り、蜘蛛の巣清掃
・相模川河川敷クリーンキャンペーン
・不法投棄防止のぼり旗点検及び交換

 不法投棄ジャンパーを着用して啓発活動に巡
回した結果、今年度も相模川河川敷への不法
投棄の減少傾向効果が出ている。
　また、不法投棄のぼり端旗設置効果がみられ
る。
　市道５１１号線のごみが圏央道開通と共に増え
ているので、自治会役員中心に計画外清掃を
年度内数回実施

環境経済局
津久井クリーンセンター

目的：市不法投棄防止パートナーシップ事業において実施される、不法投
棄防止活動の経費の一部を補助することにより、市民と市のパートナーシッ
プによる環境の保全と「不法投棄をしない・させない・許さない」まちづくりを
推進する。
対象：相模原市不法投棄防止活動補助金交付要綱第2条に規定される不
法投棄防止活動
補助対象事業：
1.散乱ごみの収集
2.市が設置する監視カメラ及び不法投棄防止フェンス周辺の草刈り並びに
花植え
3.不法投棄防止パトロール
4.その他不法投棄防止に有効な活動
補助金額：
1団体あたり年額10万円（上限）

有

相模原市不法
投棄防止活動
補助金交付要
綱

無 有
相模原市一
般廃棄物処
理基本計画

不法投棄防
止対策の充
実

協定期間：3年間
（令和4年度～
　令和6年度）

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

河川敷などの不法投棄が減少傾向
にあること、除草、除伐により不法
投棄がされにくい環境づくりに尽力
している点を評価した。

2115
相模原市不法投棄防止
活動補助金

韮尾根花の会

概要：
日常、パトロールはウォーキングや生活道として利用してい
るところなので点検し、毎月15日に報告し合い、草刈り、不
法投棄物の回収を行う。
使途：
上記を行うための消耗品（花苗種、肥料、ペンキ、鉢、除草
剤散布機）購入、、燃料代（草刈り機等）に充てる。

令和5年5月～令和6年3月 80

国道412号線及びふれあい広場、春秋２回　６月～１１月花の植栽、年
間１８００株を植えた。
国道412号線及びふれあい広場の不法投棄防止パトロールを春、夏、
ＧＷ、年末年始を問わず年間60回以上行った。
道路沿いや監視カメラ周辺の草刈りフェンスの草除去を年間３回行っ
た。

 　ふれあい広場や道路沿いは、草刈りや雑草
の除去、植栽、パトロールによりごみを捨てられ
ることが少なくなった。

環境経済局
津久井クリーンセンター

目的：市不法投棄防止パートナーシップ事業において実施される、不法投
棄防止活動の経費の一部を補助することにより、市民と市のパートナーシッ
プによる環境の保全と「不法投棄をしない・させない・許さない」まちづくりを
推進する。
対象：相模原市不法投棄防止活動補助金交付要綱第2条に規定される不
法投棄防止活動
補助対象事業：
1.散乱ごみの収集
2.市が設置する監視カメラ及び不法投棄防止フェンス周辺の草刈り並びに
花植え
3.不法投棄防止パトロール
4.その他不法投棄防止に有効な活動
補助金額：
1団体あたり年額10万円（上限）

有

相模原市不法
投棄防止活動
補助金交付要
綱

無 有
相模原市一
般廃棄物処
理基本計画

不法投棄防
止対策の充
実

協定期間：3年間
（令和4年度～
　令和6年度）

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

不法投棄防止パトロールを年間60
回、植栽や草刈りによ地域内での
不法投棄が少なくなってきている点
を評価した。

2116
相模原市不法投棄防止
活動補助金

クリーン５１０会

概要：
・道路沿いの清掃活動（毎月２回）
・歩道の草むしり、枯葉除去（毎月２回）
・路肩堆積土砂の撤去、枯葉除去（毎月２回）
・河川敷を含む道路沿いの草刈り（年２回）
使途：
上記を行うための消耗品（ごみ袋、土嚢袋、箒、てみ、スコッ
プ、熊手、長靴、手袋等）購入
、燃料代（刈り払い機等）に充てる。

令和5年5月～令和6年3月 80

・道路沿いの清掃活動（毎月２回）
・歩道の草むしり、枯葉除去（毎月２回）
・路肩堆積土砂の撤去、枯葉除去（毎月２回）
・河川敷を含む道路沿いの草刈り（年２回）

　ポイ捨てと思われるごみは無くなりませんが、
頻繁に清掃しています。
　不法投棄物の回収は、小さいものが十数件で
した。
　お宮についても周りの清掃をしています。
　通学路については、枯葉等の撤去や土砂撤去
を行っています。

環境経済局
津久井クリーンセンター

目的：市不法投棄防止パートナーシップ事業において実施される、不法投
棄防止活動の経費の一部を補助することにより、市民と市のパートナーシッ
プによる環境の保全と「不法投棄をしない・させない・許さない」まちづくりを
推進する。
対象：相模原市不法投棄防止活動補助金交付要綱第2条に規定される不
法投棄防止活動
補助対象事業：
1.散乱ごみの収集
2.市が設置する監視カメラ及び不法投棄防止フェンス周辺の草刈り並びに
花植え
3.不法投棄防止パトロール
4.その他不法投棄防止に有効な活動
補助金額：
1団体あたり年額10万円（上限）

有

相模原市不法
投棄防止活動
補助金交付要
綱

無 有
相模原市一
般廃棄物処
理基本計画

不法投棄防
止対策の充
実

協定期間：3年間
（令和4年度～
　令和6年度）

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

不法投棄防止パトロールや清掃活
動を行ったことで地域内での不法
投棄が無くなってきている点を評
価した。

2117
相模原市不法投棄防止
活動補助金

増原自治会

概要：
・自治会内・道路沿線の清掃
・監視カメラ周辺及び登山道等の草刈り
・不法投棄危険場所へののぼり旗の設置
・監視パトロール
使途：
上記を行うためののぼり旗の作成・設置、消耗品（草刈り
チップソー、手袋、ごみ袋）等の購入、燃料代（刈払い機）等
に充てる。

令和5年5月～令和6年3月 80

・自治会内・道路沿線の清掃
・監視カメラ周辺及び登山道等の草刈り
・不法投棄危険場所へののぼり旗の設置
・監視パトロール

　清潔を維持することによる不法投棄の抑制
や、美化運動を推進することによるクリーンイ
メージを確保することができた。

環境経済局
津久井クリーンセンター

目的：市不法投棄防止パートナーシップ事業において実施される、不法投
棄防止活動の経費の一部を補助することにより、市民と市のパートナーシッ
プによる環境の保全と「不法投棄をしない・させない・許さない」まちづくりを
推進する。
対象：相模原市不法投棄防止活動補助金交付要綱第2条に規定される不
法投棄防止活動
補助対象事業：
1.散乱ごみの収集
2.市が設置する監視カメラ及び不法投棄防止フェンス周辺の草刈り並びに
花植え
3.不法投棄防止パトロール
4.その他不法投棄防止に有効な活動
補助金額：
1団体あたり年額10万円（上限）

有

相模原市不法
投棄防止活動
補助金交付要
綱

無 有
相模原市一
般廃棄物処
理基本計画

不法投棄防
止対策の充
実

協定期間：3年間
（令和4年度～
　令和6年度）

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市が不法投棄防止に熱意を持った
地域団体を補助し、地域団体と協
働して活動することで、不法投棄の
未然防止に効果を上げることがで
きたため。

2118
相模原市不法投棄防止
活動補助金

青野原環境美化委員会

概要：
・不法投棄物、散乱ごみの回収
・不法投棄防止パトロール
・監視カメラ及びフェンス周辺の草刈り
・不法投棄防止のぼり旗の交換・設置、花を植えたプラン
ターの設置
使途：
上記を行うための消耗品（プランター用花苗、培養土、ラベ
ルシール、のぼり旗用ポールの購入）

令和5年5月～令和6年3月 80

・監視カメラ及びフェンス周辺の草刈り（年４回）
・不法投棄防止パトロール（昼間６回、夜間５回）
・不法投棄物、散乱ごみの回収（年６回：粗大ごみ440kℊ、処理困難物
80㎏）
・不法投棄防止ポスターの作成及び設置

　新たな不法投棄件数は以前に比べ格段に少
なくなっている。
　不法投棄防止に向けた活動の成果が確認で
きた。

環境経済局
津久井クリーンセンター

目的：市不法投棄防止パートナーシップ事業において実施される、不法投
棄防止活動の経費の一部を補助することにより、市民と市のパートナーシッ
プによる環境の保全と「不法投棄をしない・させない・許さない」まちづくりを
推進する。
対象：相模原市不法投棄防止活動補助金交付要綱第2条に規定される不
法投棄防止活動
補助対象事業：
1.散乱ごみの収集
2.市が設置する監視カメラ及び不法投棄防止フェンス周辺の草刈り並びに
花植え
3.不法投棄防止パトロール
4.その他不法投棄防止に有効な活動
補助金額：
1団体あたり年額10万円（上限）

有

相模原市不法
投棄防止活動
補助金交付要
綱

無 有
相模原市一
般廃棄物処
理基本計画

不法投棄防
止対策の充
実

協定期間：3年間
（令和4年度～
　令和6年度）

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

「不法投棄をしない・させない・許さ
ない」まちづくりを推進するため、草
刈りやパトロールネットの設置等に
より、不法投棄が以前と比べて格
段に少なくなってきている点を評価
した。

2119
相模原市不法投棄防止
活動補助金

自治会法人　道志自治
会

概要：
・散乱ごみの収集
・不法投棄防止パトロールの実施
・不法投棄防止のぼり旗の設置点検管理
使途：
上記を行うための消耗品（草刈り機替刃、のぼり旗、手袋
等）購入、燃料代（草刈り機等）に充てる。

令和5年5月～令和6年3月 80

・不法投棄防止パトロールの実施（年５回）
・不法投棄が散見される箇所の草刈り、周辺道路の清掃（年４回）
・生活道路清掃活動（原則毎月だい３日曜日）
・不法投棄防止啓発用のぼり旗の作成、設置、維持管理

　不法投棄物の回収、ポイ捨てごみの回収、道
路清掃等の地域美化活動により、居住地域の
環境が向上した。
　以前不法投棄が多かった箇所については、清
掃活動等により新たに不法投棄をされることが
なくなった。

環境経済局
津久井クリーンセンター

目的：市不法投棄防止パートナーシップ事業において実施される、不法投
棄防止活動の経費の一部を補助することにより、市民と市のパートナーシッ
プによる環境の保全と「不法投棄をしない・させない・許さない」まちづくりを
推進する。
対象：相模原市不法投棄防止活動補助金交付要綱第2条に規定される不
法投棄防止活動
補助対象事業：
1.散乱ごみの収集
2.市が設置する監視カメラ及び不法投棄防止フェンス周辺の草刈り並びに
花植え
3.不法投棄防止パトロール
4.その他不法投棄防止に有効な活動
補助金額：
1団体あたり年額10万円（上限）

有

相模原市不法
投棄防止活動
補助金交付要
綱

無 有
相模原市一
般廃棄物処
理基本計画

不法投棄防
止対策の充
実

協定期間：3年間
（令和4年度～
　令和6年度）

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

パトロールや道路清掃を通じて、不
法投棄をさせない環境づくりを行う
とともに、これら活動を通じて不法
投棄が減ってきている点を評価し
た。

2120
相模原市不法投棄防止
活動補助金

和田自治会

概要：
・不法投棄パトロールの実施（毎月１回）
・地域清掃
・監視カメラ周辺草刈り
使途：
上記を行うための消耗品〔のぼり旗（5組）〕購入、重機賃借
料、飲み物代、燃料代（草刈り機等）に充てる。

令和5年5月～令和6年3月 80
・不法投棄パトロールの実施（毎月１回）
・地域清掃
・監視カメラ周辺草刈り

　不法投棄がほとんどなく、地域の美化が守ら
れている。

環境経済局
津久井クリーンセンター

目的：市不法投棄防止パートナーシップ事業において実施される、不法投
棄防止活動の経費の一部を補助することにより、市民と市のパートナーシッ
プによる環境の保全と「不法投棄をしない・させない・許さない」まちづくりを
推進する。
対象：相模原市不法投棄防止活動補助金交付要綱第2条に規定される不
法投棄防止活動
補助対象事業：
1.散乱ごみの収集
2.市が設置する監視カメラ及び不法投棄防止フェンス周辺の草刈り並びに
花植え
3.不法投棄防止パトロール
4.その他不法投棄防止に有効な活動
補助金額：
1団体あたり年額10万円（上限）

有

相模原市不法
投棄防止活動
補助金交付要
綱

無 有
相模原市一
般廃棄物処
理基本計画

不法投棄防
止対策の充
実

協定期間：3年間
（令和4年度～
　令和6年度）

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

毎月１回のパトロールの他、草刈り
などにより不法投棄がほとんどなく
なってきている点を評価した。

2121
相模原市不法投棄防止
活動補助金

自治会法人　京王住宅
自治会

概要：
・不法投棄防止のための草刈り
・ポイ捨てごみの回収
・道路脇の木の枝等伐採
使途：
上記を行うための備品（刈払い機）購入等に充てる。

令和5年5月～令和6年3月 80

・不法投棄防止のための草刈り
・ポイ捨てごみの回収
・不法投棄防止パトロールの実施
・道路脇の木の枝等伐採

地域の環境整備を行うことで、不法投棄をされ
にくい環境づくりを行うことができた、また、住
民の協力体制も構築することができ、意識の向
上を図ることができた。年々、地域内の不法投
棄も減ってきている。

環境経済局
津久井クリーンセンター

目的：市不法投棄防止パートナーシップ事業において実施される、不法投
棄防止活動の経費の一部を補助することにより、市民と市のパートナーシッ
プによる環境の保全と「不法投棄をしない・させない・許さない」まちづくりを
推進する。
対象：相模原市不法投棄防止活動補助金交付要綱第2条に規定される不
法投棄防止活動
補助対象事業：
1.散乱ごみの収集
2.市が設置する監視カメラ及び不法投棄防止フェンス周辺の草刈り並びに
花植え
3.不法投棄防止パトロール
4.その他不法投棄防止に有効な活動
補助金額：
1団体あたり年額10万円（上限）

有

相模原市不法
投棄防止活動
補助金交付要
綱

無 有
相模原市一
般廃棄物処
理基本計画

不法投棄防
止対策の充
実

協定期間：3年間
（令和4年度～
　令和6年度）

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域住民の協力体制の構築とそれ
による不法投棄がされやすい場所
の環境整備を行うことができたこ
と。こうした活動が不法投棄の減少
につながっている点を評価した。
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No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2122
相模原市浄化槽清掃補
助金

浄化槽管理者

旧相模原市の区域と津久井地域の浄化槽清掃に係る市民
負担等の均衡を保ち、浄化槽の適正な維持管理により水源
地域の環境保全を図る為、津久井地域の浄化槽管理者を
対象に浄化槽清掃料金を助成するもの。

通年 76,632
・補助件数：５，６９７件
・補助金額：７６，６３１，５７６円

旧相模原市の区域と津久井地域の浄化槽清掃
に係る市民負担等の均衡を保ち、市民負担の
軽減により浄化槽清掃が適正に実施されること
で、法に基づく浄化槽の適正な維持管理を推進
することができた。

環境経済局
津久井クリーンセンター

趣旨・目的・対象：
旧相模原市の区域と津久井地域の浄化槽清掃に係る市民負担等の均衡を
保ち、浄化槽の適正な維持管理により水源地域の環境保全を図る為、津久
井地域の浄化槽管理者を対象に浄化槽清掃料金を助成するもの。
補助率等：
浄化槽清掃料金について、その処理方式、人槽、汚泥処理量に応じて相模
原市浄化槽清掃手数料補助金交付要綱に定める補助額について、浄化槽
清掃を実施した浄化槽管理者の申請に基づき補助するもの。

有
相模原市浄化
槽清掃補助金
交付要綱

無 有
相模原市一
般廃棄物処
理基本計画

津久井地域
における浄
化槽清掃手
数料の助成

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

旧相模原市の区域と津久井地域の
浄化槽清掃に係る市民負担等の均
衡が図られるとともに、補助制度の
導入後、津久井クリーンセンターに
搬入される浄化槽汚泥量が増加し
たことから、清掃回数が増加し、浄
化槽の適正な維持管理に繋がった
ことを確認している。

2123
橋本駅南口地区土地区
画整理事業補助金

独立行政法人　都市再
生機構

調査設計及び事務費 令和5年4月1日～令和6年3月31日 153,753 調査設計費及び事務費
補助金を活用し、土地区画整理事業の認可申
請に向けた事業計画の作成を行ったことで本
地区の土地区画整理事業の推進が図られた。

都市建設局
リニア駅周辺まちづくり部
リニア駅周辺まちづくり課

　橋本駅南口の県立相原高校跡地を中心とした区域について、リニア駅の
新設に合わせ、交通広場や道路の整備、宅地の再配置により、多様な都市
機能の集積を図り、一体的でにぎわいのある都市づくりを進めるため、土地
区画整理法第３条の２の規定に基づき、土地区画整理事業を施行するに当
たり、補助対象施行者に対し、事業に要する費用の一部を補助することを
目的とする。

有

橋本駅南口地
区土地区画整
理事業補助金
交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策23
首都圏南西
部における
広域交流拠
点の形成

令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業認可の申請に向けて土地区画
整理事業の推進が図られたため。

2124

戸建住宅耐震診断補助
金
戸建住宅耐震改修等補
助金

補助金申請者個人
戸建住宅の耐震診断や耐震改修工事等を行う場合に費用
の一部を助成する

令和5年4月～令和5年12月
（計画・工事一括は4月～8月）

11,840

【個別補助】
診断：23件、計画：3件、工事（立会含む）：2件の助成を行った。
【一括補助】
計画工事一括（立会含む）：6件の助成を行った。

(1件あたり)
　・診断：上限120千円
　・計画：上限120千円
　・工事（立会含む）：上限860千円（高齢者世帯等加算：250千円）
　・計画工事一括（立会含む）：上限1,000千円（高齢者世帯等加算：
250千円）

本事業を実施することにより、「第３次相模原市
耐震改修促進計画」に基づく、耐震化の普及・
啓発及び災害に強い安全なまちづくりの推進が
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
建築政策課

旧耐震基準（昭和56年5月31日以前建築）の戸建住宅について、「第３次
相模原市耐震改修促進計画」に基づき、耐震診断・改修工事等の費用の助
成を行うことで、耐震化の普及・啓発を図り、もって災害に強い安全なまち
づくりを推進するもの

・戸建住宅耐震診断補助　診断費用（税抜）の10／10（上限12万円）
・戸建住宅耐震・防火改修計画書作成補助　計画作成費用（税抜）の2／3
（上限12万円。防火構造計画作成は上限2万円で追加助成）
・戸建住宅耐震・防火改修工事補助　工事費用（税抜）の1／2（上限80万
円。高齢者世帯等に対して上限25万円の追加助成有り。防火改修工事は
上限50万円で追加助成）
・戸建住宅耐震・防火工事補助：立会費用（税抜）の1／2（上限6万円）
・戸建住宅耐震改修計画・工事一括補助　計画及び工事を一括で行う場合
に要する費用（税抜）の1／2（上限100万円）

有

相模原市戸建
住宅耐震診断
等補助制度要
綱

有 有
第３次相模
原市耐震改
修促進計画

耐震化の促
進を図るた
めの施策

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

旧耐震基準（昭和56年5月31日以
前建築）の戸建住宅について、「第
３次相模原市耐震改修促進計画」
に基づき、耐震化の普及・啓発を図
ることで災害に強いまちづくりを推
進することができたため

2125

マンション耐震診断補助
金
マンション耐震改修等補
助金

補助金申請管理組合等
分譲マンションの耐震診断や耐震改修工事等を行う場合に
費用の一部を助成する

令和5年4月～令和5年12月 5,500

診断：2件の助成を行った。

(1戸あたり)
　・診断：上限50千円
　・計画：上限50千円
　・工事：上限600千円

本事業を実施することにより、「第３次相模原市
耐震改修促進計画」に基づく、耐震化の普及・
啓発及び災害に強い安全なまちづくりの推進が
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
建築政策課

旧耐震基準（昭和56年5月31日以前建築）の分譲マンションについて、「第
３次相模原市耐震改修促進計画」に基づき、耐震診断・改修工事等の費用
の助成を行うことで、耐震化の普及・啓発を図り、もって災害に強い安全な
まちづくりを推進するもの

・分譲マンション耐震診断補助　診断費用（税抜）の5／6かつ上限戸当り5
万円
・分譲マンション耐震改修計画書作成費用補助　計画作成費用（税抜）の2
／3かつ上限戸当り5万円
・分譲マンション耐震改修工事費用補助　工事費用（税抜）の23％または延
べ面積に49,300円を乗じた額の23％のいずれか低い額（上限戸当り60
万円）

有

・相模原市マン
ション耐震診断
補助制度要綱
・相模原市マン
ション耐震改修
工事等補助制
度要綱

有 有
第３次相模
原市耐震改
修促進計画

耐震化の促
進を図るた
めの施策

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

旧耐震基準（昭和56年5月31日以
前建築）の分譲マンションについ
て、「第３次相模原市耐震改修促進
計画」に基づき、耐震化の普及・啓
発を図ることで災害に強いまちづく
りを推進することができたため

2126
沿道建築物耐震診断等
補助金

補助金申請者個人又は
管理組合等

耐震診断が義務付けられた建築物の耐震診断や耐震改修
工事等を行う場合に費用の一部を助成する

令和5年4月～令和5年12月 11,156
除却：2件の助成を行った。
(個々の建築物により補助額は異なる)

本事業を実施することにより、「第３次相模原市
耐震改修促進計画」に基づく、耐震化の普及・
啓発及び災害に強い安全なまちづくりの推進が
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
建築政策課

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」により、耐震診断が義務付けられ
た要安全確認計画記載建築物について、「第３次相模原市耐震改修促進計
画」に基づき、耐震診断・改修工事等の費用の助成を行うことで、耐震化の
普及・啓発を図り、もって災害に強い安全なまちづくりを推進するもの

・要安全確認計画記載建築物耐震診断補助　耐震診断費用（税抜）の10／
10
・要安全確認計画記載建築物耐震改修計画書作成補助　計画作成費用
（税抜）の5/6（上限437.5万円）
・要安全確認計画記載建築物耐震改修工事補助　工事及び監理費用（税
抜）の11/15（上限2200万円）
・要安全確認計画記載建築物除却工事補助　除却工事費用（税抜）の
11/15（上限1100万円）

有

相模原市沿道
建築物耐震診
断等補助制度
要綱

有 有
第３次相模
原市耐震改
修促進計画

耐震化の促
進を図るた
めの施策

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

建築物の耐震改修の促進に関する
法律により、耐震診断が義務付け
られた要安全確認計画記載建築物
について、「第３次相模原市耐震改
修促進計画」に基づき、耐震化の普
及・啓発を図ることで災害に強いま
ちづくりを推進することができたた
め

2127

耐震シェルター設置費
用補助金
防災ベッド設置費用補
助金

補助金申請者個人
耐震シェルターや防災ベッドの設置をする場合に費用の一
部を助成する

令和5年4月～令和5年12月 393

シェルター：1件、ベッド1件の助成を行った。

（１件あたり）
・耐震シェルター：上限30万円
・防災ベッド：上限20万円

本事業を実施することにより、「第３次相模原市
耐震改修促進計画」に基づく、耐震化の普及・
啓発及び災害に強い安全なまちづくりの推進が
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
建築政策課

地震災害からの安全確保を図るため、耐震シェルター及び防災ベッドの設
置費用の助成を行うもの

・耐震シェルター設置費用補助　装置の本体費用及び設置に要する費用
（税抜）の1/2（上限30万円）
・防災ベッド設置費用補助装置の本体費用及び設置に要する費用（税抜）
の1/2（上限20万円）

有

相模原市耐震
シェルター等設
置費用補助制
度要綱

有 有
第３次相模
原市耐震改
修促進計画

耐震化の促
進を図るた
めの施策

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

旧耐震基準（昭和56年5月31日以
前建築）の戸建住宅について、住宅
の一部を耐震化することで、居住者
の安全確保ができたため

2128
危険ブロック塀等撤去
費用補助金

補助金申請者個人又は
法人

危険ブロック塀等の撤去を行う場合に費用の一部を助成す
る

令和5年4月～令和5年12月 1,273

13件（うち通学路・重点地区：12件）の助成を行った。

(1件あたり)
　・一般地区：上限100千円
　・通学路・重点地区：上限150千円

本事業を実施することにより、市民の生命の保
護及び通学路等の安全を確保している。

都市建設局
まちづくり推進部
建築政策課

地震災害からの安全確保を図るため、危険ブロック塀の撤去費用の助成を
行うもの

危険ブロック塀等撤去費用補助
一般地区：撤去費用（税抜）の1／2（上限10万円）
通学路・重点地区：撤去費用（税抜）の3／4（上限15万円）

有

相模原市危険
ブロック塀等撤
去奨励補助制
度要綱

有 有
第３次相模
原市耐震改
修促進計画

耐震化の促
進を図るた
めの施策

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

危険ブロック塀等の撤去を推進す
ることにより、市民の生命の保護及
び通学路等の安全を確保すること
ができたため

2129
小田急多摩線延伸促進
協議会補助金

小田急多摩線延伸促進
協議会

小田急多摩線の市内への乗り入れを実現するため、小田急
多摩線延伸の必要性を広くアピールするための周知活動等
を実施するとともに、関係機関への要望活動等を行う。

補助金交付決定日～令和6年3月31
日

100
関係機関（小田急電鉄、神奈川県、相模原市、町田市）に対する要望活
動
延伸ニュース、市ホームページ等を活用した情報発信　等

小田急多摩線の延伸は、公共交通の利便性向
上、交通ネットワークの構築や首都圏南西部エ
リアにおける広域交流拠点の形成などに寄与す
る事業であり、本協議会の活動により、その必
要性や重要性を多くの市民へ周知することがで
きた。

都市建設局
まちづくり推進部
交通政策課

①　関係機関（神奈川県、相模原市、町田市、小田急電鉄株式会社）に対し
て、唐木田から上溝までの延伸の他、田名、愛川･厚木方面への延伸の実
現も含めた積極的な要望･陳情活動
➁　関係団体（町田市・愛川町住民団体、議員連盟）や沿線企業・経済団
体・大学との連携強化
③　延伸ニュース、市ホームページなどを活用した沿線地域の魅力発信等
④　市民まつり等の市シティセールスを活用した各分野横断的な啓発活動
⑤　本協議会会員間での情報共有や意見交換等
⑥　本協議会の目的達成に必要な事業

補助率：100％（ただし予算の範囲内で交付）

有

小田急多摩線
延伸促進協議
会補助金交付
要綱

無 有

未来へつな
ぐ　さがみは
らプラン～
相模原市総
合計画～

施策21　広
域交通ネッ
トワークの形
成

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　関係機関への要望活動や延伸
ニュース、市ホームページ等を活用
した情報発信など、沿線住民への
普及啓発や機運醸成を高める活動
に取り組んでおり、小田急多摩線の
実現に向けた積極的な事業を行っ
ているため。

2130
相模原市鉄道駅ホーム
ドア等整備事業補助金

東日本旅客鉄道
横浜線相模原駅におけるホーム上の安全性向上及び鉄道
の安全・安定輸送の確保のためホームドアを設置するもの

令和４年１１月１日～令和６年２月２９
日

23,995 横浜線相模原駅　上りホーム（２番）、下りホーム（１番）
鉄道駅のプラットホームからの旅客の転落や列
車との接触を防止し、安全・安定輸送の確保に
よる利便性向上を図ることができた。

都市建設局
まちづくり推進部
交通政策課

鉄道駅のプラットホームからの旅客の転落や列車との接触を防止し、安全・
安定輸送の確保による利便性向上を図るため、鉄道事業者が行う駅におけ
るホームドア等の整備事業に対し補助金を交付するもの

（補助対象事業）
　一日あたりの駅乗降者数が１０万人以上の駅において、鉄道事業者がプ
ラットホーム上にホームドア等を設置する事業とする。ただし、視覚障害者を
支援する公共施設の最寄り駅で、市長が必要と認める駅に設置する場合は
この限りではない。
（補助率）
　補助対象経費の１２分の１を上限とする。ただし予算の範囲内で交付。

有

相模原市鉄道
駅ホームドア等
整備事業補助
金交付要綱

有 有
相模原市総
合都市交通
計画

交通のバリ
アフリー化・
安全対策

３年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

ホームドアが設置されたことによ
り、利用者の安全・安心が図られ、
ホームからの転落やホーム上での
列車との接触事故を未然に防止す
ることができた。

2131
相模原市バス利用促進
等総合対策事業補助金

神奈川中央交通株式会
社

概要：バス停留所上屋・ベンチ設置事業
使途：バス利用者の利便性向上のため、バス停留所上屋及
びベンチを設置

令和6年2月 760
「四ツ谷（相模原駅南口方面）」バス停留所に上屋及びベンチを設置し
た。

バス停留所上屋・ベンチの設置により、利用者
のバス待ち環境が向上した。

都市建設局
まちづくり推進部
交通政策課

バス停留所上屋・ベンチ設置事業

補助率：1/2
有

相模原市バス
利用促進等総
合対策事業補
助金交付要綱

無 有
相模原市総
合都市交通
計画

乗り継ぎ拠
点となる
ターミナル
や乗降場等
の機能強化

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

バス停留所の上屋及びベンチの設
置により、バス利用者のバス待ち環
境の向上に寄与したと認められる
ため。

2132
相模原市公共交通整備
促進協議会補助金

相模原市公共交通整備
促進協議会

○補助事業等の概要
　市民生活の向上と産業文化の伸展のための相模原市域
の鉄道、
バス交通等の整備促進及び新交通の調査検討
○補助金等の使途
①公共交通の整備促進運動の展開
②公共交通及び新交通の整備に関する情報収集及び調査
検討
③その他目的達成に必要な事項に係る費用への充当

市補助金交付日～令和6年3月31日 86

・市域の鉄道、バス交通等の公共交通の整備促進等を行うことを目的
に次の取組を行った。
・鉄道事業者（東日本旅客鉄道株式会社、小田急電鉄株式会社、京王
電鉄株式会社）、バス事業者（神奈川中央交通株式会社）、タクシー事
業者（（一社）神奈川県タクシー協会相模支部相模原地区会）へ要望活
動を実施した。
・公共交通情報紙「市公共交通ニュース」を発行し、利用者及び市民へ
取組の周知を図った。

・公共交通事業者に対し、輸送力増強等に関す
る要望事項を伝えることができた。
・市公共交通ニュースの中で、公共交通の利用
促進や利用者の利便性向上に関する情報を提
供することができた。

都市建設局
まちづくり推進部
交通政策課

補助金等の趣旨：相模原市域の鉄道、バス交通等の整備促進及び新交通
の調査検討等を行うことにより、市民生活の向上と産業文化の伸展に寄与
するため
対象事業
　①公共交通の整備促進運動の展開
　②公共交通及び新交通の整備に関する情報収集及び調査検討
　③その他目的達成に必要な事項
　補助率：100％

有

相模原市公共
交通整備促進
協議会補助金
交付要綱

無 有

未来へつな
ぐさがみは
らプラン相
模原市総合
計画

施策21　広
域交通ネッ
トワークの形
成
施策22　安
心して移動
できる地域
交通の形成

１年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市議会議員をはじめ、地域自治会
連合会長、福祉団体、経済団体、教
育関係等からなる会であり、当協
議会が要望活動等を実施すること
により、公共交通の利便性や市民
生活の向上につながる役割は大き
く、市民生活の向上と産業文化の
伸展に寄与するものであるため。

2133
相模原市宅地防災対策
工事助成金制度

補助金申請者個人
宅地災害の防止等を目的とした工事を行おうとする市民に
対し、当該工事に係る費用の一部を助成するもの。

通年 816 減災工事　１件

市民が実施する危険な崖地の対策工事費用の
助成を行うことで、耐震化の普及、啓発を図り、
災害に強い安全なまちづくりを推進が図られて
いる。

都市建設局
まちづくり推進部
開発調整課

１　宅地災害の防止等を目的とした工事を行おうとする者に対し、当該工事
に係る費用の一部を市が助成することにより、市民が安全・安心にくらせる
まちづくりを推進すること

２　所有者等が行う崖崩れが発生するおそれがある崖の崖崩れの防止又は
崖崩れが発生した崖の復旧を目的とした工事（防災対策工事）又は所有者
等が行う崖崩れによる被害の低減を目的とした工事（減災対策工事）

３　防災対策工事
かかる費用の１／３かつ上限３００万円
　　減災対策工事
かかる費用の１／３かつ上限１００万円

有

相模原市宅地
防災対策工事
助成金交付要
綱

有 有
第３次相模
原市耐震改
修促進計画

耐震化の促
進を図るた
めの施策

通年 その他
初年度とし
て実績1件

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

該当者からの申請に基づいて実施
するもの。
令和５年度から開始した取組みで、
今後も引き続き案内・周知をしてい
く。

2134
借上型市営住宅検査点
検費用補助金（あじさい
住宅上鶴間）

借上げ型住宅所有者
借上型市営住宅に設置した警報装置検査点検費用を補助
する。

緊急通報装置の点検
令和5年8月及び令和6年2月

201 　緊急通報装置の点検を８月、２月の年２回実施した。
 本事業を実施することにより、居住者にとって
安全で安心して暮らせる住環境の形成が一層
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
住宅課

１　趣旨・目的
借上型市営住宅に事業者が設置した機器の点検費用を補助
することにより借上型市営住宅の供給に資する。
２　対象経費
警報装置、エレベーターの点検費用
３　補助率
３/３

有

相模原市借上
型市営住宅供
給事業実施要
綱

無 有
相模原市住
生活基本計
画

高齢者世帯
等が地域で
住み続けら
れる住環境
づくり

令和6年3月末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

借上型市営住宅の供給と健全な運
営並びに居住者が安全で安心して
暮らせる環境を提供できたため
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2135
借上型市営住宅検査点
検費用補助金（あじさい
住宅東橋本）

借上げ型住宅所有者
借上型市営住宅に設置した警報装置検査点検費用を補助
する。

緊急通報装置の点検
令和5年8月及び令和6年2月

311 　緊急通報装置の点検を８月、２月の年２回実施した。
 本事業を実施することにより、居住者にとって
安全で安心して暮らせる住環境の形成が一層
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
住宅課

１　趣旨・目的
借上型市営住宅に事業者が設置した機器の点検費用を補助
することにより借上型市営住宅の供給に資する。
２　対象経費
警報装置、エレベーターの点検費用
３　補助率
３/３

有

相模原市借上
型市営住宅供
給事業実施要
綱

無 有
相模原市住
生活基本計
画

高齢者世帯
等が地域で
住み続けら
れる住環境
づくり

令和7年3月末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

借上型市営住宅の供給と健全な運
営並びに居住者が安全で安心して
暮らせる環境を提供できたため

2136
借上型市営住宅検査点
検費用補助金（あじさい
住宅陽光台）

借上げ型住宅所有者
借上型市営住宅に設置した警報装置検査点検費用を補助
する。

・緊急通報装置の点検
令和5年8月及び令和6年2月
・エレベータの点検
令和5年4月～令和6年3月

589
　・緊急通報装置の点検を８月、２月の年２回実施した
　・エレベーターの点検を毎月1回実施した

 本事業を実施することにより、居住者にとって
安全で安心して暮らせる住環境の形成が一層
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
住宅課

１　趣旨・目的
借上型市営住宅に事業者が設置した機器の点検費用を補助
することにより借上型市営住宅の供給に資する。
２　対象経費
警報装置、エレベーターの点検費用
３　補助率
３/３

有

相模原市借上
型市営住宅供
給事業実施要
綱

無 有
相模原市住
生活基本計
画

高齢者世帯
等が地域で
住み続けら
れる住環境
づくり

令和8年3月末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

借上型市営住宅の供給と健全な運
営並びに居住者が安全で安心して
暮らせる環境を提供できたため

2137
借上型市営住宅検査点
検費用補助金（あじさい
住宅相模台）

借上げ型住宅所有者
借上型市営住宅に設置した警報装置検査点検費用を補助
する。

・緊急通報装置の点検
令和5年8月及び令和6年2月
・エレベータの点検
令和5年4月～令和6年3月

455
　・緊急通報装置の点検を８月、２月の年２回実施した
　・エレベーターの点検を毎月1回実施した

 本事業を実施することにより、居住者にとって
安全で安心して暮らせる住環境の形成が一層
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
住宅課

１　趣旨・目的
借上型市営住宅に事業者が設置した機器の点検費用を補助
することにより借上型市営住宅の供給に資する。
２　対象経費
警報装置、エレベーターの点検費用
３　補助率
３/３

有

相模原市借上
型市営住宅供
給事業実施要
綱

無 有
相模原市住
生活基本計
画

高齢者世帯
等が地域で
住み続けら
れる住環境
づくり

令和9年3月末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

借上型市営住宅の供給と健全な運
営並びに居住者が安全で安心して
暮らせる環境を提供できたため

2138
借上型市営住宅検査点
検費用補助金（あじさい
住宅富士見）

借上げ型住宅所有者
借上型市営住宅に設置した警報装置検査点検費用を補助
する。

緊急通報装置の点検
令和5年6月及び令和6年2月

289 　緊急通報装置の点検を６月、２月の年２回実施した。
 本事業を実施することにより、居住者にとって
安全で安心して暮らせる住環境の形成が一層
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
住宅課

１　趣旨・目的
借上型市営住宅に事業者が設置した機器の点検費用を補助
することにより借上型市営住宅の供給に資する。
２　対象経費
警報装置、エレベーターの点検費用
３　補助率
３/３

有

相模原市借上
型市営住宅供
給事業実施要
綱

無 有
相模原市住
生活基本計
画

高齢者世帯
等が地域で
住み続けら
れる住環境
づくり

令和9年3月末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

借上型市営住宅の供給と健全な運
営並びに居住者が安全で安心して
暮らせる環境を提供できたため

2139
借上型市営住宅検査点
検費用補助金（あじさい
住宅古淵）

借上げ型住宅所有者
借上型市営住宅に設置した警報装置及びエレベーターの
検査点検費用を補助する。

・緊急通報装置の点検
令和5年6月及び令和5年12月
・エレベータの点検
令和5年4月～令和6年3月

450
　・緊急通報装置の点検を６月、１２月の年２回実施した
　・エレベーターの点検を毎月1回実施した

 本事業を実施することにより、居住者にとって
安全で安心して暮らせる住環境の形成が一層
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
住宅課

１　趣旨・目的
借上型市営住宅に事業者が設置した機器の点検費用を補助
することにより借上型市営住宅の供給に資する。
２　対象経費
警報装置、エレベーターの点検費用
３　補助率
３/３

有

相模原市借上
型市営住宅供
給事業実施要
綱

無 有
相模原市住
生活基本計
画

高齢者世帯
等が地域で
住み続けら
れる住環境
づくり

令和10年3月末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

借上型市営住宅の供給と健全な運
営並びに居住者が安全で安心して
暮らせる環境を提供できたため

2140
借上型市営住宅検査点
検費用補助金（あじさい
住宅二本松）

借上げ型住宅所有者
借上型市営住宅に設置した警報装置検査点検費用を補助
する。

緊急通報装置の点検
令和5年6月及び令和5年12月

297 　緊急通報装置の点検を６月、１２月の年２回実施した。
 本事業を実施することにより、居住者にとって
安全で安心して暮らせる住環境の形成が一層
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
住宅課

１　趣旨・目的
借上型市営住宅に事業者が設置した機器の点検費用を補助
することにより借上型市営住宅の供給に資する。
２　対象経費
警報装置、エレベーターの点検費用
３　補助率
３/３

有

相模原市借上
型市営住宅供
給事業実施要
綱

無 有
相模原市住
生活基本計
画

高齢者世帯
等が地域で
住み続けら
れる住環境
づくり

令和10年3月末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

借上型市営住宅の供給と健全な運
営並びに居住者が安全で安心して
暮らせる環境を提供できたため

2141
借上型市営住宅検査点
検費用補助金（あじさい
住宅上溝）

借上げ型住宅所有者
借上型市営住宅に設置した警報装置検査点検費用を補助
する。

緊急通報装置の点検
令和5年6月及び令和5年12月

297 　緊急通報装置の点検を６月、１２月の年２回実施した。
 本事業を実施することにより、居住者にとって
安全で安心して暮らせる住環境の形成が一層
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
住宅課

１　趣旨・目的
借上型市営住宅に事業者が設置した機器の点検費用を補助
することにより借上型市営住宅の供給に資する。
２　対象経費
警報装置、エレベーターの点検費用
３　補助率
３/３

有

相模原市借上
型市営住宅供
給事業実施要
綱

無 有
相模原市住
生活基本計
画

高齢者世帯
等が地域で
住み続けら
れる住環境
づくり

令和11年3月末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

借上型市営住宅の供給と健全な運
営並びに居住者が安全で安心して
暮らせる環境を提供できたため

2142
借上型市営住宅検査点
検費用補助金（あじさい
住宅大島）

借上げ型住宅所有者
借上型市営住宅に設置した警報装置検査点検費用を補助
する。

緊急通報装置の点検
令和5年6月及び令和5年12月

330 　緊急通報装置の点検を６月、１２月の年２回実施した。
 本事業を実施することにより、居住者にとって
安全で安心して暮らせる住環境の形成が一層
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
住宅課

１　趣旨・目的
借上型市営住宅に事業者が設置した機器の点検費用を補助
することにより借上型市営住宅の供給に資する。
２　対象経費
警報装置、エレベーターの点検費用
３　補助率
３/３

有

相模原市借上
型市営住宅供
給事業実施要
綱

無 有
相模原市住
生活基本計
画

高齢者世帯
等が地域で
住み続けら
れる住環境
づくり

令和12年3月末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

借上型市営住宅の供給と健全な運
営並びに居住者が安全で安心して
暮らせる環境を提供できたため

2143
借上型市営住宅検査点
検費用補助金(あじさい
住宅上溝東）

借上げ型住宅所有者
借上型市営住宅に設置した警報装置検査点検費用を補助
する。

緊急通報装置の点検
令和5年6月及び令和5年12月

314 　緊急通報装置の点検を６月、１２月の年２回実施した。
 本事業を実施することにより、居住者にとって
安全で安心して暮らせる住環境の形成が一層
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
住宅課

１　趣旨・目的
借上型市営住宅に事業者が設置した機器の点検費用を補助
することにより借上型市営住宅の供給に資する。
２　対象経費
警報装置、エレベーターの点検費用
３　補助率
３/３

有

相模原市借上
型市営住宅供
給事業実施要
綱

無 有
相模原市住
生活基本計
画

高齢者世帯
等が地域で
住み続けら
れる住環境
づくり

令和13年3月末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

借上型市営住宅の供給と健全な運
営並びに居住者が安全で安心して
暮らせる環境を提供できたため

2144
借上型市営住宅検査点
検費用補助金（淵野辺
本町住宅）

借上げ型住宅所有者
借上型市営住宅に設置したエレベーターの検査点検費用
を補助する。

エレベータの点検
令和5年4月～令和6年3月

248 　エレベーターの点検を毎月１回実施した
 本事業を実施することにより、居住者にとって
安全で安心して暮らせる住環境の形成が一層
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
住宅課

１　趣旨・目的
借上型市営住宅に事業者が設置した機器の点検費用を補助
することにより借上型市営住宅の供給に資する。
２　対象経費
警報装置、エレベーターの点検費用
３　補助率
３/３

有

相模原市借上
型市営住宅供
給事業実施要
綱

無 有
相模原市住
生活基本計
画

高齢者世帯
等が地域で
住み続けら
れる住環境
づくり

令和13年3月末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

借上型市営住宅の供給と健全な運
営並びに居住者が安全で安心して
暮らせる環境を提供できたため

2145
借上型市営住宅検査点
検費用補助金（あじさい
住宅下溝）

借上げ型住宅所有者
借上型市営住宅に設置した警報装置検査点検費用を補助
する。

緊急通報装置の点検
令和5年6月及び令和5年12月

297 　緊急通報装置の点検を６月、１２月の年２回実施した。
 本事業を実施することにより、居住者にとって
安全で安心して暮らせる住環境の形成が一層
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
住宅課

１　趣旨・目的
借上型市営住宅に事業者が設置した機器の点検費用を補助
することにより借上型市営住宅の供給に資する。
２　対象経費
警報装置、エレベーターの点検費用
３　補助率
３/３

有

相模原市借上
型市営住宅供
給事業実施要
綱

無 有
相模原市住
生活基本計
画

高齢者世帯
等が地域で
住み続けら
れる住環境
づくり

令和14年3月末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

借上型市営住宅の供給と健全な運
営並びに居住者が安全で安心して
暮らせる環境を提供できたため

2146
借上型市営住宅検査点
検費用補助金（あじさい
住宅相武台）

借上げ型住宅所有者
借上型市営住宅に設置した警報装置及びエレベーターの
検査点検費用を補助する。

・緊急通報装置の点検
令和5年8月及び令和5年12月
・エレベータの点検
令和5年4月～令和6年3月

572
　・緊急通報装置の点検を８月、１２月の年２回実施した
　・エレベーターの点検を毎月1回実施した

 本事業を実施することにより、居住者にとって
安全で安心して暮らせる住環境の形成が一層
図られている。

都市建設局
まちづくり推進部
住宅課

１　趣旨・目的
借上型市営住宅に事業者が設置した機器の点検費用を補助
することにより借上型市営住宅の供給に資する。
２　対象経費
警報装置、エレベーターの点検費用
３　補助率
３/３

有

相模原市借上
型市営住宅供
給事業実施要
綱

無 有
相模原市住
生活基本計
画

高齢者世帯
等が地域で
住み続けら
れる住環境
づくり

令和15年3月末
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

借上型市営住宅の供給と健全な運
営並びに居住者が安全で安心して
暮らせる環境を提供できたため

2147
子育て世帯等中古住宅
購入・改修費補助金

申請者　66名

本市への定住・移住の推進及び中古住宅の流通を図ること
を目的とし、子育て世帯や若年世帯が中古住宅を購入する
際に要する費用の一部又は、子世帯が親世帯と同居するた
めに親世帯が所有する住宅を改修する際に要する費用の
一部を補助するもの

令和5年4月3日～令和6年2月29日 43,000
交付件数：66件
・購入費補助：66件
・改修費補助：0件

当該補助事業により66世帯の若年世帯や子育
て世帯を市内に定住又は移住させるとともに市
内の中古住宅の流通の促進に寄与した。

都市建設局
まちづくり推進部
住宅課

目的等：子育て世帯等の定住及び移住の促進を図るとともに中古住宅の流
通促進を図るため購入費や改修費に要する費用を補助するもの
対象事業：子育て世帯等中古住宅購入・改修費補助事業
・購入補助：基本額50万円、加算額（同居・近居：15万円、市外転入：20万
円、市内企業勤務：15万円）
・改修補助：基本額　対象工事費用（税抜）の1/10（上限20万円）、加算額
（市外転入：20万円、市内企業勤務：15万円、津久井産材利用：5万円）

有

相模原市子育
て世帯等中古
住宅購入・改修
費補助金交付
要綱

無 有
第３次相模
原市住生活
基本計画

中古住宅・
空家等の利
活用の促進

令和5年4月3日～
令和6年2月29日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

当該補助事業により66世帯の若年
世帯や子育て世帯を市内に定住又
は移住させるとともに市内の中古
住宅の流通の促進に寄与した。

2148
小田急相模原駅周辺地
区施設等管理費補助金

ラクアル・オダサガ管理
組合

　市街地再開発事業により整備されたラクアル・オダサガの
２階デッキを安全かつ衛生的で快適な利用に資することを
目的とし、施設管理、防犯及び環境衛生事業等を実施す
る。
・補助対象事業16,285,001円
（内訳）
・警備費828,194円
・清掃費5,113,275円
・光熱水費6,327,060円
・消耗品費343,310円
・小規模修繕費660,000円
・設備保守点検費2,970,684円
・施設賠償責任保険料42,478円

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 11,148
　施設管理事業（昇降機設備保守点検業務等）、防犯事業（巡回監視業
務等）、環境衛生事業（日常清掃等）、その他（施設賠償保険等）を事業
計画に基づき実施した。

　昇降機等を良好に維持管理することにより、
駅利用者等の一般人の利便性が確保された。
また、警備員による巡回監視、防犯カメラによる
防犯面での安全確保を図ることが出来た。
　体調不良で倒れる通行人や動けなくなる通行
人が続出した為、清掃員・警備員・事務局員が
人命救助活動を行った。

都市建設局
まちづくり推進部
都市整備課

　市街地再開発事業により整備された公共的な地区施設等の維持管理に
要する費用を補助し、もって安全で快適な魅力あるまちづくりの推進を図
る。
対象：小田急相模原駅北口A地区　地区施設等

有

市街地再開発
事業により整備
される地区施設
等維持管理費
補助金交付要
綱

無 無 1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　市街地再開発事業により整備さ
れた歩行者専用通路等の公共的な
地区施設等の維持管理が、補助事
業等計画書に基づき、適切に行わ
れたことで、通行人の安全性や利
便性が確保された。

2149
小田急相模原駅周辺地
区施設等管理費補助金

ペアナードオダサガ全体
管理組合

　市街地再開発事業により整備された公共的な地区施設等
の維持管理に要する費用を補助する。補助金の使途は以
下のとおりである。

警備費、清掃費、光熱水費、消耗品費、修繕費、設備管理
費、設備運行管理費、施設賠償責任保険料

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 9,081

 　前年度に引き続き、歩行者専用通路を安全かつ快適に利用してもら
うため、施設管理事業のほか各事業を事業計画により着実に行うこと
ができた。
　特に２階通路消防設備（感知器）交換工事を実施したことにより、通行
人の安全性を確保することができた。また冬季、イルミネーション実施
（11/20～3/1）の際の見物人・通行人の安全確保に貢献できた。

　前年度に引き続き、警備担当者による巡回
や、防災センターでの監視業務による安全面の
確保、エスカレーター等の良好な運行や入念な
清掃により施設利用者の利便性が確保され、
小田急相模原駅北口と県道町田厚木を挟む周
辺地域のスムーズな移動に寄与した。
　特に２階通路消防設備（感知器）交換工事を
実施したことにより、通行人の安全性を確保す
ることができた。また冬季、イルミネーション実
施（11/20～3/1）の際の見物人・通行人の安
全確保に貢献できた。

都市建設局
まちづくり推進部
都市整備課

　市街地再開発事業により整備された公共的な地区施設等の維持管理に
要する費用を補助し、もって安全で快適な魅力あるまちづくりの推進を図
る。
対象：小田急相模原駅北口B地区　地区施設等

有

市街地再開発
事業により整備
される地区施設
等維持管理費
補助金交付要
綱

無 無 １年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　市街地再開発事業により整備さ
れた歩行者専用通路等の公共的な
地区施設等の維持管理が、補助事
業等計画書に基づき、適切に行わ
れたことで、通行人の安全性や利
便性が確保された。

2150
相模原市雨水浸透ます
設置助成金

個人

「相模原市雨水浸透ます設置助成金交付要綱」に基づき市
が認定した雨水浸透ますを2基以上設置した場合、4基ま
でについて、以下の額を助成
・雨水浸透ますを新設する場合
1基当たり　7，000円
・既設雨水浸透ますを認定製品に交換する場合
1基当たり　10，000円

Ｒ5.4～Ｒ6.3 65
　新設　　５基
　交換　　３基

　敷地内の雨水を地下に浸透させることにより、
雨水の敷地外への流出を抑制し、道路冠水等
の軽減に寄与することができた。さらに、雨水が
自然へ還元されることにより、水資源の保全や
環境負荷の低減に貢献ができた。

都市建設局
土木部
下水道経営課

1 雨水浸透ますを設置して、雨水の流出抑制及び地下水の涵養等を図る
者に対し、その費用の一部を助成するもの
2 「相模原市雨水浸透ます設置助成金交付要綱」に基づき市が認定した雨
水浸透ますを2基以上設置した場合、4基まで助成する。
3・雨水浸透ますを新設する場合
1基当たり　7，000円
・既設雨水浸透ますを認定製品に交換する場合
1基当たり　10，000円

有
相模原市雨水
浸透ます設置助
成金交付要綱

無 有
第３次相模
原市雨水対
策基本計画

雨水浸透ま
す設置助成
金交付事業

令和5年4月～令和
6年3月

充分な実績が確
認される

無し

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

無し

市が認定した雨水浸透ますが設置
されたことにより、雨水の流出抑制
や地下水の涵養等が促進され、水
環境の向上が図られた。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2151 中学校課外活動助成金
相陽中学校課外活動運
営委員会

部活動における集団活動を通して、協調性や自主性を育
み、知識や技能の向上を図るために活用する。
補助金は、活動に要する経費として、用具等の購入、各種
大会参加費等にかかわる経費に活用する、

令和5年4月～令和6年3月 523

生徒の豊かな心やたくましい体の育成をめざして、より充実した部活動
が展開できるよう課外活動助成金を有効に活用した。特に運動部は、
陸上競技部、柔道部、剣道部、卓球部、男女バレーボール部、ソフトテニ
ス部、野球部が県総合体育大会に出場した。その中で卓球部は男子、
女子とも個人戦で関東大会に進出を果たした。文化部は、美術部が、福
祉ポスターなど多数作品が受賞した。吹奏楽部が市コンクールで銀賞
を受賞した。また、科学部が地域の公民館事業で小学生向けに科学実
験教室を行った。

各部活動では課外活動助成金によって、物品
購入や大会参加費補助等に充てることができ、
練習環境の充実やより多くの各種大会の参加
へとつながった。また、地域・公民館行事へ吹奏
楽部、美術部、科学部が参加し、地域活動に貢
献した。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　28.3%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2152 中学校課外活動助成金
上溝中学校課外活動運
営委員会

生徒の豊かな心とたくましい体を養うために、課外活動の
振興を図ることを目的とする。部活動は、学年、学級の垣根
を越えての活動であり、それを通じて生徒の自主性と協調
性を伸長することができる。また、地域行事に参加すること
により地域との積極的な交流を図ることもできる。活動に要
する経費として、用具の購入、各種大会、対外試合等に係る
経費を対象とする。

令和5年4月～令和6年3月 530

個性の伸長・自己実現・社会性の育成を図ることを目標とした活動を目
指した。働き方改革に伴い、活動時間が短縮されるなか、限れた時間で
も自主的に活動に取り組み、技量、社会性を伸ばした生徒も数多い。バ
ドミントン、陸上競技、ハンドボール部は市大会でも上位の成績を残し
た他、ギター合奏部が全国大会へ出場した。

コロナ禍後、徐々に通常に戻しながらの活動で
あったが、各部とも助成金を利用し用具・器具
の充実を図ることができた。限られた時間の中
で一人ひとりがどのように取り組むか考えるな
ど自主性を伸長させることができた。また、市大
会で入賞し県大会に出場したり、全国大会出場
した部もあり自己有用感を向上させた。また吹
奏楽部、ギター部による地域活動への参加もあ
り地域貢献につなげることもできた。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　25.5%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2153 中学校課外活動助成金
田名中学校課外活動運
営委員会

部活動は学校の教育活動の一環として、スポーツや文化・
科学など興味と関心を持つ生徒の自発的・自主的な参加に
より行われる活動であり、学級や学年を超えた活動を通し
て、自主性・協調性・責任感などを育成する意義を持ってい
る。この活動を推進するため各部で共有する備品・消耗品
の購入などの補助として、部員数に照らした金額を配当し、
快適な環境で活動できるよう有効活用する。

令和5年4月～令和6年3月 452

剣道部　神奈川県総合体育大会男子団体第５位　関東大会出場
　　　　　 全国中学校総合体育大会　女子個人戦出場
吹奏楽部　相模原市吹奏楽コンクール金賞　県大会出場
　　　　　　　東関東吹奏楽コンクール金賞
演劇部　相模原市演劇発表会金賞　県大会出場
陸上部　全国中学校総合体育大会　男子１００ｍ走出場

　各部、部員数に照らし合わせた金額を有効に
活用した。今年度はほぼコロナ禍前に戻り、校
外に出ての対外試合や大会参加の機会が増
え、積極的に活動していた。また、地域行事へ
の参加の機会を数多くいただき、生徒達は意欲
を持って活動に取り組んでいた。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　100%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2154 中学校課外活動助成金
大沢中学校課外活動運
営委員会

生徒の豊かな心とたくましい体を養うための課外活動とし
て、活動に支障をきたさないために必要な部品や大会に必
要な経費としてこの助成金を使用する。補助金の使用用途
としては、主に活動に使用する用具、消耗品等の購入費用
として使用する。

令和5年4月～令和6年3月 523

○各部活動が目標をもって参加し、充実した学校生活を送るとともに、
互いの技術向上に切磋琢磨しながら充実した活動ができた。学校ホー
ムページで大会結果の報告をすることで、互いに刺激し合い、たたえ合
い、学校全体を活気あるものにできた。活動に必要な物品購入におい
ても、原材料価格が高くなっている情勢から、保護者の負担を減らす意
味でもこの事業は各部においても重要なものとなっている。

○日常の活動に意欲的に取り組み、自主性を
身につけることができた。
○日頃の練習の成果を発揮する場面を経験
し、自己肯定感を育むことができた。
○部活動を通して、生徒一人ひとりの心身の健
全な育成や、異年齢集団におけるコミュニケー
ション能力を育てる場面となった。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　100%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。

2155 中学校課外活動助成金
旭中学校課外活動運営
委員会

学年・学級の枠を越えた集団の中で、自主的・協力的で根
気強く実践力のある生徒を育成するため、課外活動の振興
を図ることを目的とする。活動に要する経費の用途として、
用具、消耗品等の購入、各種大会・対外試合等の参加費に
かかる費用を対象とする。

令和5年4月～令和6年3月 646

生徒の一人ひとりの目標に向かって努力したり、仲間同士の信頼関係
の構築をめざして事業を進めた。各部とも限られた時間の中で、日々熱
心に活動に取り組み、力を伸ばすとともに、貴重な体験をすることがで
きた。市大会等においては、多くの生徒が活躍し、いくつもの部が県大
会出場を果たした。中でも陸上部は関東大会・全国大会、また水泳部は
関東大会への進出を果たした。また、演劇部、吹奏楽部、科学部、美術
部など、文化部においても日々充実した活動を行った。

各種大会での成果は、各部の部員にとって大き
な自信となっており、そうした自信がほかの部
活動にも好影響を与えた、週末を含み、週4日
以内の限られた活動日数にあっても、部活動全
体が活気あるものになっていた。部活動の実施
により、生徒の豊かな心の育成や、たくましい体
力づくりを目的とした効果的な事業を実施する
ことができた。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　23.4%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2156 中学校課外活動助成金
大野北中学校課外活動
運営委員会

課外活動（部活動）の充実を図り、生徒が日常の活動や各
種大会、コンクール等を通して、達成感や成就感を得るな
ど、健全育成を目的とする。補助金を活動に必要な用具等
の整備・充実にあてるとともに大会等の参加費にも使用し
たい。

令和5年4月～令和6年3月 558
多くの生徒が目的意識を持ち、自主的に活動することができた。男子バ
スケットボール部や卓球部、ソフトテニス部が県大会に出場し、陸上部
は関東大会、水泳部は全国大会に出場した。

・各部とも顧問の適切な指導の下、部長を中心
として意欲的な活動ができた。
・全職員の協働体制のもと、多くの技術指導者
の方々の協力をえて、部活動を実施できた。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　69.1%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2157 中学校課外活動助成金
大野南中学校課外活動
運営委員会

各部活動での消耗品の購入を中心に使わせていただく予
定です。各部の部員数に応じて配当を予定していますが、
状況に応じ、特定の部活動に流用することも想定していま
す。

令和5年4月～令和6年3月 612

課外活動（部活動）を通して，幅広い人間関係のふれあい・人間性の育
成を基本とし，互いを尊重し，協力性や社会性の向上を目指すことを目
的に活動した。
平日・休日の活動について，市の指針に基づき，生徒たちの負担になら
ないように，しかし成果が上がるように，教職員全員で考え計画的に活
動させることができた。

主な実績・戦績として，
  サッカー部･･･市春季大会，市総合体育大会
【優勝】
　バドミントン部･･･市春季大会，市総合体育大
会【男女団体優勝】
　バスケットボール部･･･市総合体育大会【準優
勝】
　演劇部･･･市演劇発表会【最優秀】
　吹奏楽部･･･市吹奏楽コンクール【金賞】
　　　他，各種大会等で個人入賞も含め表彰を
受けました。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　18.1%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。

2158 中学校課外活動助成金
相模台中学校課外活動
運営委員会

部活動の一環として、生徒の豊かな心とたくましい体を養う
ため、課外活動の振興を図る。地域活動や事業への参加な
ど、社会貢献につながる活動を行う。各部活動での用具な
どの購入、各種大会・対外試合などに関わる参加費、経費と
して使用する。

令和5年4月～令和6年3月 328
助成金で部員全体に関わる消耗品を購入することができ、部員はより
一層充実した活動を行うことが出来た。コロナ禍で活動が制限される中
でも積極的に活動することが出来た。

助成金で部員全体に関わる物品等を購入する
ことができ、部員はより充実した活動を行うこと
ができた。個人負担が少なくなることで、公立中
学校が課外活動を行うことに保護者からの理
解を得ることができた。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　100%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。

2159 中学校課外活動助成金
清新中学校課外活動運
営委員会

部活動を通して異学年の生徒との交流をはかり、豊かな心
と健康な体を養うため、課外活動の振興を図る。各部活動
での用具等の購入、各種大会・対外試合等に関わる参加
費、経費として使用する。

令和5年4月～令和6年3月 633
部活動を通して豊かな心と健康な体を養うため、課外活動の振興を図
ることができた。各部活動での用具等の購入、各種大会・対外試合等に
関わる参加費、経費として使用した。

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課
外活動の振興を図ることができた。大会参加費
等を支援していただくことで、保護者の負担を
軽減することができた。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　37.2%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2160 中学校課外活動助成金
上鶴間中学校課外活動
運営委員会

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振
興を図る。部活動のための用具、器具等の購入、修理費用
および各種大会やコンクール等に関わる経費として使用す
る。

令和5年4月～令和6年3月 329

生徒が共通の興味・感心・目標のもとに自主的な活動を行い、豊かな人
間関係・人間性を築き、楽しく満ち足りた生活を送る場とすることを目
標としている。どの部も熱心に活動し、充実した取り組みを行うことがで
きた。運動部は市の予選で健闘、勝ち抜いて県大会へ出場を果たした
り、文化部はコンクールで入賞したり、作品を展示することができた。

各種大会等に参加し、自分たちの力を精一杯
発揮したことは、参加している部員にとり、大き
な自信になっている。部活動を実施することに
より生徒の自主的な活動が推進され、豊かな人
間関係・人間性が形成され効果的な事業がで
きた。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　26.9%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2161 中学校課外活動助成金
麻溝台中学校課外活動
運営委員会

事業の概要
生徒が持っている共通の趣味や関心を追求する活動を通
し、社会性を育むと同時に、規範意識を高め、自己実現を
図る。
補助金等の使途
用具、消耗品の購入、及び各種目協会登録費、大会参加費
等

令和5年4月～令和6年3月 278

○各部活動が目標を持って参加し、充実した学校生活を送るとともに、
互いの技術向上に切磋琢磨しながら充実した活動ができた。学校ホー
ムページで大会結果の報告をすることで、互いに刺激し合い、たたえ合
い学校全体を活気あるものにできた。活動に必要な物品購入にも原材
料価格が高くなることから、保護者の負担を減らす意味でもこの事業は
各部活とも重要ものとなっている。

○部活動を通して、生徒一人ひとりの心身の健
全な育成や異年齢集団におけるコミュニケー
ション能力を育てる場面となった。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　28.4%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2162 中学校課外活動助成金
共和中学校課外活動運
営委員会

部活動の一環として、生徒の豊かな心とたくましい精神を
養うため、課外活動の振興を図る。地域活動や事業への参
加など、社会貢献につながる活動を行う。各部活動での用
具などの購入、各種大会・対外試合などに関わる参加費、
経費として使用する。

令和5年4月～令和6年3月 447

コロナウイルスの扱いが５類になり、制限も解除され、どの部活も充実し
た活動をすることができた。そのために用具をそろえたり、大会も積極
的に参加したりするなど、費用面でこの助成金を有効に活用することが
できた。

本校の生徒は、全体的に活動に対して興味関
心が高く、どの部活も積極的に活動に行ってい
る。また部活動の場で、先輩と後輩の関係や同
学年との切磋琢磨等、豊かな人間性も育むこと
ができている。
生徒の個性をのばすという部活動の目的を達
成するために、各部活動顧問は、働き方を工夫
しながら、生徒を支援している。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　100%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。

2163 中学校課外活動助成金
緑が丘中学校課外活動
運営委員会

部活動の一環として、生徒の豊かな心とたくましい体を養う
ため、課外活動の振興を図る。体育的活動や文化的活動へ
の親和的な態度を形成し、マナーやルールを守る態度の育
成をめざす。活動に要する経費として、用具等の購入や各
種大会、対外試合等に関わる経費として使用する。

令和5年4月～令和6年3月 223

市の部活動ガイドラインに沿って運動部、文化部ともに堅実に活動を続
けている。その状況下でも軟式野球部が上位大会に出場し、ハンドボー
ル部も弥栄中の合同チームとして上位大会に駒を進めた。文化部も目
立たないが、科学部が公民館事業の実験教室の手伝いをして地域貢献
し、美術部が文化祭の看板制作をして学校運営に協力している。

生徒の中学校生活を充実させている項目に部
活動があがることが多い。部活動は自分の好き
な活動に没頭できる体験や上達する成功体験
を味わわせることができる大切な機会である。
吹奏楽部や美術部、科学部などの文化部では
地域で発表会や展示会への誘われることも多
く、外で活躍することも生徒の自己有用感を高
めている。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　52.8%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。

2164 中学校課外活動助成金
大野台中学校課外活動
運営委員会

部活動の一環として、生徒の豊かな心とたくましい体を養う
ため、課外活動の振興を図る。地域活動や事業への参加な
ど、社会貢献につながる活動を行う。各部活動での用具等
の購入、各種大会・対外試合等に関わる参加費、経費とし
て使用する。

令和5年4月～令和6年3月 260
部活動に必要な用具の購入、各種大会参加の経費等に充てることがで
きた。

補助金の活用により、生徒の自己肯定感を育
む、主体的な活動を行えた

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　34.9%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2165 中学校課外活動助成金
相武台中学校課外活動
運営委員会

相武台中学校では、学年、学級を越えた　　　　生徒のより
良い人間関係を構築したり、集団活動を通して生徒の自主
性、協調性を育成するために、部活動を重視している。中学
校区の小学校との小中一貫推進事業でも、中学生と小学
生の交流を行っており、部活動の一層の活発化を目指して
いる。課外活動助成金は、これらの活動運営に必要な備
品、消耗品、大会参加費等に役立てたいと考えている。

令和5年4月～令和6年3月 228

今年度は従来の教育活動に戻り、部活動も通常通りに行われた。教員
は、顧問と部員の信頼関係が築けるような部活動経営をしており、部員
は部活動を通して技術だけではなく、「挨拶、異学年とのつながり、粘り
強く物事に取り組むことの大切さ」等を学んでいた。また、文化部は学
校祭での展示や発表、地域のイベントへも参加し、活躍の場を広げた。
バレーボール部は関東大会、卓球部・陸上競技部・野球部は県大会に
それぞれ出場することができた。保護者の応援も解禁となり、生徒たち
の頑張りを観ていただくことができた。

各大会や学校祭、地域のイベントへの参加は、
部員にとって大変よい機会となり、キャリアの発
達の一助となった。また、地域のイベントの参加
は、大変好評であり、社会貢献に繋がるもので
あった。部活動の実施により、生徒の豊かな心、
体力向上を目的とした効果的な事業となった。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　15.1%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2166 中学校課外活動助成金
谷口中学校課外活動運
営委員会

生徒が部活動への取り組みを通して、豊かな心とたくましい
体を養うために、、必要な用具・消耗品等の購入や各種大
会・対試合等にかかわる経費をして使う。

令和5年4月～令和6年3月 514

活動物品の長期間利用により、破損、故障などが多く見られる。一方
で、物価の高騰などにより、希望の物品数を一度に購入することが難し
い中、助成金を有効に活用することで、解消できることもあった。より整
えられた環境の中での活動は生徒の成長の一助となっていると考えら
れる。

部活動は、異学年の集団が関わる事で、コミュ
ニケーション能力や課題解決能力の向上、ルー
ル・マナー・礼儀作法を身につけることなど、生
徒たちの成長にとって果たす役割は大きいと思
われる。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　100%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。
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2167 中学校課外活動助成金
中央中学校課外活動運
営委員会

生徒の主体的な参加によって、学年や学級の所属を離れ、
共通の興味・関心をもつ生徒が共通の目的に向かって、互
いに切磋琢磨し、向上し合うことによって、明るく健康な心
身の育成を図るとともに、自主性や社会性を育む活動を行
う。各部活動での用具等の購入、各種大会・対外試合等に
関わる参加費、経費として使用する。

令和5年4月～令和6年3月 509

生徒は目標をもって部活動へ参加し、学校生活において充実感を味わ
うことができた。また、相模原市の代表として県大会で活躍することがで
きた。
　全校集会等で大会結果の報告をすることで、互いに刺激し合い、たた
え合い学校全体を活気あるものにできた。
　大会参加費や登録料等がかかるだけでなく、活動に必要な物品購入
について、保護者の負担を減らす意味でもこの事業は各部活において
重要ものとなっている。

　今年度は地域の活動が再開され、文化部はイ
ベントに参加して貢献することができた。また、
他の小中学校や高等学校との連携ができた。
　部活動の在り方が大きく変わってて行く中で、
今後も地域活動などに貢献できることを検討し
ていきたい。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　40.1%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2168 中学校課外活動助成金
新町中学校課外活動運
営委員会

教育活動の一環として健全な心身を育て、学年・学級を越
えた幅広い人間同士のふれあいと活動を通して、協力性や
社会性の向上を図る。運動や文化的活動への親和的な態
度を形成し、マナー・ルールを遵守する態度の育成を目指
す。活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対
外試合等に関わる経費を対象とする。

令和5年4月～令和6年3月 363

運動部、文化部ともに堅実に活動を続けている。市部活動ガイドライン
に沿った活動を行うことで、活動時間が減少する傾向にあるが、限られ
た機会を有効に活用して努力し続けることができた。

日々の活動において継続することの大切さを学
び、協力しあって自治活動を行い、生徒の意欲
や自信を育むことができた。また、地域での活
動など社会貢献につながる活動も行い、積極的
に地域の方との交流を行っている。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　100%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2169 中学校課外活動助成金
弥栄中学校課外活動運
営委員会

本事業により、部活動に必要な消耗品等を購入することで
充実した部活動を行う環境を整える。コロナ禍を乗り越え
た部活動を立て直すべく、必要となる用具を整備し、正常な
活動を保持継続していけるよう図りたい。

令和5年4月～令和6年3月 471

本校は、生徒の意欲的で、自主的な活動の振興を図っている。部活動
もその一環として位置づけられ、日常の練習、対外活動、各種大会・コ
ンクール等において、各部が活発な活動を展開している。
　本事業による予算は、各部の物品購入を中心に充てられ、各活動を
計画的に充実させることに寄与している。

　本事業により、部活動に必要な物品を購入す
ることができ、生徒にとって充実した活動を展
開することができた。
　感染症対策も一段落し、本事業が生徒の活
動に資するところは大きい。各部の活動もコロ
ナ前の内容に復旧でき、それぞれに成果を上げ
ることができた。
　また、保護者の費用負担の軽減にもつなが
り、本事業の意義は大きい。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　38.9%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。

2170 中学校課外活動助成金
相原中学校課外活動運
営委員会

部活動の一環として、生徒の豊かな心とたくましい体を養う
ため、課外活動の振興を図る。地域活動や事業への参加な
ど、社会貢献につながる活動を行う。各部活動での用具等
の購入、各種大会・対外試合等に関わる参加費、経費とし
て使用する。

令和5年4月～令和6年3月 447

卓球部が市春季大会で女子団体が優勝、市民選手権大会で男子個人
が優勝し県大会、関東大会へと進んだ。ハンドボール部も市民選手権
大会で男子が準優勝、女子が第３位入賞。陸上競技部も市民選手権大
会において多数の生徒が上位入賞した。バドミントン部は市春季大会で
男子団体は準優勝、女子団体は３位入賞した。部活動の時間縮小の中
でも、生徒たちは意欲的に活動し、課外活動の大きな意義を再確認し
た。

　日頃から継続した取り組みが人間形成に寄与
している。中学校の部活動の意義は大きく、か
つ保護者の支援を得て相互の信頼を築くもの
となり、学校生活の活性に大変効果的な事業と
なっている。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　100%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2171 中学校課外活動助成金
上溝南中学校課外活動
運営委員会

生徒が部活動を通じて、豊かな人間関係を構築し、豊かな
学校生活を送ることができるようにするため、活動に必要な
用具等の購入、各種大会参加費、経費のために使用する。

令和5年4月～令和6年3月 519
・多くの部活動が総合体育大会や秋季大会等で成果を上げ、県大会以
上の出場をはたした。
・生徒の多くが各自の希望にかなった活動を行うことが出来た。

・各種大会における実績および好成績は、参加
している部員にとって大きな自信になっている。
・部活動の実施は、生徒の豊かな心、たくましい
身体つくりを培う土壌の一環として、大きな成
果を上げている。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　31.1%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2172 中学校課外活動助成金
小山中学校課外活動運
営委員会

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振
興を図る。また、地域や社会の貢献につながる活動に取り
組む。各部活動で使用する、用具等の購入、消耗品の購入
等に使用する。

令和5年4月～令和6年3月 520
市総合体育大会女子バレーボール部３位
秋季大会女子剣道部３位

消耗品を中心に購入し、効率的に練習ができる
よう道具を揃えた。練習機会も増え、生徒の生
き生きとした表情が見られた。文化部に対して
も、表現の方法を広げるためには道具の種類を
多く用意することが必要となり、そのためにも本
事業によって購入費用が補助されていることは
有益である。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　28.9%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2173 中学校課外活動助成金
若草中学校課外活動運
営委員会

部活動の一環として、生徒の豊かな心とたくましい体を養う
ため、課外活動の振興を図る。地域活動や事業への参加な
ど、社会貢献につながる活動を行う。各部活動での用具等
の購入、各種大会・対外試合等に関わる参加費、経費とし
て使用する。

令和5年4月～令和6年3月 150
各部活動において、活動の充実を図るために必要な物品等の購入にあ
て、有意義な活動を行うことができた。

各部、練習を工夫しながら活発な活動を行うこ
とができた。また、技術の向上のみならず、キャ
リア教育の場としても役立っている。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　100%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。

2174 中学校課外活動助成金
由野台中学校課外活動
運営委員会

学校教育の一環として、部活動は学年や学級を越えた交流
を図り、生徒の自主性および豊かな心とたくましい体を養う
ため、課外活動の振興を目的としている。また、各部の活動
に必要な用具等の購入、各種大会・対外試合等に関わる経
費を主な使途としたい。

令和5年4月～令和6年3月 187
　運動部においては、日常の部活動を充実させ、各大会に参加した。文
化部は学校祭文化部門での発表やステ－ジ看板製作など、それぞれの
目標に向かって活動した。

・部活動が生徒たちにとって充実した活動の場
であり、職員と生徒、地域の方々の交流を深め
る場となっており、学校生活においてとても有
意義な活動となっている。
・部活動の実施は、対外的な活動を通して友好
を深めるとともに、将来の社会生活に対応でき
る生徒の育成に有効であった。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　21.8%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。

2175 中学校課外活動助成金
内出中学校課外活動運
営委員会

【概要】部活動において日々努力を継続することや他の部
員と協力して活動を行くことを通じて、生徒の様々な資質を
向上させることを目的とする。大会やコンクールなどへの出
場を目標とする中、生徒の意欲を向上させ、自己肯定感を
高めさせる。また、部活動の一環として地域の活動に参加さ
せることで社会貢献に繋げる。
【使途】各部活動での用具などの購入、各種大会や、コン
クールなどへの参加費・団体登録費として使用する。

令和5年4月～令和6年3月 325

コロナ禍以前と同等な活動も再開され、限られた時間の中で有意義な
活動が行われた。特に、女子バドミントン部、男子バスケットボール部、
女子ソフトテニス部は市大会を勝ち抜き、県大会出場を果たした。また、
吹奏楽部や演劇部は、地域に出向き有人観客の中、日常の練習の成果
を発揮し、達成感を得た。

上位大会に出場することだけを目的とするので
はなく、大会に参加できる喜びや周囲への感謝
の気持ちを育てることができた。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　33.9%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。

2176 中学校課外活動助成金
鵜野森中学校課外活動
運営委員会

鵜野森中学校の教育目標の一つである「豊かな人間性・創
造性を持つ生徒を育成する」を具現化するために、課外活
動の充実を図ることを目的とする。活動に要する経費とし
て、共通に使用する消耗品、用具等の購入、各種大会・対
外試合等に関わる経費を対象とする。

令和5年4月～令和6年3月 372

コロナによる活動制限もほぼなくなり、運動部では、生徒は目標を持っ
て取り組むことができた。また、文化部も発表の場がコロナ前と同程度
の規模での開催が増え、様々な作品を各種コンクールに応募し多数入
選するなど実績をあげた。推進事業により、生徒はより良い環境で活動
することができ、運動部・文化部ともに充実した活動を行うことができ
た。

　運動部の中には、市の大会で優勝したり、県
大会に出場する部も見られた。また、卓球部は
関東大会出場、陸上競技部は全国大会に出場
することができた。個人、団体ともに活躍し、生
徒の活動に大きな成果を上げることができた。
文化部では、各種大会やコンクールに参加した
り、校内や地域で発表会を開催するなど、保護
者や地域との望ましい交流や協力が行われた。
地域との連携を図りながら、社会貢献活動も行
うことができた。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　28.7%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2177 中学校課外活動助成金
東林中学校課外活動運
営委員会

生徒が部活動への取り組みを通して、自立心と健やかな体
を養うために、必要な用具、消耗品等の購入や各種大会・
対外試合等にかかわる経費として使う。

令和5年4月～令和6年3月 298
助成金の活用により、各部活動において充実した活動を行うことが出来
た。活動には様々な用具が必要とされ、財政面での補助が不可欠であ
り、この補助事業は生徒の大きな成長の一助となった。

部活動は、生徒にとって学年を超えた交流がで
きる場であり、通常の授業では学ぶことの出来
ない異年齢集団でのコミュニケーション能力の
向上やルール・マナー・礼儀作法などを学べる
場として、生徒の健全な成長に果たす役割は大
きい。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　100%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2178 中学校課外活動助成金
相模丘中学校課外活動
運営委員会

学校教育目標「豊かな心と確かな判断力をもち自ら学び、
互いに高め合える生徒を育成する」を具現化し、４つの『力』
を柱として、生徒のGRIT（やり抜く力）を育成する。
①生徒同士が切磋琢磨し、互いに協力し励まし合うことの
できる人間関係の育成（つながる力）、改善するための方法
を考え行動に移すことのできる力を育む。
③活動での目標に向かって、努力できる人、心を育てる。
（乗り越える力）
④部活動で身につけたことを未来につなげ、生かしていくこ
とのできる人間形成する。（見通す力）
補助金等の使途としては、各部や全部活動で共有する消耗
品や用具の購入の経費として使用する。また、以前課外活
動助成金により、購入した物品の修繕費等として使用する。

令和5年4月～令和6年3月 346
各部活動において、活動の充実を図るために必要な物品等の購入にあ
てることができ、有意義な活動を行うことができた。

新型コロナウイルス感染症による制限が少なく
なり、各部活動において充実した取り組みがで
きた。それぞれの取り組みにより、技術の向上、
仲間との協働など、生徒の成長に繋がる取り組
みができた。また、小学生との交流を含め、キャ
リア教育の視点でも有意義な取り組みができ
た。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　42.6%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。

2179 中学校課外活動助成金
中沢中学校課外活動運
営委員会

学年・学級の枠を越えた集団生活の中で、自主的・協力的
で根気強く実践力のある生徒を育成するため、課外活動の
振興を図ることを目的とする。活動に要する経費の用途とし
て、用具、消耗品等の購入、各種大会・対外試合等の参加
費にかかる費用を対象とする。

令和5年4月～令和6年3月 57

　生徒一人ひとりの目標に向かって努力したり、仲間同士の信頼関係の
構築をめざして事業を進めた。各部とも日々熱心に取り組み、熱心に活
動し、力を伸ばした。市大会等においても、多くの生徒が活躍し、日々の
練習成果を発揮した。また、吹奏楽部、美術部など、文化部においても
日々充実した活動を行い、学校祭では日常の練習や作品製作の成果
を発表した。

各種大会で頑張ったことが各部の部員にとって
大きな自信となっており、そうした自信が他の
部活動にも好影響を与え、部活動全体が活気
あるものになっていた。
　部活動の実施により、生徒の豊かな心の育成
や技術の習得、また、たくましい体力づくりを目
的とした効果的な事業を実施することができ
た。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　32%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。

2180 中学校課外活動助成金
中野中学校課外活動運
営委員会

学校教育の一環として、生徒の自発的な参加により、運動
や文化的ない活動を学級や学年の枠を越えたつながりの
中で、自主性、協調性、責任感、連帯感などの育成を目指
し、課外活動を実施したい。このような活動に必要な消耗品
や備品等、生徒が活動できる環境を整えるために活用させ
ていただきたい

令和5年4月～令和6年3月 169

各部の日々の練習や活動に必要な消耗品・物品購入に交付金を活用
できたことは、生徒の主体的な活動の後押しとなった。また、陸上部、バ
スケットボール部はチームとしてのユニフォーム購入に活用した。陸上
部はこれまで大会でのリレー種目に体操着で参加してきたが、４名が揃
いのユニフォームで参加できることになり、大きな励みとなった。バス
ケットボール部は中沢中学校と合同部活動としての活動を模索してきた
一年間であった。

学級や学年の枠を超えたつながりのもてる部活
動において、生徒は自主性・協調性・責任感・連
帯感などを育むことができた。運動部について
はコロナ禍以前の大会が実施されるようにな
り、生徒は目標を持って様々な経験を積む機会
に恵まれた。また、文化部は、地域に根差した活
動への出展や発表参加など、補助金の趣旨に
沿った活動を実施することができた。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　100%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。

2181 中学校課外活動助成金
串川中学校課外活動運
営委員会

・本校では生徒の望ましい人間関係の育成を目的とし、主
体的な活動を重んじた部活動に対して、補助事業を推進す
ることとする。
・助成金は各部の人数に比例して配分し、用具等の購入や
各種大会・対外試合等にかかわる費用に充てることとする。

令和5年4月～令和6年3月 143

・専門的な技能・教養を高めること、望ましい人間関係を築くことや向上
心・自主性を養うこと等を目的とし、生徒は、個人やチームとしての目標
を掲げ、自主的・積極的・継続的に活動を行い、大会や学校祭において
成果を発揮した。

・課外活動助成金で各部の消耗品の補充をは
かり、活動の補助をすることができた。その結
果、制限のある中ではあるが、生徒は各自の目
標を持ち、日々努力を重ね、大会等において成
果を発揮した。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　28.9%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2182 中学校課外活動助成金
北相中学校課外活動運
営委員会

学校教育目標「豊かな心と確かな判断力をもち自ら学び、
互いに高め合える生徒を育成する」を具現化するために次
の通り取り組む。
①生徒の主体的な活動の場とする。
②各部の活動を通して、豊かな心やたくましい体を培う。
③共に切磋琢磨し、仲間と心を通わせ、協調性や団結力を
培う。
補助金の使途としては各部や全部活動で共有する消耗品
や用具の購入経費として使用する。また、以前課外活動助
成金により、購入した物品の修繕費等として使用する。

令和5年4月～令和6年3月 63

○心身の健全な成長を図ると共に、集団の一員としての自覚を深め、よ
りよい生活を築こうとする自主的・実践的な態度を育てることを目的と
して取り組んだ。キャリア教育の自律する力を視点におき、生徒の主体
的な活動が行われるように工夫をした。全校生徒の９割を超える生徒が
部活動に参加しており、上級生と下級生の縦の関係を生かしながら、同
じ目的に向かって切磋琢磨し、仲間との信頼関係の構築できるように支
援した。

○生徒の心身の健全な成長、集団の一員として
の自覚の深化、自主的・実践的な態度の育成を
行うことができた。部活動の様々な取組の中
で、上級生としての役割を果たし自己有用感を
育てることができた。上級学校や社会で生かす
ことができる力の育成ができた。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　53.4%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。

2183 中学校課外活動助成金
内郷中学校課外活動運
営委員会

部活動の一環として、生徒の豊かな心とたくましい体を養う
ため、課外活動の振興を図る。地域活動や事業への参加な
ど、社会貢献につながる活動を行う。各部活動での用具等
の購入、各種大会・対外試合等に関わる参加費、経費とし
て使用する。

令和5年4月～令和6年3月 32

　本校では、興味関心のある同好の生徒が参加し、体力や技能の向上
を図ることや、異年齢の交流の中で、生徒同士や生徒と教師等の好まし
い人間関係等を構築したり、学習意欲の向上や自己肯定感、責任感、
連帯感の涵養したりすることをねらいとして４つの部（ソフトテニス部、
陸上競技部、芸術部（音楽）、芸術部（美術））が活動を行った。今年度
の部活動参加率（部活動参加生徒/在籍生徒）は、92.5％であった。

90％以上の生徒が参加する部活動に対して、
助成金で消耗品の補充をすることで、各部にお
ける活動を継続させたり、活動の幅を広げたり
するなど、各部の活発な活動を補助することが
できた。生徒にとっては、活動の場面が増えるこ
とになり、結果として生徒の学校生活が充実す
ることにつながった。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　100%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。

2184 中学校課外活動助成金
藤野中学校課外活動運
営委員会

・本校では、専門的な技能・教養を高めることにより、個性を
伸ばし、生活に自信を持ち、充実した学校生活を送る等を
目的とし、部活動を行っている。その目的のために、運動部
では、日々の練習を行い、練習試合、大会に参加している。
文化部では、日々の活動の文化祭や地区の文化祭などで
発表や演奏を行っている。
・課外活助成金で各部の用具等助成金の補充、大会等の
補助をはかる。

令和5年4月～令和6年3月 101
通学時間や通学距離が長い生徒がいる中で、部活動所属生徒の多く
が、自己やチームとしての目標を掲げ、自主的・積極的・継続的に活動
を行っていた。

 課外活動助成金で各部の大会参加費や消耗
品の補充をはかり、活動の補助をすることがで
きた。その結果コロナ禍の中ではあるが、活動
が活性化した。各部活の活動資金としてたいへ
ん役だっている。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　100%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2185 中学校課外活動助成金
青和学園課外活動運営
委員会

部活動は教育課程外の教育活動で、学校が教育上必要で
あると認めて設置しているものである。これは、生徒の興
味、関心に基づく希望参加とし、心身の健全な発達、技術の
向上を目指す生徒で編成されるものである。従って、生徒
の自主的活動を重んじるが、教員の指導のもとに、安全か
つ計画的に実施する教育活動である。その活動に要する経
費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等に関わる
経費に運用したい。

令和5年4月～令和6年3月 15

各部で、県あるいは全国の競技団体に登録する費用をはじめ、大会へ
の参加費を本事業の支援によりその負担が軽減化された。
  また、ボール等の消耗品の購入を助成金に充当し、有効に活用するこ
とができた。

　課外活動は中学校生活の中では重要な役割
を果たしている。特に学習では学ぶことのでき
ない、集団生活や、自他の葛藤、技術の習得、
大会や対外試合の経験等から、人格の形成や
人間性の向上に役立っている。
　今年度は、休校期間や活動停止期間もあり活
動する時間が少なかったが、各部とも与えられ
た時間を有効に使い、意欲的に活動することが
できた。また、保護者の信頼による支援のもと、
充実した成果を得ることができた。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　16.3%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入の経
費を助成することにより、課外活動
の振興を図ることができ、生徒の望
ましい人格形成、明るくたくましい
心身の育成、技術・知識の修得に
寄与している。

2186 中学校課外活動助成金
鳥屋学園課外活動運営
委員会

学校の教育活動の一環として、スポーツおよび文化芸術に
興味と関心を持つ学園生が、教員等の指導の下、自発的・
自主的に活動を行い、自己の技術向上を目指したり、地域
の文化的諸活動に参加したりする中で、豊かな心とたくまし
い体を養うため、課外活動の振興を図る活動を行う。
補助金の使途としては、各活動で必要な用具・ルールブック
等の購入費用、各種大会・対外試合等の参加に関わる経費
として使用する。

令和5年4月～令和6年3月 17
課外活動助成金により、各部活動において必要な消耗品の補充、各種
大会参加費の補助を行うことができた。

部活動の習性化により、学園生活において学園
性が部活動で培われた自主性を生かす様子が
見られた。また、対外試合等の各校部員との交
流を通して、学園生一人一人の視野がひろが
り、より活発な学園生活に繋げることができた。

教育局
学務課

生徒の豊かな心とたくましい体を養うため、課外活動の振興を図ることを目
的とする。
活動に要する経費として、用具等の購入、各種大会・対外試合等にかかわ
る経費を対象とする。
補助率　53.5%

有
中学校課外活
動助成金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

課外活動に係る用具等の購入、各
種大会・対外試合等の経費を助成
することにより、課外活動の振興を
図ることができ、生徒の望ましい人
格形成、明るくたくましい心身の育
成、技術・知識の修得に寄与してい
る。

2187
相模原市立小学校教育
研究会補助金

相模原市立小学校教育
研究会

相模原市立小学校教育研究会会員の各教科等における専
門性の向上と社会性、人間性を高めるための幅広い研究
活動を実施する。相模原市立教育研究会での消耗品等の
購入及び、研修会費、経費として使用する。

令和5年4月～令和6年3月 868

相模原市立小学校教育研究会は市内の小学校教職員で構成され、今
年度は１，９３４名（短期会員含む）で、研究・研修活動を進めた。２０の教
科領域部会をさらに３～６グループに分け、年７回の研究日を設定し、
研究授業や研修、情報交換を行った。７月には全員研修を行い、新しい
視点での講演を聴くことができた。子ども達の活気あふれる学校づくり
に向けた授業技術や専門職技能の向上をめざした。

各小学校の教職員が各教科・領域２０部会で年
７回の研究日を設定し、授業研究や専門技能
研修を推進し、授業改善・学校の活性化に向け
た研究を進めることができた。県小研の中央大
会に参加し、県内各地の教育実践に触れ、教育
活動に生かすことができた。全員研修において
は、フリージャーナリストの池上彰氏を講師に迎
え、新しい視点から学ぶことができた。

教育局
学務課

事業詳細は別紙事業計画のとおり
補助率24.6％

有

相模原市立小
中学校教育研
究会補助金交
付要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金は各教科・領域の２０部会で
の授業研究・専門技能研修を推進
し、授業改善、学校の活性化に向け
た研究に活用された。県内各地の
教育実践に触れ、小学校教育の実
践専門職技能の向上を図れたこと
により、本補助金の目的に寄与して
いる。

2188
相模原市立中学校教育
研究会補助金

相模原市立中学校教育
研究会

市内中学校の教職員相互の協力により、教職員の研究・研
修、ならびに生徒の資質向上に関する事業を行い、中学校
教育の発展に寄与することを目的とする。補助金は、各研
究部における研究資料の収集及び大会参加費として使用
する。

令和5年4月～令和6年3月 499

前年度の研究成果に基づき、学習指導要領の趣旨を踏まえた教育の推
進をめざして、より充実した取組ができた。各研究部は、教育課程実施
上の諸課題を解明し、３年間を見通した研究を推進することができた。
特に各教科部会では、完全実施となった学習指導要領の授業研究実践
上の諸課題について研究を進めた。また各研究部は、運営並びに研究
課題の検証結果に基づき、その具体的な解決策を組織的に検討した。
今年度の研究の成果については、研究集録としてまとめ、各校、各会員
が共有化することができた。

各研究部の教育実践研究によって、生徒の個
性の伸長と生きる力の育成を推進し、会員相互
の研鑽を深め、資質の向上を図ることができ
た。また、各研究部は、具体的に運営ならびに
研究課題について、工夫改善を検討し実践す
ることにより、今後の研究推進に良い効果をも
たらしている。生徒を対象とした主催事業とし
て、今年度６回目を迎えた「さがみはら生徒会
長会議」を実施し、オール相模原としてのリー
ダー育成に効果を発揮している。

教育局
学務課

事業詳細は別紙事業計画のとおり
補助率18.0％

有

相模原市立小
中学校教育研
究会補助金交
付要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金は各教科の研究部会及び研
究発表会において学習指導要領を
踏まえた教育課程実施に係る諸課
題研究や教育実践研究及び課題
解明に活用された。また、政令指定
都市としての研究会の在り方につ
いて、検討整理を行い、安定した事
業の取組みを実践するなど、中学
校教育における自主的な調査及び
研究活動の促進を図れたことから、
本補助金の目的に寄与している。

2189
相模原市立小中学校教
育器楽合奏研究会補助
金

相模原市立小中学校教
育器楽合奏研究会

相模原市立小中学校及び義務教育学校における音楽教育
の向上及び管楽器合奏の推進に向けた教育活動を実施す
る。相模原市立小中学校教育器楽合奏研究会での消耗品
等の購入及び、管楽器・指揮法講習会費、経費として使用
する。

令和5年4月～令和6年3月 60

相模原市立小中学校及び義務教育学校における音楽教育の向上及
び、管楽器合奏の推進に向けた教育活動の実施のため、児童生徒に向
けて管楽器講習会を実施した。また、管楽器講習会と併せて教職員向
けに指揮法講習会を実施し、教職員に向けて広く門戸を開いた活動を
行った。

児童生徒に向けて管楽器・指揮法実技講習会
を実施することで、相模原市立小中学校及び義
務教育学校における音楽教育の向上に貢献し
た。

教育局
学務課

事業詳細は別紙事業計画のとおり
補助率100％

有

相模原市立小
中学校教育器
楽合奏研究会
補助金交付要
綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金は、管楽器・指揮法実技講
習会の実施に係る経費として活用
され、音楽教育の向上及び管楽器
合奏の推進につながったことから、
本補助金の目的に寄与している。

2190
相模原市立小中学校視
聴覚教育研究会補助金

相模原市立小中学校視
聴覚教育研究会

市内全小中学校定例理事会を中心とした研究活動、児童・
生徒の情報活用能力の向上、相模原市が全国的にも最先
端として注目されているプログラミング教育、学校教育活動
におけるＩＣＴ活用等の推進を図るため、視聴覚教育全般に
わたる研究活動を実践する。GIGAスクールによって整備
された教育用タブレットの運用について研究を進めていく。
また、研究成果等について様々な研究大会等で発表・報告
を行い、上部団体等との連携を図り、常に新しい情報を取
り入れ、市内に情報提供していく。

令和5年4月～令和6年3月 177

本市小中学校１０９校の教員で構成される定例理事会を中心に、児童
生徒の情報活用能力の向上や教育活動におけるICT活用の推進や次
期学習指導要領に示されているプログラミング学習のあり方など、視聴
覚及び情報教育全般にわたる研究・実践を行ってきた。また、１人１台の
タブレットPCが入り、活用について先進的に研究を行い、情報発信して
きた。
・定例理事会、総会、企画会、各研究部による提案授業の実施と実践報
告会
・機関紙「考える目」（研究紀要）の発行（ホームページ上）
・放送コンテストの実施・研究委嘱
・全国の視聴覚研究団体との研究交流

本市小中学校１０９校の教員で構成される定例
理事会を中心に、児童生徒の情報活用能力の
向上や教育活動におけるICT活用の推進や次
期学習指導要領に示されているプログラミング
学習のあり方など、視聴覚及び情報教育全般
にわたる研究・実践を行ってきた。また、１人１台
のタブレットPCが入り、活用について先進的に
研究を行い、情報発信してきた。
・定例理事会、総会、企画会、各研究部による
提案授業の実施と実践報告会
・機関紙「考える目」（研究紀要）の発行（ホーム
ページ上）
・放送コンテストの実施・研究委嘱
・全国の視聴覚研究団体との研究交流

教育局
学務課

事業詳細は別紙事業計画のとおり
補助率100％

有

相模原市立小
中学校視聴覚
教育研究会補
助金交付要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金は、当該研究会の各研究部
活動費及び放送コンテスト運営費
等に活用された。定例理事会等に
おいて、視聴覚及び情報教育、次
期学習指導要領におけるプログラ
ミング学習に関する研究成果や実
践例を示すことで、本市のICT環境
を活かした情報教育の推進に寄与
した。これらのことから、本補助金
の目的に寄与している。

2191
相模原市学校図書館協
議会補助金

相模原市学校図書館協
議会

相模原市内の小学校・中学校・義務教育学校の学校図書
館協議会の企画・運営を通して小・中・義務教育学校の学
校図書館教育の充実を図り、教育活動に寄与する。そのた
めに、神奈川県学校図書館協議会等と連携し、読書感想文
等の取組をする。補助金の使途は、神奈川県学校図書館協
議会及び市内私立校との情報共有や神奈川県学校図書館
夏期研究大会、関東地区学校図書館研究大会への参加に
必要となる費用である。

令和5年4月～令和6年3月 55

○第６９回青少年読書感想文コンクールの取組
　６月～８月　各校取組、９月　市審査会、１０月　県審査会
○第３５回読書感想画中央コンクールへの取組
　６月～１２月　各校取組、１月　市審査会および県審査会

読書感想文・感想画に各校が取り組み、感想
文・感想画コンクールに多くの作品の応募が
あった。市から選ばれた作品が県審査会及び
全国審査会に入選することができた。

教育局
学務課

事業詳細は別紙事業計画のとおり
補助率98.2％

有

相模原市学校
図書館協議会
補助金交付要
綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金は各種コンクールへの取り
組みをとおして、学校図書館教育
の啓発、活性化及び読書指導の推
進等に活用された。読書感想文・感
想画は、県審査会及び全国審査会
で入選するなど、市立小中学校に
おける学校図書館教育及び読書指
導の充実を図れたことにより、本補
助金の目的に寄与している。

2192
相模原市中学校体育連
盟補助金

相模原市中学校体育連
盟

相模原市中学校体育連盟主催大会（相模原市総合体育大
会・秋季大会）及び各専門部が行う各種講習会における運
営費、救護費（看護師派遣・薬品代）の他、本部運営費並び
に専門部運営費（講習会費・審判員謝礼）として補助金を活
用し、事業を行っている。

令和5年4月～令和6年3月 6,281
第６５回相模原市中学校総合体育大会及び相模原市春季大会、第５６
回相模原市秋季体育大会等の運営費、各種目専門部の事業費、本部
運営費。

相模原市中学校生徒の大会及び講習会等によ
り、生徒の体力技術の向上だけでなく、キャリア
教育の視点においても成果があった。また、本
年度は保護者の会場に来館しての参観、応援
も認めることとした。大会の盛り上がりが感じら
れ、社会貢献度は高くなった。

教育局
学務課

事業詳細は別紙事業計画のとおり
補助率74.8％

有
相模原市中学
校体育連盟補
助金交付要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金は、体育的諸事業の企画・
運営や、各種体育大会における看
護師及び公認審判委員派遣に活用
された。また、市立中学校における
運動競技の発展及び大会運営の定
着によるスポーツ文化の向上が図
られたことにより、本補助金の目的
に寄与している。

2193
相模原市特別支援教育
研究会補助金

相模原市特別支援教育
研究会

相模原市立小中学校並びに義務教育学校に在籍する児童
生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な支援を行う
特別支援教育の充実・啓発のために、年間を通じて研究・
研修・行事等を実践する。

令和5年4月～令和6年3月 67

５つの専門部会に分かれ、それぞれが研究を進めながら専門性を高め
ていくことをめざしつつ、相模原市特別支援教育研究会としては、様々
な障害種別について情報を共有し、相模原市全体の支援教育の充実発
展をめざし活動を推進することができた。

今年度は医療的ケアに係る実践について、市内
の教職員で共有し、特に「導尿」について学ぶこ
とができた。また、定例会や障害種別ごとの専
門部会を通して、個々の教育ニーズに応じた対
応力、また専門性の向上を図ることができた。

教育局
学務課

事業詳細は別紙事業計画のとおり
補助率66.0％

有

相模原市特別
支援教育研究
会補助金交付
要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金は各種の研究会及び研修会
を開催し、支援教育の充実、専門
性の向上に活用された。各種の専
門部会では、授業の実情を振り返
り、改善の機会とし、児童生徒の指
導に活かせたことにより、本補助金
の目的に寄与している。

2194
神奈川県高等学校定通
教育振興会補助金

神奈川県高等学校定通
教育振興会

県内高等学校の定時制通信制教育の振興を図るため、定
通教育全般にわたる普及、生徒の福利増進、調査研究活動
等を行う。

令和5年4月～令和6年3月 20

○定通教育関連の文化的行事および体育的行事を実施する団体への
助成を行った。
○全振関東支部事務局として第６３回全振関東支部「千葉大会」に対面
参加した。
○全振関東支部事務局として第７４回全振「岡山大会」に対面参加し
た。
○高等学校定通教育に関する各種の統計調査を実施した。
○活動報告として「定通時報」、統計資料として「定通便覧」を発行し
た。
○全国、県高等学校定通教育振興会の優秀生徒表彰を行った。
○全振への定通教育功労者表彰を行った。

○今年度は生徒が参加するすべての事業を、
十分な感染対策をとりながら従来通りの形式で
行うことができた。定時制・通信制で学ぶ生徒
たちに多くの発表、活躍の場を提供することが
できただけでなく、広く内外に広報することによ
り定通教育の重要性をアピールすることができ
た。
○全国定時制通信制教育振興会の活動に参加
することにより、各都道府県と定通教育に関す
る課題の共有を行うとともに、未来の定通教育
の進むべき道を探る一助となった。

教育局
学務課

事業詳細は別紙事業計画のとおり
補助率1.1％

有

神奈川県高等
学校定時制通
信制教育振興
団体補助金交
付要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金は定時制・通信制高等学校
の生徒を対象とした文化的・体育
的行事実施に活用され、生徒の発
表・活躍できる場となり、定時制・通
信制教育の普及・啓発活動を実施
した。また、定通教育に関する全国
大会等においても、各都道府県に
おける施策や研究活動を発表し、
定時制通信制教育の振興を図れた
ことにより、本補助金の目的に寄与
している。
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No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2195
県央県北地区高等学校
定時制通信制教育振興
会補助金

県央県北地区高等学校
定時制通信制教育振興
会

１　地区高等学校定時制通信制教育の普及、啓発及び調査
研究
２　地区在籍生徒の厚生福祉に関する事項並びに教育活動
の助成

令和5年4月～令和6年3月 308

・北相地区高等学校定時制通信制球技大会（６～７月）
・第３４回県央県北地区高等学校定時制通信制芸術作品展（１１月）
・振興会報発行（第６７・６８号）
・各校での進路相談会（１１～３月）
・各校の部活動・生徒会活動への助成、就学援助
・理事会及び総会、事務局校会議、行事担当校会議の開催

・球技大会では、部活動での日頃の練習の成果
が十分に発揮されたほか、学校間の交流も図ら
れた。
・芸術作品展は、授業や部活動で創作活動に励
む生徒にとっての目標となっているだけでなく、
来場した保護者や職員にとっても、生徒の活躍
を実感できる貴重な場となった。
・進路相談会では、中学生と保護者に定時制・
通信制高等学校の特徴や仕組みを説明して理
解を得ることができた。
・会報の発行を通じて、振興会の活動を地区内
の市町村や中学校に周知することができた。

教育局
学務課

事業詳細は別紙事業計画のとおり
補助率30.4％

有

神奈川県高等
学校定時制通
信制教育振興
団体補助金交
付要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

補助金は定時制・通信制高等学校
の生徒を対象とした球技大会・芸
術作品展の運営に活用され、地区
を超えて交流する機会へとつな
がった。また、進路相談会開催や会
報の発行を通して、定時制通信制
教育の振興を図れたことにより、本
補助金の目的に寄与している。

2196
学校安全見守り団体活
動助成金

田名小学校防犯パト
ロールの会

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16
・７地区のグループに分かれ、毎日登下校時における児童の安全見守り
活動を計画的に実施した。
・安全ボランティア会議を書面にて開催した。

　活動を継続していることが、子どもたちを見守
るのみならず、犯罪を抑止することにつながっ
ている。地域ぐるみで子どもを育てるという意
識が高まっている。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2197
学校安全見守り団体活
動助成金

上溝小学校子ども見守
り隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・地域住民や保護者など見守り隊に登録しているメンバーで、登下校時
における見守り活動を実施した。
・児童から募集した標語を用いて安全のぼり旗を作成し、校門に設置し
た。
・ボランティアさんお礼の会において、見守り活動の反省会を実施した。

・継続して見守り活動を行うことがドライバーへ
の抑止になり、交通量の多い朝の時間帯でも、
子どもたちの安全な登校を支援することができ
た。
・毎日声をかけることで、子どもたちが進んで挨
拶をするようになってきた。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2198
学校安全見守り団体活
動助成金

大沢小学校安全ボラン
ティア子ども見守り隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16
　担当場所を決め、登下校時における児童の安全見守り活動を計画的
に実施した。

・児童への挨拶を通してコミュニケーションの輪
が広がっている。
・交通量が多い、歩道が狭い、歩道が整備され
ていない等、児童の登下校の通学路の環境は
厳しい。そのような中、多くの交差点や危険箇
所に登校時、下校時に立ち、児童の安全確保に
努めた。大きな事故がなく、１年を終えることが
できたことは最大の成果と言える。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2199
学校安全見守り団体活
動助成金

旭小学校見守り隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・各地区の横断歩道や交差点で、登下校における児童の見守り活動を
実施した。
・悪天候のため登校時刻が変更になった際にも連絡を取り合い、いつも
と変わらず見守りを実施することができた。

・見守りの活動を継続して行うことが、児童が安
全に登校しようとする意識を高めたと同時に、
登下校時の防犯対策にもなった。
・見守り隊と児童が互いに挨拶を交わすこと
で、児童が安心して登校できた。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2200
学校安全見守り団体活
動助成金

向陽小学校　見まもり隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

　地区ごとに担当場所を決め、登下校における児童の安全見守り活動
を計画的に実施した。
　年間２回、学校職員を交えて会議を開催し、情報交換等を行った。２
回目は、会議の前にお礼の会を対面で行うことができた。

　継続した活動により、地域での犯罪抑止に繋
がっている。
　見まもり隊が活動する様子を見て、地域安全
のために自分も社会貢献活動に参加したいと
いう方も出てきている。
　市や学校から不審者や犯罪等の情報提供が
あった際には、登下校の時間以外にも、可能な
範囲で見守りを行っている。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2201
学校安全見守り団体活
動助成金

相原安全パトロール隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・登下校時の児童の見守り活動(相原小学校の全登校日において実
施)。
・地区の防犯パトロール活動(見守り活動の前後において随時実施)。
・学校交通安全関係者の情報交換会等への出席(本年度、１回実施)。
・パトロール隊の総会を実施(令和５年６月１６日)

　児童の登下校時、危険箇所を中心に、毎日見
守り活動を実施することができた。また、安全パ
トロール隊の隊員の児童への言葉がけが、地域
内での挨拶の奨励につながると共に、犯罪等を
抑止することにもつながっている。また、日々の
登下校時においてパトロール隊と挨拶をするこ
とを通して、本校児童は挨拶をする習慣を自然
と身に付けていくことができた。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2202
学校安全見守り団体活
動助成金

淵野辺見守り隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16
・車の多い場所や、横断歩道などの通学路中の１０カ所に数人ずつ順番
にあたり、毎日の見守りを行った。

・活動を継続して行うことが、犯罪の抑止力と
なっている。
・大人の目が光っていることから、児童の交通
マナーが向上している。
・年２回児童からのお礼の会を設け、その場で、
苦労話などを守られる側の児童が聞くことがで
き、ありがたさを知るよい機会となった。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2203
学校安全見守り団体活
動助成金

南大野小学校見守りた
い

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・５地区のグループに分かれ、登校時や下校時における児童の安全見守
り活動を計画的に実施した。
・見守りたい情報交換会を２回実施して、日頃の見守り活動についての
意見を出し合い情報交換を行った。
・「見守りたい情報交換会」報告書を作成し、保護者に配付をした。

　本事業の活動を継続して行うことが、登校時
の安全確保や犯罪の抑止力となっている。
　登校時や下校時に児童が安全に通学路を通
行できるように、交差点や交通量の多い場所で
見守り活動を行っている。登校時はＰＴＡでも
当番制で旗振り活動をしているが、下校時は地
域ボランティアを中心に活動をしている。地域ぐ
るみで子どもの安全を守ろうという気運が高
まっていることがうかがえる。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2204
学校安全見守り団体活
動助成金

谷口台小子ども見守り
隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

自治会の組織や地区のグループに分かれ、登下校時における児童の安
全見守り活動を計画的に実施した。地区ごとに交替しながら無理なく進
めることができた。

活動日は、土日、休日を除いた毎日

　登下校時の見守りやパトロール、下校時の見
回り活動などを継続して行うことが犯罪の抑止
力になっている。
　また、地域住民による見守りも実施しているた
め、児童は安心して登下校できる。地区によっ
ては、子ども会の保護者も見守り隊の一員とし
て見守りやパトロールをしてくださり、地域ぐる
みで子どもを犯罪から守ろうという気運が高
まっている。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2205
学校安全見守り団体活
動助成金

清新小みまもり隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

○登下校時の児童の見守り活動
　全登校日に地区のグループに分かれ実施した。
○地区の防犯パトロール等の活動
　不審者情報等を入手した時は、通常よりも注意を払い活動した。

　児童が事故に遭うことなく、安全に登下校する
ことができた。
　各ボランティアの担当場所周辺において、徒
歩や自転車で巡回することにより、児童の安全
を確保するとともに、犯罪がおこりにくい地域づ
くりに努めることができた。
　日頃から児童に声かけをし、地域の中で交流
することにより、児童の安全に大きく貢献するこ
とができた。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2206
学校安全見守り団体活
動助成金

東林小学校安全ボラン
ティア団体

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・登下校の児童の見守り活動を行った。(原則として全登校日に実施)
・ボランティアが予定した場所の周辺において、主に徒歩で巡回し安全
を確認している。
・安全ボランティア総会を開催した。(令和５年６月７日　参加者２０名)
・安全ボランティアの活動を、地域やＰＴＡ等に知ってもらえるよう、お便
りやSNSを活用し発信した。

・活動を継続して行うことが、犯罪の抑止力と
なっている。
・安全ボランティアの活動を、地域やＰＴＡ等に
知ってもらえるよう、お便りやSNSを活用し発
信していただく機会が増え、地域ぐるみで子ど
もを犯罪から守ろうという意識が高まるよう活
動を進められた。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2207
学校安全見守り団体活
動助成金

光が丘小学校見守りレ
ンジャー

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・学区内６地区にて、登下校時の児童の安全見守り活動を実施した。
・年２回(６月・２月)、見守り隊を交えた懇談会を行い、意見を募った。
・ＰＴＡ便りにて常時募集中。
・保護者のボランティアは、新入生説明会時に必要性を説明の上、募集
用紙を配布した。

・登校時、見守り活動を行うことで、児童の安全
を確保。
・帽子、ベストを着用することで、一目で防犯活
動を行っていることがわかるため、犯罪、事故
の抑止力となっている。
・見守り活動を行うことで、子どもたちが交通
ルールを意識。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2208
学校安全見守り団体活
動助成金

ぬまっこ見守り隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

児童登下校時に安全見守り活動が行えるよう、保護者、地域住民を対
象に見守り隊に登録してもらえるよう配布した。
登下校の安全についての情報交換会を行い、現状について意見交換し
た。

地域ぐるみで子どもが安全に登下校できるよう
にする為、学区内の自治会長や地域住民と話
す機会があり、現状や今後の課題を伝えること
ができた。
危険ケ所について隊員から聴取し、地域のかた
に伝えることができた。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2209
学校安全見守り団体活
動助成金

共和小学校子ども安全
見守り隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

○３地区のグループに分かれて、登下校時における児童の安全見守り
活動を計画的に実施した。
○下校後の児童の見守りや、道路上等での行動について、指導を重ね
た。

○児童並びに保護者に対して、さらに、地域の
方々にも交通安全に対する意識の向上を図る
ことができた。
○児童の居住地区並びに、地域安全に対して、
パトロールをすることで、犯罪への抑止力とな
り、安全安心な町づくりへ大きな貢献をした。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2210
学校安全見守り団体活
動助成金

鶴の台子ども見守り隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

　地域のボランティア、通学安全指導員、民生委員、交通安全協会会員
らとPTA校外委員担当保護者が登下校における児童安全見守り活動
を計画的に実施している。登校日は、見守り隊所定地と教職員が校門
付近で、旗振り等の見守りを実施した。毎月初めと20日の指導日に保
護者及び分担教員が安全指導を実施した。

　登下校時の見守りやパトロール等継続して行
うことで、交通事故や犯罪防止の抑制力になっ
ている。
　長年継続したボランティアの他、地域の民生
委員が分担の中に、組み入れられているなど、
地域ぐるみで子どもたちを事故や犯罪から守ろ
うという意識が定着している。地域住民が登校
時の子どもの様子を気にかけてくれていたり、
子どもたちとのつながりが強くなっている。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2211
学校安全見守り団体活
動助成金

かしま子ども見守りパト
ロール隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16
○地区のグループに分かれ、登下校時に児童の安全を守るために活動
した。

　毎日、児童の下校時刻に合わせて見守りする
ことにより、子どもの通学の安全が図れた。ま
た、学区内の危険箇所を把握し、必要に応じて
関係機関に連絡を取っていただくなど、児童の
安全確保に努めていただいた。
　この活動を通して、児童とボランティアの間の
交流(日々の声かけや感謝の手紙等)が生ま
れ、学校と地域の関わりが深まった。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2212
学校安全見守り団体活
動助成金

大野台小学校学校安全
ボランティア

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

大野台地区と西大沼地区のグループに分かれ、登下校時における児童
の安全見守り活動を計画的に実行した。今年度はコロナも納まってきた
ということで、６月には４年ぶりに学校安全ボランティアの方たちの会議
を開催し、意見交換を行った。また２月にボランティア集会やボランティ
ア会議を開催した。集会は４年ぶりにオンラインではあったが、子どもた
ちからボランティアの方にお礼や歌を贈ることができ、大変よい機会と
なった。

本学区は、地域や保護者の防犯意識が高く、登
下校の見守りやパトロールに主体的に参加して
いる。こうしたことが犯罪の抑止力になってお
り、本団体の活動についても一助となっている
と自負している。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2213
学校安全見守り団体活
動助成金

並木小みまもり隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16
・地区に分かれ、登下校時における児童の安全見守り活動を計画的に
実施した。

・活動を継続して行うことで近所の方からあい
さつをされることが多くなり、またみまもりの活
動にボランティア以外の方も参加するなど、地
域ぐるみで子どもを守ろうという雰囲気が高
まっている。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2214
学校安全見守り団体活
動助成金

若草小学校　たんぽぽ
の会

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

○若草小学校の学区内において、次のような活動を行った。
　・登下校時の児童の見守り活動及び交通安全指導。
○児童の安全に関わる情報を学校に提供した。
　・地区の防犯パトロール(PTA)。

地域の方や自治会による登下校時の見守りや
地区内のパトロールは、継続して行うことで、犯
罪への抑止力となっている。
　また、交通安全指導では、信号無視などの交
通違反車から児童の身を守ったり、児童の道路
への飛び出しを制止したりするなど、事故防止
に貢献している。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2215
学校安全見守り団体活
動助成金

小山小子ども安全見守
り隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・小山地区と南橋本地区に分かれ、児童の登下校時における安全の見
守りを実施した。
・登録者は年々減る傾向であり、毎月の活動人数は小山地区が８名、南
橋本地区が７名である。
・登校時間変更等の予定が変わる場合は、各地区の代表に電話連絡を
して状況を伝え、無理のない範囲で見守り人数を増やして対応した。

・通学路の交差点や人通りの少ない所に立っ
て、児童の登下校を見守り活動を継続して行う
ことが、犯罪の発生を未然に防ぐ役割を果たし
ている。
・地域ぐるみで、子どもの安全を見守る活動を
通して、地域内の連携や児童との関わりの機会
が増し、互いにあいさつを交わすなどの交流も
図られた。
・登校の際に転倒した児童の対応をしていただ
き、交通安全だけでなく、児童の心理的安全も
図られている。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2216
学校安全見守り団体活
動助成金

横山地区防犯連絡会議

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16 ・児童下校時の交差点等における見守り
・児童の安全面を優先に見守り活動を行えた。
・学校と連携して、毎月児童の下校時刻を周知
できた。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。
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2217
学校安全見守り団体活
動助成金

大野小愛情一番見守り
隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16
・登下校時の児童の安全見守り活動
・地区の防犯パトロール活動

　見守り隊会議では、活動日時の確認や連絡網
等の確認や児童の様子を聞くことができた。
　また、保護者の皆様や地域の方々とともに、地
域みんなで子ども達の安全を見守るという意識
が高まった。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2218
学校安全見守り団体活
動助成金

くぬぎ台小子ども安全見
守り隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16
・隊員１０名が、登校時・下校時に児童の見守り活動を行っている。
・登校日のうちほぼ毎日活動している隊員と、互いに声を掛け合い週に
２回程度活動している隊員もいる。

　登校時や下校時に見守り活動を継続して行っ
ていることで、犯罪を抑止する効果がある。
　児童や保護者と交わすあいさつや言葉を励み
に活動をしている隊員も多い。総会や報告会に
PTA本部や校外委員会の役員も出席すること
で、保護者との関係も深まり、地域全体で子ど
もたちを交通事故や犯罪から守ろうという意識
が高まっている。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2219
学校安全見守り団体活
動助成金

作の口小学校みまもり
隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・登下校時における児童の安全見守り活動を実施した。
・年２回６月と１１月に、みまもり隊情報交換会を行った。
　(参加者：学校、ＰＴＡ、スクールサポーター)
・児童から感謝の気持ちを伝える感謝の集いを行った。

　学区内は車や自転車の通行が多く、駐車場入
り口や狭い歩道が通学路となっているため、安
全ボランティアが活動することで児童の安全な
登下校が実現できている。
　みまもり活動中に児童や地域の方からあいさ
つをされることがあり、地域で児童を守る役目
を果たしている。
　情報交換会での内容が、ＰＴＡ校外委員会を
通して家庭に伝わり、家庭に周知することがで
きた。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2220
学校安全見守り団体活
動助成金

大野北小学校「地域子ど
もの安全見守り隊」

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

　登下校時刻にあわせて通学路に立ち、道路横断の誘導や通学路の安
全点検等、児童の安全見守り活動を実施した。
　月に１回程度、登校時刻にあわせて、自治会所有の青パトロールカー
で通学路巡回を実施した。
　通学路にかかわる工事等にも即対応し、安全な通学路の確保につい
て努めた。

　毎日の見守り活動の折々に、学校の職員との
情報交換ができ、安全面や子どもたちの様子で
気になること等は、迅速に対応することができた
ことは成果の一つである。
　あいさつを交わしたり、お礼を言ったりする児
童が増えた。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2221
学校安全見守り団体活
動助成金

つるっ子を守る会

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・登下校時における児童の安全見守り活動を計画的に実施した。
・学区内実地調査を行った。学区内で見通しが悪い交差点や路地の確
認、交通が多く事故が起こりやすい箇所の確認など、市の学務課、警察
の安全課、土木事務所の方も一緒に学区内を巡り、共通認識を持つこ
とができた。
・総会では、地域の方から見た児童の様子が話し合われたり、地域の危
険箇所確認ができたりと、顔合わせや意見交換を行い有意義な時間が
持てた。

　登下校時の見守りやパトロール等を継続して
行うことで、交通事故や犯罪の抑止力になって
いる。本会は２つの大きな自治会の方たちと
PTAの保護者、学校が構成員になっているの
で、子どもたちを犯罪から守ろうという意識の
もと、地域をつなぐ大きな役割をになっている。
　また、子どもたちも挨拶をしたり、感謝の気持
ちを手紙などで伝えたりと、地域の方とつなが
る大事な機会になっている。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2222
学校安全見守り団体活
動助成金

ふたばっ子みまもり隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16
・登下校時の児童の見守り活動
・地域の防犯パトロール
・その他、児童の安全見守りに関する各種活動

・通学路における交通事故や、不審者からの被
害などがなく、児童の安全な登下校が行えた。
・みまもり隊の方の見守りが、登下校時の児童
及び保護者の安心につながっている。
・学校、児童、保護者と地域の絆を深め、地域
住民としての共同体意識を高めることができ
た。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2223
学校安全見守り団体活
動助成金

陽光台小子ども見守り
隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・育成会、PTAと連携を図り、児童の安全の見守りを行った。
・正門前信号機の押しボタンが道路向きに設置されており、児童が車道
側に体を傾け危険なので、自治会長さん、安全協会、警察に連絡し対応
を依頼。学務課の方で表示をつけることになった。
・見守り隊員の家用自転車の荷かごに「子ども見守り隊パトロール中」
のパウチしたカードを貼ってもらっている。

・活動を継続して行うことと活動時に着用する
オレンジたすきは犯罪防止につながっている。
・パトロール中に近所の方からあいさつをされ
ることが多くなっている。
・学校や学校評議員会の方も含んだ「地域と学
校を結ぶ教育懇話会」を実施し、児童の登下校
の実態や地域への防犯・防災の呼びかけを行っ
た。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2224
学校安全見守り団体活
動助成金

大島小学校安全ボラン
ティア団体

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16
・大島小学校区において、児童の登下校の見守り活動を計画的に実施
した。

　活動を継続して行うことが、犯罪の防止ととも
に交通事故防止につながっている。
　学校の教育活動に参加することが、日頃の安
全ボランティアとしての人間関係作りの一助と
なり、子どもたちがあいさつをしてくれるととも
に、防犯や交通安全に対する声かけに答えてく
れることが増えている。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2225
学校安全見守り団体活
動助成金

二本松小学校安全ボラ
ンティア

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

○通学路上の交通量などを考えて見守りが必要な箇所において、毎日
の下校時に児童の見守り活動を計画的に実施した。
○活動時に気がついた点や改善点、活動場所の見直しなどをボラン
ティア会議で話し合い、活動日誌や口頭で学校に報告し、児童への安
全指導やPTAと連携した地域への安全啓発活動などに繋げた。

　活動を継続していることも一因となり、下校中
の児童の交通事故や大きなけがなどは発生し
ていない。
　見守り活動をしている姿は、子どもたちの安
全のみならず、意識の高い地域として捉えら
れ、犯罪を抑止することにも繋がっている。
　地域の不審者情報はここ数年少なくなってき
ていると感じる。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2226
学校安全見守り団体活
動助成金

田名北っ子みまもり隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16
清水・堀之内・四ツ谷地区のグループに分かれ、登下校時における児童
の安全見守り活動ならびに防犯パトロールを計画的に実施した。

活動を継続して行うことが、犯罪の抑止力と
なっている。
登下校指導中に近所の方からあいさつをされ
ることが多くなったり、新たに見守り隊に入会す
る方が増えたりと、地域ぐるみで子どもを犯罪
から守ろうという気運が高まっていることがわ
かる。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2227
学校安全見守り団体活
動助成金

地域の安全を考える会・
パトロール隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16
・登下校時の児童の見守り活動
・地域の防犯パトロール
・その他、児童の安全見守りに関する各種活動

・通学路における交通事故や、不審者からの被
害などがなく、児童の安全な登下校が行えた。
・みまもり隊の方の見守りが、登下校時の児童
及び保護者の安全につながっている。
・学校、児童、保護者と地域の絆を深め、地域
住民としての共同体意識を高めることができ
た。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
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国・県
補助金
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施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
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「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2228
学校安全見守り団体活
動助成金

青葉小学校区防犯対策
連絡会

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・児童の登校時に通学路に立ち、児童への声かけ、あいさつ、安全指導
を行った。
・下校時には、学校の下校時刻にあわせて、学年ごとに下校時の児童へ
の声かけ、あいさつ、安全指導を行った。
・見守り活動中に感じた安全への留意点について報告し合い共通理解
を図った。

・青葉小学校前の道路や県道村富線から抜け
道として利用する公民館前の道路、和泉短大
交差点など、危険が予測される場所で児童の
安全を見守った。
・青葉自治会と協力して、緑色の防犯ベストを
着用して見守りを行ったことで、地域住民や通
行車両に対して交通事故や犯罪の抑止力と
なった。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2229
学校安全見守り団体活
動助成金

谷口小の子どもを守る
会

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・児童の登校時の見守り活動
・地区の防犯パトロール活動
　(グリーンのベストを着用し、児童の登校に付き添うことや、犬の散歩、
ゴミ出しなどのながら見守りを実施)

・ながら見守りを呼びかけ、協力者が増えてき
ている。そのため、防犯ベストを着用した方を
児童の登下校時に多く見かけるようになった。
・児童だけでなく地域の方々にも朝のあいさつ
をすることで、互いが顔見知りになり、あいさつ
の輪が広がってきている。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2230
学校安全見守り団体活
動助成金

若松小学校安全対策協
議会

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16
・登下校における児童の見守り活動を毎日実施した。
・安全対策協議会を開催した。

・登下校時における見守りやパトロール等を継
続して行うことが、犯罪防止の抑止力になって
いる。
・登下校時のみでなく、毎日見守りをすること
で、挨拶がより多く交わされるようになった。
・意見交換。情報交換ができ、各地域間におい
て安全に対する意識の高揚が認められた。
・交通量の多いバス通りなど危険な通学路にお
ける安全確保ができた。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2231
学校安全見守り団体活
動助成金

街灯見回りボランティア
団体

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

　自治会、老人会、PTAなどが地区ごとに登下校時における児童の安
全見守り活動を計画的に実施した。
　地区の防犯パトロールが及び危険箇所の点検を行い、各地区から学
校に報告した。

　登下校の見守りやパトロールを継続して行う
ことが、交通事故防止や犯罪抑止力となってい
る。ご高齢の方々には雪や天候不順等のとき
は、無理のないように行っていただいている。下
校時刻の変更がある場合は、連絡調整してい
る。有事の際は、学校と連絡を取り合うようにし
ている。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2232
学校安全見守り団体活
動助成金

当麻田小学校安全ボラ
ンティア団体

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16
　代表者選出や児童・地域の様子の確認をし、登下校時における児童
の安全見守り活動を計画し実施した。

　活動を継続して行うことで、犯罪の抑止力に
なっている。
　子どもの安全を守ることのみならず、あいさつ
や言葉かけを通して、児童の地域への意識を高
めている。また、保護者も含め、地域ぐるみで児
童を守ろうとする気運が高まっていることを感
じる。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2233
学校安全見守り団体活
動助成金

夢の丘子どもの安全見
守り隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・活動地区：中央区・南区にまたがる学区を７地区のグループに分け、計
画的に見守り活動を実施した。
・学校便りや下校時刻のプリント、メールなどの情報を確認しながら円
滑な見守り活動を心がけた。

・学区内に多数存在する危険箇所を中心に児
童の登下校時の安全確保に貢献できた。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2234
学校安全見守り団体活
動助成金

富士見小安全ボランティ
ア

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・地区ごとに、登下校時における児童の安全見守り活動を計画的に実施
した。
・PTA地区校外委員との情報交換会を６月に実施し、登下校中の児童
の様子や通学路の安全について意見交換したり情報共有を図ったりし
た。

　活動を継続して行うことが、交通事故の防止
や犯罪の抑止力につながっている。
　児童からのあいさつにより、やりがいを感じな
がら活動に取り組むことができた。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2235
学校安全見守り団体活
動助成金

川尻小学校安全ボラン
ティア団体

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

○原宿地区、久保沢地区、向原地区に分かれ以下の活動を実施した。
・登下校時の児童の見守り活動(原則として全登校日に実施)
・地区の防犯パトロール活動
・その他、児童の安全見守りに関する諸活動

・活動を継続して行うことが、学区の交通安全
の維持、犯罪等の抑止力になっている。
・防犯パトロールにより、各種問題を早期に発
見し、自治会で解決策を考える等、地域を巻き
込んだ活動となっている。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2236
学校安全見守り団体活
動助成金

相模原市立湘南小学校
見守り隊ボランティア団
体

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

　登校時は、小倉地区宮原横断歩道から学校まで、毎日、見守り隊が児
童に付き添い登校を実施した。
　下校時は、低学年のみの下校時刻には必ず、見守り隊が小倉自治会
館または小川工業までの付き添い下校を実施した。
　年２回見守り隊会議を実施し、保護者に通学路危険箇所についての
情報を提供し、改善要望書を提出してもらうよう働きかけた。
　第２回見守り隊会議では、児童の登校班会議に参加し、児童の登下校
についての振り返りを聞き、意見交換を行った。

　湘南小学校の通学路は大型トラック・ダンプ
カーの通行がとても多く、通行時に児童が風に
あおられることもある。付き添い登下校を行う
際は、必ずベストを着用し、黄色い旗を掲げて
いるため、大型車は旗を見ると、スピードを落と
し走行するようになっている。長年の見守り活
動により、走行するトラックに児童の登下校が
周知され、注意喚起を促していることがわか
る。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2237
学校安全見守り団体活
動助成金

広陵小学校見守り隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16
・登下校時の児童の見守り活動
・学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
・その他児童の安全見守りに関する各種活動

・登下校時における児童の安全確保のため、通
学路を中心にパトロールを実施した。登下校時
の状況を随時教職員と情報共有することで、安
心して登下校できる環境作りをすることができ
た。
・地域における児童への声かけを積極的に行
い、不審者への防犯の一助になることができ
た。また、下校時にケガをしたり、体調不良等の
トラブルが起きたりした際の児童への対応も臨
機応変に行った。
・学校周辺における危険箇所(大雪時、台風時
等)などに関する情報提供をもとに、安全な通
学路を確保することができた。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2238
学校安全見守り団体活
動助成金

根小屋小学校根小屋守
レンジャー

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

○根小屋地区の通学路において、登下校中の児童の見守りと交通安全
を計画的に実施した。
○児童の登下校に付き添い、集合場所から学校まで一緒に歩いてくだ
さる方もいた。
○降雪により歩きにくくなった通学路の雪を教職員や地域の方と一緒に
除雪した。

　通学路の各場所で児童の見守りを毎日行うこ
とによって、児童・保護者に安心感を与えると共
に、犯罪の抑止力にもなっている。また、児童の
集合場所から学校まで一緒に歩くことで、登校
中の児童に、安全な歩き方の指導等をすること
もできた。さらに、お互いに挨拶を交わすことに
より、児童の健全育成にも寄与している。保護
者にも「根っこ隊」としての活動を推進してい
る。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期
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（千円）
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　２補助対象事業
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国・県
補助金
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補助期間
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対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
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「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2239
学校安全見守り団体活
動助成金

串川小子ども見守り隊

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・登校班に付き添って、声をかけたり、学校まで付き添ってくださったり
した。児童は学校内でのあいさつは比較的できるが、地域の方へのあい
さつがあまりできず、見守り隊の方々からも意見として出されている。た
だ、中には「日を追う毎に挨拶してくれる児童が増えた」という報告もあ
り、少しずつ地域の方への挨拶の習慣がついてきているようである。
・新しくボランティアに加わって頂ける方もいる一方で、来年度脱退する
方もいるので、来年度以降の隊員募集も活発に行っていきたい。

・新年度の始業式から、登校日に合わせて取り
組んでいただいた。事故や事件に巻き込まれる
ことなく、児童が安全に登校できたことは何より
の成果である。
・継続的な活動は犯罪の抑止力や交通安全に
大変役立っている。
・付き添って歩きながら児童に声をかけたり、相
談にのってくれたりするなど信頼関係が築けて
いる。見守り隊と学校が連携することで、登校
中や地域で過ごす子どもたちの情報を早期に
把握し、迅速に対応することができ、児童指導
にも大変有効であった。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2240
学校安全見守り団体活
動助成金

津久井中央小子どもみ
まもりたい

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16
　計画的に登下校の児童の安全を見守る活動を実施した。天候や気
候、さらには児童の実態に合わせて、児童が安全に歩行できるよう、声
かけ等の対応をした。

　登下校時の見守りやパトロール等を継続して
行うことが、犯罪の抑止力となっている。また、
地域ぐるみで子どもたちの安全を守ろうという
気運も一層高まっている。
　あいさつの仕方や子どもたち同士の人間関
係、子どもたちの良さなど、学校内では見られ
ない部分を指摘してもらえ、児童指導の面でも
役立っている。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2241
学校安全見守り団体活
動助成金

桂北小安心・安全みまも
りたい

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・登下校時における児童の安全見守り活動を年間とおして実施した。登
校については、集合場所から学校まで児童に同行し、安全を確保した。
・安心・安全活動委員会を３回(うち１回は書面)開催し、活動上の課題
や危険箇所等について検討し、情報の共有、市等への改善要望等を
行った。

・犯罪に対する抑止効果とともに交通安全の啓
発にもつながっている。
・購入した防犯ベスト等を着用して見守り活動
を行っており、保護者はもとより、地域ぐるみで
子どもを防犯や交通事故から守ろうという意識
を高く持って活動している。今年度も、ベストを
購入し、古くなったものと交換することができ
た。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2242
学校安全見守り団体活
動助成金

内郷小学校安全ボラン
ティア

　小学校の児童生徒の登下校時に地域全体で子どもたちを
守るために、通学路の巡回や見守り等の活動を実施してい
る。
　補助金の使途については、学校安全見守り活動に要する
消耗品等の購入に係る経費としている。

令和5年4月～令和6年3月 16

・登下校時の児童の見守り活動(全登校日に実施)
・地区の防犯パトロール
・児童の安全見守りに係る各種活動
・各ボランティアが予定した場所周辺を徒歩で巡回
・児童の通学時の安全確認、情報交換
・通学路の危険箇所・防犯対策必要箇所等の情報交換

・通学路となっているところは、交通量の多い国
道と人通りがなく木々でうっそうとしている道路
や見通しの悪い箇所があり、それぞれの箇所に
応じた見守り活動にあたっている。
・児童の安全面を最優先とした見守り活動を継
続している。
・今年度においても、交通事故や犯罪に巻き込
まれることもなく、児童は安心して安全な登下
校をすることができている。

教育局
学務課

１　相模原市立小学校及び義務教育学校における児童の安全見守り活動団
体の活動を支援するため、活動に要する経費を助成する。
２　①登下校時の児童生徒の見守り活動
　　②学校から依頼された地区の防犯パトロール活動
　　③その他児童の安全見守りに関する各種活動
３　１６，０００円以内

有

相模原市学校
安全活動団体
支援事業実施
要綱

無 有
相模原市教
育振興計画

基本方針３
多様な学び
を支える環
境の充実
目標１１　学
校安全の推
進
施策３３　児
童生徒の安
全対策の推
進

令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本団体の活動が登下校時における
児童の安全確保に大きく寄与する
ため。

2243
湘南小学校児童バス通
学補助金

対象児童の保護者

緑区葉山島区域から湘南小学校へ通学する児童に関し、
安全確保を目的として登校時において路線バスを利用して
通学しており、その児童の保護者に対する負担軽減を図
り、定期代の1／2の金額を助成している。

令和5年4月～令和6年3月 34
緑区葉山島区域から湘南小学校への登校時に、路線バスを利用して通
学することにより、安全に通学することができた。

交通量が多く、歩道がない危険な通学路を路
線バスを利用することにより、安全に通学する
ことができ、路線バスの利用にかかる経済的負
担の軽減が図れた。

教育局
学務課

①.緑区葉山島区域から湘南小学校へ通学する児童に関し、路線バス利用
費用の負担軽減を図るもの。
②「湘南小学校前」バス停から「葉山」バス停の区間にかかる交通費
③定期代の1/2

有

相模原市立湘
南小学校バス
通学補助金交
付要綱

無 無
令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業が、適正な通学手段の確保
と保護者の経済的負担の軽減に大
きく寄与したため。

2244
相模丘中学校生徒バス
通学補助金

対象生徒の保護者

緑区葉山島区域から相模丘中学校へ通学する生徒に関
し、安全確保を目的として登校時において路線バスを利用
して通学しており、その生徒の保護者に対する負担軽減を
図り、定期代の1／2の金額を助成している。

令和5年4月～令和6年3月 10
緑区葉山島区域から相模丘中学校への登下校時に、通学が遠距離で
あるが、路線バスを利用して通学することができた。

通学に路線バスを利用することにより、安全に
通学することができた。また、定期券購入にか
かる経済的負担の軽減が図れた。

教育局
学務課

①緑区葉山島区域から相模丘中学校へ通学する生徒に関し、路線バス利
用費用の負担軽減を図るもの。
②学校からの距離が4km以上の区間にかかる交通費
③定期代の1/2

有

相模原市立相
模丘中学校生
徒バス通学補
助金交付要綱

無 無
令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業が、適正な通学手段の確保
と保護者の経済的負担の軽減に大
きく寄与したため。

2245
藤野地区児童通学費助
成金

対象児童の保護者

藤野地区内の小学生について、学校統合又は災害に伴い、
遠距離通学となった児童に対し、自宅から最寄のバス停留
所までが1.1ｋｍ以上の児童には、その距離に応じて通学費
を助成している。

令和5年4月～令和6年3月 49
「相模原市立藤野地区内小学校児童及び中学校生徒等の通学費交付
要綱」に基づく支給額

バス停までが遠距離となるため、通学助成を受
けたことにより、バス停までを自家用車で安全
に送迎することができ、学校へ通学することが
できた。

教育局
学務課

①小学校の統廃合により通学に影響を受ける児童に対し、通学費を助成
し、保護者の負担軽減を図るもの。
②自宅から最寄りの公共交通機関までの交通費
③自宅から最寄りの公共交通機関までの距離に応じた額

有

相模原市立藤
野地区内小学
校児童及び中
学校生徒等の
通学費交付要
綱

無 無
令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業が、適正な通学手段の確保
と保護者の経済的負担の軽減に大
きく寄与したため。

2246
藤野地区生徒通学費助
成金

対象生徒の保護者

中学校の統廃合に伴い、通学に関して影響を受ける藤野中
学校生徒に対して通学費の助成を行い、学校教育における
通学手段の確保を図るとともに、保護者の経済的負担を軽
減することを目的とする。

令和5年4月～令和6年3月 46
「相模原市立藤野地区内小学校児童及び中学校生徒等の通学費交付
要綱」に基づく支給額

通学助成を受けたことにより、休日の部活動等
でバス停までの長距離を安全に送迎することが
でき、学校へ登校することができた。

教育局
学務課

①中学校の統廃合により通学に影響を受ける生徒に対し、通学費を助成
し、保護者の負担軽減を図るもの。
②自宅から最寄りの公共交通機関までの交通費
③自宅から最寄りの公共交通機関までの距離に応じた額

有

相模原市立藤
野地区内小学
校児童及び中
学校生徒等の
通学費交付要
綱

無 無
令和５年４月から令
和６年３月まで

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

本事業が、適正な通学手段の確保
と保護者の経済的負担の軽減に大
きく寄与したため。

2247
相模原市立学校教職員
互助会補助金

相模原市立学校教職員
互助会

　地方公務員法第４２条の規定に基づき、事業主に代わっ
て教職員の福利厚生事業を行うもの。
　会員の健康維持増進を目的とした事業（インフルエンザ予
防接種助成及び人間ドック助成）に充当する。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 12,700

○インフルエンザ予防接種助成
　会員1人1回まで、3,500円を上限に助成
　利用人数647人　　決算2,219,180円
○人間ドック助成
　会員1人1回まで、12,000円を上限に助成
　利用人数890人　　決算10,680,000円

各事業を行うことにより、会員の健康維持増進
を図ることが出来た。

教育局
学校教育部
教職員給与厚生課

　地方公務員法第４２条の規定に基づき、事業主に代わって教職員の福利
厚生事業を行う教職員互助会に対し、その事業運営補助を行うことにより、
教職員の福祉の増進に寄与することを目的とする。
　補助対象経費は、会員の健康維持増進を目的とした事業（インフルエンザ
予防接種助成及び人間ドック助成）とし、補助額は補助対象経費の１０／１０
以内の額とする。（予算の範囲内）

有

相模原市立学
校教職員互助
会補助金交付
要綱

無 無
令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

事業報告にある健康維持増進を目
的とした事業により、教職員の福祉
の増進に効果があったと認められ
る。今後も社会情勢の変化を踏ま
え、事業の精査を行いながら、適切
な事業運営に努めていただきた
い。

2248
相模原市学校保健会補
助金

相模原市学校保健会

学校保健活動の推進のための研究会及び講演会に関する
事業、児童及び生徒の保健調査研究活動及び関連委員会
に関する事業、学校歯科保健実践活動に関する事業、成長
曲線の活用の検討に関する事業、相模原市学校保健研究
発表会に関する事業等に係る経費

令和5年4月～令和6年3月 462

児童・生徒の健康を増進するため、学校保健の推進に寄与することを目
的とする。

事業費：1,099,567円
市補助金：462,000円
補助率：42.0％

児童及び生徒の保健調査研究活動に関する事
業や成長曲線の活用の検討に関する事業等に
取り組み、児童及び生徒の健康と安全を確保
し、相模原市の学校保健を推進するよう努め
た。

教育局
学校保健課

１　学校保健事業に係る関係者により組織される、相模原市学校保健会へ
の補助
２　使用料、旅費、需用費、日本学校保健会拠出金、県分担金
３　運営費補助

有
相模原市学校
保健会補助金
交付要綱

有 無
令和5年4月～令和
6年3月

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

学校保健講演会、学校保健研究発
表会など、児童・生徒の健康を増進
するため、学校保健の推進に寄与
するという補助目的に合致した事
業を実施できた。

2249
相模原市ＰＴＡ連絡協議
会補助金

相模原市ＰＴＡ連絡協議
会

広報費９０万円のうち、補助金１０万円
・　広報紙発行事業　年２回
　　９６号：４７,０００部
　　９７号：４７,０００部
・　ホームページ運営経費
　　補助率　１１．１％

令和５年６月２９日～令和６年３月３１
日

100

　
 １．広報紙発行事業（広報紙添付）
　　　　「市Ｐ連さがみはら」 第96号　　　４７，０００部
　　　　　　　　　　　　　　 第97号　　　４７，０００部
　　　　　　　　　　　　　　＊98校全世帯分
　　　　　　　　　　　　　　＊その他関係機関に配布
２．市Ｐ連ホームページの運営経費
　　　ホームページを随時更新するとともに、維持管理を行った。

　市P連が各単位PTA・各ブロックと行政・自治
会など連携している各団体とのハブステーショ
ンとしての役割りを果たすべく、情報の共有化
がスムーズに計れるように発行時期、紙面づく
りを工夫した。各単位PTA・各ブロックにタイム
リーに情報提供できたことで、活動の活性化に
貢献できた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

　本協議会広報紙の発行及びホームページの運営を通じ、市Ｐ連の事業・
活動等に係る情報を会員に発信することで、意識の向上を図る。今後の「子
育てのあり方」・「家族のきずな」・「人と人とのつながり」を考えるきっかけを
つくることは重要なことだと考える。
　地域の方々にも情報を発信し、自治会関係者等地域住民とも連携を取り
ながら、ＰＴＡ活動の活性化に繋げていく。

有
相模原市PTA
連絡協議会補
助金交付要綱

無 有

第２次相模
原市
教育振興計
画

24　家庭教
育支援の充
実

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　相模原市PTA連絡協議会は、児
童・生徒の健全育成と教育環境の
改善に向けて、様々な事業に取り
組んでおり、広報紙やHPを通じて
積極的に情報発信を行っている。
　活動を広く周知するため、各ブ
ロックの活動や市P連の方針をわ
かりやすく取り上げるなど工夫して
いる。学校と地域・家庭との連携を
要として、市内の教育環境の向上
に貢献している。

2250
相模原市地域婦人団体
連絡協議会補助金

相模原市地域婦人団体
連絡協議会

○男女共同参画事業
　（一般市民対象の講座等を開催）
○環境問題啓発事業
　（さがみはら４Rフェアーに参加し啓発活動を実施）
○健康づくり啓発事業
　（健康フェスタに参加し啓発活動を実施）

　１　事業費　　35,000円
　２　広報委員会費　30,000円
　３　調査・学習委員会費　10,000円
　４　社会福祉委員会費　5,000円
　５　研修費  80,000円
 補助金対象事業費合計額　60,000円
 補助率３７．５％

令和５年７月７日～令和６年３月３１日 60

・　男女共同参画事業（ソレイユフェスタ２０２３に協力）
・　交通安全折鶴運動の実施
・　環境問題啓発事業（へちまの配布、４Ｒフェアー２０２３参加　等）
・　さがみはら健康フェスタ２０２３参加
・　福祉活動事業（雑巾１枚運動市社協へ寄贈 等）
・　広報「相婦連」６６号発行

　活動方針の「つなげよう！地域活動を通して
次世代へ」に基づき、地域福祉や環境問題啓
発、男女共同参画事業に関する様々な活動を
行い、地域の活性化に貢献することができた。
特に環境問題啓発については、さがみはら４Ｒ
フェアーや相模川のクリーンキャンペーンに参
加するなど、積極的に活動を進めることができ
た。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

   相模原市地域婦人団体連絡協議会は男女共同参画推進や環境問題・地
域福祉への取り組み、家庭教育の啓発、交通安全啓発活動、子育て支援の
学習・実践活動など、地域に根差した公益的な活動を行っている。
   補助金の趣旨は、団体の実施する上記の事業について補助を受けること
で、住みやすい地域づくりに寄与する諸活動を行うものである。

有

相模原市地域
訃音団体連絡
協議会補助金
交付要綱

無 有

第２次相模
原市
教育振興計
画

24　家庭教
育支援の充
実

１年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　相模原市地域婦人連絡協議会
は、地域の課題に向き合い、女性の
地位向上や女性の立場からの活発
な地域社会づくり、生活環境の改
善に向けて積極的に活動を行って
いる。
　環境問題をはじめ、現代的・社会
的な課題について、市社会福祉協
議会やＮＰＯ法人男女共同参画さ
がみはらなどの各団体と連携・協力
して事業を実施している。
　今年度は、県で実施した全国大
会について、事業の成功のために、
スタッフ派遣や参加記念品の作成
等、様々な協力を行っている。

2251
相模原市社会教育関係
団体事務室利用者協議
会補助金

相模原市社会教育関係
団体事務室利用者協議
会

相模原市社会教育関係団体事務室利用者協議会会議
約６回
社会教育関係団体による事務室及び会議室の利用　　約
１，０００回
補助率　83％

　令和５年５・７・１０月、令和６年１月
各月１，２３０，０００円

4,920

相模原市社会教育関係団体事務室利用者協議会会議（総会、理事・運
営委員会、役員会）を計７回開催。
１５団体の社会教育関係団体の活動の場として、
会議室利用可能コマ数　１，０８０コマのうち、６０５件、
事務室利用可能コマ数　１，０８０コマのうち、２２５件　の利用実績が
あった。

　各団体間の交流を促進し、相模原市の社会
教育関係団体の活動推進を図った。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

　相模原市社会教育関係団体事務室を本市の社会教育関係団体の利用の
用に供することを通じ、各団体の活動・交流を活性化させ、本市の社会教育
活動を推進するもの。

有

相模原市社会
教育関係団体
事務室運営助
成要綱

無 有

第２次相模
原市
教育振興計
画

24　家庭教
育支援の充
実

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　社会教育関係団体事務室は、各
団体の活動拠点や情報交換の場と
して活用されている。協議会及び各
構成団体の活動を円滑に推進する
ためにも、社会教育関係団体事務
室は、他には替えがたい場所であ
ることをあらためて確認した。
　協議会の自主運営を促進するた
め、事務室内の備品使用料の単価
を見直すなどの努力を続けている。

2252
令和５年度尾崎行雄を
全国に発信する会補助
金

尾崎行雄を全国に発信
する会

会議費　　　　　　  3,000円
事務費　　 　　 　　5000円
事業費　　　　1,551,035円
消耗品費　　　　 7,000円
印刷費　　　　　135,000円
渉外費　　　 　 　  5,000円
合　 計　　　　1,706,035円
補助率90％

　令和５年４月１日～令和６年３月３１
日

1,550
・ミニ企画展、講演会の開催
・会報４８号（１１月）の発行
・「尾崎行雄（咢堂）杯演説大会」の開催（１１月）

　２１回目の「演説大会」を開催し、演説大会を
初め記念講演、パネル討論会を多くの関係者
の協力を得て実施するとができ、来場者からは
満足の声をいただいた。
　また、ミニ企画展や会報発行を通じて、尾崎
行雄（咢堂）の功績を相模原市民に周知するこ
とができた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

　　本補助金は、演説大会の実施、資料作成、ホームページの更新
　及び咢堂桜の苗木育成事業等に使われる。これらの補助事業は、
　郷土の偉人・尾崎行雄の業績を広く全国に発信するとともに、
　その精神的遺産を受け継いでゆくことにより、地域の発展に寄与
　することを目的として実施されるものである。

有

尾崎行雄を全
国に発信する会
補助金交付要
綱

無 無 ３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　尾崎行雄（咢堂）の業績を相模原
市の内外に発信しており、シビック
プライドの醸成に貢献することが期
待できる。演説大会においては、
「日本の歩む道」をテーマに出場者
８人による演説大会や、記念講演、
パネル討論会を行い、参加者が現
代的・社会的課題について考える
機会となった。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2253
相模原市公民館連絡協
議会補助金

相模原市公民館連絡協
議会

公民館の連携による公民館活動の発展を図るため、協議会
が行う事業に要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 79

　公民館相互の連絡・提携によって公民館の振興発展を目指し、親睦を
図りながら、研修及び研究、情報交換、公民館の条件整備に関する意
見具申などを行ってきた。また、県や市の関係課・機関からの協力要請
等の窓口としての機能の他、求めに応じて会員（館長）を委員等として
派遣する等の実績を残してきた。

　会の構成員同士で連絡・提携を密にするとと
もに、研修研究の機会を充実し、もって課題に
対処する気運を醸成するという事業の目的を
概ね達成したとともに、「相模原市公民館のつ
どい」等の事業を実施することで、公民館での
実践活動について研究・協議を行い、公民館活
動の一層の充実と活性化を図るなど公益性の
高い活動を実践することができた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
公民館における公民館運営協議会及び公民館専門部の円滑な運営を図る
ため
【２　対象事業】
調査研究、研修、会議等
【３　事業費・補助率】
80千円、補助率100％

有

相模原市公民
館連絡協議会
補助金交付要
綱

無 無 ３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　公民館を取り巻く社会情勢が大
きく変わる中、地域の拠点として期
待される公民館の役割を改めて考
え直し、実践的な視点に立った事例
を研究している他、定期的に開催さ
れる協議会においても積極的な情
報共有を図る等の取組が認められ
るため。

2254
公民館運営協議会等活
動費補助金

大沢公民館運営協議会
　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全４回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会　２回
　　・文化部会　１２回
　　・青少年部会　２回
　　・広報委員会　１１回
○視察研修会の実施
　　・実施なし
○その他研修会等
　　・講演
　　　テーマ『　夢は叶う！　～箱根駅伝を走って～　』

・研修会においては、箱根駅伝に出場経験のあ
る講師を迎え、「夢は叶う！～箱根駅伝を走っ
て～」をテーマに講演いただいた。
　当日は中学校の陸上競技部の生徒の参加も
あり、出場に至るまでの道のりや壁にぶつかっ
た時、それを乗り越えた時の体験談や現在の活
動等も伝えた。
　あきらめないで努力することの大切さ等の理
解も深まり、「人生は遊園地」という座右の銘に
ついても紹介があり、参加者からは多くの質問
があった。
・これまでも大沢公民館では、地域の学校との
連携を図ってきたが、今回の研修により、更に
連携が強化された。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域で課題とされているテーマに
ついて積極的に検討され、運営協
議会と専門部で公民館の目指すべ
き姿を共有し事業を展開している
ことは評価できる。よって本事業は
公民館運営に効率的に活用された
と判断する。

2255
公民館運営協議会等活
動費補助金

上溝公民館運営協議会
　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全５回
○専門部等会議の開催
　・体育部会　　　　６回
　・青少年部会　　　６回
　・文化部会　　　　９回
　・館報編集部会　　６回
○その他研修会等
　・公民館運営審議会委員等研修会
　　テーマ「すべての人々の人権が守られる避難所にするために」
　　　　　「発展した社会におけるこれからの公民館」
　・公民館のつどい
　　テーマ「地域の拠点としての公民館～公民館の新たな担い手の発掘
～」

  今年度は、悪天候の影響で一部の事業を中
止したものの、新型コロナウィルス感染症の５類
移行もあって、計画した事業は前年度を上回る
実施回数となり概ね順調な結果となった。コロ
ナ禍を経験して、携わる方々の意識も変化し、
それらが事業の進め方にも変化を与えた。専門
部各部では、事業実施まで議論を重ね試行錯
誤を繰り返した結果、時代や地域のニーズに
合った様々な事業を展開することができ、一部
の事業では参加者100名を超えるなど高評価
をいただいた。
　また、一大イベントである公民館まつりについ
ても、コロナ禍以前と同様に模擬店を復活さ
せ、発表や展示、体験などのメニューもフルス
ペックの状態で開催したことで、参加団体や来
館者が前年度を大きく上回り、地域の方々が待
ち望んでいた賑わいのある「まつり」にまた一歩
近づいた結果となった。
　これらの事業活動を通じて、身近な公民館で
あることを感じてもらえたことや、地域に対する
理解がより深まったことにより、社会教育の推
進に大きく貢献することができた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　地域の課題やニーズに沿いなが
ら、継続した生涯学習活動を行う
拠点として地域に貢献している。
よって、本補助金は公民館運営に
効果的に活用されたと判断できる。

2256
公民館運営協議会等活
動費補助金

橋本公民館運営協議会
　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全３回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会　　２回
　　・青少年部会　６回
　　・広報委員会　２回
○視察研修会の実施　なし
○その他研修会等
　　・　相模原市公民館のつどいに参加し、橋本公民館スマイル講座の
事例発表をした。
○公民館運営協議会研修　(兼)公開講座
　　・　令和５年１１月１９日
　　・　テーマ「合法なものは全て安全か？～薬に頼らない生活、病気に
なる前に～」
　　・　内容　公益社団法人　相模原市薬剤師会の薬剤師３人の講演

　公民館運営協議会を開催し、年間事業計画、
補助金活用の予算案を決定した。
　各専門部等においては、部員等が積極的に事
業の企画・実施に携わり、創意工夫をしながら
参加者に喜ばれる事業展開を図った。
　今年度は、５年ぶりに自治会と橋本町民運動
会を開催した。
　公民館運営協議会・専門部等研修会では、
「合法なものはすべて安全か？～薬に頼らない
生活、病気になる前に～」をテーマに、相模原市
薬剤師会の薬剤師３人によるリレー講演を行
い、お酒、たばこ、カフェイン、合成大麻、天然甘
味料と合成甘味料の違いやその効果、人体へ
の影響について学んだ。
　また、公民館のつどいなどに参加し、他市の公
民館活動、市内他館の様子を知ることで、当館
での新たな事業展開のヒントを得ることができ
た。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　運営協議会、専門部等が連携し
ながら事業を実施し、学習機会の
継続に取り組むなど、地域の拠点
である公民館として地域社会へ貢
献している。よって本補助金は、積
極的な公民館活動の展開に寄与し
ていると判断する。

2257
公民館運営協議会等活
動費補助金

相原公民館運営協議会
　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全４回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会　４回
　　・文化部会　６回
　　・青少年部会　２回
　　・広報部会　２回
○視察研修会の実施
　　・視察先　神奈川県立歴史博物館、三渓園（神奈川県横浜市）
○公民館利用団体等による公民館清掃　２回

　公民館運営協議会及び各専門部会（文化部
会、体育部会、青少年部会、広報部会）には、自
治会、小･中学校、青少年育成団体等の関係団
体や公民館の利用者団体等の方々が企画・運
営に参加しており、各々連携・協力を図り、意見
に耳を傾けながら多くの世代が公民館につどう
工夫を重ねながら事業を円滑に実施することが
できた。
　また、事業を実施する中で共に学び、体験す
ることで、地域の連帯を深め、学びの継続性を
浸透させるために必要な地域人材の発掘や地
域コミュニティづくりに貢献することができた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の団体間の連携を図りなが
ら、より良い公民館活動の推進に
貢献している。よって、本補助金
は、効果的に活用されたと判断でき
る。

2258
公民館運営協議会等活
動費補助金

小山公民館運営協議会
　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全３回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会　６回
　　・文化部会　９回
　　・青少年部会　８回
　　・広報部　ホームページ班、館報班　各班会議　随時
○視察研修会の実施
　　・未実施
○その他研修会等
　　・市公民館のつどいへの参加

○体育部、文化部、青少年部とも計画した各事
業をすべて実施し、高齢者学級も開設できた。
また、昨年度実施した子育て応援事業に加え、
父子を対象とした事業も開催した。どの事業に
おいても、地域住民による実行委員等が企画・
運営を行っており、住民主体の公民館活動を実
施することができたと考える。
○４年ぶりに地区運動会を、また、子どもまつり
（メルヘンランド）、公民館まつりを対面で開催し
た。中でも、公民館まつりは、今年度から、参加
団体から実行委員を選出し、運営に携わってい
ただいた。展示部門では、利用団体だけでな
く、地域住民の展示も行い、日頃の成果を公開
することができた。このことから、市民の生涯学
習活動に寄与することができたと考える。
○SNSを活用した情報発信を行い、ホーム
ページで、事業予告や報告、X（旧Twitter）
で、事業当日の様子の報告、館内の掲示・展示
情報等を発信した。また、スマートフォンアプリ
「まちのコイン」のスポットとなり、新たな来館者
も増えた。この情報発信等は、公民館及び公民
館活動を広く周知するだけでなく、市民の新た
な学習活動の促進にも繋がるものになったと考
える。
○小山地区自治会連合会や小山地区社会福
祉協議会、小･中学校、ＰＴＡ等との事業の参画
や連携などを実施し、地域の団体間の連携を図
ることができた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　地域の課題やニーズに沿いなが
ら、継続した生涯学習活動を行う
拠点として地域に貢献している。
よって、本補助金は公民館運営に
効果的に活用されたと判断できる。

2259
公民館運営協議会等活
動費補助金

大野南公民館運営協議
会

　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全４回
○専門部等会議の開催
　　・健康体育委員会・・・５回
　　・文化家庭委員会・・・１２回
　　・青少年委員会・・・１２回
　　・館報・ホームページ委員会・・・５回
　　・保育委員会・・・２回

○その他研修会等
　　・公民館のつどい（会場、Zoomにて参加）
　　・公民館振興計画策定委員会

令和５年５月に新型コロナウイルス感染症の５
類移行により、ほぼコロナ以前の公民館事業の
企画、実施をすることができた。
特に、大野南体育祭を４年ぶりに開催し、地域
住民主体の公民館事業を行った。
自治会や関係団体とも情報交換や共有を図る
など、地域の連携を深めることができ、公民館と
して社会教育推進に貢献することができた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　運営協議会、専門部等が連携し
ながら事業を実施し、学習機会の
継続に取り組むなど、地域の拠点
である公民館として地域社会へ貢
献している。よって本補助金は、積
極的な公民館活動の展開に寄与し
ていると判断する。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2260
公民館運営協議会等活
動費補助金

新磯公民館運営協議会
　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全４回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会　１０回　　　　・広報部館報編集会議　８回
　　・文化部会　　８回　　　　・広報部ホームページ作成会議　１２回
　　・青少年部会　８回       ・利用者団体協議会　１回
　　・広報部会　１回　　　 　 ・花壇整備活動　６回
　　・健康元気部　５回
○運営協議会研修事業の実施
　　・「あらいその魅力発見講座」の開催　会場：新磯公民館、磯部頭首
工　他
○その他研修会等
　　・「第６５回神奈川県公民館大会」への参加
　　　テーマ『障害がい者の生涯学習のために公民館ができること』
　　・「第４８回相模原市公民館のつどい」への参加

　公民館運営協議会研修事業「あらいその魅力
発見講座」を一般の方も参加できる事業とし、
実施することができた。講師は地域で活動して
いる「新磯コンシェルジュ」に協力をいただき、
二部構成で開催した。第一部では公民館で新
磯に残る歴史遺産を学び、第二部では「磯部頭
首工」でのフィールドワークを行い、地域の魅力
を体感できる形態での実施をした。
　社会教育委員の報告書にもある「自主企画提
案事業」を積極的に活用し、地域住民の発案に
よる現役世代向け健康づくり、国際化・語学、職
業技能・資格など、公民館専門部とは異なる切
り口での事業を実施した。公民館の活性化と人
材発掘に繋がる内容となっており、運営協議会
の承認を得て開催することができた。
　地区観光協会主催のイベントと連動し、継続
的に実施している「公民館ウインターイルミネー
ション」における点灯式や小学生によるハンドベ
ル演奏などは、広く地域住民に親しまれる事業
となっている。また、公民館の情報発信の充実
を図るため、ホームページ関連ソフトの更新を
図るとともに、地域に親しまれる公民館を目指
して、「公民館花壇」の整備や図書室書架の修
繕、子育て世代への支援として行っている「保
育室開放」に伴う遊具（ソフト積み木）の更新な
ど、利用者のための環境整備を推進した。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営協議会、専門部等が連携し、
公民館振興計画の基本理念に沿っ
た事業を展開している。よって、本
補助金は公民館運営に効率的に活
用されたと判断する。

2261
公民館運営協議会等活
動費補助金

麻溝公民館運営協議会
　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 94

○公民館運営協議会の開催　　全４回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会　   　　４回　体育部関係事業実行委員会　１１回
　　・文化部会　　 　　３回、文化部関係事業実行委員会　　４回
　　・青少年部会　　　３回
　　・広報委員会　　　０回　館報編集会議　８回、ＨＰ作成会議　　１回
　　・子育てサポート委員会　　２回
○視察研修会
　　・視察先　山梨県立リニア見学センター他【降雪のため中止】

　新型コロナウイルス感染症が感染症法上の第
５類に移行したことにより、公民館活動が、コロ
ナ禍以前のように行えるようになった。中止や
内容を縮小して行っていた行事を専門部員や
サークル、地域関係団体が緊密に連携、協力し
合い実施したことにより、人と人との交流が図ら
れる賑わいのあるものになり、企画運営した委
員の達成感と大きな喜びになった。
　
　視察については、リニア中央新幹線の建設工
事が進み、橋本に（仮称）神奈川県駅が設置さ
れ、開通すると首都圏及び中部圏、関西圏の３
大都市圏が一つにつながり巨大な経済圏を作
り出す構想があることから、リニアに関する施設
の見学を計画したが、降雪のため中止とした。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　運営協議会、専門部が地域関係
団体等とも連携しながら事業を実
施し、学習機会の継続に取り組む
など、地域の拠点である公民館とし
て地域社会へ貢献している。よって
本補助金は、積極的な公民館活動
の展開に寄与していると判断する。

2262
公民館運営協議会等活
動費補助金

田名公民館運営協議会
　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 131

○公民館運営協議会の開催　　全３回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会　２回
　　・青少年部会　９回
　　・文化部会　１２回
　　・広報部会　１回

　田名公民館振興計画に掲げている基本理念
である、「生涯学習の拠点」、「ふるさとづくりの
拠点」、「住民主体の公民館活動」を目指すた
め、様々な事業を展開してきた。
　体育事業では、４年ぶりに地区体育祭を実施
した。実行委員や職員の中に経験者がほぼい
ない中での企画運営となったが、自治会をはじ
め様々な関係団体の協力により、問題なく実施
することができた。青少年事業では、こどもまつ
りの実行委員に子どもたちが加わり、企画から
運営まで携わってもらったり、民間の２施設と
連携してスタンプラリーを実施するなど、地域コ
ミュニティーを広げる新たな取り組みにもチャレ
ンジした。文化事業では、地域文化伝承講座、
環境講座、文学講座など、様々なジャンルにわ
たる講座を数多く提供することで、公民館活動
参加へのきっかけ作りに繋げた。また、「文化
祭」では、展示、発表、模擬店を行い、日ごろの
活動成果発表の機会と新たな利用者の獲得に
繋げた。「健康まつり」では、公民館に来なくて
も参加できるようにオンライン（ZOOM）での参
加も併せて実施し、参加者から良い評価を得
た。
　ここ数年できなかった事業も全て実施すると
ともに、新たな事業にも積極的に取り組むこと
で、運営協議会委員、専門部員とともに地域を
活性化していく機運を高めることができた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

さまざまな分野で多岐にわたり事
業が展開されているほか、地域住
民の参画や民間への働きかけによ
る新たな展開、など、地域拠点とし
て大きな役割を果たしている。Iま
た、事業の振り返りと改善にも積極
的に取り組んでおり、より一層住民
主体の公民館活動の推進に貢献し
ていることから、本補助金は効果的
に活用されたと判断できる。

2263
公民館運営協議会等活
動費補助金

大野北公民館運営協議
会

　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　３回
○専門部等会議の開催
　・広報部会の実施
　　館報編集会議　　　　　　　　　１６回
　・学習・文化委員会　　　　　　　５回
　・青少年委員会　　　　 　　　　　２回
　・体育委員会　　　　　　　　　  　２回
○その他研修会等
　　公民館のつどいへの参加　令和６年２月３日
〇公民館振興計画検討委員会　３回

　大野北公民館運営協議会では、「第二次　大
野北公民館振興計画」に基づき、公民館の運営
及び事業実施の評価や事業計画について検討
した。
　運営協議会の小委員会（学習・文化、体育、青
少年）では、令和５年度事業の事業評価を行う
とともに、令和５年度の公民館事業について検
討した。
　大野北公民館事業の特徴である公民館と地
域住民が協働で行う「はやぶさ塾」について、３
事業を実施し、地域に還元することができた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

公民館振興計画の基本理念に沿っ
た事業を展開し、運営協議会小委
員会にて事業評価を踏まえた次年
度の事業の検討していることは評
価できる。よって、本補助金は公民
館運営に効果的に活用されたと判
断できる。

2264
公民館運営協議会等活
動費補助金

大野中公民館運営協議
会

　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全３回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会　１２回
　　・文化部会　１０回
　　・青少年部会　１２回
　　・広報委員会　12回

　新型コロナウイルス感染拡大から４年余りが
経過し、令和5年5月8日から季節性インフルエ
ンザと同じ5類に引き下げられ、公民館事業も
コロナ禍前と同様の形で事業が実施できた。
　他の公民館では自治会対抗事業が減少して
いるが、当館では、体育祭、スローピッチソフト
ボール大会、ビーチボールバレー大会に加え今
年度はボッチャ大会を初めて実施した。
　子どもまつりでは、子ども実行委員が積極的
に企画運営に取り組み、大野小及び鵜野森中
の校長先生も驚くくらいの来場者があり、「小学
校では早く来年も参加したいと言っている児童
がたくさんいる」とうれしい話もいただけた。
　公民館まつりでは、利用団体協議会役員を中
心に「完全復活」の形で実施できた。限られたス
ペースを有効し、関係者が一体となって実施で
きた。
　部員が自ら講師役を務めた青少年部事業の
お菓子作りでは、応募が100名を超え、また、
文学講座「紫式部と源氏物語」では、館区在住
の元大学教授が講師を務め、30名の定員を大
幅に超える申し込みがあるなど地域の人材を活
かした事業も展開できた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

常に新しい視点で事業を展開する
など、社会教育活動の推進や地域
の活性化に寄与している。よって、
本補助金は効果的に活用されたと
判断される。

2265
公民館運営協議会等活
動費補助金

星が丘公民館運営協議
会

　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全４回
○専門部等会議の開催
　　・体育委員会　　　　　　　　　　１１回
　　・学習文化委員会　　　　　　　１１回
　　・青少年委員会　　　 　　　　　　５回
　　・館報委員会　　　　　　　　　　１２回
　　・ホームページ委員会　更新ごとに随時開催（更新回数：９回）
○視察研修会の実施
　　・視察先　平塚市立吉沢公民館（神奈川県平塚市）
○その他研修会等
　「公民館のつどい」に参加
　なお、パネルディスカッションのパネリストとして地域住民及び当館職
員が参加
　テーマ『地域の拠点としての公民館～公民館の新たな担い手の発掘
～』

 星が丘公民館振興計画に基づき、各専門部
（当館では「委員会」と称している。以下「委員
会」という。）等が自主的、主体的に各担当事業
の企画・運営を行った。また、事業実施後は各
委員会が自ら事業評価を行い、事業の成果や
課題等の振り返りを行った。
　このように星が丘公民館の事業は、地域住民
で組織している専門委員会等が、公民館職員
から助言・指導を受けながら、地域の実情や課
題、また住民のニーズ等を会議の中で議論し、
事業を企画、運営、評価している。
　このことから星が丘公民館の活動は、まさに
住民が主体となって教育・学習活動を通じてま
ちづくりを推進する中心的な役割を果たしてい
ると言える。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

公民館の建物が使用できないなか
でも、運営協議会、専門部等が連
携しながら、現在の地域を取り巻く
課題や地域のニーズに合わせた公
民館活動を展開している。よって、
本補助金は効果的に活用されたと
判断される。
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No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2266
公民館運営協議会等活
動費補助金

清新公民館運営協議会
　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 132

○公民館運営協議会の開催　　全3回
○専門部等会議の開催
　　・文化部　　　5回
　　・体育部　　　5回
　　・青少年部　　5回
　　・広報部（ホームページ作成委員会を含む）　　22回
○その他研修会等
　　・相模原市公民館のつどいへの参加

〇アフターコロナのなか、これからの公民館活
動を模索するとともに、地域にある公民館とし
ての情報発信、社会教育活動を行った。また、
専門部の構成や事業のあり方について、地域と
調整しながら改善を行った。

・公民館振興計画について、確認、見直しを実
施し、次年度以降の活動計画を定めた。
・感染症対策や担い手の負担軽減の面から、従
来の運動会に代わり個人参加形式で複数種目
のスポーツ体験ができるスポーツフェスタを実
施した。
・子育て支援事業にあたって、参加者の希望に
より対面/インターネットを併用することとして実
施した。
・公民館まつりにおいては、地区内小中学校の
協力を得て、発表の機会の減った児童・生徒の
作品展示を実施した。
・地区地域包括支援センターと協力し、公民館
図書室においてアルツハイマー月間における関
連図書の展示を実施した。
・公民館体育部スポーツ大会の開催方法等に
ついて地区内団体等と検討協議を行い、地域
で競技をされている方々を主たる担い手として
開催した。
・自治会推薦の公民館専門部部員のあり方に
ついて、地区自治会連合会と課題共有し、継続
して意見交換を行った。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域や公民館で課題とされている
テーマについて積極的に検討され、
工夫しながら事業を進めていること
は評価できる。よって本事業は公民
館運営に効率的に活用されたと判
断する。

2267
公民館運営協議会等活
動費補助金

中央公民館運営協議会
　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全３回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会　　　　　　　　　　　　 ４回
　　・青少年部会　                    ３回
　　・文化系実行委員会　           ４回
　　・館報編集委員会　              ９回
　　・ホームページ編集委員会 　１２回

運営協議会では、公民館事業の準備から事業
実施に係る事項を説明して注意点や改善点等
について意見交換を行い、より良い公民館事業
の実現に向け取組んできた。新型コロナウイル
ス感染症の位置付けが５類感染症となり、事業
対応について、公民館が独自に判断する場面
が出てきたが、感染症が終焉した訳でないこと
から、昨年度同様、感染対策に配慮した上で工
夫を凝らして事業を実施したほか、地域住民が
つどい共に学びあうことのできる事業を実施し
て、生涯学習活動が途切れることがないように
配慮した取組を行うことができた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　事業について、専門部会や運営
協議会において協議され、現在の
地域を取り巻く課題や地域のニー
ズに合わせた公民館活動を展開し
ている。よって本補助金は、積極的
な公民館活動の展開に寄与してい
ると判断する。

2268
公民館運営協議会等活
動費補助金

相模台公民館運営協議
会

　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全３回
○専門部等会議の開催
　　・専門部長委員長会議　１回
　　・体育部会　　１２回
　　・青少年部会　１２回
　　・文化部会　　１２回
　　・健康づくり委員会　３回
　　・子育てサポート委員会　１１回
　　・広報委員会（館報編集会議）　２０回
　　・広報委員会（ホームページ編集会議）　２４回

　昨年度に続き、新型コロナウイルスの感染防
止対策をしっかりと行い多くの事業を実施する
ことができた。また、相模台公民館の３大まつり
である、健康まつり、公民館まつり、こどもまつ
りも全て開催することができ、地域の方々に大
変喜んでもらえた。各専門部会・委員会におい
ては、部員や委員が相模台公民館振興計画を
よく理解し、振興計画に沿った事業の計画を企
画し、目的意識を持った事業を実施できた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営協議会、専門部等が連携し、
公民館振興計画の基本理念に沿っ
た事業を主体的に展開している。
よって、本補助金は効果的に活用
されたと判断される。

2269
公民館運営協議会等活
動費補助金

相武台公民館運営協議
会

　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全３回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会　　 １２回　　　　　　・利用者協議会　　　４回（定期総会、
運営委員会等）
　　・文化部会　　 　９回　　　　　　・ちょっとだけ先生運営委員会　　　３
回
　　・青少年部会　１３回
　　・広報部会　　 　４回
　　・保育部会　　 １２回
○視察研修会の実施
　　・実施せず
○その他研修会等
　　・公民館のつどいへの参加
　　・令和５年度相武台公民館運営協議会委員等研修会実施

　今年度は、５月８日付で、新型コロナウイルス
感染症が感染症法上の「５類」に移行したことを
受け、状況に応じて人数制限等を緩和・撤廃し
つつ、事業・学級等の本格的な実施を図った。
コロナ禍の影響による社会の変化等や相武台
地区の少子高齢化の進行もあって、参加者の
確保に苦慮した事業もあるが、全体として多く
の地域住民等の参加を得た。特に、「相武台公
民館まつり」は模擬店と体験参加を加えて５年
振りに”フルバージョン”で実施し、多くの参加
者を得た。また、地域団体等と新たな共催事業
を実施するなど、地域全体としてコミュニティの
醸成・活性化を推進する体制構築の推進に努
めた。
　サークルについては、メンバーが高齢化した
サークルの廃止及び新しいサークルの結成・登
録など再編の動きがある一方で、サークル数は
コロナ禍前と同等のレベルに回復するなど、全
体としては活動の再開・活性化の傾向が認めら
れる。
　以上により、相武台公民館は「身近な地域コ
ミュニティ施設」としての機能・役割を果たすと
ともに、相武台地区のコミュニティの活性化に
貢献できた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　地域の団体間の連携を図るなど、
より良い公民館活動の推進に貢献
している。よって、本補助金は、効
果的に活用されたと判断できる。

2270
公民館運営協議会等活
動費補助金

東林公民館運営協議会
　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 131

○公民館運営協議会の開催　　全３回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会 　10回
　　・文化部会　 12回
　　・青少年部会10回
　　・広報委員会12回

　公民館運営協議会においては、公民館で実施
する事業に対して、各種団体代表や公募委員
から常により良い施設となるよう意見や要望を
聴取することなどにより、住民主体の公民館運
営に貢献している。また、公民館専門部（文化、
体育、青少年、広報部会）では、従来から多くの
部員が熱心に事業の企画、運営等に携わって
いる。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営協議会、専門部等が連携しな
がら事業を実施し、学習機会の継
続に取り組むなど、地域の拠点であ
る公民館として地域社会へ貢献し
ている。よって本補助金は、積極的
な公民館活動の展開に寄与してい
ると判断する。

2271
公民館運営協議会等活
動費補助金

横山公民館運営協議会
　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 116

○公民館運営協議会の開催　　全３回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会　２回
　　・文化部会　３回
　　・青少年部会　２回
　　・館報編集会議　１１回
○視察研修会の実施
　　・視察先　造幣さいたま博物館（埼玉県さいたま市）
○その他研修会等
　　・神奈川県公民館大会への参加
　　・公民館のつどいへの参加

　運営協議会、役員会及び専門部会において、
多くの意見交換が行われたことにより、ニーズ
に合った公民館事業を実施することができた。
　また、事業内容の他、設備や運営など公民館
に対する多くの要望等を広く聴く機会となり、改
善につながる話し合いができた。
　視察研修では、造幣さいたま博物館を訪問
し、貨幣の歴史や鋳造方法、勲章やオリンピッ
クメダル等の製造について、実物展示や学芸員
による説明によって学んだ。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の課題やニーズに沿いなが
ら、継続した生涯学習活動を行う
拠点として地域に貢献している。
よって、本補助金は公民館運営に
効果的に活用されたと判断できる.

2272
公民館運営協議会等活
動費補助金

光が丘公民館運営協議
会

　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全４回

○公民館運営協議会役員会の開催　全３回

○専門部等会議の開催
　　・体育部会　１２回
　　・文化部会　１３回（小委員会含む）
　　・青少年部会　１１回
　　・ホームページ作成委員会　１１回
　　・館報編集委員会　　４回
　
○その他研修会等
　　・公民館のつどいへの参加

　運営協議会の会議を通じて、新型コロナウイ
ルス感染症に伴う行動制限の緩和を受け、コロ
ナ禍以前の状況への回帰を念頭に取り組んだ
公民館活動や、地域課題等について共有化が
図られ、館区内の小・中学校をはじめ、高校、社
会福祉協議会、自治会等、地域を取り巻く多く
の団体と連携を深めることができた。
　また、体育部・文化部・青少年部の３専門部に
おいても、各部員が積極的に企画、運営に携わ
り、コロナ禍で実施が困難であった事業を可能
な限り実施し、地域住民主体の公民館事業を
展開することができた。
　さらに、公民館利用者の意見を伺い、より良
い施設運営に向け改善を図りながら、施設利用
等に係る利便性の向上に取り組んだ。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営協議会、専門部等が連携しな
がら事業を実施し、学習機会の継
続に取り組むなど、地域の拠点であ
る公民館として地域社会へ貢献し
ている。よって、本補助金は、効果
的に活用されたと判断できる。

2273
公民館運営協議会等活
動費補助金

大沼公民館運営協議会
　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全４回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会　１７回
　　・文化部会　２０回
　　・青少年部会　１５回
　　・広報部会 　８回
　○視察研修会の実施
　　・視察先　相模原市立上溝公民館（神奈川県相模原市）他
○その他研修会等
　　・神奈川県公民館大会に参加

　 少子高齢化が進む中での公民館事業へより
広範な世代・住民の参加を促がすため、公民館
運営協議会、各専門部において、事業の形態の
見直しや担い手の確保といった課題等につい
て、議論が行われた。
　新型コロナウイルス感染症が５類に移行した
ことにより、概ねコロナ禍前の事業内容で計画
通りに事業が実施できた。
　また、会議や事業をとおして、公民館活動への
理解や地域課題の共有化等を進めることで、公
民館運営協議会委員・専門部員などを中心に
地域団体などとの連携・協力をはかり、地域拠
点としての事業展開を進めた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の課題やニーズに沿いなが
ら、継続した生涯学習活動を行う
拠点として地域に貢献している。
よって、本補助金は公民館運営に
効果的に活用されたと判断できる。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2274
公民館運営協議会等活
動費補助金

上鶴間公民館運営協議
会

　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 126

○公民館運営協議会の開催　　全３回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会　　　７回
　　・文化部会　　１１回
　　・青少年部会　 ７回
　　・館報編集委員会・編集会議　９回
　　・ホームページ作成委員会　　 １回
　　・てくてくガイド打ち合わせ　　 ２回
　　・利用団体懇談会総会・役員会　８回
○その他研修会等
　　・相模原市公民館のつどい
　　　　実施日　令和６年２月３日
　　　　会　 場　あじさい会館ホール
　　　　内　 容　講演会、パネルディスカッション
　　　　参加委員　運営協議会委員３名、専門部部員１名、職員１名

　令和５年度は、新型コロナが５類感染症に移
行したことに伴い、各専門部と職員が公民館事
業を企画するにあたり、事業自粛前の状態を踏
まえつつ、現時点での市民の意識や社会の動
向も考慮し内容を検討、地区体育祭などこれま
でにない新しい形で開催することができた。運
営協議会の場においても、委員と専門部・職員
が事業の内容などについてこれまで以上に意
見交換を行うなど、公民館事業を皆でより良く
していこうという意識が高まった。
　各専門部では、スポーツ推進委員や青少年指
導委員をはじめ、協力員や自治会推薦部員の
参加により、部会や事業への積極的な参画がな
されており、子どもまつりや公民館まつりなど多
くの公民館事業については、自治会や小中高
校など地域の関係団体・機関による協力体制が
より深まっている。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

運営協議会、専門部等が連携しな
がら事業を実施し、学習機会の継
続に取り組むなど、地域の拠点であ
る公民館として地域社会へ貢献し
ている。よって本補助金は、積極的
な公民館活動の展開に寄与してい
ると判断する。

2275
公民館運営協議会等活
動費補助金

大野台公民館運営協議
会

　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全３回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会　１２回
　　・文化部会　１２回
　　・青少年部会　１２回
　　・健康づくり部会　１２回
　　・広報部会　１２回

○その他研修会等
　　・「公民館のつどい」への参加
　　・「神奈川県公民館大会」への参加

　運営協議会の構成員は地域でそれぞれ活躍
されている方であり、会議で意見を交わしなが
ら協議することにより、公民館運営や各種事業
に地域の声が反映できていた。
　特に、各コンサートでは必ず定員の９割以上を
集め、また、今年度から自治会対抗の体育まつ
り（運動会）を誰でも参加できる体力テスト中心
のスポーツフェスティバルに変更したが、幼児
から高齢者まで約1000人の参加があった。公
民館は常に注目され、世代を超えた交流の核と
なっていた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　地域住民のつながりを深める事
業を展開し、より良い公民館活動
の推進に貢献している。よって、本
補助金は、効果的に活用されたと
判断できる。

2276
公民館運営協議会等活
動費補助金

陽光台公民館運営協議
会

　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全３回

○専門部等会議の開催
　　・体育部会　８回
　　・文化部会　７回
　　・青少年部会　６回
　　・広報部（館報編集委員会　１２回、ホームページ委員会　１７回）

○研修会等の参加
　　・令和５年度「相模原市公民館のつどい」への視察研修の参加

・「市公民館のつどい」への視察研修であった
が、地域に根ざした学びと住民主体の取組に向
けた、公民館を拠点とした役割と新たな担い手
の発掘の必要性など、運営協議会として共有す
ることができ、今後の更なる公民館活動への研
修となった。

・運営協議会の会議では、事業取組について、
画像を中心としたプロジェクターを用いた説明
資料とすることで、事業に直接参加されていな
い委員についても、公民館全体の事業実施状
況を共有することができた。

・専門部の個別事業では、対面を中心とした事
業展開を望む声を尊重しての開催となった。昼
食を挟んでの久しぶりの顔が見える事業実施
により、部員間はもとより、参加者相互の交流と
親睦を場を図ることができた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　運営協議会、専門部等が連携し
ながら事業を実施し、学習機会の
継続に取り組むなど、地域の拠点
である公民館として地域社会へ貢
献している。よって本補助金は、積
極的な公民館活動の展開に寄与し
ていると判断する。

2277
公民館運営協議会等活
動費補助金

城山公民館運営協議会
　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全３回
○専門部等会議の開催
　　・体育部会　　　　　　　　　　　　 　９回
　　・青少年部会　　　　　　　　　　　１０回
　　・広報委員会　　　　　　　　　　　　５回
　　・子育てサポート委員会　　　　 　２回
　　・城山エコミュージアム委員会　１３回
○視察研修会の実施　なし
○その他研修会等
　　・神奈川県公民館大会への参加
　　・研修会（城山地域出身の芸術家による演奏会）

・今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防
止対策をしつつ、従来のような制限のない形で
の事業を開催した。
・青少年部、体育部などの専門部の活動は、昨
年度に引き続き新型コロナウイルス感染症拡大
防止をしつつ、移転後、従来のような事業開催
ができ、専門部員の意識を高めることになった。
・その他、今年度は神奈川県公民館大会で優良
公民館として表彰されたこともあり、職員や運
営協議会委員の意識を高めることが出来た。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　事業について、専門部会や運営
協議会において協議され、継続した
生涯学習活動を行う拠点として地
域に貢献している。よって本補助金
は、積極的な公民館活動の展開に
寄与していると判断する。

2278
公民館運営協議会等活
動費補助金

津久井地区公民館運営
協議会

　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全３回
○専門部等会議の開催
　　・広報部会　　４回
○視察研修会の実施
　　・視察先　神奈川県立図書館（神奈川県横浜市）他
○その他研修会等
　　・相模原市公民館のつどい
　　・神奈川県公民館大会

研修事業では、令和４年９月に新しく開館した
神奈川県立図書館を訪れ、本を介して人と人
が交流し学びを支援する「価値を創造する図書
館」、建物の魅力を活かした人を惹きつけ人が
訪れる「魅せる図書館」としての機能を視察し
た。
また、利用者の学びが受け身で終わらないよう
に、部活動のように同じ興味を持つ仲間と交流
を通じて、個人での探求から知識の共有、さら
には社会へ活かすところまで学びを深めるプロ
グラム「Lib活（Library + 部活)」について説
明を受け、地域における公民館の役割、公民館
でできること等を改めて考えることができた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　視察研修会における個人の学び
を社会へ還元するような学びを深
めるプログラムの説明等を通じて、
運協委員が公民館ができることや
地域における公民館の役割等を再
考するなど、公民館活動の資質向
上に貢献できた。よって、本補助金
は効果的に活用されたと判断され
る。

2279
公民館運営協議会等活
動費補助金

相模湖地区公民館運営
協議会

　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 133

○公民館運営協議会の開催　　全４回
○専門部等会議の開催
　　・体育委員会　　　４回
　　・文化委員会　　　４回
　　・青少年委員会 　４回
　　・広報委員会　　　４回
○視察研修会の実施
　　・視察先　富士宮市立柚野公民館（静岡県富士宮市）

　６月の公民館運営協議会で相模湖地区公民
館振興計画に基づく、１年間の公民館の活動目
標を定めた。３月の公民館運営協議会では、目
標に対する取組結果をまとめた。また各委員会
の事業においても、１年間の評価を行うととも
に、次年度の事業計画を策定した。
　委員の一人ひとりの資質向上、地域課題の解
決に向け、少子高齢化の急激な進行により、地
域の人口が減少するなかで、立地や高齢化など
の状況が類似している富士宮市立柚野公民館
を視察先に選定し、どのように地域と関わり事
業を実施しているかを「おむすびで富士山を作
ろう」という事例を紹介していただき、今後の公
民館活動の参考とした。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　事業について、運営協議会等にお
いて協議され、現在の地域を取り
巻く課題や地域のニーズに合わせ
た公民館活動を展開している。よっ
て本補助金は、積極的な公民館活
動の展開に寄与していると判断す
る。

2280
公民館運営協議会等活
動費補助金

藤野地区公民館運営協
議会

　各公民館に設置された運営協議会及び専門部が構成員
の資質向上、組織の充実を図るために行う研修及び会議に
要する経費を助成するもの。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 96

○公民館運営協議会の開催　　全３回
○専門部等会議の開催
　　・藤野中央公民館運営協議会　３回
　　・沢井公民館運営協議会　　　　３回
　　・牧野公民館運営協議会　　　　３回
　　・佐野川公民館運営協議会　　　３回
　　・広報部会　　　　　　　　　　　　　 ６回

○その他研修会等
　　・公民館のつどいへの参加

　新型コロナウイルス感染症が５類感染症に移
行となり、４年ぶりにほぼ計画通りに事業を再
開することができたが、地域支援をどのように
行っていくか、地域住民とどのような事業を実
施するか、中学生の公民館利用をどうすれば増
やせるかなどの課題等について、運営協議会委
員と情報の共有を図った。新型コロナウイルス
感染防止対策を実施し、４公民館の地域特性
を活かした事業を行うことができ、公民館事業
に対する運営委員の意識の変革や資質の向上
が図ることができた。

教育局
生涯学習部
生涯学習課

【１　趣旨・目的】
各公民館に設置された運営協議会及び専門部の構成員の資質向上、組織
の充実を図る
【２　対象事業】
公民館運営協議会及び公民館専門部の運営に要する経費（調査研究、会
議、研修等に係る経費）
【３　事業費・補助率】
最大133千円、補助率100％

有

公民館運営協
議会等活動費
補助金交付要
綱

無 有
公民館振興
計画

３年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

地域の団体間の連携を図りなが
ら、継続した生涯学習活動を行う
拠点として地域に貢献している。
よって、本補助金は、効果的に活用
されたと判断できる。

2281
相模原市文化財研究協
議会補助金

相模原市文化財研究協
議会

【補助事業等の概要】
　郷土の文化財の研究とその愛護と普及を促進するため、
機関誌の発刊、探訪等を行うもの。
【補助金等の使途】
　・機関誌印刷費等 （支出予算額75,000円）

令和5年4月1日～令和6年3月31日 75
・文化財探訪　年２回開催（橋本地区、城山地区）
・機関誌の発行「相模原の自然と文化　第４４号」

　相模原市文化財探訪を通じ、市民の文化財
への関心を啓発し、高めることができた。また、
機関誌の作成及び配布を通じ、団体構成員以
外へも研究成果を還元することができた。

教育局
生涯学習部
文化財保護課

【補助金等の趣旨・目的】
　相模原市の郷土意識づくりの推進のための主要な施策に位置付けら
れている「文化財の保存と活用」の実現のため、文化財保護団体等の
活動を支援し、市民の文化財保護思想の普及・啓発を図ることを目的
として、郷土の文化財について研究し、その愛護と普及に努めている
相模原市文化財研究協議会の活動に対して補助金を交付する。
【対象事業】
　機関誌発行等
【補助金等の補助率】
　83.0％（補助対象事業費総額90,000円）

有

相模原市文化
財研究協議会
補助金交付要
綱

無 有
相模原市総
合計画

施策32　文
化の施行と
文化を通じ
た活力の創
出　３　文化
財の保存と
活用

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　　相模原市文化財研究協議会の
事業は、「未来へつなぐ　さがみは
らプラン～相模原市総合計画～」
の、「施策３２　文化の振興と文化を
通じた活力の創出」の実現をするた
めのものであり、今後も市民が文
化財を知る機会を与えるとともに文
化財に親しむことに多大に貢献す
ることが期待できるため。

2282
相模原市民俗芸能保存
協会補助金

相模原市民俗芸能保存
協会

【補助事業等の概要】
　各民俗芸能保持団体の後継者育成・普及に関する事業に
対して支出する助成費、公共施設等に配布する協会機関誌
の印刷製本費など。
【補助金等の使途】
助成費　30,000円×10団体、出演謝礼等　50,000円
印刷製本費　170,000円
計520,000円

令和5年4月1日～令和6年3月31日 118
例大祭等における民俗芸能の披露、機関誌の発行「さがみはらの民俗
芸能第４５号」

コロナ禍が落ち着きを見せてきた事もあり、団
体それぞれの活動地域での地域の祭礼・イベン
トへ意欲的に出演をしたほか、機関誌の発行も
行った。これらを通じて市域に伝わる民俗芸能
を広く市民に周知し、郷土についての愛着及び
文化財保護思想の普及・啓発を行った。
　３月に開催された相模原市民俗芸能大会での
披露に向けて意欲的に練習を重ね、無形の伝
統を保存・継承することに対し、より一層努め
た。

教育局
生涯学習部
文化財保護課

（趣旨・目的）
　文化財保護法及び相模原市文化財の保存及び活用に関する条例第1条
の目的に基づき、市内に存する文化財の保存と活用を図り、市民の郷土に
対する理解を深めるとともに、市民の文化の向上と発展に寄与するため、特
に無形民俗文化財の継承及び普及に関する事業を行う相模原市民俗芸能
保存協会に対し補助金の交付を行うもの。

（対象事業）
・民俗芸能の公開普及事業
・民俗芸能の調査・研究に関する事業
・民俗芸能保持団体の後継者育成事業
・その他民俗芸能の保存活用に必要な事業

（補助率）
２２．７％（補助対象総額５２０，０００円）

有

相模原市民俗
芸能保存協会
補助金交付要
綱

無 有
相模原市総
合計画

施策32　文
化の施行と
文化を通じ
た活力の創
出　３　文化
財の保存と
活用

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　地域の行事等が徐々に再開して
おり、年度当初に予定していた事業
以外のイベントにも参加して、積極
的に普及啓発に努める姿勢が見受
けられる。民俗芸能大会では加盟
10団体のうち7団体が出演したほ
か、当日出演のない団体（1団体）は
展示を行い、広く市民に対して郷土
愛醸成や文化財保護に関しての普
及啓発に十分な成果が得られてい
ると評価する。
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令和５年度補助金概要調書・実績調書一覧

No. 補助金等の名称 補助事業者等の名称
補助事業等の概要

及び補助金等の使途
補助事業等の実施時期

交付金額
（千円）

事業実績 事業成果（団体の公益性、社会貢献度） 所管課
　１補助金等の趣旨・目的
　２補助対象事業
　３補助対象事業費、補助率等

要綱
の有無

有の場合
要綱の名称

国・県
補助金
の有無

施策的
位置
付け

有の場合
計画名

有の場合
施策名

補助期間
事業実績に
対する評価

「その他」
の内容

事業成果（団
体の公益性、
社会貢献度）
に対する評価

「その他」
の内容

左のように評価した理由

※この一覧は、補助金の交付申請時に添付される補助金概要調書及び実績報告時に提出される補助事業等実績調書の内容を転記したものです。
※補助金等の詳しい内容については、各所管課にお問い合わせください。
※所管課は、令和５年度の所管課を記載しています。

〔申請者記入欄〕　概要調書部分 〔申請者記入欄〕　実績調書部分 〔所管課記入欄〕概要調書部分 〔所管課記入欄〕実績調書部分

2283
相模原市無形民俗文化
財保護団体補助金

下九沢御嶽神社獅子舞
保存会

【補助事業等の概要】
　獅子舞を継承する担い手の確保、日常的な教授活動など
による後継者の育成及び公演や、地域での獅子舞の披露な
どを行い、無形民俗文化財の保存と活用を促進するもの。

【補助金等の使途】
　祭り等への参加や獅子舞衣装等の保管等に要する経費。
（支出予定額90,000円）

令和5年4月1日～令和6年3月31日 90

・担い手の確保に関する事業（自治会への依頼、ポスター作成・掲示）
・日常的な教授活動などの継承者の育成に関する事業（練習実施）
・公演や披露など獅子舞の公開に関する事業（下九沢御嶽神社例大祭
にて獅子舞奉納）
・獅子舞の保存に必要な用具、衣装等の新調・修理（奉納時に使用する
足袋の新調）

８／２６に御嶽神社例大祭で奉納
３／　３に民俗芸能大会に参加

教育局
生涯学習部
文化財保護課

【趣旨・目的】
　文化財保護法（昭和25年法律第214号）及び神奈川県文化財保護条例
（昭和30年神奈川県条
例第13号）の規定により指定され、または登録された市の区域内に存する
無形民俗文化財（以
下、「国県無形民俗文化財」という。）について、その保存と活用を促進する
ことを目的として、市
が国県無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める団体に対し補助
金の交付を行うも
の。
【対象事業】
・無形民俗文化財を継承する担い手の確保に係る事業
・無形民俗文化財の継承基盤となる日常的な教授活動など、継承者の育成
事業
・民俗芸能に関する公演や地域の伝統行事の披露など、普及のための公開
事業
・市や市民から公開の申出があった場合など、普及のための公開事業
【補助率】
90.0％（補助対象総額　100,000円）

有

相模原市無形
民俗文化財保
護団体補助金
交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策32　文
化の施行と
文化を通じ
た活力の創
出　３　文化
財の保存と
活用

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　御嶽神社祭礼にて獅子舞の奉納
を行うとともに、民俗芸能大会に出
演し、地域で古くから伝えられてい
る伝統芸能の継承に努めた。また、
奉納に向けて活発に練習を実施し
たことが評価できる。課題として保
存会の人員不足を挙げているが、
コロナ禍で活動休止が続いたこと
で地域住民の「伝統芸能」への意識
が希薄となっていることが一つの要
因と考えられる。引き続き、継続的
な活動と披露の場の確保に努めら
れたい。

2284
相模原市無形民俗文化
財保護団体補助金

大島諏訪明神獅子舞保
存会

【補助事業等の概要】
　獅子舞を継承する担い手の確保、日常的な教授活動など
による後継者の育成及び公演や、地域での獅子舞の披露な
どを行い、無形民俗文化財の保存と活用を促進するもの。

【補助金等の使途】
　祭り等への参加や獅子舞衣装等の保管等に要する経費。
（支出予定額90,000円）

令和5年4月1日～令和6年3月31日 90

・担い手の確保に関する事業（自治会掲示板当への会員募集ポスター
の掲示）
・日常的な教授活動などの継承者の育成に関する事業（練習実施）
・公演や披露など獅子舞の公開に関する事業（諏訪明神例祭にて獅子
舞奉納他）
・獅子舞の保存に必要な用具、衣装等の新調・修理（舞手用わらじ、足
袋の新調）

　省略のない形での奉納を4年ぶりに行った。
地元大島に伝わる伝統的獅子舞を披露・伝承
していくことで郷土についての愛着を育むこと
ができた。
　また、奉納や出演に向けた練習や日頃の管理
等を行うことで相模原市に伝わる貴重な民俗
芸能を保存・継承する機会を確保することがで
きた。

教育局
生涯学習部
文化財保護課

【趣旨・目的】
　文化財保護法（昭和25年法律第214号）及び神奈川県文化財保護条例
（昭和30年神奈川県条
例第13号）の規定により指定され、または登録された市の区域内に存する
無形民俗文化財（以
下、「国県無形民俗文化財」という。）について、その保存と活用を促進する
ことを目的として、市
が国県無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める団体に対し補助
金の交付を行うも
の。
【対象事業】
・無形民俗文化財を継承する担い手の確保に係る事業
・無形民俗文化財の継承基盤となる日常的な教授活動など、継承者の育成
事業
・民俗芸能に関する公演や地域の伝統行事の披露など、普及のための公開
事業
・市や市民から公開の申出があった場合など、普及のための公開事業
【補助率】
81.2％（補助対象総額　110,100円）

有

相模原市無形
民俗文化財保
護団体補助金
交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策32　文
化の施行と
文化を通じ
た活力の創
出　３　文化
財の保存と
活用

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　コロナ禍も落ち着きを見せてきた
中、例大祭では4年ぶりに省略しな
い形式の奉納を披露した。

2285
相模原市無形民俗文化
財保護団体補助金

鳥屋獅子舞保存会

【補助事業等の概要】
　獅子舞を継承する担い手の確保、継承者の育成及び公演
や地域での披露等を行い、無形民俗文化財の保存と活用
を促進するもの。

【補助金の使途】
　祭り等への参加や獅子舞衣装・道具等の保管に要する経
費
（支出予定額　90,000円）

令和5年4月1日～令和6年3月31日 90
・諏訪神社例大祭神事の参加
・衣装管理

　本年は、４年ぶりに鳥屋諏訪神社において奉
納舞を行い、鳥屋地域に伝わる伝統ある獅子
舞を披露・伝承していくことで、郷土についての
愛着を育むことができた。
　また、奉納に向けた練習や、日頃の管理を行
うことで、市の貴重な民俗芸能を保存・継承す
る機会を確保することができた。

教育局
生涯学習部
文化財保護課

【趣旨・目的】
　文化財保護法（昭和25年法律第214号）及び神奈川県文化財保護条例
（昭和30年神奈川県条
例第13号）の規定により指定され、または登録された市の区域内に存する
無形民俗文化財（以
下、「国県無形民俗文化財」という。）について、その保存と活用を促進する
ことを目的として、市
が国県無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める団体に対し補助
金の交付を行うも
の。
【対象事業】
・無形民俗文化財を継承する担い手の確保に係る事業
・無形民俗文化財の継承基盤となる日常的な教授活動など、継承者の育成
事業
・民俗芸能に関する公演や地域の伝統行事の披露など、普及のための公開
事業
・市や市民から公開の申出があった場合など、普及のための公開事業
【補助率】
69.2％（補助対象総額　130,000円）

有

相模原市無形
民俗文化財保
護団体補助金
交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策32　文
化の施行と
文化を通じ
た活力の創
出　３　文化
財の保存と
活用

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　令和５年度は新型コロナウイルス
の５類感染症への移行により、４年
ぶりに鳥屋諏訪神社において奉納
舞が行われた。
　また新型コロナウイルス感染症に
よる休止期間中を含め、新規会員
獲得に向けた継続的な取り組みが
行われた。

2286
相模原市指定文化財等
に対する奨励金

文化財の維持管理をす
る者

・次に掲げる通常の維持管理及び公開に要する費用
（１）看守、清掃及び軽微な保全補修
（２）伝承者の育成
（３）市民から公開の申し出があった場合の管理に支障のな
い範囲での公開

令和5年4月1日～令和6年3月31日 2,470
市指定文化財　34件　1,315千円
市登録文化財　44件　1,155千円

市指定・登録文化財を適正に維持管理し、また
広く公開等を行い、後世に伝えるために保存す
ることができた。

教育局
生涯学習部
文化財保護課

相模原市文化財の保存及び活用に関する条例の規定により指定及び登録
された文化財の保存と活用を図り、市民の郷土に対する理解を深めると共
に、市民の文化の向上と発展に貢献するため、文化財の保存及び活用に関
する事業を行うものに対する補助金及び奨励金の交付等を行う。

有

相模原市指定
文化財等に対す
る補助金及び奨
励金交付要綱

無 有
相模原市総
合計画

施策32　文
化の施行と
文化を通じ
た活力の創
出　３　文化
財の保存と
活用

1年間
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

市指定・登録文化財を適正に維持
管理し、また市民に公開等すること
に取り組んでいただいたことによ
り、市民の郷土に対する理解を深
めると共に、市民の文化の向上と発
展に貢献したため。

2287
相模原市明るい選挙推
進協議会交付金

相模原市明るい選挙推
進協議会

公益財団法人明るい選挙推進協会への分担金に充当し、
同協会との連携や各種事業への参加を行うことにより、当
協議会の効率的・効果的な事業実施や、その活性化を図る
ことを目的としています。

令和５年４月１日～令和６年３月３１日 400
　相模原市明るい選挙推進協議会の支出のうち、公益財団法人明るい
選挙推進協会への分担金（年額４００，０００円）にあたる額に相模原市
からの補助金を充当した。

公益財団法人明るい選挙推進協会が主催する
会議や研修会等の事業に参加し、明るい選挙
推進運動の課題等を研究・検討・協議すること
により、地域活動の活性化を図った。

行政委員会事務局
選挙課

交付金の交付の対象となる経費は、相模原市明るい選挙推進協議会が、公
益財団法人明るい選挙推進協会に対して納める分担金とする。
交付金の額は、分担金相当額とし、予算の範囲内において交付する。

有

相模原市明るい
選挙推進協議
会交付金交付
要綱

無 無
令和５年４月１日～
令和６年３月３１日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

公益財団法人明るい選挙推進協会
が主催する研修事業等に参加する
ことにより、他都市事例情報の入手
や、啓発活動への参加意欲の向上
等、相模原市明るい選挙推進協議
会委員の資質向上に役立てている
ことが確認できたため。

2288
相模原市消防団運営交
付金

相模原市消防団
　相模原市消防団の効率的な運営並びに円滑な消防活動
を遂行するため、訓練等に係る経費、管理費や消耗品等必
要な諸活動に要する経費に対し交付する。

令和5年4月～令和6年3月 10,358
　消防団活動の充実強化を図るため、訓練等に係る経費や皮手袋など
の消耗品購入費を補助するとともに、詰所の情報収集用テレビやガス
料金等の管理費など必要な諸活動に要する経費に対し補助を行った。

　消防団活動が円滑に行われるように必要な経
費を補助したことにより、諸活動の充実及び効
率的な運営を図ることができた。

消防局
消防部
消防総務課

　消防団活動を遂行するために必要な経費（会議、事務、訓練研修、管理費
や、団ＰＲ用広報紙、啓発物品等の購入、貸与品以外で活動上必要な装備
品の購入など）の補助として交付する。
【均等割額】
86,400円／本部・方面隊本部・分団本部
【人員割額】
3,600円／1人

有
相模原市消防
団運営交付金
交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　消防団は、火災をはじめとする各
種災害から地域住民を守るため、
常備消防とともに活動しており、特
に地震や風水害等の大災害に対し
ては、消防団の活動なしに、対処は
困難である。消防団員は生業を持
ちながら、ボランティア精神のもと、
昼夜を問わず災害活動に従事して
いる。
  これら諸活動を援助し、地域の防
災力の強化を図るため、運営交付
金により継続的に支援していく必要
がある。

2289
相模原市消防団共済組
合補助金

相模原市消防団共済組
合

  組合員の健康管理及び福利厚生の充実を図るため、保健
事業である健康診断受診料並びに助成事業である福祉共
済掛金の補助を行う。

令和5年4月（助成事業）
令和5年11月（保健事業）

3,374

１　保健事業（健康診断料補助）
　　令和５年１１月１１日（土）及び１２日（日）の２日間、中央区及び緑区に
おいて健康診断を実施した。（８６名受診）

２　補助事業（福祉共済掛金の補助）
　　全団員が福祉共済へ加入した。（１，３１４名）

　全団員が福祉共済に加入することにより、地
域の安全安心を担っている消防団員が安心し
て活動できるような体制を構築し、消防活動の
強化、地域防災力の向上を図り、もって市民生
活の安全安心に寄与した。また、健康診断を実
施することにより、各団員が自身の健康状態を
把握し、病気を予防することで、病や体調不良
を原因とする事故を未然に防ぐとともに万全の
状態で勤務にあたることで地域防災力向上に
資する効果があった。

消防局
消防部
消防総務課

【保健事業　健康診断受診料補助】
＠8,680円 × 150人＝1,302,000円
【助成事業　福祉共済掛金補助】
＠2,000円×1,470人＝2,940,000円

有
相模原市消防
団共済組合補
助金交付要綱

無 無
令和5年4月1日～
令和6年3月31日

充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

　保健事業、補助事業ともに地域防
災の要を担う消防団員にとって、安
心して活動していくために重要なも
のである。今後も充実強化を図っ
ていく中で、各団員の意見を聞き、
より団員のニーズにあった事業を
展開することが望まれる。

2290
相模原市防災協会補助
金

公益社団法人　相模原
市防災協会

市民及び事業所関係者が災害に強いまちづくりを推進する
ため、防災に係る意識、知識及び行動力の向上並びに防災
体制の強化促進に資する事業、地域に密着した公益性の高
い事業を実施する。

通年 14,700

・事業所に対する防災研修及び講習会の開催
　新入社員研修会、自衛消防隊員研修会、救命講習会（延128名参加）
・防火ポスターコンクールの開催（市内小学校49校から408点の応募）
・防災講演会の開催(聴講者約200名）
・防火・防災情報等を掲載する広報誌の作成（2,000部×4回）
・その他防火・防災に関する普及啓発

　各種研修、講習会等の事業実施により、事業
所における防火・防災対策及び自衛消防力の
強化、推進に繋げられた。
　また、火災予防運動に合せたポスターの配布
及び児童を対象とした防火ポスターコンクール
並びに広報誌の発行、ホームページによる市民
への情報発信等により、広く防火・防災知識の
普及、意識の向上を図り、社会公共の安全及び
福祉の向上に寄与した。

消防局
消防部
予防課

１　公益社団法人相模原市防防災協会の円滑な運営を促進するために必
要な経費の補助として交付する。
２　自主事業運営費、管理費
３　補助率（補助金/総事業活動費）
　　21.3％（14,700千円/68,767千円）

有

公益社団法人
相模原市防災
協会補助金交
付要綱

無 無 1年
充分な実績が確
認される

充分な成果（公
益性、社会貢献
度）が確認され
る

新型コロナウイルス感染症が５類へ
移行となり、人々の生活が変容する
中、前年度を大きく上回る事業を
実施しており、防災意識の向上に
補助金が活用されていると考える。
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